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第１ 制度のあらまし 

 

当市では、春日井市情報公開条例に基づき、市民の行政への参画の促進と開かれ

た市政の実現をめざして、総合的な情報公開の推進に努めています。 

  総合的な情報公開の推進とは、公文書の開示を行うだけでなく、情報提供、会議

公開等を整備充実することにより市が保有する情報の公開を総合的に進めていく

もので、おおむね次の制度があげられます。 

(1) 情報公開制度 市民からの開示請求に応じて公文書の開示を行う制度 

(2) 個人情報保護制度 自分の情報を確認する権利や適正な個人情報の取扱い

を定める制度 

(3) 情報提供制度 市政に関する情報を積極的に市民に提供する制度 

(4) 文書管理制度 文書管理システム等により適正な文書の管理を行う制度 

(5) 会議公開制度 会議の公開や公募による委員の選出を実施する制度 

総合的な情報公開 

情報公開制度 

個人情報保護制度 

文書管理制度 

会議公開制度 

会議の公開 

【総合的な情報公開のイメージ】 

委員の公募 

情報提供制度 
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１ 情報公開制度 

 

当市では、春日井市情報公開条例を 

平成 12年 9月 29日に公布し、平成 

13年 4月 1日から施行しています。 

情報公開制度とは、市民等からの請 

 求により、公文書を公開する制度です。 

条例の概要は、次のとおりです。 

(1) 目的 

市民の知る権利を尊重し、公文書の開示を請求する権利を明らかにするととも

に、総合的な情報公開を推進します。 

また、市の行政運営の公開性の向上と公正の確保を図ることにより、行政活動

を市民に説明する責任を果たし、市民の行政への参画の促進と開かれた市政の実

現をめざしています。 

(2)  実施機関 

情報公開を実施する機関は、市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、

監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、消防長及び議会です。 

(3) 対象文書 

対象となる公文書は、実施機関の職員が平成 13 年４月１日（施行日）以後に

職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録で、職員が組織的に用い

るものとして、保有しているものです。また、施行日前の公文書も申出があれば、

応じていきます。 

(4) 請求できる方 

市内に在住、在勤又は在学の方、市内に事務所又は事業所がある法人その他の

団体、市と具体的利害関係がある方や法人その他の団体の方が請求できます。ま

た、上記以外の人からも申出があれば、応じていきます。 

【情報公開制度のイメージ】  
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法令や条例で不開示とされている情報 

個人識別情報、個人の正当な権利利益を害するおそれがある情報 

法人などの正当な利益を害するおそれがある情報など 

事務・事業の情報で適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの 

審議検討等の情報で特定の者に利益を与えるおそれがあるものなど 

国等との協力関係又は信頼関係が損なわれると認められる情報 

犯罪の予防など公共の安全を害するおそれがある情報 

(5) 公文書の開示義務 

公文書は原則公開ですが、条例第 7 条の各号に掲げる不開示情報に該当する 

次の場合には不開示となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

(6) 開示請求の手続 

ア 開示の決定等は、原則、請求があった日から起算して 15日以内に行います。 

イ 公文書に第三者に関する情報が記載されているときは、この第三者に意見書を

提出する機会を付与できます。 

(7) 不服申立て 

開示決定等に不満があるときは、実施機関に対して不服申立てをすることがで

きます。実施機関は、第三者機関である情報公開・個人情報保護審査会に諮問し、

その答申を尊重して裁決又は決定を行います。 

(8) その他 

ア 公文書の検索資料を作成し、市ホームページに掲載します。 

 イ 市が一定の出資をしている法人等に対し、この条例の趣旨に基づき出資法人等

が保有する情報を公開するよう協力を要請します。 

 ウ 平成 27 年８月１日以降の請求から公文書の開示の実施に係る手数料を導入し

ました。 

ホームページ掲載場所  ホーム › 市政情報 › 行政 › 情報公開・個人情報保護 › 情

報公開制度 › 手数料の内容について 

法令秘情報 （１号） 

個人情報 （２号） 

法人情報 （３号） 

（５号） 

公共安全情報 （４号） 

事務事業情報 （７号） 

審議検討情報 （６号） 
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２ 個人情報保護制度 

 

当市では、春日井市個人情報保護条例を平成 14 年 9 月 30 日に公布し、平成 15

年 4月 1日から施行しています。 

    個人情報保護制度とは、個人の人格尊重の理念に基づき、プライバシーを始めと

する個人の権利利益の保護を図るため、自分の個人情報の内容を確認する権利や個

人情報の適正な取扱いの基本原則などを定める制度です。 

条例の概要は、次のとおりです。 

(1) 目的 

ア 個人の権利・利益の保護 

個人の人格尊重の理念に基づき、プライバシーを始めとする個人の権利・利益

の保護を図ること。 

 イ 個人情報の適正な取扱いの確立 

   本人取得の原則、利用・提供の制限、安全確保など個人情報の適正な取扱いの

基本原則を定めること。 

   ウ 自分の情報を確認する権利の保障 

自分の個人情報の公開、訂正、利用の停止などを求めることができる権利を保

障すること。 

(2)  個人情報の定義 

   個人に関する情報で、氏名、生年月日その他の記述などにより特定の個人を識

別することができるものです。 

   （例） 氏名、住所、電話番号、メールアドレス、生年月日、職業、役職、収入、財産、口

座情報、成績、健康状態、信教、趣味、意見や苦情内容、など 

(3)  個人情報の適正な取扱いの基本原則 

ア 保有の制限 

個人情報は、必要な場合に限り、利用目的を特定して取り扱います。 

イ 適正で適法な方法による取得 

個人情報は、適正で公正な手段で取得します。 

ウ 本人取得の原則 

個人情報は、原則として本人から取得します。 
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エ 利用目的の明示 

個人情報の利用目的を明らかにします。 

オ 思想・信条などに関する情報の取得の制限 

思想、信条、信教に関する個人情報や社会的差別の原因となるおそれのある

個人情報は、原則として取得しません。 

カ 正確性確保 

市が持っている個人情報が事実と合致するよう努めます。 

キ 安全確保 

個人情報の漏えい、き損の防止など適正な管理をします。 

  ク 利用・提供の制限 

個人情報の利用・提供は、一定の制限をします。 

ケ 受領者に対する措置要求 

個人情報を提供する場合は、利用制限や安全措置を求めます。 

コ 高度情報通信ネットワークによる提供の制限 

インターネットその他の高度情報通信ネットワークを通じて個人情報を提供

するときは、必要な保護措置をとります。 

 (4)  開示、訂正及び利用停止請求 

ア 個人情報の本人開示 

市が保有している個人情報について、本人開示の請求ができます。 

なお、未成年者又は成年被後見人の法定代理人は本人に代わって、死者の遺

族などは一定の死者に関する情報について開示請求することができます。 

イ 個人情報の訂正等 

開示を受けた自分の個人情報が事実でないときは、事実とその根拠を示して、

その個人情報の訂正、追加、削除の請求をすることができます。 

  ウ 個人情報の利用停止等 

開示を受けた自分の個人情報が適法に取り扱われていないことを理由とし

て、利用の停止、消去、提供の停止の請求をすることができます。 

 (5) 罰則 

 ア 実施機関の職員等が、正当な理由なく、電子計算機処理に係る個人情報ファ

イルを提供した場合、処罰されます。 
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イ 実施機関の職員等が、保有個人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を図

る目的で提供し、又は盗用した場合、処罰されます。 

ウ 実施機関の職員がその職権を濫用し、専らその職務の用以外の用に供する目

的で個人の秘密に属する事項が記録された文書等を収集した場合、処罰されま

す。 

エ 開示請求権の適正な行使を担保するため、偽りその他不正の手段により保有

個人情報の開示を受けた者に対し、過料を科します。 

 (6) 民間事業者に対する規制 

   民間事業者の個人情報の取扱いについて苦情があったときは、市から民間事業

者に対し、必要に応じて説明・資料の提出を求め、助言・勧告を行うことができ

ます。 
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３ 総合的な情報公開の推進のための関連制度 

 

(1)  情報提供制度 

春日井市情報提供の推進に関する指針を定め、市政に関する情報を積極的に市民

に提供するように努めています。 

指針では、市政運営の基本方針に関する事項、環境、福祉、健康、防災、教育そ

の他市民生活に密接な関係がある事項など 13 項目について提供すべき事項を定め

ています。 

市役所２階の情報コーナーでは、予算・決算書、統計資料、交際費、旅費、食糧

費の一覧、審議会の議事録、計画書、報告書などの行政資料の閲覧をすることがで

きます。 

 

(2) 文書管理制度 

文書管理制度は、情報公開制度の円滑な運用を図るため、車の両輪にあたる重要

な制度です。当市では文書管理システムを導入するとともに、春日井市文書取扱規

程に基づき、適正な文書の管理に努めています。 

 

(3) 会議公開制度 

春日井市附属機関等の設置等に関する要綱 

を定め、公募による委員の選出に努めるとと 

もに、附属機関などの会議を原則公開とし、 

公正で透明性のある市政の推進を図ります。 

公開の会議は、広報、ホームページで周知 

し、どなたでも傍聴いただけます。 
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第２ 情報公開制度の施行状況 

 

１ 開示請求件数 

  平成 26年度（平成 26年４月 1日から 

平成 27年３月 31日まで）の公文書の開 

示請求の件数は、1,820件（請求 1,789件、 

申出 31件）です。 

市全体に対する一律的な開示請求が増 

 加したことにより、昨年度と比較して２倍 

 以上、一昨年と比較して 10倍以上に増加し 

ました。 

 

 

２ 国、地方公共団体 

(1)  国、主な都府県 

  国と主な都府県における平成 22年度から 

26年度までの開示請求の件数の推移は、図２ 

のとおりです。 

 平成 26年度の請求件数は、愛知県を除き 

おおむね昨年度と同程度です。 

 

 

 

 

 

 

 

図１ 当市の開示請求件数の推移 
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1,820

0
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H22 H23 H24 H25 H26

開示請求件数

図２ 国等の開示請求件数の推移 
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100,286
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25,106
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0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

H22 H23 H24 H25 H26

国 

大阪府 

 

東京都 

 H22 H23 H24 H25 H26 

国 86,034 96,677 100,286 103,457 104,939 

大阪府 1,708 2,101 1,752 1,686 1,793 

愛知県 25,106 37,196 36,078 65,783 ― 

東京都 10,638 11,635 11,314 11,122 10,527 

（備考）愛知県の平成 26年度の状況は、まだ公表されていない

ため、平成 25年度までの状況です。 

愛知県 
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(2)  愛知県内の主な市 

  県内の主な市における平成 22年度 

から 26年度までの開示請求の件数の 

推移は、図３のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 開示決定等の件数 

  平成 26年度の開示決定等の件数は、 

次のとおりで、公開率は 77％となって 

います。 

 

           

   

 

 

 

  

 

 

開示

76.6%

不開示

0.4%

不存在

23.0%処理区分 件数 

開示 1,712 

（うち全部開示） 1,254 

（うち一部開示） 458 

不開示 10 

不存在 513 

 
開示 

公開率＝            ×１００ 

開示＋不開示＋不存在 

図３ 県内他市の開示請求件数の推移 
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  H22 H23 H24 H25 H26 

豊橋市 299 316 464 476 260 

一宮市 89 92 71 99 98 

豊田市 999 654 285 449 536 

春日井市 152 193 169 896 1,820 

岡崎市 221 253 438 485 321 

   

 

豊田市 

一宮市 

豊橋市 

岡崎市 

春日井市 

図４ 公開率 
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４ 開示決定等の件数の推移 

平成 22年度から  

26年度までの開示 

決定等の件数の推 

移は右表のとおり 

です。平成 26年度 

の公開率は、不存在 

の増加により、昨年 

度と比較してわずかに減少しました。 

  （備考）請求件数と決定件数が異なるのは、１つの請求で２種類の決定等があることによります。 

 

５ 部局別の処理状況 

平成 26年度における部局別の請求件数及び処理状況は、次のとおりです。 

 

全部開示 一部開示 不開示 不存在 取下げ 公開率

消防本部 212 68 14 141 37%

上下水道部 194 101 55 4 93 62%

健康福祉部 143 137 30 3 98%

環境部 137 93 47 1 39 78%

教育委員会事務局 134 105 44 1 26 85%

総務部 132 106 59 1 21 88%

財政部 121 79 35 37 75%

市民病院事務局 103 44 6 57 47%

建設部 101 91 29 5 96%

文化スポーツ部 101 53 10 48 57%

まちづくり推進部 94 82 31 3 97%

市民生活部 77 70 18 1 5 94%

企画政策部 71 67 24 5 95%

産業部 69 62 22 5 94%

青少年子ども部 51 45 21 2 3 93%

会計管理者 27 22 8 1 97%

議会事務局 24 18 2 5 80%

監査事務局 22 11 1 11 52%

選挙管理委員会 3 2 1 67%

農業委員会 2 2 0%

公平委員会 1 1 0%

固定資産評価審査委員会 1 1 0%

合　　　　　計 1820 1254 458 10 513 0 77%

請求
件数

処　理　状　況
部局名

H22 152 64 76 5 53 1 71%

H23 193 94 106 10 36 4 81%

H24 169 98 107 1 37 3 84%

H25 896 661 383 22 223 1 81%

H26 1820 1254 458 10 513 0 77%

年度

処　　　理　　　状　　　況

公開率
不開示 不存在 取下げ

請求
件数 全部

開示
一部
開示
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年度 1 2 3

教育委員会 まちづくり推進部 総務部

(43件、28％） （20件、13％） （13件、8％）

教育委員会 総務部 まちづくり推進部

(48件、25％） （33件、17％） （22件、11％）

教育委員会 上下水道部 総務部

(54件、32％） （21件、12％） （19件、11％）

上下水道部 環境部 教育委員会

(123件、13.7％） （83件、9.3％） （79件、8.8％）

消防本部 上下水道部 健康福祉部

(212件、11.6％） （194件、10.7％） （143件、7.9％）

H24

H23

H22

H25

H26

法令秘情報

第7条 (1号)

0% 個人情報

第7条 (2号)

36%

法人情報

第7条 (3号)

9%公共の安全

情報第7条

(4号）
6%

国等協力関

係情報 第7

条（5号）
1%

審議・検討

情報 第7条

(6号）
0%

事務・事業

情報 第7条

(7号）
6%

不存在

42%

６ 開示請求の内容別件数の推移 

  平成 22年度から 

26年度までの請求 

内容の上位３は次 

のとおりです。 

平成 26年度は、 

市全体に対する一律 

的な開示請求により、 

所管課の多い部に対 

する請求が多くを占めています。 

 

 

７ 不開示情報の理由 

  不開示とした理由は、図５のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

不開示情報 件数 

法令秘情報 第 7条(1 号) 1 

個人情報 第 7 条(2 号) 433 

法人情報 第 7 条(3 号) 106 

公共の安全情報 第 7 条(4 号)  72 

国等協力関係情報 第 7条(5 号) 10 

審議・検討情報 第 7 条(6号) 2 

事務・事業情報 第 7 条(7号) 76 

不存在 515 

計 1215 

（備考）号数は、春日井市情報公開条例第７条の各号を指しています。（３頁参照） 

 

図５ 不開示情報別割合 
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８ 不服申立て・審査会答申の状況 

平成 22年度から 26年度までの不服申立て・審査会答申状況は下表のとおりです。 

  平成 26 年度は、市長に対して４件、教育委員会に対して４件の不服申立てがあ

りました 

なお、答申の詳細は、本報告書の 202ページ以降及び市のホームページを参照し

てください。 

年度 

不服 

申立て 

件数 

諮問 

された 

件数 

諮問され 

なかった 

件数 

処理 未処理 

決定 

取下げ 審議中 

棄却 認容 
一部 

認容 
その他 

H22 5 5 0 3 0 0 0 2 0 

H23 3 2 0 0 0 2 0 1 0 

H24 6 6 0 4 0 0 0 2 0 

H25 3 3 0 3 0 0 0 0 0 

H26 8 7 0 2 0 0 0 4 2 

 

 

 

 

第３ 個人情報保護制度の施行状況 

 

１ 開示等請求件数 

 平成 22年度から 26年度までの開示 

 

等請求の状況は右表のとおりです。 

平成 26年度の本人開示請求件数は 

17件で、訂正請求、利用停止請求は 

ありませんでした。 

 

年度 開示 訂正 
利用 

停止 
合計 

H22 10 0 0 10 

H23 13 0 0 13 

H24 30 0 0 30 

H25 18 0 0 18 

H26 17 0 0 17 



         13 

２ 開示決定等 

  平成 22年度から 26年度までの開示決定等の状況は、下表のとおりです。 

年度 
請求 

件数 

処   理   状   況 

全部 

開示 

一部 

開示 
不開示 不存在 不訂正 取下げ 

訂正 

却下 

H22 10 4 3 0 4 0 0 0 

H23 13 7 4 0 9 0 0 0 

H24 30 15 12 0 12 0 1 0 

H25 18 8 11 0 5 0 0 0 

H26 17 4 9 0 6 0 0 0 

 

（備考）請求件数と決定件数が異なるのは、１つの請求で２種類の決定等があることによります。 

 

 

３ 不服申立て・審査会答申の状況 

平成 22年度から 26年度までの不服申立て・審査会答申の状況は下表のとおりで

す。 

年度 

不服 

申立て 

件数 

諮問 

された 

件数 

諮問さ

れ 

なかった 

件数 

処理 未処理 

決定 

取下げ 審議中 
棄却 認容 

一部 

認容 
その他 

H22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

H23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

H24 2 2 0 2 0 0 0 0 0 

H25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

H26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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第４ 情報提供制度の施行状況 

 

１ 行政資料の登録件数 

市がとりまとめる統計書、報告書等の 

各種行政資料を市民の皆さんが閲覧でき 

るよう市役所２階の情報コーナーに配置 

しています。 

平成 22年度から 26年度までの行政資 

料の登録件数の推移は、図６のとおりです。 

 

２ 部局別の登録状況 

平成 26年度の部局別の登録状況は、右  

表のとおりです。 

 行政資料の一覧は、ホームページをご覧 

ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

部局名 件数 

総務部  321 

教育委員会事務局 292 

議会事務局  303 

健康福祉部  242 

環境部  146 

企画政策部  135 

市民生活部  109 

産業部  88 

文化スポーツ部  86 

まちづくり推進部  77 

青少年子ども部  45 

上下水道部  46 

財政部  31 

監査事務局  21 

建設部  14 

市民病院（事務局）  13 

消防本部  2 

総合計 1971 

図６ 行政資料の登録件数の推移 
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第５ 会議公開制度の施行状況 

 

１ 会議公開の実施状況 

 平成 22年度から 26年度までに 

公開（一部公開を含む）で行われ 

た延べ会議数、傍聴人数の推移は、 

図７のとおりです。 

  

 

 

 

 

２ 公開・非公開の決定状況 

 平成 26年度における会議の公開・非公開の 

決定状況は、67の附属機関等のうち公開 31、 

一部公開２、非公開 13で、未開催が 23です。 

  開催した会議のうち、公開率（一部公開 

を含む。）は、73％です。 

 

 

３ 非公開の理由 

  非公開の主な理由は、個人情報を扱うため（表彰審査委員会、介護認定審査会（合

議体）、建築審査会等）、法令又は条例の規定により、会議が非公開とされているた

め（情報公開・個人情報保護審査会）等となっています。 

 

 

 

図７ 公開数・傍聴人数の推移 
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図８ 公開・非公開の決定状況 
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資料１　平成26年度情報公開実施状況一覧表

整理
番号

受付日 区分 担当課等
公文書の名称その他公文書を特定するに足りる事項
(請求の内容） 公文書の名称

開示決定
等の通知
をした日

開示決定等の内容 開示しないこととした部分
開示しないこととした根拠

規定

1 4月4日 請求
建設部

潮見坂平和公園
管理事務所

平成25年9月26日付けの「対応記録簿」への質問に対する回答 対応記録簿（煤煙） 4月11日 一部開示 住所、氏名、電話番号、墓所位置 条例第7条第2号

2 4月11日 請求
まちづくり推進部

建築指導課
建築計画概要書 ERI13046095 建築計画概要書 ERI13046095 4月15日 全開示

3 4月16日 請求
企画政策部
企画政策課

市政ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰの謝礼(予算)の根拠（ﾃﾞｰﾀ）<見積書>H25.26
平成25年度歳出予算内示書の一部
他1件

4月30日 全開示

第1回高蔵寺ﾆｭｰﾀｳﾝ活性化施策検討会
他19件

全開示

第1回高蔵寺ﾆｭｰﾀｳﾝ活性化施策検討会他15件 一部開示 氏名、職名 条例第7条第2号

第15回高蔵寺ﾆｭｰﾀｳﾝ活性化施策検討会議事録
第16回高蔵寺ﾆｭｰﾀｳﾝ活性化施策検討会議事録

不開示
(不存在)

不存在

5 4月16日 請求
財政部
財政課

平成26年度第1回市議会定例会付会資料（Ⅱ）の中の平成26年
度一般会計当初予算の主要事業（P12～26）の新規拡充予算事
業に係る歳出予算内示書（事業説明）及び明細（該当部分）制改
予算事業に係る歳出予算内示書（事業説明書）及び明細（全部）

平成26年度予算内示書（事業説明及び明細） 4月30日 一部開示 法人に関する情報 条例第7条第3号､7号

6 4月17日 請求
企画政策部

秘書課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人と、事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室等を対
象として秘書課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで平成26年3月9日以降送受信したﾒｰﾙ
ﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、開示請求日時点で存在し、電子ﾃﾞｰﾀ
として開示できるもの
（過日に提供したCD-Rによる写しの交付を希望します。)

第161回愛知県市長会議の開催について 4月28日 全開示

7 4月17日 請求
企画政策部

秘書課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人と、事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室等を対
象として、秘書課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年3月9日以降送受信した
ﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、平成26年4月14日時点で存在し、
電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

第161回愛知県市長会議の開催について他1件 4月28日 全開示

地方公共団体空家等対策に関する取組状況調査
他15件

全開示

指導場所報告書（企画政策課）
他3件

一部開示 職員番号、住所、電話番号、休暇の種別、車のナンバーの一部 条例第7条第2号

地方公共団体における空家等対策に関する取組状況の調査
他6件

全開示

【自治体病院の｢事務局力｣について考える】PHP政策力ｱｯﾌﾟ講座
他5件

一部開示 氏名、ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ 条例第7条第2号

4 4月16日 請求
企画政策部
企画政策課

高蔵寺NT活性化施策検討会　第1回～第19回までの次第、議事
録

4月30日

8 4月17日

9 4月17日 請求
企画政策部
企画政策課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人と、事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室等を対
象として、企画政策課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年3月9日以降送受信
したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、平成26年4月14日時点で存
在し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

6月2日

請求
企画政策部
企画政策課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人と、事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室等を対
象として企画政策課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで平成26年3月9日以降送受信した
ﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、開示請求日時点で存在し、電子
ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの
（過日に提供したCD-Rによる写しの交付を希望します。)

6月2日

16



整理
番号

受付日 区分 担当課等
公文書の名称その他公文書を特定するに足りる事項
(請求の内容） 公文書の名称

開示決定
等の通知
をした日

開示決定等の内容 開示しないこととした部分
開示しないこととした根拠

規定

10 4月17日 請求
企画政策部
広報広聴課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人と、事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室等を対
象として広報広聴課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで平成26年3月9日以降送受信した
ﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、開示請求日時点で存在し、電子
ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの
（過日に提供したCD-Rによる写しの交付を希望します。)

「ﾜｸﾜｸあいち（市町村だより）」の件について（再送） 4月25日 全開示

「ﾜｸﾜｸあいち（市町村だより）」の原稿提供について（依頼）
他1件

全開示

広報春日井（5/15）「短詩型文学祭作品募集」
他1件

一部開示 氏名、ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ及び印影 条例第7条第2号､3号､4号

12 4月17日 請求
総務部
総務課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人と、事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室等を対
象として総務課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで平成26年3月9日以降送受信したﾒｰﾙ
ﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、開示請求日時点で存在し、電子ﾃﾞｰﾀ
として開示できるもの
（過日に提供したCD-Rによる写しの交付を希望します。)

滋賀県知事選挙等の日程について
他4件

4月30日 全開示

13 4月17日 請求
総務部
総務課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人と、事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室等を対
象として、総務課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年3月9日以降送受信した
ﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、平成26年4月14日時点で存在し、
電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

滋賀県知事選挙等の日程について
他2件

4月30日 全開示

周辺情報に関する報道等（3月4日～3月10日）
他84件

全開示

DIGﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ【臨時】第3回ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ会議議事録を送ります。
他20件

一部開示
氏名、電話番号､携帯電話､ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ、無線番号、法人名、代表者
名、住所、氏名、名称、用途、面積、階数、建築年

条例第7条第2号､3号､7号

周辺情報に関する報道等（3月4日～3月10日）
他96件

全開示

DIGﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ【臨時】第3回ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ会議議事録を送ります。
他9件

一部開示 氏名、ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ、無線番号、法人名、 条例第7条第2号､3号､7号

つり銭の貸付依頼書について
他32件

全開示

開発行為等の事前協議に係る意見について（回答）
他13件

一部開示
開発事業地、住所、電話番号、氏名、生年月日、職業、経歴、ﾒｰﾙｱ
ﾄﾞﾚｽ、被表彰候補者に関する事項、職員番号、ID、時給、通勤回
数、勤務時間

条例第7条第2号､3号､7号

17 4月17日 請求
総務部

交通対策課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人と、事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室等を対
象として、交通対策課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年3月9日以降送受信
したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、平成26年4月14日時点で存
在し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

春の全国交通安全運動啓発品の配付について
他14件

5月1日 全開示

18 4月17日 請求
総務部

情報ｼｽﾃﾑ課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人と、事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室等を対
象として情報ｼｽﾃﾑ課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで平成26年3月9日以降送受信し
たﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、開示請求日時点で存在し、電
子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの
（過日に提供したCD-Rによる写しの交付を希望します。)

ＮＳＫじちたいかわら版平成26年4月号の送付
他2件

4月28日 全開示

4月17日16

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人と、事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室等を対
象として交通対策課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで平成26年3月9日以降送受信した
ﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、開示請求日時点で存在し、電子
ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの
（過日に提供したCD-Rによる写しの交付を希望します。)

5月1日

11

15 4月17日 請求

14

請求
企画政策部
広報広聴課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人と、事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室等を対
象として、広報広聴課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年3月9日以降送受信
したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、平成26年4月14日時点で存
在し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

4月25日4月17日

6月2日

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人と、事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室等を対
象として市民安全課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで平成26年3月9日以降送受信した
ﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、開示請求日時点で存在し、電子
ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの
（過日に提供したCD-Rによる写しの交付を希望します。)

総務部
市民安全課

請求

請求

4月17日

6月2日

総務部
交通対策課

総務部
市民安全課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人と、事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室等を対
象として、市民安全課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年3月9日以降送受信
したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、平成26年4月14日時点で存
在し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

17



整理
番号

受付日 区分 担当課等
公文書の名称その他公文書を特定するに足りる事項
(請求の内容） 公文書の名称

開示決定
等の通知
をした日

開示決定等の内容 開示しないこととした部分
開示しないこととした根拠

規定

仕事のﾄﾗﾌﾞﾙに備える！「災害時」に、「品質面」で、「海外」で！
他10件

全開示

好評ｺﾗﾑ!組織風土改革≪実践≫講座"ｼﾞﾌﾞﾝｶﾞﾀﾘ"など
他2件

一部開示 氏名 条例第7条第2号

20 4月17日 請求
財政部
財政課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人と、事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室等を対
象として財政課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで平成26年3月9日以降送受信したﾒｰﾙ
ﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、開示請求日時点で存在し、電子ﾃﾞｰﾀ
として開示できるもの
（過日に提供したCD-Rによる写しの交付を希望します。)

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、春日井市情報
公開条例第7条第3号が規定する法人と、事業を営む個人と、春日井市立の学
校･保育園と春日井市の課室等を対象として財政課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで平成26年3月9
日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、開示請求日時点で存在し、
電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの
（過日に提供したCD-Rによる写しの交付を希望します。)

4月28日
不開示
(不存在)

不存在

21 4月17日 請求
財政部
財政課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人と、事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室等を対
象として、財政課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年3月9日以降送受信した
ﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、平成26年4月14日時点で存在し、
電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、春日井市情報
公開条例第7条第3号が規定する法人と、事業を営む個人と、春日井市立の学
校･保育園と春日井市の課室等を対象として、財政課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年3
月9日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、平成26年4月14日時点で
存在し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

4月28日
不開示
(不存在)

不存在

Re：平成26年度愛知県用地対策連絡会事務担当者名簿の作成について（依
頼）
他23件

全開示

Re：「組織及び事務分担表」及び「課別組織図」の提出について（依頼） 一部開示 職員番号、課別組織図内の職員の私事に関する部分 条例第7条第2号

Re：平成26年度愛知県用地対策連絡会事務担当者名簿の作成について（依
頼）
他16件

全開示

契約書案の送付 一部開示 個人の氏名 条例第7条第2号

閲覧準備作業の進捗状況について
他43件

全開示

一般社団法人全国軽自動車協会～軽自動車税担当者 一部開示
氏名、ﾊﾟｽﾜｰﾄﾞ､職員番号、住所、電話番号、生年月日、ID、臨時職
員番号､単価、通勤回数、勤務時間

条例第7条第2号､3号､4号､7号

閲覧準備作業の進捗状況について
他38件

全開示

税制改正に係るﾄﾞｷｭﾒﾝﾄ等の公開について(5) 一部開示 氏名、ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ、ﾌｧｲﾙ名の付与方法 条例第7条第2号､3号､4号

26 4月17日 請求
財政部

資産税課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人と、事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室等を対
象として資産課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで平成26年3月9日以降送受信したﾒｰﾙ
ﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、開示請求日時点で存在し、電子ﾃﾞｰﾀ
として開示できるもの
（過日に提供したCD-Rによる写しの交付を希望します。)

ｽﾀﾝﾄﾞｻｲﾝの件
他6件

4月30日 全開示

4月30日

4月17日 請求

財政部
市民税課

請求

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人と、事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室等を対
象として市民税課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで平成26年3月9日以降送受信した
ﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、開示請求日時点で存在し、電子
ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの
（過日に提供したCD-Rによる写しの交付を希望します。)

4月17日

4月17日

22

4月30日

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人と、事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室等を対
象として、市民税課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年3月9日以降送受信し
たﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、平成26年4月14日時点で存在
し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

24

25

請求

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人と、事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室等を対
象として、管財契約課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年3月9日以降送受信
したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、平成26年4月14日時点で存
在し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

5月1日

4月17日

19

23

4月17日

請求
総務部

情報ｼｽﾃﾑ課
4月28日

請求

財政部
管財契約課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人と、事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室等を対
象として管財契約課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで平成26年3月9日以降送受信した
ﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、開示請求日時点で存在し、電子
ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの
（過日に提供したCD-Rによる写しの交付を希望します。)

5月1日

財政部
市民税課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人と、事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室等を対
象として、情報ｼｽﾃﾑ課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年3月9日以降送受
信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、平成26年4月14日時点で
存在し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

財政部
管財契約課
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整理
番号

受付日 区分 担当課等
公文書の名称その他公文書を特定するに足りる事項
(請求の内容） 公文書の名称

開示決定
等の通知
をした日

開示決定等の内容 開示しないこととした部分
開示しないこととした根拠

規定

NOMA中部本部行政管理講座のご案内
他6件

全開示

ｽﾀﾝﾄﾞｻｲﾝの件
他4件

一部開示 氏名、ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ、電話番号 条例第7条第2号

28 4月17日 請求
財政部
収納課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人と、事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室等を対
象として収納課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで平成26年3月9日以降送受信したﾒｰﾙ
ﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、開示請求日時点で存在し、電子ﾃﾞｰﾀ
として開示できるもの
（過日に提供したCD-Rによる写しの交付を希望します。)

市町村税徴収事務新規担当者研修会の開催についてｚ
他2件

4月30日 全開示

29 4月17日 請求
財政部
収納課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人と、事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室等を対
象として、収納課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年3月9日以降送受信した
ﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、平成26年4月14日時点で存在し、
電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

市町村税徴収事務新規担当者研修会の開催について
他3件

4月30日 全開示

30 4月17日 請求
市民生活部

市民活動推進課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人と、事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室等を対
象として市民活動推進課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで平成26年3月9日以降送受
信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、開示請求日時点で存在し、
電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの
（過日に提供したCD-Rによる写しの交付を希望します。)

市町村における多重債務者対策の取組について
他8件

4月30日 全開示

31 4月17日 請求
市民生活部

市民活動推進課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人と、事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室等を対
象として、市民活動推進課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年3月9日以降送
受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、平成26年4月14日時点
で存在し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

【刈谷市民ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動ｾﾝﾀｰ】ﾒﾙﾏｶﾞVol.126
他5件

4月30日 全開示

相談事業利用状況報告
他10件

全開示

ｺﾞｰﾙﾃﾞﾝｳｨｰｸ緊急時対応者一覧表の提出について 一部開示 携帯電話番号 条例第7条第2号

33 4月17日 請求
市民生活部

男女共同参画課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人と、事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室等を対
象として、男女共同参画課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年3月9日以降送
受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、平成26年4月14日時点
で存在し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

平成25年度勤労青少年ﾎｰﾑ運営状況報告について 5月7日 全開示

前年度の学生証の取扱いについて
他20件

全開示

勤務割について（3.16～4.12）
他3件

一部開示 職員番号 条例第7条第2号

35 4月17日 請求
市民生活部

市民課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人と、事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室等を対
象として、市民課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年3月9日以降送受信した
ﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、平成26年4月14日時点で存在し、
電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

前年度の学生証の取扱いについて
他9件

5月20日 全開示

36 4月17日 請求
文化ｽﾎﾟｰﾂ部

文化課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人と、事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室等を対
象として文化課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで平成26年3月9日以降送受信したﾒｰﾙ
ﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、開示請求日時点で存在し、電子ﾃﾞｰﾀ
として開示できるもの
（過日に提供したCD-Rによる写しの交付を希望します。)

第21回丸山薫賞の募集について 4月28日 全開示

請求

請求

27

32 4月17日

34 4月17日

4月17日

市民生活部
市民課

5月7日

5月20日

財政部
資産税課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人と、事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室等を対
象として、資産課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年3月9日以降送受信した
ﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、平成26年4月14日時点で存在し、
電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

4月30日

請求
市民生活部

男女共同参画課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人と、事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室等を対
象として男女共同参画課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで平成26年3月9日以降送受
信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、開示請求日時点で存在し、
電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの
（過日に提供したCD-Rによる写しの交付を希望します。)

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人と、事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室等を対
象として市民課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで平成26年3月9日以降送受信したﾒｰﾙ
ﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、開示請求日時点で存在し、電子ﾃﾞｰﾀ
として開示できるもの
（過日に提供したCD-Rによる写しの交付を希望します。)

19



整理
番号

受付日 区分 担当課等
公文書の名称その他公文書を特定するに足りる事項
(請求の内容） 公文書の名称

開示決定
等の通知
をした日

開示決定等の内容 開示しないこととした部分
開示しないこととした根拠

規定

37 4月17日 請求
文化ｽﾎﾟｰﾂ部

文化課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人と、事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室等を対
象として、文化課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年3月9日以降送受信した
ﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、平成26年4月14日時点で存在し、
電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

第21回丸山薫賞の募集について 4月28日 全開示

38 4月17日 請求
文化ｽﾎﾟｰﾂ部

ｽﾎﾟｰﾂ課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人と、事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室等を対
象としてｽﾎﾟｰﾂ課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで平成26年3月9日以降送受信したﾒｰ
ﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、開示請求日時点で存在し、電子ﾃﾞｰ
ﾀとして開示できるもの
（過日に提供したCD-Rによる写しの交付を希望します。)

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、春日井市情報
公開条例第7条第3号が規定する法人と、事業を営む個人と、春日井市立の学
校･保育園と春日井市の課室等を対象としてｽﾎﾟｰﾂ課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで平成26年3月
9日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、開示請求日時点で存在し、
電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの
（過日に提供したCD-Rによる写しの交付を希望します。)

5月1日
不開示
(不存在)

不存在

39 4月17日 請求
文化ｽﾎﾟｰﾂ部

ｽﾎﾟｰﾂ課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人と、事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室等を対
象として、ｽﾎﾟｰﾂ課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年3月9日以降送受信した
ﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、平成26年4月14日時点で存在し、
電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、春日井市情報
公開条例第7条第3号が規定する法人と、事業を営む個人と、春日井市立の学
校･保育園と春日井市の課室等を対象として、ｽﾎﾟｰﾂ課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年
3月9日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、平成26年4月14日時点
で存在し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

5月1日
不開示
(不存在)

不存在

平成26年度司書及び司書補の講習の実施について（依頼）
他30件

全開示

Re：かすがい熟年大学について（春日井市生涯学習課）
他12件

一部開示 氏名、生年月日、年齢、住所、電話番号、振込先口座情報、謝礼額 条例第7条第2号

平成26年度司書及び司書補の講習の実施について（依頼）
他31件

全開示

RE：12月14日開港講座に係る受講者数について 一部開示
氏名、ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ、生年月日、年齢、住所、電話番号、振込先口座情
報、謝礼額

条例第7条第2号

42 4月17日 請求
文化ｽﾎﾟｰﾂ部

図書館

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人と、事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室等を対
象として図書館ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで平成26年3月9日以降送受信したﾒｰﾙ
ﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、開示請求日時点で存在し、電子ﾃﾞｰﾀ
として開示できるもの
（過日に提供したCD-Rによる写しの交付を希望します。)

館長の異動等に関する調査（依頼）
他8件

5月1日 全開示

43 4月17日 請求
文化ｽﾎﾟｰﾂ部

図書館

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人と、事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室等を対
象として、図書館ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年3月9日以降送受信した
ﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、平成26年4月14日時点で存在し、
電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

館長の異動等に関する調査（依頼）
他19件

5月1日 全開示

44 4月17日 請求
健康福祉部
健康増進課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人と、事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室等を対
象として健康増進課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで平成26年3月9日以降送受信した
ﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、開示請求日時点で存在し、電子
ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの
（過日に提供したCD-Rによる写しの交付を希望します。)

市町村保健行政栄養士連絡協議会会員台帳について
他6件

4月28日 全開示

45 4月17日 請求
健康福祉部
健康増進課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人と、事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室等を対
象として、健康増進課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年3月9日以降送受信
したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、平成26年4月14日時点で存
在し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

市町村保健行政栄養士連絡協議会会員台帳について 4月28日 全開示

民生委員関係研修の日程について
他11件

全開示

会議所ﾆｭｰｽの原稿について 一部開示 氏名 条例第7条第2号

46

4月17日 請求
文化ｽﾎﾟｰﾂ部
生涯学習課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人と、事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室等を対
象として高齢福祉課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで平成26年3月9日以降送受信した
ﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、開示請求日時点で存在し、電子
ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの
（過日に提供したCD-Rによる写しの交付を希望します。)

4月17日40

請求

41

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人と、事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室等を対
象として、生涯学習課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年3月9日以降送受信
したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、平成26年4月14日時点で存
在し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

5月1日

4月17日

請求

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人と、事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室等を対
象として生涯学習課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで平成26年3月9日以降送受信した
ﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、開示請求日時点で存在し、電子
ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの
（過日に提供したCD-Rによる写しの交付を希望します。)

5月1日

5月1日

文化ｽﾎﾟｰﾂ部
生涯学習課

健康福祉部
高齢福祉課

20



整理
番号

受付日 区分 担当課等
公文書の名称その他公文書を特定するに足りる事項
(請求の内容） 公文書の名称

開示決定
等の通知
をした日

開示決定等の内容 開示しないこととした部分
開示しないこととした根拠

規定

市町村等高齢者福祉･介護保険担当課長会議(319)の資料について
他7件

全開示

民生委員関係研修の日程について
他1件

一部開示 氏名 条例第7条第2号

48 4月17日 請求
健康福祉部
介護保険課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人と、事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室等を対
象として介護福祉課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで平成26年3月9日以降送受信した
ﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、開示請求日時点で存在し、電子
ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの
（過日に提供したCD-Rによる写しの交付を希望します。)

介護保険最新情報vol.369の送付
他3件

5月7日 全開示

49 4月17日 請求
健康福祉部
介護保険課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人と、事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室等を対
象として、介護福祉課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年3月9日以降送受信
したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、平成26年4月14日時点で存
在し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

平成24年度介護保険事業状況報告（年報）公表について 5月7日 全開示

平成25年度福祉行政報告例について
他1件

5月1日 全開示

平成25年度障害者共同生活介護･共同生活援助事業費補助金の変更申請及
び実績報告の提出について
他1件

5月1日 一部開示 氏名、ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ 条例第7条第2号

平成25年度福祉行政報告例について
他1件

5月1日 全開示

平成25年度障害者共同生活介護･共同生活援助事業費補助金の変更申請及
び実績報告の提出について
他1件

5月1日 一部開示 氏名、ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ 条例第7条第2号

子育て世帯臨時特例給付金事務に対するご協力について（依頼）
ほか19件

全開示

年金担保貸付の審査に用いるための被保護者に関する情報の提供（3月分）に
ついて

一部開示 氏名、生年月日、基礎年金番号 条例第7条第2号

53 4月17日 請求
健康福祉部
生活援護課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人と、事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室等を対
象として、生活援護課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年3月9日以降送受信
したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、平成26年4月14日時点で存
在し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

東日本大震災に伴う被災者に係る保護開始世帯の状況把握について
ほか25件

5月1日 全開示

2月分郵便料金の支出更正金額報告書の提出について（報告）
他27件

全開示

Re：「組織及び事務分担表」及び「課別組織図」の提出について（回答）
他10件

一部開示
職員番号、住所、電話番号、生年月日、相手方氏名･住所、事務に
従事できない理由、課組織図内の職員の私事に関する事項

条例第7条第2号､7号

請求
健康福祉部

障がい福祉課

47

5月1日

50

51

4月17日 請求

健康福祉部
保険医療年金課

4月17日

請求

健康福祉部
高齢福祉課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人と、事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室等を対
象として障がい福祉課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで平成26年3月9日以降送受信し
たﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、開示請求日時点で存在し、電
子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの
（過日に提供したCD-Rによる写しの交付を希望します。)

健康福祉部
障がい福祉課

請求

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人と、事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室等を対
象として生活援護課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで平成26年3月9日以降送受信した
ﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、開示請求日時点で存在し、電子
ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの
（過日に提供したCD-Rによる写しの交付を希望します。)

54 4月17日 請求

4月17日

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人と、事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室等を対
象として、障がい福祉課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年3月9日以降送受
信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、平成26年4月14日時点で
存在し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人と、事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室等を対
象として、高齢福祉課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年3月9日以降送受信
したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、平成26年4月14日時点で存
在し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

52
健康福祉部
生活援護課

5月1日4月17日

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人と、事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室等を対
象として保健医療年金課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで平成26年3月9日以降送受
信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、開示請求日時点で存在し、
電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの
（過日に提供したCD-Rによる写しの交付を希望します。)

5月1日

21



整理
番号

受付日 区分 担当課等
公文書の名称その他公文書を特定するに足りる事項
(請求の内容） 公文書の名称

開示決定
等の通知
をした日

開示決定等の内容 開示しないこととした部分
開示しないこととした根拠

規定

支払基金退職者医療HPのお知らせ（平成26年3月14日付け）
他20件

全開示

納通広告ﾃﾞｰﾀについて
他2件

一部開示 氏名、ＩＤ 条例第7条第2号､3号

平成26年度子どもの虹情報研修ｾﾝﾀｰにおける研修について
他2件

全開示

平成26年度はぐみんｷｬﾗバン隊派遣事業の実施について（照会） 一部開示 氏名 条例第7条第2号

57 4月17日 請求
青少年子ども部
子ども政策課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人と、事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室等を対
象として、子ども政策課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年3月9日以降送受
信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、平成26年4月14日時点で
存在し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

平成26年度子どもの虹情報研修ｾﾝﾀｰにおける研修について
他2件

4月28日 全開示

58 4月17日 請求
青少年子ども部

保育課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人と、事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室等を対
象として保育課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで平成26年3月9日以降送受信したﾒｰﾙ
ﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、開示請求日時点で存在し、電子ﾃﾞｰﾀ
として開示できるもの
（過日に提供したCD-Rによる写しの交付を希望します。)

平成26年保育ﾘｰﾀﾞｰ研修について
他6件

5月1日 全開示

59 4月17日 請求
青少年子ども部

保育課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人と、事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室等を対
象として、保育課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年3月9日以降送受信した
ﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、平成26年4月14日時点で存在し、
電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

平成26年保育ﾘｰﾀﾞｰ研修について
他2件

5月1日 全開示

平成25年度収率表送付
他9件

全開示

ﾚｼﾞ袋辞退率のご報告
他2件

一部開示 氏名、ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ、職員番号 条例第7条第2号

平成25年度収率表送付
他1件

全開示

ﾚｼﾞ袋辞退率のご報告
他8件

一部開示 氏名、ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ、携帯電話番号 条例第7条第2号

ごみｽﾃｰｼｮﾝに関する協議書について
他6件

全開示

勤務割ﾃﾞｰﾀの送信について
他3件

一部開示 職員番号 条例第7条第2号

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人と、事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室等を対
象として清掃事業所ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで平成26年3月9日以降送受信した
ﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、開示請求日時点で存在し、電子
ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの
（過日に提供したCD-Rによる写しの交付を希望します。)

環境部
ごみ減量推進課

4月17日

4月17日
環境部

清掃事業所

請求

5月1日

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人と、事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室等を対
象として、保健医療年金課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年3月9日以降送
受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、平成26年4月14日時点
で存在し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

環境部
ごみ減量推進課

請求

55 4月17日 請求
健康福祉部

保険医療年金課

56 4月17日 請求
青少年子ども部
子ども政策課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人と、事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室等を対
象として子ども政策課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで平成26年3月9日以降送受信し
たﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、開示請求日時点で存在し、電
子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの
（過日に提供したCD-Rによる写しの交付を希望します。)

4月17日60

62

4月28日

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人と、事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室等を対
象としてごみ減量推進課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで平成26年3月9日以降送受
信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、開示請求日時点で存在し、
電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの
（過日に提供したCD-Rによる写しの交付を希望します。)

4月30日

4月30日

5月1日

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人と、事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室等を対
象として、ごみ減量推進課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年3月9日以降送
受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、平成26年4月14日時点
で存在し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

61

請求

22



整理
番号

受付日 区分 担当課等
公文書の名称その他公文書を特定するに足りる事項
(請求の内容） 公文書の名称

開示決定
等の通知
をした日

開示決定等の内容 開示しないこととした部分
開示しないこととした根拠

規定

63 4月17日 請求
環境部

清掃事業所

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人と、事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室等を対
象として、清掃事業所ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年3月9日以降送受信
したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、平成26年4月14日時点で存
在し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

ごみｽﾃｰｼｮﾝに関する協議書について
他1件

5月1日 一部開示 氏名、ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ 条例第7条第2号

64 4月17日 請求
環境部

ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人と、事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室等を対
象としてｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで平成26年3月9日以降送受信した
ﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、開示請求日時点で存在し、電子
ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの
（過日に提供したCD-Rによる写しの交付を希望します。)

Re：AELﾈｯﾄ環境学習ｽﾀﾝﾌﾟﾗﾘｰ講座の照会について
他1件

5月1日 全開示

65 4月17日 請求
環境部

ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人と、事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室等を対
象として、ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年3月9日以降送受信し
たﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、平成26年4月14日時点で存在
し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

Re：AELﾈｯﾄ環境学習ｽﾀﾝﾌﾟﾗﾘｰ講座の照会について
他6件

5月1日 全開示

公共施設における緑のｶｰﾃﾝの設置について
他1件

全開示

勤務割表の提出について（3月16日～4月12日）
他2件

一部開示 電話番号、職員番号 条例第7条第2号

67 4月17日 請求
環境部

衛生ﾌﾟﾗﾝﾄ

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人と、事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室等を対
象として、衛生ﾌﾟﾗﾝﾄﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年3月9日以降送受信し
たﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、平成26年4月14日時点で存在
し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、春日井市情報
公開条例第7条第3号が規定する法人と、事業を営む個人と、春日井市立の学
校･保育園と春日井市の課室等を対象として、衛生ﾌﾟﾗﾝﾄﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26
年3月9日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、平成26年4月14日時
点で存在し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

4月30日
不開示
(不存在)

不存在

68 4月17日 請求
産業部

経済振興課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人と、事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室等を対
象として経済振興課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで平成26年3月9日以降送受信した
ﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、開示請求日時点で存在し、電子
ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの
（過日に提供したCD-Rによる写しの交付を希望します。)

平成26年度中小企業金融の案内
他21件

5月26日 全開示

国が行う団体への協力依頼について
他15件

全開示

平成26年度募集事業公募開始等のお知らせ 一部開示 氏名 条例第7条第2号

70 4月17日 請求
産業部

企業活動支援課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人と、事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室等を対
象として企業活動支援課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで平成26年3月9日以降送受
信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、開示請求日時点で存在し、
電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの
（過日に提供したCD-Rによる写しの交付を希望します。)

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、春日井市情報
公開条例第7条第3号が規定する法人と、事業を営む個人と、春日井市立の学
校･保育園と春日井市の課室等を対象として企業活動支援課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで平成
26年3月9日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、開示請求日時点で
存在し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの
（過日に提供したCD-Rによる写しの交付を希望します。)

4月30日
不開示
(不存在)

不存在

71 4月17日 請求
産業部

企業活動支援課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人と、事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室等を対
象として、企業活動支援課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年3月9日以降送
受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、平成26年4月14日時点
で存在し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

Re：ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ支援事業（小間料助成）の件
他2件

4月30日 一部開示 氏名、ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ、電話番号 条例第7条第2号

平成25年度の緑化木情報の送付について
他40件

全開示

「組織及び事務分担表」及び「課別組織図」の提出について 一部開示 職員番号 条例第7条第2号

請求

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人と、事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室等を対
象として衛生ﾌﾟﾗﾝﾄﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで平成26年3月9日以降送受信した
ﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、開示請求日時点で存在し、電子
ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの
（過日に提供したCD-Rによる写しの交付を希望します。)

産業部
農政課

請求
環境部

衛生ﾌﾟﾗﾝﾄ

4月17日

産業部
経済振興課

4月17日

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人と、事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室等を対
象として、経済振興課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年3月9日以降送受信
したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、平成26年4月14日時点で存
在し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人と、事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室等を対
象として農政課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで平成26年3月9日以降送受信したﾒｰﾙ
ﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、開示請求日時点で存在し、電子ﾃﾞｰﾀ
として開示できるもの
（過日に提供したCD-Rによる写しの交付を希望します。)

請求

4月30日72

4月30日

5月26日

66 4月17日

69

23



整理
番号

受付日 区分 担当課等
公文書の名称その他公文書を特定するに足りる事項
(請求の内容） 公文書の名称

開示決定
等の通知
をした日

開示決定等の内容 開示しないこととした部分
開示しないこととした根拠

規定

73 4月17日 請求
産業部
農政課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人と、事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室等を対
象として、農政課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年3月9日以降送受信した
ﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、平成26年4月14日時点で存在し、
電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

平成25年度の緑化木情報の送付について
他36件

4月30日 全開示

平成26年度中部地方都市美協議会担当部署等の確認について 全開示

地震発生時の防災拠点施設への参集対象者について（報告） 一部開示 職員番号、住所 条例第7条第2号

75 4月17日 請求
まちづくり推進部

都市政策課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人と、事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室等を対
象として、都市政策課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年3月9日以降送受信
したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、平成26年4月14日時点で存
在し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

平成26年度中部地方都市美協議会担当部署等の確認について 4月30日 全開示

都市再生推進事業制度要綱等の一部改正について（通知）
他3件

全開示

役員･常任参与合同会議の開催について
他1件

一部開示 氏名、ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ、職員番号 条例第7条第2号

市街地再開発事業等の事業量調査について（回答）
他3件

全開示

春日井市石川様へFw【区画】勝川駅南口･竣工式 一部開示 氏名 条例第7条第2号

78 4月17日 請求
まちづくり推進部

建築指導課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人と、事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室等を対
象として建築指導課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで平成26年3月9日以降送受信した
ﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、開示請求日時点で存在し、電子
ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの
（過日に提供したCD-Rによる写しの交付を希望します。)

（国交省･技術的助言）ｴｽｶﾚｰﾀｰの脱落防止等に係る技術基準の見直しについ
て（通知）
他7件

4月30日 全開示

特定天井の落下防止等の政令改正について（再確認）
他9件

全開示

昇降機等定期検査に係る主索の検査及び添付写真について 一部開示 法人の印影 条例第7条第3号､4号

80 4月17日 請求
建設部
道路課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人と、事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室等を対
象として道路課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで平成26年3月9日以降送受信したﾒｰﾙ
ﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、開示請求日時点で存在し、電子ﾃﾞｰﾀ
として開示できるもの
（過日に提供したCD-Rによる写しの交付を希望します。)

平成26年度建設委員会県内調査の日程調整について
他26件

5月1日 全開示

81 4月17日 請求
建設部
道路課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人と、事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室等を対
象として、道路課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年3月9日以降送受信した
ﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、平成26年4月14日時点で存在し、
電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

平成26年度建設委員会県内調査の日程調整について
他23件

5月1日 全開示

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人と、事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室等を対
象として、都市整備課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年3月9日以降送受信
したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、平成26年4月14日時点で存
在し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

79 請求

4月17日

請求
まちづくり推進部

都市整備課

請求

まちづくり推進部
都市整備課

4月30日

まちづくり推進部
建築指導課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人と、事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室等を対
象として、建築指導課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年3月9日以降送受信
したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、平成26年4月14日時点で存
在し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

4月30日

4月30日

4月17日76

77 4月17日 請求

74

4月17日

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人と、事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室等を対
象として都市整備課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで平成26年3月9日以降送受信した
ﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、開示請求日時点で存在し、電子
ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの
（過日に提供したCD-Rによる写しの交付を希望します。)

4月30日

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人と、事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室等を対
象として都市政策課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで平成26年3月9日以降送受信した
ﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、開示請求日時点で存在し、電子
ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの
（過日に提供したCD-Rによる写しの交付を希望します。)

まちづくり推進部
都市政策課

24



整理
番号

受付日 区分 担当課等
公文書の名称その他公文書を特定するに足りる事項
(請求の内容） 公文書の名称

開示決定
等の通知
をした日

開示決定等の内容 開示しないこととした部分
開示しないこととした根拠

規定

82 4月17日 請求
建設部

公園緑地課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人と、事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室等を対
象として公園緑地課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで平成26年3月9日以降送受信した
ﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、開示請求日時点で存在し、電子
ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの
（過日に提供したCD-Rによる写しの交付を希望します。)

都市公園における安全確保について
他3件

4月30日 全開示

83 4月17日 請求
建設部

公園緑地課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人と、事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室等を対
象として、公園緑地課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年3月9日以降送受信
したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、平成26年4月14日時点で存
在し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

都市公園における安全確保について
他3件

4月30日 全開示

84 4月17日 請求
建設部

河川排水課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人と、事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室等を対
象として河川排水課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで平成26年3月9日以降送受信した
ﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、開示請求日時点で存在し、電子
ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの
（過日に提供したCD-Rによる写しの交付を希望します。)

平成26年度総合治水週間にあわせたPR活動について
他3件

5月1日 全開示

85 4月17日 請求
建設部

河川排水課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人と、事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室等を対
象として、河川排水課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年3月9日以降送受信
したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、平成26年4月14日時点で存
在し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

平成26年度総合治水週間にあわせたPR活動について
他3件

5月1日 全開示

保全ｼｽﾃﾑ利用状況のお知らせ
他3件

全開示

保全情報ｼｽﾃﾑ新機能説明会について 一部開示 氏名、ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ 条例第7条第2号

平成26年度第1回中部ﾌｧｼﾘﾃｨ･ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ研究会開催のお知らせ
他1件

全開示

保全情報ｼｽﾃﾑ新機能説明会について
他3件

一部開示 氏名、ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ、職名 条例第7条第2号

88 4月17日 請求
市民病院

栄養管理室

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人と、事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室等を対
象として栄養管理室ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで平成26年3月9日以降送受信した
ﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、開示請求日時点で存在し、電子
ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの
（過日に提供したCD-Rによる写しの交付を希望します。)

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、春日井市情報
公開条例第7条第3号が規定する法人と、事業を営む個人と、春日井市立の学
校･保育園と春日井市の課室等を対象として栄養管理室ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで平成26年
3月9日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、開示請求日時点で存在
し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの
（過日に提供したCD-Rによる写しの交付を希望します。)

5月1日
不開示
(不存在)

不存在

89 4月17日 請求
市民病院

栄養管理室

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人と、事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室等を対
象として、栄養管理室ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年3月9日以降送受信
したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、平成26年4月14日時点で存
在し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、春日井市情報
公開条例第7条第3号が規定する法人と、事業を営む個人と、春日井市立の学
校･保育園と春日井市の課室等を対象として、栄養管理室ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26
年3月9日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、平成26年4月14日時
点で存在し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

5月1日
不開示
(不存在)

不存在

90 4月17日 請求
市民病院

医療連携室

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人と、事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室等を対
象として医療連携室ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで平成26年3月9日以降送受信した
ﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、開示請求日時点で存在し、電子
ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの
（過日に提供したCD-Rによる写しの交付を希望します。)

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、春日井市情報
公開条例第7条第3号が規定する法人と、事業を営む個人と、春日井市立の学
校･保育園と春日井市の課室等を対象として医療連携室ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで平成26年
3月9日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、開示請求日時点で存在
し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの
（過日に提供したCD-Rによる写しの交付を希望します。)

4月30日
不開示
(不存在)

不存在

91 4月17日 請求
市民病院

医療連携室

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人と、事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室等を対
象として、医療連携室ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年3月9日以降送受信
したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、平成26年4月14日時点で存
在し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、春日井市情報
公開条例第7条第3号が規定する法人と、事業を営む個人と、春日井市立の学
校･保育園と春日井市の課室等を対象として、医療連携室ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26
年3月9日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、平成26年4月14日時
点で存在し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

4月30日
不開示
(不存在)

不存在

92 4月17日 請求
市民病院
管理課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人と、事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室等を対
象として管理課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで平成26年3月9日以降送受信したﾒｰﾙ
ﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、開示請求日時点で存在し、電子ﾃﾞｰﾀ
として開示できるもの
（過日に提供したCD-Rによる写しの交付を希望します。)

Fw：【ご連絡】臨床研修を修了した旨の歯科医籍への登録手続きについて 4月30日 全開示

86

87 4月17日

4月17日

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人と、事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室等を対
象として住宅施設課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで平成26年3月9日以降送受信した
ﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、開示請求日時点で存在し、電子
ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの
（過日に提供したCD-Rによる写しの交付を希望します。)

5月7日

建設部
住宅施設課

請求
建設部

住宅施設課

請求 5月7日

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人と、事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室等を対
象として、住宅施設課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年3月9日以降送受信
したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、平成26年4月14日時点で存
在し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

25



整理
番号
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規定

93 4月17日 請求
市民病院
管理課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人と、事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室等を対
象として、管理課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年3月9日以降送受信した
ﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、平成26年4月14日時点で存在し、
電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

Fw：【ご連絡】臨床研修を修了した旨の歯科医籍への登録手続きについて
他2件

4月30日 全開示

94 4月17日 請求
市民病院
医事課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人と、事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室等を対
象として医事課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで平成26年3月9日以降送受信したﾒｰﾙ
ﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、開示請求日時点で存在し、電子ﾃﾞｰﾀ
として開示できるもの
（過日に提供したCD-Rによる写しの交付を希望します。)

平成25年度第2回愛知県災害医療協議会の開催について（通知）
他7件

4月30日 全開示

平成25年度第2回愛知県災害医療協議会の開催について（通知）
他9件

全開示

新教育研修管理ｼｽﾃﾑのご案内（国立がん研究ｾﾝﾀｰ） 一部開示 ＩＤ、ﾊﾟｽﾜｰﾄﾞ 条例第7条第3号

96 4月17日 請求
上下水道部
水道工務課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人と、事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室等を対
象として水道工務課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで平成26年3月9日以降送受信した
ﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、開示請求日時点で存在し、電子
ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの
（過日に提供したCD-Rによる写しの交付を希望します。)

TDDC03001801材料ﾘﾝｸ（H25年3月要望対応）
他4件

5月1日 全開示

【ｺﾘﾝｽﾞ】受注登録内容確認のお願い
他6件

全開示

【ｺﾘﾝｽﾞ】受注登録内容確認のお願い
他6件

一部開示 氏名、生年月日、ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ、ID、ﾊﾟｽﾜｰﾄﾞ、印影 条例第7条第2号､3号､4号

98 4月17日 請求
上下水道部

配水管理事務所

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人と、事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室等を対
象として配水管理事務所ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで平成26年3月9日以降送受
信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、開示請求日時点で存在し、
電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの
（過日に提供したCD-Rによる写しの交付を希望します。)

平成26年統一試料を用いた精度管理調査の参加受付連絡について
他6件

4月28日 全開示

99 4月17日 請求
上下水道部

配水管理事務所

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人と、事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室等を対
象として、配水管理事務所ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年3月9日以降送
受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、平成26年4月14日時点
で存在し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

平成26年統一試料を用いた精度管理調査の参加受付連絡について
他3件

4月28日 全開示

愛知県証紙に関する参考資料について
他6件

全開示

平成26年3月実績臨時月例報告（会計課）
他3件

一部開示 ID、職員番号、単価、勤務日数、勤務時間数 条例第7条第2号､7号

101 4月17日 請求
会計管理者

会計課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人と、事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室等を対
象として、会計課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年3月9日以降送受信した
ﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、平成26年4月14日時点で存在し、
電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

愛知県証紙に関する参考資料について
他3件

5月1日 全開示

102 4月17日 請求
消防本部

消防総務課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人と、事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室等を対
象として消防総務課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで平成26年3月9日以降送受信した
ﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、開示請求日時点で存在し、電子
ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの
（過日に提供したCD-Rによる写しの交付を希望します。)

平成26年度愛知県消防協会助成金交付について（通知） 5月1日 全開示

103 4月17日 請求
消防本部

消防総務課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人と、事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室等を対
象として、消防総務課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年3月9日以降送受信
したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、平成26年4月14日時点で存
在し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

平成26年度愛知県消防協会助成金交付について（通知） 5月1日 全開示

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人と、事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室等を対
象として、水道工務課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年3月9日以降送受信
したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、平成26年4月14日時点で存
在し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

97 4月17日

95

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人と、事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室等を対
象として会計課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで平成26年3月9日以降送受信したﾒｰﾙ
ﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、開示請求日時点で存在し、電子ﾃﾞｰﾀ
として開示できるもの
（過日に提供したCD-Rによる写しの交付を希望します。)

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人と、事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室等を対
象として、医事課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年3月9日以降送受信した
ﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、平成26年4月14日時点で存在し、
電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

市民病院
医事課

会計管理者
会計課

請求

4月17日 請求

5月1日

5月1日
上下水道部
水道工務課

4月30日

4月17日 請求100
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整理
番号

受付日 区分 担当課等
公文書の名称その他公文書を特定するに足りる事項
(請求の内容） 公文書の名称

開示決定
等の通知
をした日

開示決定等の内容 開示しないこととした部分
開示しないこととした根拠

規定

104 4月17日 請求
消防本部
予防課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人と、事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室等を対
象として予防課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで平成26年3月9日以降送受信したﾒｰﾙ
ﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、開示請求日時点で存在し、電子ﾃﾞｰﾀ
として開示できるもの
（過日に提供したCD-Rによる写しの交付を希望します。)

立入検査報告について
他1件

5月1日 全開示

105 4月17日 請求
消防本部
予防課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人と、事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室等を対
象として、予防課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年3月9日以降送受信した
ﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、平成26年4月14日時点で存在し、
電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

立入検査報告について
他2件

5月1日 全開示

平成26年度第1回通信保守責任者会議の開催について（通知）
他3件

全開示

「組織及び事務分担表」の提出について 一部開示 職員番号 条例第7条第2号

107 4月17日 請求
消防本部

通信指令室

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人と、事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室等を対
象として、通信司令室ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年3月9日以降送受信
したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、平成26年4月14日時点で存
在し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞから消防本部通信指令室へのお問い合わせ 5月1日 一部開示 個人名、ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ 条例第7条第2号

108 4月17日 請求
消防本部
消防署

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人と、事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室等を対
象として消防署ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで平成26年3月9日以降送受信したﾒｰﾙ
ﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、開示請求日時点で存在し、電子ﾃﾞｰﾀ
として開示できるもの
（過日に提供したCD-Rによる写しの交付を希望します。)

平成25年応急手当講習一覧の送付について
他2件

5月1日 全開示

109 4月17日 請求
消防本部
消防署

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人と、事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室等を対
象として、消防署ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年3月9日以降送受信した
ﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、平成26年4月14日時点で存在し、
電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、春日井市情報
公開条例第7条第3号が規定する法人と、事業を営む個人と、春日井市立の学
校･保育園と春日井市の課室等を対象として、消防署ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年3
月9日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、平成26年4月14日時点で
存在し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

5月1日
不開示
(不存在)

不存在

110 4月17日 請求
消防本部
東出張所

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人と、事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室等を対
象として東出張所ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで平成26年3月9日以降送受信した
ﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、開示請求日時点で存在し、電子
ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの
（過日に提供したCD-Rによる写しの交付を希望します。)

ｳﾂﾀｲﾝに関する事務担当職員照会について 5月1日 全開示

111 4月17日 請求
消防本部
東出張所

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人と、事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室等を対
象として、東出張所ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年3月9日以降送受信し
たﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、平成26年4月14日時点で存在
し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

ｳﾂﾀｲﾝに関する事務担当職員照会について 5月1日 全開示

112 4月17日 請求
消防本部
西出張所

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人と、事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室等を対
象として西出張所ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで平成26年3月9日以降送受信した
ﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、開示請求日時点で存在し、電子
ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの
（過日に提供したCD-Rによる写しの交付を希望します。)

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、春日井市情報
公開条例第7条第3号が規定する法人と、事業を営む個人と、春日井市立の学
校･保育園と春日井市の課室等を対象として西出張所ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで平成26年3
月9日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、開示請求日時点で存在
し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの
（過日に提供したCD-Rによる写しの交付を希望します。)

5月1日
不開示
(不存在)

不存在

113 4月17日 請求
消防本部
西出張所

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人と、事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室等を対
象として、西出張所ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年3月9日以降送受信し
たﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、平成26年4月14日時点で存在
し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、春日井市情報
公開条例第7条第3号が規定する法人と、事業を営む個人と、春日井市立の学
校･保育園と春日井市の課室等を対象として、西出張所ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年
3月9日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、平成26年4月14日時点
で存在し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

5月1日
不開示
(不存在)

不存在

114 4月17日 請求
消防本部
南出張所

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人と、事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室等を対
象として南出張所ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで平成26年3月9日以降送受信した
ﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、開示請求日時点で存在し、電子
ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの
（過日に提供したCD-Rによる写しの交付を希望します。)

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、春日井市情報
公開条例第7条第3号が規定する法人と、事業を営む個人と、春日井市立の学
校･保育園と春日井市の課室等を対象として南出張所ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで平成26年3
月9日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、開示請求日時点で存在
し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの
（過日に提供したCD-Rによる写しの交付を希望します。)

5月1日
不開示
(不存在)

不存在

106 4月17日 請求

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人と、事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室等を対
象として通信司令室ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで平成26年3月9日以降送受信した
ﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、開示請求日時点で存在し、電子
ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの
（過日に提供したCD-Rによる写しの交付を希望します。)

消防本部
通信指令室

5月1日
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整理
番号

受付日 区分 担当課等
公文書の名称その他公文書を特定するに足りる事項
(請求の内容） 公文書の名称

開示決定
等の通知
をした日

開示決定等の内容 開示しないこととした部分
開示しないこととした根拠

規定

115 4月17日 請求
消防本部
南出張所

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人と、事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室等を対
象として、南出張所ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年3月9日以降送受信し
たﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、平成26年4月14日時点で存在
し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

春日井市及び守山消防署との合同訓練について 5月1日 全開示

116 4月17日 請求
消防本部
北出張所

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人と、事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室等を対
象として北出張所ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで平成26年3月9日以降送受信した
ﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、開示請求日時点で存在し、電子
ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの
（過日に提供したCD-Rによる写しの交付を希望します。)

「北出張所」備品現在額報告書の提出について 5月1日 全開示

117 4月17日 請求
消防本部
北出張所

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人と、事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室等を対
象として、北出張所ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年3月9日以降送受信し
たﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、平成26年4月14日時点で存在
し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、春日井市情報
公開条例第7条第3号が規定する法人と、事業を営む個人と、春日井市立の学
校･保育園と春日井市の課室等を対象として、北出張所ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年
3月9日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、平成26年4月14日時点
で存在し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

5月1日
不開示
(不存在)

不存在

118 4月17日 請求
消防本部

高蔵寺出張所

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人と、事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室等を対
象として高蔵寺出張所ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで平成26年3月9日以降送受信し
たﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、開示請求日時点で存在し、電
子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの
（過日に提供したCD-Rによる写しの交付を希望します。)

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、春日井市情報
公開条例第7条第3号が規定する法人と、事業を営む個人と、春日井市立の学
校･保育園と春日井市の課室等を対象として高蔵寺出張所ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで平成26
年3月9日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、開示請求日時点で存
在し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの
（過日に提供したCD-Rによる写しの交付を希望します。)

5月1日
不開示
(不存在)

不存在

119 4月17日 請求
消防本部

高蔵寺出張所

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人と、事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室等を対
象として、高蔵寺出張所ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年3月9日以降送受
信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、平成26年4月14日時点で
存在し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、春日井市情報
公開条例第7条第3号が規定する法人と、事業を営む個人と、春日井市立の学
校･保育園と春日井市の課室等を対象として、高蔵寺出張所ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成
26年3月9日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、平成26年4月14日
時点で存在し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

5月1日
不開示
(不存在)

不存在

学校施設における天井落下防止対策の推進について
他6件

全開示

（再）平成26年度市町村立小中学校事務職員新規採用者研修（前期） 一部開示 職員番号 条例第7条第2号

平成26年度市町村立小中学校事務職員新規採用者研修（前期）
他2件

全開示

「学校施設における非構造部材の耐震対策の推進に関する調査研究報告書」
について
他1件

一部開示 ﾊﾟｽﾜｰﾄﾞ、担当者名 条例第7条第2号､7号

122 4月17日 請求
教育委員会
学校教育課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人と、事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室等を対
象として学校教育課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで平成26年3月9日以降送受信した
ﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、開示請求日時点で存在し、電子
ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの
（過日に提供したCD-Rによる写しの交付を希望します。)

（県）義務教育諸学校用教科書無償給与事務
他190件

6月2日 全開示

平成26年度における義務教育諸学校用教科書の無償給与事務について
他115件

全開示

黄色いﾜｯﾍﾟﾝ配付
他3件

一部開示 氏名 条例第7条第2号

124 4月17日 請求
教育委員会
文化財課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人と、事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室等を対
象として文化財課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで平成26年3月9日以降送受信した
ﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、開示請求日時点で存在し、電子
ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの
（過日に提供したCD-Rによる写しの交付を希望します。)

Re：「平成26年度春日井市の概要」の原稿提出について（依頼）
他1件

4月30日 全開示

121

4月17日

教育委員会
学校教育課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人と、事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室等を対
象として、教育総務課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年3月9日以降送受信
したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、平成26年4月14日時点で存
在し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人と、事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室等を対
象として教育総務課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで平成26年3月9日以降送受信した
ﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、開示請求日時点で存在し、電子
ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの
（過日に提供したCD-Rによる写しの交付を希望します。)

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人と、事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室等を対
象として、学校教育課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年3月9日以降送受信
したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、平成26年4月14日時点で存
在し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

教育委員会
教育総務課

4月17日 請求

教育委員会
教育総務課

4月17日 請求

5月22日請求

123

120

6月2日

5月22日
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整理
番号

受付日 区分 担当課等
公文書の名称その他公文書を特定するに足りる事項
(請求の内容） 公文書の名称

開示決定
等の通知
をした日

開示決定等の内容 開示しないこととした部分
開示しないこととした根拠

規定

125 4月17日 請求
教育委員会
文化財課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人と、事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室等を対
象として、文化財課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年3月9日以降送受信し
たﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、平成26年4月14日時点で存在
し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、春日井市情報
公開条例第7条第3号が規定する法人と、事業を営む個人と、春日井市立の学
校･保育園と春日井市の課室等を対象として、文化財課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年
3月9日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、平成26年4月14日時点
で存在し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

4月30日
不開示
(不存在)

不存在

126 4月17日 請求
教育委員会
学校給食課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人と、事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室等を対
象として学校給食課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで平成26年3月9日以降送受信した
ﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、開示請求日時点で存在し、電子
ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの
（過日に提供したCD-Rによる写しの交付を希望します。)

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、春日井市情報
公開条例第7条第3号が規定する法人と、事業を営む個人と、春日井市立の学
校･保育園と春日井市の課室等を対象として学校給食課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで平成26年
3月9日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、開示請求日時点で存在
し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの
（過日に提供したCD-Rによる写しの交付を希望します。)

5月28日
不開示
(不存在)

不存在

自治体市場新年度のおすすめ書籍のご案内!!【第一法規】他6件 全開示

ﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞｷｰﾜｰﾄﾞ【長江様･伊藤様請求書のｻﾝﾌﾟﾙを送付します】他9件 一部開示 氏名、ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ、ﾊﾟｽﾜｰﾄﾞ、ＩＤ、 条例第7条第2号､3号､4号

AELﾒｰﾙ第12号
他14件

全開示

臨時職員月例報告の提出について
他6件

一部開示 住所、職員番号、電話番号、ID、単価、勤務時間数、勤務日数 条例第7条第2号､7号

AELﾒｰﾙ第12号
他7件

全開示

ｳｫｰｸ大会ｺｰｽｶﾞｲﾄﾞ裏面修正の件他4件 一部開示 氏名、ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ 条例第7条第2号

130 4月17日 請求
議会事務局

議事課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人と、事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室等を対
象として議事課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで平成26年3月9日以降送受信したﾒｰﾙ
ﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、開示請求日時点で存在し、電子ﾃﾞｰﾀ
として開示できるもの
（過日に提供したCD-Rによる写しの交付を希望します。)

豊川市議会事務局長　就退任挨拶状の送付について
御殿場市議会事務局長　就退任挨拶状の送付について

4月23日 全開示

131 4月17日 請求
議会事務局

議事課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人と、事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室等を対
象として、議事課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年3月9日以降送受信した
ﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、平成26年4月14日時点で存在し、
電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

豊川市議会事務局長　就退任挨拶状の送付について
御殿場市議会事務局長　就退任挨拶状の送付について

4月23日 全開示

132 4月17日 請求
監査事務局

監査課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人と、事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室等を対
象として監査課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで平成26年3月9日以降送受信したﾒｰﾙ
ﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、開示請求日時点で存在し、電子ﾃﾞｰﾀ
として開示できるもの
（過日に提供したCD-Rによる写しの交付を希望します。)

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、春日井市情報
公開条例第7条第3号が規定する法人と、事業を営む個人と、春日井市立の学
校･保育園と春日井市の課室等を対象として監査課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで平成26年3月9
日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、開示請求日時点で存在し、
電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの
（過日に提供したCD-Rによる写しの交付を希望します。)

4月24日
不開示
(不存在)

不存在

133 4月17日 請求
監査事務局

監査課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人と、事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室等を対
象として、監査課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年3月9日以降送受信した
ﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、平成26年4月14日時点で存在し、
電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、春日井市情報
公開条例第7条第3号が規定する法人と、事業を営む個人と、春日井市立の学
校･保育園と春日井市の課室等を対象として、監査課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年3
月9日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、平成26年4月14日時点で
存在し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

4月24日
不開示
(不存在)

不存在

134 4月21日 請求
財政部

資産税課

平成26年3月17日入札執行　件名複写機の賃貸借(3件）
春日井市財政部資産税課此の案件の賃貸借契約書の開示請求
を致します。

賃貸借契約書 5月7日 一部開示 法人の印影 条例第7条第3号､4号

129

127

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人と、事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室等を対
象として、野外教育ｾﾝﾀｰﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年3月9日以降送受
信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、平成26年4月14日時点で
存在し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

請求

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人と、事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室等を対
象として野外教育ｾﾝﾀｰﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで平成26年3月9日以降送受信
したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、開示請求日時点で存在し、電
子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの
（過日に提供したCD-Rによる写しの交付を希望します。)

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人と、事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室等を対
象として、学校給食課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年3月9日以降送受信
したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、平成26年4月14日時点で存
在し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

4月17日

教育委員会
学校給食課

4月17日 請求

教育委員会
野外教育ｾﾝﾀｰ

4月30日128

4月30日

5月28日

教育委員会
野外教育ｾﾝﾀｰ

4月17日 請求

29



整理
番号

受付日 区分 担当課等
公文書の名称その他公文書を特定するに足りる事項
(請求の内容） 公文書の名称

開示決定
等の通知
をした日

開示決定等の内容 開示しないこととした部分
開示しないこととした根拠

規定

平成26年度「消防職員ｺｰｽ」の開催について（ご案内）
他39件

全開示

派遣職員に関する確認事項について（春日井市） 一部開示 年次休暇取得日数 条例第7条第2号

136 4月21日 請求
総務部
人事課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を
営む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室等を
対象として、人事課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年3月24日以降送受信し
たﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、平成26年4月21日時点で存在
し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、春日井市情報
公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を営む個人と、春日井市立の
学校･保育園と春日井市の課室等を対象として、人事課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年
3月24日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、平成26年4月21日時
点で存在し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

5月7日
不開示
(不存在)

不存在

137 4月21日 請求
環境部

環境政策課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例7条第3号が規定する法人等と、事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室を対象と
して、環境政策課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年3月24日以降送受信した
ﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、平成26年4月21日時点で存在し、
電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの（過日に提供したCD-Rによる写し
の交付を希望します。）

平成26年度水質ﾊﾟﾄﾛｰﾙ隊の実施について
他20件

5月21日 全開示

138 4月21日 請求
環境部

環境政策課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を
営む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室等を
対象として、環境政策課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年3月24日以降送
受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、平成26年4月21日時点
で存在し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

平成26年度水質ﾊﾟﾄﾛｰﾙ隊の実施について
他10件

5月21日 全開示

3月18日PM2.5注意喚起情報発令時の対応について
他70件

全開示

地盤沈下観測所管理委託報告及び地下水位調査報告書（第1四半期につい
て）
他5件

一部開示
地盤沈下観測結果及び地下水位調査結果
職員住所、電話番号、職員番号

条例第7条第2号､5号

「平成25年度大気汚染防止法施行状況調査」報告書訂正の件
他2件

全開示

「平成25年度大気汚染防止法施行状況調査」報告書訂正の件
他12件

一部開示 事業場担当者名、ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ、ﾊﾟｽﾜｰﾄﾞ、 条例第7条第2号､3号､4号､7号

環境省の外来生物ｱﾝｹｰﾄ結果について 不開示 条例第7条第5号､7号

水道事業における公共施設等運営権制度（ｺﾝｾｯｼｮﾝ方式）導入係る調査につ
いて（依頼）
他51件

全開示

平成26年度（第33回）下水道研究報告会の研究発表テーマ募集について 一部開示 氏名 条例第7条第2号

水道事業における公共施設等運営権制度（ｺﾝｾｯｼｮﾝ方式）導入係る調査につ
いて（依頼）
他46件

全開示

平成26年度水道技術者ﾌﾞﾛｯｸ別研修会の開催について
他3件

一部開示 氏名、ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ、法人の印影 条例第7条第2号､3号､4号

4月21日

4月21日141

請求
環境部

環境保全課

請求

140

上下水道部
企画経営課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を
営む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室等を
対象として、環境保全課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年3月24日以降送
受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、平成26年4月21日時点
で存在し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

総務部
人事課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例7条第3号が規定する法人等と、事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室を対象と
して、人事課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年3月24日以降送受信したﾒｰﾙ
ﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、平成26年4月21日時点で存在し、電
子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの（過日に提供したCD-Rによる写しの
交付を希望します。）

135

142 5月2日
上下水道部
企画経営課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を
営む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室等を
対象として、企画経営課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年3月24日以降送
受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、平成26年4月21日時点
で存在し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

4月21日 請求

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例7条第3号が規定する法人等と、事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室を対象と
して、環境保全課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年3月24日以降送受信した
ﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、平成26年4月21日時点で存在し、
電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの（過日に提供したCD-Rによる写し
の交付を希望します。）

4月21日 請求

4月21日

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例7条第3号が規定する法人等と、事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室を対象と
して、企画経営課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年3月24日以降送受信した
ﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、平成26年4月21日時点で存在し、
電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの（過日に提供したCD-Rによる写し
の交付を希望します。）

環境部
環境保全課

139 請求

5月7日

6月4日

6月4日

5月2日
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整理
番号

受付日 区分 担当課等
公文書の名称その他公文書を特定するに足りる事項
(請求の内容） 公文書の名称

開示決定
等の通知
をした日

開示決定等の内容 開示しないこととした部分
開示しないこととした根拠

規定

千葉県香取市で発生した水道施設への侵入事件について（情報提供）
他8件

全開示

平成25年度第1回運営委員会出欠通知書の送付について 一部開示 氏名 条例第7条第2号

千葉県香取市で発生した水道施設への侵入事件について（情報提供）
他5件

全開示

簡易専用水道法定検査の報告
他2件

一部開示 氏名 条例第7条第2号

Ｈ26河川、用排水路、ため池調査依頼
ほか21件

5月7日 全開示

【報告書】新規採用者指導者養成
ほか1件

5月7日 一部開示 職員番号 条例第7条第2号

146 4月21日 請求
上下水道部
下水建設課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を
営む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室等を
対象として、下水建設課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年3月24日以降送
受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、平成26年4月21日時点
で存在し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

全県域汚水適正処理構想見直しに関する業務委託の取り扱いについて
ほか8件

5月7日 全開示

147 4月21日 請求
上下水道部

勝西浄化ｾﾝﾀｰ

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例7条第3号が規定する法人等と、事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室を対象と
して、勝西浄化ｾﾝﾀｰﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年3月24日以降送受信
したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、平成26年4月21日時点で存
在し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの（過日に提供したCD-Rによ
る写しの交付を希望します。）

春日井市脱水ｹｰｷ受入予定表 5月7日 一部開示 氏名、脱水ｹｰｷ処分先情報 条例第7条第2号､3号

148 4月21日 請求
上下水道部

勝西浄化ｾﾝﾀｰ

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を
営む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室等を
対象として、勝西浄化ｾﾝﾀｰﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年3月24日以降
送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、平成26年4月21日時
点で存在し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

春日井市脱水ｹｰｷ受入予定表 5月7日 一部開示 氏名、電話番号、ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ 条例第7条第2号

149 4月21日 請求
上下水道部

高蔵寺浄化ｾﾝ
ﾀｰ

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例7条第3号が規定する法人等と、事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室を対象と
して、高蔵寺浄化ｾﾝﾀｰﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年3月24日以降送受
信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、平成26年4月21日時点で
存在し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの（過日に提供したCD-Rに
よる写しの交付を希望します。）

春日井市脱水ｹｰｷ受入予定表 5月7日 一部開示 氏名、脱水ｹｰｷ処分先情報 条例第7条第2号､3号

150 4月21日 請求
上下水道部

高蔵寺浄化ｾﾝ
ﾀｰ

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を
営む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室等を
対象として、高蔵寺浄化ｾﾝﾀｰﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年3月24日以
降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、平成26年4月21日
時点で存在し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

HPﾘﾆｭｰｱﾙと廃棄物管理実務者ｾﾐﾅｰのご案内
他1件

5月7日 一部開示 氏名、携帯電話番号、ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ 条例第7条第2号

151 4月21日 請求
上下水道部

南部浄化ｾﾝﾀｰ

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例7条第3号が規定する法人等と、事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室を対象と
して、南部浄化ｾﾝﾀｰﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年3月24日以降送受信
したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、平成26年4月21日時点で存
在し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの（過日に提供したCD-Rによ
る写しの交付を希望します。）

【ご連絡】春日井市脱水ｹｰｷ　受入予定表 5月7日 一部開示 個人名、工場名称、FAX番号 条例第7条第2号､3号

152 4月21日 請求
上下水道部

南部浄化ｾﾝﾀｰ

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を
営む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室等を
対象として、南部浄化ｾﾝﾀｰﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年3月24日以降
送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、平成26年4月21日時
点で存在し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

【ご連絡】春日井市脱水ｹｰｷ　受入予定表 5月7日 一部開示 個人名、ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ、電話番号 条例第7条第2号

4月21日

4月21日

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例7条第3号が規定する法人等と、事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室を対象と
して、下水建設課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年3月24日以降送受信した
ﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、平成26年4月21日時点で存在し、
電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの（過日に提供したCD-Rによる写し
の交付を希望します。）

145 請求

4月21日 請求

143

144

上下水道部
下水建設課

5月7日

5月7日

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例7条第3号が規定する法人等と、事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室を対象と
して、業務課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年3月24日以降送受信したﾒｰﾙ
ﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、平成26年4月21日時点で存在し、電
子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの（過日に提供したCD-Rによる写しの
交付を希望します。）

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を
営む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室等を
対象として、業務課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年3月24日以降送受信し
たﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、平成26年4月21日時点で存在
し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

上下水道部
業務課

上下水道部
業務課

請求

31



整理
番号

受付日 区分 担当課等
公文書の名称その他公文書を特定するに足りる事項
(請求の内容） 公文書の名称

開示決定
等の通知
をした日

開示決定等の内容 開示しないこととした部分
開示しないこととした根拠

規定

153 4月21日 請求
企画政策部

秘書課

平成26年4月1日時点で秘書課の職員すべて（非常勤･再任用職
員･臨時職員（ｱﾙﾊﾞｲﾄ）･現業員･各種委員等を含む、以下職員等
すべてと記載する）に任用されていた職員すべてが、平成26年3月
31日時点で任用されていた職員等すべてから受けた事務引継書

平成26年4月1日時点で秘書課の職員すべて（非常勤･再任用職員･臨時職員
（ｱﾙﾊﾞｲﾄ）･現業員･各種委員等を含む、以下職員等すべてと記載する）に任用
されていた職員すべてが、平成26年3月31日時点で任用されていた職員等すべ
てから受けた事務引継書

5月2日
不開示
(不存在)

不存在

154 4月21日 請求
企画政策部
企画政策課

平成26年4月1日時点で企画政策課の職員すべて（非常勤･再任
用職員･臨時職員（ｱﾙﾊﾞｲﾄ）･現業員･各種委員等を含む、以下職
員等すべてと記載する）に任用されていた職員すべてが、平成26
年3月31日時点で任用されていた職員等すべてから受けた事務
引継書

事務引継書 5月7日 全開示

155 4月21日 請求
企画政策部
広報広聴課

平成26年4月1日時点で広報広聴課の職員すべて（非常勤･再任
用職員･臨時職員（ｱﾙﾊﾞｲﾄ）･現業員･各種委員等を含む、以下職
員等すべてと記載する）に任用されていた職員すべてが、平成26
年3月31日時点で任用されていた職員等すべてから受けた事務
引継書

平成26年4月1日時点で広報広聴課の職員すべて（非常勤･再任用職員･臨時
職員（ｱﾙﾊﾞｲﾄ）･現業員･各種委員等を含む、以下職員等すべてと記載する）に
任用されていた職員すべてが、平成26年3月31日時点で任用されていた職員等
すべてから受けた事務引継書

4月25日
不開示
(不存在)

不存在

156 4月21日 請求
総務部
総務課

平成26年4月1日時点で総務課の職員すべて（非常勤･再任用職
員･臨時職員（ｱﾙﾊﾞｲﾄ）･現業員･各種委員等を含む、以下職員等
すべてと記載する）に任用されていた職員すべてが、平成26年3月
31日時点で任用されていた職員等すべてから受けた事務引継書

平成26年4月1日時点で総務課の職員すべて（非常勤･再任用職員･臨時職員
（ｱﾙﾊﾞｲﾄ）･現業員･各種委員等を含む、以下職員等すべてと記載する）に任用
されていた職員すべてが、平成26年3月31日時点で任用されていた職員等すべ
てから受けた事務引継書

4月28日
不開示
(不存在)

不存在

157 4月21日 請求 選挙管理委員会

平成26年4月1日時点で選挙管理委員会の職員すべて（非常勤･
再任用職員･臨時職員（ｱﾙﾊﾞｲﾄ）･現業員･各種委員等を含む、以
下職員等すべてと記載する）に任用されていた職員すべてが、平
成26年3月31日時点で任用されていた職員等すべてから受けた
事務引継書

平成26年4月1日時点で選挙管理委員会の職員すべて（非常勤･再任用職員･
臨時職員（ｱﾙﾊﾞｲﾄ）･現業員･各種委員等を含む、以下職員等すべてと記載す
る）に任用されていた職員すべてが、平成26年3月31日時点で任用されていた
職員等すべてから受けた事務引継書

4月28日
不開示
(不存在)

不存在

158 4月21日 請求 公平委員会

平成26年4月1日時点で公平委員会の職員すべて（非常勤･再任
用職員･臨時職員（ｱﾙﾊﾞｲﾄ）･現業員･各種委員等を含む、以下職
員等すべてと記載する）に任用されていた職員すべてが、平成26
年3月31日時点で任用されていた職員等すべてから受けた事務
引継書

平成26年4月1日時点で公平委員会の職員すべて（非常勤･再任用職員･臨時
職員（ｱﾙﾊﾞｲﾄ）･現業員･各種委員等を含む、以下職員等すべてと記載する）に
任用されていた職員すべてが、平成26年3月31日時点で任用されていた職員等
すべてから受けた事務引継書

5月7日
不開示
(不存在)

不存在

159 4月21日 請求
固定資産評価審

査委員会

平成26年4月1日時点で固定資産評価委員会の職員すべて（非常
勤･再任用職員･臨時職員（ｱﾙﾊﾞｲﾄ）･現業員･各種委員等を含
む、以下職員等すべてと記載する）に任用されていた職員すべて
が、平成26年3月31日時点で任用されていた職員等すべてから受
けた事務引継書

平成26年4月1日時点で固定資産評価委員会の職員すべて（非常勤･再任用職
員･臨時職員（ｱﾙﾊﾞｲﾄ）･現業員･各種委員等を含む、以下職員等すべてと記載
する）に任用されていた職員すべてが、平成26年3月31日時点で任用されてい
た職員等すべてから受けた事務引継書

5月7日
不開示
(不存在)

不存在

160 4月21日 請求
総務部
人事課

平成26年4月1日時点で人事課の職員すべて（非常勤･再任用職
員･臨時職員（ｱﾙﾊﾞｲﾄ）･現業員･各種委員等を含む、以下職員等
すべてと記載する）に任用されていた職員すべてが、平成26年3月
31日時点で任用されていた職員等すべてから受けた事務引継書

平成26年4月1日時点で人事課の職員すべて（非常勤･再任用職員･臨時職員
（ｱﾙﾊﾞｲﾄ）･現業員･各種委員等を含む、以下職員等すべてと記載する）に任用
されていた職員すべてが、平成26年3月31日時点で任用されていた職員等すべ
てから受けた事務引継書

5月7日
不開示
(不存在)

不存在

161 4月21日 請求
総務部

市民安全課

平成26年4月1日時点で市民安全課の職員すべて（非常勤･再任
用職員･臨時職員（ｱﾙﾊﾞｲﾄ）･現業員･各種委員等を含む、以下職
員等すべてと記載する）に任用されていた職員すべてが、平成26
年3月31日時点で任用されていた職員等すべてから受けた事務
引継書

平成26年4月1日時点で市民安全課の職員すべて（非常勤･再任用職員･臨時
職員（ｱﾙﾊﾞｲﾄ）･現業員･各種委員等を含む、以下職員等すべてと記載する）に
任用されていた職員すべてが、平成26年3月31日時点で任用されていた職員等
すべてから受けた事務引継書

4月30日
不開示
(不存在)

不存在

162 4月21日 請求
総務部

交通対策課

平成26年4月1日時点で交通対策課の職員すべて（非常勤･再任
用職員･臨時職員（ｱﾙﾊﾞｲﾄ）･現業員･各種委員等を含む、以下職
員等すべてと記載する）に任用されていた職員すべてが、平成26
年3月31日時点で任用されていた職員等すべてから受けた事務
引継書

平成26年4月1日時点で交通対策課の職員すべて（非常勤･再任用職員･臨時
職員（ｱﾙﾊﾞｲﾄ）･現業員･各種委員等を含む、以下職員等すべてと記載する）に
任用されていた職員すべてが、平成26年3月31日時点で任用されていた職員等
すべてから受けた事務引継書

5月1日
不開示
(不存在)

不存在

163 4月21日 請求
総務部

情報ｼｽﾃﾑ課

平成26年4月1日時点で情報ｼｽﾃﾑ課の職員すべて（非常勤･再任
用職員･臨時職員（ｱﾙﾊﾞｲﾄ）･現業員･各種委員等を含む、以下職
員等すべてと記載する）に任用されていた職員すべてが、平成26
年3月31日時点で任用されていた職員等すべてから受けた事務
引継書

平成26年4月1日時点で情報ｼｽﾃﾑ課の職員すべて（非常勤･再任用職員･臨時
職員（ｱﾙﾊﾞｲﾄ）･現業員･各種委員等を含む、以下職員等すべてと記載する）に
任用されていた職員すべてが、平成26年3月31日時点で任用されていた職員等
すべてから受けた事務引継書

4月28日
不開示
(不存在)

不存在
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整理
番号

受付日 区分 担当課等
公文書の名称その他公文書を特定するに足りる事項
(請求の内容） 公文書の名称

開示決定
等の通知
をした日

開示決定等の内容 開示しないこととした部分
開示しないこととした根拠

規定

164 4月21日 請求
財政部
財政課

平成26年4月1日時点で財政課の職員すべて（非常勤･再任用職
員･臨時職員（ｱﾙﾊﾞｲﾄ）･現業員･各種委員等を含む、以下職員等
すべてと記載する）に任用されていた職員すべてが、平成26年3月
31日時点で任用されていた職員等すべてから受けた事務引継書

平成26年4月1日時点で財政課の職員すべて（非常勤･再任用職員･臨時職員
（ｱﾙﾊﾞｲﾄ）･現業員･各種委員等を含む、以下職員等すべてと記載する）に任用
されていた職員すべてが、平成26年3月31日時点で任用されていた職員等すべ
てから受けた事務引継書

4月30日
不開示
(不存在)

不存在

165 4月21日 請求
財政部

管財契約課

平成26年4月1日時点で管財契約課の職員すべて（非常勤･再任
用職員･臨時職員（ｱﾙﾊﾞｲﾄ）･現業員･各種委員等を含む、以下職
員等すべてと記載する）に任用されていた職員すべてが、平成26
年3月31日時点で任用されていた職員等すべてから受けた事務
引継書

事務引継書 5月7日 全開示

166 4月21日 請求
財政部

市民税課

平成26年4月1日時点で市民税課の職員すべて（非常勤･再任用
職員･臨時職員（ｱﾙﾊﾞｲﾄ）･現業員･各種委員等を含む、以下職員
等すべてと記載する）に任用されていた職員すべてが、平成26年3
月31日時点で任用されていた職員等すべてから受けた事務引継
書

平成26年4月1日時点で市民税課の職員すべて（非常勤･再任用職員･臨時職
員（ｱﾙﾊﾞｲﾄ）･現業員･各種委員等を含む、以下職員等すべてと記載する）に任
用されていた職員すべてが、平成26年3月31日時点で任用されていた職員等す
べてから受けた事務引継書

4月30日
不開示
(不存在)

不存在

167 4月21日 請求
財政部

資産税課

平成26年4月1日時点で資産税課の職員すべて（非常勤･再任用
職員･臨時職員（ｱﾙﾊﾞｲﾄ）･現業員･各種委員等を含む、以下職員
等すべてと記載する）に任用されていた職員すべてが、平成26年3
月31日時点で任用されていた職員等すべてから受けた事務引継
書

平成26年4月1日時点で資産税課の職員すべて（非常勤･再任用職員･臨時職
員（ｱﾙﾊﾞｲﾄ）･現業員･各種委員等を含む、以下職員等すべてと記載する）に任
用されていた職員すべてが、平成26年3月31日時点で任用されていた職員等す
べてから受けた事務引継書

5月7日
不開示
(不存在)

不存在

168 4月21日 請求
財政部
収納課

平成26年4月1日時点で収納課の職員すべて（非常勤･再任用職
員･臨時職員（ｱﾙﾊﾞｲﾄ）･現業員･各種委員等を含む、以下職員等
すべてと記載する）に任用されていた職員すべてが、平成26年3月
31日時点で任用されていた職員等すべてから受けた事務引継書

平成26年4月1日時点で収納課の職員すべて（非常勤･再任用職員･臨時職員
（ｱﾙﾊﾞｲﾄ）･現業員･各種委員等を含む、以下職員等すべてと記載する）に任用
されていた職員すべてが、平成26年3月31日時点で任用されていた職員等すべ
てから受けた事務引継書

5月2日
不開示
(不存在)

不存在

169 4月21日 請求
市民生活部

市民活動推進課

平成26年4月1日時点で市民活動推進課の職員すべて（非常勤･
再任用職員･臨時職員（ｱﾙﾊﾞｲﾄ）･現業員･各種委員等を含む、以
下職員等すべてと記載する）に任用されていた職員すべてが、平
成26年3月31日時点で任用されていた職員等すべてから受けた
事務引継書

平成26年4月1日時点で市民活動推進課の職員すべて（非常勤･再任用職員･
臨時職員（ｱﾙﾊﾞｲﾄ）･現業員･各種委員等を含む、以下職員等すべてと記載す
る）に任用されていた職員すべてが、平成26年3月31日時点で任用されていた
職員等すべてから受けた事務引継書

4月30日
不開示
(不存在)

不存在

170 4月21日 請求
市民生活部

市民活動支援ｾﾝ
ﾀｰ

平成26年4月1日時点で市民活動支援ｾﾝﾀｰの職員すべて（非常
勤･再任用職員･臨時職員（ｱﾙﾊﾞｲﾄ）･現業員･各種委員等を含
む、以下職員等すべてと記載する）に任用されていた職員すべて
が、平成26年3月31日時点で任用されていた職員等すべてから受
けた事務引継書

平成26年4月1日時点で市民活動支援ｾﾝﾀｰの職員すべて（非常勤･再任用職
員･臨時職員（ｱﾙﾊﾞｲﾄ）･現業員･各種委員等を含む、以下職員等すべてと記載
する）に任用されていた職員すべてが、平成26年3月31日時点で任用されてい
た職員等すべてから受けた事務引継書

5月1日
不開示
(不存在)

不存在

171 4月21日 請求
市民生活部

男女共同参画課

平成26年4月1日時点で男女共同参画課の職員すべて（非常勤･
再任用職員･臨時職員（ｱﾙﾊﾞｲﾄ）･現業員･各種委員等を含む、以
下職員等すべてと記載する）に任用されていた職員すべてが、平
成26年3月31日時点で任用されていた職員等すべてから受けた
事務引継書

平成26年4月1日時点で男女共同参画課の職員すべて（非常勤･再任用職員･
臨時職員（ｱﾙﾊﾞｲﾄ）･現業員･各種委員等を含む、以下職員等すべてと記載す
る）に任用されていた職員すべてが、平成26年3月31日時点で任用されていた
職員等すべてから受けた事務引継書

4月30日
不開示
(不存在)

不存在

172 4月21日 請求
市民生活部

市民課

平成26年4月1日時点で市民課の職員すべて（非常勤･再任用職
員･臨時職員（ｱﾙﾊﾞｲﾄ）･現業員･各種委員等を含む、以下職員等
すべてと記載する）に任用されていた職員すべてが、平成26年3月
31日時点で任用されていた職員等すべてから受けた事務引継書

平成26年4月1日時点で市民課の職員すべて（非常勤･再任用職員･臨時職員
（ｱﾙﾊﾞｲﾄ）･現業員･各種委員等を含む、以下職員等すべてと記載する）に任用
されていた職員すべてが、平成26年3月31日時点で任用されていた職員等すべ
てから受けた事務引継書

4月30日
不開示
(不存在)

不存在

173 4月21日 請求
市民生活部
坂下出張所

平成26年4月1日時点で坂下出張所の職員すべて（非常勤･再任
用職員･臨時職員（ｱﾙﾊﾞｲﾄ）･現業員･各種委員等を含む、以下職
員等すべてと記載する）に任用されていた職員すべてが、平成26
年3月31日時点で任用されていた職員等すべてから受けた事務
引継書

事務引継書 5月7日 全開示

174 4月21日 請求
市民生活部

東部市民ｾﾝﾀｰ

平成26年4月1日時点で東部市民ｾﾝﾀｰの職員すべて（非常勤･再
任用職員･臨時職員（ｱﾙﾊﾞｲﾄ）･現業員･各種委員等を含む、以下
職員等すべてと記載する）に任用されていた職員すべてが、平成
26年3月31日時点で任用されていた職員等すべてから受けた事
務引継書

事務引継書 5月7日 全開示
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整理
番号

受付日 区分 担当課等
公文書の名称その他公文書を特定するに足りる事項
(請求の内容） 公文書の名称

開示決定
等の通知
をした日

開示決定等の内容 開示しないこととした部分
開示しないこととした根拠

規定

175 4月21日 請求
議会事務局

議事課

平成26年4月1日時点で議事課の職員すべて（非常勤･再任用職
員･臨時職員（ｱﾙﾊﾞｲﾄ）･現業員･各種委員等を含む、以下職員等
すべてと記載する）に任用されていた職員すべてが、平成26年3月
31日時点で任用されていた職員等すべてから受けた事務引継書

平成26年4月1日時点で議事課の職員すべて（非常勤･再任用職員･臨時職員
（ｱﾙﾊﾞｲﾄ）･現業員･各種委員等を含む、以下職員等すべてと記載する）に任用
されていた職員すべてが、平成26年3月31日時点で任用されていた職員等すべ
てから受けた事務引継書

4月25日
不開示
(不存在)

不存在

176 4月21日 請求
監査事務局

監査課

平成26年4月1日時点で請求課の職員すべて（非常勤･再任用職
員･臨時職員（ｱﾙﾊﾞｲﾄ）･現業員･各種委員等を含む、以下職員等
すべてと記載する）に任用されていた職員すべてが、平成26年3月
31日時点で任用されていた職員等すべてから受けた事務引継書

平成26年4月1日時点で請求課の職員すべて（非常勤･再任用職員･臨時職員
（ｱﾙﾊﾞｲﾄ）･現業員･各種委員等を含む、以下職員等すべてと記載する）に任用
されていた職員すべてが、平成26年3月31日時点で任用されていた職員等すべ
てから受けた事務引継書

4月30日
不開示
(不存在)

不存在

177 4月21日 請求
会計管理者

会計課

平成26年4月1日時点で会計課の職員すべて（非常勤･再任用職
員･臨時職員（ｱﾙﾊﾞｲﾄ）･現業員･各種委員等を含む、以下職員等
すべてと記載する）に任用されていた職員すべてが、平成26年3月
31日時点で任用されていた職員等すべてから受けた事務引継書

平成26年4月1日時点で会計課の職員すべて（非常勤･再任用職員･臨時職員
（ｱﾙﾊﾞｲﾄ）･現業員･各種委員等を含む、以下職員等すべてと記載する）に任用
されていた職員すべてが、平成26年3月31日時点で任用されていた職員等すべ
てから受けた事務引継書

5月7日
不開示
(不存在)

不存在

178 4月21日 請求
消防本部

消防総務課

平成26年4月1日時点で消防総務課の職員すべて（非常勤･再任
用職員･臨時職員（ｱﾙﾊﾞｲﾄ）･現業員･各種委員等を含む、以下職
員等すべてと記載する）に任用されていた職員すべてが、平成26
年3月31日時点で任用されていた職員等すべてから受けた事務
引継書

事務引継 5月1日 全開示

179 4月21日 請求
消防本部
予防課

平成26年4月1日時点で予防課の職員すべて（非常勤･再任用職
員･臨時職員（ｱﾙﾊﾞｲﾄ）･現業員･各種委員等を含む、以下職員等
すべてと記載する）に任用されていた職員すべてが、平成26年3月
31日時点で任用されていた職員等すべてから受けた事務引継書

予防課長事務引継書 5月1日 全開示

180 4月21日 請求
消防本部

通信指令室

平成26年4月1日時点で通信司令室の職員すべて（非常勤･再任
用職員･臨時職員（ｱﾙﾊﾞｲﾄ）･現業員･各種委員等を含む、以下職
員等すべてと記載する）に任用されていた職員すべてが、平成26
年3月31日時点で任用されていた職員等すべてから受けた事務
引継書

平成26年4月1日時点で通信司令室の職員すべて（非常勤･再任用職員･臨時
職員（ｱﾙﾊﾞｲﾄ）･現業員･各種委員等を含む、以下職員等すべてと記載する）に
任用されていた職員すべてが、平成26年3月31日時点で任用されていた職員等
すべてから受けた事務引継書

5月1日
不開示
(不存在)

不存在

181 4月21日 請求
消防本部

消防署第一課

平成26年4月1日時点で消防署第一課の職員すべて（非常勤･再
任用職員･臨時職員（ｱﾙﾊﾞｲﾄ）･現業員･各種委員等を含む、以下
職員等すべてと記載する）に任用されていた職員すべてが、平成
26年3月31日時点で任用されていた職員等すべてから受けた事
務引継書

平成26年4月1日時点で消防署第一課の職員すべて（非常勤･再任用職員･臨
時職員（ｱﾙﾊﾞｲﾄ）･現業員･各種委員等を含む、以下職員等すべてと記載する）
に任用されていた職員すべてが、平成26年3月31日時点で任用されていた職員
等すべてから受けた事務引継書

5月1日
不開示
(不存在)

不存在

182 4月21日 請求
消防本部

消防署第二課

平成26年4月1日時点で消防署第二課の職員すべて（非常勤･再
任用職員･臨時職員（ｱﾙﾊﾞｲﾄ）･現業員･各種委員等を含む、以下
職員等すべてと記載する）に任用されていた職員すべてが、平成
26年3月31日時点で任用されていた職員等すべてから受けた事
務引継書

平成26年4月1日時点で消防署第二課の職員すべて（非常勤･再任用職員･臨
時職員（ｱﾙﾊﾞｲﾄ）･現業員･各種委員等を含む、以下職員等すべてと記載する）
に任用されていた職員すべてが、平成26年3月31日時点で任用されていた職員
等すべてから受けた事務引継書

5月1日
不開示
(不存在)

不存在

183 4月21日 請求
消防本部

消防署第三課

平成26年4月1日時点で消防署第三課の職員すべて（非常勤･再
任用職員･臨時職員（ｱﾙﾊﾞｲﾄ）･現業員･各種委員等を含む、以下
職員等すべてと記載する）に任用されていた職員すべてが、平成
26年3月31日時点で任用されていた職員等すべてから受けた事
務引継書

事務引継書 5月1日 全開示

184 4月21日 請求
消防本部
東出張所

平成26年4月1日時点で秘書課の職員すべて（非常勤･再任用職
員･臨時職員（ｱﾙﾊﾞｲﾄ）･現業員･各種委員等を含む、以下職員等
すべてと記載する）に任用されていた職員すべてが、平成26年3月
31日時点で任用されていた職員等すべてから受けた事務引継書

平成26年4月1日時点で秘書課の職員すべて（非常勤･再任用職員･臨時職員
（ｱﾙﾊﾞｲﾄ）･現業員･各種委員等を含む、以下職員等すべてと記載する）に任用
されていた職員すべてが、平成26年3月31日時点で任用されていた職員等すべ
てから受けた事務引継書

5月1日
不開示
(不存在)

不存在

185 4月21日 請求
消防本部
西出張所

平成26年4月1日時点で西出張所の職員すべて（非常勤･再任用
職員･臨時職員（ｱﾙﾊﾞｲﾄ）･現業員･各種委員等を含む、以下職員
等すべてと記載する）に任用されていた職員すべてが、平成26年3
月31日時点で任用されていた職員等すべてから受けた事務引継
書

平成26年4月1日時点で西出張所の職員すべて（非常勤･再任用職員･臨時職
員（ｱﾙﾊﾞｲﾄ）･現業員･各種委員等を含む、以下職員等すべてと記載する）に任
用されていた職員すべてが、平成26年3月31日時点で任用されていた職員等す
べてから受けた事務引継書

5月1日
不開示
(不存在)

不存在
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整理
番号

受付日 区分 担当課等
公文書の名称その他公文書を特定するに足りる事項
(請求の内容） 公文書の名称

開示決定
等の通知
をした日

開示決定等の内容 開示しないこととした部分
開示しないこととした根拠

規定

186 4月21日 請求
消防本部
南出張所

平成26年4月1日時点で南出張所の職員すべて（非常勤･再任用
職員･臨時職員（ｱﾙﾊﾞｲﾄ）･現業員･各種委員等を含む、以下職員
等すべてと記載する）に任用されていた職員すべてが、平成26年3
月31日時点で任用されていた職員等すべてから受けた事務引継
書

平成26年4月1日時点で南出張所の職員すべて（非常勤･再任用職員･臨時職
員（ｱﾙﾊﾞｲﾄ）･現業員･各種委員等を含む、以下職員等すべてと記載する）に任
用されていた職員すべてが、平成26年3月31日時点で任用されていた職員等す
べてから受けた事務引継書

5月1日
不開示
(不存在)

不存在

187 4月21日 請求
消防本部
北出張所

平成26年4月1日時点で北出張所の職員すべて（非常勤･再任用
職員･臨時職員（ｱﾙﾊﾞｲﾄ）･現業員･各種委員等を含む、以下職員
等すべてと記載する）に任用されていた職員すべてが、平成26年3
月31日時点で任用されていた職員等すべてから受けた事務引継
書

事務引継書について 5月1日 全開示

188 4月21日 請求
消防本部

高蔵寺出張所

平成26年4月1日時点で高蔵寺出張所の職員すべて（非常勤･再
任用職員･臨時職員（ｱﾙﾊﾞｲﾄ）･現業員･各種委員等を含む、以下
職員等すべてと記載する）に任用されていた職員すべてが、平成
26年3月31日時点で任用されていた職員等すべてから受けた事
務引継書

平成26年4月1日時点で高蔵寺出張所の職員すべて（非常勤･再任用職員･臨
時職員（ｱﾙﾊﾞｲﾄ）･現業員･各種委員等を含む、以下職員等すべてと記載する）
に任用されていた職員すべてが、平成26年3月31日時点で任用されていた職員
等すべてから受けた事務引継書

5月1日
不開示
(不存在)

不存在

189 4月21日 請求
文化ｽﾎﾟｰﾂ部

文化課

平成26年4月1日時点で文化課の職員すべて（非常勤･再任用職
員･臨時職員（ｱﾙﾊﾞｲﾄ）･現業員･各種委員等を含む、以下職員等
すべてと記載する）に任用されていた職員すべてが、平成26年3月
31日時点で任用されていた職員等すべてから受けた事務引継書

事務引継書 4月28日 全開示

190 4月21日 請求
文化ｽﾎﾟｰﾂ部
道風記念館

平成26年4月1日時点で道風記念館の職員すべて（非常勤･再任
用職員･臨時職員（ｱﾙﾊﾞｲﾄ）･現業員･各種委員等を含む、以下職
員等すべてと記載する）に任用されていた職員すべてが、平成26
年3月31日時点で任用されていた職員等すべてから受けた事務
引継書

平成26年4月1日時点で道風記念館の職員すべて（非常勤･再任用職員･臨時
職員（ｱﾙﾊﾞｲﾄ）･現業員･各種委員等を含む、以下職員等すべてと記載する）に
任用されていた職員すべてが、平成26年3月31日時点で任用されていた職員等
すべてから受けた事務引継書

5月2日
不開示
(不存在)

不存在

191 4月21日 請求
文化ｽﾎﾟｰﾂ部

ｽﾎﾟｰﾂ課

平成26年4月1日時点でｽﾎﾟｰﾂ課の職員すべて（非常勤･再任用
職員･臨時職員（ｱﾙﾊﾞｲﾄ）･現業員･各種委員等を含む、以下職員
等すべてと記載する）に任用されていた職員すべてが、平成26年3
月31日時点で任用されていた職員等すべてから受けた事務引継
書

平成26年4月1日時点でｽﾎﾟｰﾂ課の職員すべて（非常勤･再任用職員･臨時職員
（ｱﾙﾊﾞｲﾄ）･現業員･各種委員等を含む、以下職員等すべてと記載する）に任用
されていた職員すべてが、平成26年3月31日時点で任用されていた職員等すべ
てから受けた事務引継書

5月1日
不開示
(不存在)

不存在

192 4月21日 請求
文化ｽﾎﾟｰﾂ部

味美ふれあいｾﾝ
ﾀｰ

平成26年4月1日時点で味美ふれあいｾﾝﾀｰの職員すべて（非常
勤･再任用職員･臨時職員（ｱﾙﾊﾞｲﾄ）･現業員･各種委員等を含
む、以下職員等すべてと記載する）に任用されていた職員すべて
が、平成26年3月31日時点で任用されていた職員等すべてから受
けた事務引継書

平成26年4月1日時点で味美ふれあいｾﾝﾀｰの職員すべて（非常勤･再任用職
員･臨時職員（ｱﾙﾊﾞｲﾄ）･現業員･各種委員等を含む、以下職員等すべてと記載
する）に任用されていた職員すべてが、平成26年3月31日時点で任用されてい
た職員等すべてから受けた事務引継書

5月1日
不開示
(不存在)

不存在

193 4月21日 請求
文化ｽﾎﾟｰﾂ部

高蔵寺ふれあい
ｾﾝﾀｰ

平成26年4月1日時点で高蔵寺ふれあいｾﾝﾀｰの職員すべて（非
常勤･再任用職員･臨時職員（ｱﾙﾊﾞｲﾄ）･現業員･各種委員等を含
む、以下職員等すべてと記載する）に任用されていた職員すべて
が、平成26年3月31日時点で任用されていた職員等すべてから受
けた事務引継書

高蔵寺ふれあいｾﾝﾀｰ所長事務引継書 5月7日 全開示

194 4月21日 請求
文化ｽﾎﾟｰﾂ部

南部ふれあいｾﾝ
ﾀｰ

平成26年4月1日時点で南部ふれあいｾﾝﾀｰの職員すべて（非常
勤･再任用職員･臨時職員（ｱﾙﾊﾞｲﾄ）･現業員･各種委員等を含
む、以下職員等すべてと記載する）に任用されていた職員すべて
が、平成26年3月31日時点で任用されていた職員等すべてから受
けた事務引継書

平成26年4月1日時点で味美ふれあいｾﾝﾀｰの職員すべて（非常勤･再任用職
員･臨時職員（ｱﾙﾊﾞｲﾄ）･現業員･各種委員等を含む、以下職員等すべてと記載
する）に任用されていた職員すべてが、平成26年3月31日時点で任用されてい
た職員等すべてから受けた事務引継書

5月1日
不開示
(不存在)

不存在

195 4月21日 請求
文化ｽﾎﾟｰﾂ部

西部ふれあいｾﾝ
ﾀｰ

平成26年4月1日時点で西部ふれあいｾﾝﾀｰの職員すべて（非常
勤･再任用職員･臨時職員（ｱﾙﾊﾞｲﾄ）･現業員･各種委員等を含
む、以下職員等すべてと記載する）に任用されていた職員すべて
が、平成26年3月31日時点で任用されていた職員等すべてから受
けた事務引継書

平成26年4月1日時点で西部ふれあいｾﾝﾀｰの職員すべて（非常勤･再任用職
員･臨時職員（ｱﾙﾊﾞｲﾄ）･現業員･各種委員等を含む、以下職員等すべてと記載
する）に任用されていた職員すべてが、平成26年3月31日時点で任用されてい
た職員等すべてから受けた事務引継書

5月7日
不開示
(不存在)

不存在

196 4月21日 請求
文化ｽﾎﾟｰﾂ部
中央公民館

平成26年4月1日時点で中央公民館の職員すべて（非常勤･再任
用職員･臨時職員（ｱﾙﾊﾞｲﾄ）･現業員･各種委員等を含む、以下職
員等すべてと記載する）に任用されていた職員すべてが、平成26
年3月31日時点で任用されていた職員等すべてから受けた事務
引継書

平成26年4月1日時点で中央公民館の職員すべて（非常勤･再任用職員･臨時
職員（ｱﾙﾊﾞｲﾄ）･現業員･各種委員等を含む、以下職員等すべてと記載する）に
任用されていた職員すべてが、平成26年3月31日時点で任用されていた職員等
すべてから受けた事務引継書

5月7日
不開示
(不存在)

不存在
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整理
番号

受付日 区分 担当課等
公文書の名称その他公文書を特定するに足りる事項
(請求の内容） 公文書の名称

開示決定
等の通知
をした日

開示決定等の内容 開示しないこととした部分
開示しないこととした根拠

規定

197 4月21日 請求
文化ｽﾎﾟｰﾂ部
知多公民館

平成26年4月1日時点で知多公民館の職員すべて（非常勤･再任
用職員･臨時職員（ｱﾙﾊﾞｲﾄ）･現業員･各種委員等を含む、以下職
員等すべてと記載する）に任用されていた職員すべてが、平成26
年3月31日時点で任用されていた職員等すべてから受けた事務
引継書

平成26年4月1日時点で知多公民館の職員すべて（非常勤･再任用職員･臨時
職員（ｱﾙﾊﾞｲﾄ）･現業員･各種委員等を含む、以下職員等すべてと記載する）に
任用されていた職員すべてが、平成26年3月31日時点で任用されていた職員等
すべてから受けた事務引継書

5月1日
不開示
(不存在)

不存在

198 4月21日 請求
文化ｽﾎﾟｰﾂ部
鷹来公民館

平成26年4月1日時点で鷹来公民館の職員すべて（非常勤･再任
用職員･臨時職員（ｱﾙﾊﾞｲﾄ）･現業員･各種委員等を含む、以下職
員等すべてと記載する）に任用されていた職員すべてが、平成26
年3月31日時点で任用されていた職員等すべてから受けた事務
引継書

平成26年4月1日時点で鷹来公民館の職員すべて（非常勤･再任用職員･臨時
職員（ｱﾙﾊﾞｲﾄ）･現業員･各種委員等を含む、以下職員等すべてと記載する）に
任用されていた職員すべてが、平成26年3月31日時点で任用されていた職員等
すべてから受けた事務引継書

4月30日
不開示
(不存在)

不存在

199 4月21日 請求
文化ｽﾎﾟｰﾂ部
坂下公民館

平成26年4月1日時点で坂下公民館の職員すべて（非常勤･再任
用職員･臨時職員（ｱﾙﾊﾞｲﾄ）･現業員･各種委員等を含む、以下職
員等すべてと記載する）に任用されていた職員すべてが、平成26
年3月31日時点で任用されていた職員等すべてから受けた事務
引継書

平成26年4月1日時点で坂下公民館の職員すべて（非常勤･再任用職員･臨時
職員（ｱﾙﾊﾞｲﾄ）･現業員･各種委員等を含む、以下職員等すべてと記載する）に
任用されていた職員すべてが、平成26年3月31日時点で任用されていた職員等
すべてから受けた事務引継書

5月1日
不開示
(不存在)

不存在

200 4月21日 請求
文化ｽﾎﾟｰﾂ部

青年の家

平成26年4月1日時点で青年の家の職員すべて（非常勤･再任用
職員･臨時職員（ｱﾙﾊﾞｲﾄ）･現業員･各種委員等を含む、以下職員
等すべてと記載する）に任用されていた職員すべてが、平成26年3
月31日時点で任用されていた職員等すべてから受けた事務引継
書

平成26年4月1日時点で青年の家の職員すべて（非常勤･再任用職員･臨時職
員（ｱﾙﾊﾞｲﾄ）･現業員･各種委員等を含む、以下職員等すべてと記載する）に任
用されていた職員すべてが、平成26年3月31日時点で任用されていた職員等す
べてから受けた事務引継書

5月7日
不開示
(不存在)

不存在

201 4月21日 請求
文化ｽﾎﾟｰﾂ部

図書館

平成26年4月1日時点で図書館の職員すべて（非常勤･再任用職
員･臨時職員（ｱﾙﾊﾞｲﾄ）･現業員･各種委員等を含む、以下職員等
すべてと記載する）に任用されていた職員すべてが、平成26年3月
31日時点で任用されていた職員等すべてから受けた事務引継書

平成26年4月1日時点で図書館の職員すべて（非常勤･再任用職員･臨時職員
（ｱﾙﾊﾞｲﾄ）･現業員･各種委員等を含む、以下職員等すべてと記載する）に任用
されていた職員すべてが、平成26年3月31日時点で任用されていた職員等すべ
てから受けた事務引継書

5月1日
不開示
(不存在)

不存在

202 4月21日 請求
健康福祉部
健康増進課

平成26年4月1日時点で健康増進課の職員すべて（非常勤･再任
用職員･臨時職員（ｱﾙﾊﾞｲﾄ）･現業員･各種委員等を含む、以下職
員等すべてと記載する）に任用されていた職員すべてが、平成26
年3月31日時点で任用されていた職員等すべてから受けた事務
引継書

引継書 5月2日 全開示

203 4月21日 請求
健康福祉部
高齢福祉課

平成26年4月1日時点で高齢福祉課の職員すべて（非常勤･再任
用職員･臨時職員（ｱﾙﾊﾞｲﾄ）･現業員･各種委員等を含む、以下職
員等すべてと記載する）に任用されていた職員すべてが、平成26
年3月31日時点で任用されていた職員等すべてから受けた事務
引継書

平成26年4月1日時点で高齢福祉課の職員すべて（非常勤･再任用職員･臨時
職員（ｱﾙﾊﾞｲﾄ）･現業員･各種委員等を含む、以下職員等すべてと記載する）に
任用されていた職員すべてが、平成26年3月31日時点で任用されていた職員等
すべてから受けた事務引継書

5月7日
不開示
(不存在)

不存在

204 4月21日 請求
健康福祉部
介護保険課

平成26年4月1日時点で介護保険課の職員すべて（非常勤･再任
用職員･臨時職員（ｱﾙﾊﾞｲﾄ）･現業員･各種委員等を含む、以下職
員等すべてと記載する）に任用されていた職員すべてが、平成26
年3月31日時点で任用されていた職員等すべてから受けた事務
引継書

平成26年4月1日時点で介護保険課の職員すべて（非常勤･再任用職員･臨時
職員（ｱﾙﾊﾞｲﾄ）･現業員･各種委員等を含む、以下職員等すべてと記載する）に
任用されていた職員すべてが、平成26年3月31日時点で任用されていた職員等
すべてから受けた事務引継書

5月7日
不開示
(不存在)

不存在

205 4月21日 請求
健康福祉部

障がい福祉課

平成26年4月1日時点で障がい福祉課の職員すべて（非常勤･再
任用職員･臨時職員（ｱﾙﾊﾞｲﾄ）･現業員･各種委員等を含む、以下
職員等すべてと記載する）に任用されていた職員すべてが、平成
26年3月31日時点で任用されていた職員等すべてから受けた事
務引継書

平成26年4月1日時点で障がい福祉課の職員すべて（非常勤･再任用職員･臨
時職員（ｱﾙﾊﾞｲﾄ）･現業員･各種委員等を含む、以下職員等すべてと記載する）
に任用されていた職員すべてが、平成26年3月31日時点で任用されていた職員
等すべてから受けた事務引継書

5月7日
不開示
(不存在)

不存在

206 4月21日 請求
健康福祉部
生活援護課

平成26年4月1日時点で生活援護課の職員すべて（非常勤･再任
用職員･臨時職員（ｱﾙﾊﾞｲﾄ）･現業員･各種委員等を含む、以下職
員等すべてと記載する）に任用されていた職員すべてが、平成26
年3月31日時点で任用されていた職員等すべてから受けた事務
引継書

事務引継書 5月7日 一部開示 氏名､肩方､実施日及び内容 条例第7条第2号､6号､7号

207 4月21日 請求
健康福祉部

保険医療年金課

平成26年4月1日時点で保健医療年金課の職員すべて（非常勤･
再任用職員･臨時職員（ｱﾙﾊﾞｲﾄ）･現業員･各種委員等を含む、以
下職員等すべてと記載する）に任用されていた職員すべてが、平
成26年3月31日時点で任用されていた職員等すべてから受けた
事務引継書

事務引継書 5月1日 一部開示 休暇種別、氏名、事業名 条例第7条第2号､7号
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整理
番号

受付日 区分 担当課等
公文書の名称その他公文書を特定するに足りる事項
(請求の内容） 公文書の名称

開示決定
等の通知
をした日

開示決定等の内容 開示しないこととした部分
開示しないこととした根拠

規定

208 4月21日 請求
青少年子ども部
子ども政策課

平成26年4月1日時点で子ども政策課の職員すべて（非常勤･再任
用職員･臨時職員（ｱﾙﾊﾞｲﾄ）･現業員･各種委員等を含む、以下職
員等すべてと記載する）に任用されていた職員すべてが、平成26
年3月31日時点で任用されていた職員等すべてから受けた事務
引継書

平成26年4月1日時点で子ども政策課の職員すべて（非常勤･再任用職員･臨時
職員（ｱﾙﾊﾞｲﾄ）･現業員･各種委員等を含む、以下職員等すべてと記載する）に
任用されていた職員すべてが、平成26年3月31日時点で任用されていた職員等
すべてから受けた事務引継書

4月28日
不開示
(不存在)

不存在

209 4月21日 請求
青少年子ども部
子育て子育ち総

合支援館

平成26年4月1日時点で子育て子育ち総合支援館の職員すべて
（非常勤･再任用職員･臨時職員（ｱﾙﾊﾞｲﾄ）･現業員･各種委員等を
含む、以下職員等すべてと記載する）に任用されていた職員すべ
てが、平成26年3月31日時点で任用されていた職員等すべてから
受けた事務引継書

平成26年4月1日時点で子育て子育ち総合支援館の職員すべて（非常勤･再任
用職員･臨時職員（ｱﾙﾊﾞｲﾄ）･現業員･各種委員等を含む、以下職員等すべてと
記載する）に任用されていた職員すべてが、平成26年3月31日時点で任用され
ていた職員等すべてから受けた事務引継書

4月30日
不開示
(不存在)

不存在

210 4月21日 請求
青少年子ども部
交通児童遊園

平成26年4月1日時点で秘書課の職員すべて（非常勤･再任用職
員･臨時職員（ｱﾙﾊﾞｲﾄ）･現業員･各種委員等を含む、以下職員等
すべてと記載する）に任用されていた職員すべてが、平成26年3月
31日時点で任用されていた職員等すべてから受けた事務引継書

平成26年4月1日時点で秘書課の職員すべて（非常勤･再任用職員･臨時職員
（ｱﾙﾊﾞｲﾄ）･現業員･各種委員等を含む、以下職員等すべてと記載する）に任用
されていた職員すべてが、平成26年3月31日時点で任用されていた職員等すべ
てから受けた事務引継書

5月1日
不開示
(不存在)

不存在

保育課事務引継書
他2件

全開示

事務引継書
他1件

一部開示 氏名、電話番号 条例第7条第2号

212 4月21日 請求
環境部

環境政策課

平成26年4月1日時点で環境政策課の職員すべて（非常勤･再任
用職員･臨時職員（ｱﾙﾊﾞｲﾄ）･現業員･各種委員等を含む、以下職
員等すべてと記載する）に任用されていた職員すべてが、平成26
年3月31日時点で任用されていた職員等すべてから受けた事務
引継書

平成26年4月1日時点で環境政策課の職員すべて（非常勤･再任用職員･臨時
職員（ｱﾙﾊﾞｲﾄ）･現業員･各種委員等を含む、以下職員等すべてと記載する）に
任用されていた職員すべてが、平成26年3月31日時点で任用されていた職員等
すべてから受けた事務引継書

4月30日
不開示
(不存在)

不存在

213 4月21日 請求
環境部

環境保全課

平成26年4月1日時点で環境保全課の職員すべて（非常勤･再任
用職員･臨時職員（ｱﾙﾊﾞｲﾄ）･現業員･各種委員等を含む、以下職
員等すべてと記載する）に任用されていた職員すべてが、平成26
年3月31日時点で任用されていた職員等すべてから受けた事務
引継書

平成26年4月1日時点で環境保全課の職員すべて（非常勤･再任用職員･臨時
職員（ｱﾙﾊﾞｲﾄ）･現業員･各種委員等を含む、以下職員等すべてと記載する）に
任用されていた職員すべてが、平成26年3月31日時点で任用されていた職員等
すべてから受けた事務引継書

4月28日
不開示
(不存在)

不存在

214 4月21日 請求
環境部

ごみ減量推進課

平成26年4月1日時点でごみ減量推進課の職員すべて（非常勤･
再任用職員･臨時職員（ｱﾙﾊﾞｲﾄ）･現業員･各種委員等を含む、以
下職員等すべてと記載する）に任用されていた職員すべてが、平
成26年3月31日時点で任用されていた職員等すべてから受けた
事務引継書

ごみ減量推進課事務引継書、環境部ごみ減量推進課主幹引継書 4月30日 全開示

215 4月21日 請求
環境部

清掃事業所

平成26年4月1日時点で清掃事業所の職員すべて（非常勤･再任
用職員･臨時職員（ｱﾙﾊﾞｲﾄ）･現業員･各種委員等を含む、以下職
員等すべてと記載する）に任用されていた職員すべてが、平成26
年3月31日時点で任用されていた職員等すべてから受けた事務
引継書

事務引継書 5月1日 全開示

216 4月21日 請求
環境部

ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ

平成26年4月1日時点でｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰの職員すべて（非常勤･再任用
職員･臨時職員（ｱﾙﾊﾞｲﾄ）･現業員･各種委員等を含む、以下職員
等すべてと記載する）に任用されていた職員すべてが、平成26年3
月31日時点で任用されていた職員等すべてから受けた事務引継
書

平成26年4月1日時点でｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰの職員すべて（非常勤･再任用職員･臨時職
員（ｱﾙﾊﾞｲﾄ）･現業員･各種委員等を含む、以下職員等すべてと記載する）に任
用されていた職員すべてが、平成26年3月31日時点で任用されていた職員等す
べてから受けた事務引継書

5月1日
不開示
(不存在)

不存在

217 4月21日 請求
環境部

衛生ﾌﾟﾗﾝﾄ

平成26年4月1日時点で衛生ﾌﾟﾗﾝﾄの職員すべて（非常勤･再任用
職員･臨時職員（ｱﾙﾊﾞｲﾄ）･現業員･各種委員等を含む、以下職員
等すべてと記載する）に任用されていた職員すべてが、平成26年3
月31日時点で任用されていた職員等すべてから受けた事務引継
書

平成26年4月1日時点で衛生ﾌﾟﾗﾝﾄの職員すべて（非常勤･再任用職員･臨時職
員（ｱﾙﾊﾞｲﾄ）･現業員･各種委員等を含む、以下職員等すべてと記載する）に任
用されていた職員すべてが、平成26年3月31日時点で任用されていた職員等す
べてから受けた事務引継書

4月30日
不開示
(不存在)

不存在

218 4月21日 請求
産業部

経済振興課

平成26年4月1日時点で経済振興課の職員すべて（非常勤･再任
用職員･臨時職員（ｱﾙﾊﾞｲﾄ）･現業員･各種委員等を含む、以下職
員等すべてと記載する）に任用されていた職員すべてが、平成26
年3月31日時点で任用されていた職員等すべてから受けた事務
引継書

平成26年4月1日時点で経済振興課の職員すべて（非常勤･再任用職員･臨時
職員（ｱﾙﾊﾞｲﾄ）･現業員･各種委員等を含む、以下職員等すべてと記載する）に
任用されていた職員すべてが、平成26年3月31日時点で任用されていた職員等
すべてから受けた事務引継書

4月28日
不開示
(不存在)

不存在

4月21日 請求
青少年子ども部

保育課

平成26年4月1日時点で保育課（保育園29園を含む）の職員すべ
て（非常勤･再任用職員･臨時職員（ｱﾙﾊﾞｲﾄ）･現業員･各種委員等
を含む、以下職員等すべてと記載する）に任用されていた職員す
べてが、平成26年3月31日時点で任用されていた職員等すべてか
ら受けた事務引継書

211 5月7日
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整理
番号

受付日 区分 担当課等
公文書の名称その他公文書を特定するに足りる事項
(請求の内容） 公文書の名称

開示決定
等の通知
をした日

開示決定等の内容 開示しないこととした部分
開示しないこととした根拠

規定

219 4月21日 請求
産業部

企業活動支援課

平成26年4月1日時点で企業活動支援課の職員すべて（非常勤･
再任用職員･臨時職員（ｱﾙﾊﾞｲﾄ）･現業員･各種委員等を含む、以
下職員等すべてと記載する）に任用されていた職員すべてが、平
成26年3月31日時点で任用されていた職員等すべてから受けた
事務引継書

平成26年4月1日時点で企業活動支援課の職員すべて（非常勤･再任用職員･
臨時職員（ｱﾙﾊﾞｲﾄ）･現業員･各種委員等を含む、以下職員等すべてと記載す
る）に任用されていた職員すべてが、平成26年3月31日時点で任用されていた
職員等すべてから受けた事務引継書

4月25日
不開示
(不存在)

不存在

220 4月21日 請求
産業部
農政課

平成26年4月1日時点で農政課の職員すべて（非常勤･再任用職
員･臨時職員（ｱﾙﾊﾞｲﾄ）･現業員･各種委員等を含む、以下職員等
すべてと記載する）に任用されていた職員すべてが、平成26年3月
31日時点で任用されていた職員等すべてから受けた事務引継書

平成26年4月1日時点で農政課の職員すべて（非常勤･再任用職員･臨時職員
（ｱﾙﾊﾞｲﾄ）･現業員･各種委員等を含む、以下職員等すべてと記載する）に任用
されていた職員すべてが、平成26年3月31日時点で任用されていた職員等すべ
てから受けた事務引継書

4月28日
不開示
(不存在)

不存在

221 4月21日 請求 農業委員会

平成26年4月1日時点で農業委員会の職員すべて（非常勤･再任
用職員･臨時職員（ｱﾙﾊﾞｲﾄ）･現業員･各種委員等を含む、以下職
員等すべてと記載する）に任用されていた職員すべてが、平成26
年3月31日時点で任用されていた職員等すべてから受けた事務
引継書

平成26年4月1日時点で農業委員会の職員すべて（非常勤･再任用職員･臨時
職員（ｱﾙﾊﾞｲﾄ）･現業員･各種委員等を含む、以下職員等すべてと記載する）に
任用されていた職員すべてが、平成26年3月31日時点で任用されていた職員等
すべてから受けた事務引継書

4月28日
不開示
(不存在)

不存在

222 4月21日 請求
まちづくり推進部

都市政策課

平成26年4月1日時点で都市政策課の職員すべて（非常勤･再任
用職員･臨時職員（ｱﾙﾊﾞｲﾄ）･現業員･各種委員等を含む、以下職
員等すべてと記載する）に任用されていた職員すべてが、平成26
年3月31日時点で任用されていた職員等すべてから受けた事務
引継書

平成26年4月1日時点で都市政策課の職員すべて（非常勤･再任用職員･臨時
職員（ｱﾙﾊﾞｲﾄ）･現業員･各種委員等を含む、以下職員等すべてと記載する）に
任用されていた職員すべてが、平成26年3月31日時点で任用されていた職員等
すべてから受けた事務引継書

5月2日
不開示
(不存在)

不存在

223 4月21日 請求
まちづくり推進部

都市整備課

平成26年4月1日時点で都市整備課の職員すべて（非常勤･再任
用職員･臨時職員（ｱﾙﾊﾞｲﾄ）･現業員･各種委員等を含む、以下職
員等すべてと記載する）に任用されていた職員すべてが、平成26
年3月31日時点で任用されていた職員等すべてから受けた事務
引継書

事務引継書 5月2日 全開示

224 4月21日 請求
まちづくり推進部

建築指導課

平成26年4月1日時点で建築指導課の職員すべて（非常勤･再任
用職員･臨時職員（ｱﾙﾊﾞｲﾄ）･現業員･各種委員等を含む、以下職
員等すべてと記載する）に任用されていた職員すべてが、平成26
年3月31日時点で任用されていた職員等すべてから受けた事務
引継書

平成26年4月1日時点で建築指導課の職員すべて（非常勤･再任用職員･臨時
職員（ｱﾙﾊﾞｲﾄ）･現業員･各種委員等を含む、以下職員等すべてと記載する）に
任用されていた職員すべてが、平成26年3月31日時点で任用されていた職員等
すべてから受けた事務引継書

5月2日
不開示
(不存在)

不存在

225 4月21日 請求
建設部
道路課

平成26年4月1日時点で道路課の職員すべて（非常勤･再任用職
員･臨時職員（ｱﾙﾊﾞｲﾄ）･現業員･各種委員等を含む、以下職員等
すべてと記載する）に任用されていた職員すべてが、平成26年3月
31日時点で任用されていた職員等すべてから受けた事務引継書

平成26年4月1日時点で道路課の職員すべて（非常勤･再任用職員･臨時職員
（ｱﾙﾊﾞｲﾄ）･現業員･各種委員等を含む、以下職員等すべてと記載する）に任用
されていた職員すべてが、平成26年3月31日時点で任用されていた職員等すべ
てから受けた事務引継書

5月1日
不開示
(不存在)

不存在

226 4月21日 請求
建設部

公園緑地課

平成26年4月1日時点で公園緑地課の職員すべて（非常勤･再任
用職員･臨時職員（ｱﾙﾊﾞｲﾄ）･現業員･各種委員等を含む、以下職
員等すべてと記載する）に任用されていた職員すべてが、平成26
年3月31日時点で任用されていた職員等すべてから受けた事務
引継書

平成26年4月1日時点で公園緑地課の職員すべて（非常勤･再任用職員･臨時
職員（ｱﾙﾊﾞｲﾄ）･現業員･各種委員等を含む、以下職員等すべてと記載する）に
任用されていた職員すべてが、平成26年3月31日時点で任用されていた職員等
すべてから受けた事務引継書

4月30日
不開示
(不存在)

不存在

227 4月21日 請求
建設部

潮見坂平和公園
管理事務所

平成26年4月1日時点で潮見坂平和公園管理事務所課の職員す
べて（非常勤･再任用職員･臨時職員（ｱﾙﾊﾞｲﾄ）･現業員･各種委員
等を含む、以下職員等すべてと記載する）に任用されていた職員
すべてが、平成26年3月31日時点で任用されていた職員等すべて
から受けた事務引継書

平成26年4月1日時点で潮見坂平和公園管理事務所課の職員すべて（非常勤･
再任用職員･臨時職員（ｱﾙﾊﾞｲﾄ）･現業員･各種委員等を含む、以下職員等すべ
てと記載する）に任用されていた職員すべてが、平成26年3月31日時点で任用
されていた職員等すべてから受けた事務引継書

5月2日
不開示
(不存在)

不存在

228 4月21日 請求
建設部

河川排水課

平成26年4月1日時点で河川排水課の職員すべて（非常勤･再任
用職員･臨時職員（ｱﾙﾊﾞｲﾄ）･現業員･各種委員等を含む、以下職
員等すべてと記載する）に任用されていた職員すべてが、平成26
年3月31日時点で任用されていた職員等すべてから受けた事務
引継書

平成26年4月1日時点で河川排水課の職員すべて（非常勤･再任用職員･臨時
職員（ｱﾙﾊﾞｲﾄ）･現業員･各種委員等を含む、以下職員等すべてと記載する）に
任用されていた職員すべてが、平成26年3月31日時点で任用されていた職員等
すべてから受けた事務引継書

5月2日
不開示
(不存在)

不存在

229 4月21日 請求
建設部

住宅施設課

平成26年4月1日時点で住宅施設課の職員すべて（非常勤･再任
用職員･臨時職員（ｱﾙﾊﾞｲﾄ）･現業員･各種委員等を含む、以下職
員等すべてと記載する）に任用されていた職員すべてが、平成26
年3月31日時点で任用されていた職員等すべてから受けた事務
引継書

事務引継書 4月30日 一部開示 氏名、電話番号 条例第7条第2号
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整理
番号

受付日 区分 担当課等
公文書の名称その他公文書を特定するに足りる事項
(請求の内容） 公文書の名称

開示決定
等の通知
をした日

開示決定等の内容 開示しないこととした部分
開示しないこととした根拠

規定

230 4月21日 請求
市民病院
管理課

平成26年4月1日時点で市民病院事務局 管理課の職員すべて
（非常勤･再任用職員･臨時職員（ｱﾙﾊﾞｲﾄ）･現業員･各種委員等を
含む、以下職員等すべてと記載する）に任用されていた職員すべ
てが、平成26年3月31日時点で任用されていた職員等すべてから
受けた事務引継書

平成26年4月1日時点で市民病院事務局 管理課の職員すべて（非常勤･再任用
職員･臨時職員（ｱﾙﾊﾞｲﾄ）･現業員･各種委員等を含む、以下職員等すべてと記
載する）に任用されていた職員すべてが、平成26年3月31日時点で任用されて
いた職員等すべてから受けた事務引継書

4月30日
不開示
(不存在)

不存在

231 4月21日 請求
市民病院
管理課

平成26年4月1日時点で医務局の職員すべて（非常勤･再任用職
員･臨時職員（ｱﾙﾊﾞｲﾄ）･現業員･各種委員等を含む、以下職員等
すべてと記載する）に任用されていた職員すべてが、平成26年3月
31日時点で任用されていた職員等すべてから受けた事務引継書

平成26年4月1日時点で医務局の職員すべて（非常勤･再任用職員･臨時職員
（ｱﾙﾊﾞｲﾄ）･現業員･各種委員等を含む、以下職員等すべてと記載する）に任用
されていた職員すべてが、平成26年3月31日時点で任用されていた職員等すべ
てから受けた事務引継書

4月30日
不開示
(不存在)

不存在

232 4月21日 請求
市民病院
管理課

平成26年4月1日時点で看護局の職員すべて（非常勤･再任用職
員･臨時職員（ｱﾙﾊﾞｲﾄ）･現業員･各種委員等を含む、以下職員等
すべてと記載する）に任用されていた職員すべてが、平成26年3月
31日時点で任用されていた職員等すべてから受けた事務引継書

平成26年4月1日時点で看護局の職員すべて（非常勤･再任用職員･臨時職員
（ｱﾙﾊﾞｲﾄ）･現業員･各種委員等を含む、以下職員等すべてと記載する）に任用
されていた職員すべてが、平成26年3月31日時点で任用されていた職員等すべ
てから受けた事務引継書

4月30日
不開示
(不存在)

不存在

233 4月21日 請求
市民病院
医事課

平成26年4月1日時点で医事課の職員すべて（非常勤･再任用職
員･臨時職員（ｱﾙﾊﾞｲﾄ）･現業員･各種委員等を含む、以下職員等
すべてと記載する）に任用されていた職員すべてが、平成26年3月
31日時点で任用されていた職員等すべてから受けた事務引継書

平成26年4月1日時点で医事課の職員すべて（非常勤･再任用職員･臨時職員
（ｱﾙﾊﾞｲﾄ）･現業員･各種委員等を含む、以下職員等すべてと記載する）に任用
されていた職員すべてが、平成26年3月31日時点で任用されていた職員等すべ
てから受けた事務引継書

4月30日
不開示
(不存在)

不存在

234 4月21日 請求
市民病院

病院安全推進室

平成26年4月1日時点で病院安全推進室の職員すべて（非常勤･
再任用職員･臨時職員（ｱﾙﾊﾞｲﾄ）･現業員･各種委員等を含む、以
下職員等すべてと記載する）に任用されていた職員すべてが、平
成26年3月31日時点で任用されていた職員等すべてから受けた
事務引継書

平成26年4月1日時点で病院安全推進室の職員すべて（非常勤･再任用職員･
臨時職員（ｱﾙﾊﾞｲﾄ）･現業員･各種委員等を含む、以下職員等すべてと記載す
る）に任用されていた職員すべてが、平成26年3月31日時点で任用されていた
職員等すべてから受けた事務引継書

4月30日
不開示
(不存在)

不存在

235 4月21日 請求
上下水道部
企画経営課

平成26年4月1日時点で企画経営課の職員すべて（非常勤･再任
用職員･臨時職員（ｱﾙﾊﾞｲﾄ）･現業員･各種委員等を含む、以下職
員等すべてと記載する）に任用されていた職員すべてが、平成26
年3月31日時点で任用されていた職員等すべてから受けた事務
引継書

事務引継書 5月2日 全開示

236 4月21日 請求
上下水道部

高蔵寺浄化ｾﾝ
ﾀｰ

平成26年4月1日時点で高蔵寺浄化ｾﾝﾀｰの職員すべて（非常勤･
再任用職員･臨時職員（ｱﾙﾊﾞｲﾄ）･現業員･各種委員等を含む、以
下職員等すべてと記載する）に任用されていた職員すべてが、平
成26年3月31日時点で任用されていた職員等すべてから受けた
事務引継書

平成26年4月1日時点で高蔵寺浄化ｾﾝﾀｰの職員すべて（非常勤･再任用職員･
臨時職員（ｱﾙﾊﾞｲﾄ）･現業員･各種委員等を含む、以下職員等すべてと記載す
る）に任用されていた職員すべてが、平成26年3月31日時点で任用されていた
職員等すべてから受けた事務引継書

5月7日
不開示
(不存在)

不存在

237 4月21日 請求
上下水道部

南部浄化ｾﾝﾀｰ

平成26年4月1日時点で南部浄化ｾﾝﾀｰの職員すべて（非常勤･再
任用職員･臨時職員（ｱﾙﾊﾞｲﾄ）･現業員･各種委員等を含む、以下
職員等すべてと記載する）に任用されていた職員すべてが、平成
26年3月31日時点で任用されていた職員等すべてから受けた事
務引継書

平成26年4月1日時点で南部浄化ｾﾝﾀｰの職員すべて（非常勤･再任用職員･臨
時職員（ｱﾙﾊﾞｲﾄ）･現業員･各種委員等を含む、以下職員等すべてと記載する）
に任用されていた職員すべてが、平成26年3月31日時点で任用されていた職員
等すべてから受けた事務引継書

5月7日
不開示
(不存在)

不存在

238 4月21日 請求
上下水道部

勝西浄化ｾﾝﾀｰ

平成26年4月1日時点で勝西浄化ｾﾝﾀｰの職員すべて（非常勤･再
任用職員･臨時職員（ｱﾙﾊﾞｲﾄ）･現業員･各種委員等を含む、以下
職員等すべてと記載する）に任用されていた職員すべてが、平成
26年3月31日時点で任用されていた職員等すべてから受けた事
務引継書

平成26年4月1日時点で勝西浄化ｾﾝﾀｰの職員すべて（非常勤･再任用職員･臨
時職員（ｱﾙﾊﾞｲﾄ）･現業員･各種委員等を含む、以下職員等すべてと記載する）
に任用されていた職員すべてが、平成26年3月31日時点で任用されていた職員
等すべてから受けた事務引継書

5月7日
不開示
(不存在)

不存在

239 4月21日 請求
上下水道部

業務課

平成26年4月1日時点で業務課の職員すべて（非常勤･再任用職
員･臨時職員（ｱﾙﾊﾞｲﾄ）･現業員･各種委員等を含む、以下職員等
すべてと記載する）に任用されていた職員すべてが、平成26年3月
31日時点で任用されていた職員等すべてから受けた事務引継書

平成26年4月1日時点で業務課の職員すべて（非常勤･再任用職員･臨時職員
（ｱﾙﾊﾞｲﾄ）･現業員･各種委員等を含む、以下職員等すべてと記載する）に任用
されていた職員すべてが、平成26年3月31日時点で任用されていた職員等すべ
てから受けた事務引継書

5月7日
不開示
(不存在)

不存在

240 4月21日 請求
上下水道部
水道工務課

平成26年4月1日時点で水道工務課の職員すべて（非常勤･再任
用職員･臨時職員（ｱﾙﾊﾞｲﾄ）･現業員･各種委員等を含む、以下職
員等すべてと記載する）に任用されていた職員すべてが、平成26
年3月31日時点で任用されていた職員等すべてから受けた事務
引継書

平成26年4月1日時点で水道工務課の職員すべて（非常勤･再任用職員･臨時
職員（ｱﾙﾊﾞｲﾄ）･現業員･各種委員等を含む、以下職員等すべてと記載する）に
任用されていた職員すべてが、平成26年3月31日時点で任用されていた職員等
すべてから受けた事務引継書

5月7日
不開示
(不存在)

不存在
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整理
番号

受付日 区分 担当課等
公文書の名称その他公文書を特定するに足りる事項
(請求の内容） 公文書の名称

開示決定
等の通知
をした日

開示決定等の内容 開示しないこととした部分
開示しないこととした根拠

規定

241 4月21日 請求
上下水道部

配水管理事務所

平成26年4月1日時点で配水管理事務所の職員すべて（非常勤･
再任用職員･臨時職員（ｱﾙﾊﾞｲﾄ）･現業員･各種委員等を含む、以
下職員等すべてと記載する）に任用されていた職員すべてが、平
成26年3月31日時点で任用されていた職員等すべてから受けた
事務引継書

平成26年4月1日時点で配水管理事務所の職員すべて（非常勤･再任用職員･
臨時職員（ｱﾙﾊﾞｲﾄ）･現業員･各種委員等を含む、以下職員等すべてと記載す
る）に任用されていた職員すべてが、平成26年3月31日時点で任用されていた
職員等すべてから受けた事務引継書

5月7日
不開示
(不存在)

不存在

242 4月21日 請求
上下水道部
下水建設課

平成26年4月1日時点で下水建設課の職員すべて（非常勤･再任
用職員･臨時職員（ｱﾙﾊﾞｲﾄ）･現業員･各種委員等を含む、以下職
員等すべてと記載する）に任用されていた職員すべてが、平成26
年3月31日時点で任用されていた職員等すべてから受けた事務
引継書

引継書 5月7日 全開示

243 4月21日 請求
教育委員会
教育総務課

平成26年4月1日時点で教育総務課(小学校38校･中学校15校を
含む)の職員すべて（非常勤･再任用職員･臨時職員（ｱﾙﾊﾞｲﾄ）･現
業員･各種委員等を含む、以下職員等すべてと記載する）に任用
されていた職員すべてが、平成26年3月31日時点で任用されてい
た職員等すべてから受けた事務引継書

平成26年4月1日時点で教育総務課(小学校38校･中学校15校を含む)の職員す
べて（非常勤･再任用職員･臨時職員（ｱﾙﾊﾞｲﾄ）･現業員･各種委員等を含む、以
下職員等すべてと記載する）に任用されていた職員すべてが、平成26年3月31
日時点で任用されていた職員等すべてから受けた事務引継書

5月1日
不開示
(不存在)

不存在

244 4月21日 請求
教育委員会
学校教育課

平成26年4月1日時点で学校教育課の職員すべて（非常勤･再任
用職員･臨時職員（ｱﾙﾊﾞｲﾄ）･現業員･各種委員等を含む、以下職
員等すべてと記載する）に任用されていた職員すべてが、平成26
年3月31日時点で任用されていた職員等すべてから受けた事務
引継書

事務引継書 5月7日 全開示

245 4月21日 請求
教育委員会
教育研究所

平成26年4月1日時点で教育研究所の職員すべて（非常勤･再任
用職員･臨時職員（ｱﾙﾊﾞｲﾄ）･現業員･各種委員等を含む、以下職
員等すべてと記載する）に任用されていた職員すべてが、平成26
年3月31日時点で任用されていた職員等すべてから受けた事務
引継書

事務引継書 5月7日 全開示

246 4月21日 請求
教育委員会
学校給食課

平成26年4月1日時点で学校給食課の職員すべて（非常勤･再任
用職員･臨時職員（ｱﾙﾊﾞｲﾄ）･現業員･各種委員等を含む、以下職
員等すべてと記載する）に任用されていた職員すべてが、平成26
年3月31日時点で任用されていた職員等すべてから受けた事務
引継書

平成26年4月1日時点で学校給食課の職員すべて（非常勤･再任用職員･臨時
職員（ｱﾙﾊﾞｲﾄ）･現業員･各種委員等を含む、以下職員等すべてと記載する）に
任用されていた職員すべてが、平成26年3月31日時点で任用されていた職員等
すべてから受けた事務引継書

5月1日 全開示

247 4月21日 請求
教育委員会
文化財課

平成26年4月1日時点で文化財課の職員すべて（非常勤･再任用
職員･臨時職員（ｱﾙﾊﾞｲﾄ）･現業員･各種委員等を含む、以下職員
等すべてと記載する）に任用されていた職員すべてが、平成26年3
月31日時点で任用されていた職員等すべてから受けた事務引継
書

平成26年4月1日時点で文化財課の職員すべて（非常勤･再任用職員･臨時職
員（ｱﾙﾊﾞｲﾄ）･現業員･各種委員等を含む、以下職員等すべてと記載する）に任
用されていた職員すべてが、平成26年3月31日時点で任用されていた職員等す
べてから受けた事務引継書

4月30日
不開示
(不存在)

不存在

248 4月21日 請求
教育委員会

野外教育ｾﾝﾀｰ

平成26年4月1日時点で野外教育ｾﾝﾀｰの職員すべて（非常勤･再
任用職員･臨時職員（ｱﾙﾊﾞｲﾄ）･現業員･各種委員等を含む、以下
職員等すべてと記載する）に任用されていた職員すべてが、平成
26年3月31日時点で任用されていた職員等すべてから受けた事
務引継書

平成26年4月1日時点で野外教育ｾﾝﾀｰの職員すべて（非常勤･再任用職員･臨
時職員（ｱﾙﾊﾞｲﾄ）･現業員･各種委員等を含む、以下職員等すべてと記載する）
に任用されていた職員すべてが、平成26年3月31日時点で任用されていた職員
等すべてから受けた事務引継書

5月2日
不開示
(不存在)

不存在

249 5月1日 申出
まちづくり推進部

建築指導課
H14確認建築春日井市00185の建築計画概要書 建築計画概要書 H14確認建築春日井市00185 5月8日 全開示

平成25年度第3回教職員研修委員会要項及び添付資料
他13件

全開示

教員の処分について（内申）
他11件

一部開示

当該職員の所属学校名、氏名、担当部活動名、生年月日、職歴、担
当学年、事務分掌、採用年月日、本県勤務年数、現所属発令年月
日、休暇の種類、印影、心情の供述部分
当該校長の所属学校名、氏名、印影、
当該児童生徒の所属部活動に係る情報、当該被害者の情報、非違

条例第7条第2号､7号

給食食材放射性物質測定ｽｹｼﾞｭｰﾙ表（小中学校） 全開示

放射性物質測定結果（平成26年1月から4月分） 一部開示 氏名 条例第7条第2号

教育委員会
学校教育課

申出5月2日

5月2日

251
教育委員会
学校給食課

申出

2013.6.1～2014.4.30の春日井市教職員研修員会に関する全ての
文書。
2014年度、各小中学校から提出された補助教材使用届。
2013.12.1～2014.4.30の教職員の非違行為に関する全ての文書
(県教委から送付された通知文書等も含む)。
2014．4.1～2014.4.30に開催された人事担当者会議に関するすべ
ての文書。

5月14日

6月16日250

2014.1.1～2014.4.30の給食食材の放射線測定に関するすべての
文書。
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整理
番号

受付日 区分 担当課等
公文書の名称その他公文書を特定するに足りる事項
(請求の内容） 公文書の名称

開示決定
等の通知
をした日

開示決定等の内容 開示しないこととした部分
開示しないこととした根拠

規定

252 5月12日 請求
企画政策部

秘書課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を
営む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室を対
象として、秘書課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年4月15日以降送受信した
ﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、平成26年5月9日時点で存在し、
電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる写し
の交付を希望します。)

5月の幹事会議の開催について 5月21日 全開示

253 5月12日 請求
企画政策部

秘書課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を
営む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室を対
象として、秘書課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年4月15日以降送受信した
ﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、平成26年5月9日時点で存在し、
電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

5月の幹事会議の開催について
他1件

5月21日 全開示

「政策力ｱｯﾌﾟ講座」5月ご案内
他10件

全開示

課別組織図（企画政策課） 一部開示 休暇の種別 条例第7条第2号

東海ﾘｻｰﾁ･ﾘﾝｹｰｼ"ﾒｰﾙﾆｭｰｽ〈第128号〉
他3件

全開示

「政策力ｱｯﾌﾟ講座」5月ご案内
他2件

一部開示 氏名、ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ 条例第7条第2号

256 5月12日 請求
企画政策部
広報広聴課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を
営む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室を対
象として、広報広聴課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年4月15日以降送受
信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、平成26年5月9日時点で存
在し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる
写しの交付を希望します。)

6月15日号の広報掲載依頼について
他2件

5月20日 全開示

第51回全国広報広聴研究大会等の開催案内について（通知） 全開示

6月15日号の広報掲載依頼について
他2件

一部開示 氏名､法人の印影 条例第7条第2号､3号､4号

258 5月12日 請求
総務部
総務課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を
営む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室を対
象として、総務課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年4月15日以降送受信した
ﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、平成26年5月9日時点で存在し、
電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる写し
の交付を希望します。)

政治団体の届出の告示について
他2件

5月21日 全開示

259 5月12日 請求
総務部
総務課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を
営む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室を対
象として、総務課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年4月15日以降送受信した
ﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、平成26年5月9日時点で存在し、
電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

政治団体の届出の告示について
他2件

5月21日 全開示

全国防災･危機管理ﾄｯﾌﾟｾﾐﾅｰの開催（通知）
他51件

全開示

地震防災ﾏｯﾌﾟの作成状況に関する調査について（依頼） 一部開示
無線番号、ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ、地名地番、法人名、代表者名、住所、電話番
号、名称、用途、面積、階数、建築年、携帯電話番号、生年月日、所
有者、ﾌﾘｶﾞﾅ、賃借人の氏名、診断員氏名、診断員登録番号

条例第7条第2号､3号､7号

5月12日

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を
営む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室を対
象として、広報広聴課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年4月15日以降送受
信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、平成26年5月9日時点で存
在し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を
営む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室を対
象として、市民安全課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年4月15日以降送受
信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、平成26年5月9日時点で存
在し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる
写しの交付を希望します。)

255

請求

請求

企画政策部
企画政策課

企画政策部
企画政策課

企画政策部
広報広聴課

5月20日

請求

5月12日260

254 5月12日

総務部
市民安全課

5月12日

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を
営む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室を対
象として、企画政策課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年4月15日以降送受
信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、平成26年5月9日時点で存
在し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる
写しの交付を希望します。)

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を
営む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室を対
象として、企画政策課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年4月15日以降送受
信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、平成26年5月9日時点で存
在し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

257

5月26日

請求

6月25日

5月26日
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整理
番号

受付日 区分 担当課等
公文書の名称その他公文書を特定するに足りる事項
(請求の内容） 公文書の名称

開示決定
等の通知
をした日

開示決定等の内容 開示しないこととした部分
開示しないこととした根拠

規定

全国防災･危機管理ﾄｯﾌﾟｾﾐﾅｰの開催（通知）
他48件

全開示

【Ｊｱﾗｰﾄ】Internet Explorerの未修整の脆弱性対応について（通知）
他10件

一部開示 氏名、ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ、無線番号､MACｱﾄﾞﾚｽ、住所、電話、FAX番号 条例第7条第2号､7号

交通安全情報の送付
他22件

全開示

開発行為等指導要綱の事前協議に対する意見書（4月15日分）
他1件

一部開示 開発事業地、住所、職員番号 条例第7条第2号､3号

263 5月12日 請求
総務部

交通対策課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を
営む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室を対
象として、交通対策課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年4月15日以降送受
信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、平成26年5月9日時点で存
在し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる
写しの交付を希望します。)

交通安全情報の送付
他11件

5月21日 全開示

264 5月12日 請求
総務部

情報ｼｽﾃﾑ課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を
営む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室を対
象として、情報ｼｽﾃﾑ課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年4月15日以降送受
信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、平成26年5月9日時点で存
在し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる
写しの交付を希望します。)

NSKじちたいかわら版平成26年5月号の送付
他1件

5月20日 全開示

誕生5周年を迎え、ますます増えるCisco UCSﾕｰｻﾞｰ事例公開中
他11件

全開示

SupportDeskﾊﾟｯｸのﾗｲﾝﾅｯﾌﾟを一新しました
他3件

一部開示 氏名、ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ、携帯電話番号 条例第7条第2号

266 5月12日 請求
財政部
財政課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を
営む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室を対
象として、財政課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年4月15日以降送受信した
ﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、平成26年5月9日時点で存在し、
電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる写し
の交付を希望します。)

地方公営企業会計基準に係る会計方針等の状況調査について
他2件

5月22日 全開示

267 5月12日 請求
財政部
財政課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を
営む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室を対
象として、財政課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年4月15日以降送受信した
ﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、平成26年5月9日時点で存在し、
電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

地方公営企業会計基準に係る会計方針等の状況調査について
他1件

5月22日 全開示

268 5月12日 請求
財政部

管財契約課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を
営む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室を対
象として、管財契約課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年4月15日以降送受
信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、平成26年5月9日時点で存
在し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる
写しの交付を希望します。)

「ﾌﾟﾛﾊﾟﾝｶﾞｽの単価契約について」
他1件

5月23日 全開示

269 5月12日 請求
財政部

管財契約課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を
営む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室を対
象として、管財契約課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年4月15日以降送受
信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、平成26年5月9日時点で存
在し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、春日井市情報
公開条例第7条第3号が規定する法人と、事業を営む個人と、春日井市立の学
校･保育園と春日井市の課室等を対象として、管財契約課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26
年3月9日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、平成26年4月14日時
点で存在し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

5月23日
不開示
(不存在)

不存在

平成26年度版「市町村税研修用テキスト」の申し込みについて
他14件

全開示

一般社団法人全国軽自動車協会～軽自動車税担当者
他2件

一部開示
氏名、ﾊﾟｽﾜｰﾄﾞ、登録番号又は車両番号、車体番号、所有者住所、
使用の本拠の位置、職員番号、ID、単価、通勤回数、勤務時間

条例第7条第2号､3号､4号､7号

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を
営む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室を対
象として、交通対策課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年4月15日以降送受
信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、平成26年5月9日時点で存
在し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

262

265 5月12日 請求

270

請求

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を
営む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室を対
象として、市民税課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年4月15日以降送受信し
たﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、平成26年5月9日時点で存在
し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

5月12日

261 5月12日

請求

6月25日

総務部
交通対策課

5月12日

総務部
市民安全課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を
営む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室を対
象として、市民安全課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年4月15日以降送受
信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、平成26年5月9日時点で存
在し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を
営む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室を対
象として、情報ｼｽﾃﾑ課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年4月15日以降送受
信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、平成26年5月9日時点で存
在し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

5月21日

5月20日

5月26日
財政部

市民税課
請求

総務部
情報ｼｽﾃﾑ課
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整理
番号

受付日 区分 担当課等
公文書の名称その他公文書を特定するに足りる事項
(請求の内容） 公文書の名称

開示決定
等の通知
をした日

開示決定等の内容 開示しないこととした部分
開示しないこととした根拠

規定

収支内訳書等の閲覧について
他14件

全開示

eLTAX関連端末におけるWindowsXPの使用に関するｱﾝｹｰﾄの実施について
（依頼）
他11件

一部開示 氏名、ﾊﾟｽﾜｰﾄﾞ、ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ及びファイル名の付与方法 条例第7条第2号､3号､4号､7号

272 5月12日 請求
財政部

資産税課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を
営む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室を対
象として、資産税課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年4月15日以降送受信し
たﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、平成26年5月9日時点で存在
し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

家屋評価事務新規担当者研修会の受講希望者について
他1件

5月26日 全開示

273 5月12日 請求
財政部

資産税課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を
営む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室を対
象として、資産税課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年4月15日以降送受信し
たﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、平成26年5月9日時点で存在
し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる写
しの交付を希望します。)

家屋評価事務新規担当者研修会の受講希望者について
他1件

5月26日 全開示

274 5月12日 請求
財政部
収納課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を
営む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室を対
象として、収納課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年4月15日以降送受信した
ﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、平成26年5月9日時点で存在し、
電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる写し
の交付を希望します。)

平成26年度共同公売の実施につきまして 5月26日 全開示

275 5月12日 請求
財政部
収納課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を
営む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室を対
象として、収納課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年4月15日以降送受信した
ﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、平成26年5月9日時点で存在し、
電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

平成26年度共同公売の実施につきまして 5月26日 全開示

276 5月12日 請求
市民生活部

市民活動推進課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を
営む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室を対
象として、市民活動推進課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年4月15日以降
送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、平成26年5月9日時点
で存在し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-R
による写しの交付を希望します。)

平成26年度相談窓口状況について(照会)
他2件

5月26日 全開示

277 5月12日 請求
市民生活部

市民活動推進課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を
営む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室を対
象として、市民活動推進課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年4月15日以降
送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、平成26年5月9日時点
で存在し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

平成26年度相談窓口状況について(照会)
他2件

5月26日 全開示

平成26年男女共同参画人材育成ｾﾐﾅｰ受講生の決定について
他3件

全開示

平成26年男女共同参画人材育成ｾﾐﾅｰ受講生の決定について 一部開示 受講生氏名 条例第7条第2号

279 5月12日 請求
市民生活部

男女共同参画課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を
営む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室を対
象として、男女共同参画課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年4月15日以降
送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、平成26年5月9日時点
で存在し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-R
による写しの交付を希望します。)

平成26年男女共同参画人材育成ｾﾐﾅｰ受講生の決定について
他3件

5月22日 全開示

NOMA行政管理講座受講申し込みについて（尾張旭市市民課からのお知らせ）
他7件

全開示

勤務割について（5.11～6.7) 一部開示 職員番号 条例第7条第2号

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を
営む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室を対
象として、男女共同参画課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年4月15日以降
送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、平成26年5月9日時点
で存在し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

271 5月12日

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を
営む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室を対
象として、市民税課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年4月15日以降送受信し
たﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、平成26年5月9日時点で存在
し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる写
しの交付を希望します。)

280

278 5月12日 請求

請求

5月12日 請求

5月22日

財政部
市民税課

市民生活部
市民課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を
営む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室を対
象として、市民課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年4月15日以降送受信した
ﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、平成26年5月9日時点で存在し、
電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる写し
の交付を希望します。)

市民生活部
男女共同参画課

5月26日

6月6日
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整理
番号

受付日 区分 担当課等
公文書の名称その他公文書を特定するに足りる事項
(請求の内容） 公文書の名称

開示決定
等の通知
をした日

開示決定等の内容 開示しないこととした部分
開示しないこととした根拠

規定

281 5月12日 請求
市民生活部

市民課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を
営む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室を対
象として、市民課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年4月15日以降送受信した
ﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、平成26年5月9日時点で存在し、
電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

NOMA行政管理講座受講申し込みについて（尾張旭市市民課からのお知らせ）
他7件

6月6日 全開示

282 5月12日 請求
文化ｽﾎﾟｰﾂ部

文化課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を
営む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室を対
象として、文化課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年4月15日以降送受信した
ﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、平成26年5月9日時点で存在し、
電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる写し
の交付を希望します。)

平成26年度第2回尾張部都市教育長会議の開催について
他1件

5月22日 全開示

地域振興ｷｬﾗｸﾀｰPR促進事業「ゆるｷｬﾗの森」ｽﾏｰﾄﾌｫﾝ向けｹﾞｰﾑｱﾌﾟﾘの公開
について

全開示

[企業ﾒｾﾅ協議会ﾒﾙﾏｶﾞ2014-5]This is MECENAT締切り延長 一部開示 氏名 条例第7条第2号

284 5月12日 請求
文化ｽﾎﾟｰﾂ部

ｽﾎﾟｰﾂ課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を
営む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室を対
象として、ｽﾎﾟｰﾂ課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年4月15日以降送受信し
たﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、平成26年5月9日時点で存在
し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる写
しの交付を希望します。)

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、春日井市情報
公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を営む個人と、春日井市立の
学校･保育園と春日井市の課室を対象として、ｽﾎﾟｰﾂ課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年
4月15日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、平成26年5月9日時点
で存在し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる写しの交
付を希望します。)

5月21日
不開示
(不存在)

不存在

285 5月12日 請求
文化ｽﾎﾟｰﾂ部

ｽﾎﾟｰﾂ課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を
営む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室を対
象として、ｽﾎﾟｰﾂ課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年4月15日以降送受信し
たﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、平成26年5月9日時点で存在
し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、春日井市情報
公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を営む個人と、春日井市立の
学校･保育園と春日井市の課室を対象として、ｽﾎﾟｰﾂ課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年
4月15日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、平成26年5月9日時点
で存在し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

5月21日
不開示
(不存在)

不存在

太陽光屋根貸し事業新聞記事
他21件

全開示

助成教育指導者研修会参加者について
他1件

一部開示 氏名、職員番号 条例第7条第2号

公民館主事等社会教育担当者研修会について
他23件

全開示

太陽光屋根貸し事業新聞記事
他4件

一部開示 氏名、ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ 条例第7条第2号

288 5月12日 請求
文化ｽﾎﾟｰﾂ部

図書館

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を
営む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室を対
象として、図書館ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年4月15日以降送受信した
ﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、平成26年5月9日時点で存在し、
電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる写し
の交付を希望します。)

平成26年度第1回尾張部公共図書館連絡協議会(室）長会の開催について(通
知）他15件

5月14日 全開示

289 5月12日 請求
文化ｽﾎﾟｰﾂ部

図書館

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を
営む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室を対
象として、図書館ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年4月15日以降送受信した
ﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、平成26年5月9日時点で存在し、
電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

平成26年度第1回尾張部公共図書館連絡協議会(室）長会の開催について(通
知）他18件

5月14日 全開示

290 5月12日 請求
健康福祉部
健康増進課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を
営む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室を対
象として、健康増進課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年4月15日以降送受
信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、平成26年5月9日時点で存
在し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる
写しの交付を希望します。)

健康づくりのための睡眠指針2014について
他1件

5月26日 全開示

5月12日

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を
営む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室を対
象として、生涯学習課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年4月15日以降送受
信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、平成26年5月9日時点で存
在し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる
写しの交付を希望します。)

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を
営む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室を対
象として、文化課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年4月15日以降送受信した
ﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、平成26年5月9日時点で存在し、
電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

283 5月22日5月12日

286

請求287 5月12日

請求

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を
営む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室を対
象として、生涯学習課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年4月15日以降送受
信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、平成26年5月9日時点で存
在し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

文化ｽﾎﾟｰﾂ部
生涯学習課

請求

文化ｽﾎﾟｰﾂ部
文化課

5月19日

5月19日
文化ｽﾎﾟｰﾂ部
生涯学習課
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整理
番号

受付日 区分 担当課等
公文書の名称その他公文書を特定するに足りる事項
(請求の内容） 公文書の名称

開示決定
等の通知
をした日

開示決定等の内容 開示しないこととした部分
開示しないこととした根拠

規定

291 5月12日 請求
健康福祉部
健康増進課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を
営む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室を対
象として、健康増進課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年4月15日以降送受
信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、平成26年5月9日時点で存
在し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

健康づくりのための睡眠指針2014について
他2件

5月26日 全開示

社会福祉施設及び介護保険施設等における高病原性鳥ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ（Ｈ5亜型）
が疑われる事例の発生について
他8件

全開示

RE新かすがい男女共同参画ﾌﾟﾗﾝ及び春日井D対策基本計画の実施状況につ
いて（依頼）

一部開示 氏名 条例第7条第2号

293 5月12日 請求
健康福祉部
高齢福祉課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を
営む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室を対
象として、高齢福祉課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年4月15日以降送受
信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、平成26年5月9日時点で存
在し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

社会福祉施設及び介護保険施設等における高病原性鳥ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ（Ｈ5亜型）
が疑われる事例の発生について
他7件

5月23日 全開示

294 5月12日 請求
健康福祉部
介護保険課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を
営む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室を対
象として、介護保険課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年4月15日以降送受
信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、平成26年5月9日時点で存
在し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる
写しの交付を希望します。)

平成26年度の地域支援事業について
他3件

5月22日 全開示

295 5月12日 請求
健康福祉部
介護保険課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を
営む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室を対
象として、介護保険課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年4月15日以降送受
信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、平成26年5月9日時点で存
在し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

平成26年度の地域支援事業について
他5件

5月22日 全開示

296 5月12日 請求
健康福祉部

障がい福祉課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を
営む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室を対
象として、障がい福祉課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年4月15日以降送受
信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、平成26年5月9日時点で存
在し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる
写しの交付を希望します。)

附属機関の調査票について
他2件

5月26日 全開示

297 5月12日 請求
健康福祉部

障がい福祉課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を
営む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室を対
象として、障がい福祉課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年4月15日以降送受
信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、平成26年5月9日時点で存
在し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

「広報あいち5月号」音声ｺｰﾄﾞ版の電子ﾃﾞｰﾀ送付
他2件

5月26日 全開示

298 5月12日 請求
健康福祉部
生活援護課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を
営む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室を対
象として、生活援護課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年4月15日以降送受
信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、平成26年5月9日時点で存
在し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

就労自立給付金創設等に伴うｼｽﾃﾑ改修事業の所要額調について(照会)他10
件

5月26日 全開示

299 5月12日 請求
健康福祉部
生活援護課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を
営む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室を対
象として、生活援護課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年4月15日以降送受
信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、平成26年5月9日時点で存
在し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる
写しの交付を希望します。)

就労自立給付金創設等に伴うｼｽﾃﾑ改修事業の所要額調について(照会)他15
件

5月26日 全開示

国民健康保険料（税）賦課･収納状況について（照会）
他32件

全開示

平成26年4月臨時職員月例報告 一部開示 職員番号、勤務日数、勤務時間、ＩＤ、単価 条例第7条第2号､7号

292 5月12日 請求
健康福祉部
高齢福祉課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を
営む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室を対
象として、高齢福祉課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年4月15日以降送受
信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、平成26年5月9日時点で存
在し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる
写しの交付を希望します。)

5月23日

請求5月12日300
健康福祉部

保険医療年金課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を
営む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室を対
象として、保健医療年金課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年4月15日以降
送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、平成26年5月9日時点
で存在し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

5月22日

45



整理
番号

受付日 区分 担当課等
公文書の名称その他公文書を特定するに足りる事項
(請求の内容） 公文書の名称

開示決定
等の通知
をした日

開示決定等の内容 開示しないこととした部分
開示しないこととした根拠

規定

国民健康保険料（税）賦課･収納状況について（照会）
他23件

全開示

郵便物等のお問い合わせ番号のお知らせ
他2件

一部開示 氏名、ＩＤ、ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ、職員番号 条例第7条第2号､3号

302 5月12日 請求
青少年子ども部
子ども政策課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を
営む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室を対
象として、子ども政策課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年4月15日以降送受
信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、平成26年5月9日時点で存
在し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

平成26年度名古屋市児童虐待防止研修会（第1回）の開催について（通知）
他1件

5月22日 全開示

303 5月12日 請求
青少年子ども部
子ども政策課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を
営む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室を対
象として、子ども政策課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年4月15日以降送受
信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、平成26年5月9日時点で存
在し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる
写しの交付を希望します。)

平成26年度名古屋市児童虐待防止研修会（第1回）の開催について（通知）
他2件

5月22日 全開示

304 5月12日 請求
青少年子ども部

保育課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を
営む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室を対
象として、保育課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年4月15日以降送受信した
ﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、平成26年5月9日時点で存在し、
電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる写し
の交付を希望します。)

基金事業の見込みについて
他2件

5月22日 全開示

平成26年度保育ﾘｰﾀﾞｰ研修について
他3件

全開示

Re:_Re:_春日井市保育連盟研修について 一部開示 氏名 条例第7条第2号

306 5月12日 請求
環境部

ごみ減量推進課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を
営む個人と、春日井市立の学校･ごみ減量推進園と春日井市の
課室を対象として、ごみ減量推進課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年4月15
日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、平成26年5月9
日時点で存在し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの(過日に提供した
CD-Rによる写しの交付を希望します。)

(追伸)平成25年度容器包装ﾘｻｲｸﾙ法に基づく分別収集量等及び市区町村数調
査について
他8件

5月20日 全開示

(追伸)平成25年度容器包装ﾘｻｲｸﾙ法に基づく分別収集量等及び市区町村数調
査について
他7件

全開示

ﾚｼﾞ袋削減実績報告の様式について 一部開示 氏名、ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ 条例第7条第2号

平成26年度「環境の日」及び「環境月間」の行事の実施について（回答）
他2件

全開示

勤務割ﾃﾞｰﾀの送信について 一部開示 職員番号 条例第7条第2号

309 5月12日 請求
環境部

清掃事業所

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を
営む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室を対
象として、清掃事業所ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年4月15日以降送受
信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、平成26年5月9日時点で存
在し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、春日井市情報
公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を営む個人と、春日井市立の
学校･保育園と春日井市の課室を対象として、清掃事業所ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26
年4月15日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、平成26年5月9日時
点で存在し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

5月26日
不開示
(不存在)

不存在

5月12日308 請求

307 5月12日 請求

請求
青少年子ども部

保育課

301 5月12日 請求

305 5月12日

5月26日

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を
営む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室を対
象として、清掃事業所ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年4月15日以降送受
信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、平成26年5月9日時点で存
在し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる
写しの交付を希望します。)

5月20日

環境部
清掃事業所

健康福祉部
保険医療年金課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を
営む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室を対
象として、保健医療年金課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年4月15日以降
送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、平成26年5月9日時点
で存在し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-R
による写しの交付を希望します。)

5月22日

5月22日

環境部
ごみ減量推進課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を
営む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室を対
象として、保育課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年4月15日以降送受信した
ﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、平成26年5月9日時点で存在し、
電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を
営む個人と、春日井市立の学校･ごみ減量推進園と春日井市の
課室を対象として、ごみ減量推進課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年4月15
日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、平成26年5月9
日時点で存在し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの
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整理
番号

受付日 区分 担当課等
公文書の名称その他公文書を特定するに足りる事項
(請求の内容） 公文書の名称

開示決定
等の通知
をした日

開示決定等の内容 開示しないこととした部分
開示しないこととした根拠

規定

310 5月12日 請求
環境部

ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を
営む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室を対
象として、ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年4月15日以降送受信
したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、平成26年5月9日時点で存在
し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

Club　BizEneからの重要なお知らせ
他6件

5月26日 全開示

311 5月12日 請求
環境部

ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を
営む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室を対
象として、ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年4月15日以降送受信
したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、平成26年5月9日時点で存在
し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる写
しの交付を希望します。)

環境学習ｽﾀﾝﾌﾟﾗﾘｰ実施内容とﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄの確認について（照会）
他3件

5月26日 全開示

312 5月12日 請求
環境部

衛生ﾌﾟﾗﾝﾄ

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を
営む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室を対
象として、 衛生ﾌﾟﾗﾝﾄﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年4月15日以降送受信
したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、平成26年5月9日時点で存在
し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる写
しの交付を希望します。)

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、春日井市情報
公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を営む個人と、春日井市立の
学校･保育園と春日井市の課室を対象として、 衛生ﾌﾟﾗﾝﾄﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26
年4月15日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、平成26年5月9日時
点で存在し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる写しの
交付を希望します。)

5月20日
不開示
(不存在)

不存在

313 5月12日 請求
環境部

衛生ﾌﾟﾗﾝﾄ

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を
営む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室を対
象として、 衛生ﾌﾟﾗﾝﾄﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年4月15日以降送受信
したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、平成26年5月9日時点で存在
し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、春日井市情報
公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を営む個人と、春日井市立の
学校･保育園と春日井市の課室を対象として、 衛生ﾌﾟﾗﾝﾄﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26
年4月15日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、平成26年5月9日時
点で存在し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

5月20日
不開示
(不存在)

不存在

314 5月12日 請求
産業部

経済振興課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を
営む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室を対
象として、経済振興課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年4月15日以降送受
信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、平成26年5月9日時点で存
在し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる
写しの交付を希望します。)

第1回研究会の日程調整について（依頼）
他4件

5月26日 全開示

315 5月12日 請求
産業部

経済振興課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を
営む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室を対
象として、経済振興課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年4月15日以降送受
信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、平成26年5月9日時点で存
在し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

統計ﾒｰﾙﾆｭｰｽ（平成26年4月15日）№647
他7件

5月26日 全開示

25年度及び26年度普及啓発活動について
他3件

全開示

営業の『絶対達成』ｾﾐﾅｰ開催のご案内
他1件

一部開示 個人の氏名 条例第7条第2号

317 5月12日 請求
産業部

企業活動支援課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を
営む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室を対
象として、企業活動支援課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年4月15日以降
送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、平成26年5月9日時点
で存在し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-R
による写しの交付を希望します。)

25年度及び26年度普及啓発活動について
他2件

5月26日 全開示

318 5月12日 請求
産業部
農政課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を
営む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室を対
象として、農政課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年4月15日以降送受信した
ﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、平成26年5月9日時点で存在し、
電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる写し
の交付を希望します。)

農振対策班会議の開催について
他36件

5月26日 全開示

319 5月12日 請求
産業部
農政課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を
営む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室を対
象として、農政課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年4月15日以降送受信した
ﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、平成26年5月9日時点で存在し、
電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

農振対策班会議の開催について
他34件

5月26日 全開示

320 5月12日 請求
まちづくり推進部

都市政策課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を
営む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室を対
象として、都市政策課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年4月15日以降送受
信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、平成26年5月9日時点で存
在し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる
写しの交付を希望します。)

平成26年度愛知県景観行政連絡会･愛知県屋外広告物担当者会議の開催に
ついて（通知）
他4件

5月23日 全開示

316 5月12日
産業部

企業活動支援課
5月26日請求

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を
営む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室を対
象として、企業活動支援課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年4月15日以降
送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、平成26年5月9日時点
で存在し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの
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整理
番号

受付日 区分 担当課等
公文書の名称その他公文書を特定するに足りる事項
(請求の内容） 公文書の名称

開示決定
等の通知
をした日

開示決定等の内容 開示しないこととした部分
開示しないこととした根拠

規定

321 5月12日 請求
まちづくり推進部

都市政策課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を
営む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室を対
象として、都市政策課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年4月15日以降送受
信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、平成26年5月9日時点で存
在し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

平成26年度愛知県景観行政連絡会･愛知県屋外広告物担当者会議の開催に
ついて（通知）
他1件

5月23日 全開示

322 5月12日 請求
まちづくり推進部

都市整備課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を
営む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室を対
象として、都市整備課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年4月15日以降送受
信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、平成26年5月9日時点で存
在し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる
写しの交付を希望します。)

温室効果ｶﾞｽ排出量算出のための活動量調査について 5月20日 全開示

323 5月12日 請求
まちづくり推進部

都市整備課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を
営む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室を対
象として、都市整備課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年4月15日以降送受
信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、平成26年5月9日時点で存
在し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

地籍整備推進調査費補助金の申請手続きについて
他1件

5月20日 全開示

324 5月12日 請求
まちづくり推進部

建築指導課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を
営む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室を対
象として、建築指導課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年4月15日以降送受
信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、平成26年5月9日時点で存
在し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる
写しの交付を希望します。)

保存建築物に関する指定（建基法第3条第1項第三号）の運用等について
他5件

5月22日 全開示

保存建築物に関する指定（建基法第3条第1項第三号）の運用等について
他2件

全開示

Internet Explorer脆弱性修正版ﾘﾘｰｽのご案内 一部開示 担当者氏名、ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ 条例第7条第2号

326 5月12日 請求
建設部
道路課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を
営む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室を対
象として、道路課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年4月15日以降送受信した
ﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、平成26年5月9日時点で存在し、
電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

防災対策等の現状調査について（依頼）
他11件

5月26日 全開示

327 5月12日 請求
建設部
道路課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を
営む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室を対
象として、道路課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年4月15日以降送受信した
ﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、平成26年5月9日時点で存在し、
電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる写し
の交付を希望します。)

防災対策等の現状調査について（依頼）
他11件

5月26日 全開示

328 5月12日 請求
建設部

公園緑地課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を
営む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室を対
象として、公園緑地課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年4月15日以降送受
信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、平成26年5月9日時点で存
在し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる
写しの交付を希望します。)

都市公園施設の安全管理の強化について（通知）
他2件

5月22日 全開示

都市公園施設の安全管理の強化について（通知）
他2件

全開示

平成25年度ふるさと樹木診断事業の実施について 一部開示 印影 条例第7条第3号､4号

330 5月12日 請求
建設部

河川排水課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を
営む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室を対
象として、河川排水課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年4月15日以降送受
信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、平成26年5月9日時点で存
在し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる
写しの交付を希望します。)

新川･境川総合治水対策協議会平成26年度PRﾜｰｷﾝｸﾞｸﾞﾙｰﾌﾟ第3回の開催に
ついて
他5件

5月26日 全開示

請求5月12日

325 5月12日 請求

329

まちづくり推進部
建築指導課

5月22日

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を
営む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室を対
象として、公園緑地課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年4月15日以降送受
信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、平成26年5月9日時点で存
在し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

5月22日

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を
営む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室を対
象として、建築指導課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年4月15日以降送受
信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、平成26年5月9日時点で存
在し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

建設部
公園緑地課
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整理
番号

受付日 区分 担当課等
公文書の名称その他公文書を特定するに足りる事項
(請求の内容） 公文書の名称

開示決定
等の通知
をした日

開示決定等の内容 開示しないこととした部分
開示しないこととした根拠

規定

331 5月12日 請求
建設部

河川排水課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を
営む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室を対
象として、河川排水課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年4月15日以降送受
信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、平成26年5月9日時点で存
在し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

新川･境川総合治水対策協議会平成26年度PRﾜｰｷﾝｸﾞｸﾞﾙｰﾌﾟ第3回の開催に
ついて
他5件

5月26日 全開示

332 5月12日 請求
建設部

住宅施設課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を
営む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室を対
象として、住宅施設課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年4月15日以降送受
信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、平成26年5月9日時点で存
在し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる
写しの交付を希望します。)

保全ﾏﾈｰｼﾞﾒﾝﾄｼｽﾃﾑ利用状況 5月26日 全開示

建築学会の方法による南海ﾄﾗﾌ三連動模擬波形の作成に関する補足資料
//USRﾒｰﾘﾝｸﾞｻｰﾋﾞｽ267号

全開示

保全ﾏﾈｰｼﾞﾒﾝﾄｼｽﾃﾑ利用状況 一部開示 氏名、ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ 条例第7条第2号

334 5月12日 請求
市民病院

栄養管理室

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を
営む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室を対
象として、栄養管理室ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年4月15日以降送受
信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、平成26年5月9日時点で存
在し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、春日井市情報
公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を営む個人と、春日井市立の
学校･保育園と春日井市の課室を対象として、栄養管理室ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26
年4月15日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、平成26年5月9日時
点で存在し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

5月26日
不開示
(不存在)

不存在

335 5月12日 請求
市民病院

栄養管理室

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を
営む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室を対
象として、栄養管理室ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年4月15日以降送受
信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、平成26年5月9日時点で存
在し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる
写しの交付を希望します。)

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、春日井市情報
公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を営む個人と、春日井市立の
学校･保育園と春日井市の課室を対象として、栄養管理室ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26
年4月15日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、平成26年5月9日時
点で存在し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる写しの
交付を希望します。)

5月26日
不開示
(不存在)

不存在

336 5月12日 請求
市民病院

医療連携室

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を
営む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室を対
象として、医師連携室ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年4月15日以降送受
信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、平成26年5月9日時点で存
在し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる
写しの交付を希望します。)

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、春日井市情報
公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を営む個人と、春日井市立の
学校･保育園と春日井市の課室を対象として、医師連携室ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26
年4月15日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、平成26年5月9日時
点で存在し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる写しの
交付を希望します。)

5月26日
不開示
(不存在)

不存在

337 5月12日 請求
市民病院

医療連携室

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を
営む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室を対
象として、医師連携室ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年4月15日以降送受
信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、平成26年5月9日時点で存
在し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、春日井市情報
公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を営む個人と、春日井市立の
学校･保育園と春日井市の課室を対象として、医師連携室ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26
年4月15日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、平成26年5月9日時
点で存在し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

5月26日
不開示
(不存在)

不存在

338 5月12日 請求
市民病院
管理課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を
営む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室を対
象として、管理課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年4月15日以降送受信した
ﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、平成26年5月9日時点で存在し、
電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる写し
の交付を希望します。)

ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞの発生状況について（第15週/4月7日から4月13日まで） 5月26日 全開示

339 5月12日 請求
市民病院
管理課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を
営む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室を対
象として、管理課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年4月15日以降送受信した
ﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、平成26年5月9日時点で存在し、
電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞの発生状況について（第15週/4月7日から4月13日まで）
他2件

5月26日 全開示

340 5月12日 請求
市民病院
医事課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を
営む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室を対
象として、医事課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年4月15日以降送受信した
ﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、平成26年5月9日時点で存在し、
電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる写し
の交付を希望します。)

平成26年度中部ﾌﾞﾛｯｸDMAT実働訓練への参加意向について
他2件

5月26日 全開示

平成26年度中部ﾌﾞﾛｯｸDMAT実働訓練への参加意向について
他8件

全開示

平成26年度災害派遣医療ﾁｰﾑ研修第3回（東会場第2回）受講者の募集につい
て
他1件

一部開示 氏名、生年月日、血液型、ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ、免許取得年月日、免許番号 条例第7条第2号

341

333

5月12日 請求

請求

5月26日

5月12日

市民病院
医事課

建設部
住宅施設課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を
営む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室を対
象として、医事課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年4月15日以降送受信した
ﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、平成26年5月9日時点で存在し、
電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を
営む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室を対
象として、住宅施設課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年4月15日以降送受
信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、平成26年5月9日時点で存
在し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

5月26日
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整理
番号

受付日 区分 担当課等
公文書の名称その他公文書を特定するに足りる事項
(請求の内容） 公文書の名称

開示決定
等の通知
をした日

開示決定等の内容 開示しないこととした部分
開示しないこととした根拠

規定

342 5月12日 請求
上下水道部
水道工務課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を
営む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室を対
象として、水道工務課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年4月15日以降送受
信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、平成26年5月9日時点で存
在し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる
写しの交付を希望します。)

ﾘﾓｰﾄﾒﾝﾃﾅﾝｽ運用(案)
他5件

5月26日 全開示

受注登録内容確認のお願い
他2件

全開示

Re：ﾘﾓｰﾄ接続の件
他6件

一部開示 氏名、生年月日、ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ、ID、資格者証番号、電話番号 条例第7条第2号

344 5月12日 請求
上下水道部

配水管理事務所

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を
営む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室を対
象として、配水管理事務所ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年4月15日以降
送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、平成26年5月9日時点
で存在し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-R
による写しの交付を希望します。)

平成26年度外部精度管理委員名簿の改正について（依頼）
他3件

5月26日 全開示

345 5月12日 請求
上下水道部

配水管理事務所

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を
営む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室を対
象として、配水管理事務所ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年4月15日以降
送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、平成26年5月9日時点
で存在し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

平成26年度外部精度管理委員名簿の改正について（依頼）
他1件

5月26日 全開示

346 5月12日 請求
会計管理者

会計課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を
営む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室を対
象として、会計課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年4月15日以降送受信した
ﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、平成26年5月9日時点で存在し、
電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる写し
の交付を希望します。)

証紙出納計算書（春日井市4月分）
他1件

5月22日 全開示

347 5月12日 請求
会計管理者

会計課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を
営む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室を対
象として、会計課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年4月15日以降送受信した
ﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、平成26年5月9日時点で存在し、
電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

証紙出納計算書（春日井市4月分）
5月22日 全開示

348 5月12日 請求
消防本部

消防総務課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を
営む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室を対
象として、消防総務課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年4月15日以降送受
信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、平成26年5月9日時点で存
在し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

統計調査系ｼｽﾃﾑのInternet Explorerによる利用について 5月26日 全開示

349 5月12日 請求
消防本部

消防総務課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を
営む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室を対
象として、消防総務課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年4月15日以降送受
信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、平成26年5月9日時点で存
在し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる
写しの交付を希望します。)

統計調査系ｼｽﾃﾑのInternet Explorerによる利用について 5月26日 全開示

平成26年4月分の火災概況について
他11件

全開示

消防ﾘﾎﾟｰﾄについて
他3件

一部開示 宛先、ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ 条例第7条第2号

351 5月12日 請求
消防本部
予防課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を
営む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室を対
象として、予防課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年4月15日以降送受信した
ﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、平成26年5月9日時点で存在し、
電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

平成26年4月分の火災概況について
他19件

5月26日 全開示

343

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を
営む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室を対
象として、予防課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年4月15日以降送受信した
ﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、平成26年5月9日時点で存在し、
電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる写し
の交付を希望します。)

5月12日

350
消防本部
予防課

請求5月12日 5月26日

請求
上下水道部
水道工務課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を
営む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室を対
象として、水道工務課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年4月15日以降送受
信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、平成26年5月9日時点で存
在し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

5月26日

50



整理
番号

受付日 区分 担当課等
公文書の名称その他公文書を特定するに足りる事項
(請求の内容） 公文書の名称

開示決定
等の通知
をした日

開示決定等の内容 開示しないこととした部分
開示しないこととした根拠

規定

352 5月12日 請求
消防本部

通信指令室

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を
営む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室を対
象として、通信指令室ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年4月15日以降送受
信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、平成26年5月9日時点で存
在し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、春日井市情報
公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を営む個人と、春日井市立の
学校･保育園と春日井市の課室を対象として、通信指令室ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26
年4月15日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、平成26年5月9日時
点で存在し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

5月26日
不開示
(不存在)

不存在

353 5月12日 請求
消防本部

通信指令室

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を
営む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室を対
象として、通信指令室ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年4月15日以降送受
信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、平成26年5月9日時点で存
在し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる
写しの交付を希望します。)

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、春日井市情報
公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を営む個人と、春日井市立の
学校･保育園と春日井市の課室を対象として、通信指令室ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26
年4月15日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、平成26年5月9日時
点で存在し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる写しの
交付を希望します。)

5月26日
不開示
(不存在)

不存在

354 5月12日 請求
消防本部
消防署

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を
営む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室を対
象として、消防署ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年4月15日以降送受信した
ﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、平成26年5月9日時点で存在し、
電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

気管挿管ﾌﾟﾚﾃｽﾄの配付について
他1件

5月26日 全開示

気管挿管ﾌﾟﾚﾃｽﾄの配付について
他9件

全開示

救急出場報告書について（報告） 一部開示 救急出場報告書内の個人情報 条例第7条第2号

356 5月12日 請求
消防本部
東出張所

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を
営む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室を対
象として、東出張所ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年4月15日以降送受信し
たﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、平成26年5月9日時点で存在
し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる写
しの交付を希望します。)

ｳﾂﾀｲﾝﾃﾞｰﾀの修正依頼について 5月26日 全開示

357 5月12日 請求
消防本部
東出張所

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を
営む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室を対
象として、東出張所ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年4月15日以降送受信し
たﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、平成26年5月9日時点で存在
し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

ｳﾂﾀｲﾝﾃﾞｰﾀの修正依頼について 5月26日 全開示

358 5月12日 請求
消防本部
西出張所

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を
営む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室を対
象として、西出張所ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年4月15日以降送受信し
たﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、平成26年5月9日時点で存在
し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる写
しの交付を希望します。)

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、春日井市情報
公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を営む個人と、春日井市立の
学校･保育園と春日井市の課室を対象として、西出張所ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年
4月15日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、平成26年5月9日時点
で存在し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる写しの交
付を希望します。)

5月26日
不開示
(不存在)

不存在

359 5月12日 請求
消防本部
西出張所

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を
営む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室を対
象として、西出張所ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年4月15日以降送受信し
たﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、平成26年5月9日時点で存在
し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、春日井市情報
公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を営む個人と、春日井市立の
学校･保育園と春日井市の課室を対象として、西出張所ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年
4月15日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、平成26年5月9日時点
で存在し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

5月26日
不開示
(不存在)

不存在

360 5月12日 請求
消防本部
南出張所

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を
営む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室を対
象として、南出張所ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年4月15日以降送受信し
たﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、平成26年5月9日時点で存在
し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、春日井市情報
公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を営む個人と、春日井市立の
学校･保育園と春日井市の課室を対象として、南出張所ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年
4月15日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、平成26年5月9日時点
で存在し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

5月26日
不開示
(不存在)

不存在

361 5月12日 請求
消防本部
南出張所

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を
営む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室を対
象として、南出張所ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年4月15日以降送受信し
たﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、平成26年5月9日時点で存在
し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる写
しの交付を希望します。)

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、春日井市情報
公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を営む個人と、春日井市立の
学校･保育園と春日井市の課室を対象として、南出張所ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年
4月15日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、平成26年5月9日時点
で存在し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる写しの交
付を希望します。)

5月26日
不開示
(不存在)

不存在

362 5月12日 請求
消防本部
北出張所

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を
営む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室を対
象として、北出張所ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年4月15日以降送受信し
たﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、平成26年5月9日時点で存在
し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる写
しの交付を希望します。)

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、春日井市情報
公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を営む個人と、春日井市立の
学校･保育園と春日井市の課室を対象として、北出張所ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年
4月15日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、平成26年5月9日時点
で存在し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる写しの交
付を希望します。)

5月26日
不開示
(不存在)

不存在

請求

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を
営む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室を対
象として、消防署ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年4月15日以降送受信した
ﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、平成26年5月9日時点で存在し、
電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる写し
の交付を希望します。)

消防本部
消防署

5月26日5月12日355
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整理
番号

受付日 区分 担当課等
公文書の名称その他公文書を特定するに足りる事項
(請求の内容） 公文書の名称

開示決定
等の通知
をした日

開示決定等の内容 開示しないこととした部分
開示しないこととした根拠

規定

363 5月12日 請求
消防本部
北出張所

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を
営む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室を対
象として、北出張所ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年4月15日以降送受信し
たﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、平成26年5月9日時点で存在
し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、春日井市情報
公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を営む個人と、春日井市立の
学校･保育園と春日井市の課室を対象として、北出張所ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年
4月15日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、平成26年5月9日時点
で存在し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

5月26日
不開示
(不存在)

不存在

364 5月12日 請求
消防本部

高蔵寺出張所

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を
営む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室を対
象として、高蔵寺出張所ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年4月15日以降送
受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、平成26年5月9日時点で
存在し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによ
る写しの交付を希望します。)

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、春日井市情報
公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を営む個人と、春日井市立の
学校･保育園と春日井市の課室を対象として、高蔵寺出張所ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成
26年4月15日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、平成26年5月9日
時点で存在し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる写し
の交付を希望します。)

5月26日
不開示
(不存在)

不存在

365 5月12日 請求
消防本部

高蔵寺出張所

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を
営む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室を対
象として、高蔵寺出張所ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年4月15日以降送
受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、平成26年5月9日時点で
存在し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、春日井市情報
公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を営む個人と、春日井市立の
学校･保育園と春日井市の課室を対象として、高蔵寺出張所ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成
26年4月15日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、平成26年5月9日
時点で存在し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

5月26日
不開示
(不存在)

不存在

366 5月12日 請求
教育委員会
教育総務課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を
営む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室を対
象として、教育総務課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年4月15日以降送受
信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、平成26年5月9日時点で存
在し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる
写しの交付を希望します。)

学校施設のｶﾞﾗｽ飛散防止における具体的対策 5月22日 全開示

367 5月12日 請求
教育委員会
教育総務課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を
営む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室を対
象として、教育総務課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年4月15日以降送受
信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、平成26年5月9日時点で存
在し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

平成26年度当初予算（特別会計）に係る新規事業の調査について
他1件

5月22日 一部開示 ﾊﾟｽﾜｰﾄﾞ、担当者名 条例第7条第2号､7号

368 5月12日 請求
教育委員会
学校教育課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を
営む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室を対
象として、学校教育課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年4月15日以降送受
信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、平成26年5月9日時点で存
在し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる
写しの交付を希望します。)

ｱﾝｹｰﾄ調査票（設置者編）
他21件

6月25日 全開示

369 5月12日 請求
教育委員会
学校教育課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を
営む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室を対
象として、学校教育課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年4月15日以降送受
信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、平成26年5月9日時点で存
在し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

予算執行調書（義務教育費国庫負担金）の実施について（回答）
他11件

6月25日 全開示

370 5月12日 請求
教育委員会
文化財課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を
営む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室を対
象として、文化財課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年4月15日以降送受信し
たﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、平成26年5月9日時点で存在
し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる写
しの交付を希望します。)

地域の特性を活かした史跡等総合活用支援推進事業に係るｱﾝｹｰﾄ調査につ
いて（照会）
他5件

5月22日 全開示

371 5月12日 請求
教育委員会
文化財課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を
営む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室を対
象として、文化財課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年4月15日以降送受信し
たﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、平成26年5月9日時点で存在
し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

地域の特性を活かした史跡等総合活用支援推進事業に係るｱﾝｹｰﾄ調査につ
いて（照会）
他5件

5月22日 全開示

372 5月12日 請求
教育委員会
学校給食課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を
営む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室を対
象として、学校給食課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年4月15日以降送受
信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、平成26年5月9日時点で存
在し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる
写しの交付を希望します。)

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、春日井市情報
公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を営む個人と、春日井市立の
学校･保育園と春日井市の課室を対象として、学校給食課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26
年4月15日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、平成26年5月9日時
点で存在し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの

5月23日
不開示
(不存在)

不存在

373 5月12日 請求
教育委員会
学校給食課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を
営む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室を対
象として、学校給食課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年4月15日以降送受
信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、平成26年5月9日時点で存
在し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

自治体市場新年度のおすすめ書籍のご案内!!【第一法規】他2件 5月23日 全開示

52



整理
番号

受付日 区分 担当課等
公文書の名称その他公文書を特定するに足りる事項
(請求の内容） 公文書の名称

開示決定
等の通知
をした日

開示決定等の内容 開示しないこととした部分
開示しないこととした根拠

規定

374 5月12日 請求
教育委員会

野外教育ｾﾝﾀｰ

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を
営む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室を対
象として、野外教育ｾﾝﾀｰﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年4月15日以降送
受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、平成26年5月9日時点で
存在し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによ
る写しの交付を希望します。)

環境学習ｽﾀﾝﾌﾟﾗﾘｰ実施内容とﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄの確認について（照会）1/4
他10件

5月22日 全開示

375 5月12日 請求
教育委員会

野外教育ｾﾝﾀｰ

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を
営む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室を対
象として、野外教育ｾﾝﾀｰﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年4月15日以降送
受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、平成26年5月9日時点で
存在し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

環境学習ｽﾀﾝﾌﾟﾗﾘｰ実施内容とﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄの確認について（照会）1/4
他4件

5月22日 全開示

376 5月12日 請求
議会事務局

議事課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を
営む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室を対
象として、議事課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年4月15日以降送受信した
ﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、平成26年5月9日時点で存在し、
電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

清須市議会議長･副議長の就任について 5月20日 全開示

377 5月12日 請求
議会事務局

議事課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を
営む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室を対
象として、議事課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年4月15日以降送受信した
ﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、平成26年5月9日時点で存在し、
電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる写し
の交付を希望します。)

清須市議会議長･副議長の就任について 5月20日 全開示

378 5月12日 請求
監査事務局

監査課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を
営む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室を対
象として、監査課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年4月15日以降送受信した
ﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、平成26年5月9日時点で存在し、
電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

監査委員の異動について
他1件

5月21日 全開示

379 5月12日 請求
監査事務局

監査課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を
営む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室を対
象として、監査課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年4月15日以降送受信した
ﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、平成26年5月9日時点で存在し、
電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる写し
の交付を希望します。)

監査委員の異動について 5月21日 全開示

380 5月13日 申出
まちづくり推進部

都市政策課

平成25年1月1日から25年12月31日までに付定のあった春日井市
住居表示に関する条例第3条･同規則に基づく住居表示実施地区
の新築届、付番通知書等、新設物件の受付日(付定日)･町名･住
居番号･地番の明記されている資料(氏名部分は必要ありませ
ん。)

建物等異動届出書（平成25年1月1日～平成25年12月31日） 5月20日 一部開示 届出人の住所、氏名、電話番号、印影 条例第7条第2号､3号､4号

平成24年度復命書(教頭学校経営視察に参加した教頭分他10件 全開示

平成24年度旅行命令書(教頭学校経営視察に参加した教頭分)他5件 一部開示 職員番号、最寄のﾊﾞｽ停、職員の住所 条例第7条第2号

視察先より受け取った文書
(別紙の校長、教頭、校務主任の「不存在」とした文書）

不開示
(不存在)

不存在

382 5月16日 請求
総務部
人事課

平成26年度の各課･公所の配席の状況の図が記載された電子
ﾃﾞｰﾀで開示できるもの
請求者が提供したCD-Rによる交付を願います。

配席図 5月30日 全開示

383 5月16日 請求
総務部
人事課

平成26年度の各課･公所の配席の状況の図が記載された電子
ﾃﾞｰﾀで開示できないもの

平成26年度の各課･公所の配席の状況の図が記載された電子ﾃﾞｰﾀで開示でき
ないもの

5月30日
不開示
(不存在)

不存在

請求
教育委員会
学校教育課

381 5月16日 6月30日

1.2012年度の教頭の県外視察に関する、復命書、旅行命令簿、
旅費関係簿、その他視察先から入手した文書等々、すべての文
書。
(参加した全教頭分）
2.2013年度の校長、教頭、教務主任、校務主任の県外視察に関
する、復命書、旅行命令簿、旅費関係簿、その他視察先から入手
した文書等々、すべての文書。及び、これらの視察に同行した、市
教委指導主事らの上記同様復命書等、すべての文書。
(参加した全職員分)
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整理
番号

受付日 区分 担当課等
公文書の名称その他公文書を特定するに足りる事項
(請求の内容） 公文書の名称

開示決定
等の通知
をした日

開示決定等の内容 開示しないこととした部分
開示しないこととした根拠

規定

384 5月16日 請求
総務部
総務課

市庁舎の電話番号が記載された一覧表（最新のもの） 庁内電話番号表 5月30日 全開示

385 5月16日 申出
建設部
道路課

道路法面･土工構造物点検業務委託の金入設計図(代価票含む）
管理番号：2013002396
開札日時：H25/12/3

設計書（道路法面･土工構造物点検業務委託） 5月30日 全開示

386 5月19日 請求
総務部
総務課

申請に対する処分の審査基準･標準処理期間一覧表の最新のも
ののﾃﾞｰﾀで総務課で保管しているもので電子ﾃﾞｰﾀで開示できるも
の
請求者が過日に提供したCD-Rによる写しの提供をお願いします

申請に対する処分の審査基準･標準処理期間一覧表の最新のもののﾃﾞｰﾀで総
務課で保管しているもので電子ﾃﾞｰﾀで開示できるもの

5月30日
不開示
(不存在)

不存在

387 5月19日 請求
総務部
総務課

情報通信技術利用条例第7条に基づいて公表した（H13～H25年
度）内容が記載された公文書

電子申請･届出ｼｽﾃﾑ開始等に係るﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞの掲載について（伺）
他6件

5月30日 全開示

平成26年度第2四半期統計研修生募集要項送付について
他19件

全開示

第8回「市長部局における職位の状況調べ」ご回答のお願い 一部開示 氏名 条例第7条第2号

389 5月19日 請求
総務部
人事課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人等
と、春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事
業を営む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室
等を対象として、人事課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで平成26年4月22日以降送受
信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで平成26年5月19日時点で存
在し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人等と、春日井市情
報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を営む個人と、春日井市立
の学校･保育園と春日井市の課室等を対象として、人事課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで平成26
年4月22日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで平成26年5月19日時
点で存在し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

5月30日
不開示
(不存在)

不存在

第1回低炭素塾の開催について
他9件

全開示

ｴｺﾄﾞﾗｲﾌﾞ普及推進に係るご案内（ｴｺﾄﾞﾗｲﾌﾞ推進ﾏﾆｭｱﾙ･ｴｺﾄﾞﾗｲﾌﾞ10のすすめﾚｰ
ﾌﾚｯﾄについて）
他1件

一部開示 氏名 条例第7条第2号

第1回低炭素塾の開催について
他2件

全開示

ｴｺﾄﾞﾗｲﾌﾞ普及推進に係るご案内（ｴｺﾄﾞﾗｲﾌﾞ推進ﾏﾆｭｱﾙ･ｴｺﾄﾞﾗｲﾌﾞ10のすすめﾚｰ
ﾌﾚｯﾄについて）
他2件

一部開示 氏名 条例第7条第2号

平成26年度東海ﾌﾞﾛｯｸ騒音･振動･悪臭連絡協議会の開催について（岡崎市）
他47件

全開示

Re：平成26年度春季春日井クリーン大作戦の職員従事について 一部開示 電話番号 条例第7条第2号

388

392

請求

390

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人等
と、春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事
業を営む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室
等を対象として、人事課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで平成26年4月22日以降送受
信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで平成26年5月19日時点で存
在し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの（過日に提供したCD-Rによ
る写しの交付を希望します）

請求

5月19日

5月19日

総務部
人事課

5月30日

環境部
環境保全課

請求

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人等
と、春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事
業を営む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室
等を対象として、環境政策課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで平成26年4月22日以降
送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで平成26年5月19日時点
で存在し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

6月24日

6月24日

環境部
環境政策課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人等
と、春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事
業を営む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室
等を対象として、環境政策課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで平成26年4月22日以降
送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで平成26年5月19日時点
で存在し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの（過日に提供したCD-R
による写しの交付を希望します）

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人等
と、春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事
業を営む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室
等を対象として、環境保全課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで平成26年4月22日以降
送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで平成26年5月19日時点
で存在し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの（過日に提供したCD-R
による写しの交付を希望します）

6月26日

請求
環境部

環境政策課

5月19日

391 5月19日

54



整理
番号

受付日 区分 担当課等
公文書の名称その他公文書を特定するに足りる事項
(請求の内容） 公文書の名称

開示決定
等の通知
をした日

開示決定等の内容 開示しないこととした部分
開示しないこととした根拠

規定

平成26年度東海ﾌﾞﾛｯｸ騒音･振動･悪臭連絡協議会の開催について（岡崎市）
他57件

全開示

騒音制御工学会から騒音の基礎講習会のお知らせ他11件 一部開示
担当者氏名、職名、ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ、電話番号、ﾊﾟｽﾜｰﾄﾞ、ﾕｰｻﾞｰ名、総
会等の開催予定、ID

条例第7条第2号､3号､4号､5
号､7号

尾張水道連絡協議会会員名簿作成資料の提出について
他19件

全開示

中部地方支部研究発表会への研究発表申込について
他1件

一部開示 氏名、口座情報 条例第7条第2号､3号､4号

尾張水道連絡協議会会員名簿作成資料の提出について
他14件

全開示

中部地方支部研究発表会への研究発表申込について
他2件

一部開示 氏名、ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ 条例第7条第2号

396 5月19日 請求
上下水道部

業務課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人等
と、春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事
業を営む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室
等を対象として、業務課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで平成26年4月22日以降送受
信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで平成26年5月19日時点で存
在し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの（過日に提供したCD-Rによ
る写しの交付を希望します）

疎水性格子付ﾒﾝﾌﾞﾗﾝﾌｨﾙﾀｰ法に関する注意喚起について
他2件

6月2日 全開示

397 5月19日 請求
上下水道部

業務課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人等
と、春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事
業を営む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室
等を対象として、業務課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで平成26年4月22日以降送受
信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで平成26年5月19日時点で存
在し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

疎水性格子付ﾒﾝﾌﾞﾗﾝﾌｨﾙﾀｰ法に関する注意喚起について
他1件

6月2日 全開示

398 5月19日 請求
上下水道部
下水建設課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人等
と、春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事
業を営む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室
等を対象として、下水建設課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで平成26年4月22日以降
送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで平成26年5月19日時点
で存在し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの（過日に提供したCD-R
による写しの交付を希望します）

中部電力からの電気料金値上げに関するお知らせ
他4件

6月3日 全開示

399 5月19日 請求
上下水道部
下水建設課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人等
と、春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事
業を営む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室
等を対象として、下水建設課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで平成26年4月22日以降
送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで平成26年5月19日時点
で存在し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

【概要版】ｽﾄｯｸを活用した都市浸水対策機能向上
他7件

6月3日 全開示

400 5月19日 請求
上下水道部

高蔵寺浄化ｾﾝ
ﾀｰ

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人等
と、春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事
業を営む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室
等を対象として、高蔵寺浄化ｾﾝﾀｰﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで平成26年4月22日
以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで平成26年5月19日
時点で存在し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの（過日に提供した
CD-Rによる写しの交付を希望します）

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人等と、春日井市情
報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を営む個人と、春日井市立
の学校･保育園と春日井市の課室等を対象として、高蔵寺浄化ｾﾝﾀｰﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ
で平成26年4月22日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで平成26年5
月19日時点で存在し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの（過日に提供したCD-Rに
よる写しの交付を希望します）

6月2日
不開示
(不存在)

不存在

401 5月19日 請求
上下水道部

高蔵寺浄化ｾﾝ
ﾀｰ

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人等
と、春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事
業を営む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室
等を対象として、高蔵寺浄化ｾﾝﾀｰﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで平成26年4月22日
以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで平成26年5月19日
時点で存在し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

春日井市脱水ｹｰｷ受入予定表 6月2日 一部開示 個人氏名、電話番号、ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ、脱水ｹｰｷ処分先等情報 条例第7条第2号､3号

402 5月19日 請求
上下水道部

勝西浄化ｾﾝﾀｰ

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人等
と、春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事
業を営む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室
等を対象として、勝西浄化ｾﾝﾀｰﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで平成26年4月22日以
降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで平成26年5月19日時
点で存在し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの（過日に提供したCD-
Rによる写しの交付を希望します）

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人等と、春日井市情
報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を営む個人と、春日井市立
の学校･保育園と春日井市の課室等を対象として、勝西浄化ｾﾝﾀｰﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで
平成26年4月22日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで平成26年5月
19日時点で存在し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの（過日に提供したCD-Rによ
る写しの交付を希望します）

5月30日
不開示
(不存在)

不存在

393

394

6月26日

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人等
と、春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事
業を営む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室
等を対象として、企画経営課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで平成26年4月22日以降
送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで平成26年5月19日時点
で存在し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人等
と、春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事
業を営む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室
等を対象として、環境保全課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで平成26年4月22日以降
送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで平成26年5月19日時点
で存在し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人等
と、春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事
業を営む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室
等を対象として、企画経営課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで平成26年4月22日以降
送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで平成26年5月19日時点
で存在し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの（過日に提供したCD-R
による写しの交付を希望します）

5月19日

6月2日請求

395 6月2日

環境部
環境保全課

5月19日
上下水道部
企画経営課

請求

5月19日 請求
上下水道部
企画経営課
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整理
番号

受付日 区分 担当課等
公文書の名称その他公文書を特定するに足りる事項
(請求の内容） 公文書の名称

開示決定
等の通知
をした日

開示決定等の内容 開示しないこととした部分
開示しないこととした根拠

規定

403 5月19日 請求
上下水道部

勝西浄化ｾﾝﾀｰ

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人等
と、春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事
業を営む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室
等を対象として、勝西浄化ｾﾝﾀｰﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで平成26年4月22日以
降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで平成26年5月19日時
点で存在し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

春日井市脱水ｹｰｷ受入予定表 5月30日 一部開示 個人氏名、電話番号、ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ、脱水ｹｰｷ処分先等情報 条例第7条第2号､3号

404 5月19日 請求
上下水道部

南部浄化ｾﾝﾀｰ

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人等
と、春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事
業を営む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室
等を対象として、南部浄化ｾﾝﾀｰﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで平成26年4月22日以
降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで平成26年5月19日時
点で存在し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの（過日に提供したCD-
Rによる写しの交付を希望します）

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人等と、春日井市情
報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を営む個人と、春日井市立
の学校･保育園と春日井市の課室等を対象として、南部浄化ｾﾝﾀｰﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで
平成26年4月22日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで平成26年5月
19日時点で存在し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの（過日に提供したCD-Rによ
る写しの交付を希望します）

6月2日
不開示
(不存在)

不存在

405 5月19日 請求
上下水道部

南部浄化ｾﾝﾀｰ

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人等
と、春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事
業を営む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室
等を対象として、南部浄化ｾﾝﾀｰﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで平成26年4月22日以
降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで平成26年5月19日時
点で存在し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

春日井市脱水ｹｰｷ受入予定表 6月2日 一部開示 個人氏名、携帯電話番号、ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ、脱水ｹｰｷ処分先等情報 条例第7条第2号､3号

406 5月21日 請求
まちづくり推進部

建築指導課

24春建第531号H.24.12.6日　24春建第764号H.25.3.25日
24春建第253号H.24.7.30日　24春建第763号H.25.3.25日
24春建第218号H.24.6.29日　24春建第283号H.24.8.16日
24春建第691号H.25.2.22日　25春建第212-3号H.25.12.26日
24春建第690号H.25.2.22日この全ての決裁文書の表紙

決裁文書の表紙
24春建第531号
他8件

6月3日 一部開示 氏名 条例第7条第2号

407 5月22日 請求
総務部
総務課

H26.1.6　審査会審議の議事録及びその全ての決裁文書
平成25年度第8回春日井市情報公開･個人情報保護審査会の議事録の確認に
ついて（伺）
他2件

6月5日 一部開示 氏名 条例第7条第2号

廃棄物（●●●●）について 全開示

●●●●の産業廃棄物に対する苦情について 一部開示 住所、氏名、印影、墓所位置 条例第7条第2号

409 6月2日 請求
会計管理者

会計課

春日井市立中学校15校印刷機ｲﾝｸﾏｽﾀｰ(ﾃﾞｭﾌﾟﾛ)納入期限26年5
月16日請求金額148,808円此の物件の請求書、支出命令書の開
示請求をいたします

支出命令書 6月10日 一部開示 法人の振込先口座情報 条例第7条第3号､4号

410 6月2日 請求
会計管理者

会計課

春日井市立中学校15校小学校3校印刷機ﾘｺｰｻﾃﾘｵ411に使用す
るｲﾝｸﾏｽﾀｰ納入期限平成26年5月16日この案件の業者請求所及
び支出命令書（金額1449012）の開示請求をいたします

支出命令書 6月10日 一部開示 法人の振込先口座情報 条例第7条第3号､4号

411 6月3日 請求
建設部
道路課

市道4466号線に係るｶｰﾌﾞﾐﾗｰの交渉記録平成25年11月22日以
後の分

市道4466号線に係るｶｰﾌﾞﾐﾗｰの交渉記録平成25年11月22日以後の分 6月16日 一部開示 氏名 条例第7条第2号

通報等処理票の経過表（●●●●●●●●●　平成25年6月14日以後の分） 全開示

通報等処理票（建築基準法関係）6
他1件

一部開示
個人の氏名、住所、電話番号、契約年月日、法人の印影、図面、法
人名

条例第7条第2号､3号､4号

請求

408

6月16日

建設部
潮見坂平和公園

管理事務所

まちづくり推進部
建築指導課

5月22日

412 6月3日

申出

●●●●●●●、通報等処理票…6
●●●●●●通報等処理票の経過票･平成25年6月14日以後の
分含む
●●●●●●.､誓約書（収受日 Ｈ26.2.4日）

6月4日

･平成10年1月23日に春日井市開発公社職員と小牧保健所職員
が焼却灰について面談をした際の記録
･平成10年4月20日にあった産業廃棄物に関する苦情について春
日井市職員と春日井保健所が被害区画で現地調査を行った際の
記録
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整理
番号

受付日 区分 担当課等
公文書の名称その他公文書を特定するに足りる事項
(請求の内容） 公文書の名称

開示決定
等の通知
をした日

開示決定等の内容 開示しないこととした部分
開示しないこととした根拠

規定

413 6月9日 請求
企画政策部

秘書課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室等を対
象として、秘書課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで平成26年5月10日以降送受信した
ﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、請求日時点で存在し、電子ﾃﾞｰﾀ
として開示できるもの（過日に提供したCD-Rによる写しの交付を
希望します。）

愛知県市長会東尾張ﾌﾞﾛｯｸ会議の開催について（通知）
他1件

6月20日 全開示

414 6月9日 請求
企画政策部

秘書課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室等を対
象として、秘書課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで平成26年5月10日以降送受信した
ﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、平成26年6月8日時点で存在し、
電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

愛知県市長会東尾張ﾌﾞﾛｯｸ会議の開催について（通知）
他2件

6月20日 全開示

415 6月9日 請求
企画政策部
広報広聴課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室等を対
象として、広報広聴課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで平成26年5月10日以降送受信
したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、請求日時点で存在し、電子
ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの（過日に提供したCD-Rによる写しの交
付を希望します。）

7月「ﾜｸﾜｸあいち（市町村だより）」の原稿提供について（依頼）
他1件

6月19日 全開示

7月「ﾜｸﾜｸあいち（市町村だより）」の原稿提供について（依頼） 全開示

7月15日号原稿について 一部開示 個人の氏名 条例第7条第2号

調査票他13件 全開示

【事務連絡】平成26年度｢全国地域づくり人材塾」開催のご案内 一部開示 個人の氏名 条例第7条第2号

418 6月9日 請求
企画政策部
企画政策課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室等を対
象として、企画政策課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで平成26年5月10日以降送受信
したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、平成26年6月8日時点で存在
し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

ﾒﾙﾏｶﾞ「地域活性化ﾆｭｰｽvol.79（5/16号）他 6月19日 全開示

419 6月9日 請求
総務部
総務課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室等を対
象として、総務課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで平成26年5月10日以降送受信した
ﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、請求日時点で存在し、電子ﾃﾞｰﾀ
として開示できるもの（過日に提供したCD-Rによる写しの交付を
希望します。）

広報原稿（7月15日号）の送付について 6月19日 全開示

420 6月9日 請求
総務部
総務課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室等を対
象として、総務課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで平成26年5月10日以降送受信した
ﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、平成26年6月8日時点で存在し、
電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

広報原稿（7月15日号）の送付について 6月19日 全開示

421 6月9日 請求
総務部

交通対策課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室等を対
象として、交通対策課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで平成26年5月10日以降送受信
したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、請求日時点で存在し、電子
ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの（過日に提供したCD-Rによる写しの交
付を希望します。）

特定随意契約締結の報告について（回答）
他12件

6月19日 全開示

422 6月9日 請求
総務部

交通対策課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室等を対
象として、交通対策課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで平成26年5月10日以降送受信
したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、平成26年6月8日時点で存在
し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

特定随意契約締結の報告について（回答）
他12件

6月19日 全開示

416 6月19日

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室等を対
象として、広報広聴課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで平成26年5月10日以降送受信
したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、平成26年6月8日時点で存在
し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

請求
企画政策部
広報広聴課

企画政策部
企画政策課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室等を対
象として、企画政策課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで平成26年5月10日以降送受信
したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、請求日時点で存在し、電子
ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの（過日に提供したCD-Rによる写しの交
付を希望します。）

6月9日 請求417

6月9日

6月19日
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整理
番号

受付日 区分 担当課等
公文書の名称その他公文書を特定するに足りる事項
(請求の内容） 公文書の名称

開示決定
等の通知
をした日

開示決定等の内容 開示しないこととした部分
開示しないこととした根拠

規定

【参考】周辺情報に関する報道等（4月29日～5月12日）他60件 全開示

平成26年度第2回子ども安全ｱｶﾃﾞﾐｰﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ会議議事録送付します。他22件 一部開示
氏名、無線番号、写真、電話番号、ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ、地名地番、法人名、
代表者名、住所、名称、用途、面積、階数、建築年、建物名、FAX番
号

条例第7条第2号､3号､7号

【参考】周辺情報に関する報道等（4月29日～5月12日）他46件 全開示

平成26年度第2回子ども安全ｱｶﾃﾞﾐｰﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ会議議事録送付します。他22件 一部開示
氏名、ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ、住所、電話番号･FAX番号、無線番号、法人名、
写真

条例第7条第2号､3号､7号

LGPKI暗号以降対応試験環境の階層化対応に伴うｻｰﾋﾞｽ停止及び仕様変更に
ついて（通知）
他2件

全開示

あいちﾌﾘｰWi-Fi推進のための勉強会の開催案内について 一部開示 氏名 条例第7条第2号

Excel管理からWebﾃﾞｰﾀベｰスへ。ｲｰビーｴｽ株式会社が「UnitBase」を採用
他17件

全開示

PRIMEQUEST2000シリーズ向けLinuxのｻﾎﾟｰﾄ対応[5月号]
他4件

一部開示 氏名 条例第7条第2号

427 6月9日 請求
財政部
財政課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室等を対
象として、財政課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで平成26年5月10日以降送受信した
ﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、請求日時点で存在し、電子ﾃﾞｰﾀ
として開示できるもの（過日に提供したCD-Rによる写しの交付を
希望します。）

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と春日井市情報公
開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を営む個人と、春日井市立の学
校･保育園と春日井市の課室等を対象として、財政課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで平成26年5月
10日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、請求日時点で存在し、電
子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの（過日に提供したCD-Rによる写しの交付を希望し
ます。）

6月23日
不開示
(不存在)

不存在

428 6月9日 請求
財政部
財政課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室等を対
象として、財政課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで平成26年5月10日以降送受信した
ﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、平成26年6月8日時点で存在し、
電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と春日井市情報公
開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を営む個人と、春日井市立の学
校･保育園と春日井市の課室等を対象として、財政課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで平成26年5月
10日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、請求日時点で存在し、電
子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

6月23日
不開示
(不存在)

不存在

429 6月9日 請求
財政部

管財契約課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室等を対
象として、管財契約課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで平成26年5月10日以降送受信
したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、請求日時点で存在し、電子
ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの（過日に提供したCD-Rによる写しの交
付を希望します。）

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と春日井市情報公
開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を営む個人と、春日井市立の学
校･保育園と春日井市の課室等を対象として、管財契約課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで平成26
年5月10日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、請求日時点で存在
し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの（過日に提供したCD-Rによる写しの交付を
希望します。）

6月18日
不開示
(不存在)

不存在

430 6月9日 請求
財政部

管財契約課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室等を対
象として、管財契約課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで平成26年5月10日以降送受信
したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、平成26年6月8日時点で存在
し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と春日井市情報公
開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を営む個人と、春日井市立の学
校･保育園と春日井市の課室等を対象として、管財契約課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで平成26
年5月10日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、請求日時点で存在
し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

6月18日
不開示
(不存在)

不存在

受信ｻｰﾊﾞｰの国保税連携ﾃﾞｰﾀ削除のお願い
他35件

全開示

一般社団法人全国軽自動車協会～軽自動車担当者
他1件

一部開示 氏名、ﾊﾟｽﾜｰﾄﾞ、ID、職員番号、単価、通勤回数及び勤務時間 条例第7条第2号､3号､7号

426

424

431

423

6月9日

総務部
市民安全課

総務部
市民安全課

6月19日

6月23日

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室等を対
象として、情報ｼｽﾃﾑ課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで平成26年5月10日以降送受信
したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、請求日時点で存在し、電子
ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの（過日に提供したCD-Rによる写しの交
付を希望します。）

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室等を対
象として、情報ｼｽﾃﾑ課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで平成26年5月10日以降送受信
したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、平成26年6月8日時点で存在
し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

7月23日

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室等を対
象として、市民安全課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで平成26年5月10日以降送受信
したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、平成26年6月8日時点で存在
し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室等を対
象として、市民税課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで平成26年5月10日以降送受信し
たﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、請求日時点で存在し、電子ﾃﾞｰ
ﾀとして開示できるもの（過日に提供したCD-Rによる写しの交付を
希望します。）

6月9日

請求

請求

請求425

6月9日

6月9日

6月19日

6月9日

7月23日

総務部
情報ｼｽﾃﾑ課

財政部
市民税課

請求

総務部
情報ｼｽﾃﾑ課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室等を対
象として、市民安全課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで平成26年5月10日以降送受信
したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、請求日時点で存在し、電子
ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの（過日に提供したCD-Rによる写しの交
付を希望します。）

請求
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整理
番号

受付日 区分 担当課等
公文書の名称その他公文書を特定するに足りる事項
(請求の内容） 公文書の名称

開示決定
等の通知
をした日

開示決定等の内容 開示しないこととした部分
開示しないこととした根拠

規定

被災車両ﾃﾞｰﾀの送付について（平成26年3月分）（←愛知県市町村課）
他35件

全開示

被災車両ﾃﾞｰﾀの送付について（平成26年3月分）（←愛知県市町村課）
他18件

一部開示
登録番号又は車両番号、車台番号、氏名、住所、使用の本拠の位
置、ﾊﾟｽﾜｰﾄﾞ、ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ

条例第7条第2号､3号､7号

資産評価ｼｽﾃﾑ研究ｾﾝﾀｰが実施する研修会等への参加申し込みについて（回
答）
他1件

全開示

固定資産税ｾﾐﾅｰの申し込みについて（愛知県春日井市）
他1件

一部開示 個人名、ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ、年齢 条例第7条第2号

資産評価ｼｽﾃﾑ研究ｾﾝﾀｰが実施する研修会等への参加申し込みについて（回
答）
他2件

全開示

固定資産税ｾﾐﾅｰの申し込みについて（愛知県春日井市）
他3件

一部開示 個人名、ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ 条例第7条第2号

435 6月9日 請求
財政部
収納課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室等を対
象として、収納課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで平成26年5月10日以降送受信した
ﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、請求日時点で存在し、電子ﾃﾞｰﾀ
として開示できるもの（過日に提供したCD-Rによる写しの交付を
希望します。）

社会保障･税番号制度についての説明会の開催について
他3件

6月23日 全開示

436 6月9日 請求
財政部
収納課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室等を対
象として、収納課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで平成26年5月10日以降送受信した
ﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、平成26年6月8日時点で存在し、
電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

社会保障･税番号制度についての説明会の開催について
他4件

6月23日 全開示

437 6月9日 請求
市民生活部

市民活動推進課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室等を対
象として、市民活動推進課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで平成26年5月10日以降送
受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、請求日時点で存在し、電
子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの（過日に提供したCD-Rによる写しの
交付を希望します。）

日本計量新報速報電子版2014年5月25日号
他2件

6月23日 全開示

438 6月9日 請求
市民生活部

市民活動推進課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室等を対
象として、市民活動推進課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで平成26年5月10日以降送
受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、平成26年6月8日時点で
存在し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

日本計量新報速報電子版2014年5月25日号
他5件

6月23日 全開示

平成26年度男女共同参画社会づくりに向けての全国会議のご案内
他2件

全開示

納涼まつりに係る市民生活部従事職員の調査について 一部開示 職員番号 条例第7条第2号

男女共同参画会議決定を踏まえた地域における取組の推進について
他3件

全開示

平成26年度男女共同参画社会づくりに向けての全国会議のご案内 一部開示 氏名、ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ 条例第7条第2号

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室等を対
象として、男女共同参画課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで平成26年5月10日以降送
受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、平成26年6月8日時点で
存在し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室等を対
象として、男女共同参画課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで平成26年5月10日以降送
受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、請求日時点で存在し、電
子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの（過日に提供したCD-Rによる写しの
交付を希望します。）

6月9日

6月9日 請求

432

434

433

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室等を対
象として、資産税課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで平成26年5月10日以降送受信し
たﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、平成26年6月8日時点で存在
し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

6月9日

440
市民生活部

男女共同参画課

6月20日

6月23日

6月20日

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室等を対
象として、市民税課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで平成26年5月10日以降送受信し
たﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、平成26年6月8日時点で存在
し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

6月9日 請求

請求
財政部

資産税課

財政部
市民税課

市民生活部
男女共同参画課

請求

財政部
資産税課

6月23日

6月23日

439

6月9日 請求

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室等を対
象として、資産税課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで平成26年5月10日以降送受信し
たﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、請求日時点で存在し、電子ﾃﾞｰ
ﾀとして開示できるもの（過日に提供したCD-Rによる写しの交付を
希望します。）
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整理
番号

受付日 区分 担当課等
公文書の名称その他公文書を特定するに足りる事項
(請求の内容） 公文書の名称

開示決定
等の通知
をした日

開示決定等の内容 開示しないこととした部分
開示しないこととした根拠

規定

441 6月9日 請求
市民生活部

市民課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室等を対
象として、市民課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで平成26年5月10日以降送受信した
ﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、請求日時点で存在し、電子ﾃﾞｰﾀ
として開示できるもの（過日に提供したCD-Rによる写しの交付を
希望します。）

ﾎﾟｽﾀｰ用の画像ﾃﾞｰﾀについて
他3件

6月20日 全開示

442 6月9日 請求
市民生活部

市民課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室等を対
象として、市民課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで平成26年5月10日以降送受信した
ﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、平成26年6月8日時点で存在し、
電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

ﾎﾟｽﾀｰ用の画像ﾃﾞｰﾀについて
他3件

6月20日 全開示

443 6月9日 請求
文化ｽﾎﾟｰﾂ部

文化課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室等を対
象として、文化課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで平成26年5月10日以降送受信した
ﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、請求日時点で存在し、電子ﾃﾞｰﾀ
として開示できるもの（過日に提供したCD-Rによる写しの交付を
希望します。）

「こまき信長お月見まつり」同時開催「地域ﾌﾞﾗﾝﾄﾞｻﾐｯﾄIN小牧」における自治体
ｷｬﾗｸﾀｰの参加について

6月23日 全開示

444 6月9日 請求
文化ｽﾎﾟｰﾂ部

文化課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室等を対
象として、文化課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで平成26年5月10日以降送受信した
ﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、平成26年6月8日時点で存在し、
電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

「こまき信長お月見まつり」同時開催「地域ﾌﾞﾗﾝどｻﾐｯﾄIN小牧」における自治体
ｷｬﾗｸﾀｰの参加について（依頼）
他1件

6月23日 全開示

445 6月9日 請求
文化ｽﾎﾟｰﾂ部

ｽﾎﾟｰﾂ課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室等を対
象として、ｽﾎﾟｰﾂ課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで平成26年5月10日以降送受信した
ﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、請求日時点で存在し、電子ﾃﾞｰﾀ
として開示できるもの（過日に提供したCD-Rによる写しの交付を
希望します。）

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と春日井市情報公
開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を営む個人と、春日井市立の学
校･保育園と春日井市の課室等を対象として、ｽﾎﾟｰﾂ課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで平成26年5
月10日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、請求日時点で存在し、
電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの（過日に提供したCD-Rによる写しの交付を希望
します。）

6月17日
不開示
(不存在)

不存在

446 6月9日 請求
文化ｽﾎﾟｰﾂ部

ｽﾎﾟｰﾂ課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室等を対
象として、ｽﾎﾟｰﾂ課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで平成26年5月10日以降送受信した
ﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、平成26年6月8日時点で存在し、
電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と春日井市情報公
開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を営む個人と、春日井市立の学
校･保育園と春日井市の課室等を対象として、ｽﾎﾟｰﾂ課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで平成26年5
月10日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、請求日時点で存在し、
電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

6月17日
不開示
(不存在)

不存在

447 6月9日 請求
文化ｽﾎﾟｰﾂ部
生涯学習課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室等を対
象として、生涯学習課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで平成26年5月10日以降送受信
したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、請求日時点で存在し、電子
ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの（過日に提供したCD-Rによる写しの交
付を希望します。）

愛知県ﾕﾈｽｺｽｸｰﾙ活動助成金交付要綱の一部改正について（通知）他13件 6月23日 全開示

愛知県ﾕﾈｽｺｽｸｰﾙ活動助成金交付要綱の一部改正について（通知）他14件 全開示

関係各位2014年度日本女性学習財団賞募集について（依頼）他3件 一部開示 氏名､ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ 条例第7条第2号

449 6月9日 請求
文化ｽﾎﾟｰﾂ部

図書館

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室等を対
象として、図書館ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで平成26年5月10日以降送受信した
ﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、請求日時点で存在し、電子ﾃﾞｰﾀ
として開示できるもの（過日に提供したCD-Rによる写しの交付を
希望します。）

「あいちｻｲｴﾝｽﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ2014」への参加について
他17件

6月20日 全開示

450 6月9日 請求
文化ｽﾎﾟｰﾂ部

図書館

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室等を対
象として、図書館ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで平成26年5月10日以降送受信した
ﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、平成26年6月8日時点で存在し、
電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

「あいちｻｲｴﾝｽﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ2014」への参加について
他32件

6月20日 全開示

451 6月9日 請求
健康福祉部
健康増進課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室等を対
象として、健康増進課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで平成26年5月10日以降送受信
したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、請求日時点で存在し、電子
ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの（過日に提供したCD-Rによる写しの交
付を希望します。）

禁煙週間街頭ｷｬﾝﾍﾟｰﾝの実施について（回答）
他3件

6月19日 全開示

6月9日448 6月23日請求

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室等を対
象として、生涯学習課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで平成26年5月10日以降送受信
したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、平成26年6月8日時点で存在
し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

文化ｽﾎﾟｰﾂ部
生涯学習課
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整理
番号

受付日 区分 担当課等
公文書の名称その他公文書を特定するに足りる事項
(請求の内容） 公文書の名称

開示決定
等の通知
をした日

開示決定等の内容 開示しないこととした部分
開示しないこととした根拠

規定

452 6月9日 請求
健康福祉部
健康増進課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室等を対
象として、健康増進課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで平成26年5月10日以降送受信
したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、平成26年6月8日時点で存在
し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

禁煙週間街頭ｷｬﾝﾍﾟｰﾝの実施について（回答）
他3件

6月19日 全開示

453 6月9日 請求
健康福祉部
介護保険課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室等を対
象として、介護保険課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで平成26年5月10日以降送受信
したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、請求日時点で存在し、電子
ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの（過日に提供したCD-Rによる写しの交
付を希望します。）

平成26年度要介護認定適正化事業における認定調査員能力向上研修会の開
催について
他14件

6月23日 全開示

454 6月9日 請求
健康福祉部
介護保険課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室等を対
象として、介護保険課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで平成26年5月10日以降送受信
したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、平成26年6月8日時点で存在
し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

平成25年度介護給付費等事業実績通知書及び地域支援事業実績通知書の提
出等について
他18件

6月23日 全開示

第6部研修実施計画について（送付）
他15件

全開示

Re平成26年度春日井市総合防災訓練に係る職員参加依頼について 一部開示 電話番号 条例第7条第2号

第6部研修実施計画について（送付）
他19件

全開示

【交通安全】緊急特報の送付
他1件

一部開示 氏名 条例第7条第2号

457 6月9日 請求
健康福祉部

障がい福祉課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室等を対
象として、障がい福祉課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで平成26年5月10日以降送受
信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、請求日時点で存在し、電子
ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの（過日に提供したCD-Rによる写しの交
付を希望します。）

施設入所障害児に対する臨時福祉給付金の対応について
他2件

6月23日 全開示

458 6月9日 請求
健康福祉部

障がい福祉課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室等を対
象として、障がい福祉課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで平成26年5月10日以降送受
信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、平成26年6月8日時点で存
在し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

施設入所障害児に対する臨時福祉給付金の対応について
他2件

6月23日 全開示

459 6月9日 請求
健康福祉部
生活援護課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室等を対
象として、図書館ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで平成26年5月10日以降送受信した
ﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、請求日時点で存在し、電子ﾃﾞｰﾀ
として開示できるもの（過日に提供したCD-Rによる写しの交付を
希望します。）

ﾎｰﾑﾚｽ等への臨時福祉給付金の周知について（事務連絡）
他7件

6月17日 全開示

460 6月9日 請求
健康福祉部
生活援護課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室等を対
象として、生活援護課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで平成26年5月10日以降送受信
したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、平成26年6月8日時点で存在
し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

ﾎｰﾑﾚｽ等への臨時福祉給付金の周知について（事務連絡）
他10件

6月17日 全開示

平成26年度第1回春日井市DV対策連絡協議会出席者報告について他16件 全開示

前所属調査票、平成26年5月臨時職員月例報告 一部開示 職員番号､ID､勤務日数､勤務時間､単価 条例第7条第2号

請求
健康福祉部

保険医療年金課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室等を対
象として、保険医療年金課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで平成26年5月10日以降送
受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、請求日時点で存在し、電
子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの（過日に提供したCD-Rによる写しの
交付を希望します。）

6月20日

6月9日

6月9日

健康福祉部
高齢福祉課

請求

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室等を対
象として、高齢福祉課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで平成26年5月10日以降送受信
したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、平成26年6月8日時点で存在
し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

6月9日456

6月23日

健康福祉部
高齢福祉課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室等を対
象として、高齢福祉課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで平成26年5月10日以降送受信
したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、請求日時点で存在し、電子
ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの（過日に提供したCD-Rによる写しの交
付を希望します。）

6月20日請求455

461
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整理
番号

受付日 区分 担当課等
公文書の名称その他公文書を特定するに足りる事項
(請求の内容） 公文書の名称

開示決定
等の通知
をした日

開示決定等の内容 開示しないこととした部分
開示しないこととした根拠

規定

462 6月9日 請求
健康福祉部

保険医療年金課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室等を対
象として、保険医療年金課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで平成26年5月10日以降送
受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、平成26年6月8日時点で
存在し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

全国健康保険協会管掌健康保険及び厚生年金保険被扶養者の資格及び報酬
等の調査に伴う提出物について他23件

6月23日 全開示

463 6月9日 請求
青少年子ども部
子ども政策課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室等を対
象として、子ども政策課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで平成26年5月10日以降送受
信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、請求日時点で存在し、電子
ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの（過日に提供したCD-Rによる写しの交
付を希望します。）

平成26年度愛知県児童虐待対策ｾﾐﾅｰについて（通知
他4件

6月20日 全開示

464 6月9日 請求
青少年子ども部
子ども政策課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室等を対
象として、子ども政策課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで平成26年5月10日以降送受
信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、平成26年6月8日時点で存
在し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

平成26年度愛知県児童虐待対策ｾﾐﾅｰについて（通知
他4件

6月20日 全開示

愛知県現任保育士研修資料代について
他26件

全開示

第2回主任会報告書のご確認をお願いします 一部開示 氏名 条例第7条第2号

愛知県現任保育士研修資料代について
他32件

全開示

県社協会長表彰及び感謝状の候補者推薦の様式について
他5件

一部開示 氏名、ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ 条例第7条第2号

467 6月9日 請求
環境部

ごみ減量推進課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室等を対
象として、ごみ減量推進課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで平成26年5月10日以降送
受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、請求日時点で存在し、電
子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの（過日に提供したCD-Rによる写しの
交付を希望します。）

「消費生活展2014」ｸｲｽﾞﾗﾘｰ問題記入用紙の提出
他12件

6月18日 全開示

「消費生活展2014」ｸｲｽﾞﾗﾘｰ問題記入用紙の提出
他12件

全開示

小型家電4月実績 一部開示 氏名、ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ 条例第7条第2号

地方公共団体の行政手続等に係るｵﾝﾗｲﾝ利用状況の調査について（回答） 全開示

勤務割ﾃﾞｰﾀの送信について 一部開示 職員番号 条例第7条第2号

470 6月9日 請求
環境部

清掃事業所

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室等を対
象として、清掃事業所ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで平成26年5月10日以降送受信
したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、平成26年6月8日時点で存在
し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

地方公共団体の行政手続等に係るｵﾝﾗｲﾝ利用状況の調査について（回答）
他1件

6月23日 全開示

6月9日

6月9日468

6月23日

6月9日

請求

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室等を対
象として、清掃事業所ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで平成26年5月10日以降送受信
したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、請求日時点で存在し、電子
ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの（過日に提供したCD-Rによる写しの交
付を希望します。）

青少年子ども部
保育課

請求

6月18日
環境部

ごみ減量推進課

請求

請求

環境部
清掃事業所

6月23日

466
青少年子ども部

保育課

465

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室等を対
象として、保育課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで平成26年5月10日以降送受信した
ﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、請求日時点で存在し、電子ﾃﾞｰﾀ
として開示できるもの（過日に提供したCD-Rによる写しの交付を
希望します。）

6月9日

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室等を対
象として、保育課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで平成26年5月10日以降送受信した
ﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、平成26年6月8日時点で存在し、
電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

469

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室等を対
象として、ごみ減量推進課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで平成26年5月10日以降送
受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、平成26年6月8日時点で
存在し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

6月23日
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整理
番号

受付日 区分 担当課等
公文書の名称その他公文書を特定するに足りる事項
(請求の内容） 公文書の名称

開示決定
等の通知
をした日

開示決定等の内容 開示しないこととした部分
開示しないこととした根拠

規定

471 6月9日 請求
環境部

衛生ﾌﾟﾗﾝﾄ

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室等を対
象として、衛生ﾌﾟﾗﾝﾄﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで平成26年5月10日以降送受信し
たﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、請求日時点で存在し、電子ﾃﾞｰ
ﾀとして開示できるもの（過日に提供したCD-Rによる写しの交付を
希望します。）

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と春日井市情報公
開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を営む個人と、春日井市立の学
校･保育園と春日井市の課室等を対象として、衛生ﾌﾟﾗﾝﾄﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで平成26年
5月10日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、請求日時点で存在し、
電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの（過日に提供したCD-Rによる写しの交付を希望
します。）

6月18日
不開示
(不存在)

不存在

472 6月9日 請求
環境部

衛生ﾌﾟﾗﾝﾄ

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室等を対
象として、衛生ﾌﾟﾗﾝﾄﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで平成26年5月10日以降送受信し
たﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、平成26年6月8日時点で存在
し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と春日井市情報公
開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を営む個人と、春日井市立の学
校･保育園と春日井市の課室等を対象として、衛生ﾌﾟﾗﾝﾄﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで平成26年
5月10日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、請求日時点で存在し、
電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

6月18日
不開示
(不存在)

不存在

愛知県6月議会補正予算案「燃料電池自動車普及･水素ｽﾃｰｼｮﾝ設置促進に向
けた普及啓発の場を整備します」に係る記者発表について
他7件

全開示

Re：平成26年度春日井市総合防災訓練に係る職員参加依頼について 一部開示 個人の電話番号 条例第7条第2号

愛知県6月議会補正予算案「燃料電池自動車普及･水素ｽﾃｰｼｮﾝ設置促進に向
けた普及啓発の場を整備します」に係る記者発表について
他16件

全開示

後援名義使用承認の依頼について2件
他1件

一部開示 個人の氏名及びﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ 条例第7条第2号

475 6月9日 請求
産業部

経済振興課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室等を対
象として、経済振興課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで平成26年5月10日以降送受信
したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、請求日時点で存在し、電子
ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの（過日に提供したCD-Rによる写しの交
付を希望します。）

「まち楽」及び「県」のﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ掲載の情報提供について
他6件

6月23日 全開示

476 6月9日 請求
産業部

経済振興課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室等を対
象として、経済振興課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで平成26年5月10日以降送受信
したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、平成26年6月8日時点で存在
し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

「まち楽」及び「県」のﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ掲載の情報提供について
他13件

6月23日 全開示

477 6月9日 請求
産業部
農政課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室等を対
象として、 農政課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで平成26年5月10日以降送受信した
ﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、請求日時点で存在し、電子ﾃﾞｰﾀ
として開示できるもの（過日に提供したCD-Rによる写しの交付を
希望します。）

【各市町農政担当者様】地域農業ﾘｰﾀﾞｰ育成事業実施要領の一部改正につい
て(通知）他9件

6月23日 全開示

478 6月9日 請求
産業部
農政課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室等を対
象として、 農政課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで平成26年5月10日以降送受信した
ﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、平成26年6月8日時点で存在し、
電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

【各市町農政担当者様】地域農業ﾘｰﾀﾞｰ育成事業実施要領の一部改正につい
て(通知）他13件

6月23日 全開示

479 6月9日 請求
まちづくり推進部

都市政策課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室等を対
象として、都市政策課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで平成26年5月10日以降送受信
したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、請求日時点で存在し、電子
ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの（過日に提供したCD-Rによる写しの交
付を希望します。）

平成26年度屋外広告物事務担当者向け初任者講習会の開催について
他1件

6月23日 全開示

480 6月9日 請求
まちづくり推進部

都市政策課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室等を対
象として、都市政策課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで平成26年5月10日以降送受信
したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、平成26年6月8日時点で存在
し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

平成26年度屋外広告物事務担当者向け初任者講習会の開催について
他1件

6月23日 全開示

請求

6月20日

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室等を対
象として、企業活動支援課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで平成26年5月10日以降送
受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、請求日時点で存在し、電
子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの（過日に提供したCD-Rによる写しの
交付を希望します。）

6月20日

6月9日

6月9日

請求473

474

産業部
企業活動支援課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室等を対
象として、企業活動支援課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで平成26年5月10日以降送
受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、平成26年6月8日時点で
存在し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

産業部
企業活動支援課
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整理
番号

受付日 区分 担当課等
公文書の名称その他公文書を特定するに足りる事項
(請求の内容） 公文書の名称

開示決定
等の通知
をした日

開示決定等の内容 開示しないこととした部分
開示しないこととした根拠

規定

481 6月9日 請求
まちづくり推進部

建築指導課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室等を対
象として、建築指導課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで平成26年5月10日以降送受信
したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、請求日時点で存在し、電子
ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの（過日に提供したCD-Rによる写しの交
付を希望します。）

違法貸しﾙｰﾑ対策の推進について 6月20日 全開示

482 6月9日 請求
まちづくり推進部

建築指導課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室等を対
象として、建築指導課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで平成26年5月10日以降送受信
したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、平成26年6月8日時点で存在
し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

違法貸しﾙｰﾑ対策の推進について
他3件

6月20日 全開示

483 6月9日 請求
建設部
道路課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室等を対
象として、道路課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで平成26年5月10日以降送受信した
ﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、請求日時点で存在し、電子ﾃﾞｰﾀ
として開示できるもの（過日に提供したCD-Rによる写しの交付を
希望します。）

平成26年度道路情報便覧更新作業説明会について
他23件

6月23日 全開示

484 6月9日 請求
建設部
道路課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室等を対
象として、道路課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで平成26年5月10日以降送受信した
ﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、平成26年6月8日時点で存在し、
電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

平成26年度道路情報便覧更新作業説明会について
他26件

6月23日 全開示

485 6月9日 請求
建設部

公園緑地課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室等を対
象として、公園緑地課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで平成26年5月10日以降送受信
したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、請求日時点で存在し、電子
ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの（過日に提供したCD-Rによる写しの交
付を希望します。）

市街地緑化防災対策推進事業制度要綱等の制定について（通知）
他3件

6月17日 全開示

市街地緑化防災対策推進事業制度要綱等の制定について（通知）
他3件

全開示

平成26年度みどりの学習教室の実施について 一部開示 印影 条例第7条第3号､4号

487 6月9日 請求
建設部

河川排水課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室等を対
象として、河川排水課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで平成26年5月10日以降送受信
したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、請求日時点で存在し、電子
ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの（過日に提供したCD-Rによる写しの交
付を希望します。）

「平成26年災害手帳」等の発行について
他4件

6月19日 全開示

「平成26年災害手帳」等の発行について
他4件

全開示

「平成26年災害手帳」等の発行について 一部開示 法人の印影、担当者氏名 条例第7条第2号､3号､4号

489 6月9日 請求
建設部

住宅施設課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室等を対
象として、住宅施設課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで平成26年5月10日以降送受信
したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、請求日時点で存在し、電子
ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの（過日に提供したCD-Rによる写しの交
付を希望します。）

保全ﾏﾈｰｼﾞﾒﾝﾄｼｽﾃﾑ利用状況 6月17日 全開示

公共建築のFMと保全ﾈｯﾄﾜｰｸﾆｭｰｽ（公共ｴﾌｴﾑﾆｭｰｽ）第77号
他3件

全開示

保全ﾏﾈｰｼﾞﾒﾝﾄｼｽﾃﾑ利用状況 一部開示 氏名、ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ 条例第7条第2号

6月9日 請求

6月9日

建設部
公園緑地課

6月19日

6月17日

6月17日請求490

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室等を対
象として、公園緑地課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで平成26年5月10日以降送受信
したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、平成26年6月8日時点で存在
し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

6月9日 請求

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室等を対
象として、住宅施設課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで平成26年5月10日以降送受信
したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、平成26年6月8日時点で存在
し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

486

488

建設部
住宅施設課

建設部
河川排水課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室等を対
象として、河川排水課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで平成26年5月10日以降送受信
したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、平成26年6月8日時点で存在
し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの
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491 6月9日 請求
市民病院
医事課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室等を対
象として、医事課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで平成26年5月10日以降送受信した
ﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、請求日時点で存在し、電子ﾃﾞｰﾀ
として開示できるもの（過日に提供したCD-Rによる写しの交付を
希望します。）

平成26年度第1回統括DMAT研修に係る受講者の募集について
他3件

6月23日 全開示

平成26年度第1回統括DMAT研修に係る受講者の募集について
他6件

全開示

平成26年度第5回（東第3回）DMAT研修に係る県推薦結果について 一部開示 氏名 条例第7条第2号

493 6月9日 請求
市民病院
管理課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室等を対
象として、管理課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで平成26年5月10日以降送受信した
ﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、請求日時点で存在し、電子ﾃﾞｰﾀ
として開示できるもの（過日に提供したCD-Rによる写しの交付を
希望します。）

ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞの発生状況について（第18週/4月28日から5月4日まで） 6月23日 全開示

494 6月9日 請求
市民病院
管理課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室等を対
象として、管理課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで平成26年5月10日以降送受信した
ﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、平成26年6月8日時点で存在し、
電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞの発生状況について（第18週/4月28日から5月4日まで）
他2件

6月23日 全開示

495 6月9日 請求
市民病院

医療連携室

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室等を対
象として、医療連携室ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで平成26年5月10日以降送受信
したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、請求日時点で存在し、電子
ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの（過日に提供したCD-Rによる写しの交
付を希望します。）

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と春日井市情報公
開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を営む個人と、春日井市立の学
校･保育園と春日井市の課室等を対象として、医療連携室ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで平成26
年5月10日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、請求日時点で存在
し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの（過日に提供したCD-Rによる写しの交付を
希望します。）

6月23日
不開示
(不存在)

不存在

496 6月9日 請求
市民病院

医療連携室

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室等を対
象として、医療連携室ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで平成26年5月10日以降送受信
したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、平成26年6月8日時点で存在
し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と春日井市情報公
開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を営む個人と、春日井市立の学
校･保育園と春日井市の課室等を対象として、医療連携室ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで平成26
年5月10日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、平成26年6月8日時
点で存在し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

6月23日
不開示
(不存在)

不存在

497 6月9日 請求
市民病院

栄養管理室

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室等を対
象として、栄養管理室ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで平成26年5月10日以降送受信
したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、請求日時点で存在し、電子
ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの（過日に提供したCD-Rによる写しの交
付を希望します。）

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と春日井市情報公
開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を営む個人と、春日井市立の学
校･保育園と春日井市の課室等を対象として、栄養管理室ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで平成26
年5月10日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、請求日時点で存在
し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの（過日に提供したCD-Rによる写しの交付を
希望します。）

6月23日
不開示
(不存在)

不存在

498 6月9日 請求
市民病院

栄養管理室

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室等を対
象として、栄養管理室ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで平成26年5月10日以降送受信
したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、平成26年6月8日時点で存在
し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と春日井市情報公
開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を営む個人と、春日井市立の学
校･保育園と春日井市の課室等を対象として、栄養管理室ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで平成26
年5月10日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、平成26年6月8日時
点で存在し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

6月23日
不開示
(不存在)

不存在

499 6月9日 請求
上下水道部
水道工務課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室等を対
象として、水道工務課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで平成26年5月10日以降送受信
したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、請求日時点で存在し、電子
ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの（過日に提供したCD-Rによる写しの交
付を希望します。）

東神明配水場位置図
他3件

6月23日 全開示

受注登録内容確認のお願い
他1件

全開示

東神明配水場のｾｺﾑｾﾝｻｰの移設の件について
他7件

一部開示 個人の氏名･生年月日･ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ･ID･資格者証番号･印影 条例第7条第2号､3号､4号

6月23日6月9日 請求
上下水道部
水道工務課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室等を対
象として、水道工務課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで平成26年5月10日以降送受信
したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、平成26年6月8日時点で存在
し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室等を対
象として、医事課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで平成26年5月10日以降送受信した
ﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、平成26年6月8日時点で存在し、
電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

6月23日
市民病院
医事課

500

492 6月9日 請求
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整理
番号

受付日 区分 担当課等
公文書の名称その他公文書を特定するに足りる事項
(請求の内容） 公文書の名称

開示決定
等の通知
をした日

開示決定等の内容 開示しないこととした部分
開示しないこととした根拠

規定

Re：平成26年度愛知県水道水質検査外部精度管理実地研修会の開催につい
て（照会）
他4件

全開示

Re：第5部（ｱｻーﾃｨﾌﾞｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ）研修受講生の募集について 一部開示 職員番号 条例第7条第2号

502 6月9日 請求
上下水道部

配水管理事務所

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室等を対
象として、配水管理事務所ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで平成26年5月10日以降送
受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、平成26年6月8日時点で
存在し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

Re：平成26年度愛知県水道水質検査外部精度管理実地研修会の開催につい
て（照会）
他5件

6月23日 全開示

503 6月9日 請求
会計管理者

会計課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室等を対
象として、会計課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで平成26年5月10日以降送受信した
ﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、請求日時点で存在し、電子ﾃﾞｰﾀ
として開示できるもの（過日に提供したCD-Rによる写しの交付を
希望します。）

証紙出納計算書（春日井市5月分）
他1件

6月19日 全開示

504 6月9日 請求
会計管理者

会計課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室等を対
象として、会計課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで平成26年5月10日以降送受信した
ﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、平成26年6月8日時点で存在し、
電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

証紙出納計算書（春日井市5月分）
他5件

6月19日 全開示

505 6月9日 請求
消防本部

消防総務課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室等を対
象として、消防総務課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで平成26年5月10日以降送受信
したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、請求日時点で存在し、電子
ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの（過日に提供したCD-Rによる写しの交
付を希望します。）

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と春日井市情報公
開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を営む個人と、春日井市立の学
校･保育園と春日井市の課室等を対象として、消防総務課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで平成26
年5月10日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、請求日時点で存在
し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの（過日に提供したCD-Rによる写しの交付を
希望します。）

6月23日
不開示
(不存在)

不存在

506 6月9日 請求
消防本部

消防総務課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室等を対
象として、消防総務課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで平成26年5月10日以降送受信
したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、平成26年6月8日時点で存在
し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と春日井市情報公
開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を営む個人と、春日井市立の学
校･保育園と春日井市の課室等を対象として、消防総務課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで平成26
年5月10日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、平成26年6月8日時
点で存在し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

6月23日
不開示
(不存在)

不存在

507 6月9日 請求
消防本部
予防課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室等を対
象として、予防課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで平成26年5月10日以降送受信した
ﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、請求日時点で存在し、電子ﾃﾞｰﾀ
として開示できるもの（過日に提供したCD-Rによる写しの交付を
希望します。）

平成26年「国民安全の日」における各種行事の実施について（通知）
他4件

6月23日 全開示

平成26年「国民安全の日」における各種行事の実施について（通知）
他4件

全開示

平成26年度林野火災防止標識配布市町村等の推薦について 一部開示 担当者名、E-mail 条例第7条第2号

総務課教養担当様←通信指令室
他3件

全開示

補佐職研修行程表 一部開示 住所、職員番号、最寄りのﾊﾞｽ停 条例第7条第2号

510 6月9日 請求
消防本部

通信指令室

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室等を対
象として、通信司令室ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで平成26年5月10日以降送受信
したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、平成26年6月8日時点で存在
し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

総務課教養担当様←通信指令室
他7件

6月23日 全開示

6月23日

6月23日

6月9日

508

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室等を対
象として、予防課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで平成26年5月10日以降送受信した
ﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、平成26年6月8日時点で存在し、
電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

6月23日

6月9日501

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室等を対
象として、配水管理事務所ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで平成26年5月10日以降送
受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、請求日時点で存在し、電
子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの（過日に提供したCD-Rによる写しの
交付を希望します。）

509

6月9日 請求
消防本部
予防課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室等を対
象として、通信司令室ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで平成26年5月10日以降送受信
したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、請求日時点で存在し、電子
ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの（過日に提供したCD-Rによる写しの交
付を希望します。）

請求
上下水道部

配水管理事務所

請求
消防本部

通信指令室
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整理
番号

受付日 区分 担当課等
公文書の名称その他公文書を特定するに足りる事項
(請求の内容） 公文書の名称

開示決定
等の通知
をした日

開示決定等の内容 開示しないこととした部分
開示しないこととした根拠

規定

511 6月9日 請求
消防本部
消防署

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室等を対
象として、消防署ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで平成26年5月10日以降送受信した
ﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、請求日時点で存在し、電子ﾃﾞｰﾀ
として開示できるもの（過日に提供したCD-Rによる写しの交付を
希望します。）

5月分の応援出場状況について
他1件

6月23日 全開示

512 6月9日 請求
消防本部
消防署

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室等を対
象として、消防署ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで平成26年5月10日以降送受信した
ﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、平成26年6月8日時点で存在し、
電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

仮設置用の消火器について
他3件

6月23日 全開示

513 6月9日 請求
消防本部
東出張所

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室等を対
象として、東出張所ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで平成26年5月10日以降送受信し
たﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、請求日時点で存在し、電子ﾃﾞｰ
ﾀとして開示できるもの（過日に提供したCD-Rによる写しの交付を
希望します。）

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と春日井市情報公
開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を営む個人と、春日井市立の学
校･保育園と春日井市の課室等を対象として、東出張所ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで平成26年5
月10日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、請求日時点で存在し、
電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの（過日に提供したCD-Rによる写しの交付を希望
します。）

6月23日
不開示
(不存在)

不存在

514 6月9日 請求
消防本部
東出張所

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室等を対
象として、東出張所ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで平成26年5月10日以降送受信し
たﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、平成26年6月8日時点で存在
し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と春日井市情報公
開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を営む個人と、春日井市立の学
校･保育園と春日井市の課室等を対象として、東出張所ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで平成26年5
月10日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、請求日時点で存在し、
電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

6月23日
不開示
(不存在)

不存在

515 6月9日 請求
消防本部
西出張所

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室等を対
象として、西出張所ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで平成26年5月10日以降送受信し
たﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、請求日時点で存在し、電子ﾃﾞｰ
ﾀとして開示できるもの（過日に提供したCD-Rによる写しの交付を
希望します。）

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と春日井市情報公
開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を営む個人と、春日井市立の学
校･保育園と春日井市の課室等を対象として、西出張所ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで平成26年5
月10日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、請求日時点で存在し、
電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの（過日に提供したCD-Rによる写しの交付を希望
します。）

6月23日
不開示
(不存在)

不存在

516 6月9日 請求
消防本部
西出張所

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室等を対
象として、西出張所ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで平成26年5月10日以降送受信し
たﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、平成26年6月8日時点で存在
し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と春日井市情報公
開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を営む個人と、春日井市立の学
校･保育園と春日井市の課室等を対象として、西出張所ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで平成26年5
月10日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、請求日時点で存在し、
電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

6月23日
不開示
(不存在)

不存在

517 6月9日 請求
消防本部
南出張所

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室等を対
象として、南出張所ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで平成26年5月10日以降送受信し
たﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、請求日時点で存在し、電子ﾃﾞｰ
ﾀとして開示できるもの（過日に提供したCD-Rによる写しの交付を
希望します。）

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と春日井市情報公
開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を営む個人と、春日井市立の学
校･保育園と春日井市の課室等を対象として、南出張所ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで平成26年5
月10日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、請求日時点で存在し、
電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの（過日に提供したCD-Rによる写しの交付を希望
します。）

6月23日
不開示
(不存在)

不存在

518 6月9日 請求
消防本部
南出張所

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室等を対
象として、南出張所ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで平成26年5月10日以降送受信し
たﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、平成26年6月8日時点で存在
し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と春日井市情報公
開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を営む個人と、春日井市立の学
校･保育園と春日井市の課室等を対象として、南出張所ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで平成26年5
月10日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、請求日時点で存在し、
電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

6月23日
不開示
(不存在)

不存在

519 6月9日 請求
消防本部
北出張所

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室等を対
象として、北出張所ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで平成26年5月10日以降送受信し
たﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、請求日の前日時点で存在し、
電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの（過日に提供したCD-Rによる写し
の交付を希望します。）

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と春日井市情報公
開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を営む個人と、春日井市立の学
校･保育園と春日井市の課室等を対象として、北出張所ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで平成26年5
月10日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、請求日時点で存在し、
電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの（過日に提供したCD-Rによる写しの交付を希望
します。）

6月23日
不開示
(不存在)

不存在

520 6月9日 請求
消防本部
北出張所

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室等を対
象として、北出張所ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで平成26年5月10日以降送受信し
たﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、平成26年6月8日時点で存在
し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と春日井市情報公
開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を営む個人と、春日井市立の学
校･保育園と春日井市の課室等を対象として、北出張所ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで平成26年5
月10日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、請求日時点で存在し、
電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

6月23日
不開示
(不存在)

不存在

521 6月9日 請求
消防本部

高蔵寺出張所

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室等を対
象として、高蔵寺出張所ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで平成26年5/10以降送受信し
たﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、同年6/8時点で存在し、電子
ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの（過日に提供したCD-Rによる写しの交
付を希望します。）

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と春日井市情報公
開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を営む個人と、春日井市立の学
校･保育園と春日井市の課室等を対象として、高蔵寺出張所ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで平成
26年5月10日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、請求日時点で存
在し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの（過日に提供したCD-Rによる写しの交付
を希望します。）

6月23日
不開示
(不存在)

不存在
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整理
番号

受付日 区分 担当課等
公文書の名称その他公文書を特定するに足りる事項
(請求の内容） 公文書の名称

開示決定
等の通知
をした日

開示決定等の内容 開示しないこととした部分
開示しないこととした根拠

規定

522 6月9日 請求
消防本部

高蔵寺出張所

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室等を対
象として、高蔵寺出張所ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで平成26年5月10日以降送受
信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、平成26年6月8日時点で存
在し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と春日井市情報公
開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を営む個人と、春日井市立の学
校･保育園と春日井市の課室等を対象として、高蔵寺出張所ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで平成
26年5月10日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、請求日時点で存
在し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

6月23日
不開示
(不存在)

不存在

523 6月9日 請求
教育委員会
教育総務課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室等を対
象として、教育総務課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで平成26年5月10日以降送受信
したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、請求日の前日時点で存在し、
電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの（過日に提供したCD-Rによる写し
の交付を希望します。）

平成27年版「職員録」の原稿作成について（依頼）
他6件

6月20日 全開示

平成27年版「職員録」の原稿作成について（依頼）
他5件

全開示

屋内運動場の耐震診断補強及び天井等落下防止対策講習会 一部開示 担当者名 条例第7条第2号

525 6月9日 請求
教育委員会
学校教育課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室等を対
象として、学校教育課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで平成26年5月10日以降送受信
したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、請求日の前日時点で存在し、
電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの（過日に提供したCD-Rによる写し
の交付を希望します。）

教科書編集趣意書他23件 7月23日 全開示

526 6月9日 請求
教育委員会
学校教育課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室等を対
象として、秘書課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで平成26年5月10日以降送受信した
ﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、平成26年6月8日時点で存在し、
電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

（No　Subject）他11件 7月23日 全開示

527 6月9日 請求
教育委員会

野外教育ｾﾝﾀｰ

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室等を対
象として、野外教育ｾﾝﾀｰﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで平成26年5月10日以降送受
信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、請求日の前日時点で存在
し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの（過日に提供したCD-Rによる
写しの交付を希望します。）

【AELﾈｯﾄ構成員様】ｽﾀﾝﾌﾟﾗﾘｰ講座における啓発資材等の確認について（照会）
他8件

6月23日 全開示

528 6月9日 請求
教育委員会

野外教育ｾﾝﾀｰ

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室等を対
象として、野外教育ｾﾝﾀｰﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで平成26年5月10日以降送受
信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、平成26年6月8日時点で存
在し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

（確認）【AELﾈｯﾄ構成員様】環境学習ｽﾀﾝﾌﾟﾗﾘｰ実施内容とﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄについて他
10件

6月23日 全開示

529 6月9日 請求
教育委員会
文化財課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室等を対
象として、文化財課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで平成26年5月10日以降送受信し
たﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、請求日の前日時点で存在し、
電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの（過日に提供したCD-Rによる写し
の交付を希望します。）

災害状況報告について
他6件

6月20日 全開示

530 6月9日 請求
教育委員会
文化財課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室等を対
象として、文化財課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで平成26年5月10日以降送受信し
たﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、平成26年6月8日時点で存在
し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

災害状況報告について
他9件

6月20日 全開示

請求書･見積書（ﾒｸﾞﾐﾙｸ用）他28件 全開示

2606検討会都合確認表(1)他5件 一部開示 氏名､ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ 条例第7条第2号

6月20日

531

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室等を対
象として、学校給食課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで平成26年5月10日以降送受信
したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、請求日の前日時点で存在し、
電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの（過日に提供したCD-Rによる写し
の交付を希望します。）

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室等を対
象として、教育総務課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで平成26年5月10日以降送受信
したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、平成26年6月8日時点で存在
し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

7月23日

請求

請求6月9日

524

教育委員会
学校給食課

6月9日
教育委員会
教育総務課
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整理
番号

受付日 区分 担当課等
公文書の名称その他公文書を特定するに足りる事項
(請求の内容） 公文書の名称

開示決定
等の通知
をした日

開示決定等の内容 開示しないこととした部分
開示しないこととした根拠

規定

至急尾東地区ｾﾝﾀｰ連協の情報交換について他17件 全開示

牛乳ふた開けの見積書と請求書について他10件 一部開示 氏名、ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ、端末名、ＩＰｱﾄﾞﾚｽ 条例第7条第2号､3号､4号､7号

533 6月9日 請求
議会事務局

議事課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室等を対
象として、議事課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで平成26年5月10日以降送受信した
ﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、平成26年6月8日時点で存在し、
電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの（過日に提供したCD-Rによる写し
の交付を希望します。）

犬山市副議長就任に伴うあいさつ状の送付について
他13件

6月19日 全開示

534 6月9日 請求
議会事務局

議事課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室等を対
象として、議事課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで平成26年5月10日以降送受信した
ﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、平成26年6月8日時点で存在し、
電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

犬山市副議長就任に伴うあいさつ状の送付について
他13件

6月19日 全開示

535 6月9日 請求
監査事務局

監査課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室等を対
象として、監査課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで平成26年5月10日以降送受信した
ﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、平成26年6月8日時点で存在し、
電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの（過日に提供したCD-Rによる写し
の交付を希望します。）

監査委員の異動について（通知）
他2件

6月19日 全開示

536 6月9日 請求
監査事務局

監査課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室等を対
象として、監査課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで平成26年5月10日以降送受信した
ﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、平成26年6月8日時点で存在し、
電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

監査委員の異動について（通知）
他2件

6月19日 全開示

【H26まちづくり勉強会】都市再生整備計画事業等に関する勉強会への参加意
向について
春日井市地域防災計画の修正について（報告）

全開示

【各市町村土地区画整理担当者様】平成26年度愛知県市町村職員土地区画整
理研修会の開催について（ご案内）

一部開示 個人名及びﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ 条例第7条第2号

538 6月9日 請求
環境部

ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室等を対
象として、ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで平成26年5月10日以降送受信し
たﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、請求日時点で存在し、電子ﾃﾞｰ
ﾀとして開示できるもの
（過日に提供したＣＤ-Ｒによる写しの交付を希望します。）

【AELﾈｯﾄ構成員様】第1回AEL協議会について 6月19日 全開示

【H26まちづくり勉強会】都市再生整備計画事業等に関する勉強会への参加意
向について

全開示

【各市町村土地区画整理担当者様】平成26年度愛知県市町村職員土地区画整
理研修会の開催について（ご案内）

一部開示 個人名、ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｱｽ、役職 条例第7条第2号

540 6月10日 請求
環境部

ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室等を対
象として、ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで平成26年5月10日以降送受信し
たﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、平成26年6月8日時点で存在
し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

ASECからのお知らせ他1件 6月19日 全開示

541 6月13日 請求
総務部
総務課

春日井市の情報公開条例が施行された時点以降において、春日
井市の情報公開条例において実施機関として定義されている機
関が当事者となった訴訟事件（民事、刑事の両方）の事件番号の
すべてがわかる文書で、最小の枚数で済むもの

春日井市の情報公開条例が施行された時点以降において、春日井市の情報公
開条例において実施機関として定義されている機関が当事者となった訴訟事件
の事件番号のすべてがわかる文書

7月28日 一部開示 事件番号、氏名、住所、職名、印影、法人名及び所在地 条例第7条第2号､3号､4号

6月23日

7月23日532
教育委員会
学校給食課

6月23日

6月9日

請求
まちづくり推進部

都市整備課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室等を対
象として、都市整備課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで平成26年5月10日以降送受信
したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、平成26年6月8日時点で存在
し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

539

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室等を対
象として都市整備課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで平成26年5月11日以降送受信し
たﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、平成26年6月8日時点で存在
し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの（過日に提供したCD-Rによる
写しの交付を希望します。）

請求

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室等を対
象として、学校給食課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで平成26年5月10日以降送受信
したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、平成26年6月8日時点で存在
し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

6月10日 請求
まちづくり推進部

都市整備課

537 6月9日
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整理
番号

受付日 区分 担当課等
公文書の名称その他公文書を特定するに足りる事項
(請求の内容） 公文書の名称

開示決定
等の通知
をした日

開示決定等の内容 開示しないこととした部分
開示しないこととした根拠

規定

542 6月13日 請求
総務部
総務課

春日井市の情報公開条例が施行された時点以降において、春日
井市の情報公開条例において実施機関として定義されている機
関に、その時点で在職していた職員個人が当事者となった訴訟事
件（民事、刑事の両方）の事件番号のすべてがわかる文書で、最
小の枚数で済むもの

春日井市の情報公開条例が施行された時点以降において、春日井市の情報公
開条例において実施機関として定義されている機関に、その時点で在職してい
た職員個人が当事者となった訴訟事件（民事、刑事の両方）の事件番号のすべ
てがわかる文書で、最小の枚数で済むもの

7月28日 一部開示 事件番号及び氏名 条例第7条第2号

543 6月13日 請求
総務部
人事課

平成23年度から平成25年度の間に人事課が主体となって行った
研修(委託業者に委託して行ったものを含む）において、研修受講
者に配布した文書において、行政不服審査法における異議申立
てと審査請求は、職権探知主義であることを説明した文書

平成23年度から平成25年度の間に人事課が主体となって行った研修(委託業
者に委託して行ったものを含む）において、研修受講者に配布した文書におい
て、行政不服審査法における異議申立てと審査請求は、職権探知主義であるこ
とを説明した文書

6月25日
不開示
(不存在)

不存在

･平成26年度eﾗｰﾆﾝｸﾞ教材提供事業の受講申込みについて 全開示

･第8回「市長部局における職位の状況調べ」について
･第三者加害事案処理状況に関する調査について

一部開示 認定番号及び被災職員氏名 条例第7条第2号

「申請に対する処分の審査基準･標準処理期間一覧表」の最新のものについ
て、総務課から直近に、ﾒｰﾙによる提出の依頼があったことに応えて、請求対象
課室が総務課にﾒｰﾙで送信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで電子ﾃﾞｰﾀとして
開示できるもの

不開示
(不存在)

不存在

地方公務員健康状況等調査について 一部開示 氏名及びﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ 条例第7条第2号

「申請に対する処分の審査基準･標準処理期間一覧表」の最新のものについ
て、総務課から直近に、ﾒｰﾙによる提出の依頼があったことに応えて、請求対象
課室が総務課にﾒｰﾙで送信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで電子ﾃﾞｰﾀとして
開示できないもの

不開示
(不存在)

不存在

546 6月16日 請求
環境部

環境政策課

環境政策課を本請求書内で、請求対象課室と記載する。
国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を
営む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室等を
対象として、請求対象課室ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで平成26年5月20日以降送
受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、請求日時点で存在し、電
子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの
「申請に対する処分の審査基準･標準処理期間一覧表」の最新の

今夏の電力受給見通しを踏まえた愛知県の対応について（通知）他5件 7月22日 全開示

547 6月16日 請求
環境部

環境政策課

環境政策課を本請求書内で、請求対象課室と記載する。
国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を
営む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室等を
対象として、請求対象課室ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで平成26年5月20日以降送
受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、請求日時点で存在し、電
子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの
「申請に対する処分の審査基準･標準処理期間一覧表」の最新の

今夏の電力受給見通しを踏まえた愛知県の対応について（通知）他6件 7月18日 全開示

尾張東部環境保全連絡協議会事務連絡会議のの開催について(依頼)他43件 全開示

【開催通知】第4回東部丘陵生態系ﾈｯﾄﾜｰｸ協議会（春日井市)他一件 一部開示 事業場担当者氏名 条例第7条第2号

「申請に対する処分の審査基準･標準処理期間一覧表」の最新のものについ
て、総務課から直近に、ﾒｰﾙによる提出の依頼があったことに応えて、請求対象
課室が総務課にﾒｰﾙで送信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで電子ﾃﾞｰﾀとして
開示できるもの

不開示
(不存在)

不存在

<環境省>自動車騒音常時監視　画的評価支援ｼｽﾃﾑの不具合対応のお願い他
49件

全開示

【開催通知】第4回東部丘陵生態系ﾈｯﾄﾜｰｸ協議会（春日井市)他6件 一部開示 事業場担当者氏名､ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ 条例第7条第2号

「申請に対する処分の審査基準･標準処理期間一覧表」の最新のものについ
て、総務課から直近に、ﾒｰﾙによる提出の依頼があったことに応えて、請求対象
課室が総務課にﾒｰﾙで送信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで電子ﾃﾞｰﾀとして
開示できないもの

不開示
(不存在)

不存在

6月16日549

環境保全課を本請求書内で、請求対象課室と記載する。
国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を
営む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室等を
対象として、請求対象課室ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで平成26年5月20日以降送
受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、請求日時点で存在し、電
子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの
「申請に対する処分の審査基準･標準処理期間一覧表」の最新の
ものについて、総務課から直近に、ﾒｰﾙによる提出の依頼があっ
たことに応えて、請求対象課室が総務課にﾒｰﾙで送信したﾒｰﾙ
ﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

6月30日

6月30日

人事課を本請求書内で、請求対象課室と記載する。
国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を
営む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室等を
対象として、請求対象課室ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで平成26年5月20日以降送
受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、請求日時点で存在し、電
子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの
「申請に対する処分の審査基準･標準処理期間一覧表」の最新の
ものについて、総務課から直近に、ﾒｰﾙによる提出の依頼があっ
たことに応えて、請求対象課室が総務課にﾒｰﾙで送信したﾒｰﾙ
ﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの
（過日に提供したCD-Rによる写しの交付を希望します。）

6月16日

548 6月16日

請求
環境部

環境保全課

請求
環境部

環境保全課
7月22日

環境保全課を本請求書内で、請求対象課室と記載する。
国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を
営む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室等を
対象として、請求対象課室ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで平成26年5月20日以降送
受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、請求日時点で存在し、電
子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの
「申請に対する処分の審査基準･標準処理期間一覧表」の最新の
ものについて、総務課から直近に、ﾒｰﾙによる提出の依頼があっ
たことに応えて、請求対象課室が総務課にﾒｰﾙで送信したﾒｰﾙ
ﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの
（過日に提供したCD-Rによる写しの交付を希望します。）

請求

544 6月16日 請求

545

総務部
人事課

総務部
人事課

人事課を本請求書内で、請求対象課室と記載する。
国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を
営む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室等を
対象として、請求対象課室ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで平成26年5月20日以降送
受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、請求日時点で存在し、電
子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの
「申請に対する処分の審査基準･標準処理期間一覧表」の最新の
ものについて、総務課から直近に、ﾒｰﾙによる提出の依頼があっ
たことに応えて、請求対象課室が総務課にﾒｰﾙで送信したﾒｰﾙ
ﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

70



整理
番号

受付日 区分 担当課等
公文書の名称その他公文書を特定するに足りる事項
(請求の内容） 公文書の名称

開示決定
等の通知
をした日

開示決定等の内容 開示しないこととした部分
開示しないこととした根拠

規定

水道事業者間の多様な形態の連携を検討するための調査について
他16件

全開示

「申請に対する処分の審査基準･標準処理期間一覧表」の最新のものについ
て、総務課から直近に、ﾒｰﾙによる提出の依頼があったことに応えて、請求対象
課室が総務課にﾒｰﾙで送信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで電子ﾃﾞｰﾀとして
開示できるもの

不開示
(不存在)

不存在

水道事業者間の多様な形態の連携を検討するための調査について
他19件

全開示

愛知県下水道協会視察研修会の開催について（案内） 一部開示 口座情報 条例第7条第3号､4号

「申請に対する処分の審査基準･標準処理期間一覧表」の最新のものについ
て、総務課から直近に、ﾒｰﾙによる提出の依頼があったことに応えて、請求対象
課室が総務課にﾒｰﾙで送信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで電子ﾃﾞｰﾀとして
開示できないもの

不開示
(不存在)

不存在

552 6月16日 請求
上下水道部

業務課

業務課を本請求書内で、請求対象課室と記載する。
国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を
営む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室等を
対象として、請求対象課室ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで平成26年5月20日以降送
受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、請求日時点で存在し、電
子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの
「申請に対する処分の審査基準･標準処理期間一覧表」の最新の
ものについて、総務課から直近に、ﾒｰﾙによる提出の依頼があっ
たことに応えて、請求対象課室が総務課にﾒｰﾙで送信したﾒｰﾙ
ﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの
（過日に提供したCD-Rによる写しの交付を希望します。）

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、春日井市情報
公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を営む個人と、春日井市立の
学校･保育園と春日井市の課室等を対象として、請求対象課室ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで平
成26年5月20日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、請求日時点で
存在し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの
「申請に対する処分の審査基準･標準処理期間一覧表」の最新のものについ
て、総務課から直近に、ﾒｰﾙによる提出の依頼があったことに応えて、請求対象
課室が総務課にﾒｰﾙで送信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで電子ﾃﾞｰﾀとして
開示できるもの

6月30日
不開示
(不存在)

不存在

平成26年度水道事業及び水道用水供給事業計画の調査について（通知） 全開示

平成27年度水道事業及び水道用水供給事業計画の調査について（通知） 一部開示 印影、氏名 条例第7条第2号､3号､4号

「申請に対する処分の審査基準･標準処理期間一覧表」の最新のものについ
て、総務課から直近に、ﾒｰﾙによる提出の依頼があったことに応えて、請求対象
課室が総務課にﾒｰﾙで送信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで電子ﾃﾞｰﾀとして
開示できないもの

不開示
(不存在)

不存在

【下水道事業担当者様】下水道老朽管の緊急改築推進事業について 全開示

「申請に対する処分の審査基準･標準処理期間一覧表」の最新のものについ
て、総務課から直近に、ﾒｰﾙによる提出の依頼があったことに応えて、請求対象
課室が総務課にﾒｰﾙで送信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで電子ﾃﾞｰﾀとして
開示できるもの

不開示
(不存在)

不存在

【県通知文】下水道老朽管の緊急改築推進事業について他10件 全開示

「申請に対する処分の審査基準･標準処理期間一覧表」の最新のものについ
て、
総務課から直近に、ﾒｰﾙによる提出の依頼があったことに応えて、請求対象課
室が
総務課にﾒｰﾙで送信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで

不開示
(不存在)

不存在

6月16日

6月30日

上下水道部
下水建設課

554

555 請求

企画経営課を本請求書内で、請求対象課室と記載する。
国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を
営む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室等を
対象として、請求対象課室ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで平成26年5月20日以降送
受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、請求日時点で存在し、電
子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの
「申請に対する処分の審査基準･標準処理期間一覧表」の最新の
ものについて、総務課から直近に、ﾒｰﾙによる提出の依頼があっ
たことに応えて、請求対象課室が総務課にﾒｰﾙで送信したﾒｰﾙ
ﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

下水建設課を本請求書内で、請求対象課室と記載する。
国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を
営む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室等を
対象として、請求対象課室ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで平成26年5月20日以降送
受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、請求日時点で存在し、電
子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの
「申請に対する処分の審査基準･標準処理期間一覧表」の最新の
ものについて、総務課から直近に、ﾒｰﾙによる提出の依頼があっ
たことに応えて、請求対象課室が総務課にﾒｰﾙで送信したﾒｰﾙ
ﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの
（過日に提供したCD-Rによる写しの交付を希望します。）

550

6月16日

6月16日 請求

551

553

下水建設課を本請求書内で、請求対象課室と記載する。
国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を
営む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室等を
対象として、請求対象課室ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで平成26年5月20日以降送
受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、請求日時点で存在し、電
子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの
「申請に対する処分の審査基準･標準処理期間一覧表」の最新の
ものについて、総務課から直近に、ﾒｰﾙによる提出の依頼があっ
たことに応えて、請求対象課室が総務課にﾒｰﾙで送信したﾒｰﾙ
ﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

6月23日

上下水道部
企画経営課

6月30日6月16日

業務課を本請求書内で、請求対象課室と記載する。
国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を
営む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室等を
対象として、請求対象課室ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで平成26年5月20日以降送
受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、請求日時点で存在し、電
子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの
「申請に対する処分の審査基準･標準処理期間一覧表」の最新の
ものについて、総務課から直近に、ﾒｰﾙによる提出の依頼があっ
たことに応えて、請求対象課室が総務課にﾒｰﾙで送信したﾒｰﾙ
ﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

上下水道部
業務課

6月30日

請求

企画経営課を本請求書内で、請求対象課室と記載する。
国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を
営む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室等を
対象として、請求対象課室ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで平成26年5月20日以降送
受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、請求日時点で存在し、電
子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの
「申請に対する処分の審査基準･標準処理期間一覧表」の最新の
ものについて、総務課から直近に、ﾒｰﾙによる提出の依頼があっ
たことに応えて、請求対象課室が総務課にﾒｰﾙで送信したﾒｰﾙ
ﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの
（過日に提供したCD-Rによる写しの交付を希望します。）

請求
上下水道部
下水建設課

上下水道部
企画経営課

請求

6月16日 7月2日
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整理
番号

受付日 区分 担当課等
公文書の名称その他公文書を特定するに足りる事項
(請求の内容） 公文書の名称

開示決定
等の通知
をした日

開示決定等の内容 開示しないこととした部分
開示しないこととした根拠

規定

556 6月16日 請求
上下水道部

勝西浄化ｾﾝﾀｰ

勝西浄化ｾﾝﾀｰを本請求書内で、請求対象課室と記載する。
国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を
営む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室等を
対象として、請求対象課室ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで平成26年5月20日以降送
受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、請求日時点で存在し、電
子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの
「申請に対する処分の審査基準･標準処理期間一覧表」の最新の
ものについて、総務課から直近に、ﾒｰﾙによる提出の依頼があっ
たことに応えて、請求対象課室が総務課にﾒｰﾙで送信したﾒｰﾙ
ﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの

勝西浄化ｾﾝﾀｰを本請求書内で、請求対象課室と記載する。
国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、春日井市情報
公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を営む個人と、春日井市立の
学校･保育園と春日井市の課室等を対象として、請求対象課室ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで平
成26年5月20日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、請求日時点で
存在し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの
「申請に対する処分の審査基準･標準処理期間一覧表」の最新のものについ
て、総務課から直近に、ﾒｰﾙによる提出の依頼があったことに応えて、請求対象
課室が総務課にﾒｰﾙで送信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで電子ﾃﾞｰﾀとして
開示できるもの
（過日に提供したCD-Rによる写しの交付を希望します。）

6月23日
不開示
(不存在)

不存在

春日井市脱水ｹｰｷ受入予定表 一部開示 氏名、電話番号、ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ、脱水ｹｰｷ処分先等情報 条例第7条第2号､3号

「申請に対する処分の審査基準･標準処理期間一覧表」の最新のものについ
て、総務課から直近に、ﾒｰﾙによる提出の依頼があったことに応えて、請求対象
課室が総務課にﾒｰﾙで送信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで電子ﾃﾞｰﾀとして
開示できないもの

不開示
(不存在)

不存在

558 6月16日 請求
上下水道部

高蔵寺浄化ｾﾝ
ﾀｰ

高蔵寺浄化ｾﾝﾀｰを本請求書内で、請求対象課室と記載する。
国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を
営む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室等を
対象として、請求対象課室ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで平成26年5月20日以降送
受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、請求日時点で存在し、電
子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの
「申請に対する処分の審査基準･標準処理期間一覧表」の最新の
ものについて、総務課から直近に、ﾒｰﾙによる提出の依頼があっ
たことに応えて、請求対象課室が総務課にﾒｰﾙで送信したﾒｰﾙ
ﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの
（過日に提供したCD-Rによる写しの交付を希望します。）

高蔵寺浄化ｾﾝﾀｰを本請求書内で、請求対象課室と記載する。
国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、春日井市情報
公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を営む個人と、春日井市立の
学校･保育園と春日井市の課室等を対象として、請求対象課室ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで平
成26年5月20日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、請求日時点で
存在し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの
「申請に対する処分の審査基準･標準処理期間一覧表」の最新のものについ
て、総務課から直近に、ﾒｰﾙによる提出の依頼があったことに応えて、請求対象
課室が総務課にﾒｰﾙで送信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで電子ﾃﾞｰﾀとして
開示できるもの
（過日に提供したCD-Rによる写しの交付を希望します。）

6月23日
不開示
(不存在)

不存在

春日井市脱水ｹｰｷ受入予定表 一部開示 氏名､携帯電話番号､ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ､脱水ｹｰｷ処分先等情報 条例第7条第2号､3号

「申請に対する処分の審査基準･標準処理期間一覧表」の最新のものについ
て、総務課から直近に、ﾒｰﾙによる提出の依頼があったことに応えて、請求対象
課室が総務課にﾒｰﾙで送信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで電子ﾃﾞｰﾀとして
開示できないもの

不開示
(不存在)

不存在

560 6月16日 請求
上下水道部

南部浄化ｾﾝﾀｰ

南部浄化ｾﾝﾀｰを本請求書内で、請求対象課室と記載する。
国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を
営む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室等を
対象として、請求対象課室ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで平成26年5月20日以降送
受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、請求日時点で存在し、電
子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの
「申請に対する処分の審査基準･標準処理期間一覧表」の最新の
ものについて、総務課から直近に、ﾒｰﾙによる提出の依頼があっ
たことに応えて、請求対象課室が総務課にﾒｰﾙで送信したﾒｰﾙ
ﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの
（過日に提供したCD-Rによる写しの交付を希望します。）

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、春日井市情報
公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を営む個人と、春日井市立の
学校･保育園と春日井市の課室等を対象として、請求対象課室ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで平
成26年5月21日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、請求日時点で
存在し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの
「申請に対する処分の審査基準･標準処理期間一覧表」の最新のものについ
て、総務課から直近に、ﾒｰﾙによる提出の依頼が                                                                                            

6月24日
不開示
(不存在)

不存在

Re：Fw：春日井市の概要の校正について（依頼）
他1件

全開示 不存在

春日井市脱水ｹｰｷ受入予定表 一部開示 氏名、携帯電話番号、ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ、脱水ｹｰｷ処分先等情報 条例第7条第2号､3号

「申請に対する処分の審査基準･標準処理期間一覧表」の最新のものについ
て、総務課から直近に、ﾒｰﾙによる提出の依頼があったことに応えて、請求対象
課室が総務課にﾒｰﾙで送信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで電子ﾃﾞｰﾀとして
開示できないもの

不開示
(不存在)

不存在

562 6月24日 請求 農業委員会
平成25年4月1日～平成26年3月31日の間の農地法4条･5条許可
申請の内、行政書士以外の代理人申請分の許可申請書及び委
任状

平成25年4月1日～平成26年3月31日の間の農地法4条･5条許可申請の内、行
政書士以外の代理人申請分の許可申請書及び委任状

7月8日
不開示
(不存在)

不存在

高蔵寺浄化ｾﾝﾀｰを本請求書内で、請求対象課室と記載する。
国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を
営む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室等を
対象として、請求対象課室ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで平成26年5月20日以降送
受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、請求日時点で存在し、電
子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの
「申請に対する処分の審査基準･標準処理期間一覧表」の最新の
ものについて、総務課から直近に、ﾒｰﾙによる提出の依頼があっ
たことに応えて、請求対象課室が総務課にﾒｰﾙで送信したﾒｰﾙ
ﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

6月16日

6月24日

557

561

上下水道部
高蔵寺浄化ｾﾝ

ﾀｰ

請求

6月16日559 請求

6月23日

勝西浄化ｾﾝﾀｰを本請求書内で、請求対象課室と記載する。
国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を
営む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室等を
対象として、請求対象課室ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで平成26年5月20日以降送
受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、請求日時点で存在し、電
子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの
「申請に対する処分の審査基準･標準処理期間一覧表」の最新の
ものについて、総務課から直近に、ﾒｰﾙによる提出の依頼があっ
たことに応えて、請求対象課室が総務課にﾒｰﾙで送信したﾒｰﾙ
ﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

6月24日請求
上下水道部

南部浄化ｾﾝﾀｰ

上下水道部
勝西浄化ｾﾝﾀｰ

6月16日

南部浄化ｾﾝﾀｰを本請求書内で、請求対象課室と記載する。
国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を
営む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室等を
対象として、請求対象課室ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで平成26年5月20日以降送
受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、請求日時点で存在し、電
子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの
「申請に対する処分の審査基準･標準処理期間一覧表」の最新の
ものについて、総務課から直近に、ﾒｰﾙによる提出の依頼があっ
たことに応えて、請求対象課室が総務課にﾒｰﾙで送信したﾒｰﾙ
ﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの
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整理
番号

受付日 区分 担当課等
公文書の名称その他公文書を特定するに足りる事項
(請求の内容） 公文書の名称

開示決定
等の通知
をした日

開示決定等の内容 開示しないこととした部分
開示しないこととした根拠

規定

563 7月2日 請求
環境部

環境保全課
王子製紙株式会社春日井工場に係る水質汚濁防止法第5条の規
定に基づく設置届出書のうち、最新のもの全部

有害物質貯蔵指定施設設置届出書 7月31日 一部開示

法人の印影、公害関係担当者の役職及び氏名,有害物質貯蔵指定
施設の施設名、施設が属する工程名、施設で使用される薬品名、施
設を管轄する部署名、施設の配置箇所、製品安全ﾃﾞｰﾀｼｰﾄ記載内
容､その他一切の生産上のﾉｳﾊｳ等が推測される部分

条例第7条第2号､3号､4号

564 7月8日 請求
まちづくり推進部

建築指導課
建築計画概要書確認ｻｰﾋﾞｽKS110-D110-01207号 建築計画概要書確認ｻｰﾋﾞｽ第ＫＳ110-0110-01207号 7月10日 全開示

565 7月8日 請求
まちづくり推進部

建築指導課
通報等処理票
是正確認記録

･通報等処理票(建築基準報関係)…6
･通報等処理票(建築基準報関係)…⑩
･是正確認記録簿

7月15日 一部開示 個人の氏名、住所、電話番号、契約年月日、図面及び会社名 条例第7条第2号､3号

566 7月16日 請求
まちづくり推進部

建築指導課
建築計画概要書
H18確認ｻｰﾋﾞｽ第S651-2858号

建築計画概要書
H18確認ｻｰﾋﾞｽ第S651-2858号

7月17日 全開示

567 7月16日 請求
企画政策部

秘書課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と、春日井市の課室等を対
象として、秘書課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年6月9日以降送受信した
ﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年7月14日時点で存在し、電子
ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる写しの交
付を希望します。）

･県･市懇親会の開催について
他2件

7月25日 全開示

568 7月16日 請求
企画政策部

秘書課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と、春日井市の課室等を対
象として、秘書課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年6月9日以降送受信した
ﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年7月14日時点で存在し、電子
ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

･県･市懇親会の開催について
他2件

7月25日 全開示

各市町村送付分他24件 全開示

ｃ12-KIKIn（H25） 一部開示 個人の氏名 条例第7条第2号

【再送】平成26年度地方公共団体間の事務の共同処理の状況調について（照
会）他19件

全開示

うぐい川の件について他10件 一部開示 個人の氏名、ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ、電話番号、役職 条例第7条第2号

571 7月16日 請求
企画政策部
広報広聴課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と、春日井市の課室等を対
象として、広報広聴課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年6月9日以降送受信
したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年7月14日時点で存在し、
電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる写し
の交付を希望します。）

中日こどもｳｨｰｸﾘｰへの写真提供のお願い他14件 7月28日 全開示

【市町村広報ご担当者殿】広報資料「愛知だより」7月1日号」について他7件 全開示

中日こどもｳｨｰｸﾘｰへの写真提供のお願い他6件 一部開示 個人の氏名、ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ及び電話番号 条例第7条第2号

8月25日
企画政策部
企画政策課

7月16日

企画政策部
企画政策課

請求

請求569

企画政策部
広報広聴課

572

7月16日

570 7月16日 請求

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と、春日井市の課室等を対
象として、企画政策課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年6月9日以降送受信
したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年7月14日時点で存在し、
電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる写し
の交付を希望します。）

8月25日

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と、春日井市の課室等を対
象として、広報広聴課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年6月9日以降送受信
したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年7月14日時点で存在し、
電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

7月28日

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と、春日井市の課室等を対
象として、企画政策課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年6月9日以降送受信
したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年7月14日時点で存在し、
電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの
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整理
番号

受付日 区分 担当課等
公文書の名称その他公文書を特定するに足りる事項
(請求の内容） 公文書の名称

開示決定
等の通知
をした日

開示決定等の内容 開示しないこととした部分
開示しないこととした根拠

規定

福島県知事選挙及び福島県議会議員補欠選挙の執行について（通知）他6件 全開示

被爆樹木の苗木の配布事業及び「平和の灯」の分火事業の実施について（御
案内）

一部開示 担当者名 条例第7条第2号

福島県知事選挙及び福島県議会議員補欠選挙の執行について（通知）他6件 全開示

被爆樹木の苗木の配布事業及び「平和の灯」の分火事業の実施について（ご
案内）

一部開示 担当者名 条例第7条第2号

【Jｱﾗｰﾄ】平成26年度第3回全国地震津波訓練の実施について
他24件

全開示

【愛知県依頼】市町村防災業務無線（同報系）の個別受信機の整備等に係る状
況調査について他3件

一部開示 無線番号、氏名 条例第7条第2号､7号

台風第8号及び梅雨前線による大雨警戒情報について他17件 全開示

【愛知県依頼】市町村防災業務無線（同報系）の戸別受信機の整備等に係る状
況調査について他3件

一部開示 無線番号、氏名、ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ、印影 条例第7条第2号､3号､4号､7号

577 7月16日 請求
総務部

交通対策課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と、春日井市の課室等を対
象として、交通対策課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年6月9日以降送受信
したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年7月14日時点で存在し、
電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる写し
の交付を希望します。）

交通事故日報の送付について（7月1日分）他8件 7月29日 全開示

578 7月16日 請求
総務部

交通対策課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と、春日井市の課室等を対
象として、交通対策課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年6月9日以降送受信
したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年7月14日時点で存在し、
電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

交通事故日報の送付について（7月1日分）他8件 7月29日 全開示

NSKじちたいかわら版平成26年7月号の送付
他2件

全開示

公的個人認証ｻｰﾋﾞｽの一時停止に伴うあいち電子申請･届出ｼｽﾃﾑへの影響に
ついて(通知)

一部開示 個人の氏名 条例第7条第2号

なぜ今、ｸﾞﾙｰﾌﾟｳｪｱはｸﾗｳﾄﾞ型が求められているのか？他16件 全開示

「これで安心！ＩＣＴ機器の節電対策」をご紹介！
他2件

一部開示 個人の氏名 条例第7条第2号

請求

総務部
総務課

8月29日

7月29日

総務部
市民安全課

請求
総務部

情報ｼｽﾃﾑ課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と、春日井市の課室等を対
象として、市民安全課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年6月9日以降送受信
したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年7月14日時点で存在し、
電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

580

7月16日

7月16日

7月25日

7月25日請求
総務部

情報ｼｽﾃﾑ課

7月16日

7月16日575

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と、春日井市の課室等を対
象として、総務課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年6月9日以降送受信した
ﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年7月14日時点で存在し、電子
ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

7月16日

7月16日

573

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と、春日井市の課室等を対
象として、総務課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年6月9日以降送受信した
ﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年7月14日時点で存在し、電子
ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる写しの交
付を希望します。）

579

576

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と、春日井市の課室等を対
象として、市民安全課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年6月9日以降送受信
したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年7月14日時点で存在し、
電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる写し
の交付を希望します。）

請求

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と、春日井市の課室等を対
象として、情報ｼｽﾃﾑ課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年6月9日以降送受
信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年7月14日時点で存在
し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる写
しの交付を希望します。）

請求
総務部
総務課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と、春日井市の課室等を対
象として、情報ｼｽﾃﾑ課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年6月9日以降送受
信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年7月14日時点で存在
し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

574

請求 8月29日

7月29日

総務部
市民安全課
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整理
番号

受付日 区分 担当課等
公文書の名称その他公文書を特定するに足りる事項
(請求の内容） 公文書の名称

開示決定
等の通知
をした日

開示決定等の内容 開示しないこととした部分
開示しないこととした根拠

規定

581 7月16日 請求
財政部
財政課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と、春日井市の課室等を対
象として、財政課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年6月9日以降送受信した
ﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年7月14日時点で存在し、電子
ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる写しの交
付を希望します。）

【7月7日正午締切】がんばる地域交付金（地域活性化･効果実感臨時交付金の
交付限度額算定に係る地方負担額等の調査（第2回目）について他3件

7月30日 全開示

582 7月16日 請求
財政部
財政課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と、春日井市の課室等を対
象として、財政課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年6月9日以降送受信した
ﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年7月14日時点で存在し、電子
ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

【7月7日正午締切】がんばる地域交付金（地域活性化･効果実感臨時交付金の
交付限度額算定に係る地方負担額等の調査（第2回目）について他4件

7月30日 全開示

583 7月16日 請求
財政部

管財契約課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と、春日井市の課室等を対
象として、管財契約課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年6月9日以降送受信
したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年7月14日時点で存在し、
電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる写し
の交付を希望します。）

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と春日井市情報公
開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を営む個人と、春日井市立の学
校･保育園と、春日井市の課室等を対象として、管財契約課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成
26年6月9日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年7月14日時点
で存在し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの

7月23日
不開示
(不存在)

不存在

584 7月16日 請求
財政部

管財契約課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と、春日井市の課室等を対
象として、管財契約課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年6月9日以降送受信
したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年7月14日時点で存在し、
電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と春日井市情報公
開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を営む個人と、春日井市立の学
校･保育園と、春日井市の課室等を対象として、管財契約課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成
26年6月9日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年7月14日時点
で存在し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

7月23日
不開示
(不存在)

不存在

平成26年度尾東ﾌﾞﾛｯｸ税務協議会の開催について他52件 全開示

一般社団法人全国軽自動車協会連合会～軽自動車担当者他4件 一部開示
氏名、ﾊﾟｽﾜｰﾄﾞ、ＩＤ、職員番号、単価、通勤回数、勤務時間、住所、
電話番号

条例第7条第2号､3号､7号

平成26年度尾東ﾌﾞﾛｯｸ税務協議会の開催について47件 全開示

【地電協】地方税法の一部改正に伴うﾏｽﾀ情報申請の期間延長について他22
件

一部開示 氏名、ＩＤ、ﾊﾟｽﾜｰﾄﾞ及びﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ 条例第7条第2号､3号､7号

587 7月16日 請求
財政部

資産税課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と、春日井市の課室等を対
象として、資産税課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年6月9日以降送受信し
たﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年7月14日時点で存在し、電
子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる写しの
交付を希望します。）

平成25年度特別土地保有税徴収実績等調について（回答）他1件 7月29日 全開示

588 7月16日 請求
財政部

資産税課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と、春日井市の課室等を対
象として、資産税課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年6月9日以降送受信し
たﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年7月14日時点で存在し、電
子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

NOMA中部本部行政管理講座のご案内他2件 7月29日 全開示

589 7月16日 請求
財政部
収納課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と、春日井市の課室等を対
象として、収納課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年6月9日以降送受信した
ﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年7月14日時点で存在し、電子
ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる写しの交
付を希望します。）

訓練報告書の提出について他3件 7月30日 全開示

590 7月16日 請求
財政部
収納課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と、春日井市の課室等を対
象として、収納課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年6月9日以降送受信した
ﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年7月14日時点で存在し、電子
ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

訓練報告書の提出について他3件 7月30日 全開示

財政部
市民税課

請求

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と、春日井市の課室等を対
象として、市民税課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年6月9日以降送受信し
たﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年7月14日時点で存在し、電
子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

7月29日

請求7月16日
財政部

市民税課

7月16日586

7月29日585

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と、春日井市の課室等を対
象として、市民税課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年6月9日以降送受信し
たﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年7月14日時点で存在し、電
子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる写しの
交付を希望します。）

75



整理
番号

受付日 区分 担当課等
公文書の名称その他公文書を特定するに足りる事項
(請求の内容） 公文書の名称

開示決定
等の通知
をした日

開示決定等の内容 開示しないこととした部分
開示しないこととした根拠

規定

591 7月16日 請求
市民生活部

市民活動推進課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と、春日井市の課室等を対
象として、 市民活動推進課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年6月9日以降送
受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年7月14日時点で存
在し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる
写しの交付を希望します。）

庁舎における電話帳配布の調査について（依頼） 7月31日 全開示

平成26年度市町村男女共同参画行政主管課長会議の開催について(通知）他1
件

全開示

情報ｾｷｭﾘﾃｨ研修について 一部開示 職員番号 条例第7条第2号

【旅券事務ご担当者様】外務省海外旅行登録「たびﾚｼﾞ」制度開始に伴う広報ｶｰ
ﾄﾞの配布について他3件

全開示

勤務割について 一部開示 職員番号 条例第7条第2号

594 7月16日 請求
文化ｽﾎﾟｰﾂ部

文化課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と、春日井市の課室等を対
象として、文化課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年6月9日以降送受信した
ﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年7月14日時点で存在し、電子
ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる写しの交
付を希望します。）

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と春日井市情報公
開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を営む個人と、春日井市立の学
校･保育園と、春日井市の課室等を対象として、文化課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年
6月9日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年7月14日時点で存
在し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる写しの交付を
希望します。）

7月30日
不開示
(不存在)

不存在

595 7月16日 請求
文化ｽﾎﾟｰﾂ部

ｽﾎﾟｰﾂ課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と、春日井市の課室等を対
象として、ｽﾎﾟｰﾂ課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年6月9日以降送受信した
ﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年7月14日時点で存在し、電子
ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる写しの交
付を希望します。）

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と春日井市情報公
開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を営む個人と、春日井市立の学
校･保育園と、春日井市の課室等を対象として、文化課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年
6月9日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年7月14日時点で存
在し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの

7月24日
不開示
(不存在)

不存在

後援楊提出書類＿、平成26年度市町村における「人権教育の啓発･推進に関
する事業」の1次調査について（依頼）他7件

全開示

嘱託職員の勤務割振について 一部開示 条例第7条第2号

597 7月16日 請求
文化ｽﾎﾟｰﾂ部

図書館

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と、春日井市の課室等を対
象として、図書館ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年6月9日以降送受信した
ﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年7月14日時点で存在し、電子
ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる写しの交
付を希望します。）

東海地区図書館協議会の理事選出（信任投票の結果）について他17件 7月30日 全開示

598 7月16日 請求
健康福祉部
健康増進課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と、春日井市の課室等を対
象として、健康増進課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年6月9日以降送受信
したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年7月14日時点で存在し、
電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる写し
の交付を希望します。）

愛知県行政栄養士会研修会の通知について他1件 7月28日 全開示

【交通安全】(事故防止啓発ﾁﾗｼ）【情報提供】
他14件

全開示

平成26年7月度幹事会のご案内他1件 一部開示 氏名、職員番号 条例第7条第2号

健康福祉部
高齢福祉課

7月28日

7月29日

請求7月16日

請求

7月16日

7月30日
市民生活部

男女共同参画課

593

592

文化ｽﾎﾟｰﾂ部
生涯学習課

請求599

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と、春日井市の課室等を対
象として、市民課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年6月9日以降送受信した
ﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年7月14日時点で存在し、電子
ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる写しの交
付を希望します。）

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と、春日井市の課室等を対
象として、男女共同参画課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年6月9日以降送
受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年7月14日時点で存
在し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる
写しの交付を希望します。）

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と、春日井市の課室等を対
象として、高齢福祉課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年6月9日以降送受信
したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年7月14日時点で存在し、
電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる写し
の交付を希望します。）

請求

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と、春日井市の課室等を対
象として、生涯学習課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年6月9日以降送受信
したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年7月14日時点で存在し、
電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる写し
の交付を希望します。）

7月16日

7月16日

市民生活部
市民課

596

7月29日
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整理
番号

受付日 区分 担当課等
公文書の名称その他公文書を特定するに足りる事項
(請求の内容） 公文書の名称

開示決定
等の通知
をした日

開示決定等の内容 開示しないこととした部分
開示しないこととした根拠

規定

600 7月16日 請求
健康福祉部
介護保険課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と、春日井市の課室等を対
象として、介護保険課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年6月9日以降送受信
したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年7月14日時点で存在し、
電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる写し
の交付を希望します。）

介護保険最新情報vol.379の送付について（12）
他15件

7月24日 全開示

601 7月16日 請求
健康福祉部

障がい福祉課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と、春日井市の課室等を対
象として、障がい福祉課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年6月9日以降送受
信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年7月14日時点で存在
し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる写
しの交付を希望します。）

”KAえる”宣言書の提出について他1件 7月28日 全開示

602 7月16日 請求
健康福祉部
生活援護課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と、春日井市の課室等を対
象として、生活援護課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年6月9日以降送受信
したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年7月14日時点で存在し、
電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる写し
の交付を希望します。）

徘徊などで行方不明となった認知症の人等に関する実態調査への協力依頼に
ついて他7件

7月25日 全開示

平成25年度国民健康保険料(税）収納状況について他13件 全開示

平成26年6月臨時職員月例報告 一部開示 職員番号、ID、勤務日数、勤務時間、単価 条例第7条第2号

604 7月16日 請求
青少年子ども部
子ども政策課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と、春日井市の課室等を対
象として、子ども政策課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年6月9日以降送受
信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年7月14日時点で存在
し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる写
しの交付を希望します。）

家庭児童相談室制度発足50周年記念家庭相談員全国大会の開催及び厚生労
働大臣感謝状の贈呈について(通知)他1件

7月29日 全開示

605 7月16日 請求
青少年子ども部

保育課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と、春日井市の課室等を対
象として、保育課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年6月9日以降送受信した
ﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年7月14日時点で存在し、電子
ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる写しの交
付を希望します。）

【豊川市報告】保育士の処遇状況について他1件 7月31日 全開示

606 7月16日 請求
環境部

ごみ減量推進課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と、春日井市の課室等を対
象として、ごみ減量推進課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年6月9日以降送
受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年7月14日時点で存
在し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる
写しの交付を希望します。）

小型家電6月実績他10件 7月28日 全開示

607 7月16日 請求
環境部

清掃事業所

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と、春日井市の課室等を対
象として、清掃事業所ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年6月9日以降送受信
したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年7月14日時点で存在し、
電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる写し
の交付を希望します。）

勤務割ﾃﾞｰﾀの送信について他2件 7月30日 一部開示 職員番号 条例第7条第2号

608 7月16日 請求
環境部

衛生ﾌﾟﾗﾝﾄ

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と、春日井市の課室等を対
象として、衛生ﾌﾟﾗﾝﾄﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年6月9日以降送受信し
たﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年7月14日時点で存在し、電
子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる写しの
交付を希望します。）

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と春日井市情報公
開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を営む個人と、春日井市立の学
校･保育園と、春日井市の課室等を対象として、衛生ﾌﾟﾗﾝﾄﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26
年6月9日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年7月14日時点で
存在し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる写しの交付
を希望します。）

7月29日
不開示
(不存在)

不存在

技能五輪における職員の応援について（依頼）：〔愛知県技能五輪･ｱﾋﾞﾘﾝﾋﾟｯｸ
推進室〕他30件

全開示

平成26年度｢ふるさと市」出展希望の照会について（春日井市からの回答） 一部開示 個人の氏名、職員番号 条例第7条第2号

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と、春日井市の課室等を対
象として、保険医療年金課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年6月9日以降送
受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年7月14日時点で存
在し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる
写しの交付を希望します。）

7月16日

産業部
経済振興課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と、春日井市の課室等を対
象として、経済振興課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年6月9日以降送受信
したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年7月14日時点で存在し、
電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる写し
の交付を希望します。）

7月16日609

健康福祉部
保険医療年金課

請求

請求 7月31日603

8月21日
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整理
番号

受付日 区分 担当課等
公文書の名称その他公文書を特定するに足りる事項
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開示決定
等の通知
をした日

開示決定等の内容 開示しないこととした部分
開示しないこととした根拠

規定

610 7月16日 請求
産業部

企業活動支援課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と、春日井市の課室等を対
象として、企業活動支援課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年6月9日以降送
受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年7月14日時点で存
在し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる
写しの交付を希望します。）

【依頼】「ﾒｯｾﾅｺﾞﾔ2014｣出展に係る協力について他20件 7月28日 全開示

611 7月16日 請求
産業部
農政課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と、春日井市の課室等を対
象として、農政課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年6月9日以降送受信した
ﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年7月14日時点で存在し、電子
ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる写しの交
付を希望します。）

【各市町農政担当者様】地域農業ﾘｰﾀﾞｰ育成事業実施要領の一部改正につい
て（通知）他9件

7月28日 全開示

612 7月16日 請求
まちづくり推進部

都市政策課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と、春日井市の課室等を対
象として、都市政策課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年6月9日以降送受信
したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年7月14日時点で存在し、
電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる写し
の交付を希望します。）

【中部地整より情報提供】中部景観ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑの開催について他5件 7月30日 全開示

613 7月16日 請求
まちづくり推進部

都市整備課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と、春日井市の課室等を対
象として、都市整備課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年6月9日以降送受信
したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年7月14日時点で存在し、
電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる写し
の交付を希望します。）

区画整理施行区域図送付 7月30日 全開示

614 7月16日 請求
まちづくり推進部

建築指導課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と、春日井市の課室等を対
象として、建築指導課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年6月9日以降送受信
したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年7月14日時点で存在し、
電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる写し
の交付を希望します。）

【市町村あて】平成26年度被災建築応急危険度判定士講習会の開催について
(依頼）他2件

7月30日 全開示

615 7月16日 請求
建設部
道路課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と、春日井市の課室等を対
象として、道路課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年6月9日以降送受信した
ﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年7月14日時点で存在し、電子
ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる写しの交
付を希望します。）

【中部国道協会】中止のお知らせ他17件 7月29日 全開示

616 7月16日 請求
建設部

公園緑地課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と、春日井市の課室等を対
象として、公園緑地課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年6月9日以降送受信
したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年7月14日時点で存在し、
電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる写し
の交付を希望します。）

防毒ﾏｽｸ 7月24日 全開示

平成26年度新川･境川親子流域ﾌｫｰﾗﾑ参加者募集について（依頼）
他5件

全開示

新川流域総合治水対策協議会親子ﾌｫｰﾗﾑの申込締め切り後の作業について 一部開示 担当者の電話番号 条例第7条第2号

618 7月16日 請求
建設部

住宅施設課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と、春日井市の課室等を対
象として、住宅施設課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年6月9日以降送受信
したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年7月14日時点で存在し、
電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる写し
の交付を希望します。）

保全ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｼｽﾃﾑ利用状況(6/20） 8月6日 全開示

619 7月16日 請求
市民病院

栄養管理室

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と、春日井市の課室等を対
象として、栄養管理室ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年6月9日以降送受信
したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年7月14日時点で存在し、
電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる写し
の交付を希望します。）

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と春日井市情報公
開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を営む個人と、春日井市立の学
校･保育園と、春日井市の課室等を対象として、栄養管理室ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成
26年6月9日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年7月14日時点
で存在し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる写しの交
付を希望します。）

7月30日
不開示
(不存在)

不存在

620 7月16日 請求
市民病院

医療連携室

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と、春日井市の課室等を対
象として、医療連携室ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年6月9日以降送受信
したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年7月14日時点で存在し、
電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる写し
の交付を希望します。）

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と春日井市情報公
開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を営む個人と、春日井市立の学
校･保育園と、春日井市の課室等を対象として、医療連携室ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成
26年6月9日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年7月14日時点
で存在し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの

7月30日
不開示
(不存在)

不存在

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と、春日井市の課室等を対
象として、河川排水課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年6月9日以降送受信
したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年7月14日時点で存在し、
電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる写し
の交付を希望します。）

請求
建設部

河川排水課
7月25日7月16日617
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整理
番号

受付日 区分 担当課等
公文書の名称その他公文書を特定するに足りる事項
(請求の内容） 公文書の名称

開示決定
等の通知
をした日

開示決定等の内容 開示しないこととした部分
開示しないこととした根拠

規定

621 7月16日 請求
市民病院
管理課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と、春日井市の課室等を対
象として、管理課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年6月9日以降送受信した
ﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年7月14日時点で存在し、電子
ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる写しの交
付を希望します。）

春日井市民病院様：平成27年度から研修を開始する研修医の募集定員の県調
整結果について(通知)他2件

7月30日 全開示

622 7月16日 請求
市民病院
医事課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と、春日井市の課室等を対
象として、医事課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年6月9日以降送受信した
ﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年7月14日時点で存在し、電子
ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる写しの交
付を希望します。）

がん相談支援ｾﾝﾀｰ責任者様：平成25年度相談支援ｾﾝﾀｰ相談実績について
（愛知県健康対策課）他6件

7月30日 全開示

岡崎市ｱﾝｹｰﾄ他1件 全開示

VDT申込書 一部開示 職員番号 条例第7条第2号

径間比較表20140711他3件 不開示 条例第7条第7号

624 7月16日 請求
上下水道部

配水管理事務所

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と、春日井市の課室等を対
象として、配水管理事務所ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年6月9日以降送
受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年7月14日時点で存
在し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる
写しの交付を希望します。）

各水道事業者殿（犬山浄水場系）：いぬやま浄水場の活性炭注入終了につい
て（←尾張水道事務所）他3件

7月30日 全開示

625 7月16日 請求
会計管理者

会計課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と、春日井市の課室等を対
象として、会計課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年6月9日以降送受信した
ﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年7月14日時点で存在し、電子
ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる写しの交
付を希望します。）

証紙出納計算書（春日井市6月分）他1件 7月29日 全開示

626 7月16日 請求
消防本部

消防総務課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と、春日井市の課室等を対
象として、消防総務課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年6月9日以降送受信
したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年7月14日時点で存在し、
電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる写し
の交付を希望します。）

特例市制度の廃止に伴うお知らせ他1件 7月30日 全開示

627 7月16日 請求
消防本部
予防課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と、春日井市の課室等を対
象として、予防課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年6月9日以降送受信した
ﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年7月14日時点で存在し、電子
ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる写しの交
付を希望します。）

第172回尾張ﾌﾞﾛｯｸ予防事務担当者会議の開催について（通知）他4件 7月30日 全開示

628 7月16日 請求
消防本部

通信指令室

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と、春日井市の課室等を対
象として、通信司令室ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年6月9日以降送受信
したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年7月14日時点で存在し、
電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる写し
の交付を希望します。）

協議会等の見直しに係る調査について 7月30日 全開示

629 7月16日 請求
消防本部
消防署

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と、春日井市の課室等を対
象として、消防署ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年6月9日以降送受信した
ﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年7月14日時点で存在し、電子
ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる写しの交
付を希望します。）

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と春日井市情報公
開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を営む個人と、春日井市立の学
校･保育園と、春日井市の課室等を対象として、消防署ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年
6月9日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年7月14日時点で存
在し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる写しの交付を
希望します。）

7月30日
不開示
(不存在)

不存在

630 7月16日 請求
消防本部
東出張所

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と、春日井市の課室等を対
象として、東出張所ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年6月9日以降送受信し
たﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年7月14日時点で存在し、電
子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる写しの
交付を希望します。）

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と春日井市情報公
開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を営む個人と、春日井市立の学
校･保育園と、春日井市の課室等を対象として、東出張所ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26
年6月9日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年7月14日時点で
存在し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる写しの交付
を希望します。）

7月30日
不開示
(不存在)

不存在

請求
上下水道部
水道工務課

7月30日

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と、春日井市の課室等を対
象として、医事課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年6月9日以降送受信した
ﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年7月14日時点で存在し、電子
ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる写しの交
付を希望します。）

7月16日623
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整理
番号

受付日 区分 担当課等
公文書の名称その他公文書を特定するに足りる事項
(請求の内容） 公文書の名称

開示決定
等の通知
をした日

開示決定等の内容 開示しないこととした部分
開示しないこととした根拠

規定

631 7月16日 請求
消防本部
西出張所

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と、春日井市の課室等を対
象として、西出張所ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年6月9日以降送受信し
たﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年7月14日時点で存在し、電
子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる写しの
交付を希望します。）

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と春日井市情報公
開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を営む個人と、春日井市立の学
校･保育園と、春日井市の課室等を対象として、西出張所ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26
年6月9日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年7月14日時点で
存在し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる写しの交付
を希望します。）

7月30日
不開示
(不存在)

不存在

632 7月16日 請求
消防本部
南出張所

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と、春日井市の課室等を対
象として、南出張所ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年6月9日以降送受信し
たﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年7月14日時点で存在し、電
子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる写しの
交付を希望します。）

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と春日井市情報公
開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を営む個人と、春日井市立の学
校･保育園と、春日井市の課室等を対象として、南出張所ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26
年6月9日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年7月14日時点で
存在し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる写しの交付
を希望します。）

7月30日
不開示
(不存在)

不存在

633 7月16日 請求
消防本部
北出張所

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と、春日井市の課室等を対
象として、北出張所ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年6月9日以降送受信し
たﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年7月14日時点で存在し、電
子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる写しの
交付を希望します。）

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と春日井市情報公
開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を営む個人と、春日井市立の学
校･保育園と、春日井市の課室等を対象として、北出張所ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26
年6月9日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年7月14日時点で
存在し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる写しの交付
を希望します。）

7月30日
不開示
(不存在)

不存在

634 7月16日 請求
消防本部

高蔵寺出張所

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と、春日井市の課室等を対
象として、高蔵寺出張所ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年6月9日以降送受
信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年7月14日時点で存在
し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる写
しの交付を希望します。）

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と春日井市情報公
開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を営む個人と、春日井市立の学
校･保育園と、春日井市の課室等を対象として、高蔵寺出張所ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平
成26年6月9日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年7月14日時
点で存在し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる写しの
交付を希望します。）

7月30日
不開示
(不存在)

不存在

635 7月16日 請求
教育委員会
教育総務課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と、春日井市の課室等を対
象として、教育総務課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年6月9日以降送受信
したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年7月14日時点で存在し、
電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる写し
の交付を希望します。）

7月16日開催　教育関係部課長会議の会議資料の送信について 7月28日 全開示

636 7月16日 請求
教育委員会
学校教育課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と、春日井市の課室等を対
象として、学校教育課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年6月9日以降送受信
したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年7月14日時点で存在し、
電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる写し
の交付を希望します。）

平成26年度特別支援教育就学奨励費補助金(小中学校分)に係る事業計画書
の提出について他51件

8月27日 全開示

637 7月16日 請求
教育委員会
文化財課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と、春日井市の課室等を対
象として、文化課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年6月9日以降送受信した
ﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年7月14日時点で存在し、電子
ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる写しの交
付を希望します。）

【依頼】災害状況報告について他5件 7月30日 全開示

平成26年度第2学期共同購入物資決定について他6件 全開示

事務職員研修会のご案内他1件 一部開示 氏名､ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ 条例第7条第2号

639 7月16日 請求
教育委員会

野外教育ｾﾝﾀｰ

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と、春日井市の課室等を対
象として、野外教育ｾﾝﾀｰﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年6月9日以降送受
信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年7月14日時点で存在
し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる写
しの交付を希望します。）

AELﾒｰﾙ第3号（平成26年6月）他5件 7月29日 全開示

640 7月16日 請求
議会事務局

議事課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と、春日井市の課室等を対
象として、議事課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年6月9日以降送受信した
ﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年7月14日時点で存在し、電子
ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる写しの交
付を希望します。）

沼津市議会副議長交代について 7月30日 全開示

641 7月16日 請求
監査事務局

監査課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と、春日井市の課室等を対
象として、監査課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年6月9日以降送受信した
ﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年7月14日時点で存在し、電子
ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる写しの交
付を希望します。）

監査委員の異動について（みよし市） 7月24日 全開示

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と、春日井市の課室等を対
象として、学校給食課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年6月9日以降送受信
したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年7月14日時点で存在し、
電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる写し
の交付を希望します。）

7月30日638
教育委員会
学校給食課

請求7月16日
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整理
番号

受付日 区分 担当課等
公文書の名称その他公文書を特定するに足りる事項
(請求の内容） 公文書の名称

開示決定
等の通知
をした日

開示決定等の内容 開示しないこととした部分
開示しないこととした根拠

規定

642 7月16日 請求
健康福祉部
高齢福祉課

社会福祉法人北陽福祉会（篠木町7)の平成25年度事業活動収支
計算書および貸借対照表(内訳表を除く)

平成25年度社会福祉法人北陽福祉会現況報告書のうち、事業活動収支計算
書及び貸借対照表

7月24日 全開示

643 7月17日 請求
市民生活部

市民活動推進課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と、春日井市の課室等を対
象として、市民活動推進課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年6月9日以降送
受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年7月14日時点で存
在し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

【刈谷市民ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動ｾﾝﾀｰ】ﾒﾙﾏｶﾞＶｏｌ.129
他6件

7月31日 全開示

644 7月17日 請求
市民生活部

男女共同参画課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と、春日井市の課室等を対
象として、男女共同参画課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年6月9日以降送
受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年7月14日時点で存
在し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

平成26年度市町村男女共参画主管課長会議の開催について（通知）他2件 7月30日 全開示

645 7月17日 請求
市民生活部

市民課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と、春日井市の課室等を対
象として、市民課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年6月9日以降送受信した
ﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年7月14日時点で存在し、電子
ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

【旅券事務ご担当者様】外務省海外旅行登録「たびﾚｼﾞ」制度開始に伴う広報ｶｰ
ﾄﾞの配布について他6件

7月28日 全開示

646 7月17日 請求
文化ｽﾎﾟｰﾂ部

文化課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と、春日井市の課室等を対
象として、文化課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年6月9日以降送受信した
ﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年7月14日時点で存在し、電子
ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

ゆるｷｬﾗ®ｸﾞﾗﾝﾌﾟﾘ2014ｴﾝﾄﾘｰ完了ﾒｰﾙ 7月30日 全開示

647 7月17日 請求
文化ｽﾎﾟｰﾂ部

ｽﾎﾟｰﾂ課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と、春日井市の課室等を対
象として、ｽﾎﾟｰﾂ課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年6月9日以降送受信した
ﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年7月14日時点で存在し、電子
ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、春日井市情報
公開条例第7条第3号が規定する法人等と事業を営む個人と、春日井市立の学
校･保育園と、春日井市の課室等を対象として、ｽﾎﾟｰﾂ課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26
年6月9日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年7月14日時点で
存在し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

7月29日
不開示
(不存在)

不存在

平成26年度市町村における「人権教育の啓発･推進に関する事業」の1次調査
について(依頼）他4件

全開示

後援用提出書類＿、他3件 一部開示 氏名、ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ、ID,ﾊﾟｽﾜｰﾄﾞ 条例第7条第2号､7号

649 7月17日 請求
文化ｽﾎﾟｰﾂ部

図書館

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と、春日井市の課室等を対
象として、図書館ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年6月9日以降送受信した
ﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年7月14日時点で存在し、電子
ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

予約資料のお知らせ他37件 7月31日 全開示

650 7月17日 請求
健康福祉部
健康増進課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と、春日井市の課室等を対
象として、健康増進課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年6月9日以降送受信
したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年7月14日時点で存在し、
電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

愛知県行政栄養士会研修会の通知について他2件 7月28日 全開示

地域介護･福祉空間整備等臨時特例交付金ご担当者様他16件 全開示

【交通安全】(事故防止啓発ﾁﾗｼ）【情報提供】
他2件

一部開示 氏名 条例第7条第2号

7月17日 7月29日

7月29日
文化ｽﾎﾟｰﾂ部
生涯学習課

請求

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と、春日井市の課室等を対
象として、生涯学習課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年6月9日以降送受信
したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年7月14日時点で存在し、
電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

請求
健康福祉部
高齢福祉課

7月17日648

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と、春日井市の課室等を対
象として、高齢福祉課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年6月9日以降送受信
したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年7月14日時点で存在し、
電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

651
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整理
番号

受付日 区分 担当課等
公文書の名称その他公文書を特定するに足りる事項
(請求の内容） 公文書の名称

開示決定
等の通知
をした日

開示決定等の内容 開示しないこととした部分
開示しないこととした根拠

規定

652 7月17日 請求
健康福祉部
介護保険課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と、春日井市の課室等を対
象として、介護保険課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年6月9日以降送受信
したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年7月14日時点で存在し、
電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

WAMNET新着情報配信ｻｰﾋﾞｽ第〔614〕号_平成26年6月16日掲載他17件 7月24日 全開示

653 7月17日 請求
健康福祉部

障がい福祉課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と、春日井市の課室等を対
象として、障がい福祉課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年6月9日以降送受
信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年7月14日時点で存在
し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

”KAえる”宣言書の提出について他2件 7月28日 全開示

654 7月17日 請求
健康福祉部
生活援護課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と、春日井市の課室等を対
象として、生活援護課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年6月9日以降送受信
したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年7月14日時点で存在し、
電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

徘徊などで行方不明となった認知症の人等に関する実態調査への協力依頼に
ついて他9件

7月25日 全開示

655 7月17日 請求
健康福祉部

保険医療年金課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と、春日井市の課室等を対
象として、保険医療年金課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年6月9日以降送
受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年7月14日時点で存
在し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

平成25年度国民健康保険料(税）収納状況について他19件 7月31日 全開示

656 7月17日 請求
青少年子ども部
子ども政策課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と、春日井市の課室等を対
象として、子ども政策課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年6月9日以降送受
信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年7月14日時点で存在
し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

家庭児童相談室制度発足50周年記念家庭相談員全国大会の開催及び厚生労
働大臣感謝状の贈呈について（通知）他1件

7月29日 全開示

【確認事項】平成26年4月の待機児童調査数について 全開示

乳児手順ﾏﾆｭｱﾙ 一部開示 個人の氏名 条例第7条第2号

収率表送付他7件 全開示

小型家電6月実績･小型家電5月実績（改訂）･小型家電実績 一部開示 氏名、ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ 条例第7条第2号

659 7月17日 請求
環境部

清掃事業所

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と、春日井市の課室等を対
象として、清掃事業所ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年6月9日以降送受信
したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年7月14日時点で存在し、
電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

勤務割ﾃﾞｰﾀの送信について他5件 7月30日 全開示

660 7月17日 請求
環境部

衛生ﾌﾟﾗﾝﾄ

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と、春日井市の課室等を対
象として、衛生ﾌﾟﾗﾝﾄﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年6月9日以降送受信し
たﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年7月14日時点で存在し、電
子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、春日井市情報
公開条例第7条第3号が規定する法人等と事業を営む個人と、春日井市立の学
校･保育園と、春日井市の課室等を対象として、衛生ﾌﾟﾗﾝﾄﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26
年6月9日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年7月14日時点で
存在し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

不開示
(不存在)

不存在

平成26年全国消費実態調査市町･指導員事務打合せ会の持参資料について
（通知）他38件

全開示

【ご当地eｺﾏｰｽ】第2回地場もん国民大賞のご案内他7件 一部開示 個人の氏名、職名、電話番号、ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ､ID、ﾊﾟｽﾜｰﾄﾞ 条例第7条第2号､7号

7月29日7月17日

7月17日

657 請求

661

658

青少年子ども部
保育課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と、春日井市の課室等を対
象として、ごみ減量推進課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年6月9日以降送
受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年7月14日時点で存
在し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

環境部
ごみ減量推進課

請求

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と、春日井市の課室等を対
象として、保育課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年6月9日以降送受信した
ﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年7月14日時点で存在し、電子
ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と、春日井市の課室等を対
象として、経済振興課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年6月9日以降送受信
したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年7月14日時点で存在し、
電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

7月17日

産業部
経済振興課

請求

7月31日

7月28日
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整理
番号

受付日 区分 担当課等
公文書の名称その他公文書を特定するに足りる事項
(請求の内容） 公文書の名称

開示決定
等の通知
をした日

開示決定等の内容 開示しないこととした部分
開示しないこととした根拠

規定

【依頼】「ﾒｯｾﾅｺﾞﾔ2014】出展に係る協力について他25件 全開示

ﾈﾋﾟｱﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾁﾗｼにかすがいっこ他9件 一部開示 個人の氏名、ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ、法人の口座情報 条例第7条第2号､3号

663 7月17日 請求
産業部
農政課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と、春日井市の課室等を対
象として、農政課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年6月9日以降送受信した
ﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年7月14日時点で存在し、電子
ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

【各市町農政担当者様】地域農業ﾘｰﾀﾞｰ育成事業実施要領の一部改正につい
て（通知）他13件

7月28日 全開示

664 7月17日 請求
まちづくり推進部

都市政策課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と、春日井市の課室等を対
象として、都市政策課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年6月9日以降送受信
したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年7月14日時点で存在し、
電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

【中部地整より情報提供】中部景観ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑの開催について他4件 7月30日 全開示

665 7月17日 請求
まちづくり推進部

都市整備課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と、春日井市の課室等を対
象として、都市整備課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年6月9日以降送受信
したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年7月14日時点で存在し、
電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

区画整理施行区域図送付 7月30日 全開示

666 7月17日 請求
まちづくり推進部

建築指導課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と、春日井市の課室等を対
象として、建築指導課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年6月9日以降送受信
したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年7月14日時点で存在し、
電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

【愛知県建築指導課】防火上間仕切りの告示についてのﾊﾟﾌﾞｺﾒについて（情報
提供）他5件

7月30日 全開示

667 7月17日 請求
建設部
道路課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と、春日井市の課室等を対
象として、道路課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年6月9日以降送受信した
ﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年7月14日時点で存在し、電子
ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

中部国道協会中止のお知らせ他18件 7月29日 全開示

668 7月17日 請求
建設部

公園緑地課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と、春日井市の課室等を対
象として、公園緑地課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年6月9日以降送受信
したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年7月14日時点で存在し、
電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

防毒ﾏｽｸ 7月24日 一部開示 個人の氏名、電話番号、ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ 条例第7条第2号

669 7月17日 請求
建設部

河川排水課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と、春日井市の課室等を対
象として、河川排水課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年6月9日以降送受信
したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年7月14日時点で存在し、
電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

平成26年度新川･境川親子流域ﾌｫｰﾗﾑ参加者募集について（依頼）
他6件

7月25日 全開示

670 7月17日 請求
建設部

住宅施設課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と、春日井市の課室等を対
象として、住宅施設課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年6月9日以降送受信
したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年7月14日時点で存在し、
電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

保全ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｼｽﾃﾑ利用状況(6/20） 8月6日 一部開示 氏名、ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ 条例第7条第2号

671 7月17日 請求
市民病院

栄養管理室

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と、春日井市の課室等を対
象として、栄養管理室ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年6月9日以降送受信
したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年7月14日時点で存在し、
電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、春日井市情報
公開条例第7条第3号が規定する法人等と事業を営む個人と、春日井市立の学
校･保育園と、春日井市の課室等を対象として、栄養管理室ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成
26年6月9日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年7月14日時点
で存在し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

7月30日
不開示
(不存在)

不存在

672 7月17日 請求
市民病院

医療連携室

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と、春日井市の課室等を対
象として、医療連携室ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年6月9日以降送受信
したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年7月14日時点で存在し、
電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、春日井市情報
公開条例第7条第3号が規定する法人等と事業を営む個人と、春日井市立の学
校･保育園と、春日井市の課室等を対象として、医療連携室ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成
26年6月9日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年7月14日時点
で存在し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

7月30日
不開示
(不存在)

不存在

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と、春日井市の課室等を対
象として、企業活動支援課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年6月9日以降送
受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年7月14日時点で存
在し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

7月28日7月17日 請求
産業部

企業活動支援課
662
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整理
番号

受付日 区分 担当課等
公文書の名称その他公文書を特定するに足りる事項
(請求の内容） 公文書の名称

開示決定
等の通知
をした日

開示決定等の内容 開示しないこととした部分
開示しないこととした根拠

規定

673 7月17日 請求
市民病院
管理課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と、春日井市の課室等を対
象として、管理課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年6月9日以降送受信した
ﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年7月14日時点で存在し、電子
ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

RE:指定基準の修正について他4件 7月30日 全開示

がん相談支援ｾﾝﾀｰ責任者様：平成25年度相談支援ｾﾝﾀｰ相談実績について
（愛知県健康対策課)他7件

全開示

7月のﾋﾟｱﾈｯﾄｶﾚﾝﾀﾞｰをご送付いたします。他1件 一部開示 氏名、ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ 条例第7条第2号

GX系ﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄管に関する調査について（回答）他2件 全開示

ﾘﾓｰﾄﾃﾞｰﾀ更新打合せの件他10件 一部開示 個人の氏名･ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ･電話番号 条例第7条第2号

【図面：監理棟】知多配水場120712他1件 不開示 条例第7条第7号

676 7月17日 請求
上下水道部

配水管理事務所

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と、春日井市の課室等を対
象として、配水管理事務所ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年6月9日以降送
受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年7月14日時点で存
在し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

各水道事業者殿（犬山浄水場系）：いぬやま浄水場の活性炭注入終了につい
て（←尾張水道事務所）他4件

7月31日 全開示

677 7月17日 請求
会計管理者

会計課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と、春日井市の課室等を対
象として、会計課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年6月9日以降送受信した
ﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年7月14日時点で存在し、電子
ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

NOMA中部本部行政管理講座のご案内他2件 7月29日 全開示

特例市制度の廃止に伴うお知らせ 全開示

優良消防職員表彰及び全国消防救助技術大会の宿泊･交通のご案内 一部開示 担当者名 条例第7条第2号

679 7月17日 請求
消防本部
予防課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と、春日井市の課室等を対
象として、消防総務課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年6月9日以降送受信
したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年7月14日時点で存在し、
電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

第172回尾張ﾌﾞﾛｯｸ予防事務担当者会議の開催について（通知）他4件 7月31日 全開示

680 7月17日 請求
消防本部

通信指令室

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と、春日井市の課室等を対
象として、通信指令室ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年6月9日以降送受信
したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年7月14日時点で存在し、
電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

協議会等の見直しに係る調査について 7月31日 全開示

春日井市が発注した、公共敷設水道管等修繕業務委託に関する予定価格書
他2件

全開示

春日井市が発注した、公共敷設水道管等修繕業務委託に関する見積書 一部開示 法人の印影 条例第7条第3号､4号

春日井市が発注した、公共敷設水道管等修繕業務委託に関する平成10年から
平成20年度分の予定価格書他3件

不開示
(不存在)

不存在

7月17日 7月30日

7月31日

請求

681

請求

7月31日

上下水道部
企画経営課

春日井市が発注した公共敷設水道管等修繕業務委託に関し、
･予定価格
･落札価格
･入札なら他業者が入れた札
･随時契約ならその理由がわかるもの（平成10年度～26年度分）

678

請求
上下水道部
水道工務課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と、春日井市の課室等を対
象として、水道工務課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年6月9日以降送受信
したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年7月14日時点で存在し、
電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

7月17日

市民病院
医事課

7月31日申出

675

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と、春日井市の課室等を対
象として、医事課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年6月9日以降送受信した
ﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年7月14日時点で存在し、電子
ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

消防本部
消防総務課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と、春日井市の課室等を対
象として、消防総務課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年6月9日以降送受信
したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年7月14日時点で存在し、
電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

7月17日

7月17日

674

84



整理
番号

受付日 区分 担当課等
公文書の名称その他公文書を特定するに足りる事項
(請求の内容） 公文書の名称

開示決定
等の通知
をした日

開示決定等の内容 開示しないこととした部分
開示しないこととした根拠

規定

春日井市が発注した、量水器開閉栓業務委託に関する、予定価格書他2件 全開示

春日井市が発注した、量水器開閉栓業務委託に関する、見積書 一部開示 法人の印影 条例第7条第3号､4号

春日井市が発注した、量水器開閉栓業務委託に関する、平成10年から平成20
年度分の予定価格書他3件

不開示
(不存在)

不存在

春日井市が発注した、水道施設支持運転業務委託に関する、入札執行調書他
2件

全開示

春日井市が発注した、水道施設維持運転業務委託に関する、平成10年度から
平成20年度分及び平成24･25年度分の入札執行調書他2件

不開示
(不存在)

不存在

春日井市が発注した、中央監視設備点検業務委託に関する、入札執行調書他
2件

全開示

春日井市が発注した、中央監視設備点検業務委託に関する、平成10年度から
平成20年度の入札執行調書他2件

不開示
(不存在)

不存在

685 7月22日 請求
消防本部
消防署

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を
営む個人と、春日井市立の学校･保育園と、春日井市の課室等を
対象として、消防署ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年6月9日以降送受信し
たﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年7月14日時点で存在し、電
子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、春日井市情報
公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を営む個人と、春日井市立の
学校･保育園と、春日井市の課室等を対象として、消防署ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26
年6月9日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年7月14日時点で
存在し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

8月5日
不開示
(不存在)

不存在

686 7月22日 請求
消防本部
東出張所

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を
営む個人と、春日井市立の学校･保育園と、春日井市の課室等を
対象として、東出張所ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年6月9日以降送受信
したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年7月14日時点で存在し、
電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、春日井市情報
公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を営む個人と、春日井市立の
学校･保育園と、春日井市の課室等を対象として、東出張所ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成
26年6月9日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年7月14日時点
で存在し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

7月30日
不開示
(不存在)

不存在

687 7月22日 請求
消防本部
西出張所

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を
営む個人と、春日井市立の学校･保育園と、春日井市の課室等を
対象として、西出張所ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年6月9日以降送受信
したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年7月14日時点で存在し、
電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、春日井市情報
公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を営む個人と、春日井市立の
学校･保育園と、春日井市の課室等を対象として、西出張所ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成
26年6月9日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年7月14日時点
で存在し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

8月5日
不開示
(不存在)

不存在

688 7月22日 請求
消防本部
南出張所

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を
営む個人と、春日井市立の学校･保育園と、春日井市の課室等を
対象として、南出張所ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年6月9日以降送受信
したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年7月14日時点で存在し、
電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、春日井市情報
公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を営む個人と、春日井市立の
学校･保育園と、春日井市の課室等を対象として、南出張所ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成
26年6月9日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年7月14日時点
で存在し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

8月5日
不開示
(不存在)

不存在

689 7月22日 請求
消防本部
北出張所

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を
営む個人と、春日井市立の学校･保育園と、春日井市の課室等を
対象として、北出張所ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年6月9日以降送受信
したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年7月14日時点で存在し、
電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、春日井市情報
公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を営む個人と、春日井市立の
学校･保育園と、春日井市の課室等を対象として、北出張所ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成
26年6月9日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年7月14日時点
で存在し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

8月5日
不開示
(不存在)

不存在

690 7月22日 請求
消防本部

高蔵寺出張所

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を
営む個人と、春日井市立の学校･保育園と、春日井市の課室等を
対象として、高蔵寺出張所ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年6月9日以降送
受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年7月14日時点で存
在し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、春日井市情報
公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を営む個人と、春日井市立の
学校･保育園と、春日井市の課室等を対象として、高蔵寺出張所ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、
平成26年6月9日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年7月14日
時点で存在し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

7月30日
不開示
(不存在)

不存在

春日井市が発注した水道施設維持運転業務委託に関し、
･予定価格
･落札価格
･入札なら他業者が入れた札
･随時契約ならその理由がわかるもの（平成10年度～26年度分）

春日井市が発注した量水器開閉栓等業務委託に関し、
･予定価格
･落札価格
･入札なら他業者が入れた札
･随時契約ならその理由がわかるもの（平成10年度～26年度分）

申出 7月31日

7月31日

申出
上下水道部
企画経営課

春日井市が発注した中央監視業務委託に関し、
･予定価格
･落札価格
･入札なら他業者が入れた札
･随時契約ならその理由がわかるもの（平成10年度～26年度分）

7月17日

7月31日

申出
上下水道部
企画経営課

上下水道部
企画経営課

7月17日

7月17日

683

682

684

85



整理
番号

受付日 区分 担当課等
公文書の名称その他公文書を特定するに足りる事項
(請求の内容） 公文書の名称

開示決定
等の通知
をした日

開示決定等の内容 開示しないこととした部分
開示しないこととした根拠

規定

691 7月22日 請求
教育委員会
教育総務課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を
営む個人と、春日井市立の学校･保育園と、春日井市の課室等を
対象として、教育総務課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年6月9日以降送受
信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年7月14日時点で存在
し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

7月16日開催　教育関係部課長会議の会議資料の送信について他1件 7月28日 一部開示 担当者名･ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ 条例第7条第2号

692 7月22日 請求
教育委員会
学校教育課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を
営む個人と、春日井市立の学校･保育園と、春日井市の課室等を
対象として、学校教育課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年6月9日以降送受
信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年7月14日時点で存在
し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

平成26年度特別支援教育就学奨励費補助金(小中学校分)に係る事業計画書
の提出について他51件

8月27日 全開示

693 7月22日 請求
教育委員会
文化財課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を
営む個人と、春日井市立の学校･保育園と、春日井市の課室等を
対象として、文化課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年6月9日以降送受信し
たﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年7月14日時点で存在し、電
子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

【依頼】災害状況報告について他8件 7月30日 全開示

7月22日 平成26年6月成立の「行政不服審査法」を解説いたします【第一法規ｾﾐﾅｰ他1件 全開示

平成26年度第2学期共同購入物資決定について他6件 一部開示 氏名、ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ 条例第7条第2号

AELﾒｰﾙ第3号（平成26年6月）他7件 全開示

【AELﾈｯﾄ構成員様】平成26年第1回愛知県環境学習施設等連絡協議会の資料
について（送付）

一部開示 氏名、役職 条例第7条第2号

696 7月22日 請求
議会事務局

議事課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を
営む個人と、春日井市立の学校･保育園と、春日井市の課室等を
対象として、議事課ｰﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年6月9日以降送受信し
たﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年7月14日時点で存在し、電
子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

沼津市議会副議長交代について 7月30日 全開示

「採用昇任等基本方針」について他28件 全開示

地域社会ﾗｲﾌﾌﾟﾗﾝ協会相談ｾﾐﾅｰ開催のご案内他1件 一部開示 担当者氏名及びﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ、調査解答用紙 条例第7条第1号､2号､7号

698 7月22日 請求
総務部
人事課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を
営む個人と、春日井市立の学校･保育園と、春日井市の課室等を
対象として、人事課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年6月9日以降送受信し
たﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年7月14日時点で存在し、電
子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、春日井市情報
公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を営む個人と、春日井市立の
学校･保育園と、春日井市の課室等を対象として、人事課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26
年6月9日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年7月14日時点で
存在し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

8月5日
不開示
(不存在)

不存在

699 7月22日 請求
環境部

環境政策課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を
営む個人と、春日井市立の学校･保育園と、春日井市の課室等を
対象として、環境政策課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年6月16日以降送
受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年7月18日時点で存
在し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの
(過日に提供したCD-Rによる写しの交付を希望します。)

【愛知県環境部】「わが家の省エネ＆CO2ﾀﾞｲｴｯﾄ作戦」～夏の節電ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ～
の参加について他4件

8月22日 全開示

700 7月22日 請求
環境部

環境政策課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を
営む個人と、春日井市立の学校･保育園と、春日井市の課室等を
対象として、環境政策課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年6月9日以降送受
信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年7月14日時点で存在
し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

【愛知県環境部】「わが家の省エネ＆CO2ﾀﾞｲｴｯﾄ作戦」～夏の節電ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ～
の参加について他5件

8月22日 全開示

請求

教育委員会
野外教育ｾﾝﾀｰ

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を
営む個人と、春日井市立の学校･保育園と、春日井市の課室等を
対象として、野外教育ｾﾝﾀｰﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年6月9日以降送
受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年7月14日時点で存
在し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

教育委員会
学校給食課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を
営む個人と、春日井市立の学校･保育園と、春日井市の課室等を
対象として、学校給食課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年6月9日以降送受
信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年7月14日時点で存在
し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

請求7月22日

総務部
人事課

8月5日

7月30日

8月5日7月22日697

請求

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を
営む個人と、春日井市立の学校･保育園と、春日井市の課室等を
対象として、人事課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年6月16日以降送受信し
たﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年7月18日時点で存在し、電
子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの
(過日に提供したCD-Rによる写しの交付を希望します。)

695

694

86



整理
番号

受付日 区分 担当課等
公文書の名称その他公文書を特定するに足りる事項
(請求の内容） 公文書の名称

開示決定
等の通知
をした日

開示決定等の内容 開示しないこととした部分
開示しないこととした根拠

規定

【春日井市】地盤沈下観測所管理委託報告及び地下水位地調査報告書（第2四
半期分）の提出（春日井市第2四半期）H26-1観測所管理要領様式第1号他42
件

全開示

【春日井市】地盤沈下観測所管理委託報告及び地下水位地調査報告書（第2四
半期分）の提出他6件

一部開示
地盤沈下観測結果及び地下水位調査結果、事業場、担当者氏名、
職員番号

条例第7条第2号､5号

公害苦情相談員等ﾌﾞﾛｯｸ会議について他57件 全開示

平成25年度土壌汚染対策法の施行状況及び土壌汚染調査･対策事例等に関
する調査について（回答）他5件

一部開示 事業場担当者氏名、ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ、携帯電話番号、職員番号、個人名 条例第7条第2号

703 7月22日 請求
上下水道部
企画経営課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を
営む個人と、春日井市立の学校･保育園と、春日井市の課室等を
対象として、企画経営課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年6月16日以降送
受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年7月18日時点で存
在し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの
(過日に提供したCD-Rによる写しの交付を希望します。)

平成26年度国土交通大臣賞(循環のみち下水道賞)の募集開始について他39
件

8月5日 全開示

平成26年度国土交通大臣賞(循環のみち下水道賞)の募集開始について他39
件

全開示

「新水道ﾋﾞｼﾞｮﾝ推進のための地域懇談会(第4回)」について（開催案内） 一部開示 氏名 条例第7条第2号

簡易専用水道法廷検査の報告他1件 全開示

簡易専用水道報告の件 一部開示 氏名 条例第7条第2号

706 7月22日 請求
上下水道部

業務課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を
営む個人と、春日井市立の学校･保育園と、春日井市の課室等を
対象として、業務課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年6月9日以降送受信し
たﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年7月14日時点で存在し、電
子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

簡易専用水道法定検査の報告書 8月5日 一部開示 氏名、ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ 条例第7条第2号

707 7月22日 請求
上下水道部
下水建設課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を
営む個人と、春日井市立の学校･保育園と、春日井市の課室等を
対象として、下水建設課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年6月16日以降送
受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年7月18日時点で存
在し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの
(過日に提供したCD-Rによる写しの交付を希望します。)

1.H26AUTO-CAD受講者名簿他1件 8月5日 全開示

708 7月22日 請求
上下水道部
下水建設課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を
営む個人と、春日井市立の学校･保育園と、春日井市の課室等を
対象として、下水建設課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年6月9日以降送受
信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年7月14日時点で存在
し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

Re:AUTO-CAD研修受講者の募集について（依頼）他2件 8月5日 全開示

709 7月22日 請求
上下水道部

勝西浄化ｾﾝﾀｰ

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を
営む個人と、春日井市立の学校･保育園と、春日井市の課室等を
対象として、勝西浄化ｾﾝﾀｰﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年6月16日以降
送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年7月18日時点で
存在し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの
(過日に提供したCD-Rによる写しの交付を希望します。)

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、春日井市情報
公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を営む個人と、春日井市立の
学校･保育園と、春日井市の課室等を対象として、勝西浄化ｾﾝﾀｰﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、
平成26年6月16日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年7月18
日時点で存在し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの

7月30日
不開示
(不存在)

不存在

7月22日

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を
営む個人と、春日井市立の学校･保育園と、春日井市の課室等を
対象として、環境保全課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年6月16日以降送
受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年7月18日時点で存
在し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの
(過日に提供したCD-Rによる写しの交付を希望します。)

701 7月22日

上下水道部
企画経営課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を
営む個人と、春日井市立の学校･保育園と、春日井市の課室等を
対象として、企画経営課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年6月9日以降送受
信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年7月14日時点で存在
し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を
営む個人と、春日井市立の学校･保育園と、春日井市の課室等を
対象として、業務課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年6月16日以降送受信し
たﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年7月18日時点で存在し、電
子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの
(過日に提供したCD-Rによる写しの交付を希望します。)

請求
環境部

環境保全課

8月5日

702

8月25日

8月5日704 7月22日 請求

705

環境部
環境保全課

8月25日

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を
営む個人と、春日井市立の学校･保育園と、春日井市の課室等を
対象として、環境保全課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年6月9日以降送受
信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年7月14日時点で存在
し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

7月22日 請求
上下水道部

業務課

請求
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整理
番号

受付日 区分 担当課等
公文書の名称その他公文書を特定するに足りる事項
(請求の内容） 公文書の名称

開示決定
等の通知
をした日

開示決定等の内容 開示しないこととした部分
開示しないこととした根拠

規定

710 7月22日 請求
上下水道部

勝西浄化ｾﾝﾀｰ

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を
営む個人と、春日井市立の学校･保育園と、春日井市の課室等を
対象として、勝西浄化ｾﾝﾀｰﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年6月9日以降送
受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年7月14日時点で存
在し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、春日井市情報
公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を営む個人と、春日井市立の
学校･保育園と、春日井市の課室等を対象として、勝西浄化ｾﾝﾀｰﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、
平成26年6月9日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年7月14日
時点で存在し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

7月30日
不開示
(不存在)

不存在

711 7月22日 請求
上下水道部

高蔵寺浄化ｾﾝ
ﾀｰ

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を
営む個人と、春日井市立の学校･保育園と、春日井市の課室等を
対象として、高蔵寺浄化ｾﾝﾀｰﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年6月16日以
降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年7月18日時点
で存在し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの
(過日に提供したCD-Rによる写しの交付を希望します。)

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、春日井市情報
公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を営む個人と、春日井市立の
学校･保育園と、春日井市の課室等を対象として、高蔵寺浄化ｾﾝﾀｰﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ
で、平成26年6月16日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年7月
18日時点で存在し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの
(過日に提供したCD-Rによる写しの交付を希望します。)

8月5日
不開示
(不存在)

不存在

712 7月22日 請求
上下水道部

高蔵寺浄化ｾﾝ
ﾀｰ

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を
営む個人と、春日井市立の学校･保育園と、春日井市の課室等を
対象として、高蔵寺浄化ｾﾝﾀｰﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年6月9日以降
送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年7月14日時点で
存在し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、春日井市情報
公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を営む個人と、春日井市立の
学校･保育園と、春日井市の課室等を対象として、高蔵寺浄化ｾﾝﾀｰﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ
で、平成26年6月9日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年7月
14日時点で存在し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

8月5日
不開示
(不存在)

不存在

713 7月22日 請求
上下水道部

南部浄化ｾﾝﾀｰ

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を
営む個人と、春日井市立の学校･保育園と、春日井市の課室等を
対象として、南部浄化ｾﾝﾀｰﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年6月16日以降
送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年7月18日時点で
存在し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの
(過日に提供したCD-Rによる写しの交付を希望します。)

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、春日井市情報
公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を営む個人と、春日井市立の
学校･保育園と、春日井市の課室等を対象として、南部浄化ｾﾝﾀｰﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、
平成26年6月16日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年7月18
日時点で存在し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの
(過日に提供したCD-Rによる写しの交付を希望します。)

8月5日
不開示
(不存在)

不存在

714 7月22日 請求
上下水道部

南部浄化ｾﾝﾀｰ

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を
営む個人と、春日井市立の学校･保育園と、春日井市の課室等を
対象として、消防署ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年6月9日以降送受信し
たﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年7月14日時点で存在し、電
子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、春日井市情報
公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を営む個人と、春日井市立の
学校･保育園と、春日井市の課室等を対象として、消防署ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26
年6月9日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年7月14日時点で
存在し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

8月5日
不開示
(不存在)

不存在

715 7月22日 請求
市民生活部

市民活動推進課
平成26年度の納涼まつりの従事職員の資料 第38回春日井市民納涼まつり従事職員業務要領 8月5日 一部開示 個人名、電話番号、顔写真 条例第7条第2号

716 7月23日 申出
まちづくり推進部

都市政策課

住居表示台帳
東山1丁目3街区　4街区　5街区　9街区
東山3丁目9街区
浅山町2丁目1街区　3街区
浅山町4丁目3街区

住居表示台帳
東山1丁目3街区　4街区　5街区　9街区　13街区
東山町2丁目2街区､3街区
東山3丁目9街区
浅山町2丁目1街区　3街区
浅山町4丁目3街区

8月5日 全開示

717 7月25日 申出
まちづくり推進部

建築指導課
建築計画概要書Ｈ6認建1545
建築計画概要書および処分の概要書Ｈ19確認建築00048

建築計画概要書Ｈ6認建1545号
建築計画概要書および処分の概要書Ｈ19確認建築00048号

8月1日 全開示

718 7月31日 請求
まちづくり推進部

建築指導課
春日井市岩成台9-4-14
建築計画概要書H09認建春建001738号

建築計画概要書
建築計画概要書H09認建春建001738号

8月5日 全開示

719 8月1日 請求
まちづくり推進部

建築指導課
H15確認ｻｰﾋﾞｽ名古屋第あ-2361号の建築計画概要書、建築基
準法令による処分の概要書

H15確認ｻｰﾋﾞｽ名古屋第あ-2361号の建築計画概要書、建築基準法令による
処分の概要書

8月5日 全開示

720 8月1日 請求
健康福祉部
高齢福祉課

社会福祉法人春日井福祉会H25年度事業収支計算書、貸借対照
表（内訳書を除く）

平成25年度社会福祉法人春日井福祉会現況報告のうち、事業活動収支計算
書及び貸借対照表

8月8日 全開示
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整理
番号

受付日 区分 担当課等
公文書の名称その他公文書を特定するに足りる事項
(請求の内容） 公文書の名称

開示決定
等の通知
をした日

開示決定等の内容 開示しないこととした部分
開示しないこととした根拠

規定

721 8月8日 請求
教育委員会
教育総務課

新藤山台小の配置図と平面図(A4で出力したもの) 新藤山台小の建築図面のCADﾃﾞｰﾀ 8月22日 全開示

722 8月8日 請求
教育委員会
学校給食課

東部調理場の配置図と平面図（A4で出力したもの） 東部調理場の建築図面のＣＡＤﾃﾞｰﾀ 8月22日 全開示

723 8月8日 請求
健康福祉部
健康増進課

総合保健医療ｾﾝﾀｰの配置図と平面図（A4で出力したもの） （仮称）春日井市総合m保健ｾﾝﾀｰ整備工事（建築） 8月20日 全開示

724 8月8日 請求
青少年子ども部

保育課
神領保育園と第3保育園の配置図と平面図（A4で出力したもの） 神領保育園と第三保育園の建築図面のCADﾃﾞｰﾀ 8月22日 全開示

725 8月8日 請求
総務部
総務課

市役所本庁舎の配置図と平面図（A4で出力したもの）で最新のも
の

市役所本庁舎の配置図及び平面図 8月25日 全開示

726 8月8日 請求
建設部

公園緑地課
都市公園の現況平面図CADﾃﾞｰﾀで電子ﾃﾞｰﾀで開示できるもの
（請求日時点で最新のもの）

都市公園の現況平面図CADﾃﾞｰﾀ 8月20日 全開示

727 8月11日 請求
教育委員会
学校教育課

春日井市立東部中学校、西部中学校、坂下中学校における、
2013年度の進路指導委員会に関するすべての文書。

春日井市東部中学校他16件
平成25年度第1回進路委員会資料（H.25．6.17）

9月24日 一部開示

私立各高等学校等の入試における指導基準及び判定に関する情
報、公立各高等学校等の一般入試における指導基準及び判定に関
する情報、私立各高等学校等の入試における選抜に関する情報、
生徒の組及び氏名、生徒の評定情報、生徒の成績情報、生徒の志
望校、私立各高等学校等の入試における指導基準に関する情報、
公立各高等学校等の一般入試における指導基準に関する情報、当
該中学校及び市内中学校の過去の公立入試結果の成績に関する
情報、志望校に対する判定、当該中学校及びしない中学校の前年

条例第7条2号､3号(ｱ)､(ｲ）､7号

728 8月12日 請求
総務部
総務課

春日井市情報公開．個人情報保護審査会
諮問第36号　平成26年2月24日.3月28日.審議の議事録（全部）起
案文書含む

平成25年第9回春日井市情報公開･個人情報保護審議会の議事録の確認につ
いて(伺）他5件

9月10日 全開示

729 8月18日 申出
まちづくり推進部

都市政策課

平成26年1月1日から26年6月30日までに付定のあった春日井市
住居表示に関する条例第3条･同規則に基づく住居表示実施地区
の新築届、付番通知等、新物件の受付日（付定日）･町名･住居番
号･地番の明記されている資料（氏名部分は必要ありません。）

建物等移動届出書(平成26年1月1日～平成26年6月30日） 8月29日 一部開示 届出人の住所、氏名、電話番号 条例第7条第2号

730 8月19日 請求
教育委員会
学校教育課

1．別紙『支出負担行為決議書』に「研修業務に精通した委員会」
に委託する旨の掲載がある。2014（H26）年度の右「委員会」が、
「研修業務に精通している」ことを示す、すべての文書。

春日井市教職員研修委員会規約他1件 9月2日 全開示

(1)平成26年度学校体育実施状況調査の実施について(依頼）(26尾教第662号）
他53件

全開示

第2回人事担当者会（要項及び添付資料） 一部開示 校長･教頭任用審査期日 条例第7条第7号

8月19日
教育委員会
学校教育課

1.本年度、県教委の実施した「学校体育実施状況調査」に関するすべての
文書。
2.2013.4.1～2014.8.18に開催された市町村教育長会議に関するすべての
文書。
3.2013年度の愛日事務協の「学校教育推進委員会」に関するすべての文
書。
4.2014.5.1～2014.8.18の、県教委等が主催した人事担当者会議･研修会
等に関するすべての文書。

731 請求 10月2日
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整理
番号

受付日 区分 担当課等
公文書の名称その他公文書を特定するに足りる事項
(請求の内容） 公文書の名称

開示決定
等の通知
をした日

開示決定等の内容 開示しないこととした部分
開示しないこととした根拠

規定

732 8月20日 申出
建設部
道路課

平成10年から平成12年までで春日井市県道各務原線の宮町の
交差点の北側の歩道･交差点の整備に関して愛知県から春日井
市に対して委託された業務に関する書類

平成10年から平成12年」までで春日井市県道各務原線の宮町の交差点の北側
の歩道･交差点の整備に関して、愛知県から春日井市に対して委託された業務
に関する書類

8月29日
不開示
(不存在)

不存在

733 9月1日 請求
教育委員会
教育総務課

入札執行日平成26年8月8日件名小学校複写機借上料
春日井市立勝川小学校始め5校5校の1ヶ月複写設定枚数及び1
枚単価の分かる賃貸借契約書の開示請求をいたします

賃貸借契約書 9月11日 一部開示 印影 条例第7条第3号ｱ

734 9月12日 請求
まちづくり推進部

建築指導課
26春建第230号の起案文書の表紙 26春建第230号の起案文書の表紙 9月19日 一部開示 個人の氏名 条例第7条第2号

735 9月16日 請求
教育委員会
学校教育課

2014（H26)年度の春日井市教職員研修委員会事務局（同委員会
規約第4条に定める事務局）において作成されたすべての文書。

平成26年度教職員研修委員会委託料配当表他1件 9月29日 全開示

736 9月19日 請求
市民生活部

市民活動推進課

･平成24．25．26．市、区長、町内会長、連合会、理事会の（会議
録）
(ﾚｼﾞュメ．資料含）（5月、12月、3月）
･理事報酬

春日井市区長町内会長連合会理事会の議事要旨･資料(平成24･25･26年度開
催分）
平成26年度第1回春日井市区長町内会長連合会理事会の開催について

10月3日 一部開示 理事氏名及び地域での役職名 条例第7条第2号

737 9月22日 請求
企画政策部

秘書課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を
営む個人と、春日井市立の学校･保育園と、春日井市の課室等を
対象として、秘書課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、本年7月15日以降送受信したﾒｰ
ﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年9月20日時点で存在し、電子
ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの（過日に提供したCD-Rによる写しの交
付を希望します。）

幹事会議の開催(10月）ついて他1件 10月2日 全開示

738 9月22日 請求
企画政策部

秘書課

国、独立行政邦人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室を対象と
して、秘書課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、本年7月15日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀ
の本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年9月20日時点で存在し、電子ﾃﾞｰﾀとし
て開示できないもの

幹事会議の開催(10月）ついて他1件 10月2日 全開示

739 9月22日 請求
企画政策部
企画政策課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を
営む個人と、春日井市立の学校･保育園と、春日井市の課室等を
対象として、企画政策課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、本年7月15日以降送受信し
たﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年9月20日時点で存在し、電
子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの（過日に提供したCD-Rによる写しの
交付を希望します。）

city_doshasaigai他5件 10月6日 一部開示 個人の氏名、職員番号 条例第7条第2号

特定非営利活動法人ﾋﾞｼﾞｭｱﾙｺﾝﾃﾝﾂﾌﾟﾛﾀﾞｸﾄﾈｯﾄﾜｰｸ他4件 全開示

第18回「都市の土砂災害に対する警戒避難体制など調べ（26年9月1日現在）｣
ご回答のお願い＝地方行財政調査会他1件

一部開示 個人の氏名 条例第7条第2号

741 9月22日 請求
企画政策部
広報広聴課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を
営む個人と、春日井市立の学校･保育園と、春日井市の課室等を
対象として、広報広聴課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、本年7月15日以降送受信し
たﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年9月20日時点で存在し、電
子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの（過日に提供したCD-Rによる写しの
交付を希望します。）

10月15日号広報原稿（展示）の確定原稿について他53件 10月2日 全開示

10月15日号広報原稿（展示）の確定原稿について他37件 全開示

【Shinzi Katoh展】広報春日井11/1号写真他26件 一部開示
個人の氏名、ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ、職名、顔写真、法人の印影、調査回答用
のURL
ID番号及びﾊﾟｽﾜｰﾄﾞ

条例第7条第2号､3号､4号

9月22日
企画政策部
広報広聴課

請求
企画政策部
企画政策課

9月22日740

国、独立行政邦人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室を対象と
して、広報広聴課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、本年7月15日以降送受信したﾒｰﾙ
ﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年9月20日時点で存在し、電子ﾃﾞｰ
ﾀとして開示できないもの

請求742 10月2日

国、独立行政邦人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室を対象と
して、企画政策課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、本年7月15日以降送受信したﾒｰﾙ
ﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年9月20日時点で存在し、電子ﾃﾞｰ
ﾀとして開示できないもの

10月6日
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整理
番号

受付日 区分 担当課等
公文書の名称その他公文書を特定するに足りる事項
(請求の内容） 公文書の名称

開示決定
等の通知
をした日

開示決定等の内容 開示しないこととした部分
開示しないこととした根拠

規定

743 9月22日 請求
総務部
総務課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を
営む個人と、春日井市立の学校･保育園と、春日井市の課室等を
対象として、総務課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、本年7月15日以降送受信したﾒｰ
ﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年9月20日時点で存在し、電子
ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの（過日に提供したCD-Rによる写しの交
付を希望します。）

不在者投票施設の指定等について
茨城県議会議員一般選挙期日について

9月25日 全開示

744 9月22日 請求
総務部
総務課

国、独立行政邦人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室を対象と
して、総務課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、本年7月15日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀ
の本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年9月20日時点で存在し、電子ﾃﾞｰﾀとし
て開示できないもの

不在者投票施設の指定等について
茨城県議会議員一般選挙期日について

9月26日 全開示

【愛知県】改正次世代育成支援対策推進法に基づく行動計画策定指針（特定事
業主行動計画部分）案の概要について他48件

全開示

「公務災害防止研修会」の開催について 一部開示 講師氏名 条例第7条第2号

746 9月22日 請求
総務部
人事課

国、独立行政邦人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室を対象と
して、人事課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、本年7月15日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀ
の本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年9月20日時点で存在し、電子ﾃﾞｰﾀとし
て開示できないもの

国、独立行政邦人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、春日井市情報
公開条例第7条第3号が規定する法人等と事業を営む個人と、春日井市立の学
校･保育園と春日井市の課室を対象として、人事課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、本年7月15日
以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年9月20日時点で存在し、電
子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

10月6日
不開示
(不存在)

不存在

【参考】周辺報道のに関する報道等（8月26日～9月1日）他80件 全開示

第5回防犯診断ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ定例会議・議事録を送ります。他9件 一部開示 氏名､無線番号､ふりがな､生年月日､性別､住所､電話番号､備考欄 条例第7条第2号､7号

【参考】周辺情報に関する報道等（8月26日～9月1日）他71件 全開示

平成26年8月15日からの大雨に伴う災害救助のためにしようする車両の高速道
路料金無料措置の期間延長について他24件

一部開示 無線番号､氏名､ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ､印影 条例第7条第2号､3号､4号､7号

749 9月22日 請求
総務部

交通対策課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を
営む個人と、春日井市立の学校･保育園と、春日井市の課室等を
対象として、交通対策課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、本年7月15日以降送受信し
たﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年9月20日時点で存在し、電
子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの（過日に提供したCD-Rによる写しの
交付を希望します。）

交通事故日報(9月16日)の送付について、交通事故日報(9月17日)の送付につ
いて、
交通事故日報の送付について(9/18)

10月2日 全開示

750 9月22日 請求
総務部

交通対策課

国、独立行政邦人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室を対象と
して、交通対策課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、本年7月15日以降送受信したﾒｰﾙ
ﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年9月20日時点で存在し、電子ﾃﾞｰ
ﾀとして開示できないもの

交通事故日報(9月16日)の送付について、交通事故日報(9月17日)の送付につ
いて、
交通事故日報の送付について(9/18)

10月2日 全開示

751 9月22日 請求
総務部

情報ｼｽﾃﾑ課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を
営む個人と、春日井市立の学校･保育園と、春日井市の課室等を
対象として、情報ｼｽﾃﾑ課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、本年7月15日以降送受信
したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年9月20日時点で存在し、
電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの（過日に提供したCD-Rによる写し
の交付を希望します。）

ＮＳＫじちたいかわら版平成26年8月号の送付
他1件

9月30日 全開示

802.11acならどれも同じ?!ﾄﾑの職場で何が起きたか他19件 全開示

Windows Server　2003のｻﾎﾟｰﾄ終了迫る![7月号]他4件 一部開示 個人の氏名 条例第7条第2号

9月30日

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を
営む個人と、春日井市立の学校･保育園と、春日井市の課室等を
対象として、市民安全課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、本年7月15日以降送受信し
たﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年9月20日時点で存在し、電
子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの（過日に提供したCD-Rによる写しの
交付を希望します。）

国、独立行政邦人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室を対象と
して、市民安全課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、本年7月15日以降送受信したﾒｰﾙ
ﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年9月20日時点で存在し、電子ﾃﾞｰ
ﾀとして開示できないもの

11月5日

9月22日 請求
総務部

市民安全課

請求

国、独立行政邦人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室を対象と
して、情報ｼｽﾃﾑ課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、本年7月15日以降送受信したﾒｰ
ﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年9月20日時点で存在し、電子
ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

総務部
情報ｼｽﾃﾑ課

総務部
市民安全課

752 9月22日 請求

748 9月22日

745

11月5日

9月22日 請求
総務部
人事課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を
営む個人と、春日井市立の学校･保育園と、春日井市の課室等を
対象として、人事課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、本年7月15日以降送受信したﾒｰ
ﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年9月20日時点で存在し、電子
ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの（過日に提供したCD-Rによる写しの交
付を希望します。）

10月6日

747
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整理
番号

受付日 区分 担当課等
公文書の名称その他公文書を特定するに足りる事項
(請求の内容） 公文書の名称

開示決定
等の通知
をした日

開示決定等の内容 開示しないこととした部分
開示しないこととした根拠

規定

753 9月22日 請求
財政部
財政課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を
営む個人と、春日井市立の学校･保育園と、春日井市の課室等を
対象として、財政課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、本年7月15日以降送受信したﾒｰ
ﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年9月20日時点で存在し、電子
ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの（過日に提供したCD-Rによる写しの交
付を希望します。）

特別交付税の算定に係る単独事業しらべについて(照会）他8件 10月6日 全開示

754 9月22日 請求
財政部
財政課

国、独立行政邦人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室を対象と
して、財政課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、本年7月15日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀ
の本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年9月20日時点で存在し、電子ﾃﾞｰﾀとし
て開示できないもの

特別交付税の算定に係る単独事業しらべについて(照会）他8件 10月6日 全開示

755 9月22日 請求
財政部

管財契約課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を
営む個人と、春日井市立の学校･保育園と、春日井市の課室等を
対象として、管財契約課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、本年7月15日以降送受信し
たﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年9月20日時点で存在し、電
子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの（過日に提供したCD-Rによる写しの
交付を希望します。）

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、春日井市情報
公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を営む個人と、春日井市立の
学校･保育園と、春日井市の課室等を対象として、管財契約課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、本
年7月15日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年9月20日時点で
存在し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの

10月3日
不開示
(不存在)

不存在

756 9月22日 請求
財政部

管財契約課

国、独立行政邦人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室を対象と
して、管財契約課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、本年7月15日以降送受信したﾒｰﾙ
ﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年9月20日時点で存在し、電子ﾃﾞｰ
ﾀとして開示できないもの

国、独立行政邦人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、春日井市情報
公開条例第7条第3号が規定する法人等と事業を営む個人と、春日井市立の学
校･保育園と春日井市の課室を対象として、管財契約課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、本年7月
15日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年9月20日時点で存在
し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

10月3日
不開示
(不存在)

不存在

【地電協】ﾏｽﾀ情報申請に関する留意事項について他91件 全開示

転出6月分USBｽﾃｨｯｸ送付他15件 一部開示
氏名、ﾊﾟｽﾜｰﾄﾞ、ID、職員番号、単価、通勤回数、勤務時間、個人番
号、生年月日、住所及び最寄のﾊﾞｽ停

条例第7条第2号､7号

平成26年度市町村税課税状況調の修正について他80件 全開示

【地電協】ﾏｽﾀ情報申請に関する留意事項について（ご連絡）他43件 一部開示
氏名、登録番号又は車両番号、車台番号、住所、使用の本拠の位
置、ﾌｧｲﾙ名、ｱｶｳﾝﾄ、市名、ID,ﾊﾟｽﾜｰﾄﾞ、ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ、印影及び事件
番号

条例第7条第2号､3号､6号､7号

759 9月22日 請求
財政部

資産税課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を
営む個人と、春日井市立の学校･保育園と、春日井市の課室等を
対象として、資産税課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、本年7月15日以降送受信した
ﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年9月20日時点で存在し、電子
ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの（過日に提供したCD-Rによる写しの交
付を希望します。）

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、春日井市情報
公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を営む個人と、春日井市立の
学校･保育園と、春日井市の課室等を対象として、資産税課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、本年
7月15日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年9月20日時点で存
在し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの

10月6日
不開示
(不存在)

不存在

760 9月22日 請求
財政部

資産税課

国、独立行政邦人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室を対象と
して、資産税課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、本年7月15日以降送受信したﾒｰﾙ
ﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年9月20日時点で存在し、電子ﾃﾞｰ
ﾀとして開示できないもの

評価ｾﾝﾀｰからのお知らせです。第92号他2件 10月6日 全開示

761 9月22日 請求
財政部
収納課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を
営む個人と、春日井市立の学校･保育園と、春日井市の課室等を
対象として、収納課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、本年7月15日以降送受信したﾒｰ
ﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年9月20日時点で存在し、電子
ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの（過日に提供したCD-Rによる写しの交
付を希望します。）

【要受診確認】徴収実務研修会の開催について 10月6日 全開示

762 9月22日 請求
財政部
収納課

国、独立行政邦人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室を対象と
して、収納課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、本年7月15日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀ
の本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年9月20日時点で存在し、電子ﾃﾞｰﾀとし
て開示できないもの

【要受診確認】徴収実務研修会の開催について他1件 10月6日 全開示

758

国、独立行政邦人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室を対象と
して、市民税課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、本年7月15日以降送受信したﾒｰﾙ
ﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年9月20日時点で存在し、電子ﾃﾞｰ
ﾀとして開示できないもの

請求
財政部

市民税課

10月20日

10月20日9月22日

財政部
市民税課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を
営む個人と、春日井市立の学校･保育園と、春日井市の課室等を
対象として、市民税課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、本年7月15日以降送受信した
ﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年9月20日時点で存在し、電子
ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの（過日に提供したCD-Rによる写しの交
付を希望します。）

757 9月22日 請求
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整理
番号

受付日 区分 担当課等
公文書の名称その他公文書を特定するに足りる事項
(請求の内容） 公文書の名称

開示決定
等の通知
をした日

開示決定等の内容 開示しないこととした部分
開示しないこととした根拠

規定

763 9月22日 請求
市民生活部

市民活動推進課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を
営む個人と、春日井市立の学校･保育園と、春日井市の課室等を
対象として、市民活動推進課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、本年7月15日以降送
受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年9月20日時点で存
在し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの（過日に提供したCD-Rによ
る写しの交付を希望します。）

【各市町村消費者行政ご担当者様】消費者ﾄﾗﾌﾞﾙ情報<あいちｸﾘｵ通信（平成26
年9月号）>について他1件

10月2日 全開示

764 9月22日 請求
市民生活部

市民活動推進課

国、独立行政邦人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室を対象と
して、市民活動推進課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、本年7月15日以降送受信した
ﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年9月20日時点で存在し、電子
ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

【各市長村消費者行政ご担当者様】消費者ﾄﾗﾌﾞﾙ情報<あいちｸﾘｵ通信（平成26
年9月号）>について他3件

10月2日 全開示

765 9月22日 請求
市民生活部

男女共同参画課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を
営む個人と、春日井市立の学校･保育園と、春日井市の課室等を
対象として、男女共同参画課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、本年7月15日以降送
受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年9月20日時点で存
在し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの（過日に提供したCD-Rによ
る写しの交付を希望します。）

平成27年「勤労青少年の標語」の募集について 9月30日 全開示

766 9月22日 請求
市民生活部

男女共同参画課

国、独立行政邦人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室を対象と
して、男女共同参画課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、本年7月15日以降送受信した
ﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年9月20日時点で存在し、電子
ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

平成27年「勤労青少年の標語」の募集について、海外都市交流に関する調査
について

9月30日 全開示

767 9月22日 請求
市民生活部

市民課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を
営む個人と、春日井市立の学校･保育園と、春日井市の課室等を
対象として、市民課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、本年7月15日以降送受信したﾒｰ
ﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年9月20日時点で存在し、電子
ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの（過日に提供したCD-Rによる写しの交
付を希望します。）

横須賀市「郵便事務処理ｾﾝﾀｰ」の設置について（通知）他2件 10月6日 全開示

768 9月22日 請求
市民生活部

市民課

国、独立行政邦人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室を対象と
して、市民課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、本年7月15日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀ
の本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年9月20日時点で存在し、電子ﾃﾞｰﾀとし
て開示できないもの

横須賀市「郵便事務処理ｾﾝﾀｰ」の設置について（通知）他2件 10月6日 全開示

769 9月22日 請求
文化ｽﾎﾟｰﾂ部

文化課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を
営む個人と、春日井市立の学校･保育園と、春日井市の課室等を
対象として、文化課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、本年7月15日以降送受信したﾒｰ
ﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年9月20日時点で存在し、電子
ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの（過日に提供したCD-Rによる写しの交
付を希望します。）

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、春日井市情報
公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を営む個人と、春日井市立の
学校･保育園と、春日井市の課室等を対象として、文化課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、本年7
月15日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年9月20日時点で存
在し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの

9月30日
不開示
(不存在)

不存在

770 9月22日 請求
文化ｽﾎﾟｰﾂ部

文化課

国、独立行政邦人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室を対象と
して、文化課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、本年7月15日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀ
の本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年9月20日時点で存在し、電子ﾃﾞｰﾀとし
て開示できないもの

国、独立行政邦人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、春日井市情報
公開条例第7条第3号が規定する法人等と事業を営む個人と、春日井市立の学
校･保育園と春日井市の課室を対象として、文化課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、本年7月15日
以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年9月20日時点で存在し、電
子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

9月30日
不開示
(不存在)

不存在

771 9月22日 請求
文化ｽﾎﾟｰﾂ部

ｽﾎﾟｰﾂ課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を
営む個人と、春日井市立の学校･保育園と、春日井市の課室等を
対象として、ｽﾎﾟｰﾂ課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、本年7月15日以降送受信した
ﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年9月20日時点で存在し、電子
ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの（過日に提供したCD-Rによる写しの交
付を希望します。）

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、春日井市情報
公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を営む個人と、春日井市立の
学校･保育園と、春日井市の課室等を対象として、ｽﾎﾟｰﾂ課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、本年7
月15日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年9月20日時点で存
在し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの

10月1日
不開示
(不存在)

不存在

772 9月22日 請求
文化ｽﾎﾟｰﾂ部

ｽﾎﾟｰﾂ課

国、独立行政邦人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室を対象と
して、ｽﾎﾟｰﾂ課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、本年7月15日以降送受信したﾒｰﾙ
ﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年9月20日時点で存在し、電子ﾃﾞｰ
ﾀとして開示できないもの

国、独立行政邦人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、春日井市情報
公開条例第7条第3号が規定する法人等と事業を営む個人と、春日井市立の学
校･保育園と春日井市の課室を対象として、ｽﾎﾟｰﾂ課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、本年7月15
日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年9月20日時点で存在し、
電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

10月1日
不開示
(不存在)

不存在

平成27年度第46回東海北陸社会教育研究大会愛知大会日程について他13件 全開示

あいち共同利用型施設予約ｼｽﾃﾑ用端末ﾄﾗﾌﾞﾙ時の対応について（通知）他1件 一部開示 氏名、携帯電話番号、ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ、職員番号 条例第7条第2号

文化ｽﾎﾟｰﾂ部
生涯学習課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を
営む個人と、春日井市立の学校･保育園と、春日井市の課室等を
対象として、生涯学習課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、本年7月15日以降送受信し
たﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年9月20日時点で存在し、電
子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの（過日に提供したCD-Rによる写しの
交付を希望します。）

10月2日773 9月22日 請求
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整理
番号

受付日 区分 担当課等
公文書の名称その他公文書を特定するに足りる事項
(請求の内容） 公文書の名称

開示決定
等の通知
をした日

開示決定等の内容 開示しないこととした部分
開示しないこととした根拠

規定

774 9月22日 請求
文化ｽﾎﾟｰﾂ部
生涯学習課

国、独立行政邦人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室を対象と
して、生涯学習課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、本年7月15日以降送受信したﾒｰﾙ
ﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年9月20日時点で存在し、電子ﾃﾞｰ
ﾀとして開示できないもの

県社連事務連絡平成27年度第46回東海北陸社会教育研究大会愛知大会の準
備に関する事務局連絡について他13件

10月2日 全開示

775 9月22日 請求
文化ｽﾎﾟｰﾂ部

図書館

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を
営む個人と、春日井市立の学校･保育園と、春日井市の課室等を
対象として、図書館ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、本年7月15日以降送受信したﾒｰ
ﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年9月20日時点で存在し、電子
ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの（過日に提供したCD-Rによる写しの交
付を希望します。）

【研修案内】愛知県図書館協会:ﾚﾌｧﾚﾝｽｻｰﾋﾞｽ研修のご案内他22件 10月6日 全開示

776 9月22日 請求
文化ｽﾎﾟｰﾂ部

図書館

国、独立行政邦人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室を対象と
して、図書館ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、本年7月15日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀ
の本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年9月20日時点で存在し、電子ﾃﾞｰﾀとし
て開示できないもの

予約資料確保のお知らせ他34件 10月6日 全開示

777 9月22日 請求
健康福祉部
健康増進課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を
営む個人と、春日井市立の学校･保育園と、春日井市の課室等を
対象として、健康増進課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、本年7月15日以降送受信し
たﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年9月20日時点で存在し、電
子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの（過日に提供したCD-Rによる写しの
交付を希望します。）

「ご当地かるしおﾚｼﾋﾟﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ2012S-1g(ｴｽ･ﾜﾝ･ｸﾞﾗﾝﾌﾟﾘ）大会」について(情報
提供）他1件

10月3日 全開示

778 9月22日 請求
健康福祉部
健康増進課

国、独立行政邦人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室を対象と
して、健康増進課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、本年7月15日以降送受信したﾒｰﾙ
ﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年9月20日時点で存在し、電子ﾃﾞｰ
ﾀとして開示できないもの

熱中症予防について他2件 10月3日 全開示

Re 【819〆】指定管理者制度の選定及び評価の運用について他14件 全開示

平成26年度老人の日記念事業に伴う百歳以上高齢者調査について他3件 一部開示 氏名、職員番号、住所、生年月日、年齢 条例第7条第2号

平成26年度老人の日記念事業に伴う百歳以上高齢者調査について他18件 全開示

平成26年9月度幹事会のご案内 一部開示 氏名、役職 条例第7条第2号

781 9月22日 請求
健康福祉部
介護保険課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を
営む個人と、春日井市立の学校･保育園と、春日井市の課室等を
対象として、介護福祉課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、本年7月15日以降送受信し
たﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年9月20日時点で存在し、電
子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの（過日に提供したCD-Rによる写しの
交付を希望します。）

【事務連絡】平成27年度における介護予防･日常生活支援総合事業の実施予
定について他6件

10月2日 全開示

782 9月22日 請求
健康福祉部
介護保険課

国、独立行政邦人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室を対象と
して、介護福祉課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、本年7月15日以降送受信したﾒｰﾙ
ﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年9月20日時点で存在し、電子ﾃﾞｰ
ﾀとして開示できないもの

Fw：【埼玉県高齢介護課･佐藤です】8月26日模擬地域ｹｱ会議の映像等の配信
について他13件

10月2日 全開示

全国児童発達支援施設運営居議会名古屋大会について他3件 全開示

補装具費･日常生活用具研修会のご連絡 一部開示 役職名及び氏名 条例第7条第2号

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を
営む個人と、春日井市立の学校･保育園と、春日井市の課室等を
対象として、障がい福祉課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、本年7月15日以降送受信
したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年9月20日時点で存在し、
電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの（過日に提供したCD-Rによる写し
の交付を希望します。）

請求
健康福祉部

障がい福祉課
9月22日783

780
健康福祉部
高齢福祉課

請求

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を
営む個人と、春日井市立の学校･保育園と、春日井市の課室等を
対象として、高齢福祉課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、本年7月15日以降送受信し
たﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年9月20日時点で存在し、電
子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの（過日に提供したCD-Rによる写しの
交付を希望します。）

10月6日

9月22日

国、独立行政邦人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室を対象と
して、高齢福祉課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、本年7月15日以降送受信したﾒｰﾙ
ﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年9月20日時点で存在し、電子ﾃﾞｰ
ﾀとして開示できないもの

10月28日

10月28日779
健康福祉部
高齢福祉課

請求9月22日

94



整理
番号

受付日 区分 担当課等
公文書の名称その他公文書を特定するに足りる事項
(請求の内容） 公文書の名称

開示決定
等の通知
をした日

開示決定等の内容 開示しないこととした部分
開示しないこととした根拠

規定

全国児童発達支援施設運営協議会名古屋大会について他3件 全開示

補装具他2件 一部開示 役職名及び氏名 条例第7条第2号

785 9月22日 請求
健康福祉部
生活援護課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を
営む個人と、春日井市立の学校･保育園と、春日井市の課室等を
対象として、生活援護課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、本年7月15日以降送受信し
たﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年9月20日時点で存在し、電
子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの（過日に提供したCD-Rによる写しの
交付を希望します。）

保護の手引（平成26年度版）発刊の案内について他7件 10月3日 全開示

786 9月22日 請求
健康福祉部
生活援護課

国、独立行政邦人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室を対象と
して、生活援護課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、本年7月15日以降送受信したﾒｰﾙ
ﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年9月20日時点で存在し、電子ﾃﾞｰ
ﾀとして開示できないもの

保護の手引（平成26年度版）発刊の案内について他8件 10月3日 全開示

787 9月22日 請求
健康福祉部

保険医療年金課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を
営む個人と、春日井市立の学校･保育園と、春日井市の課室等を
対象として、 保険医療年金課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、本年7月15日以降送
受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年9月20日時点で存
在し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの（過日に提供したCD-Rによ
る写しの交付を希望します。）

平成25年度後期健康診査委託料決について他20件 10月6日 全開示

788 9月22日 請求
健康福祉部

保険医療年金課

国、独立行政邦人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室を対象と
して、 保険医療年金課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、本年7月15日以降送受信し
たﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年9月20日時点で存在し、電
子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

平成25年度「法定給付費額報告書」について他27件 10月6日 全開示

789 9月22日 請求
青少年子ども部
子ども政策課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を
営む個人と、春日井市立の学校･保育園と、春日井市の課室等を
対象として、そども政策課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、本年7月15日以降送受信
したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年9月20日時点で存在し、
電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの（過日に提供したCD-Rによる写し
の交付を希望します。）

家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の運用上の取扱いについて
（通知）他1件

10月3日 全開示

790 9月22日 請求
青少年子ども部
子ども政策課

国、独立行政邦人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室を対象と
して、そども政策課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、本年7月15日以降送受信したﾒｰ
ﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年9月20日時点で存在し、電子
ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の運用上の取扱いについて
（通知）他1件

10月3日 全開示

【再送】保育所入所待機児童の結果について他2件 全開示

保育所長研修会東海北陸保育ｾﾐﾅｰのご案内 一部開示 個人の氏名、法人の口座情報 条例第7条第2号､3号

【再送】保育所入所待機児童の結果について他1件 全開示

保育所長研修会東海北陸保育ｾﾐﾅｰのご案内他3件 一部開示 個人の氏名、ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ 条例第7条第2号

793 9月22日 請求
環境部

環境政策課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を
営む個人と、春日井市立の学校･保育園と、春日井市の課室等を
対象として、環境政策課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、本年7月15日以降送受信し
たﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年9月20日時点で存在し、電
子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの（過日に提供したCD-Rによる写しの
交付を希望します。）

【各市町村環境保全担当者様　水質担当者様】「ｱｸｼｮﾝ油ヶ渕in高浜」の開催に
ついて（依頼）他3件

10月30日 全開示

請求

請求

国、独立行政邦人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室を対象と
して、保育課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、本年7月15日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀ
の本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年9月20日時点で存在し、電子ﾃﾞｰﾀとし
て開示できないもの

10月3日

健康福祉部
障がい福祉課

10月3日9月22日791

青少年子ども部
保育課

請求

792 9月22日

10月6日

青少年子ども部
保育課

9月22日

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を
営む個人と、春日井市立の学校･保育園と、春日井市の課室等を
対象として、保育課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、本年7月15日以降送受信したﾒｰ
ﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年9月20日時点で存在し、電子
ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの（過日に提供したCD-Rによる写しの交
付を希望します。）

国、独立行政邦人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室を対象と
して、障がい福祉課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、本年7月15日以降送受信した
ﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年9月20日時点で存在し、電子
ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

784

95



整理
番号

受付日 区分 担当課等
公文書の名称その他公文書を特定するに足りる事項
(請求の内容） 公文書の名称

開示決定
等の通知
をした日

開示決定等の内容 開示しないこととした部分
開示しないこととした根拠

規定

794 9月22日 請求
環境部

環境政策課

国、独立行政邦人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室を対象と
して、環境政策課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、本年7月15日以降送受信したﾒｰﾙ
ﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年9月20日時点で存在し、電子ﾃﾞｰ
ﾀとして開示できないもの

【各市町村環境保全担当者様　水質担当者様】「ｱｸｼｮﾝ油ヶ渕in高浜」の開催に
ついて（依頼）他3件

10月30日 全開示

浄化層強調月間主要駅ｷｬﾝﾍﾟｰﾝの実施について（加藤様←愛知県浄化槽●か
ら）他27件

全開示

RE:第5部(わかりやすい公用文の書き方､条例の読み方）研修受講生の募集に
ついて(環境保全課）他4件

一部開示 職員番号､自然観察会参加者等氏名 条例第7条第2号

<お知らせ>環境省からの公募行事情報について他36件 全開示

合併処理浄化槽普及啓発ｷｬﾝﾍﾟｰﾝについて（日々様←愛知県浄化層協会●か
ら)（訂正)他10件

一部開示
事業場担当者氏名､ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ､携帯電話番号､ID､ﾊﾟｽﾜﾜｰﾄﾞ､個人
名､住所

条例第7条第2号､3号､4号

797 9月22日 請求
環境部

ごみ減量推進課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を
営む個人と、春日井市立の学校･保育園と、春日井市の課室等を
対象として、ごみ減量推進課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、本年7月15日以降送受
信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年9月20日時点で存在
し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの（過日に提供したCD-Rによる
写しの交付を希望します。）

ﾚｼﾞ袋有料化店舗数調査について他5件 10月2日 全開示

ﾚｼﾞ袋有料化店舗数調査について他5件 全開示

小型家電8月分 一部開示 氏名、ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ 条例第7条第2号

799 9月22日 請求
環境部

清掃事業所

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を
営む個人と、春日井市立の学校･保育園と、春日井市の課室等を
対象として、清掃事業所ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、本年7月15日以降送受信し
たﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年9月20日時点で存在し、電
子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの（過日に提供したCD-Rによる写しの
交付を希望します。）

勤務割ﾃﾞｰﾀの送信について 10/.6 一部開示 職員番号 条例第7条第2号

800 9月22日 請求
環境部

清掃事業所

国、独立行政邦人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室を対象と
して、清掃事業所ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、本年7月15日以降送受信したﾒｰﾙ
ﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年9月20日時点で存在し、電子ﾃﾞｰ
ﾀとして開示できないもの

勤務割ﾃﾞｰﾀの送信について他2件 10月6日 全開示

FW:資源ｴﾈﾙｷﾞｰ庁との打ち合せについて他14件 全開示

一般廃棄物処理施設の機器補修工事及び運営費の調査結果について 一部開示 団体名､調査結果 条例第7条第5号

FW:資源ｴﾈﾙｷﾞｰ庁との打ち合せについて他17件 全開示

ｶﾞｽ受給契約書について 一部開示 氏名､ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ 条例第7条第2号

環境部
ごみ減量推進課

請求
環境部

環境保全課

国、独立行政邦人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室を対象と
して、ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、本年7月15日以降送受信したﾒｰﾙ
ﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年9月20日時点で存在し、電子ﾃﾞｰ
ﾀとして開示できないもの

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を
営む個人と、春日井市立の学校･保育園と、春日井市の課室等を
対象として、環境保全課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、本年7月15日以降送受信し
たﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年9月20日時点で存在し、電
子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの（過日に提供したCD-Rによる写しの
交付を希望します。）

10月27日
環境部

環境保全課

環境部
ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ

802 請求

9月22日

10月27日

9月22日801

請求

798

795

11月4日

9月22日

10月2日

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を
営む個人と、春日井市立の学校･保育園と、春日井市の課室等を
対象として、ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、本年7月15日以降送受信し
たﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年9月20日時点で存在し、電
子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの（過日に提供したCD-Rによる写しの
交付を希望します。）

11月4日

796

請求

9月22日

国、独立行政邦人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室を対象と
して、環境保全課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、本年7月15日以降送受信したﾒｰﾙ
ﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年9月20日時点で存在し、電子ﾃﾞｰ
ﾀとして開示できないもの

請求

環境部
ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ

国、独立行政邦人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室を対象と
して、ごみ減量推進課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、本年7月15日以降送受信した
ﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年9月20日時点で存在し、電子
ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

9月22日

96



整理
番号

受付日 区分 担当課等
公文書の名称その他公文書を特定するに足りる事項
(請求の内容） 公文書の名称

開示決定
等の通知
をした日

開示決定等の内容 開示しないこととした部分
開示しないこととした根拠

規定

803 9月22日 請求
環境部

衛生ﾌﾟﾗﾝﾄ

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を
営む個人と、春日井市立の学校･保育園と、春日井市の課室等を
対象として、衛生ﾌﾟﾗﾝﾄﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、本年7月15日以降送受信し
たﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年9月20日時点で存在し、電
子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの（過日に提供したCD-Rによる写しの
交付を希望します。）

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、春日井市情報
公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を営む個人と、春日井市立の
学校･保育園と、春日井市の課室等を対象として、衛生ﾌﾟﾗﾝﾄﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、本年
7月15日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年9月20日時点で存
在し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの

9月30日
不開示
(不存在)

不存在

804 9月22日 請求
環境部

衛生ﾌﾟﾗﾝﾄ

国、独立行政邦人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室を対象と
して、衛生ﾌﾟﾗﾝﾄﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、本年7月15日以降送受信したﾒｰﾙ
ﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年9月20日時点で存在し、電子ﾃﾞｰ
ﾀとして開示できないもの

国、独立行政邦人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、春日井市情報
公開条例第7条第3号が規定する法人等と事業を営む個人と、春日井市立の学
校･保育園と春日井市の課室を対象として、衛生ﾌﾟﾗﾝﾄﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、本年7月15
日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年9月20日時点で存在し、
電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

9月30日
不開示
(不存在)

不存在

805 9月22日 請求
産業部

経済振興課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を
営む個人と、春日井市立の学校･保育園と、春日井市の課室等を
対象として、経済振興課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、本年7月15日以降送受信し
たﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年9月20日時点で存在し、電
子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの（過日に提供したCD-Rによる写しの
交付を希望します。）

【中部経済産業局】中心市街地活性化法･関係法の改正及び補助金等支援施
策に関する説明会の開催について他8件

10月6日 全開示

【中部経済産業局】中心市街地活性化法･関係法の改正及び補助金等支援施
策に関する説明会の開催について他15件

全開示

PCﾚﾝﾀﾙの請書について 一部開示 個人の氏名、ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ 条例第7条第2号

【愛知県立地補助金関係】償却資産の事前発注に係る取扱いについて他34件 全開示

【再送：〆切り迫る!】かすがいﾋﾞｼﾞﾈｽﾌｫｰﾗﾑ出展ｻﾎﾟｰﾄｾﾐﾅｰ･個別相談会のご
案内

一部開示 個人の氏名 条例第7条第2号

【愛知県立地補助金関係】償却資産の事前発注に係る取扱いについて他34件 全開示

【重要：ﾋﾞｼﾞﾈｽﾌｫｰﾗﾑ】出展ﾌﾞｰｽﾚｲｱｳﾄのお知らせ並びに周知用ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄの校
正依頼について他28件

一部開示 個人の氏名、役職名、ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ、電話番号 条例第7条第2号

809 9月22日 請求
産業部
農政課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を
営む個人と、春日井市立の学校･保育園と、春日井市の課室等を
対象として、秘書課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、本年7月15日以降送受信したﾒｰ
ﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年9月20日時点で存在し、電子
ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの（過日に提供したCD-Rによる写しの交
付を希望します。）

図書「災害復旧事業の復旧広報2014年度版」の発行について他7件 10月7日 全開示

810 9月22日 請求
産業部
農政課

国、独立行政邦人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室を対象と
して、農政課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、本年7月15日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀ
の本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年9月20日時点で存在し、電子ﾃﾞｰﾀとし
て開示できないもの

【経営所得安定対策等関係担当者様】平成27年度農林水産予定概算要求の概
要他8件

10月6日 全開示

811 9月22日 請求
まちづくり推進部

都市政策課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を
営む個人と、春日井市立の学校･保育園と、春日井市の課室等を
対象として、都市政策課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、本年7月15日以降送受信し
たﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年9月20日時点で存在し、電
子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの（過日に提供したCD-Rによる写しの
交付を希望します。）

【ご案内】平成26年度「歴史文化基本構想」研修会の開催について他6件 10月6日 全開示

812 9月22日 請求
まちづくり推進部

都市政策課

国、独立行政邦人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室を対象と
して、都市政策課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、本年7月15日以降送受信したﾒｰﾙ
ﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年9月20日時点で存在し、電子ﾃﾞｰ
ﾀとして開示できないもの

【ご案内】平成26年度「歴史文化基本構想」研修会の開催について他6件 10月6日 全開示

産業部
企業活動支援課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を
営む個人と、春日井市立の学校･保育園と、春日井市の課室等を
対象として、企業活動支援課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、本年7月15日以降送
受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年9月20日時点で存
在し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの（過日に提供したCD-Rによ
る写しの交付を希望します。）

10月6日

請求
産業部

経済振興課

807 9月22日

10月6日

10月6日

請求
産業部

企業活動支援課
808

国、独立行政邦人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室を対象と
して、経済振興課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、本年7月15日以降送受信したﾒｰﾙ
ﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年9月20日時点で存在し、電子ﾃﾞｰ
ﾀとして開示できないもの

9月22日

9月22日

806

請求

国、独立行政邦人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室を対象と
して、企業活動支援課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、本年7月15日以降送受信した
ﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年9月20日時点で存在し、電子
ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの
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整理
番号

受付日 区分 担当課等
公文書の名称その他公文書を特定するに足りる事項
(請求の内容） 公文書の名称

開示決定
等の通知
をした日

開示決定等の内容 開示しないこととした部分
開示しないこととした根拠

規定

第5回まちづくり勉強会事前ｱﾝｹｰﾄ調査（依頼）他3件 全開示

【情報提供】まちづくりｾﾐﾅｰの開催のお知らせ他1件 一部開示 個人名、ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ 条例第7条第2号

第5回まちづくり勉強会ｱﾝｹｰﾄ調査（依頼）他3件 全開示

【ご案内】「まちづくり推進のための大街区化活用にかかる執務参考資料」説明
会開催のご案内（大阪、福岡、名古屋、さいたま会場）

一部開示 個人名、ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ 条例第7条第2号

「構造寺子屋（構造設計実務者養成講座）【鉄骨造篇】」開催について他1件 全開示

【一般財団法人建築行政情報ｾﾝﾀｰ(ICBA)「平成26年度建築確認実践研修」の
ご案内他3件

一部開示 担当者氏名､職員番号 条例第7条第2号

BUS-5製品の更新のご連絡(2014/09/08)㈱構造ｼｽﾃﾑ他3件 全開示

【一般財団法人建築行政情報ｾﾝﾀｰ(ICBA)】「平成26年度建築確認実践研修」
のご案内他1件

一部開示 担当者氏名､ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ 条例第7条第2号

817 9月22日 請求
建設部
道路課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を
営む個人と、春日井市立の学校･保育園と、春日井市の課室等を
対象として、 道路課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、本年7月15日以降送受信した
ﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年9月20日時点で存在し、電子
ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの（過日に提供したCD-Rによる写しの交
付を希望します。）

主要地方道多治見犬山線整備促進期成同盟会視察研修について他20件 10月6日 全開示

818 9月22日 請求
建設部
道路課

国、独立行政邦人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室を対象と
して、 道路課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、本年7月15日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰ
ﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年9月20日時点で存在し、電子ﾃﾞｰﾀと
して開示できないもの

主要地方道多治見犬山線整備促進期成同盟会視察研修について他16件 10月6日 全開示

819 9月22日 請求
建設部

公園緑地課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を
営む個人と、春日井市立の学校･保育園と、春日井市の課室等を
対象として、公園緑地課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、本年7月15日以降送受信し
たﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年9月20日時点で存在し、電
子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの（過日に提供したCD-Rによる写しの
交付を希望します。）

自然公園の行為規制関係のﾁﾗｼについて（依頼）他1件 9月26日 全開示

820 9月22日 請求
建設部

公園緑地課

国、独立行政邦人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室を対象と
して、公園緑地課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、本年7月15日以降送受信したﾒｰﾙ
ﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年9月20日時点で存在し、電子ﾃﾞｰ
ﾀとして開示できないもの

自然公園の行為規制関係のﾁﾗｼについて（依頼）他1件 9月26日 全開示

親子ﾌｫｰﾗﾑ当選組数通知他4件 全開示

親子ﾌｫｰﾗﾑ当選組数通知について 一部開示 担当者の電話番号 条例第7条第2号

請求
まちづくり推進部

都市整備課

国、独立行政邦人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室を対象と
して、都市整備課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、本年7月15日以降送受信したﾒｰﾙ
ﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年9月20日時点で存在し、電子ﾃﾞｰ
ﾀとして開示できないもの

10月6日

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を
営む個人と、春日井市立の学校･保育園と、春日井市の課室等を
対象として、都市整備課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、本年7月15日以降送受信し
たﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年9月20日時点で存在し、電
子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの（過日に提供したCD-Rによる写しの
交付を希望します。）

まちづくり推進部
都市整備課

請求
まちづくり推進部

建築指導課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を
営む個人と、春日井市立の学校･保育園と、春日井市の課室等を
対象として、建築指導課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、本年7月15日以降送受信し
たﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年9月20日時点で存在し、電
子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの（過日に提供したCD-Rによる写しの
交付を希望します。）

10月21日

9月22日

10月2日

請求

請求

まちづくり推進部
建築指導課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室を対象と
して、建築指導課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、本年7月15日以降送受信したﾒｰﾙ
ﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年9月20日時点で存在し、電子ﾃﾞｰ
ﾀとして開示できないもの

10月6日

9月22日

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を
営む個人と、春日井市立の学校･保育園と、春日井市の課室等を
対象として、河川排水課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、本年7月15日以降送受信し
たﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年9月20日時点で存在し、電
子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの（過日に提供したCD-Rによる写しの
交付を希望します。）

建設部
河川排水課

10月6日

814

816

9月22日

9月22日 請求

821

815

9月22日

813
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整理
番号

受付日 区分 担当課等
公文書の名称その他公文書を特定するに足りる事項
(請求の内容） 公文書の名称

開示決定
等の通知
をした日

開示決定等の内容 開示しないこととした部分
開示しないこととした根拠

規定

親子ﾌｫｰﾗﾑの当選通知について他8件 全開示

"KAえるｸﾞﾗﾝﾌﾟﾘ紹介用ﾌﾟﾛﾌｨｰﾙ 一部開示 所属職員の写真 条例第7条第2号

823 9月22日 請求
建設部

住宅施設課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を
営む個人と、春日井市立の学校･保育園と、春日井市の課室等を
対象として、住宅施設課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、本年7月15日以降送受信し
たﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年9月20日時点で存在し、電
子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの（過日に提供したCD-Rによる写しの
交付を希望します。）

保全ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｼｽﾃﾑ利用状況(8/20）他1件 10月3日 全開示

保全ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｼｽﾃﾑ利用状況（8/20) 一部開示 氏名､ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ 条例第7条第2号

【ご案内】平成26年度第2回中部ﾌｧｼﾘﾃｨ・ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ研究会開催について 全開示

825 9月22日 請求
市民病院
管理課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を
営む個人と、春日井市立の学校･保育園と、春日井市の課室等を
対象として、管理課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、本年7月15日以降送受信したﾒｰ
ﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年9月20日時点で存在し、電子
ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの（過日に提供したCD-Rによる写しの交
付を希望します。）

診療科別男女別医師数調査について（依頼）他3件 10月6日 全開示

826 9月22日 請求
市民病院
管理課

国、独立行政邦人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室を対象と
して、管理課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、本年7月15日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀ
の本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年9月20日時点で存在し、電子ﾃﾞｰﾀとし
て開示できないもの

（修正）平成26年度及び平成27年度に病院移転の予定のある施設について（審
議会案件）他4件

10月6日 全開示

827 9月22日 請求
市民病院
医事課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を
営む個人と、春日井市立の学校･保育園と、春日井市の課室等を
対象として、医事課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、本年7月15日以降送受信したﾒｰ
ﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年9月20日時点で存在し、電子
ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの（過日に提供したCD-Rによる写しの交
付を希望します。）

【ご回答】愛知県がん地域連携ﾊﾟｽWG担当者調査他5件 10月6日 全開示

828 9月22日 請求
市民病院
医事課

国、独立行政邦人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室を対象と
して、医事課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、本年7月15日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀ
の本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年9月20日時点で存在し、電子ﾃﾞｰﾀとし
て開示できないもの

【ご回答】愛知県がん地域連携ﾊﾟｽWG担当者調査他6件 10月6日 全開示

829 9月22日 請求
市民病院

栄養管理室

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を
営む個人と、春日井市立の学校･保育園と、春日井市の課室等を
対象として、栄養管理室ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、本年7月15日以降送受信し
たﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年9月20日時点で存在し、電
子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの（過日に提供したCD-Rによる写しの
交付を希望します。）

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、春日井市情報
公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を営む個人と、春日井市立の
学校･保育園と、春日井市の課室等を対象として、栄養管理室ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、本
年7月15日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年9月20日時点で
存在し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの（過日に提供したCD-Rによる写しの交
付を希望します。）

10月6日
不開示
(不存在)

不存在

830 9月22日 請求
市民病院

栄養管理室

国、独立行政邦人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室を対象と
して、栄養管理室ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、本年7月15日以降送受信したﾒｰﾙ
ﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年9月20日時点で存在し、電子ﾃﾞｰ
ﾀとして開示できないもの

国、独立行政邦人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、春日井市情報
公開条例第7条第3号が規定する法人等と事業を営む個人と、春日井市立の学
校･保育園と春日井市の課室を対象として、栄養管理室ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、本年7月
15日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年9月20日時点で存在
し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

10月6日
不開示
(不存在)

不存在

831 9月22日 請求
市民病院

医療連携室

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を
営む個人と、春日井市立の学校･保育園と、春日井市の課室等を
対象として、医療連携室ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、本年7月15日以降送受信し
たﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年9月20日時点で存在し、電
子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの（過日に提供したCD-Rによる写しの
交付を希望します。）

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、春日井市情報
公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を営む個人と、春日井市立の
学校･保育園と、春日井市の課室等を対象として、医療連携室ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、本
年7月15日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年9月20日時点で
存在し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの

10月6日
不開示
(不存在)

不存在

請求
建設部

河川排水課

請求
建設部

住宅施設課

国、独立行政邦人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室を対象と
して、住宅施設課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、本年7月15日以降送受信したﾒｰﾙ
ﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年9月20日時点で存在し、電子ﾃﾞｰ
ﾀとして開示できないもの

10月3日

国、独立行政邦人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室を対象と
して、河川排水課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、本年7月15日以降送受信したﾒｰﾙ
ﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年9月20日時点で存在し、電子ﾃﾞｰ
ﾀとして開示できないもの

9月22日

9月22日822 10月2日

824
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整理
番号

受付日 区分 担当課等
公文書の名称その他公文書を特定するに足りる事項
(請求の内容） 公文書の名称

開示決定
等の通知
をした日

開示決定等の内容 開示しないこととした部分
開示しないこととした根拠

規定

832 9月22日 請求
市民病院

医療連携室

国、独立行政邦人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室を対象と
して、医療連携室ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、本年7月15日以降送受信したﾒｰﾙ
ﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年9月20日時点で存在し、電子ﾃﾞｰ
ﾀとして開示できないもの

国、独立行政邦人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、春日井市情報
公開条例第7条第3号が規定する法人等と事業を営む個人と、春日井市立の学
校･保育園と春日井市の課室を対象として、医療連携室ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、本年7月
15日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年9月20日時点で存在
し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

10月6日
不開示
(不存在)

不存在

再:【回答_春日井市】下水道事業の実施状況に関する調書の作成について他60
件

全開示

日本水道協会愛知県支部：平成26年度全国会議における特別講演の受講に
ついて（ご案内）他2件

一部開示 氏名、ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ 条例第7条第2号

再:【回答_春日井市】下水道事業の実施状況等に関する調書の作成について他
61件

全開示

Fw：【情報提供】平成27年度下水道事業予算概算要求の概要について他2件 一部開示 氏名、役職名、ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ、写真の顔の部分 条例第7条第2号

835 9月22日 請求
上下水道部

高蔵寺浄化ｾﾝ
ﾀｰ

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を
営む個人と、春日井市立の学校･保育園と、春日井市の課室等を
対象として、高蔵寺浄化ｾﾝﾀｰﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、本年7月15日以降送
受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年9月20日時点で存
在し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの（過日に提供したCD-Rによ
る写しの交付を希望します。）

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、春日井市情報
公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を営む個人と、春日井市立の
学校･保育園と、春日井市の課室等を対象として、高蔵寺浄化ｾﾝﾀｰﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ
で、本年7月15日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年9月20日
時点で存在し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの（過日に提供したCD-Rによる写
しの交付を希望します。）

10月3日
不開示
(不存在)

不存在

836 9月22日 請求
上下水道部

高蔵寺浄化ｾﾝ
ﾀｰ

国、独立行政邦人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室を対象と
して、高蔵寺浄化ｾﾝﾀｰﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、本年7月15日以降送受信し
たﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年9月20日時点で存在し、電
子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

国、独立行政邦人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、春日井市情報
公開条例第7条第3号が規定する法人等と事業を営む個人と、春日井市立の学
校･保育園と春日井市の課室を対象として、高蔵寺浄化ｾﾝﾀｰﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、本
年7月15日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年9月20日時点で
存在し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

10月3日
不開示
(不存在)

不存在

837 9月22日 請求
上下水道部

勝西浄化ｾﾝﾀｰ

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を
営む個人と、春日井市立の学校･保育園と、春日井市の課室等を
対象として、勝西浄化ｾﾝﾀｰﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、本年7月15日以降送受
信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年9月20日時点で存在
し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの（過日に提供したCD-Rによる
写しの交付を希望します。）

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、春日井市情報
公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を営む個人と、春日井市立の
学校･保育園と、春日井市の課室等を対象として、勝西浄化ｾﾝﾀｰﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、
本年7月15日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年9月20日時
点で存在し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの（過日に提供したCD-Rによる写し
の交付を希望します。）

10月3日
不開示
(不存在)

不存在

838 9月22日 請求
上下水道部

勝西浄化ｾﾝﾀｰ

国、独立行政邦人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室を対象と
して、勝西浄化ｾﾝﾀｰﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、本年7月15日以降送受信した
ﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年9月20日時点で存在し、電子
ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

国、独立行政邦人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、春日井市情報
公開条例第7条第3号が規定する法人等と事業を営む個人と、春日井市立の学
校･保育園と春日井市の課室を対象として、勝西浄化ｾﾝﾀｰﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、本年7
月15日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年9月20日時点で存
在し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

10月3日
不開示
(不存在)

不存在

839 9月22日 請求
上下水道部

南部浄化ｾﾝﾀｰ

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を
営む個人と、春日井市立の学校･保育園と、春日井市の課室等を
対象として、南部浄化ｾﾝﾀｰﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、本年7月15日以降送受
信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年9月20日時点で存在
し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの（過日に提供したCD-Rによる
写しの交付を希望します。）

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、春日井市情報
公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を営む個人と、春日井市立の
学校･保育園と、春日井市の課室等を対象として、南部浄化ｾﾝﾀｰﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、
本年7月15日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年9月20日時
点で存在し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの

10月6日
不開示
(不存在)

不存在

840 9月22日 請求
上下水道部

南部浄化ｾﾝﾀｰ

国、独立行政邦人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室を対象と
して、南部浄化ｾﾝﾀｰﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、本年7月15日以降送受信した
ﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年9月20日時点で存在し、電子
ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

国、独立行政邦人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、春日井市情報
公開条例第7条第3号が規定する法人等と事業を営む個人と、春日井市立の学
校･保育園と春日井市の課室を対象として、南部浄化ｾﾝﾀｰﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、本年7
月15日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年9月20日時点で存
在し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

10月6日
不開示
(不存在)

不存在

841 9月22日 請求
上下水道部

業務課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を
営む個人と、春日井市立の学校･保育園と、春日井市の課室等を
対象として、業務課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、本年7月15日以降送受信したﾒｰ
ﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年9月20日時点で存在し、電子
ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの（過日に提供したCD-Rによる写しの交
付を希望します。）

【県下水道推進協議会】広報用品について他3件 10月6日 全開示

請求
上下水道部
企画経営課

国、独立行政邦人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室を対象と
して、企画経営課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、本年7月15日以降送受信したﾒｰﾙ
ﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年9月20日時点で存在し、電子ﾃﾞｰ
ﾀとして開示できないもの

833 9月22日 請求
上下水道部
企画経営課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を
営む個人と、春日井市立の学校･保育園と、春日井市の課室等を
対象として、企画経営課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、本年7月15日以降送受信し
たﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年9月20日時点で存在し、電
子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの（過日に提供したCD-Rによる写しの
交付を希望します。）

10月6日

10月6日9月22日834
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整理
番号

受付日 区分 担当課等
公文書の名称その他公文書を特定するに足りる事項
(請求の内容） 公文書の名称

開示決定
等の通知
をした日

開示決定等の内容 開示しないこととした部分
開示しないこととした根拠

規定

各水道事業者様：愛知県津島市地震防災訓練について(←尾張水道事務所）他
3件

全開示

各水道事業者様：愛知県津島市地震防災訓練について(←尾張水道事務所）他
1件

一部開示 氏名 条例第7条第2号

26尾建第1-892号の修正図面 全開示

天王橋-配管図9-19他2件 不開示 条例第7条第4号､7号

尾張建設事務所維持管理課山脇様他3件 全開示

Re：天王橋他5件 一部開示 個人の氏名･ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ･電話番号･ID･生年月日･資格証番号･印影 条例第7条第2号､3号

845 9月22日 請求
上下水道部

配水管理事務所

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を
営む個人と、春日井市立の学校･保育園と、春日井市の課室等を
対象として、配水管理事務所ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、本年7月15日以降送
受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年9月20日時点で存
在し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの（過日に提供したCD-Rによ
る写しの交付を希望します。）

貸切ﾊﾞｽの新運賃･料金制度説明会の開催について他1件
10月6日 全開示

846 9月22日 請求
上下水道部

配水管理事務所

国、独立行政邦人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室を対象と
して、配水管理事務所ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、本年7月15日以降送受信した
ﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年9月20日時点で存在し、電子
ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

【配水管理事務所　伊藤良太様】平成26年度愛知県水道水質検査外部精度管
理について他3件

10月6日 全開示

847 9月22日 請求
上下水道部
下水建設課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を
営む個人と、春日井市立の学校･保育園と、春日井市の課室等を
対象として、下水建設課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、本年7月15日以降送受信し
たﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年9月20日時点で存在し、電
子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの（過日に提供したCD-Rによる写しの
交付を希望します。）

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、春日井市情報
公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を営む個人と、春日井市立の
学校･保育園と、春日井市の課室等を対象として、下水建設課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、本
年7月15日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年9月20日時点で
存在し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの

10月1日
不開示
(不存在)

不存在

848 9月22日 請求
上下水道部
下水建設課

国、独立行政邦人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室を対象と
して、下水建設課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、本年7月15日以降送受信したﾒｰﾙ
ﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年9月20日時点で存在し、電子ﾃﾞｰ
ﾀとして開示できないもの

国、独立行政邦人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、春日井市情報
公開条例第7条第3号が規定する法人等と事業を営む個人と、春日井市立の学
校･保育園と春日井市の課室を対象として、下水建設課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、本年7月
15日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年9月20日時点で存在
し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

10月1日
不開示
(不存在)

不存在

849 9月22日 請求
消防本部

消防総務課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を
営む個人と、春日井市立の学校･保育園と、春日井市の課室等を
対象として、消防総務課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、本年7月15日以降送受信し
たﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年9月20日時点で存在し、電
子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの（過日に提供したCD-Rによる写しの
交付を希望します。）

緊急消防援助隊愛知県隊応援等実施計画に定める愛知県隊迅速出動対応部
隊の変更について（通知）他1件

10月1日 全開示

850 9月22日 請求
消防本部

消防総務課

国、独立行政邦人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室を対象と
して、消防総務課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、本年7月15日以降送受信したﾒｰﾙ
ﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年9月20日時点で存在し、電子ﾃﾞｰ
ﾀとして開示できないもの

迅速出動対応部隊の変更について他1件 10月1日 全開示

851 9月22日 請求
消防本部
予防課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を
営む個人と、春日井市立の学校･保育園と、春日井市の課室等を
対象として、予防課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、本年7月15日以降送受信したﾒｰ
ﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年9月20日時点で存在し、電子
ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの（過日に提供したCD-Rによる写しの交
付を希望します。）

第44回愛知県消防長会予防担当課長会議の議題等について（依頼） 10月1日 全開示

843

844

842 9月22日
上下水道部

業務課

9月22日

9月22日
上下水道部
水道工務課

請求

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を
営む個人と、春日井市立の学校･保育園と、春日井市の課室等を
対象として、水道工務課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、本年7月15日以降送受信し
たﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年9月20日時点で存在し、電
子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの（過日に提供したCD-Rによる写しの
交付を希望します。）

10月6日

10月6日

請求

国、独立行政邦人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室を対象と
して、業務課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、本年7月15日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀ
の本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年9月20日時点で存在し、電子ﾃﾞｰﾀとし
て開示できないもの

10月6日請求

上下水道部
水道工務課

国、独立行政邦人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室を対象と
して、水道工務課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、本年7月15日以降送受信したﾒｰﾙ
ﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年9月20日時点で存在し、電子ﾃﾞｰ
ﾀとして開示できないもの
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整理
番号

受付日 区分 担当課等
公文書の名称その他公文書を特定するに足りる事項
(請求の内容） 公文書の名称

開示決定
等の通知
をした日

開示決定等の内容 開示しないこととした部分
開示しないこととした根拠

規定

第44回愛知県消防長会予防担当課長会議の議題等について（依頼）他1件 全開示

平成26年度液化石油ｶﾞｽ保安法研修のご案内 一部開示 担当者名､役職 条例第7条第2号

853 9月22日 請求
消防本部

通信指令室

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を
営む個人と、春日井市立の学校･保育園と、春日井市の課室等を
対象として、通信司令室ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、本年7月15日以降送受信し
たﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年9月20日時点で存在し、電
子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの（過日に提供したCD-Rによる写しの
交付を希望します。）

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、春日井市情報
公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を営む個人と、春日井市立の
学校･保育園と、春日井市の課室等を対象として、通信司令室ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、本
年7月15日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年9月20日時点で
存在し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの）

10月1日
不開示
(不存在)

不存在

854 9月22日 請求
消防本部

通信指令室

国、独立行政邦人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室を対象と
して、通信司令室ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、本年7月15日以降送受信したﾒｰﾙ
ﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年9月20日時点で存在し、電子ﾃﾞｰ
ﾀとして開示できないもの

国、独立行政邦人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、春日井市情報
公開条例第7条第3号が規定する法人等と事業を営む個人と、春日井市立の学
校･保育園と春日井市の課室を対象として、通信司令室ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、本年7月
15日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年9月20日時点で存在
し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

10月1日
不開示
(不存在)

不存在

855 9月22日 請求
消防本部
消防署

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を
営む個人と、春日井市立の学校･保育園と、春日井市の課室等を
対象として、消防署ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、本年7月15日以降送受信したﾒｰ
ﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年9月20日時点で存在し、電子
ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの（過日に提供したCD-Rによる写しの交
付を希望します。）

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、春日井市情報
公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を営む個人と、春日井市立の
学校･保育園と、春日井市の課室等を対象として、消防署ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、本年7
月15日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年9月20日時点で存
在し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの（過日に提供したCD-Rによる写しの交付
を希望します。）

10月1日
不開示
(不存在)

不存在

856 9月22日 請求
消防本部
消防署

国、独立行政邦人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室を対象と
して、消防署ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、本年7月15日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀ
の本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年9月20日時点で存在し、電子ﾃﾞｰﾀとし
て開示できないもの

国、独立行政邦人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、春日井市情報
公開条例第7条第3号が規定する法人等と事業を営む個人と、春日井市立の学
校･保育園と春日井市の課室を対象として、消防署ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、本年7月15日
以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年9月20日時点で存在し、電
子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

10月1日
不開示
(不存在)

不存在

857 9月22日 請求
消防本部
東出張所

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を
営む個人と、春日井市立の学校･保育園と、春日井市の課室等を
対象として、東出張所ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、本年7月15日以降送受信した
ﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年9月20日時点で存在し、電子
ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの（過日に提供したCD-Rによる写しの交
付を希望します。）

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、春日井市情報
公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を営む個人と、春日井市立の
学校･保育園と、春日井市の課室等を対象として、東出張所ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、本年
7月15日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年9月20日時点で存
在し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの（過日に提供したCD-Rによる写しの交付
を希望します。）

10月1日
不開示
(不存在)

不存在

858 9月22日 請求
消防本部
東出張所

国、独立行政邦人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室を対象と
して、東出張所ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、本年7月15日以降送受信したﾒｰﾙ
ﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年9月20日時点で存在し、電子ﾃﾞｰ
ﾀとして開示できないもの

国、独立行政邦人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、春日井市情報
公開条例第7条第3号が規定する法人等と事業を営む個人と、春日井市立の学
校･保育園と春日井市の課室を対象として、東出張所ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、本年7月15
日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年9月20日時点で存在し、
電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

10月1日
不開示
(不存在)

不存在

859 9月22日 請求
消防本部
西出張所

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を
営む個人と、春日井市立の学校･保育園と、春日井市の課室等を
対象として、西出張所ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、本年7月15日以降送受信した
ﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年9月20日時点で存在し、電子
ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの（過日に提供したCD-Rによる写しの交
付を希望します。）

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、春日井市情報
公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を営む個人と、春日井市立の
学校･保育園と、春日井市の課室等を対象として、西出張所ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、本年
7月15日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年9月20日時点で存
在し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの（過日に提供したCD-Rによる写しの交付
を希望します。）

10月1日
不開示
(不存在)

不存在

860 9月22日 請求
消防本部
西出張所

国、独立行政邦人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室を対象と
して、西出張所ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、本年7月15日以降送受信したﾒｰﾙ
ﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年9月20日時点で存在し、電子ﾃﾞｰ
ﾀとして開示できないもの

国、独立行政邦人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、春日井市情報
公開条例第7条第3号が規定する法人等と事業を営む個人と、春日井市立の学
校･保育園と春日井市の課室を対象として、西出張所ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、本年7月15
日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年9月20日時点で存在し、
電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

10月1日
不開示
(不存在)

不存在

861 9月22日 請求
消防本部
南出張所

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を
営む個人と、春日井市立の学校･保育園と、春日井市の課室等を
対象として、南出張所ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、本年7月15日以降送受信した
ﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年9月20日時点で存在し、電子
ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの（過日に提供したCD-Rによる写しの交
付を希望します。）

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、春日井市情報
公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を営む個人と、春日井市立の
学校･保育園と、春日井市の課室等を対象として、南出張所ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、本年
7月15日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年9月20日時点で存
在し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの

10月1日
不開示
(不存在)

不存在

862 9月22日 請求
消防本部
南出張所

国、独立行政邦人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室を対象と
して、南出張所ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、本年7月15日以降送受信したﾒｰﾙ
ﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年9月20日時点で存在し、電子ﾃﾞｰ
ﾀとして開示できないもの

国、独立行政邦人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、春日井市情報
公開条例第7条第3号が規定する法人等と事業を営む個人と、春日井市立の学
校･保育園と春日井市の課室を対象として、南出張所ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、本年7月15
日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年9月20日時点で存在し、
電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

10月1日
不開示
(不存在)

不存在

9月22日

国、独立行政邦人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室を対象と
して、予防課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、本年7月15日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀ
の本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年9月20日時点で存在し、電子ﾃﾞｰﾀとし
て開示できないもの

852 請求
消防本部
予防課

10月1日
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整理
番号

受付日 区分 担当課等
公文書の名称その他公文書を特定するに足りる事項
(請求の内容） 公文書の名称

開示決定
等の通知
をした日

開示決定等の内容 開示しないこととした部分
開示しないこととした根拠

規定

監査資料（様式3）訂正分他2件 全開示

勤務の割り振り表（9月28日～） 一部開示 職員番号 条例第7条第2号

864 9月22日 請求
消防本部
北出張所

国、独立行政邦人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室を対象と
して、南出張所ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、本年7月15日以降送受信したﾒｰﾙ
ﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年9月20日時点で存在し、電子ﾃﾞｰ
ﾀとして開示できないもの

監査資料（様式3）訂正分他2件 10月1日 全開示

865 9月22日 請求
消防本部

高蔵寺出張所

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を
営む個人と、春日井市立の学校･保育園と、春日井市の課室等を
対象として、高蔵寺出張所ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、本年7月15日以降送受
信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年9月20日時点で存在
し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの（過日に提供したCD-Rによる
写しの交付を希望します。）

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、春日井市情報
公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を営む個人と、春日井市立の
学校･保育園と、春日井市の課室等を対象として、高蔵寺出張所ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、
本年7月15日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年9月20日時
点で存在し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの

10月1日
不開示
(不存在)

不存在

866 9月22日 請求
消防本部

高蔵寺出張所

国、独立行政邦人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室を対象と
して、高蔵寺出張所ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、本年7月15日以降送受信した
ﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年9月20日時点で存在し、電子
ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

国、独立行政邦人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、春日井市情報
公開条例第7条第3号が規定する法人等と事業を営む個人と、春日井市立の学
校･保育園と春日井市の課室を対象として、高蔵寺出張所ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、本年7
月15日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年9月20日時点で存
在し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

10月1日
不開示
(不存在)

不存在

867 9月22日 請求
教育委員会
教育総務課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を
営む個人と、春日井市立の学校･保育園と、春日井市の課室等を
対象として、教育総務課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、本年7月15日以降送受信し
たﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年9月20日時点で存在し、電
子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの（過日に提供したCD-Rによる写しの
交付を希望します。）

教育委員会委員長等の移動について（通知） 10月1日 全開示

教育委員会委員長等の移動について（通知） 全開示

【春日井市役所様】訪問日日程の件他1件 一部開示 氏名､ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ､電話番号 条例第7条第2号

869 9月22日 請求
教育委員会
学校教育課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を
営む個人と、春日井市立の学校･保育園と、春日井市の課室等を
対象として、学校教育課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、本年7月15日以降送受信し
たﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年9月20日時点で存在し、電
子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの（過日に提供したCD-Rによる写しの
交付を希望します。）

通学路の交通安全の確保の徹底について他89件 11月4日 全開示

870 9月22日 請求
教育委員会
学校教育課

国、独立行政邦人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室を対象と
して、学校教育課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、本年7月15日以降送受信したﾒｰﾙ
ﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年9月20日時点で存在し、電子ﾃﾞｰ
ﾀとして開示できないもの

通学路の交通安全の確保の徹底について他90件 11月4日 全開示

【各市町村文化財保護担当課御中】平成26年度全国文化的景観地区連絡協議
会日田大会の開催について（通知）他14件

全開示

第38回春日井まつりの職員派遣について（報告）他1件 一部開示 職員番号 条例第7条第2号

【各市町村文化財保護担当課御中】平成26年度全国文化的景観地区連絡協議
会日田大会の開催について（通知）他16件

全開示

【各市町村文化財保護担当課御中】奈良文化材研究所文化財担当者専門研修
（古文書･遺跡情報）通知について他1件

一部開示 氏名、法人の印影 条例第7条第2号､3号､4号

請求

10月1日9月22日

国、独立行政邦人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室を対象と
して、文化財課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、本年7月15日以降送受信したﾒｰﾙ
ﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年9月20日時点で存在し、電子ﾃﾞｰ
ﾀとして開示できないもの

9月22日

863

871 10月2日

9月22日872 10月2日

868

国、独立行政邦人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室を対象と
して、教育総務課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、本年7月15日以降送受信したﾒｰﾙ
ﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年9月20日時点で存在し、電子ﾃﾞｰ
ﾀとして開示できないもの

教育委員会
文化財課

請求

消防本部
北出張所

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を
営む個人と、春日井市立の学校･保育園と、春日井市の課室等を
対象として、南出張所ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、本年7月15日以降送受信した
ﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年9月20日時点で存在し、電子
ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの（過日に提供したCD-Rによる写しの交
付を希望します。）

10月1日

請求

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を
営む個人と、春日井市立の学校･保育園と、春日井市の課室等を
対象として、文化財課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、本年7月15日以降送受信した
ﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年9月20日時点で存在し、電子
ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの（過日に提供したCD-Rによる写しの交
付を希望します。）

教育委員会
教育総務課

教育委員会
文化財課

9月22日 請求
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整理
番号

受付日 区分 担当課等
公文書の名称その他公文書を特定するに足りる事項
(請求の内容） 公文書の名称

開示決定
等の通知
をした日

開示決定等の内容 開示しないこととした部分
開示しないこととした根拠

規定

ｾﾝﾀｰ連絡協議会からのお願い他2件 全開示

ｾﾝﾀｰ連絡協議会からのご案内他3件 一部開示 氏名、ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ 条例第7条第2号

自治体の皆様へ!!お役立ち情報をお届けします【第1法規】他1件 全開示

ｾﾝﾀｰ連絡協議会からのお願い他11件 一部開示 氏名、ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ、ﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞｷｰ 条例第7条第2号､3号

875 9月22日 請求
教育委員会

野外教育ｾﾝﾀｰ

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を
営む個人と、春日井市立の学校･保育園と、春日井市の課室等を
対象として、野外教育ｾﾝﾀｰﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、本年7月15日以降送受
信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年9月20日時点で存在
し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの（過日に提供したCD-Rによる
写しの交付を希望します。）

【AELﾒｰﾙ第4号（平成26年7月)】他7件 10月3日 全開示

876 9月22日 請求
教育委員会

野外教育ｾﾝﾀｰ

国、独立行政邦人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室を対象と
して、秘書課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、本年7月15日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀ
の本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年9月20日時点で存在し、電子ﾃﾞｰﾀとし
て開示できないもの

【AELﾒｰﾙ第4号（平成26年7月)】他7件 10月3日 全開示

会計事務研修の報告書について 一部開示 職員番号 条例第7条第2号

正副議長の就任・退任あいさつ状の送付について 全開示

878 9月22日 請求
議会事務局

議事課

国、独立行政邦人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室を対象と
して、議事課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、本年7月15日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀ
の本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年9月20日時点で存在し、電子ﾃﾞｰﾀとし
て開示できないもの

会計事務研修の報告書について他2件 10月2日 全開示

議選監査委員の異動について他10件 全開示

定期監査資料について（依頼） 一部開示 支出負担行為調書の相手方氏名 条例第7条第2号

880 9月22日 請求
監査事務局

監査課

国、独立行政邦人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室を対象と
して、監査課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、本年7月15日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀ
の本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年9月20日時点で存在し、電子ﾃﾞｰﾀとし
て開示できないもの

議選監査委員の異動について他19件 10月2日 全開示

証紙出納計算書（春日井市7月分)他2件 全開示

収納代理店金融機関の店舗新築移転について（通知） 一部開示 法人印影 条例第7条第3号､4号

9月22日

873

881

879

9月22日

9月22日874

9月22日 請求

請求

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を
営む個人と、春日井市立の学校･保育園と、春日井市の課室等を
対象として、議事課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、本年7月15日以降送受信したﾒｰ
ﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年9月20日時点で存在し、電子
ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの（過日に提供したCD-Rによる写しの交
付を希望します。）

10月2日

請求
会計管理者

会計課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を
営む個人と、春日井市立の学校･保育園と、春日井市の課室等を
対象として、会計課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、本年7月15日以降送受信したﾒｰ
ﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年9月20日時点で存在し、電子
ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの（過日に提供したCD-Rによる写しの交
付を希望します。）

10月3日

請求
教育委員会
学校給食課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を
営む個人と、春日井市立の学校･保育園と、春日井市の課室等を
対象として、学校給食課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、本年7月15日以降送受信し
たﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年9月20日時点で存在し、電
子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの（過日に提供したCD-Rによる写しの
交付を希望します。）

10月6日9月22日

監査事務局
監査課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を
営む個人と、春日井市立の学校･保育園と、春日井市の課室等を
対象として、監査課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、本年7月15日以降送受信したﾒｰ
ﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年9月20日時点で存在し、電子
ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの（過日に提供したCD-Rによる写しの交
付を希望します。）

10月2日

国、独立行政邦人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室を対象と
して、学校給食課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、本年7月15日以降送受信したﾒｰﾙ
ﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年9月20日時点で存在し、電子ﾃﾞｰ
ﾀとして開示できないもの

議会事務局
議事課

10月6日
教育委員会
学校給食課

請求

877
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整理
番号

受付日 区分 担当課等
公文書の名称その他公文書を特定するに足りる事項
(請求の内容） 公文書の名称

開示決定
等の通知
をした日

開示決定等の内容 開示しないこととした部分
開示しないこととした根拠

規定

882 9月22日 請求
会計管理者

会計課

国、独立行政邦人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と事業を営
む個人と、春日井市立の学校･保育園と春日井市の課室を対象と
して、会計課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、本年7月15日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀ
の本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年9月20日時点で存在し、電子ﾃﾞｰﾀとし
て開示できないもの

NOMA中部本部行政管理講座のご案内他8件 10月3日 全開示

883 9月22日 請求
会計管理者

会計課
平成19年度に締結した、指定金融機関における公金取扱に係る
契約書（変更契約を含む。）

春日井市指定金融機関の公金取扱いの事務及び預金の取扱に関する契約書 10月3日 一部開示 法人印影 条例第7条第3号､4号

884 9月22日 請求
財政部
収納課

次のＡＢの行政文書一式
Ａ契約書と仕様書と覚書（コンビニエンスストア収納業務委託のも
の）
Ｂ契約書と協定書
大垣共立銀行の口座振替の委託についてのもの）

春日井市ｺﾝﾋﾞﾆｴﾝｽｽﾄｱ収納事務委託契約他4件 10月6日 一部開示
法人印影、振替結果ｺｰﾄﾞ、別紙1「ﾌｧｲﾙﾚｲｱｳﾄ」、別紙2「各種ｺｰﾄﾞ
表」

条例第7条第3号､4号､7号

885 9月22日 請求
財政部
財政課

各実施機関（市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、
監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、消防長、議
会）の平成25年度の支出負担行為の執行ﾃﾞｰﾀすべてで電子ﾃﾞｰﾀ
として開示できるものの電子ﾃﾞｰﾀ（過日に提供したＣＤ－Ｒによる
写しの交付を希望します。）

平成25年度支出負担行為ﾃﾞｰﾀ 11月5日 一部開示 相手方電話番号、相手方、負担行為額、支出命令済額 条例第7条第2号､3号､7号

886 9月22日 請求
まちづくり推進部

都市政策課
25春都政第244号一式 測量結果の使用承認について（伺） 10月6日 一部開示 氏名、印影 条例第7条第2号､3号､4号

887 9月22日 請求
総務部

情報ｼｽﾃﾑ課
ﾏｲﾅﾝﾊﾞｰ法に関する説明会の復命書一式

平成26年7月30日開催「平成26年度社会保障･税番号制度担当者説明会」復命
書

10月17日 一部開示 資料1-4中のｼｽﾃﾑ設計に関する部分 条例第7条第4号､5号､7号

888 9月22日 請求
総務部
総務課

新行政不服審査法の説明会資料一式 復命書 10月6日 全開示

889 9月22日 請求
会計管理者

会計課
契約書と協定書（ゆうちょ銀行の口座振替の委託についてのも
の）

春日井市公金収納事務取扱手数料に関する協定書 10月3日 一部開示 法人印影 条例第7条第3号､4号

890 10月3日 申出
まちづくり推進部

建築指導課
建築計画概要書H09認建春建001089 建築計画概要書H09認建春建001089 10月9日 全開示

891 10月6日 請求 選挙管理委員会 平成26年5月の市長選挙の投票所配置図の報告書 平成26年5月25日執行春日井市長選挙における投票所配置図の報告書 10月20日 一部開示 電話番号 条例第7条第7号

892 10月6日 請求 選挙管理委員会
平成26年5月の市長選挙の投票事務要綱の電子ﾃﾞｰﾀとして開示
できるもの（過日に提供したCD-Rによる写しの交付を希望しま
す。）

平成26年5月25日執行春日井市長選挙投票事務要領 10月20日 一部開示 電話番号 条例第7条第7号
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整理
番号

受付日 区分 担当課等
公文書の名称その他公文書を特定するに足りる事項
(請求の内容） 公文書の名称

開示決定
等の通知
をした日

開示決定等の内容 開示しないこととした部分
開示しないこととした根拠

規定

893 10月6日 請求
健康福祉部
高齢福祉課

社会福祉法人明知会（明知町字西追分1030-1）平成25年度社会
福祉法人現況報告書のうち事業活動収支計算書及び貸借対照
表（内訳書を除く）

平成25年度社会福祉法人明知会現況報告書のうち、事業活動収支計算書及
び貸借対照表

10月15日 全開示

894 10月6日 請求
まちづくり推進部

建築指導課

建築計画概要書処分の概要書
H14確更建築春日井市00004番
H09認権春建000279

H09認建春建000279号の建築計画概要書
H14確更建築春日井市00004号の建築計画概要書及び処分の概要書

10月9日 全開示

自治会活動（ｺﾐｭﾆﾃｨ）保険他3件 全開示

自治会活動保険の実施要綱･災害補償規定等
不開示
(不存在)

不存在

公共布設水道管等修繕事業委託に関する予定価格書の電磁的記録（平成21
年～26年度）

不開示
(不存在)

不存在

公共布設水道管等修繕事業委託に関する明細書一式の電磁的記録（平成21
～26年度）

全開示

897 10月8日 申出
上下水道部
企画経営課

公共布設水道管等修繕業務委託に関する見積書、明細書一式の
電磁的記録（平成21年度～26年度）

公共布設水道管等修繕業務委託に関する1見積書2明細書一式の電磁的記録
（平成21年度～26年度）

10月22日
不開示
(不存在)

不存在

量水器開閉栓等業務委託に関する、予定価格書の電磁的記録（平成21年度～
26年度）

不開示
(不存在)

不存在

量水器開閉栓等業務委託に関する明細書一式の電磁的記録（平成21年度～
26年度）

全開示

899 10月8日 申出
上下水道部
企画経営課

量水器開閉栓等業務委託に関する見積書、明細書一式の電磁的
記録（平成21年度～26年度）

量水器開閉栓等業務委託に関する1見積書2明細書一式の電磁的記録（平成
21年度～26年度）

10月22日
不開示
(不存在)

不存在

900 10月9日 請求
まちづくり推進部

都市整備課

平成25年度（都市整備課）
1歳入予算内示書
2歳出　　〃
3〃　　〃　整理簿（ﾎﾃﾙﾌﾟﾗｻﾞ勝川関係分）

(1)都市整備課平成25年度歳入予算内示書
(2)都市整備課平成25年度歳出予算内示書
(3)都市整備課平成25年度歳出整理簿(ﾎﾃﾙﾌﾟﾗｻﾞ勝川関係分）

10月20日 全開示

第38回春日井まつり従事職員名簿他43件 全開示

ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞ本部従事職員資料他1件 一部開示 個人氏名､電話番号 条例第7条第2号

895

898
量水器開閉栓等業務委託に関する予定価格書、明細書一式の電
磁的記録（平成21年度～26年度）

10月22日

10月21日

10月8日

上下水道部
企画経営課

10月22日
上下水道部
企画経営課

申出
公共布設水道管等修繕業務委託に関する予定価格書、明細書一
式の電磁的記録（平成21年度～26年度）

市民生活部
市民活動推進課

申出

春日井市自治会活動保険についての下記文書
○上記制度の概要が分かるﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ、ﾁﾗｼ等
○上記制度の実施要綱･災害補償規定等
○平成26年度契約時の仕様書
○平成26年度契約時の入札および見積り合わせ等の結果
○平成26年度契約の保険証券および特約･明細書等（保険約款
不要）
○平成23,24,25年度契約の事故件数および支払保険金額（被害
者に払った保険金額）
【備考】開示手数料･ｺﾋﾟｰ代･郵送料等の必要経費の支払は、貴
市納付書によりお願いいたします。返信用封筒が必要な場合あは
別途送付いたします。

896

10月8日

10月7日 申出

901 10月16日 請求
市民生活部

市民活動推進課

平成26年度の春日井まつりの従事職員資料のうち、電子ﾃﾞｰﾀとし
て開示できるもの（過日に提供したCD-Rによる写しの交付を希望
します。）

10月30日
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整理
番号

受付日 区分 担当課等
公文書の名称その他公文書を特定するに足りる事項
(請求の内容） 公文書の名称

開示決定
等の通知
をした日

開示決定等の内容 開示しないこととした部分
開示しないこととした根拠

規定

902 10月20日 請求
企画政策部

秘書課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を
営む個人と、春日井市立の学校･保育園と、春日井市の課室を対
象として、秘書課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年9月21日以降送受信した
ﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年10月18日時点で存在し、電
子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの（過日に提供したCD-Rによる写しの
交付を希望します。）

･10月14日、15日副市長ｾﾐﾅｰについてご連絡 10月31日 全開示

903 10月20日 請求
企画政策部

秘書課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を
営む個人と、春日井市立の学校･保育園と、春日井市の課室を対
象として、秘書課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年9月21日以降送受信した
ﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年10月18日時点で存在し、電
子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

･10月14日、15日副市長ｾﾐﾅｰについてご連絡他1件 10月31日 全開示

20141025都市住宅学会_ｼｲﾎﾟｼﾞｳﾑ企画書(周知用)他5件 全開示

C _kousaihi他3件 一部開示 個人の氏名､住所の一部､最寄のバス停 条例第7条第2号

特定非営利活動法人VCPNNetwork2010最新掲載情報他6件 全開示

「都市の交際費予算に関する調べ」のお願い=地方財政調査会 一部開示 個人の氏名､ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ､電話番号､FAX番号 条例第7条第2号

906 10月20日 請求
企画政策部
広報広聴課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を
営む個人と、春日井市立の学校･保育園と、春日井市の課室を対
象として、広報広聴課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年9月21日以降送受
信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年10月18日時点で存在
し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの（過日に提供したCD-Rによる
写しの交付を希望します。）

12月1日号の写真掲載について他9件 10月31日 全開示

【各市町村広報広聴ご担当者様】広報ｾﾐﾅｰ2014の開催案内について（通知）他
3件

全開示

12月1日号の写真掲載について他6件 一部開示 個人の氏名、ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ、法人の印影 条例第7条第2号､3号､4号

政治団体の届出等の告示について 全開示

平和に関する取組の調査について（依頼） 一部開示 担当者名 条例第7条第2号

･政治団体の届出等の告示について
･平成26年度市町村自衛官募集事務担当者会議の日程等について

全開示

平和に関する取組の調査について（依頼） 一部開示 担当者名 条例第7条第2号

10月20日

10月20日 請求

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を
営む個人と、春日井市立の学校･保育園と、春日井市の課室を対
象として、総務課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年9月21日以降送受信した
ﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年10月18日時点で存在し、電
子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの（過日に提供したCD-Rによる写しの
交付を希望します。）

907
企画政策部
広報広聴課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を
営む個人と、春日井市立の学校･保育園と、春日井市の課室を対
象として、企画政策課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年9月21日以降送受
信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年10月18日時点で存在
し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

10月20日

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を
営む個人と、春日井市立の学校･保育園と、春日井市の課室を対
象として、広報広聴課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年9月21日以降送受
信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年10月18日時点で存在
し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

905

909

904

10月31日

企画政策部
企画政策課

10月20日

10月20日

12月3日

請求
企画政策部
企画政策課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を
営む個人と、春日井市立の学校･保育園と、春日井市の課室を対
象として、企画政策課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年9月21日以降送受
信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年10月18日時点で存在
し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの（過日に提供したCD-Rによる
写しの交付を希望します。）

12月3日

908

請求
総務部
総務課

10月27日

請求

請求

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を
営む個人と、春日井市立の学校･保育園と、春日井市の課室を対
象として、総務課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年9月21日以降送受信した
ﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年10月18日時点で存在し、電
子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

総務部
総務課

10月27日

107



整理
番号

受付日 区分 担当課等
公文書の名称その他公文書を特定するに足りる事項
(請求の内容） 公文書の名称

開示決定
等の通知
をした日

開示決定等の内容 開示しないこととした部分
開示しないこととした根拠

規定

910 10月20日 請求
総務部
人事課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を
営む個人と、春日井市立の学校･保育園と、春日井市の課室を対
象として、人事課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年9月21日以降送受信した
ﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年10月18日時点で存在し、電
子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの（過日に提供したCD-Rによる写しの
交付を希望します。）

･【各市町村（名古屋市除く。）】平成27年度愛知県派遣職員要綱に基づく職員
の派遣について（通知）他25件

11月4日 全開示

911 10月20日 請求
総務部
人事課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を
営む個人と、春日井市立の学校･保育園と、春日井市の課室を対
象として、人事課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年9月21日以降送受信した
ﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年10月18日時点で存在し、電
子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、春日井市情報
公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を営む個人と、春日井市立の
学校･保育園と、春日井市の課室を対象として、人事課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年
9月21日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年10月19日時点で
存在し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

11月4日
不開示
(不存在)

不存在

【参考】周辺情報に関する報道等(9月17日～9月22日)他55件 全開示

(国民保護担当者様)国民保護･危機管理市町村連絡会議の開催通知他14件 一部開示 氏名､無線番号､顔写真､電話番号 条例第7条第2号､7号

【参考】周辺情報に関する報道等(9月17日～9月22日)他58件 全開示

平成26年8月19日からの大雨による土砂災害に伴う災害救助のために使用す
る車両の取扱いの期間延長について(依頼)

一部開示 無線番号､氏名､ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ､住所､電話番号､IPｱﾄﾞﾚｽ 条例第7条第2号､7号

交通事故日報(10/14現在)の送付について他3件 全開示

地方自治体における高齢者の交通安全確保対策に関する事例収集の調査に
ついて(依頼）

一部開示 氏名 条例第7条第2号

交通事故日報(10/14現在)の送付について他3件 全開示

地方自治体における高齢者の交通安全確保対策に関する事例収集の調査に
ついて(依頼）

一部開示 回答内容入力用URL 条例第7条第7号

916 10月20日 請求
総務部

情報ｼｽﾃﾑ課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を
営む個人と、春日井市立の学校･保育園と、春日井市の課室を対
象として、情報ｼｽﾃﾑ課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年9月21日以降送受
信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年10月18日時点で存在
し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの（過日に提供したCD-Rによる
写しの交付を希望します。）

･NSKじちたいかわら版平成26年10月号の送付
･住民情報及び内部情報ﾈｯﾄﾜｰｸの運用停止について

10月28日 全開示

基幹系ｼｽﾃﾑのｸﾗｳﾄﾞ化を徹底解説!ﾒﾘｯﾄと注意点とは？他12件 全開示

「日経ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ顧客満足度調査」6問で第1位〔9月号〕他2件 一部開示 個人の氏名 条例第7条第2号

914
総務部

交通対策課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を
営む個人と、春日井市立の学校･保育園と、春日井市の課室を対
象として、市民安全課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年9月21日以降送受
信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年10月18日時点で存在
し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの（過日に提供したCD-Rによる
写しの交付を希望します。）

10月29日10月20日 請求

915 請求10月20日
総務部

交通対策課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を
営む個人と、春日井市立の学校･保育園と、春日井市の課室を対
象として、市民安全課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年9月21日以降送受
信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年10月18日時点で存在
し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

10月29日

917

913 請求

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を
営む個人と、春日井市立の学校･保育園と、春日井市の課室を対
象として、市民安全課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年9月21日以降送受
信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年10月18日時点で存在
し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの（過日に提供したCD-Rによる
写しの交付を希望します。）

12月4日10月20日

総務部
市民安全課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を
営む個人と、春日井市立の学校･保育園と、春日井市の課室を対
象として、市民安全課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年9月21日以降送受
信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年10月18日時点で存在
し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

12月4日

912

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を
営む個人と、春日井市立の学校･保育園と、春日井市の課室を対
象として、情報ｼｽﾃﾑ課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年9月21日以降送受
信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年10月18日時点で存在
し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

10月20日

請求
総務部

市民安全課

総務部
情報ｼｽﾃﾑ課

10月20日 請求 10月28日

108



整理
番号

受付日 区分 担当課等
公文書の名称その他公文書を特定するに足りる事項
(請求の内容） 公文書の名称

開示決定
等の通知
をした日

開示決定等の内容 開示しないこととした部分
開示しないこととした根拠

規定

918 10月20日 請求
財政部
財政課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を
営む個人と、春日井市立の学校･保育園と、春日井市の課室を対
象として、財政課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年9月21日以降送受信した
ﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年10月18日時点で存在し、電
子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの（過日に提供したCD-Rによる写しの
交付を希望します。）

【情報提供：航空機燃料譲与税】9月期の算出基礎について他4件 10月28日 全開示

919 10月20日 請求
財政部
財政課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を
営む個人と、春日井市立の学校･保育園と、春日井市の課室を対
象として、財政課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年9月21日以降送受信した
ﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年10月18日時点で存在し、電
子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

【情報提供：航空機燃料譲与税】9月期の算出基礎について他4件 10月28日 全開示

920 10月20日 請求
財政部

管財契約課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を
営む個人と、春日井市立の学校･保育園と、春日井市の課室を対
象として、管財契約課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年9月21日以降送受
信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年10月18日時点で存在
し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの（過日に提供したCD-Rによる
写しの交付を希望します。）

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、春日井市情報
公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を営む個人と、春日井市立の
学校･保育園と、春日井市の課室を対象として、管財契約課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成
26年9月21日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年10月18日時
点で存在し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの

11月4日
不開示
(不存在)

不存在

921 10月20日 請求
財政部

管財契約課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を
営む個人と、春日井市立の学校･保育園と、春日井市の課室を対
象として、管財契約課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年9月21日以降送受
信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年10月18日時点で存在
し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、春日井市情報
公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を営む個人と、春日井市立の
学校･保育園と、春日井市の課室を対象として、管財契約課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成
26年9月21日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年10月18日時
点で存在し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

11月4日
不開示
(不存在)

不存在

【愛知県】【図書の斡旋】H26『地方税関係資料ﾊﾝﾄﾞﾌﾞｯｸ』及び『改正地方税制詳
解』について他48件

全開示

転出8月分USBｽﾃｯｸ送付他4件 一部開示
氏名、ﾊﾟｽﾜｰﾄﾞ、ＩＤ、職員番号、単価、通勤回数、勤務時間、住所及
び電話番号

条例第7条第2号､7号

【愛知県】【図書の斡旋】H26『地方税関係資料ﾊﾝﾄﾞﾌﾞｯｸ』及び『改正地方税制詳
解』について他44件

全開示

納税証明書交付申請書の様式変更について（依頼）他8件 一部開示 氏名､ID､ﾊﾟｽﾜｰﾄﾞ､ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ及び印影 条例第7条第2号､3号､4号

924 10月20日 請求
財政部

資産税課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を
営む個人と、春日井市立の学校･保育園と、春日井市の課室を対
象として、資産税課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年9月21日以降送受信し
たﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年10月18日時点で存在し、
電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの（過日に提供したCD-Rによる写し
の交付を希望します。）

【受診】福島県川内村における鄙指示区域の見直しに伴う居住困難区域の変
更について他1件

11月4日 全開示

925 10月20日 請求
財政部

資産税課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を
営む個人と、春日井市立の学校･保育園と、春日井市の課室を対
象として、資産税課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年9月21日以降送受信し
たﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年10月18日時点で存在し、
電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

【受診】福島県川内村における鄙指示区域の見直しに伴う居住困難区域の変
更について他1件

11月4日 全開示

926 10月20日 請求
財政部
収納課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を
営む個人と、春日井市立の学校･保育園と、春日井市の課室を対
象として、収納課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年9月21日以降送受信した
ﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年10月18日時点で存在し、電
子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの（過日に提供したCD-Rによる写しの
交付を希望します。）

徴収実務研修会の出席者について（回答） 11月4日 全開示

徴収実務研修会の出席者について（回答） 全開示

東京税務ｾﾐﾅｰ【財産調査ｺｰｽ】受講者について 一部開示 氏名 条例第7条第2号

927

922

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を
営む個人と、春日井市立の学校･保育園と、春日井市の課室を対
象として、市民税課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年9月21日以降送受信し
たﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年10月18日時点で存在し、
電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの（過日に提供したCD-Rによる写し
の交付を希望します。）

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を
営む個人と、春日井市立の学校･保育園と、春日井市の課室を対
象として、市民税課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年9月21日以降送受信し
たﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年10月18日時点で存在し、
電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

11月4日

923

10月20日

10月20日

財政部
市民税課

請求

財政部
収納課

請求

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を
営む個人と、春日井市立の学校･保育園と、春日井市の課室を対
象として、収納課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年9月21日以降送受信した
ﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年10月18日時点で存在し、電
子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

10月20日 請求
財政部

市民税課
11月4日

11月4日
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整理
番号

受付日 区分 担当課等
公文書の名称その他公文書を特定するに足りる事項
(請求の内容） 公文書の名称

開示決定
等の通知
をした日

開示決定等の内容 開示しないこととした部分
開示しないこととした根拠

規定

928 10月20日 請求
市民生活部

市民活動推進課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を
営む個人と、春日井市立の学校･保育園と、春日井市の課室を対
象として、市民活動推進課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年9月21日以降
送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年10月18日時点で
存在し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの（過日に提供したCD-Rに
よる写しの交付を希望します。）

【注意喚起：消費者庁】毒きのこに関する注意喚起他1件 11月4日 全開示

929 10月20日 請求
市民生活部

市民活動推進課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を
営む個人と、春日井市立の学校･保育園と、春日井市の課室を対
象として、市民活動推進課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年9月21日以降
送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年10月18日時点で
存在し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

【注意喚起：消費者庁】毒きのこに関する注意喚起他4件 11月4日 全開示

930 10月20日 請求
市民生活部

男女共同参画課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を
営む個人と、春日井市立の学校･保育園と、春日井市の課室を対
象として、男女共同参画課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年9月21日以降
送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年10月18日時点で
存在し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの（過日に提供したCD-Rに
よる写しの交付を希望します。）

第2回市町村等DV 実務担当者会議の開催について 10月30日 全開示

931 10月20日 請求
市民生活部

男女共同参画課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を
営む個人と、春日井市立の学校･保育園と、春日井市の課室を対
象として、男女共同参画課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年9月21日以降
送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年10月18日時点で
存在し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

第2回市町村等DV 実務担当者会議の開催について、ﾘﾆｱ中央新幹線連絡会
議の設置及び会議出席依頼について

10月30日 全開示

庁舎消防訓練での改善点等意見書の提出について（依頼）他1件 全開示

勤務ｶﾚﾝﾀﾞｰを送付します。 一部開示 職員番号 条例第7条第2号

933 10月20日 請求
市民生活部

市民課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を
営む個人と、春日井市立の学校･保育園と、春日井市の課室を対
象として、市民課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年9月21日以降送受信した
ﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年10月18日時点で存在し、電
子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

庁舎消防訓練での改善点等意見書の提出について（依頼）他2件 10月31日 全開示

934 10月20日 請求
文化ｽﾎﾟｰﾂ部

文化課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を
営む個人と、春日井市立の学校･保育園と、春日井市の課室を対
象として、文化課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年9月21日以降送受信した
ﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年10月18日時点で存在し、電
子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの（過日に提供したCD-Rによる写しの
交付を希望します。）

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、春日井市情報
公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を営む個人と、春日井市立の
学校･保育園と、春日井市の課室を対象として、文化課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年
9月21日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年10月18日時点で
存在し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの

10月27日
不開示
(不存在)

不存在

935 10月20日 請求
文化ｽﾎﾟｰﾂ部

文化課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を
営む個人と、春日井市立の学校･保育園と、春日井市の課室を対
象として、文化課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年9月21日以降送受信した
ﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年10月18日時点で存在し、電
子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、春日井市情報
公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を営む個人と、春日井市立の
学校･保育園と、春日井市の課室を対象として、文化課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年
9月21日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年10月18日時点で
存在し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

10月27日
不開示
(不存在)

不存在

936 10月20日 請求
文化ｽﾎﾟｰﾂ部

ｽﾎﾟｰﾂ課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を
営む個人と、春日井市立の学校･保育園と、春日井市の課室を対
象として、ｽﾎﾟｰﾂ課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年9月21日以降送受信し
たﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年10月18日時点で存在し、
電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの（過日に提供したCD-Rによる写し
の交付を希望します。）

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、春日井市情報
公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を営む個人と、春日井市立の
学校･保育園と、春日井市の課室を対象として、ｽﾎﾟｰﾂ課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26
年9月21日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年10月18日時点
で存在し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの

10月30日
不開示
(不存在)

不存在

937 10月20日 請求
文化ｽﾎﾟｰﾂ部

ｽﾎﾟｰﾂ課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を
営む個人と、春日井市立の学校･保育園と、春日井市の課室を対
象として、ｽﾎﾟｰﾂ課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年9月21日以降送受信し
たﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年10月18日時点で存在し、
電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、春日井市情報
公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を営む個人と、春日井市立の
学校･保育園と、春日井市の課室を対象として、ｽﾎﾟｰﾂ課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26
年9月21日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年10月18日時点
で存在し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

10月30日
不開示
(不存在)

不存在

938 10月20日 請求
文化ｽﾎﾟｰﾂ部
生涯学習課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を
営む個人と、春日井市立の学校･保育園と、春日井市の課室を対
象として、生涯学習課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年9月21日以降送受
信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年10月18日時点で存在
し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの（過日に提供したCD-Rによる
写しの交付を希望します。）

･公民館主事等社会教育担当者研修会について他11件 11月4日 全開示

932 10月31日10月20日 請求
市民生活部

市民課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を
営む個人と、春日井市立の学校･保育園と、春日井市の課室を対
象として、市民課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年9月21日以降送受信した
ﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年10月18日時点で存在し、電
子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの（過日に提供したCD-Rによる写しの
交付を希望します。）
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番号

受付日 区分 担当課等
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公民館主事等社会教育担当者研修会について他14件 全開示

弊社ﾃｽﾄｻｰﾊﾞにﾄｯﾌﾟﾍﾟｰｼﾞをｱｯﾌﾟいたしました。他2件 一部開示 氏名、ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ、ID,ﾊﾟｽﾜｰﾄﾞ、印影 条例第7条第2号､3号､7号

940 10月20日 請求
文化ｽﾎﾟｰﾂ部

図書館

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を
営む個人と、春日井市立の学校･保育園と、春日井市の課室を対
象として、図書館ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年9月21日以降送受信した
ﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年10月18日時点で存在し、電
子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの（過日に提供したCD-Rによる写しの
交付を希望します。）

平成26年度静岡県図書館大会の開催について（ご案内）他16件 11月4日 全開示

941 10月20日 請求
文化ｽﾎﾟｰﾂ部

図書館

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を
営む個人と、春日井市立の学校･保育園と、春日井市の課室を対
象として、図書館ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年9月21日以降送受信した
ﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年10月18日時点で存在し、電
子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

平成26年度静岡県図書館大会の開催について（ご案内）他23件 11月4日 全開示

942 10月20日 請求
健康福祉部
健康増進課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を
営む個人と、春日井市立の学校･保育園と、春日井市の課室を対
象として、健康増進課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年9月21日以降送受
信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年10月18日時点で存在
し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの（過日に提供したCD-Rによる
写しの交付を希望します。）

【愛知県】在宅医療連携拠点推進事業･地域包括ｹｱﾓﾃﾞﾙ事業合同活動報告会
の開催について

10月28日 全開示

943 10月20日 請求
健康福祉部
健康増進課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を
営む個人と、春日井市立の学校･保育園と、春日井市の課室を対
象として、健康増進課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年9月21日以降送受
信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年10月18日時点で存在
し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

【愛知県】在宅医療連携拠点推進事業報告会のお知らせ他2件 10月28日 全開示

【情報提供】死亡事故発生速報【交通死亡事故多発警報発令中】他3件 全開示

台風19号による被害報告について 一部開示 氏名 条例第7条第2号

【春日井市】友愛電話訪問にかかる要綱等の送付について他3件 全開示

台風19号による被害報告について他2件 一部開示 氏名 条例第7条第2号

946 10月20日 請求
健康福祉部
介護保険課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を
営む個人と、春日井市立の学校･保育園と、春日井市の課室を対
象として、介護保険課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年9月21日以降送受
信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年10月18日時点で存在
し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの（過日に提供したCD-Rによる
写しの交付を希望します。）

（事務連絡）「生活扶助基準の見直しに伴い他制度に生じる影響について」に係
る情報提供について他7件

10月30日 全開示

947 10月20日 請求
健康福祉部
介護保険課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を
営む個人と、春日井市立の学校･保育園と、春日井市の課室を対
象として、介護保険課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年9月21日以降送受
信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年10月18日時点で存在
し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

【WAM NET授産品･芸術品ｷﾞｬﾗﾘｰ」開設のお知らせ】WAM NETﾒｰﾙﾏｶﾞｼﾞﾝ号外
（平成26年10月10日）他11件

10月31日 全開示

948 10月20日 請求
健康福祉部

障がい福祉課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を
営む個人と、春日井市立の学校･保育園と、春日井市の課室を対
象として、障がい福祉課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年9月21日以降送受
信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年10月18日時点で存在
し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの（過日に提供したCD-Rによる
写しの交付を希望します。）

倫理綱領の策定のご案内について 10月30日 全開示

請求
健康福祉部
高齢福祉課

944

請求

請求
健康福祉部
高齢福祉課

10月28日

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を
営む個人と、春日井市立の学校･保育園と、春日井市の課室を対
象として、高齢福祉課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年9月21日以降送受
信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年10月18日時点で存在
し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの（過日に提供したCD-Rによる
写しの交付を希望します。）

10月28日

10月20日939
文化ｽﾎﾟｰﾂ部
生涯学習課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を
営む個人と、春日井市立の学校･保育園と、春日井市の課室を対
象として、生涯学習課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年9月21日以降送受
信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年10月18日時点で存在
し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

11月4日

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を
営む個人と、春日井市立の学校･保育園と、春日井市の課室を対
象として、高齢福祉課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年9月21日以降送受
信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年10月18日時点で存在
し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

10月20日

945 10月20日
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整理
番号

受付日 区分 担当課等
公文書の名称その他公文書を特定するに足りる事項
(請求の内容） 公文書の名称

開示決定
等の通知
をした日

開示決定等の内容 開示しないこととした部分
開示しないこととした根拠

規定

「平成27年度本会審査支払事務手数料等について（予定）」のﾒｰﾙ送付につい
て他2件

全開示

倫理綱領の策定のご案内について 一部開示 氏名、印影 条例第7条第2号､3号､4号

950 10月20日 請求
健康福祉部
生活援護課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を
営む個人と、春日井市立の学校･保育園と、春日井市の課室を対
象として、生活援護課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年9月21日以降送受
信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年10月18日時点で存在
し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの（過日に提供したCD-Rによる
写しの交付を希望します。）

生活困窮者等の就労の促進に関する全国ﾋﾞﾙﾒﾝﾃﾅﾝｽ協会に対する協力依頼
他6件

10月27日 全開示

951 10月20日 請求
健康福祉部
生活援護課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を
営む個人と、春日井市立の学校･保育園と、春日井市の課室を対
象として、生活援護課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年9月21日以降送受
信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年10月18日時点で存在
し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

生活困窮者等の就労の促進に関する全国ﾋﾞﾙﾒﾝﾃﾅﾝｽ協会に対する協力依頼
他7件

10月27日 全開示

952 10月20日 請求
健康福祉部

保険医療年金課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を
営む個人と、春日井市立の学校･保育園と、春日井市の課室を対
象として、保険医療年金課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年9月21日以降
送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年10月18日時点で
存在し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの（過日に提供したCD-Rに
よる写しの交付を希望します。）

Re：公用車の車両一覧の提出について他9件 11月4日 全開示

953 10月20日 請求
健康福祉部

保険医療年金課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を
営む個人と、春日井市立の学校･保育園と、春日井市の課室を対
象として、保険医療年金課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年9月21日以降
送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年10月18日時点で
存在し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

平成26年度介護給付費･地域支援事業支援納付金第6期分の納付について
（お願い）他21件

11月4日 全開示

954 10月20日 請求
青少年子ども部
子ども政策課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を
営む個人と、春日井市立の学校･保育園と、春日井市の課室を対
象として、子ども政策課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年9月21日以降送受
信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年10月18日時点で存在
し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの（過日に提供したCD-Rによる
写しの交付を希望します。）

･【各市町村少子化対策主管課ご担当者さま】地域少子化対策強化交付金を活
用した事業計画の公表について他1件

10月28日 全開示

955 10月20日 請求
青少年子ども部
子ども政策課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を
営む個人と、春日井市立の学校･保育園と、春日井市の課室を対
象として、子ども政策課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年9月21日以降送受
信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年10月18日時点で存在
し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

･【各市町村少子化対策主管課ご担当者さま】地域少子化対策強化交付金を活
用した事業計画の公表について他1件

10月28日 全開示

平成27年度における一次預かり事業の実施予定について他6件 全開示

保育事業における運用ｽｹｼﾞｭｰﾙ及び運用ﾃｽﾄ顧客確認報告について 一部開示 個人の氏名、ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ 条例第7条第2号

平成27年度における一時預かり事業の実施予定について他6件 全開示

保育業務における運用ｽｹｼﾞｭｰﾙ及び運用ﾃｽﾄ顧客確認報告について他2件 一部開示 個人の氏名 条例第7条第2号

957

10月20日 請求

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を
営む個人と、春日井市立の学校･保育園と、春日井市の課室を対
象として、保育課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年9月21日以降送受信した
ﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年10月18日時点で存在し、電
子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの（過日に提供したCD-Rによる写しの
交付を希望します。）

請求

青少年子ども部
保育課

請求

10月30日

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を
営む個人と、春日井市立の学校･保育園と、春日井市の課室を対
象として、障がい福祉課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年9月21日以降送受
信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年10月18日時点で存在
し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

11月4日

青少年子ども部
保育課

10月20日

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を
営む個人と、春日井市立の学校･保育園と、春日井市の課室を対
象として、保育課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年9月21日以降送受信した
ﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年10月18日時点で存在し、電
子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

11月4日10月20日

949

956

健康福祉部
障がい福祉課
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整理
番号

受付日 区分 担当課等
公文書の名称その他公文書を特定するに足りる事項
(請求の内容） 公文書の名称

開示決定
等の通知
をした日

開示決定等の内容 開示しないこととした部分
開示しないこととした根拠

規定

･【情報提供ご協力の御願い】貴自治体開催（予定）のｴｺﾄﾞﾗｲﾌﾞ関連ｲﾍﾞﾝﾄ等に
尽きん増して他2件

全開示

･【情報提供ご協力の御願い】貴自治体開催（予定）のｴｺﾄﾞﾗｲﾌﾞ関連ｲﾍﾞﾝﾄ等に
尽きん増して他1件

一部開示 個人の氏名 条例第7条第2号

第3回低炭素塾の開催について（再周知）他1件 全開示

･【情報提供ご協力の御願い】貴自治体開催（予定）のｴｺﾄﾞﾗｲﾌﾞ関連ｲﾍﾞﾝﾄ等に
つきまして他1件

一部開示 個人の氏名 条例第7条第2号

空き家の雑草の除去等に関する条例に基づく対応方法について(照会)他39件 全開示

【事務連絡】溶存酸素量の測定方法に係るｱﾝｹｰﾄ調査について他8件 一部開示
事業場担当者氏名､担当者名を含むﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ､職員最終学歴､職
員電話番号､職員番号

条例第7条第2号

空き家の雑草の除去等に関する条例に基づく対応方法について他48件 全開示

騒音･振動､悪臭に係る研修会のお知らせ他18件 一部開示
事業場担当者氏名、ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ、携帯電話番号、外部送信識別番
号､個人名､住所､郵便番号､電話番号､ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ､職業､担当者名を
含むﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ､印影

条例第7条第2号､3号､4号､5
号､7号

962 10月20日 請求
環境部

ごみ減量推進課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を
営む個人と、春日井市立の学校･保育園と、春日井市の課室を対
象として、ごみ減量推進課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年9月21日以降送
受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年10月18日時点で存
在し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの（過日に提供したCD-Rによ
る写しの交付を希望します。）

･容器包装ﾘｻｲｸﾙ法に基づく保管施設の指定の関する意向調査の実施につい
て（照会）他4件

10月28日 全開示

963 10月20日 請求
環境部

ごみ減量推進課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を
営む個人と、春日井市立の学校･保育園と、春日井市の課室を対
象として、ごみ減量推進課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年9月21日以降送
受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年10月18日時点で存
在し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

･容器包装ﾘｻｲｸﾙ法に基づく保管施設の指定の関する意向調査の実施につい
て（照会）他4件

10月28日 全開示

勤務割ﾃﾞｰﾀの送信について 一部開示 職員番号 条例第7条第2号

平成26年度時間外勤務実施状況について 全開示

965 10月20日 請求
環境部

清掃事業所

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を
営む個人と、春日井市立の学校･保育園と、春日井市の課室を対
象として、清掃事業所ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年9月21日以降送受
信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年10月18日時点で存在
し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

勤務割ﾃﾞｰﾀの送信について 11月4日 全開示

966 10月20日 請求
環境部

ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を
営む個人と、春日井市立の学校･保育園と、春日井市の課室を対
象として、ｳﾘｰﾝｾﾝﾀｰﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年9月21日以降送受信
したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年10月18日時点で存在
し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの（過日に提供したCD-Rによる
写しの交付を希望します。）

Fw:【余熱協】電力ｼｽﾃﾑ改革関連制度に係る要望について 11月4日 全開示

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を
営む個人と、春日井市立の学校･保育園と、春日井市の課室を対
象として、環境保全課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年9月21日以降送受
信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年10月18日時点で存在
し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

環境部
環境保全課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を
営む個人と、春日井市立の学校･保育園と、春日井市の課室を対
象として、環境保全課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年9月21日以降送受
信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年10月18日時点で存在
し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの（過日に提供したCD-Rによる
写しの交付を希望します。）

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を
営む個人と、春日井市立の学校･保育園と、春日井市の課室を対
象として、清掃事業所ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年9月21日以降送受
信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年10月18日時点で存在
し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの（過日に提供したCD-Rによる
写しの交付を希望します。）

環境部
環境保全課

12月3日

10月30日請求10月20日

環境部
清掃事業所

環境部
環境政策課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を
営む個人と、春日井市立の学校･保育園と、春日井市の課室を対
象として、環境政策課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年9月21日以降送受
信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年10月18日時点で存在
し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

12月3日

11月4日

環境部
環境政策課

959

961

10月20日 請求

958

請求

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を
営む個人と、春日井市立の学校･保育園と、春日井市の課室を対
象として、環境政策課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年9月21日以降送受
信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年10月18日時点で存在
し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの（過日に提供したCD-Rによる
写しの交付を希望します。）

10月20日

960

10月30日請求

964 10月20日 請求

10月20日
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整理
番号

受付日 区分 担当課等
公文書の名称その他公文書を特定するに足りる事項
(請求の内容） 公文書の名称

開示決定
等の通知
をした日

開示決定等の内容 開示しないこととした部分
開示しないこととした根拠

規定

967 10月20日 請求
環境部

ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を
営む個人と、春日井市立の学校･保育園と、春日井市の課室を対
象として、ｳﾘｰﾝｾﾝﾀｰﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年9月21日以降送受信
したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年10月18日時点で存在
し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

Fw:【余熱協】電力ｼｽﾃﾑ改革関連制度に係る要望について 11月4日 全開示

968 10月20日 請求
環境部

衛生ﾌﾟﾗﾝﾄ

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を
営む個人と、春日井市立の学校･保育園と、春日井市の課室を対
象として、衛生ﾌﾟﾗﾝﾄﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年9月21日以降送受信
したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年10月18日時点で存在
し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの（過日に提供したCD-Rによる
写しの交付を希望します。）

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、春日井市情報
公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を営む個人と、春日井市立の
学校･保育園と、春日井市の課室を対象として、衛生ﾌﾟﾗﾝﾄﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26
年9月21日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年10月19日時点
で存在し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの

10月31日
不開示
(不存在)

不存在

969 10月20日 請求
環境部

衛生ﾌﾟﾗﾝﾄ

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を
営む個人と、春日井市立の学校･保育園と、春日井市の課室を対
象として、衛生ﾌﾟﾗﾝﾄﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年9月21日以降送受信
したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年10月18日時点で存在
し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、春日井市情報
公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を営む個人と、春日井市立の
学校･保育園と、春日井市の課室を対象として、衛生ﾌﾟﾗﾝﾄﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26
年9月21日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年10月19日時点
で存在し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

10月31日
不開示
(不存在)

不存在

970 10月20日 請求
産業部

経済振興課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を
営む個人と、春日井市立の学校･保育園と、春日井市の課室を対
象として、経済振興課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年9月21日以降送受
信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年10月18日時点で存在
し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの（過日に提供したCD-Rによる
写しの交付を希望します。）

中小企業庁概算要求説明会の案内について他1件 10月31日 全開示

971 10月20日 請求
産業部

経済振興課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を
営む個人と、春日井市立の学校･保育園と、春日井市の課室を対
象として、経済振興課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年9月21日以降送受
信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年10月18日時点で存在
し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

中小企業庁概算要求説明会の案内について他7件 10月31日 全開示

972 10月20日 請求
産業部

企業活動支援課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を
営む個人と、春日井市立の学校･保育園と、春日井市の課室を対
象として、企業活動支援課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年9月21日以降
送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年10月18日時点で
存在し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの（過日に提供したCD-Rに
よる写しの交付を希望します。）

【GNI】ｸﾞﾚｰﾀｰ･ﾅｺﾞﾔ　ﾆｭｰｽﾚﾀｰvol.1732014年10月17日 10月30日 一部開示 個人の氏名 条例第7条第2号

あいち産業労働ﾆｭｰｽﾒﾙﾏｶﾞ増刊号№87（平成26年10月16日発行分）他1件 全開示

後援名義の使用承認について他2件 一部開示 個人の氏名、ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ、印影 条例第7条第2号､3号､4号

974 10月20日 請求
産業部
農政課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を
営む個人と、春日井市立の学校･保育園と、春日井市の課室を対
象として、農政課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年9月21日以降送受信した
ﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年10月18日時点で存在し、電
子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの（過日に提供したCD-Rによる写しの
交付を希望します。）

【鳥獣対策】狩猟ｻﾐｯﾄの開催案内他13件 10月29日 全開示

【鳥獣対策】狩猟ｻﾐｯﾄの開催案内他14件 全開示

林務担当者様木質ﾊﾞｲｵﾏｽ利用推進協議会への参加について 一部開示 印影､氏名 条例第7条第2号､3号､4号

976 10月20日 請求
まちづくり推進部

都市政策課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を
営む個人と、春日井市立の学校･保育園と、春日井市の課室を対
象として、都市政策課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年9月21日以降送受
信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年10月18日時点で存在
し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの（過日に提供したCD-Rによる
写しの交付を希望します。）

【再送】10/10おもてなしのまちづくり～その心は形にしないと伝わらない～東京
大学堀繁教授講演会のおしらせ他1件

11月4日 全開示

975 10月20日

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を
営む個人と、春日井市立の学校･保育園と、春日井市の課室を対
象として、農政課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年9月21日以降送受信した
ﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年10月18日時点で存在し、電
子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

10月29日請求
産業部
農政課

10月20日

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を
営む個人と、春日井市立の学校･保育園と、春日井市の課室を対
象として、企業活動支援課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年9月21日以降
送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年10月18日時点で
存在し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

10月30日
産業部

企業活動支援課
請求973

114



整理
番号

受付日 区分 担当課等
公文書の名称その他公文書を特定するに足りる事項
(請求の内容） 公文書の名称

開示決定
等の通知
をした日

開示決定等の内容 開示しないこととした部分
開示しないこととした根拠

規定

977 10月20日 請求
まちづくり推進部

都市政策課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を
営む個人と、春日井市立の学校･保育園と、春日井市の課室を対
象として、都市政策課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年9月21日以降送受
信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年10月18日時点で存在
し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

【再送】10/10おもてなしのまちづくり～その心は形にしないと伝わらない～東京
大学堀繁教授講演会のお知らせ他2件

11月4日 全開示

平成26年度駅周辺まちづくり事業研究会の開催について他1件 全開示

☆至急☆「まちづくり推進のための大街区化活用にかかる執務参考資料」説明
会開催のご案内（大阪、福岡、名古屋、さいたま会場）他3件

一部開示 個人名、ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ、職名 条例第7条第2号

979 10月20日 請求
まちづくり推進部

都市整備課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を
営む個人と、春日井市立の学校･保育園と、春日井市の課室を対
象として、都市整備課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年9月21日以降送受
信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年10月18日時点で存在
し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

☆至急☆「まちづくり推進のための大街区化活用にかかる執務参考資料」説明
会開催のご案内（大阪、福岡、名古屋、さいたま会場）他3件

11月4日 一部開示 個人名、ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ、職名 条例第7条第2号

980 10月20日 請求
まちづくり推進部

建築指導課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を
営む個人と、春日井市立の学校･保育園と、春日井市の課室を対
象として、建築指導課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年9月21日以降送受
信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年10月18日時点で存在
し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの（過日に提供したCD-Rによる
写しの交付を希望します。）

平成26年度今夏の節電対策について（報告） 11月4日 全開示

981 10月20日 請求
まちづくり推進部

建築指導課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を
営む個人と、春日井市立の学校･保育園と、春日井市の課室を対
象として、建築指導課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年9月21日以降送受
信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年10月18日時点で存在
し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

『SS3』Ver.1.1.1.34等ｱｯﾌﾟﾃﾞｰﾄﾌｧｲﾙ公開のお知らせ//USRﾒｰﾘﾝｸﾞｻｰﾋﾞｽ274号
他1件

11月4日 全開示

平成27年度社会資本整備総合交付金の改要望について他5件 全開示

主要地方道多治見犬山線整備促進期成同好会平成26年度視察研修参加名簿 一部開示 個人の年齢 条例第7条第2号

983 10月20日 請求
建設部
道路課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を
営む個人と、春日井市立の学校･保育園と、春日井市の課室を対
象として、道路課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年9月21日以降送受信した
ﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年10月18日時点で存在し、電
子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

平成27年度社会資本整備総合交付金の改要望について他7件 10月30日 全開示

984 10月20日 請求
建設部

公園緑地課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を
営む個人と、春日井市立の学校･保育園と、春日井市の課室を対
象として、公園緑地課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年9月21日以降送受
信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年10月18日時点で存在
し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの（過日に提供したCD-Rによる
写しの交付を希望します。）

公園施設の設置及び整備基準に関する調査について（照会)他2件 10月31日 全開示

985 10月20日 請求
建設部

公園緑地課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を
営む個人と、春日井市立の学校･保育園と、春日井市の課室を対
象として、公園緑地課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年9月21日以降送受
信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年10月18日時点で存在
し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

公園施設の設置及び整備基準に関する調査について（照会）他2件 10月31日 全開示

986 10月20日 請求
建設部

河川排水課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を
営む個人と、春日井市立の学校･保育園と、春日井市の課室を対
象として、河川排水課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年9月21日以降送受
信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年10月18日時点で存在
し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの（過日に提供したCD-Rによる
写しの交付を希望します。）

(訂正)｢積算基準及び歩掛表｣の購入申込書の提出について他1件 11月4日 全開示

978
まちづくり推進部

都市整備課
請求

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を
営む個人と、春日井市立の学校･保育園と、春日井市の課室を対
象として、都市整備課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年9月21日以降送受
信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年10月18日時点で存在
し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの（過日に提供したCD-Rによる
写しの交付を希望します。）

11月4日

982 10月29日請求

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を
営む個人と、春日井市立の学校･保育園と、春日井市の課室を対
象として、道路課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年9月21日以降送受信した
ﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年10月18日時点で存在し、電
子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの（過日に提供したCD-Rによる写しの
交付を希望します。）

10月20日
建設部
道路課

10月20日
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整理
番号

受付日 区分 担当課等
公文書の名称その他公文書を特定するに足りる事項
(請求の内容） 公文書の名称

開示決定
等の通知
をした日

開示決定等の内容 開示しないこととした部分
開示しないこととした根拠

規定

987 10月20日 請求
建設部

河川排水課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を
営む個人と、春日井市立の学校･保育園と、春日井市の課室を対
象として、河川排水課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年9月21日以降送受
信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年10月18日時点で存在
し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

(訂正)｢積算基準及び歩掛表｣の購入申込書の提出について他2件 11月4日 全開示

988 10月20日 請求
建設部

住宅施設課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を
営む個人と、春日井市立の学校･保育園と、春日井市の課室を対
象として、住宅施設課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年9月21日以降送受
信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年10月18日時点で存在
し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの（過日に提供したCD-Rによる
写しの交付を希望します。）

保全ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｼｽﾃﾑ利用状況(9/20）他1件 11月4日 全開示

【ご案内】H26.11.5(水)第2回中部ﾌｧｼﾘﾃｨ･ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ研究会開催について他1件 全開示

保全ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｼｽﾃﾑ利用状況(9/20） 一部開示 氏名､ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ 条例第7条第2号

990 10月20日 請求
市民病院
管理課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を
営む個人と、春日井市立の学校･保育園と、春日井市の課室を対
象として、管理課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年9月21日以降送受信した
ﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年10月18日時点で存在し、電
子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの（過日に提供したCD-Rによる写しの
交付を希望します。）

EMIS入力訓練について他4件 10月29日 全開示

991 10月20日 請求
市民病院
管理課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を
営む個人と、春日井市立の学校･保育園と、春日井市の課室を対
象として、管理課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年9月21日以降送受信した
ﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年10月18日時点で存在し、電
子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

EMIS入力訓練について他7件 10月29日 全開示

992 10月20日 請求
市民病院
医事課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を
営む個人と、春日井市立の学校･保育園と、春日井市の課室を対
象として、医事課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年9月21日以降送受信した
ﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年10月18日時点で存在し、電
子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの（過日に提供したCD-Rによる写しの
交付を希望します。）

平成26年度PDCAｻｲｸﾙ推進検討部会の出席者について他3件 10月29日 全開示

993 10月20日 請求
市民病院
医事課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を
営む個人と、春日井市立の学校･保育園と、春日井市の課室を対
象として、医事課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年9月21日以降送受信した
ﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年10月18日時点で存在し、電
子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

平成26年度PDCAｻｲｸﾙ推進検討部会の出席者について他5件 10月29日 全開示

994 10月20日 請求
市民病院

栄養管理室

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を
営む個人と、春日井市立の学校･保育園と、春日井市の課室を対
象として、栄養管理課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年9月21日以降送受
信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年10月18日時点で存在
し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの（過日に提供したCD-Rによる
写しの交付を希望します。）

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、春日井市情報
公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を営む個人と、春日井市立の
学校･保育園と、春日井市の課室を対象として、栄養管理課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成
26年9月21日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年10月18日時
点で存在し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの（過日に提供したCD-Rによる写し
の交付を希望します。）

11月4日
不開示
(不存在)

不存在

995 10月20日 請求
市民病院

栄養管理室

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を
営む個人と、春日井市立の学校･保育園と、春日井市の課室を対
象として、栄養管理課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年9月21日以降送受
信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年10月18日時点で存在
し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、春日井市情報
公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を営む個人と、春日井市立の
学校･保育園と、春日井市の課室を対象として、栄養管理課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成
26年9月21日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年10月18日時
点で存在し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

11月4日
不開示
(不存在)

不存在

996 10月20日 請求
市民病院

医療連携室

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を
営む個人と、春日井市立の学校･保育園と、春日井市の課室を対
象として、医療連携室ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年9月21日以降送受
信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年10月18日時点で存在
し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの（過日に提供したCD-Rによる
写しの交付を希望します。）

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、春日井市情報
公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を営む個人と、春日井市立の
学校･保育園と、春日井市の課室を対象として、医療連携室ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成
26年9月21日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年10月18日時
点で存在し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの

10月30日
不開示
(不存在)

不存在

997 10月20日 請求
市民病院

医療連携室

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を
営む個人と、春日井市立の学校･保育園と、春日井市の課室を対
象として、医療連携室ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年9月21日以降送受
信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年10月18日時点で存在
し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、春日井市情報
公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を営む個人と、春日井市立の
学校･保育園と、春日井市の課室を対象として、医療連携室ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成
26年9月21日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年10月18日時
点で存在し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

10月30日
不開示
(不存在)

不存在

989 10月20日 請求
建設部

住宅施設課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を
営む個人と、春日井市立の学校･保育園と、春日井市の課室を対
象として、住宅施設課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年9月21日以降送受
信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年10月18日時点で存在
し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

11月4日
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整理
番号

受付日 区分 担当課等
公文書の名称その他公文書を特定するに足りる事項
(請求の内容） 公文書の名称

開示決定
等の通知
をした日

開示決定等の内容 開示しないこととした部分
開示しないこととした根拠

規定

日本水道協会愛知県支部：中部地方支部会員名簿の訂正について他27件 全開示

･日本水道協会愛知県支部：技術講習会の開催について（通知）他1件 一部開示 氏名 条例第7条第2号

日本水道協会愛知県支部：中部地方支部会員名簿の訂正について他27件 全開示

･「新水道ﾋﾞｼﾞｮﾝ推進のための地域懇談会（第5回）」について（開催案内） 一部開示 氏名 条例第7条第2号

1000 10月20日 請求
上下水道部

高蔵寺浄化ｾﾝ
ﾀｰ

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を
営む個人と、春日井市立の学校･保育園と、春日井市の課室を対
象として、高蔵寺浄化ｾﾝﾀｰﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年9月21日以降
送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年10月18日時点で
存在し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの（過日に提供したCD-Rに
よる写しの交付を希望します。）

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、春日井市情報
公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を営む個人と、春日井市立の
学校･保育園と、春日井市の課室を対象として、高蔵寺浄化ｾﾝﾀｰﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、
平成26年9月21日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年10月18
日時点で存在し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの（過日に提供したCD-Rによる
写しの交付を希望します。）

10月29日
不開示
(不存在)

不存在

1001 10月20日 請求
上下水道部

高蔵寺浄化ｾﾝ
ﾀｰ

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を
営む個人と、春日井市立の学校･保育園と、春日井市の課室を対
象として、高蔵寺浄化ｾﾝﾀｰﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年9月21日以降
送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年10月18日時点で
存在し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、春日井市情報
公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を営む個人と、春日井市立の
学校･保育園と、春日井市の課室を対象として、高蔵寺浄化ｾﾝﾀｰﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、
平成26年9月21日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年10月18
日時点で存在し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

10月29日
不開示
(不存在)

不存在

1002 10月20日 請求
上下水道部

勝西浄化ｾﾝﾀｰ

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を
営む個人と、春日井市立の学校･保育園と、春日井市の課室を対
象として、勝西浄化ｾﾝﾀｰﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年9月21日以降送
受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年10月18日時点で存
在し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの（過日に提供したCD-Rによ
る写しの交付を希望します。）

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、春日井市情報
公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を営む個人と、春日井市立の
学校･保育園と、春日井市の課室を対象として、勝西浄化ｾﾝﾀｰﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平
成26年9月21日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年10月18日
時点で存在し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの

10月29日
不開示
(不存在)

不存在

1003 10月20日 請求
上下水道部

勝西浄化ｾﾝﾀｰ

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を
営む個人と、春日井市立の学校･保育園と、春日井市の課室を対
象として、勝西浄化ｾﾝﾀｰﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年9月21日以降送
受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年10月18日時点で存
在し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、春日井市情報
公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を営む個人と、春日井市立の
学校･保育園と、春日井市の課室を対象として、勝西浄化ｾﾝﾀｰﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平
成26年9月21日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年10月18日
時点で存在し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

10月29日
不開示
(不存在)

不存在

1004 10月20日 請求
上下水道部

南部浄化ｾﾝﾀｰ

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を
営む個人と、春日井市立の学校･保育園と、春日井市の課室を対
象として、南部浄化ｾﾝﾀｰﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年9月21日以降送
受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年10月18日時点で存
在し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの（過日に提供したCD-Rによ
る写しの交付を希望します。）

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、春日井市情報
公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を営む個人と、春日井市立の
学校･保育園と、春日井市の課室を対象として、南部浄化ｾﾝﾀｰﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平
成26年9月21日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年10月18日
時点で存在し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの

10月29日
不開示
(不存在)

不存在

1005 10月20日 請求
上下水道部

南部浄化ｾﾝﾀｰ

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を
営む個人と、春日井市立の学校･保育園と、春日井市の課室を対
象として、南部浄化ｾﾝﾀｰﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年9月21日以降送
受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年10月18日時点で存
在し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、春日井市情報
公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を営む個人と、春日井市立の
学校･保育園と、春日井市の課室を対象として、南部浄化ｾﾝﾀｰﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平
成26年9月21日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年10月18日
時点で存在し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

10月29日
不開示
(不存在)

不存在

1006 10月20日 請求
上下水道部

業務課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を
営む個人と、春日井市立の学校･保育園と、春日井市の課室を対
象として、業務課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年9月21日以降送受信した
ﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年10月18日時点で存在し、電
子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの（過日に提供したCD-Rによる写しの
交付を希望します。）

簡易専用水道検査のご報告他5件 10月31日 全開示

【県下水道推進協】剣舞今日･広報用ﾊﾟﾈﾙの貸出しについて 全開示

簡易専用水道検査のご報告他4件 一部開示 氏名、ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ 条例第7条第2号

上下水道部
企画経営課

10月20日 10月31日

請求

1007 10月20日 請求
上下水道部

業務課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を
営む個人と、春日井市立の学校･保育園と、春日井市の課室を対
象として、業務課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年9月21日以降送受信した
ﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年10月18日時点で存在し、電
子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

10月31日

998 10月20日

999 請求

上下水道部
企画経営課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を
営む個人と、春日井市立の学校･保育園と、春日井市の課室を対
象として、企画経営課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年9月21日以降送受
信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年10月18日時点で存在
し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの（過日に提供したCD-Rによる
写しの交付を希望します。）

10月31日

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を
営む個人と、春日井市立の学校･保育園と、春日井市の課室を対
象として、企画経営課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年9月21日以降送受
信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年10月18日時点で存在
し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの
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整理
番号

受付日 区分 担当課等
公文書の名称その他公文書を特定するに足りる事項
(請求の内容） 公文書の名称

開示決定
等の通知
をした日

開示決定等の内容 開示しないこととした部分
開示しないこととした根拠

規定

工事工程表（国道19号占用）他6件 全開示

出川町における水道管破損･復旧について 一部開示 電話番号 条例第7条第2号

工程表について他9件 全開示

舗装復旧工工程表 一部開示 個人の氏名･ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ･電話番号 条例第7条第2号

1010 10月20日 請求
上下水道部

配水管理事務所

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を
営む個人と、春日井市立の学校･保育園と、春日井市の課室を対
象として、配水管理事務所ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年9月21日以降
送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年10月18日時点で
存在し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの（過日に提供したCD-Rに
よる写しの交付を希望します。）

【春日井保健所健康危機管理情報】情報提供の開始について他1件 10月29日 全開示

1011 10月20日 請求
上下水道部

配水管理事務所

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を
営む個人と、春日井市立の学校･保育園と、春日井市の課室を対
象として、配水管理事務所ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年9月21日以降
送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年10月18日時点で
存在し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

e-Newsletter【新製品】UHPLCの新たなｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ。NEW　Aｇｉｅｎｔ　1290　Infinity
II　LC他3件

10月29日 全開示

1012 10月20日 請求
上下水道部
下水建設課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を
営む個人と、春日井市立の学校･保育園と、春日井市の課室を対
象として、下水建設課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年9月21日以降送受
信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年10月18日時点で存在
し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの（過日に提供したCD-Rによる
写しの交付を希望します。）

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、春日井市情報
公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を営む個人と、春日井市立の
学校･保育園と、春日井市の課室を対象として、下水建設課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成
26年9月21日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年10月18日時
点で存在し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの

11月4日
不開示
(不存在)

不存在

1013 10月20日 請求
上下水道部
下水建設課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を
営む個人と、春日井市立の学校･保育園と、春日井市の課室を対
象として、下水建設課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年9月21日以降送受
信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年10月18日時点で存在
し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、春日井市情報
公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を営む個人と、春日井市立の
学校･保育園と、春日井市の課室を対象として、下水建設課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成
26年9月21日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年10月18日時
点で存在し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

11月4日
不開示
(不存在)

不存在

1014 10月20日 請求
消防本部

消防総務課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を
営む個人と、春日井市立の学校･保育園と、春日井市の課室を対
象として、消防総務課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年9月21日以降送受
信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年10月18日時点で存在
し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの（過日に提供したCD-Rによる
写しの交付を希望します。）

御嶽山の火山活動に係る今後の愛知県派遣部隊について 11月4日 全開示

1015 10月20日 請求
消防本部

消防総務課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を
営む個人と、春日井市立の学校･保育園と、春日井市の課室を対
象として、消防総務課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年9月21日以降送受
信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年10月18日時点で存在
し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

御嶽山の火山活動に係る愛知県大隊出動における高速自動車道等の使用報
告(様式10）について他4件

11月4日 全開示

1016 10月20日 請求
消防本部
予防課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を
営む個人と、春日井市立の学校･保育園と、春日井市の課室を対
象として、予防課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年9月21日以降送受信した
ﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年10月18日時点で存在し、電
子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの（過日に提供したCD-Rによる写しの
交付を希望します。）

平成27年度全国統一防火標語の募集について（通知） 11月4日 全開示

平成27年度全国統一防火標語の募集について他1件 全開示

平成26年度第1四半期から第3四半期（1月から9月まで）における火災報告の
円滑な実施について（依頼）

一部開示 氏名､ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ 条例第7条第2号

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を
営む個人と、春日井市立の学校･保育園と、春日井市の課室を対
象として、予防課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年9月21日以降送受信した
ﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年10月18日時点で存在し、電
子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

上下水道部
水道工務課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を
営む個人と、春日井市立の学校･保育園と、春日井市の課室を対
象として、水道工務課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年9月21日以降送受
信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年10月18日時点で存在
し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

10月31日

10月31日

請求

11月4日請求
消防本部
予防課

10月20日

請求1008 10月20日
上下水道部
水道工務課

1017

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を
営む個人と、春日井市立の学校･保育園と、春日井市の課室を対
象として、水道工務課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年9月21日以降送受
信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年10月18日時点で存在
し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの（過日に提供したCD-Rによる
写しの交付を希望します。）

10月20日

1009
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整理
番号

受付日 区分 担当課等
公文書の名称その他公文書を特定するに足りる事項
(請求の内容） 公文書の名称

開示決定
等の通知
をした日

開示決定等の内容 開示しないこととした部分
開示しないこととした根拠

規定

1018 10月20日 請求
消防本部

通信指令室

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を
営む個人と、春日井市立の学校･保育園と、春日井市の課室を対
象として、通信司令室ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年9月21日以降送受
信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年10月18日時点で存在
し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの（過日に提供したCD-Rによる
写しの交付を希望します。）

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、春日井市情報
公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を営む個人と、春日井市立の
学校･保育園と、春日井市の課室を対象として、通信司令室ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成
26年9月21日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年10月18日時
点で存在し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの

11月4日
不開示
(不存在)

不存在

1019 10月20日 請求
消防本部

通信指令室

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を
営む個人と、春日井市立の学校･保育園と、春日井市の課室を対
象として、通信司令室ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年9月21日以降送受
信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年10月18日時点で存在
し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、春日井市情報
公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を営む個人と、春日井市立の
学校･保育園と、春日井市の課室を対象として、通信司令室ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成
26年9月21日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年10月18日時
点で存在し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

11月4日
不開示
(不存在)

不存在

1020 10月20日 請求
消防本部
消防署

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を
営む個人と、春日井市立の学校･保育園と、春日井市の課室を対
象として、消防署ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年9月21日以降送受信した
ﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年10月18日時点で存在し、電
子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの（過日に提供したCD-Rによる写しの
交付を希望します。）

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、春日井市情報
公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を営む個人と、春日井市立の
学校･保育園と、春日井市の課室を対象として、消防署ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年
9月21日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年10月18日時点で
存在し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの（過日に提供したCD-Rによる写しの交
付を希望します。）

11月4日
不開示
(不存在)

不存在

1021 10月20日 請求
消防本部
消防署

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を
営む個人と、春日井市立の学校･保育園と、春日井市の課室を対
象として、消防署ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年9月21日以降送受信した
ﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年10月18日時点で存在し、電
子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、春日井市情報
公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を営む個人と、春日井市立の
学校･保育園と、春日井市の課室を対象として、消防署ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年
9月21日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年10月18日時点で
存在し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

11月4日
不開示
(不存在)

不存在

1022 10月20日 請求
消防本部
東出張所

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を
営む個人と、春日井市立の学校･保育園と、春日井市の課室を対
象として、東出張所ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年9月21日以降送受信し
たﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年10月18日時点で存在し、
電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの（過日に提供したCD-Rによる写し
の交付を希望します。）

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、春日井市情報
公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を営む個人と、春日井市立の
学校･保育園と、春日井市の課室を対象として、東出張所ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26
年9月21日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年10月18日時点
で存在し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの（過日に提供したCD-Rによる写しの
交付を希望します。）

11月4日
不開示
(不存在)

不存在

1023 10月20日 請求
消防本部
東出張所

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を
営む個人と、春日井市立の学校･保育園と、春日井市の課室を対
象として、東出張所ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年9月21日以降送受信し
たﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年10月18日時点で存在し、
電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、春日井市情報
公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を営む個人と、春日井市立の
学校･保育園と、春日井市の課室を対象として、東出張所ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26
年9月21日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年10月18日時点
で存在し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

11月4日
不開示
(不存在)

不存在

1024 10月20日 請求
消防本部
西出張所

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を
営む個人と、春日井市立の学校･保育園と、春日井市の課室を対
象として、西出張所ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年9月21日以降送受信し
たﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年10月18日時点で存在し、
電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの（過日に提供したCD-Rによる写し
の交付を希望します。）

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、春日井市情報
公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を営む個人と、春日井市立の
学校･保育園と、春日井市の課室を対象として、西出張所ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26
年9月21日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年10月18日時点
で存在し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの（過日に提供したCD-Rによる写しの
交付を希望します。）

11月4日
不開示
(不存在)

不存在

1025 10月20日 請求
消防本部
西出張所

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を
営む個人と、春日井市立の学校･保育園と、春日井市の課室を対
象として、西出張所ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年9月21日以降送受信し
たﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年10月18日時点で存在し、
電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、春日井市情報
公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を営む個人と、春日井市立の
学校･保育園と、春日井市の課室を対象として、西出張所ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26
年9月21日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年10月18日時点
で存在し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

11月4日
不開示
(不存在)

不存在

1026 10月20日 請求
消防本部
南出張所

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を
営む個人と、春日井市立の学校･保育園と、春日井市の課室を対
象として、南出張所ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年9月21日以降送受信し
たﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年10月18日時点で存在し、
電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの（過日に提供したCD-Rによる写し
の交付を希望します。）

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、春日井市情報
公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を営む個人と、春日井市立の
学校･保育園と、春日井市の課室を対象として、南出張所ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26
年9月21日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年10月18日時点
で存在し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの（過日に提供したCD-Rによる写しの
交付を希望します。）

11月4日
不開示
(不存在)

不存在

1027 10月20日 請求
消防本部
南出張所

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を
営む個人と、春日井市立の学校･保育園と、春日井市の課室を対
象として、南出張所ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年9月21日以降送受信し
たﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年10月18日時点で存在し、
電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、春日井市情報
公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を営む個人と、春日井市立の
学校･保育園と、春日井市の課室を対象として、南出張所ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26
年9月21日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年10月18日時点
で存在し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

11月4日
不開示
(不存在)

不存在

1028 10月20日 請求
消防本部
北出張所

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を
営む個人と、春日井市立の学校･保育園と、春日井市の課室を対
象として、北出張所ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年9月21日以降送受信し
たﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年10月18日時点で存在し、
電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの（過日に提供したCD-Rによる写し
の交付を希望します。）

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、春日井市情報
公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を営む個人と、春日井市立の
学校･保育園と、春日井市の課室を対象として、北出張所ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26
年9月21日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年10月18日時点
で存在し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの（過日に提供したCD-Rによる写しの
交付を希望します。）

11月4日
不開示
(不存在)

不存在
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1029 10月20日 請求
消防本部
北出張所

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を
営む個人と、春日井市立の学校･保育園と、春日井市の課室を対
象として、北出張所ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年9月21日以降送受信し
たﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年10月18日時点で存在し、
電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、春日井市情報
公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を営む個人と、春日井市立の
学校･保育園と、春日井市の課室を対象として、北出張所ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26
年9月21日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年10月18日時点
で存在し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

11月4日
不開示
(不存在)

不存在

1030 10月20日 請求
消防本部

高蔵寺出張所

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を
営む個人と、春日井市立の学校･保育園と、春日井市の課室を対
象として、高蔵寺出張所ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年9月21日以降送
受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年10月18日時点で存
在し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの（過日に提供したCD-Rによ
る写しの交付を希望します。）

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、春日井市情報
公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を営む個人と、春日井市立の
学校･保育園と、春日井市の課室を対象として、高蔵寺出張所ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平
成26年9月21日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年10月18日
時点で存在し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの（過日に提供したCD-Rによる写
しの交付を希望します。）

11月4日
不開示
(不存在)

不存在

1031 10月20日 請求
消防本部

高蔵寺出張所

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を
営む個人と、春日井市立の学校･保育園と、春日井市の課室を対
象として、高蔵寺出張所ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年9月21日以降送
受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年10月18日時点で存
在し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、春日井市情報
公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を営む個人と、春日井市立の
学校･保育園と、春日井市の課室を対象として、高蔵寺出張所ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平
成26年9月21日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年10月18日
時点で存在し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

11月4日
不開示
(不存在)

不存在

1032 10月20日 請求
教育委員会
教育総務課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を
営む個人と、春日井市立の学校･保育園と、春日井市の課室を対
象として、教育総務課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年9月21日以降送受
信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年10月18日時点で存在
し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの（過日に提供したCD-Rによる
写しの交付を希望します。）

平成27年度東海北陸社会教育研究大会について（尾張部都市教育長会）他5
件

10月27日 全開示

1033 10月20日 請求
教育委員会
教育総務課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を
営む個人と、春日井市立の学校･保育園と、春日井市の課室を対
象として、教育総務課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年9月21日以降送受
信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年10月18日時点で存在
し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

平成27年度東海北陸社会教育研究大会について（尾張部都市教育長会）他7
件

10月27日 全開示

推進ﾌｫｰﾗﾑ他37件 全開示

会計事務実務研修(報告書） 一部開示 職員番号 条例第7条第2号

平成26年度｢地域とともにある学校づくり｣推進ﾌｫｰﾗﾑ(宮崎会場･岐阜会場)の
開催について他32件

全開示

｢第35回愛知県学校歯科保健研究大会｣開催案内について 一部開示 印影 条例第7条第3号､4号

1036 10月20日 請求
教育委員会
文化財課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を
営む個人と、春日井市立の学校･保育園と、春日井市の課室を対
象として、文化財課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年9月21日以降送受信し
たﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年10月18日時点で存在し、
電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの（過日に提供したCD-Rによる写し
の交付を希望します。）

【事務連絡】平成27年度文化遺産を活かした地域活性化事業及び伝統文化親
子事業について他8件

10月30日 全開示

1037 10月20日 請求
教育委員会
文化財課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を
営む個人と、春日井市立の学校･保育園と、春日井市の課室を対
象として、文化財課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年9月21日以降送受信し
たﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年10月18日時点で存在し、
電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

【事務連絡】平成27年度文化遺産を活かした地域活性化事業及び伝統文化親
子事業について他10件

10月30日 全開示

1038 10月20日 請求
教育委員会
学校給食課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を
営む個人と、春日井市立の学校･保育園と、春日井市の課室を対
象として、学校給食課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年9月21日以降送受
信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年10月18日時点で存在
し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの（過日に提供したCD-Rによる
写しの交付を希望します。）

会計課端末の使用のについて他4件 11月4日 全開示

12月3日
教育委員会
学校教育課

1035

1034

10月20日 請求

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を
営む個人と、春日井市立の学校･保育園と、春日井市の課室を対
象として、学校教育課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年9月21日以降送受
信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年10月18日時点で存在
し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの（過日に提供したCD-Rによる
写しの交付を希望します。）

請求

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を
営む個人と、春日井市立の学校･保育園と、春日井市の課室を対
象として、学校教育課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年9月21日以降送受
信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年10月18日時点で存在
し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

教育委員会
学校教育課

10月20日 12月3日
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整理
番号

受付日 区分 担当課等
公文書の名称その他公文書を特定するに足りる事項
(請求の内容） 公文書の名称

開示決定
等の通知
をした日

開示決定等の内容 開示しないこととした部分
開示しないこととした根拠

規定

1039 10月20日 請求
教育委員会
学校給食課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を
営む個人と、春日井市立の学校･保育園と、春日井市の課室を対
象として、学校給食課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年9月21日以降送受
信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年10月18日時点で存在
し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

会計課端末の使用について他4件 11月4日 全開示

1040 10月20日 請求
教育委員会

野外教育ｾﾝﾀｰ

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を
営む個人と、春日井市立の学校･保育園と、春日井市の課室を対
象として、野外教育ｾﾝﾀｰﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年9月21日以降送
受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年10月18日時点で存
在し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの（過日に提供したCD-Rによ
る写しの交付を希望します。）

【AELﾒｰﾙ第7号（平成26年10月)】他4件 10月28日 全開示

1041 10月20日 請求
教育委員会

野外教育ｾﾝﾀｰ

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を
営む個人と、春日井市立の学校･保育園と、春日井市の課室を対
象として、野外教育ｾﾝﾀｰﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年9月21日以降送
受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年10月18日時点で存
在し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

【AELﾒｰﾙ第7号（平成26年10月)】他4件 10月28日 全開示

1042 10月20日 請求
議会事務局

議事課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を
営む個人と、春日井市立の学校･保育園と、春日井市の課室を対
象として、議事課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年9月21日以降送受信した
ﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年10月18日時点で存在し、電
子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの（過日に提供したCD-Rによる写しの
交付を希望します。）

正副議長の就退任報告について他1件 10月29日 全開示

1043 10月20日 請求
議会事務局

議事課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を
営む個人と、春日井市立の学校･保育園と、春日井市の課室を対
象として、議事課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年9月21日以降送受信した
ﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年10月18日時点で存在し、電
子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

正副議長の就退任報告について他1件 10月29日 全開示

1044 10月20日 請求
監査事務局

監査課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を
営む個人と、春日井市立の学校･保育園と、春日井市の課室を対
象として、監査課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年9月21日以降送受信した
ﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年10月18日時点で存在し、電
子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの（過日に提供したCD-Rによる写しの
交付を希望します。）

RE:六市監査委員事務研究会の開催及びﾃｰﾏ等の提出について（春日井市）他
2件

11月4日 全開示

1045 10月20日 請求
監査事務局

監査課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を
営む個人と、春日井市立の学校･保育園と、春日井市の課室を対
象として、監査課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年9月21日以降送受信した
ﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年10月18日時点で存在し、電
子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

RE:六市監査委員事務研究会の開催及びﾃｰﾏ等の提出について（春日井市）他
3件

11月4日 全開示

1046 10月20日 請求
会計管理者

会計課

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を
営む個人と、春日井市立の学校･保育園と、春日井市の課室を対
象として、会計課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年9月21日以降送受信した
ﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年10月18日時点で存在し、電
子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの（過日に提供したCD-Rによる写しの
交付を希望します。）

証紙出納計算書（春日井市9月分）他2件 11月4日 全開示

収納代理金融機関の店舗移転について（通知） 一部開示 法人印影 条例第7条第3号､4号

証紙出納計算書（春日井市9月分）他3件 全開示

1048 10月24日 請求
財政部

資産税課

平成25年10月24日付で尾張建設事務所から送付された(資産税
課で保管している）「測量成果の使用及び複製承認申請書」の関
連文書全部

測量成果の使用及び複製承認申請書 10月30日 一部開示 測量業者の複製担当者氏名 条例第7条第2号

1049 11月18日 請求
総務部
総務課

平成26年1月から開示請求日までの間に､地域の元気･創造ﾌﾟﾗｯﾄ
ﾌｫｰﾑにおける調査･照会ｼｽﾃﾑによって､ｼｽﾃﾑでｱｯﾌﾟﾛｰﾄﾞまたは
ﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞした電子ﾌｧｲﾙ（総務課が保有しているもの）と当該ｼｽﾃﾑ
のﾏﾆｭｱﾙで､本年11月17日時点で存在し､電子ﾃﾞｰﾀとして開示で
きるもの（過日に提供したCD-Rによる写しの交付を希望します｡)

平成26年1月から開示請求日までの間に､地域の元気･創造ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑにおけ
る調査･照会ｼｽﾃﾑによって､ｼｽﾃﾑでｱｯﾌﾟﾛｰﾄﾞまたはﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞした電子ﾌｧｲﾙ
（総務課が保有しているもの）と当該ｼｽﾃﾑのﾏﾆｭｱﾙで､本年11月17日時点で存
在し､電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの

11月27日
不開示
(不存在)

不存在

11月4日
会計管理者

会計課
請求1047 10月20日

国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人と、
春日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と、事業を
営む個人と、春日井市立の学校･保育園と、春日井市の課室を対
象として、会計課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで、平成26年9月21日以降送受信した
ﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年10月18日時点で存在し、電
子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの
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整理
番号

受付日 区分 担当課等
公文書の名称その他公文書を特定するに足りる事項
(請求の内容） 公文書の名称

開示決定
等の通知
をした日

開示決定等の内容 開示しないこととした部分
開示しないこととした根拠

規定

1050 11月21日 請求
企画政策部

秘書課

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人と､事業を営む
個人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対象
として､秘書課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年10月19日以降送受信したﾒｰﾙ
ﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年11月19日時点で存在し､電子ﾃﾞｰ
ﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる写しの交付を
希望します。）

第163回愛知県視聴会議の議案の提出について 12月4日 全開示

1051 11月21日 請求
企画政策部

秘書課

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人と､事業を営む
個人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対象
として､秘書課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年10月19日以降送受信したﾒｰﾙ
ﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年11月20日時点で存在し､電子ﾃﾞｰ
ﾀとして開示できないもの

愛知県市長会東尾張ﾌﾞﾛｯｸ副市長会議ついて(御礼)他1件 12月4日 全開示

1052 11月21日 請求
企画政策部
企画政策課

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人と､事業を営む
個人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対象
として､企画政策課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年10月19日以降送受信したﾒｰ
ﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年11月19日時点で存在し､電子
ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる写しの交
付を希望します。）

通知文他3件 12月3日 全開示

新規掲載情報NPOVCPN他1件 全開示

春日井ﾅﾝﾊﾞｰ交換の件他2件 一部開示 個人の氏名､ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ 条例第7条第2号

1054 11月21日 請求
企画政策部
広報広聴課

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人と､事業を営む
個人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対象
として､広報広聴課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年10月19日以降送受信したﾒｰ
ﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年11月19日時点で存在し､電子
ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる写しの交
付を希望します。）

(協力依頼:市町①)ﾃﾞｼﾞｱﾅ変換終了時期等に係る周知広報について他8件 12月4日 全開示

【坂柳様】Re:｢ﾜｸﾜｸあいち(市町村等のｲﾍﾞﾝﾄ情報)｣の原稿提供について他3件 全開示

ﾏﾗｿﾝ大会交通規制の掲載依頼文について他4件 一部開示 個人の氏名､ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ､顔写真､法人の印影 条例第7条第2号､3号､4号

特定国外派遣組織の指定について他5件 全開示

再:在外選挙人名簿登録申請書に係る疑義ついて 一部開示 個人名 条例第7条第2号

特定国外派遣組織のしていについて他4件 全開示

選挙の入場券ﾚｲｱｳﾄﾃﾞｰﾀについて他1件 一部開示 個人名､ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ 条例第7条第2号

1058 11月21日 請求
総務部
人事課

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人と､事業を営む
個人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対象
として､人事課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年10月19日以降送受信したﾒｰﾙ
ﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年11月19日時点で存在し､電子ﾃﾞｰ
ﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる写しの交付を
希望します。）

【愛知県】｢国家公務員の女性活躍とﾜｰｸﾗｲﾌﾊﾞﾗﾝｽ推進のための取組指針｣に
ついて(送付)他19件

12月3日 全開示

企画政策部
広報広聴課

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人と､事業を営む
個人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対象
として､広報広聴課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年10月19日以降送受信したﾒｰ
ﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年11月20日時点で存在し､電子
ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

11月21日 請求

11月21日

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人と､事業を営む
個人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対象
として､企画政策課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年10月19日以降送受信したﾒｰ
ﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年11月20日時点で存在し､電子
ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

12月3日

請求

12月4日

11月21日1056

11月21日1057

1053 請求

請求
総務部
総務課

企画政策部
企画政策課

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人と､事業を営む
個人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対象
として､総務課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年10月19日以降送受信したﾒｰﾙ
ﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年11月19日時点で存在し､電子ﾃﾞｰ
ﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる写しの交付を
希望します。）

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人と､事業を営む
個人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対象
として､総務課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年10月19日以降送受信したﾒｰﾙ
ﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年11月20日時点で存在し､電子ﾃﾞｰ
ﾀとして開示できないもの

1055

総務部
総務課

12月5日

12月5日
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整理
番号

受付日 区分 担当課等
公文書の名称その他公文書を特定するに足りる事項
(請求の内容） 公文書の名称

開示決定
等の通知
をした日

開示決定等の内容 開示しないこととした部分
開示しないこととした根拠

規定

1059 11月21日 請求
総務部
人事課

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人と､事業を営む
個人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対象
として､人事課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年10月19日以降送受信したﾒｰﾙ
ﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年11月20日時点で存在し､電子ﾃﾞｰ
ﾀとして開示できないもの

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春日井市情報公
開条例第7条第3号が規定する法人と､事業を営む個人と､春日井市立の学校･
保育園と､春日井市の課室等を対象として､人事課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年10月19日
以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年11月20日時点で存在し､電
子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

12月3日
不開示
(不存在)

不存在

【防災担当課御中】愛知県避難所運営ﾏﾆｭｱﾙの改正(素案)について他37件 全開示

【防災担当課御中】愛知県避難所運営ﾏﾆｭｱﾙの改正(素案)について他10件 一部開示 無線番号､電話番号､携帯電話番号､ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ､氏名 条例第7条第2号､7号

【参考】周辺情報に関する報道等(10月15日～10月20日)他35件 全開示

【防災担当課御中】愛知県避難所運営ﾏﾆｭｱﾙの改正(素案)について他11件 一部開示 無線番号､電話番号､携帯電話番号､ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ､氏名 条例第7条第2号､7号

1062 11月21日 請求
総務部

交通対策課

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人と､事業を営む
個人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対象
として､交通対策課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年10月19日以降送受信したﾒｰ
ﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年11月19日時点で存在し､電子
ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる写しの交
付を希望します。）

交通事故日報の送付について(11/17)他1件 12月3日 全開示

1063 11月21日 請求
総務部

交通対策課

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人と､事業を営む
個人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対象
として､交通対策課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年10月19日以降送受信したﾒｰ
ﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年11月20日時点で存在し､電子
ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

交通事故日報の送付について(11/17)他1件 12月3日 全開示

1064 11月21日 請求
総務部

情報ｼｽﾃﾑ課

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人と､事業を営む
個人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対象
として､情報ｼｽﾃﾑ課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年10月19日以降送受信した
ﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年11月19日時点で存在し､電子
ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる写しの交
付を希望します。）

ﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟ仮想化ｿﾘｭｰｼｮﾝのご案内他3件 11月28日 全開示

NOMA中部本部行政管理講座のご案内他19件 全開示

ｽﾏｰﾄﾌｫﾝ･ﾀﾌﾞﾚｯﾄなどの企業向けﾗｲﾝﾅｯﾌﾟを強化他4件 一部開示 個人の氏名､ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ 条例第7条第2号

【愛知県】住民参加型市場公募地方債に係る平成27年度発行予定額について
他13件

全開示

【財政課】第5部(情報発信力)研修(課長補佐級以下対象)について(提出） 一部開示 職員番号 条例第7条第2号

【愛知県】住民参加型市場公募地方債に係る平成27年度発行予定額について
他13件

全開示

<ご参考>総務省:｢今後の新地方公会計の推進に関する実務研究会｣第5回の
議事録公表について他1件

一部開示 電話番号､ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ､氏名 条例第7条第2号

12月26日

11月21日

11月21日 12月5日

1061 11月21日 請求

1060 11月21日 請求
総務部

市民安全課

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人と､事業を営む
個人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対象
として､市民安全課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年10月19日以降送受信したﾒｰ
ﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年11月19日時点で存在し､電子
ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる写しの交
付を希望します。）

請求
財政部
財政課

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人と､事業を営む
個人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対象
として､財政課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年10月19日以降送受信したﾒｰﾙ
ﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年11月19日時点で存在し､電子ﾃﾞｰ
ﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる写しの交付を
希望します。）

1065
総務部

情報ｼｽﾃﾑ課

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人と､事業を営む
個人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対象
として､情報ｼｽﾃﾑ課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年10月19日以降送受信した
ﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年11月20日時点で存在し､電子
ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

11月28日

1067

1066

請求
財政部
財政課

総務部
市民安全課

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人と､事業を営む
個人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対象
として､市民安全課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年10月19日以降送受信したﾒｰ
ﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年11月20日時点で存在し､電子
ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

12月26日

11月21日 請求

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人と､事業を営む
個人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対象
として､財政課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年10月19日以降送受信したﾒｰﾙ
ﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年11月20日時点で存在し､電子ﾃﾞｰ
ﾀとして開示できないもの

12月5日
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整理
番号

受付日 区分 担当課等
公文書の名称その他公文書を特定するに足りる事項
(請求の内容） 公文書の名称

開示決定
等の通知
をした日

開示決定等の内容 開示しないこととした部分
開示しないこととした根拠

規定

1068 11月21日 請求
財政部

管財契約課

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人と､事業を営む
個人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対象
として､管財契約課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年10月19日以降送受信したﾒｰ
ﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年11月19日時点で存在し､電子
ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる写しの交
付を希望します。）

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春日井市情報公
開条例第7条第3号が規定する法人と､事業を営む個人と､春日井市立の学校･
保育園と､春日井市の課室等を対象として､管財契約課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年10月
19日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年11月19日時点で存在
し､電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの

11月28日
不開示
(不存在)

不存在

1069 11月21日 請求
財政部

管財契約課

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人と､事業を営む
個人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対象
として､管財契約課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年10月19日以降送受信したﾒｰ
ﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年11月20日時点で存在し､電子
ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春日井市情報公
開条例第7条第3号が規定する法人と､事業を営む個人と､春日井市立の学校･
保育園と､春日井市の課室等を対象として､管財契約課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年10月
19日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年11月20日時点で存在
し､電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

11月28日
不開示
(不存在)

不存在

事業所税都市連絡協議会における負担金等の検討について(照会)他41件 全開示

転出9月分USBｽﾃｨｯｸ送付他2件 一部開示 氏名､ﾊﾟｽﾜｰﾄﾞ､ID､職員番号､単価､通勤回数及び勤務時間 条例第7条第2号､7号

【東日本大震災関連】被災車両ﾃﾞｰﾀの送付について(平成26年8月分)(←愛知
県市町村課)他35件

全開示

【東日本大震災関連】被災車両ﾃﾞｰﾀの送付について(平成26年8月分)(←愛知
県市町村課)他15件

一部開示

登録番号又は車両番号､車台番号､所有者氏名､所有者住所､使用
者氏名､
使用の本拠の位置､ﾊﾟｽﾜｰﾄﾞ､氏名､ID､ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ及び出力ﾌｧｲﾙの
名称

条例第7条第2号､3号､4号､7号

1072 11月21日 請求
財政部

資産税課

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人と､事業を営む
個人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対象
として､資産税課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年10月19日以降送受信したﾒｰﾙ
ﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年11月19日時点で存在し､電子ﾃﾞｰ
ﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる写しの交付を
希望します。）

【受信】｢税を考える週間｣啓発ﾎﾟｽﾀｰについて 12月5日 全開示

1073 11月21日 請求
財政部

資産税課

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人と､事業を営む
個人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対象
として､資産税課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年10月19日以降送受信したﾒｰﾙ
ﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年11月20日時点で存在し､電子ﾃﾞｰ
ﾀとして開示できないもの

【受信】NOMA中部本部行政管理講座のご案内他3件 12月5日 全開示

1074 11月21日 請求
財政部
収納課

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人と､事業を営む
個人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対象
として､収納課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年10月19日以降送受信したﾒｰﾙ
ﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年11月19日時点で存在し､電子ﾃﾞｰ
ﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる写しの交付を
希望します。）

平成26年度｢税務の概要｣について 12月5日 全開示

1075 11月21日 請求
財政部
収納課

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人と､事業を営む
個人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対象
として､収納課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年10月19日以降送受信したﾒｰﾙ
ﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年11月20日時点で存在し､電子ﾃﾞｰ
ﾀとして開示できないもの

NOMA中部本部行政管理講座のご案内他2件 12月5日 全開示

1076 11月21日 請求
市民生活部

市民活動推進課

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人と､事業を営む
個人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対象
として､市民活動推進課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年10月19日以降送受信し
たﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年11月19日時点で存在し､電
子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる写しの
交付を希望します。）

人権ﾊｰﾄﾌﾙﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙの開催について他1件 12月5日 全開示

1077 11月21日 請求
市民生活部

市民活動推進課

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人と､事業を営む
個人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対象
として､市民活動推進課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年10月19日以降送受信し
たﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年11月20日時点で存在し､電
子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

人権ﾊｰﾄﾌﾙﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙの開催について他4件 12月5日 全開示

11月21日 12月5日

11月21日 請求

1071

1070

財政部
市民税課

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人と､事業を営む
個人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対象
として､市民税課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年10月19日以降送受信したﾒｰﾙ
ﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年11月20日時点で存在し､電子ﾃﾞｰ
ﾀとして開示できないもの

請求

12月5日
財政部

市民税課

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人と､事業を営む
個人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対象
として､市民税課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年10月19日以降送受信したﾒｰﾙ
ﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年11月19日時点で存在し､電子ﾃﾞｰ
ﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる写しの交付を
希望します。）

124



整理
番号

受付日 区分 担当課等
公文書の名称その他公文書を特定するに足りる事項
(請求の内容） 公文書の名称

開示決定
等の通知
をした日

開示決定等の内容 開示しないこととした部分
開示しないこととした根拠

規定

平成26年度あいちの男女共同参画(平成25年度年次報告書)について他2件 全開示

愛知県男女共同参画人材育成事業修了生の登用調査について他1件 一部開示 氏名､職員番号 条例第7条第2号

1079 11月21日 請求
市民生活部

男女共同参画課

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人と､事業を営む
個人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対象
として､男女共同参画課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年10月19日以降送受信し
たﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年11月20日時点で存在し､電
子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

平成26年度あいちの男女共同参画(平成25年度年次報告書)について 12月5日 全開示

郵便料金の支出更正について(依頼)他1件 全開示

勤務ｶﾚﾝﾀﾞｰを送信します。 一部開示 職員番号 条例第7条第2号

1081 11月21日 請求
市民生活部

市民課

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人と､事業を営む
個人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対象
として､市民課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年10月19日以降送受信したﾒｰﾙ
ﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年11月20日時点で存在し､電子ﾃﾞｰ
ﾀとして開示できないもの

郵便料金の支出更正について他2件 12月4日 全開示

1082 11月21日 請求
文化ｽﾎﾟｰﾂ部

文化課

国､独立行政邦人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対
象として､文化課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年10月19日以降送受信したﾒｰﾙ
ﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年11月19日時点で存在し､電子ﾃﾞｰ
ﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる写しの交付を
希望します.）

国､独立行政邦人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春日井市情報公
開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営む個人と､春日井市立の学
校･保育園と､春日井市の課室等を対象として､文化課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年10月
19日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年11月19日時点で存在
し､電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの

12月3日
不開示
(不存在)

不存在

1083 11月21日 請求
文化ｽﾎﾟｰﾂ部

ｽﾎﾟｰﾂ課

国､独立行政邦人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対
象として､ｽﾎﾟｰﾂ課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年10月19日以降送受信したﾒｰ
ﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年11月19日時点で存在し､電子
ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる写しの交
付を希望します.）

国､独立行政邦人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春日井市情報公
開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営む個人と､春日井市立の学
校･保育園と､春日井市の課室等を対象として､ｽﾎﾟｰﾂ課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年10月
19日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年11月19日時点で存在
し､電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの

12月3日
不開示
(不存在)

不存在

1084 11月21日 請求
文化ｽﾎﾟｰﾂ部
生涯学習課

国､独立行政邦人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対
象として､生涯学習課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年10月19日以降送受信した
ﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年11月19日時点で存在し､電子
ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる写しの交
付を希望します.）

平成27年度版「早寝早起き朝ごはん」国民運動ﾘｰﾌﾚｯﾄの配布希望について他
2件

12月1日 全開示

1085 11月21日 請求
文化ｽﾎﾟｰﾂ部

図書館

国､独立行政邦人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対
象として､図書館ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年10月19日以降送受信したﾒｰﾙ
ﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年11月19日時点で存在し､電子ﾃﾞｰ
ﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる写しの交付を
希望します.）

愛知県公立図書館長協議会YAﾌﾞｯｸﾘｽﾄ｢A･L･Cあるく｣の原稿募集について他
10件

12月5日 全開示

1086 11月21日 請求
健康福祉部
健康増進課

国､独立行政邦人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対
象として､健康増進課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年10月19日以降送受信した
ﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年11月19日時点で存在し､電子
ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる写しの交
付を希望します.）

職員向け応急危険度判定講習会の開催について 12月5日 全開示

1087 11月21日 請求
健康福祉部
高齢福祉課

国､独立行政邦人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対
象として､高齢福祉課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年10月19日以降送受信した
ﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年11月19日時点で存在し､電子
ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる写しの交
付を希望します.）

成年後見制度利用支援事業のちょうさについて他4件 12月2日 全開示

1080 11月21日

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人と､事業を営む
個人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対象
として､市民課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年10月19日以降送受信したﾒｰﾙ
ﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年11月19日時点で存在し､電子ﾃﾞｰ
ﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる写しの交付を
希望します。）

11月21日

12月4日

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人と､事業を営む
個人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対象
として､男女共同参画課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年10月19日以降送受信し
たﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年11月19日時点で存在し､電
子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる写しの
交付を希望します。）

1078
市民生活部

男女共同参画課
12月5日請求

請求
市民生活部

市民課
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整理
番号

受付日 区分 担当課等
公文書の名称その他公文書を特定するに足りる事項
(請求の内容） 公文書の名称

開示決定
等の通知
をした日

開示決定等の内容 開示しないこととした部分
開示しないこととした根拠

規定

1088 11月21日 請求
健康福祉部
介護保険課

国､独立行政邦人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対
象として､介護保険課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年10月19日以降送受信した
ﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年11月19日時点で存在し､電子
ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる写しの交
付を希望します.）

市町村等介護保険事業等担当者会議の開催時間等の変更について他1件 12月5日 全開示

1089 11月21日 請求
健康福祉部

障がい福祉課

国､独立行政邦人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対
象として､障がい福祉課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年10月19日以降送受信し
たﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年11月19日時点で存在し､電
子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる写しの
交付を希望します.）

｢第4期障害福祉計画における成果目標及び活動指標などの提出について｣(照
会)他1件

12月3日 全開示

1090 11月21日 請求
健康福祉部
生活援護課

国､独立行政邦人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対
象として､生活援護課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年10月19日以降送受信した
ﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年11月19日時点で存在し､電子
ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる写しの交
付を希望します.）

身元不明者の身元確認を行うための生活保護担当部局における対応について
(通知)他9件

12月4日 全開示

1091 11月21日 請求
健康福祉部

保険医療年金課

国､独立行政邦人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対
象として､保険医療年金課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年10月19日以降送受
信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年11月19日時点で存在
し､電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる写
しの交付を希望します.）

9月分郵便料金の支出更正金額報告書の提出について(報告)他13件 11月4日 全開示

1092 11月21日 請求
青少年子ども部
子ども政策課

国､独立行政邦人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対
象として､子ども政策課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年10月19日以降送受信し
たﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年11月19日時点で存在し､電
子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる写しの
交付を希望します.）

放課後児童健全育成事業御担当者様:第14回全国児童館･児童ｸﾗﾌﾞ大会
TOKYOの開催について他1件

12月4日 全開示

第8回乳児主任保育士会報告について他18件 全開示

乳児保育士会交流訪問案内他3件 一部開示 個人の氏名､番号 条例第7条第2号

1094 11月21日 請求
環境部

環境政策課

国､独立行政邦人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対
象として､環境政策課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年10月19日以降送受信した
ﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年11月19日時点で存在し､電子
ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる写しの交
付を希望します.）

冬季のｴﾈﾙｷﾞｰ対策について他4件 12月5日 全開示

1095 11月21日 請求
環境部

環境政策課

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人と､事業を営む
個人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対象
として､環境政策課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年10月19日以降送受信したﾒｰ
ﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年11月20日時点で存在し､電子
ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

冬季のｴﾈﾙｷﾞｰ対策について他4件 12月5日 全開示

Re:確認依頼転送【環境省より】動物愛護管理行政に係る調査(事務提要）の入
稿原稿について他29件

全開示

Re:【環境省中部地方環境事務所】外来生物に関するｱﾝｹｰﾄのお願い(春日井
市）他2件

一部開示
事業場担当者氏名､担当者名を含むﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ､職員最終学歴､年
齢､地盤沈下観測結果及び地下水位調査結果

条例第7条第2号､5号

Re:確認依頼転送【環境省より】動物愛護管理行政に係る調査(事務提要）の入
稿原稿について他38件

全開示

1回除草委託の写真他4件 一部開示
事業場担当者氏名､ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ､ID及びﾊﾟｽﾜｰﾄﾞ､担当者氏名を含む
ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ

条例第7条第2号､5号､7号

11月21日

1093

12月24日

請求
環境部

環境保全課

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人と､事業を営む
個人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対象
として､環境保全課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年10月19日以降送受信したﾒｰ
ﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年11月20日時点で存在し､電子
ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

国､独立行政邦人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対
象として､保育課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年10月19日以降送受信したﾒｰﾙ
ﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年11月19日時点で存在し､電子ﾃﾞｰ
ﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる写しの交付を
希望します.）

11月21日

国､独立行政邦人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対
象として､環境保全課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年10月19日以降送受信した
ﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年11月19日時点で存在し､電子
ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる写しの交
付を希望します.）

請求

1097 11月21日

1096

12月24日

請求
環境部

環境保全課

12月5日
青少年子ども部

保育課

126



整理
番号

受付日 区分 担当課等
公文書の名称その他公文書を特定するに足りる事項
(請求の内容） 公文書の名称

開示決定
等の通知
をした日

開示決定等の内容 開示しないこととした部分
開示しないこととした根拠

規定

1098 11月21日 請求
環境部

ごみ減量推進課

国､独立行政邦人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対
象として､ごみ減量推進課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年10月19日以降送受
信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年11月19日時点で存在
し､電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる写
しの交付を希望します.）

収率表送付他5件 12月4日 全開示

勤務割ﾃﾞｰﾀの送信について 一部開示 職員番号 条例第7条第2号

公用車の春日井ﾅﾝﾊﾞｰ交換に係る車両一覧の提出について 全開示

1100 11月21日 請求
環境部

ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ

国､独立行政邦人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対
象として､ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年10月19日以降送受信した
ﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年11月19日時点で存在し､電子
ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる写しの交
付を希望します.）

国､独立行政邦人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春日井市情報公
開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営む個人と､春日井市立の学
校･保育園と､春日井市の課室等を対象として､ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年10
月19日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年11月19日時点で存
在し､電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの

12月5日
不開示
(不存在)

不存在

1101 11月21日 請求
環境部

衛生ﾌﾟﾗﾝﾄ

国､独立行政邦人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対
象として､衛生ﾌﾟﾗﾝﾄﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年10月19日以降送受信した
ﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年11月19日時点で存在し､電子
ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる写しの交
付を希望します.）

国､独立行政邦人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春日井市情報公
開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営む個人と､春日井市立の学
校･保育園と､春日井市の課室等を対象として､衛生ﾌﾟﾗﾝﾄﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年10
月19日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年11月19日時点で存
在し､電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの

12月4日
不開示
(不存在)

不存在

1102 11月21日 請求
産業部

経済振興課

国､独立行政邦人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対
象として､経済振興課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年10月19日以降送受信した
ﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年11月19日時点で存在し､電子
ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる写しの交
付を希望します.）

毎月勤労統計調査第二種事業所9組調査員の推薦について(依頼）他5件 12月2日 全開示

1103 11月21日 請求
産業部

企業活動支援課

国､独立行政邦人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対
象として､企業活動支援課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年10月19日以降送受
信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年11月19日時点で存在
し､電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる写
しの交付を希望します.）

ﾋﾞｼﾞﾈｽﾌｫｰﾗﾑ受付方法について(ご連絡）他3件 12月5日 全開示

1104 11月21日 請求
産業部
農政課

国､独立行政邦人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対
象として､農政課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年10月19日以降送受信したﾒｰﾙ
ﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年11月19日時点で存在し､電子ﾃﾞｰ
ﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる写しの交付を
希望します.）

農薬安全使用対策講習会(使用者･販売者向け)の開催について他14件 12月5日 全開示

1105 11月21日 請求
まちづくり推進部

都市政策課

国､独立行政邦人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対
象として､都市政策課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年10月19日以降送受信した
ﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年11月19日時点で存在し､電子
ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる写しの交
付を希望します.）

【各市町村】立地適正化計画に関する情報連絡会議について(事前質問以来)
他1件

12月5日 全開示

1106 11月21日 請求
まちづくり推進部

都市整備課

国､独立行政邦人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対
象として､都市整備課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年10月19日以降送受信した
ﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年11月19日時点で存在し､電子
ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる写しの交
付を希望します.）

国､独立行政邦人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春日井市情報公
開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営む個人と､春日井市立の学
校･保育園と､春日井市の課室等を対象として､都市整備課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年10
月19日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年11月19日時点で存
在し､電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる写しの交付を
希望します.）

12月5日
不開示
(不存在)

不存在

『工事施工管理要領』平成26年度改訂版のご案内 全開示

第5部(情報発信力向上)研修(課長補佐級以下対象)について(報告) 一部開示 職員番号 条例第7条第2号

12月5日

12月5日

1107 11月21日 請求
まちづくり推進部

建築指導課

1099 11月21日

国､独立行政邦人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対
象として､清掃事業所ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年10月19日以降送受信した
ﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年11月19日時点で存在し､電子
ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる写しの交
付を希望します.）

請求
環境部

清掃事業所

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対
象として､建築指導課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年10月19日以降送受信した
ﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年11月19日時点で存在し､電子
ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる写しの交
付を希望します.）
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整理
番号

受付日 区分 担当課等
公文書の名称その他公文書を特定するに足りる事項
(請求の内容） 公文書の名称

開示決定
等の通知
をした日

開示決定等の内容 開示しないこととした部分
開示しないこととした根拠

規定

1108 11月21日 請求
建設部
道路課

国､独立行政邦人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対
象として､道路課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年10月19日以降送受信したﾒｰﾙ
ﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年11月19日時点で存在し､電子ﾃﾞｰ
ﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる写しの交付を
希望します.）

(補足)【道路ﾒﾝﾃﾅﾝｽ会議】橋梁点検現地講習会のご案内他12件 12月19日 全開示

1109 11月21日 請求
建設部

公園緑地課

国､独立行政邦人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対
象として､公園緑地課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年10月19日以降送受信した
ﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年11月19日時点で存在し､電子
ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる写しの交
付を希望します.）

【国土交通省からの依頼】平成26年度｢都市緑化月間｣における行事及び参加
人数の調査について他2件

12月3日 全開示

【各市町村:災害復旧事業担当者様】災害関係図書｢災害査定の手引き｣のご案
内について他1件

全開示

第5部(情報発信力向上)研修(課課長補佐級以下対象)について 一部開示 所属職員の職員番号 条例第7条第2号

1111 11月21日 請求
建設部

住宅施設課

国､独立行政邦人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対
象として､住宅施設課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年10月19日以降送受信した
ﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年11月19日時点で存在し､電子
ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる写しの交
付を希望します.）

公共建築のFMと保全ﾈｯﾄﾜｰｸﾆｭｰｽ(公共ｴﾌｴﾑﾆｭｰｽ)第82号他3件 12月1日 全開示

1112 11月21日 請求
市民病院
管理課

国､独立行政邦人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対
象として､市民病院管理課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年10月19日以降送受
信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年11月19日時点で存在
し､電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる写
しの交付を希望します.）

【情報提供】ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞの発生状況について(第42週/10月13日から10月19日ま
で）他5件

12月4日 全開示

1113 11月21日 請求
市民病院
医事課

国､独立行政邦人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対
象として､市民病院 医事課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年10月19日以降送受
信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年11月19日時点で存在
し､電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる写
しの交付を希望します.）

【内示】平成26年度第12回(東日本会場第6回)DMAT養成研修の受講施設の決
定について他4件

12月3日 全開示

1114 11月21日 請求
市民病院

栄養管理室

国､独立行政邦人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対
象として､市民病院 栄養管理室ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年10月19日以降
送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年11月19日時点で
存在し､電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによ
る写しの交付を希望します.）

国､独立行政邦人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春日井市情報公
開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営む個人と､春日井市立の学
校･保育園と､春日井市の課室等を対象として､市民病院 栄養管理室ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ
で､本年10月19日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年11月19
日時点で存在し､電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる写
しの交付を希望します.）

12月5日
不開示
(不存在)

不存在

1115 11月21日 請求
市民病院

医療連携室

国､独立行政邦人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対
象として､市民病院 医療連携室ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年10月19日以降
送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年11月19日時点で
存在し､電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによ
る写しの交付を希望します.）

国､独立行政邦人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春日井市情報公
開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営む個人と､春日井市立の学
校･保育園と､春日井市の課室等を対象として､市民病院 医療連携室ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ
で､本年10月19日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年11月19
日時点で存在し､電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの

12月4日
不開示
(不存在)

不存在

1116 11月21日 請求
上下水道部
企画経営課

国､独立行政邦人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対
象として､企画経営課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年10月19日以降送受信した
ﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年11月19日時点で存在し､電子
ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる写しの交
付を希望します.）

平成26年度県水道南部･北部ﾌﾞﾛｯｸ協議会合同水源地表敬訪問の日程延期に
ついて他38件

12月5日 全開示

平成26年度県水道南部･北部ﾌﾞﾛｯｸ協議会合同水源地表敬訪問の日程延期に
ついて他40件

全開示

【依頼】下水道協会広報課/広報素材に関するﾃﾞｰﾀの提供について 一部開示 氏名､ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ､印影 条例第7条第2号､3号､4号

11月21日

12月5日1117 11月21日

1110

請求
上下水道部
企画経営課

建設部
河川排水課

国､独立行政邦人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対
象として､河川排水課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年10月19日以降送受信した
ﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年11月19日時点で存在し､電子
ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる写しの交
付を希望します.）

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人と､事業を営む
個人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対象
として､企画経営課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年10月19日以降送受信したﾒｰ
ﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年11月20日時点で存在し､電子
ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

請求 11月2日

128



整理
番号

受付日 区分 担当課等
公文書の名称その他公文書を特定するに足りる事項
(請求の内容） 公文書の名称

開示決定
等の通知
をした日

開示決定等の内容 開示しないこととした部分
開示しないこととした根拠

規定

1118 11月21日 請求
上下水道部

高蔵寺浄化ｾﾝ
ﾀｰ

国､独立行政邦人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対
象として､高蔵寺浄化ｾﾝﾀｰﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年10月19日以降送受
信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年11月19日時点で存在
し､電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる写
しの交付を希望します.）

国､独立行政邦人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春日井市情報公
開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営む個人と､春日井市立の学
校･保育園と､春日井市の課室等を対象として､高蔵寺浄化ｾﾝﾀｰﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､
本年10月19日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年11月19日時
点で存在し､電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの

12月2日
不開示
(不存在)

不存在

1119 11月21日 請求
上下水道部

高蔵寺浄化ｾﾝ
ﾀｰ

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人と､事業を営む
個人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対象
として､高蔵寺浄化ｾﾝﾀｰﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年10月19日以降送受信
したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年11月20日時点で存在し､
電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春日井市情報公
開条例第7条第3号が規定する法人と､事業を営む個人と､春日井市立の学校･
保育園と､春日井市の課室等を対象として､高蔵寺浄化ｾﾝﾀｰﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年
10月19日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年11月20日時点で
存在し､電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

12月2日
不開示
(不存在)

不存在

1120 11月21日 請求
上下水道部

勝西浄化ｾﾝﾀｰ

国､独立行政邦人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対
象として､勝西浄化ｾﾝﾀｰﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年10月19日以降送受信
したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年11月19日時点で存在し､
電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる写し
の交付を希望します.）

国､独立行政邦人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春日井市情報公
開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営む個人と､春日井市立の学
校･保育園と､春日井市の課室等を対象として､勝西浄化ｾﾝﾀｰﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本
年10月19日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年11月19日時点
で存在し､電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの

12月3日
不開示
(不存在)

不存在

1121 11月21日 請求
上下水道部

勝西浄化ｾﾝﾀｰ

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人と､事業を営む
個人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対象
として､勝西浄化ｾﾝﾀｰﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年10月19日以降送受信し
たﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年11月20日時点で存在し､電
子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春日井市情報公
開条例第7条第3号が規定する法人と､事業を営む個人と､春日井市立の学校･
保育園と､春日井市の課室等を対象として､勝西浄化ｾﾝﾀｰﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年10
月19日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年11月20日時点で存
在し､電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

12月3日
不開示
(不存在)

不存在

1122 11月21日 請求
上下水道部

南部浄化ｾﾝﾀｰ

国､独立行政邦人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対
象として､南部浄化ｾﾝﾀｰﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年10月19日以降送受信
したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年11月19日時点で存在し､
電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる写し
の交付を希望します.）

国､独立行政邦人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春日井市情報公
開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営む個人と､春日井市立の学
校･保育園と､春日井市の課室等を対象として､南部浄化ｾﾝﾀｰﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本
年10月19日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年11月19日時点
で存在し､電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの

12月5日
不開示
(不存在)

不存在

1123 11月21日 請求
上下水道部

南部浄化ｾﾝﾀｰ

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人と､事業を営む
個人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対象
として､南部浄化ｾﾝﾀｰﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年10月19日以降送受信し
たﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年11月20日時点で存在し､電
子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春日井市情報公
開条例第7条第3号が規定する法人と､事業を営む個人と､春日井市立の学校･
保育園と､春日井市の課室等を対象として､南部浄化ｾﾝﾀｰﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年10
月19日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年11月20日時点で存
在し､電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

12月5日
不開示
(不存在)

不存在

1124 11月21日 請求
上下水道部

業務課

国､独立行政邦人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対
象として､業務課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年10月19日以降送受信したﾒｰﾙ
ﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年11月19日時点で存在し､電子ﾃﾞｰ
ﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる写しの交付を
希望します.）

水道使用量の漏水軽減及び下水道使用量減量認定について(回答)他2件 12月5日 全開示

1125 11月21日 請求
上下水道部

業務課

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人と､事業を営む
個人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対象
として､業務課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年10月19日以降送受信したﾒｰﾙ
ﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年11月20日時点で存在し､電子ﾃﾞｰ
ﾀとして開示できないもの

水道使用量の漏水軽減及び下水道使用量減量認定について(回答)他2件 12月5日 全開示

案内看板･緊急時連絡先 全開示

地域懇談会/名古屋/ｱﾝｹｰﾄ調査票 一部開示 個人の氏名･電話番号 条例第7条第2号

1127 11月21日 請求
上下水道部

配水管理事務所

国､独立行政邦人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対
象として､配水管理事務所ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年10月19日以降送受
信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年11月19日時点で存在
し､電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる写
しの交付を希望します.）

国､独立行政邦人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春日井市情報公
開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営む個人と､春日井市立の学
校･保育園と､春日井市の課室等を対象として､配水管理事務所ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本
年10月19日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年11月19日時点
で存在し､電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの

12月5日
不開示
(不存在)

不存在

1128 11月21日 請求
上下水道部
下水建設課

国､独立行政邦人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対
象として､下水建設課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年10月19日以降送受信した
ﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年11月19日時点で存在し､電子
ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる写しの交
付を希望します.）

国､独立行政邦人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春日井市情報公
開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営む個人と､春日井市立の学
校･保育園と､春日井市の課室等を対象として､下水建設課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年10
月19日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年11月19日時点で存
在し､電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの

12月2日
不開示
(不存在)

不存在

1126 11月21日 請求
上下水道部
水道工務課

国､独立行政邦人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対
象として､水道工務課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年10月19日以降送受信した
ﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年11月19日時点で存在し､電子
ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる写しの交
付を希望します.）

12月2日
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整理
番号

受付日 区分 担当課等
公文書の名称その他公文書を特定するに足りる事項
(請求の内容） 公文書の名称

開示決定
等の通知
をした日

開示決定等の内容 開示しないこととした部分
開示しないこととした根拠

規定

1129 11月21日 請求
上下水道部
下水建設課

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人と､事業を営む
個人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対象
として､下水建設課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年10月19日以降送受信したﾒｰ
ﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年11月20日時点で存在し､電子
ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春日井市情報公
開条例第7条第3号が規定する法人と､事業を営む個人と､春日井市立の学校･
保育園と､春日井市の課室等を対象として､下水建設課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年10月
19日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年11月20日時点で存在
し､電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

12月2日
不開示
(不存在)

不存在

1130 11月21日 請求
消防本部

消防総務課

国､独立行政邦人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対
象として､消防総務課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年10月19日以降送受信した
ﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年11月19日時点で存在し､電子
ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる写しの交
付を希望します.）

第8回ｽﾃｱﾚｰｽ138の開催について他4件 12月5日 全開示

1131 11月21日 請求
消防本部
予防課

国､独立行政邦人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対
象として､予防課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年10月19日以降送受信したﾒｰﾙ
ﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年11月19日時点で存在し､電子ﾃﾞｰ
ﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる写しの交付を
希望します.）

表示ﾏｰｸ交付状況調査様式について他2件 12月5日 全開示

1132 11月21日 請求
消防本部

通信指令室

国､独立行政邦人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対
象として､通信指令室ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年10月19日以降送受信した
ﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年11月19日時点で存在し､電子
ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる写しの交
付を希望します.）

国､独立行政邦人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春日井市情報公
開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営む個人と､春日井市立の学
校･保育園と､春日井市の課室等を対象として､通信指令室ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年10
月19日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年11月19日時点で存
在し､電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの

12月5日
不開示
(不存在)

不存在

1133 11月21日 請求
消防本部
消防署

国､独立行政邦人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対
象として､消防署ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年10月19日以降送受信したﾒｰﾙ
ﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年11月19日時点で存在し､電子ﾃﾞｰ
ﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる写しの交付を
希望します.）

平成26年度救急救命士再教育病院研修の日程変更について他3件 12月5日 全開示

1134 11月21日 請求
消防本部
東出張所

国､独立行政邦人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対
象として､東出張所ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年10月19日以降送受信したﾒｰ
ﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年11月19日時点で存在し､電子
ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる写しの交
付を希望します.）

国､独立行政邦人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春日井市情報公
開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営む個人と､春日井市立の学
校･保育園と､春日井市の課室等を対象として､東出張所ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年10月
19日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年11月19日時点で存在
し､電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる写しの交付を希
望します.）

12月5日
不開示
(不存在)

不存在

1135 11月21日 請求
消防本部
西出張所

国､独立行政邦人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対
象として､西出張所ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年10月19日以降送受信したﾒｰ
ﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年11月19日時点で存在し､電子
ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる写しの交
付を希望します.）

国､独立行政邦人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春日井市情報公
開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営む個人と､春日井市立の学
校･保育園と､春日井市の課室等を対象として､西出張所ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年10月
19日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年11月19日時点で存在
し､電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる写しの交付を希
望します.）

12月5日
不開示
(不存在)

不存在

1136 11月21日 請求
消防本部
南出張所

国､独立行政邦人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対
象として､南出張所ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年10月19日以降送受信したﾒｰ
ﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年11月19日時点で存在し､電子
ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる写しの交
付を希望します.）

国､独立行政邦人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春日井市情報公
開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営む個人と､春日井市立の学
校･保育園と､春日井市の課室等を対象として､南出張所ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年10月
19日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年11月19日時点で存在
し､電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる写しの交付を希
望します.）

12月5日
不開示
(不存在)

不存在

1137 11月21日 請求
消防本部
北出張所

国､独立行政邦人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対
象として､北出張所ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年10月19日以降送受信したﾒｰ
ﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年11月19日時点で存在し､電子
ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる写しの交
付を希望します.）

国､独立行政邦人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春日井市情報公
開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営む個人と､春日井市立の学
校･保育園と､春日井市の課室等を対象として､北出張所ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年10月
19日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年11月19日時点で存在
し､電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの

12月5日
不開示
(不存在)

不存在

1138 11月21日 請求
消防本部

高蔵寺出張所

国､独立行政邦人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対
象として､高蔵寺出張所ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年10月19日以降送受信し
たﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年11月19日時点で存在し､電
子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる写しの
交付を希望します.）

国､独立行政邦人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春日井市情報公
開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営む個人と､春日井市立の学
校･保育園と､春日井市の課室等を対象として､高蔵寺出張所ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年
10月19日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年11月19日時点で
存在し､電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの

12月5日
不開示
(不存在)

不存在

1139 11月21日 請求
教育委員会
教育総務課

国､独立行政邦人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対
象として､教育総務課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年10月19日以降送受信した
ﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年11月19日時点で存在し､電子
ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる写しの交
付を希望します.）

国､独立行政邦人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春日井市情報公
開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営む個人と､春日井市立の学
校･保育園と､春日井市の課室等を対象として､教育総務課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年10
月19日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年11月19日時点で存
在し､電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの

12月3日
不開示
(不存在)

不存在
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整理
番号

受付日 区分 担当課等
公文書の名称その他公文書を特定するに足りる事項
(請求の内容） 公文書の名称

開示決定
等の通知
をした日

開示決定等の内容 開示しないこととした部分
開示しないこととした根拠

規定

1140 11月21日 請求
教育委員会
学校教育課

国､独立行政邦人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対
象として､学校教育課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年10月19日以降送受信した
ﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年11月19日時点で存在し､電子
ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる写しの交
付を希望します.）

○○県【様式2特例交付金】261017差替版他34件 1月5日 全開示

愛史協(志段味古墳群国指定史跡記念ｼﾝﾎﾟに関して)他7件 全開示

愛史協(志段味古墳群国指定史跡記念ｼﾝﾎﾟに関して) 一部開示 氏名 条例第7条第2号

ｾﾝﾀｰ連協(現況調査)の件他11件 全開示

調理技術講習会ｱﾝｹｰﾄ結果の件(ｾﾝﾀｰ連協) 一部開示 氏名 条例第7条第2号

第33回新春ﾏﾗｿﾝ大会及び平成27年春日井市成人式係る職員応援他2件 全開示

第5部(情報発信力向上)研修受講申込書の提出について 一部開示 職員番号 条例第7条第2号

1144 11月21日 請求
議会事務局

議事課

国､独立行政邦人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対
象として､議事課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年10月19日以降送受信したﾒｰﾙ
ﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年11月19日時点で存在し､電子ﾃﾞｰ
ﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる写しの交付を
希望します.）

【志摩市議会】議長･副議長の選出について 12月1日 全開示

1145 11月21日 請求
監査事務局

監査課

国､独立行政邦人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対
象として､監査課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年10月19日以降送受信したﾒｰﾙ
ﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年11月19日時点で存在し､電子ﾃﾞｰ
ﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる写しの交付を
希望します.）

国､独立行政邦人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春日井市情報公
開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営む個人と､春日井市立の学
校･保育園と､春日井市の課室等を対象として､監査課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年10月
19日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年11月19日時点で存在
し､電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの

12月1日
不開示
(不存在)

不存在

証紙出納計算書(春日井市10月分）他2件 全開示

収納代理金融機関の店舗名変更･移転について(通知) 一部開示 氏名 条例第7条第2号

1147 11月25日 請求
まちづくり推進部

建築指導課
建築計画概要書処分の概要書
H12確認建築春日井市01088

H12確認建築春日井市01088号の建築計画概要書
建築基準法による処分の概要書

11月28日 全開示

1148 11月25日 請求
文化ｽﾎﾟｰﾂ部

文化課

国､独立行政邦人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対
象として､文化課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年10月19日以降送受信したﾒｰﾙ
ﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年11月19日時点で存在し､電子ﾃﾞｰ
ﾀとして開示できないもの

国､独立行政邦人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春日井市情報公
開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営む個人と､春日井市立の学
校･保育園と､春日井市の課室等を対象として､文化課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年10月
19日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年11月19日時点で存在
し､電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

12月3日
不開示
(不存在)

不存在

12月3日

1143

1141 11月21日 請求
教育委員会
文化財課

国､独立行政邦人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対
象として､文化課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年10月19日以降送受信したﾒｰﾙ
ﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年11月19日時点で存在し､電子ﾃﾞｰ
ﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる写しの交付を
希望します.）

11月21日

1146

1142 12月3日

11月21日

教育委員会
野外教育ｾﾝﾀｰ

11月21日 請求
教育委員会
学校給食課

国､独立行政邦人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対
象として､学校給食課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年10月19日以降送受信した
ﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年11月19日時点で存在し､電子
ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる写しの交
付を希望します.）

国､独立行政邦人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対
象として､野外教育ｾﾝﾀｰﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年10月19日以降送受信
したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年11月19日時点で存在し､
電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる写し
の交付を希望します.）

12月4日

12月5日請求

請求

会計管理者
会計課

国､独立行政邦人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対
象として､会計課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年10月19日以降送受信したﾒｰﾙ
ﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年11月19日時点で存在し､電子ﾃﾞｰ
ﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる写しの交付を
希望します.）
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整理
番号

受付日 区分 担当課等
公文書の名称その他公文書を特定するに足りる事項
(請求の内容） 公文書の名称

開示決定
等の通知
をした日

開示決定等の内容 開示しないこととした部分
開示しないこととした根拠

規定

1149 11月25日 請求
文化ｽﾎﾟｰﾂ部

ｽﾎﾟｰﾂ課

国､独立行政邦人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対
象として､ｽﾎﾟｰﾂ課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年10月19日以降送受信したﾒｰ
ﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年11月19日時点で存在し､電子
ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

国､独立行政邦人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春日井市情報公
開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営む個人と､春日井市立の学
校･保育園と､春日井市の課室等を対象として､ｽﾎﾟｰﾂ課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年10月
19日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年11月19日時点で存在
し､電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

12月3日
不開示
(不存在)

不存在

1150 11月25日 請求
文化ｽﾎﾟｰﾂ部
生涯学習課

国､独立行政邦人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対
象として､生涯学習課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年10月19日以降送受信した
ﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年11月19日時点で存在し､電
子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

平成27年度版「早寝早起き朝ごはん」国民運動ﾘｰﾌﾚｯﾄの配布希望について他
2件

12月1日 全開示

1151 11月25日 請求
文化ｽﾎﾟｰﾂ部

図書館

国､独立行政邦人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対
象として､図書館ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年10月19日以降送受信したﾒｰﾙ
ﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年11月19日時点で存在し､電子ﾃﾞｰ
ﾀとして開示できないもの

愛知県公立図書館長協議会YAﾌﾞｯｸﾘｽﾄ｢A･L･Cあるく｣の原稿募集について他
14件

12月9日 全開示

1152 11月25日 請求
健康福祉部
健康増進課

国､独立行政邦人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対
象として､健康増進課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年10月19日以降送受信した
ﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年11月19日時点で存在し､電
子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

職員向け応急危険度判定講習会の開催について 12月8日 全開示

1153 11月25日 請求
健康福祉課
高齢福祉課

国､独立行政邦人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対
象として､高齢福祉課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年10月19日以降送受信した
ﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年11月19日時点で存在し､電
子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

介護基盤緊急整備等臨時特例基金/介護職員処遇改善等臨時特例基金ご担
当者様他6件

12月2日 全開示

1154 11月25日 請求
健康福祉部
介護保険課

国､独立行政邦人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対
象として､介護保険課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年10月19日以降送受信した
ﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年11月19日時点で存在し､電
子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

WAMNET新着情報配信ｻｰﾋﾞｽ第〔691〕号_平成26年11月7日掲載他7件 12月5日 全開示

1155 11月25日 請求
健康福祉部

障がい福祉課

国､独立行政邦人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対
象として､障がい福祉課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年10月19日以降送受信し
たﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年11月19日時点で存在し､
電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

｢第4期障害福祉計画における成果目標及び活動指標などの提出について｣(照
会)他1件

12月3日 全開示

1156 11月25日 請求
健康福祉部
生活援護課

国､独立行政邦人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対
象として､生活援護課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年10月19日以降送受信した
ﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年11月19日時点で存在し､電
子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

身元不明者の身元確認を行うための生活保護担当部局における対応について
(通知）他9件

12月4日 全開示

1157 11月25日 請求
健康福祉部

保険医療年金課

国､独立行政邦人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対
象として､保険医療年金課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年10月19日以降送受
信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年11月19日時点で存在
し､電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

[重要]平成27年度概算納付金の算定に用いる第2号被保険者数の過大又は過
小補正申請について他20件

11月4日 全開示

1158 11月25日 請求
青少年子ども部
子ども政策課

国､独立行政邦人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対
象として､子ども政策課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年10月19日以降送受信し
たﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年11月19日時点で存在し､
電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

放課後児童健全育成事業御担当者様:第14回全国児童館･児童ｸﾗﾌﾞ大会
TOKYOの開催について他1件

12月4日 全開示

第8回乳児主任保育士会報告について他19件 全開示

Aｸﾞﾙｰﾌﾟ終了他15件 一部開示 個人の氏名､ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ､電話番号､法人の印影 条例第7条第2号､3号､4号

12月5日11月25日1159 請求
青少年子ども部

保育課

国､独立行政邦人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対
象として､保育課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年10月19日以降送受信したﾒｰﾙ
ﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年11月19日時点で存在し､電子ﾃﾞｰ
ﾀとして開示できないもの
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整理
番号

受付日 区分 担当課等
公文書の名称その他公文書を特定するに足りる事項
(請求の内容） 公文書の名称

開示決定
等の通知
をした日

開示決定等の内容 開示しないこととした部分
開示しないこととした根拠

規定

1160 11月25日 請求
環境部

ごみ減量推進課

国､独立行政邦人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対
象として､ごみ減量推進課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年10月19日以降送受
信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年11月19日時点で存在
し､電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

収率表送付他5件 12月4日 全開示

1161 11月25日 請求
環境部

清掃事業所

国､独立行政邦人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対
象として､清掃事業所ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年10月19日以降送受信した
ﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年11月19日時点で存在し､電
子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

勤務割のﾃﾞｰﾀの送信について他4件 12月9日 全開示

1162 11月25日 請求
環境部

ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ

国､独立行政邦人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対
象として､ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年10月19日以降送受信した
ﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年11月19日時点で存在し､電
子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

国､独立行政邦人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春日井市情報公
開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営む個人と､春日井市立の学
校･保育園と､春日井市の課室等を対象として､ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年10
月19日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年11月19日時点で存
在し､電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

12月5日
不開示
(不存在)

不存在

1163 11月25日 請求
環境部

衛生ﾌﾟﾗﾝﾄ

国､独立行政邦人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対
象として､衛生ﾌﾟﾗﾝﾄﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年10月19日以降送受信した
ﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年11月19日時点で存在し､電
子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

国､独立行政邦人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春日井市情報公
開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営む個人と､春日井市立の学
校･保育園と､春日井市の課室等を対象として､衛生ﾌﾟﾗﾝﾄﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年10
月19日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年11月19日時点で存
在し､電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

12月4日
不開示
(不存在)

不存在

1164 11月25日 請求
産業部

経済振興課

国､独立行政邦人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対
象として､経済振興課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年10月19日以降送受信した
ﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年11月19日時点で存在し､電
子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

毎月勤労統計調査第二種事業所9組調査員の推薦について(依頼）他8件 12月2日 全開示

産業立地情報ﾒｰﾙﾏｶﾞｼﾞﾝ第16号他7件 全開示

ﾋﾞｼﾞﾈｽﾌｫｰﾗﾑ受付方法について（ご連絡) 一部開示 個人の氏名､ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ 条例第7条第2号

農薬安全使用対策講習会(使用者･販売者向け)の開催について他19件 全開示

食料産業ｸﾗｽﾀｰﾒｰﾙﾏｶﾞｼﾞﾝ講演会のご案内 一部開示 氏名 条例第7条第2号

【各市町村】立地適正化計画に関する情報連絡会議について(事前質問以来)
他1件

全開示

(依頼)官民連携や行政の支援によって進められる民間事業の動向に関する調
査(深堀り調査)について

一部開示 氏名 条例第7条第2号

｢ﾘﾆｱ時代の愛知･名古屋｣講演会のご案内 全開示

｢ﾘﾆｱ時代の愛知･名古屋｣講演会のご案内 一部開示 個人名､ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ 条例第7条第2号

11月25日

1167

1166

12月5日

請求
まちづくり推進部

都市整備課

請求
まちづくり推進部

都市政策課

11月25日

国､独立行政邦人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対
象として､農政課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年10月19日以降送受信したﾒｰﾙ
ﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年11月19日時点で存在し､電子ﾃﾞｰ
ﾀとして開示できないもの

11月25日

1165
産業部

企業活動支援課
請求

国､独立行政邦人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対
象として､文化課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年10月19日以降送受信したﾒｰﾙ
ﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年11月19日時点で存在し､電子ﾃﾞｰ
ﾀとして開示できないもの

国､独立行政邦人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対
象として､企業活動支援課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年10月19日以降送受
信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年11月19日時点で存在
し､電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

産業部
農政課

12月5日

請求

国､独立行政邦人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対
象として､都市整備課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年10月19日以降送受信した
ﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年11月19日時点で存在し､電
子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

12月5日1168

11月25日

12月5日
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整理
番号

受付日 区分 担当課等
公文書の名称その他公文書を特定するに足りる事項
(請求の内容） 公文書の名称

開示決定
等の通知
をした日

開示決定等の内容 開示しないこととした部分
開示しないこととした根拠

規定

『宅造擁壁』体験版のご紹介//USRﾒｰﾘﾝｸﾞｻｰﾋﾞｽ276号他2件 全開示

『工事施工管理要領』平成26年度改訂版のご案内 一部開示 販売責任者氏名 条例第7条第2号

1170 11月25日 請求
建設部
道路課

国､独立行政邦人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対
象として､道路課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年10月19日以降送受信したﾒｰﾙ
ﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年11月19日時点で存在し､電子ﾃﾞｰ
ﾀとして開示できないもの

(補足)【道路ﾒﾝﾃﾅﾝｽ会議】橋梁点検現地講習会のご案内他15件 12月19日 全開示

1171 11月25日 請求
建設部

公園緑地課

国､独立行政邦人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対
象として､公園緑地課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年10月19日以降送受信した
ﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年11月19日時点で存在し､電
子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

【国土交通省からの依頼】平成26年度｢都市緑化月間｣における行事及び参加
人数の調査について他2件

12月3日 全開示

【愛知県治水砂防協会より】SABONEWSLETTER№122　2014/11/19を送付い
たします。

一部開示 担当者の氏名 条例第7条第2号

【各市町村:災害復旧事業担当者様】災害関係図書｢災害査定の手引き｣のご案
内について他4件

全開示

公共建築のFMと保全ﾈｯﾄﾜｰｸﾆｭｰｽ(公共ｴﾌｴﾑﾆｭｰｽ)号外第29号2件 全開示

保全ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｼｽﾃﾑ利用状況(10/20) 一部開示 氏名､ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ 条例第7条第2号

1174 11月25日 請求
市民病院
管理課

国､独立行政邦人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対
象として､市民病院 管理課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年10月19日以降送受
信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年11月19日時点で存在
し､電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

【情報提供】ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞの発生状況について(第42週/10月13日から10月19日ま
で）他6件

12月4日 全開示

1175 11月25日 請求
市民病院
医事課

国､独立行政邦人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対
象として､市民病院 医事課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年10月19日以降送受
信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年11月19日時点で存在
し､電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

【内示】平成26年度第12回(東日本会場第6回)DMAT養成研修の受講施設の決
定について他4件

12月3日 全開示

1176 11月25日 請求
市民病院

栄養管理室

国､独立行政邦人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対
象として､市民病院 栄養管理室ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年10月19日以降
送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年11月19日時点で
存在し､電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

国､独立行政邦人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春日井市情報公
開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営む個人と､春日井市立の学
校･保育園と､春日井市の課室等を対象として､市民病院 栄養管理室ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ
で､本年10月19日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年11月19
日時点で存在し､電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

12月9日
不開示
(不存在)

不存在

1177 11月25日 請求
市民病院

医療連携室

国､独立行政邦人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対
象として､市民病院 医療連携室ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年10月19日以降
送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年11月19日時点で
存在し､電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

国､独立行政邦人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春日井市情報公
開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営む個人と､春日井市立の学
校･保育園と､春日井市の課室等を対象として､市民病院 医療連携室ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ
で､本年10月19日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年11月19
日時点で存在し､電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

12月4日
不開示
(不存在)

不存在

国道占用申請修正(春日井市）他3件 全開示

〔地域懇談会〕ｱﾝｹｰﾄへのご協力のお願い他1件 一部開示 個人の氏名･ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ･電話番号 条例第7条第2号

1173 11月25日

1169 11月25日

1172

1178 11月25日

請求11月25日

請求
まちづくり推進部

建築指導課

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対
象として､建築指導課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年10月19日以降送受信した
ﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年11月19日時点で存在し､電
子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

12月5日

請求

建設部
河川排水課

請求
上下水道部
水道工務課

国､独立行政邦人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対
象として､水道工務課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年10月19日以降送受信した
ﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年11月19日時点で存在し､電
子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

12月2日

国､独立行政邦人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対
象として､河川排水課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年10月19日以降送受信した
ﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年11月19日時点で存在し､電
子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

11月2日

建設部
住宅施設課

国､独立行政邦人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対
象として､住宅施設課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年10月19日以降送受信した
ﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年11月19日時点で存在し､電
子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

12月1日
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整理
番号

受付日 区分 担当課等
公文書の名称その他公文書を特定するに足りる事項
(請求の内容） 公文書の名称

開示決定
等の通知
をした日

開示決定等の内容 開示しないこととした部分
開示しないこととした根拠

規定

1179 11月25日 請求
上下水道部

配水管理事務所

国､独立行政邦人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対
象として､配水管理事務所ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年10月19日以降送受
信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年11月19日時点で存在
し､電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

Re:平成26年分不動産の使用量等の調査について他2件 12月5日 全開示

1180 11月25日 請求
消防本部

消防総務課

国､独立行政邦人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対
象として､消防総務課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年10月19日以降送受信した
ﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年11月19日時点で存在し､電
子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

第8回ｽﾃｱﾚｰｽ138の開催について他4件 12月5日 全開示

1181 11月25日 請求
消防本部
予防課

国､独立行政邦人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対
象として､予防課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年10月19日以降送受信したﾒｰﾙ
ﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年11月19日時点で存在し､電子ﾃﾞｰ
ﾀとして開示できないもの

表示ﾏｰｸ交付状況調査様式について他2件 12月5日 全開示

1182 11月25日 請求
消防本部

通信指令室

国､独立行政邦人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対
象として､通信司令室ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年10月19日以降送受信した
ﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年11月19日時点で存在し､電
子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

国､独立行政邦人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春日井市情報公
開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営む個人と､春日井市立の学
校･保育園と､春日井市の課室等を対象として､通信司令室ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年10
月19日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年11月19日時点で存
在し､電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

12月5日
不開示
(不存在)

不存在

1183 11月25日 請求
消防本部
消防署

国､独立行政邦人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対
象として､消防署ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年10月19日以降送受信したﾒｰﾙ
ﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年11月19日時点で存在し､電子ﾃﾞｰ
ﾀとして開示できないもの

第6回救急隊員研修について(再送)他1件 12月5日 一部開示 氏名､生年月日､搬送日､ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ 条例第7条第2号

1184 11月25日 請求
消防本部
東出張所

国､独立行政邦人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対
象として､東出張所ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年10月19日以降送受信したﾒｰ
ﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年11月19日時点で存在し､電子
ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

国､独立行政邦人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春日井市情報公
開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営む個人と､春日井市立の学
校･保育園と､春日井市の課室等を対象として､東出張所ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年10月
19日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年11月19日時点で存在
し､電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

12月5日
不開示
(不存在)

不存在

1185 11月25日 請求
消防本部
西出張所

国､独立行政邦人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対
象として､西出張所ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年10月19日以降送受信したﾒｰ
ﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年11月19日時点で存在し､電子
ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

国､独立行政邦人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春日井市情報公
開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営む個人と､春日井市立の学
校･保育園と､春日井市の課室等を対象として､西出張所ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年10月
19日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年11月19日時点で存在
し､電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

12月5日
不開示
(不存在)

不存在

1186 11月25日 請求
消防本部
南出張所

国､独立行政邦人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対
象として､南出張所ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年10月19日以降送受信したﾒｰ
ﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年11月19日時点で存在し､電子
ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

国､独立行政邦人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春日井市情報公
開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営む個人と､春日井市立の学
校･保育園と､春日井市の課室等を対象として､南出張所ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年10月
19日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年11月19日時点で存在
し､電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

12月5日
不開示
(不存在)

不存在

1187 11月25日 請求
消防本部
北出張所

国､独立行政邦人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対
象として､北出張所ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年10月19日以降送受信したﾒｰ
ﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年11月19日時点で存在し､電子
ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

国､独立行政邦人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春日井市情報公
開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営む個人と､春日井市立の学
校･保育園と､春日井市の課室等を対象として､北出張所ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年10月
19日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年11月19日時点で存在
し､電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

12月5日
不開示
(不存在)

不存在

1188 11月25日 請求
消防本部

高蔵寺出張所

国､独立行政邦人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対
象として､高蔵寺出張所ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年10月19日以降送受信し
たﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年11月19日時点で存在し､
電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

国､独立行政邦人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春日井市情報公
開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営む個人と､春日井市立の学
校･保育園と､春日井市の課室等を対象として､高蔵寺出張所ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年
10月19日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年11月19日時点で
存在し､電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

12月5日
不開示
(不存在)

不存在

1189 11月25日 請求
教育委員会
教育総務課

国､独立行政邦人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対
象として､教育総務課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年10月19日以降送受信した
ﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年11月19日時点で存在し､電
子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

国､独立行政邦人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春日井市情報公
開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営む個人と､春日井市立の学
校･保育園と､春日井市の課室等を対象として､教育総務課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年10
月19日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年11月19日時点で存
在し､電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

12月3日
不開示
(不存在)

不存在
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整理
番号

受付日 区分 担当課等
公文書の名称その他公文書を特定するに足りる事項
(請求の内容） 公文書の名称

開示決定
等の通知
をした日

開示決定等の内容 開示しないこととした部分
開示しないこととした根拠

規定

【就学援助御担当者様】平成25年度被災児童生徒就学援助事業実施状況調査
について他31件

全開示

平成27年度中学校教師用指導書需要数調査について 一部開示 氏名 条例第7条第2号

1191 11月25日 請求
教育委員会
文化財課

国､独立行政邦人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対
象として､文化財課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年10月19日以降送受信したﾒｰ
ﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年11月19日時点で存在し､電子
ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

Re:【依頼】東日本大震災に係る職員の派遣について他10件 12月3日 全開示

平成27年度建築計画(6月調査学校給食施設分)のﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ調査について(回
答)他12件

全開示

ｾﾝﾀｰ連協(現況調査)の件他5件 一部開示 氏名､ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ 条例第7条第2号

1193 11月25日 請求
教育委員会

野外教育ｾﾝﾀｰ

国､独立行政邦人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対
象として､野外教育ｾﾝﾀｰﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年10月19日以降送受信
したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年11月19日時点で存在し､
電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

第33回新春ﾏﾗｿﾝ大会及び平成27年春日井市成人式に係る職員応援他4件 12月4日 全開示

1194 11月25日 請求
議会事務局

議事課

国､独立行政邦人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対
象として､議事課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年10月19日以降送受信したﾒｰﾙ
ﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年11月19日時点で存在し､電子ﾃﾞｰ
ﾀとして開示できないもの

【志摩市議会】議長･副議長の選出について 12月1日 全開示

1195 11月25日 請求
監査事務局

監査課

国､独立行政邦人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対
象として､監査課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年10月19日以降送受信したﾒｰﾙ
ﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年11月19日時点で存在し､電子ﾃﾞｰ
ﾀとして開示できないもの

国､独立行政邦人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春日井市情報公
開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営む個人と､春日井市立の学
校･保育園と､春日井市の課室等を対象として､監査課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年10月
19日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年11月19日時点で存在
し､電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

12月1日
不開示
(不存在)

不存在

1196 11月25日 請求
会計管理者

会計課

国､独立行政邦人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対
象として､会計課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年10月19日以降送受信したﾒｰﾙ
ﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年11月19日時点で存在し､電子ﾃﾞｰ
ﾀとして開示できないもの

NOMA中部本部行政管理講座のご案内他6件 12月5日 全開示

1197 11月25日 請求
まちづくり推進部

建築指導課
建築計画概要書H18-14号 建築計画概要書H18確認建築春日井市00014号 11月28日 全開示

平成25年度復命書(平成25年10月17日～18日及び平成25年10月24日～25日
に開催された研究大会に参加した校長分)他5件

全開示

平成25年度旅行命令書(平成25年10月17日～18日及び平成25年10月24日～
25日に開催された研究大会に参加した校長分）他1件

一部開示
職員番号､最寄のバス停､旅行会社担当者の印影及び姓､自家用自
動車ﾒｰｶｰ名及び車名及び登録番号､刑罰又は行政処分

条例第7条第2号

平成25年10月17日～18日及び平成25年10月24日～25日に開催された研究大
会で取得した文書(別紙の取得文書の「不存在」とした文書

不開示
(不存在)

不存在

11月25日

1192

1190

1月8日

国､独立行政邦人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対
象として､学校給食課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年10月19日以降送受信した
ﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年11月19日時点で存在し､電
子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

12月3日

11月25日

請求
教育委員会
学校給食課

教育委員会
学校教育課

別紙「平成25年度春日井市教職員研修委員会活動実績報告書」
(管理職研修(校長研修）)の「事業名」1.各種研究大会参加2.研修
会の開催4.小中部会の「事業内容」に関するすべての文書（復命
書も含む）｡
1.各種研究大会参加に関しては､公費出張の場合､旅費支給関係
文書も含む｡注;別紙参照のこと

教育委員会
学校教育課

国､独立行政邦人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対
象として､学校教育課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年10月19日以降送受信した
ﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年11月19日時点で存在し､電
子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

1月5日

11月25日

請求

請求1198

136



整理
番号

受付日 区分 担当課等
公文書の名称その他公文書を特定するに足りる事項
(請求の内容） 公文書の名称

開示決定
等の通知
をした日

開示決定等の内容 開示しないこととした部分
開示しないこととした根拠

規定

1199 11月27日 請求
教育委員会
学校教育課

小中学校の校長､教頭､教務主任､校務主任､主観教諭の「労働時
間等の記録」(2014年9月､10月分）

小中学校の校長､教頭､教務主任､校務主任､主観教諭の「労働時間等の記録」
(2014年9月､10月分）

1月13日 全開示

1200 12月1日 請求
教育委員会
教育総務課

平成26年11月18日入札執行小中学校設置の印刷機に使用のｲﾝ
ｸﾏｽﾀｰﾘｺｰサテリオﾃﾞｭﾌﾟﾛ理想科学工業の落札業者個々の品名
品番数量単価金額の分かる明細書類の開示請求を致します。

物品購入契約書 12月11日 一部開示 印影 条例第7条第2号､3号ｱ､4号

1201 12月1日 請求
まちづくり推進部

建築指導課

建築計画概要書
H０７認建春建001087　　　BVJ-N08-10-1001
BVJ-N08-10-1253　　　　H08認建春建001509
ERI10029273　　　　　　　　H16確認ｻｰﾋﾞｽS412-2538
H11認建春建001073　　　確認ｻｰﾋﾞｽKS113-0110-01845
　

建築計画概要書
H０７認建春建001087　　　BVJ-N08-10-1001
BVJ-N08-10-1253　　　　H08認建春建001509
ERI10029273　　　　　　　　H16確認ｻｰﾋﾞｽS412-2538
H11認建春建001073　　　確認ｻｰﾋﾞｽKS113-0110-01845
　

12月3日 全開示

1202 12月3日 申出
まちづくり推進部

建築指導課
建築計画概要書H10認建春建000391 建築計画概要書H10認建春建000391 12月8日 全開示

1203 12月8日 申出
まちづくり推進部

建築指導課
建築計画概要書H12確認建築春日井市01228 H12確認建築春日井市01228号の建築計画概要 12月11日 全開示

1204 12月12日 請求
企画政策部

秘書課

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開第7条第3号が規定する法人等と､事業を営む個
人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対象とし
て､秘書課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年11月20日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀ
の本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年12月11日時点で存在し､電子ﾃﾞｰﾀとし
て開示できるもの（過日に提供したCD-Rによる写しの交付を希望
します｡）

1月幹事会議の議題について 12月26日 全開示

1205 12月12日 請求
企画政策部

秘書課

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開第7条第3号が規定する法人等と､事業を営む個
人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対象とし
て､秘書課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年11月20日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀ
の本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年12月11日時点で存在し､電子ﾃﾞｰﾀとし
て開示できないもの

1月幹事会議の議題について 12月26日 全開示

1206 12月12日 請求
企画政策部
企画政策課

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開第7条第3号が規定する法人等と､事業を営む個
人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対象とし
て､企画政策課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年11月20日以降送受信したﾒｰﾙ
ﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年12月11日時点で存在し､電子ﾃﾞｰ
ﾀとして開示できるもの（過日に提供したCD-Rによる写しの交付を
希望します｡）

【市町名】実態把握に関する調査H26.11他6件 12月26日 全開示

【12/8〆切回答】空き家の実態把握に関する調査について(依頼） 全開示

Re:県営名古屋空港情報交換会について(開催日:11日(木)) 一部開示 個人の氏名､肩書､ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ 条例第7条第2号

1208 12月12日 請求
企画政策部
広報広聴課

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開第7条第3号が規定する法人等と､事業を営む個
人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対象とし
て､広報広聴課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年11月20日以降送受信したﾒｰﾙ
ﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年12月11日時点で存在し､電子ﾃﾞｰ
ﾀとして開示できるもの（過日に提供したCD-Rによる写しの交付を
希望します｡）

【市町村広報ご担当者殿】広報資料「愛知だより」12月1日発行号」について(送
付)他1件

12月25日 全開示

1209 12月12日 請求
企画政策部
広報広聴課

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開第7条第3号が規定する法人等と､事業を営む個
人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対象とし
て､広報広聴課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年11月20日以降送受信したﾒｰﾙ
ﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年12月11日時点で存在し､電子ﾃﾞｰ
ﾀとして開示できないもの

Re:ﾃﾞｼﾞｱﾅ変換終了時期等に係る周知広報について他3件 12月25日 全開示

12月12日 請求

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開第7条第3号が規定する法人等と､事業を営む個
人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対象とし
て､企画政策課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年11月20日以降送受信したﾒｰﾙ
ﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年12月11日時点で存在し､電子ﾃﾞｰ
ﾀとして開示できないもの

企画政策部
企画政策課

1207 12月26日
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整理
番号

受付日 区分 担当課等
公文書の名称その他公文書を特定するに足りる事項
(請求の内容） 公文書の名称

開示決定
等の通知
をした日

開示決定等の内容 開示しないこととした部分
開示しないこととした根拠

規定

1210 12月12日 請求
総務部
総務課

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開第7条第3号が規定する法人等と､事業を営む個
人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対象とし
て､総務課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年11月20日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀ
の本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年12月11日時点で存在し､電子ﾃﾞｰﾀとし
て開示できるもの（過日に提供したCD-Rによる写しの交付を希望
します｡）

不在者投票施設の指定等について他6件 12月24日 全開示

1211 12月12日 請求
総務部
総務課

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開第7条第3号が規定する法人等と､事業を営む個
人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対象とし
て､総務課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年11月20日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀ
の本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年12月11日時点で存在し､電子ﾃﾞｰﾀとし
て開示できないもの

不在者投票施設の指定等について他6件 12月24日 全開示

｢なごやｶｯﾌﾟ2014｣の開催について(ご案内)他 全開示

｢地方公務員の基礎知識(平成27年度版)の購入について｣ 一部開示 担当者氏名 条例第7条第2号

1213 12月12日 請求
総務部
人事課

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開第7条第3号が規定する法人等と､事業を営む個
人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対象とし
て､人事課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年11月20日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀ
の本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年12月11日時点で存在し､電子ﾃﾞｰﾀとし
て開示できないもの

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春日井市情報公
開第7条第3号が規定する法人等と､事業を営む個人と､春日井市立の学校･保
育園と､春日井市の課室等を対象として､人事課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年11月20日以
降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年12月11日時点で存在し､電子
ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

12月26日
不開示
(不存在)

不存在

【11月26日締切応急仮説住宅・防災御担当者様】H26年度中部ﾌﾞﾛｯｸ災害住宅
支援に係る連絡調整会議の開催案内他38件

全開示

各市町防災担当者様←尾張県民事務所:H26尾張地域市町担当課長会議の意
見交換議題について(依頼)他9件

一部開示
無線番号､氏名､ﾊﾟｽﾜｰﾄﾞ､電話番号､地名地番､法人名､代表者､住
所､名称､用途､延べ面積､階数､建築年､耐震診断､耐震診断結果､
耐震改修､耐震診断実施状況

条例第7条第2号､3号､7号

【11月26日締切応急仮設住宅・防災御担当者様】H26年度中部ﾌﾞﾛｯｸ災害時住
宅支援に係る連絡調整会議の開催案内他35件

全開示

Fw犯罪被害者等ﾒｰﾙﾏｶﾞｼﾞﾝ102号他10件 一部開示 無線番号､氏名､ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ、住所､電話番号､顔写真 条例第7条第2号､7号

1216 12月12日 請求
総務部

交通対策課

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開第7条第3号が規定する法人等と､事業を営む個
人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対象とし
て､交通対策課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年11月20日以降送受信したﾒｰﾙ
ﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年12月11日時点で存在し､電子ﾃﾞｰ
ﾀとして開示できるもの（過日に提供したCD-Rによる写しの交付を
希望します｡）

交通事故日報(12/8現在)の送付について他2件 12月26日 全開示

1217 12月12日 請求
総務部

交通対策課

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開第7条第3号が規定する法人等と､事業を営む個
人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対象とし
て､交通対策課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年11月20日以降送受信したﾒｰﾙ
ﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年12月11日時点で存在し､電子ﾃﾞｰ
ﾀとして開示できないもの

交通事故日報(12/8現在)の送付について他2件 12月26日 全開示

1218 12月12日 請求
総務部

情報ｼｽﾃﾑ課

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開第7条第3号が規定する法人等と､事業を営む個
人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対象とし
て､情報ｼｽﾃﾑ課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年11月20日以降送受信したﾒｰﾙ
ﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年12月11日時点で存在し､電子ﾃﾞｰ
ﾀとして開示できるもの（過日に提供したCD-Rによる写しの交付を
希望します｡）

ﾈｯﾄﾜｰｸ不正侵入防御ｿﾘｭｰｼｮﾝのご紹介他3件 12月19日 全開示

開封率10%思わず開いてしまうﾏﾙｳｪｱをどう回避するか?他18件 全開示

ﾈｯﾄﾜｰｸ不正侵入防御ｿﾘｭｰｼｮﾝのご紹介他3件 一部開示 個人の氏名､ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ､携帯番号 条例第7条第2号

請求

総務部
情報ｼｽﾃﾑ課

12月12日 請求
総務部
人事課

12月26日

1219

総務部
市民安全課

請求

12月12日

12月12日

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開第7条第3号が規定する法人等と､事業を営む個
人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対象とし
て､市民安全課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年11月20日以降送受信したﾒｰﾙ
ﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年12月11日時点で存在し､電子ﾃﾞｰ
ﾀとして開示できないもの

1月26日

請求
総務部

市民安全課

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開第7条第3号が規定する法人等と､事業を営む個
人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対象とし
て､市民安全課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年11月20日以降送受信したﾒｰﾙ
ﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年12月11日時点で存在し､電子ﾃﾞｰ
ﾀとして開示できるもの（過日に提供したCD-Rによる写しの交付を
希望します｡）

1月26日

12月19日12月12日

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開第7条第3号が規定する法人等と､事業を営む個
人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対象とし
て､情報ｼｽﾃﾑ課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年11月20日以降送受信したﾒｰﾙ
ﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年12月11日時点で存在し､電子ﾃﾞｰ
ﾀとして開示できないもの

1212

1215

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開第7条第3号が規定する法人等と､事業を営む個
人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対象とし
て､人事課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年11月20日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀ
の本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年12月11日時点で存在し､電子ﾃﾞｰﾀとし
て開示できるもの（過日に提供したCD-Rによる写しの交付を希望
します｡）

1214
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整理
番号

受付日 区分 担当課等
公文書の名称その他公文書を特定するに足りる事項
(請求の内容） 公文書の名称

開示決定
等の通知
をした日

開示決定等の内容 開示しないこととした部分
開示しないこととした根拠

規定

1220 12月12日 請求
財政部
財政課

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開第7条第3号が規定する法人等と､事業を営む個
人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対象とし
て､財政課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年11月20日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀ
の本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年12月11日時点で存在し､電子ﾃﾞｰﾀとし
て開示できるもの（過日に提供したCD-Rによる写しの交付を希望
します｡）

【特別交付税担当者様】平成26年度特別交付税の12月交付について(通知) 12月26日 全開示

1221 12月12日 請求
財政部
財政課

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開第7条第3号が規定する法人等と､事業を営む個
人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対象とし
て､財政課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年11月20日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀ
の本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年12月11日時点で存在し､電子ﾃﾞｰﾀとし
て開示できないもの

【特別交付税担当者様】平成26年度特別交付税の12月交付について(通知) 12月26日 全開示

1222 12月12日 請求
財政部

管財契約課

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開第7条第3号が規定する法人等と､事業を営む個
人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対象とし
て､管財契約課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年11月20日以降送受信したﾒｰﾙ
ﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年12月11日時点で存在し､電子ﾃﾞｰ
ﾀとして開示できるもの（過日に提供したCD-Rによる写しの交付を
希望します｡）

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春日井市情報公
開第7条第3号が規定する法人等と､事業を営む個人と､春日井市立の学校･保
育園と､春日井市の課室等を対象として､管財契約課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年11月20
日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年12月11日時点で存在し､
電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの

12月24日
不開示
(不存在)

不存在

1223 12月12日 請求
財政部

管財契約課

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開第7条第3号が規定する法人等と､事業を営む個
人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対象とし
て､管財契約課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年11月20日以降送受信したﾒｰﾙ
ﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年12月11日時点で存在し､電子ﾃﾞｰ
ﾀとして開示できないもの

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春日井市情報公
開第7条第3号が規定する法人等と､事業を営む個人と､春日井市立の学校･保
育園と､春日井市の課室等を対象として､管財契約課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年11月20
日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年12月11日時点で存在し､
電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

12月24日
不開示
(不存在)

不存在

【地方税電子化協議会】eLTAX利用の実施把握及び今後の研修･後方のあり方
等のｱﾝｹｰﾄ調査について(依頼)他29件

全開示

転出10月分USBｽﾃｯｸ送付他2件 一部開示
氏名､ﾊﾟｽﾜｰﾄﾞ､ID､職員番号､単価､通勤回数､勤務時間及び電話番
号

条例第7条第2号､3号､4号､7号

Re:小牧税務署管内住民税課担当者会議において出た確認事項について他23
件

全開示

【地方税電子化協議会】eLTAX利用の実施把握及び今後の研修･後方のあり方
等のｱﾝｹｰﾄ調査について(依頼)他5件

一部開示 氏名及びﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ 条例第7条第2号

1226 12月12日 請求
財政部

資産税課

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開第7条第3号が規定する法人等と､事業を営む個
人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対象とし
て､資産税課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年11月20日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰ
ﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年12月11日時点で存在し､電子ﾃﾞｰﾀと
して開示できるもの（過日に提供したCD-Rによる写しの交付を希
望します｡）

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春日井市情報公
開第7条第3号が規定する法人等と､事業を営む個人と､春日井市立の学校･保
育園と､春日井市の課室等を対象として､資産税課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年11月20日
以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年12月11日時点で存在し､電
子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの

12月25日
不開示
(不存在)

不存在

1227 12月12日 請求
財政部

資産税課

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開第7条第3号が規定する法人等と､事業を営む個
人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対象とし
て､資産税課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年11月20日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰ
ﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年12月11日時点で存在し､電子ﾃﾞｰﾀと
して開示できないもの

NOMA中部本部行政管理講座のご案内 12月25日 全開示 不存在

1228 12月12日 請求
財政部
収納課

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開第7条第3号が規定する法人等と､事業を営む個
人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対象とし
て､収納課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年11月20日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀ
の本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年12月11日時点で存在し､電子ﾃﾞｰﾀとし
て開示できるもの（過日に提供したCD-Rによる写しの交付を希望
します｡）

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春日井市情報公
開第7条第3号が規定する法人等と､事業を営む個人と､春日井市立の学校･保
育園と､春日井市の課室等を対象として､収納課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年11月20日以
降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年12月11日時点で存在し､電子
ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの（過日に提供したCD-Rによる写しの交付を希望しま
す｡）

12月26日
不開示
(不存在)

不存在

1229 12月12日 請求
財政部
収納課

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開第7条第3号が規定する法人等と､事業を営む個
人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対象とし
て､収納課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年11月20日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀ
の本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年12月11日時点で存在し､電子ﾃﾞｰﾀとし
て開示できないもの

NOMA中部本部行政管理講座のご案内 12月26日 全開示

請求
財政部

市民税課
1225

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開第7条第3号が規定する法人等と､事業を営む個
人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対象とし
て､市民税課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年11月20日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰ
ﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年12月11日時点で存在し､電子ﾃﾞｰﾀと
して開示できるもの（過日に提供したCD-Rによる写しの交付を希
望します｡）

1224 12月12日 12月25日

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開第7条第3号が規定する法人等と､事業を営む個
人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対象とし
て､市民税課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年11月20日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰ
ﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年12月11日時点で存在し､電子ﾃﾞｰﾀと
して開示できないもの

財政部
市民税課

12月25日12月12日

請求
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整理
番号

受付日 区分 担当課等
公文書の名称その他公文書を特定するに足りる事項
(請求の内容） 公文書の名称

開示決定
等の通知
をした日

開示決定等の内容 開示しないこととした部分
開示しないこととした根拠

規定

1230 12月12日 請求
市民生活部

市民活動推進課

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開第7条第3号が規定する法人等と､事業を営む個
人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対象とし
て､市民活動推進課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年11月20日以降送受信した
ﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年12月11日時点で存在し､電子
ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの（過日に提供したCD-Rによる写しの交
付を希望します｡）

消費者ﾎｯﾄﾗｲﾝ連休及び年末年始開所状況調査他1件 12月26日 全開示

1231 12月12日 請求
市民生活部

市民活動推進課

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開第7条第3号が規定する法人等と､事業を営む個
人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対象とし
て､市民活動推進課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年11月20日以降送受信した
ﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年12月11日時点で存在し､電子
ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

消費者庁Weekly第188号他2件 12月26日 全開示

1232 12月12日 請求
市民生活部

男女共同参画課

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開第7条第3号が規定する法人等と､事業を営む個
人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対象とし
て､男女共同参画課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年11月20日以降送受信した
ﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年12月11日時点で存在し､電子
ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの（過日に提供したCD-Rによる写しの交
付を希望します｡）

男女共同参画ｾﾝﾀｰにおける性犯罪被害者からの相談対応に関するﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ
調査について他2件

12月25日 全開示

1233 12月12日 請求
市民生活部

男女共同参画課

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開第7条第3号が規定する法人等と､事業を営む個
人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対象とし
て､男女共同参画課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年11月20日以降送受信した
ﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年12月11日時点で存在し､電子
ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

男女共同参画ｾﾝﾀｰにおける性犯罪被害者からの相談対応に関するﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ
調査について他2件

12月25日 全開示

1234 12月12日 請求
市民生活部

市民課

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開第7条第3号が規定する法人等と､事業を営む個
人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対象とし
て､市民課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年11月20日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀ
の本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年12月11日時点で存在し､電子ﾃﾞｰﾀとし
て開示できるもの（過日に提供したCD-Rによる写しの交付を希望
します｡）

愛知県旅券ｾﾝﾀｰの休業について(通知）他1件 12月25日 全開示

1235 12月12日 請求
市民生活部

市民課

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開第7条第3号が規定する法人等と､事業を営む個
人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対象とし
て､市民課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年11月20日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀ
の本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年12月11日時点で存在し､電子ﾃﾞｰﾀとし
て開示できないもの

愛知県旅券ｾﾝﾀｰの休業について(通知）他1件 12月25日 全開示

1236 12月12日 請求
文化ｽﾎﾟｰﾂ部

文化課

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開第7条第3号が規定する法人等と､事業を営む個
人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対象とし
て､文化課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年11月20日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀ
の本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年12月11日時点で存在し､電子ﾃﾞｰﾀとし
て開示できるもの（過日に提供したCD-Rによる写しの交付を希望
します｡）

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春日井市情報公
開第7条第3号が規定する法人等と､事業を営む個人と､春日井市立の学校･保
育園と､春日井市の課室等を対象として､文化課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年11月20日以
降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年12月11日時点で存在し､電子
ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの

12月24日
不開示
(不存在)

不存在

1237 12月12日 請求
文化ｽﾎﾟｰﾂ部

文化課

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開第7条第3号が規定する法人等と､事業を営む個
人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対象とし
て､文化課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年11月20日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀ
の本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年12月11日時点で存在し､電子ﾃﾞｰﾀとし
て開示できないもの

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春日井市情報公
開第7条第3号が規定する法人等と､事業を営む個人と､春日井市立の学校･保
育園と､春日井市の課室等を対象として､文化課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年11月20日以
降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年12月11日時点で存在し､電子
ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

12月24日
不開示
(不存在)

不存在

1238 12月12日 請求
文化ｽﾎﾟｰﾂ部

ｽﾎﾟｰﾂ課

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開第7条第3号が規定する法人等と､事業を営む個
人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対象とし
て､ｽﾎﾟｰﾂ課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年11月20日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀ
の本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年12月11日時点で存在し､電子ﾃﾞｰﾀとし
て開示できるもの（過日に提供したCD-Rによる写しの交付を希望
します｡）

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春日井市情報公
開第7条第3号が規定する法人等と､事業を営む個人と､春日井市立の学校･保
育園と､春日井市の課室等を対象として､ｽﾎﾟｰﾂ課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年11月20日
以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年12月11日時点で存在し､電
子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの

12月24日
不開示
(不存在)

不存在

1239 12月12日 請求
文化ｽﾎﾟｰﾂ部

ｽﾎﾟｰﾂ課

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開第7条第3号が規定する法人等と､事業を営む個
人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対象とし
て､ｽﾎﾟｰﾂ課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年11月20日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀ
の本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年12月11日時点で存在し､電子ﾃﾞｰﾀとし
て開示できないもの

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春日井市情報公
開第7条第3号が規定する法人等と､事業を営む個人と､春日井市立の学校･保
育園と､春日井市の課室等を対象として､ｽﾎﾟｰﾂ課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年11月20日
以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年12月11日時点で存在し､電
子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

12月24日
不開示
(不存在)

不存在

1240 12月12日 請求
文化ｽﾎﾟｰﾂ部
生涯学習課

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開第7条第3号が規定する法人等と､事業を営む個
人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対象とし
て､生涯学習課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年11月20日以降送受信したﾒｰﾙ
ﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年12月11日時点で存在し､電子ﾃﾞｰ
ﾀとして開示できるもの（過日に提供したCD-Rによる写しの交付を
希望します｡）

平成27年度あいち文化資産保存活用推進事業｢伝統文化出張講座｣民俗芸能
保存団体及び実施小･中学校の募集について(依頼）他6件

12月25日 全開示
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整理
番号

受付日 区分 担当課等
公文書の名称その他公文書を特定するに足りる事項
(請求の内容） 公文書の名称

開示決定
等の通知
をした日

開示決定等の内容 開示しないこととした部分
開示しないこととした根拠

規定

1241 12月12日 請求
文化ｽﾎﾟｰﾂ部
生涯学習課

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開第7条第3号が規定する法人等と､事業を営む個
人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対象とし
て､生涯学習課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年11月20日以降送受信したﾒｰﾙ
ﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年12月11日時点で存在し､電子ﾃﾞｰ
ﾀとして開示できないもの

平成27年度あいち文化資産保存活用推進事業｢伝統文化出張講座｣民俗芸能
保存団体及び実施小･中学校の募集について(依頼）他7件

12月25日 全開示

1242 12月12日 請求
文化ｽﾎﾟｰﾂ部

図書館

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開第7条第3号が規定する法人等と､事業を営む個
人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対象とし
て､図書館ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年11月20日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀ
の本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年12月11日時点で存在し､電子ﾃﾞｰﾀとし
て開示できるもの（過日に提供したCD-Rによる写しの交付を希望
します｡）

【愛知県図書館より】(田原市図書館)分館ﾘﾆｭｰｱﾙによる休館について他9件 12月26日 全開示

1243 12月12日 請求
文化ｽﾎﾟｰﾂ部

図書館

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開第7条第3号が規定する法人等と､事業を営む個
人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対象とし
て､図書館ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年11月20日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀ
の本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年12月11日時点で存在し､電子ﾃﾞｰﾀとし
て開示できないもの

｢この本読んで!」最新号(53号･14年冬号)発売!他10件 12月26日 全開示

1244 12月12日 請求
健康福祉部
健康増進課

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開第7条第3号が規定する法人等と､事業を営む個
人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対象とし
て､健康増進課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年11月20日以降送受信したﾒｰﾙ
ﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年12月11日時点で存在し､電子ﾃﾞｰ
ﾀとして開示できるもの（過日に提供したCD-Rによる写しの交付を
希望します｡）

KAえる報告書【健康増進課矢野】各施設のﾄｲﾚ洋式化について(回答) 12月25日 全開示

1245 12月12日 請求
健康福祉部
健康増進課

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開第7条第3号が規定する法人等と､事業を営む個
人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対象とし
て､健康増進課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年11月20日以降送受信したﾒｰﾙ
ﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年12月11日時点で存在し､電子ﾃﾞｰ
ﾀとして開示できないもの

KAえる報告書【健康増進課矢野】各施設のﾄｲﾚ洋式化について(回答) 12月25日 全開示

1246 12月12日 請求
健康福祉部
高齢福祉課

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開第7条第3号が規定する法人等と､事業を営む個
人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対象とし
て､高齢福祉課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年11月20日以降送受信したﾒｰﾙ
ﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年12月11日時点で存在し､電子ﾃﾞｰ
ﾀとして開示できるもの（過日に提供したCD-Rによる写しの交付を
希望します｡）

高齢者虐待防止対策に関する取組状況調査について【回答期限：12月19日
(金)まで】他5件

12月25日 全開示

1247 12月12日 請求
健康福祉部
高齢福祉課

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開第7条第3号が規定する法人等と､事業を営む個
人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対象とし
て､高齢福祉課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年11月20日以降送受信したﾒｰﾙ
ﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年12月11日時点で存在し､電子ﾃﾞｰ
ﾀとして開示できないもの

高齢者虐待防止対策に関する取組状況調査について【回答期限：12月19日
(金)まで】他6件

12月25日 全開示

1248 12月12日 請求
健康福祉部
介護保険課

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開第7条第3号が規定する法人等と､事業を営む個
人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対象とし
て､介護保険課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年11月20日以降送受信したﾒｰﾙ
ﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年12月11日時点で存在し､電子ﾃﾞｰ
ﾀとして開示できるもの（過日に提供したCD-Rによる写しの交付を
希望します｡）

介護保険最新情報vol.401他7件 12月26日 全開示

1249 12月12日 請求
健康福祉部
介護保険課

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開第7条第3号が規定する法人等と､事業を営む個
人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対象とし
て､介護保険課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年11月20日以降送受信したﾒｰﾙ
ﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年12月11日時点で存在し､電子ﾃﾞｰ
ﾀとして開示できないもの

見守り新鮮情報第207号原野商法の二次被害が増え続けています他10件 12月26日 全開示

1250 12月12日 請求
健康福祉部

障がい福祉課

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開第7条第3号が規定する法人等と､事業を営む個
人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対象とし
て､障がい福祉課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年11月20日以降送受信したﾒｰ
ﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年12月11日時点で存在し､電子
ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの（過日に提供したCD-Rによる写しの交
付を希望します｡）

平成26年度災害時ﾒﾝﾀﾙﾍﾙｽ研修会について他1件 12月24日 全開示

1251 12月12日 請求
健康福祉部

障がい福祉課

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開第7条第3号が規定する法人等と､事業を営む個
人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対象とし
て､障がい福祉課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年11月20日以降送受信したﾒｰ
ﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年12月11日時点で存在し､電子
ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

平成26年度災害時ﾒﾝﾀﾙﾍﾙｽ研修会について他1件 12月24日 全開示
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整理
番号

受付日 区分 担当課等
公文書の名称その他公文書を特定するに足りる事項
(請求の内容） 公文書の名称

開示決定
等の通知
をした日

開示決定等の内容 開示しないこととした部分
開示しないこととした根拠

規定

1252 12月12日 請求
健康福祉部
生活援護課

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開第7条第3号が規定する法人等と､事業を営む個
人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対象とし
て､生活援護課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年11月20日以降送受信したﾒｰﾙ
ﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年12月11日時点で存在し､電子ﾃﾞｰ
ﾀとして開示できるもの（過日に提供したCD-Rによる写しの交付を
希望します｡）

愛知県生活保護暴力団排除対策連絡協議会、総会及び研修会の開催日変更
について他6件

12月24日 全開示

1253 12月12日 請求
健康福祉部
生活援護課

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開第7条第3号が規定する法人等と､事業を営む個
人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対象とし
て､生活援護課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年11月20日以降送受信したﾒｰﾙ
ﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年12月11日時点で存在し､電子ﾃﾞｰ
ﾀとして開示できないもの

愛知県生活保護暴力団排除対策連絡協議会、総会及び研修会の開催日変更
について他6件

12月24日 全開示

1254 12月12日 請求
健康福祉部

保険医療年金課

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開第7条第3号が規定する法人等と､事業を営む個
人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対象とし
て､保険医療年金課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年11月20日以降送受信した
ﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年12月11日時点で存在し､電子
ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの（過日に提供したCD-Rによる写しの交
付を希望します｡）

尾張七市福祉医療事務研究会の議題回答について(春日井市)他15件 12月26日 全開示

1255 12月12日 請求
健康福祉部

保険医療年金課

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開第7条第3号が規定する法人等と､事業を営む個
人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対象とし
て､保険医療年金課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年11月20日以降送受信した
ﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年12月11日時点で存在し､電子
ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

市町村事務担当者説明会の開催について他13件 12月26日 全開示

1256 12月12日 請求
青少年子ども部
子ども政策課

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開第7条第3号が規定する法人等と､事業を営む個
人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対象とし
て､子ども政策課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年11月20日以降送受信したﾒｰﾙ
ﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年12月11日時点で存在し､電子ﾃﾞｰ
ﾀとして開示できるもの（過日に提供したCD-Rによる写しの交付を
希望します｡）

平成26年度名古屋市児童虐待防止研修会(第2回)の開催について(通知)他2件 12月26日 全開示

平成26年度名古屋市児童虐待防止研修会(第2回)の開催について(通知)他2件 全開示

学童保育所確認のお願い 一部開示 氏名 条例第7条第2号

中堅後期研修事後調査ｱﾝｹｰﾄ②他2件 全開示

愛知県現任保育士研修事後調査（依頼） 一部開示 個人の氏名､法人の印影 条例第7条第2号､3号､4号

1259 12月12日 請求
青少年子ども部

保育課

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開第7条第3号が規定する法人等と､事業を営む個
人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対象とし
て､保育課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年11月20日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀ
の本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年12月11日時点で存在し､電子ﾃﾞｰﾀとし
て開示できないもの

保育士研修について他5件 12月26日 一部開示 個人の氏名､ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ 条例第7条第2号

1260 12月12日 請求
環境部

環境政策課

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開第7条第3号が規定する法人等と､事業を営む個
人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対象とし
て､環境政策課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年11月20日以降送受信したﾒｰﾙ
ﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年12月11日時点で存在し､電子ﾃﾞｰ
ﾀとして開示できるもの（過日に提供したCD-Rによる写しの交付を
希望します｡）

【依頼】愛知県地球温暖化防止活動推進委員の募集について他3件 12月26日 全開示

1261 12月12日 請求
環境部

環境政策課

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開第7条第3号が規定する法人等と､事業を営む個
人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対象とし
て､環境政策課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年11月20日以降送受信したﾒｰﾙ
ﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年12月11日時点で存在し､電子ﾃﾞｰ
ﾀとして開示できないもの

【依頼】愛知県地球温暖化防止活動推進委員の募集について他3件 12月26日 全開示

12月12日 請求
青少年子ども部
子ども政策課

1257

1258 12月12日 12月26日

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開第7条第3号が規定する法人等と､事業を営む個
人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対象とし
て､子ども政策課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年11月20日以降送受信したﾒｰﾙ
ﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年12月11日時点で存在し､電子ﾃﾞｰ
ﾀとして開示できないもの

12月26日

青少年子ども部
保育課

請求

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開第7条第3号が規定する法人等と､事業を営む個
人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対象とし
て､保育課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年11月20日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀ
の本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年12月11日時点で存在し､電子ﾃﾞｰﾀとし
て開示できるもの（過日に提供したCD-Rによる写しの交付を希望
します｡）
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整理
番号

受付日 区分 担当課等
公文書の名称その他公文書を特定するに足りる事項
(請求の内容） 公文書の名称

開示決定
等の通知
をした日

開示決定等の内容 開示しないこととした部分
開示しないこととした根拠

規定

生物多様性自治体ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽの更新について他24件 全開示

【照会:12/24(水)締切】国連生物多様性の10年日本委員会(UNDB-J)H27年度
生物多様ｲﾍﾞﾝﾄの把握と支援ﾂｰﾙについて他3件

一部開示 事業場担当者氏名､担当者名を含むﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ 条例第7条第2号

生物多様性自治体ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽの更新について他20件 全開示

【照会:12/24(水)締切】国連生物多様性の10年日本委員会(UNDB-J)H27年度
生物多様ｲﾍﾞﾝﾄの把握と支援ﾂｰﾙについて他17件

一部開示
事業場担当者氏名､ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ､ID､ﾊﾟｽﾜｰﾄﾞ､担当者名を含むﾒｰﾙｱ
ﾄﾞﾚｽ

条例第7条第2号､5号､7号

1264 12月12日 請求
環境部

ごみ減量推進課

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開第7条第3号が規定する法人等と､事業を営む個
人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対象とし
て､ごみ減量推進課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年11月20日以降送受信した
ﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年12月11日時点で存在し､電子
ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの（過日に提供したCD-Rによる写しの交
付を希望します｡）

収率表送付他1件 12月19日 全開示

1265 12月12日 請求
環境部

ごみ減量推進課

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開第7条第3号が規定する法人等と､事業を営む個
人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対象とし
て､ごみ減量推進課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年11月20日以降送受信した
ﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年12月11日時点で存在し､電子
ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

収率表送付他1件 12月19日 全開示

1266 12月12日 請求
環境部

清掃事業所

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開第7条第3号が規定する法人等と､事業を営む個
人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対象とし
て､清掃事業所ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年11月20日以降送受信したﾒｰﾙ
ﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年12月11日時点で存在し､電子ﾃﾞｰ
ﾀとして開示できるもの（過日に提供したCD-Rによる写しの交付を
希望します｡）

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春日井市情報公
開第7条第3号が規定する法人等と､事業を営む個人と､春日井市立の学校･保
育園と､春日井市の課室等を対象として､清掃事業所ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年11月20
日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年12月11日時点で存在し､
電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの

12月26日
不開示
(不存在)

不存在

1267 12月12日 請求
環境部

清掃事業所

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開第7条第3号が規定する法人等と､事業を営む個
人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対象とし
て､清掃事業所ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年11月20日以降送受信したﾒｰﾙ
ﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年12月11日時点で存在し､電子ﾃﾞｰ
ﾀとして開示できないもの

生産緑地地区の買取希望照会について清掃事業所(回答) 12月26日 全開示

1268 12月12日 請求
環境部

ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開第7条第3号が規定する法人等と､事業を営む個
人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対象とし
て､ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年11月20日以降送受信したﾒｰﾙ
ﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年12月11日時点で存在し､電子ﾃﾞｰ
ﾀとして開示できるもの（過日に提供したCD-Rによる写しの交付を
希望します｡）

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春日井市情報公
開第7条第3号が規定する法人等と､事業を営む個人と､春日井市立の学校･保
育園と､春日井市の課室等を対象として､ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年11月20
日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年12月11日時点で存在し､
電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの

12月26日
不開示
(不存在)

不存在

1269 12月12日 請求
環境部

ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開第7条第3号が規定する法人等と､事業を営む個
人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対象とし
て､ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年11月20日以降送受信したﾒｰﾙ
ﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年12月11日時点で存在し､電子ﾃﾞｰ
ﾀとして開示できないもの

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春日井市情報公
開第7条第3号が規定する法人等と､事業を営む個人と､春日井市立の学校･保
育園と､春日井市の課室等を対象として､ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年11月20
日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年12月11日時点で存在し､
電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

12月26日
不開示
(不存在)

不存在

1270 12月12日 請求
環境部

衛生ﾌﾟﾗﾝﾄ

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開第7条第3号が規定する法人等と､事業を営む個
人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対象とし
て､衛生ﾌﾟﾗﾝﾄﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年11月20日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰ
ﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年12月11日時点で存在し､電子ﾃﾞｰﾀと
して開示できるもの（過日に提供したCD-Rによる写しの交付を希
望します｡）

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春日井市情報公
開第7条第3号が規定する法人等と､事業を営む個人と､春日井市立の学校･保
育園と､春日井市の課室等を対象として､衛生ﾌﾟﾗﾝﾄﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年11月20日
以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年12月11日時点で存在し､電
子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの

12月26日
不開示
(不存在)

不存在

1271 12月12日 請求
環境部

衛生ﾌﾟﾗﾝﾄ

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開第7条第3号が規定する法人等と､事業を営む個
人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対象とし
て､衛生ﾌﾟﾗﾝﾄﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年11月20日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰ
ﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年12月11日時点で存在し､電子ﾃﾞｰﾀと
して開示できないもの

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春日井市情報公
開第7条第3号が規定する法人等と､事業を営む個人と､春日井市立の学校･保
育園と､春日井市の課室等を対象として､衛生ﾌﾟﾗﾝﾄﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年11月20日
以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年12月11日時点で存在し､電
子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

12月26日
不開示
(不存在)

不存在

12月12日

1262

1263

12月12日 請求
環境部

環境保全課

請求
環境部

環境保全課

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開第7条第3号が規定する法人等と､事業を営む個
人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対象とし
て､環境保全課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年11月20日以降送受信したﾒｰﾙ
ﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年12月11日時点で存在し､電子ﾃﾞｰ
ﾀとして開示できないもの

1月14日

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開第7条第3号が規定する法人等と､事業を営む個
人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対象とし
て､環境保全課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年11月20日以降送受信したﾒｰﾙ
ﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年12月11日時点で存在し､電子ﾃﾞｰ
ﾀとして開示できるもの（過日に提供したCD-Rによる写しの交付を
希望します｡）

1月14日
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整理
番号

受付日 区分 担当課等
公文書の名称その他公文書を特定するに足りる事項
(請求の内容） 公文書の名称

開示決定
等の通知
をした日

開示決定等の内容 開示しないこととした部分
開示しないこととした根拠

規定

1272 12月12日 請求
産業部

経済振興課

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開第7条第3号が規定する法人等と､事業を営む個
人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対象とし
て､経済振興課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年11月20日以降送受信したﾒｰﾙ
ﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年12月11日時点で存在し､電子ﾃﾞｰ
ﾀとして開示できるもの（過日に提供したCD-Rによる写しの交付を
希望します｡）

技能五輪あいち大会2014掲載記事について他1件 12月26日 全開示

買い物困難対策情報(第6号）他6件 全開示

いいともあいちだより212号 一部開示 個人の氏名､ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ 条例第7条第2号

｢海外赴任者ｾﾐﾅｰ」のご案内他6件 全開示

｢海外赴任者ｾﾐﾅｰ」のご案内他9件 一部開示 ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ 条例第7条第2号

1275 12月12日 請求
産業部

企業活動支援課

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開第7条第3号が規定する法人等と､事業を営む個
人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対象とし
て､企業活動支援課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年11月20日以降送受信した
ﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年12月11日時点で存在し､電子
ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

｢海外赴任者ｾﾐﾅｰ」のご案内他9件 12月22日 全開示

1276 12月12日 請求
産業部
農政課

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開第7条第3号が規定する法人等と､事業を営む個
人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対象とし
て､農政課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年11月20日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀ
の本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年12月11日時点で存在し､電子ﾃﾞｰﾀとし
て開示できるもの（過日に提供したCD-Rによる写しの交付を希望
します｡）

(畜産担当者様）家きん飼養者への情報提供について他14件 12月26日 全開示

(畜産担当者様）家きん飼養者への情報提供について他16件 全開示

【依頼】平成26年度愛知県大豆作共励会の開催及び参加農家･集団の募集に
ついて

一部開示 氏名､電話番号 条例第7条第2号

1278 12月12日 請求
まちづくり推進部

都市政策課

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開第7条第3号が規定する法人等と､事業を営む個
人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対象とし
て､都市政策課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年11月20日以降送受信したﾒｰﾙ
ﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年12月11日時点で存在し､電子ﾃﾞｰ
ﾀとして開示できるもの（過日に提供したCD-Rによる写しの交付を
希望します｡）

｢第4回まちづくり法人国土交通大臣表彰」における法人の募集及び推薦につい
て（依頼）他1件

1月25日 全開示

1279 12月12日 請求
まちづくり推進部

都市政策課

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開第7条第3号が規定する法人等と､事業を営む個
人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対象とし
て､都市政策課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年11月20日以降送受信したﾒｰﾙ
ﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年12月11日時点で存在し､電子ﾃﾞｰ
ﾀとして開示できないもの

｢第4回まちづくり法人国土交通大臣表彰」における法人の募集及び推薦につい
て（依頼）他1件

1月25日 全開示

1280 12月12日 請求
まちづくり推進部

都市整備課

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開第7条第3号が規定する法人等と､事業を営む個
人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対象とし
て､都市整備課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年11月20日以降送受信したﾒｰﾙ
ﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年12月11日時点で存在し､電子ﾃﾞｰ
ﾀとして開示できるもの（過日に提供したCD-Rによる写しの交付を
希望します｡）

ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ会員規約の件 12月26日 全開示

1281 12月12日 請求
まちづくり推進部

都市整備課

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開第7条第3号が規定する法人等と､事業を営む個
人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対象とし
て､都市整備課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年11月20日以降送受信したﾒｰﾙ
ﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年12月11日時点で存在し､電子ﾃﾞｰ
ﾀとして開示できないもの

ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ会員規約の件 12月26日 一部開示 個人名 条例第7条第2号

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開第7条第3号が規定する法人等と､事業を営む個
人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対象とし
て､企業活動支援課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年11月20日以降送受信した
ﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年12月11日時点で存在し､電子
ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの（過日に提供したCD-Rによる写しの交
付を希望します｡）

1273

12月12日

産業部
経済振興課

12月26日

12月12日 請求

12月12日

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開第7条第3号が規定する法人等と､事業を営む個
人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対象とし
て､経済振興課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年11月20日以降送受信したﾒｰﾙ
ﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年12月11日時点で存在し､電子ﾃﾞｰ
ﾀとして開示できないもの

1274 12月22日

産業部
農政課

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開第7条第3号が規定する法人等と､事業を営む個
人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対象とし
て､農政課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年11月20日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀ
の本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年12月11日時点で存在し､電子ﾃﾞｰﾀとし
て開示できないもの

請求

請求

産業部
企業活動支援課

12月26日1277
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整理
番号

受付日 区分 担当課等
公文書の名称その他公文書を特定するに足りる事項
(請求の内容） 公文書の名称

開示決定
等の通知
をした日

開示決定等の内容 開示しないこととした部分
開示しないこととした根拠

規定

1282 12月12日 請求
まちづくり推進部

建築指導課

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開第7条第3号が規定する法人等と､事業を営む個
人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対象とし
て､建築指導課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年11月20日以降送受信したﾒｰﾙ
ﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年12月11日時点で存在し､電子ﾃﾞｰ
ﾀとして開示できるもの（過日に提供したCD-Rによる写しの交付を
希望します｡）

｢構造寺子屋（構造設計実務者養成講座）【木造篇】｣開催について他1件 12月26日 全開示

免震×体験会//USRﾒｰﾙﾘﾝｸﾞｻｰﾋﾞｽ277号 全開示

｢構造寺子屋（構造設計実務者養成講座）【木造篇】｣開催について他1件 一部開示 担当者氏名 条例第7条第2号

1284 12月12日 請求
建設部
道路課

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開第7条第3号が規定する法人等と､事業を営む個
人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対象とし
て､道路課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年11月20日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀ
の本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年12月11日時点で存在し､電子ﾃﾞｰﾀとし
て開示できるもの（過日に提供したCD-Rによる写しの交付を希望
します｡）

事故危険箇所及び緊急事故多発交差点におけるｶﾗｰ舗装等の単価及び特記
仕様書について他2件

12月26日 全開示

1285 12月12日 請求
建設部
道路課

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開第7条第3号が規定する法人等と､事業を営む個
人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対象とし
て､道路課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年11月20日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀ
の本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年12月11日時点で存在し､電子ﾃﾞｰﾀとし
て開示できないもの

事故危険箇所及び緊急事故多発交差点におけるｶﾗｰ舗装等の単価及び特記
仕様書について他3件

12月26日 全開示

1286 12月12日 請求
建設部

公園緑地課

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開第7条第3号が規定する法人等と､事業を営む個
人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対象とし
て､公園緑地課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年11月20日以降送受信したﾒｰﾙ
ﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年12月11日時点で存在し､電子ﾃﾞｰ
ﾀとして開示できるもの（過日に提供したCD-Rによる写しの交付を
希望します｡）

都市公園情報に関するﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽについてのｱﾝｹｰﾄ調査 12月25日 全開示

平成26年度愛知県公園緑地行政研究会第1分科会(第3回)の開催予定日の変
更について

全開示

都市公園情報に関するﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽについてのｱﾝｹｰﾄ調査 一部開示 個人の氏名 条例第7条第2号

1288 12月12日 請求
建設部

河川排水課

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開第7条第3号が規定する法人等と､事業を営む個
人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対象とし
て､河川排水課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年11月20日以降送受信したﾒｰﾙ
ﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年12月11日時点で存在し､電子ﾃﾞｰ
ﾀとして開示できるもの（過日に提供したCD-Rによる写しの交付を
希望します｡）

【愛知県河川課→水防ご担当者様】102番(非常扱い･緊急扱い通話）提供終了
に関する情報提供

12月26日 全開示

1289 12月12日 請求
建設部

河川排水課

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開第7条第3号が規定する法人等と､事業を営む個
人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対象とし
て､河川排水課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年11月20日以降送受信したﾒｰﾙ
ﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年12月11日時点で存在し､電子ﾃﾞｰ
ﾀとして開示できないもの

【愛知県河川課→水防ご担当者様】102番(非常扱い･緊急扱い通話）提供終了
に関する情報提供他1件

12月26日 全開示

1290 12月12日 請求
建設部

住宅施設課

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開第7条第3号が規定する法人等と､事業を営む個
人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対象とし
て､住宅施設課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年11月20日以降送受信したﾒｰﾙ
ﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年12月11日時点で存在し､電子ﾃﾞｰ
ﾀとして開示できるもの（過日に提供したCD-Rによる写しの交付を
希望します｡）

保全ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｼｽﾃﾑ利用状況(11/20)他1件 12月26日 全開示

免震×体験会//USRﾒｰﾙﾘﾝｸﾞｻｰﾋﾞｽ277号他1件 全開示

【名古屋開催】ﾈｯﾄ見積りのｽｽﾒFAX見積りからﾈｯﾄ見積りに切り替える時期に
来ています参加無料他2件

一部開示 氏名､肩書､ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ 条例第7条第2号

請求

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開第7条第3号が規定する法人等と､事業を営む個
人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対象とし
て､住宅施設課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年11月20日以降送受信したﾒｰﾙ
ﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年12月11日時点で存在し､電子ﾃﾞｰ
ﾀとして開示できないもの

12月26日

1287

1283

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開第7条第3号が規定する法人等と､事業を営む個
人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対象とし
て､建築指導課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年11月20日以降送受信したﾒｰﾙ
ﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年12月11日時点で存在し､電子ﾃﾞｰ
ﾀとして開示できないもの

建設部
住宅施設課

1291

建設部
公園緑地課

請求12月12日

12月25日

12月26日

12月12日

12月12日 請求
まちづくり推進部

建築指導課

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開第7条第3号が規定する法人等と､事業を営む個
人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対象とし
て､公園緑地課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年11月20日以降送受信したﾒｰﾙ
ﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年12月11日時点で存在し､電子ﾃﾞｰ
ﾀとして開示できないもの
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整理
番号

受付日 区分 担当課等
公文書の名称その他公文書を特定するに足りる事項
(請求の内容） 公文書の名称

開示決定
等の通知
をした日

開示決定等の内容 開示しないこととした部分
開示しないこととした根拠

規定

1292 12月12日 請求
市民病院
管理課

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開第7条第3号が規定する法人等と､事業を営む個
人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対象とし
て､管理課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年11月20日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀ
の本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年12月11日時点で存在し､電子ﾃﾞｰﾀとし
て開示できるもの（過日に提供したCD-Rによる写しの交付を希望
します｡）

【情報提供】ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞの発生状況について(第46週/11月10日から11月16日ま
で)他8件

12月24日 全開示

1293 12月12日 請求
市民病院
管理課

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開第7条第3号が規定する法人等と､事業を営む個
人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対象とし
て､管理課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年11月20日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀ
の本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年12月11日時点で存在し､電子ﾃﾞｰﾀとし
て開示できないもの

【情報提供】ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞの発生状況について(第46週/11月10日から11月16日ま
で)他8件

12月24日 全開示

1294 12月12日 請求
市民病院
医事課

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開第7条第3号が規定する法人等と､事業を営む個
人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対象とし
て､医事課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年11月20日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀ
の本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年12月11日時点で存在し､電子ﾃﾞｰﾀとし
て開示できるもの（過日に提供したCD-Rによる写しの交付を希望
します｡）

平成26年度上半期(4月～9月)入院患者数調べについて他3件 12月25日 全開示

1295 12月12日 請求
市民病院
医事課

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開第7条第3号が規定する法人等と､事業を営む個
人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対象とし
て､医事課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年11月20日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀ
の本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年12月11日時点で存在し､電子ﾃﾞｰﾀとし
て開示できないもの

平成26年度上半期(4月～9月)入院患者数調べについて他3件 12月25日 全開示

1296 12月12日 請求
市民病院

栄養管理室

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開第7条第3号が規定する法人等と､事業を営む個
人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対象とし
て､栄養管理室ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年11月20日以降送受信したﾒｰﾙ
ﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年12月11日時点で存在し､電子ﾃﾞｰ
ﾀとして開示できるもの（過日に提供したCD-Rによる写しの交付を
希望します｡）

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春日井市情報公
開第7条第3号が規定する法人等と､事業を営む個人と､春日井市立の学校･保
育園と､春日井市の課室等を対象として､栄養管理室ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年11月20
日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年12月11日時点で存在し､
電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの（過日に提供したCD-Rによる写しの交付を希望
します｡）

12月26日
不開示
(不存在)

不存在

1297 12月12日 請求
市民病院

栄養管理室

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開第7条第3号が規定する法人等と､事業を営む個
人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対象とし
て､栄養管理室ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年11月20日以降送受信したﾒｰﾙ
ﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年12月11日時点で存在し､電子ﾃﾞｰ
ﾀとして開示できないもの

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春日井市情報公
開第7条第3号が規定する法人等と､事業を営む個人と､春日井市立の学校･保
育園と､春日井市の課室等を対象として､栄養管理室ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年11月20
日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年12月11日時点で存在し､
電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

12月26日
不開示
(不存在)

不存在

1298 12月12日 請求
市民病院

医療連携室

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開第7条第3号が規定する法人等と､事業を営む個
人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対象とし
て､医療連携室ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年11月20日以降送受信したﾒｰﾙ
ﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年12月11日時点で存在し､電子ﾃﾞｰ
ﾀとして開示できるもの（過日に提供したCD-Rによる写しの交付を
希望します｡）

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春日井市情報公
開第7条第3号が規定する法人等と､事業を営む個人と､春日井市立の学校･保
育園と､春日井市の課室等を対象として､医療連携室ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年11月20
日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年12月11日時点で存在し､
電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの

12月26日
不開示
(不存在)

不存在

1299 12月12日 請求
市民病院

医療連携室

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開第7条第3号が規定する法人等と､事業を営む個
人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対象とし
て､医療連携室ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年11月20日以降送受信したﾒｰﾙ
ﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年12月11日時点で存在し､電子ﾃﾞｰ
ﾀとして開示できないもの

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春日井市情報公
開第7条第3号が規定する法人等と､事業を営む個人と､春日井市立の学校･保
育園と､春日井市の課室等を対象として､医療連携室ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年11月20
日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年12月11日時点で存在し､
電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

12月26日
不開示
(不存在)

不存在

1300 12月12日 請求
市民病院

病院安全推進室

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開第7条第3号が規定する法人等と､事業を営む個
人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対象とし
て､病院安全推進室ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年11月20日以降送受信した
ﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年12月11日時点で存在し､電子
ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの（過日に提供したCD-Rによる写しの交
付を希望します｡）

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春日井市情報公
開第7条第3号が規定する法人等と､事業を営む個人と､春日井市立の学校･保
育園と､春日井市の課室等を対象として､病院安全推進室ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年11
月20日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年12月11日時点で存
在し､電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの（過日に提供したCD-Rによる写しの交付を
希望します｡）

12月16日
不開示
(不存在)

不存在

1301 12月12日 請求
市民病院

病院安全推進室

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開第7条第3号が規定する法人等と､事業を営む個
人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対象とし
て､病院安全推進室ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年11月20日以降送受信した
ﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年12月11日時点で存在し､電子
ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春日井市情報公
開第7条第3号が規定する法人等と､事業を営む個人と､春日井市立の学校･保
育園と､春日井市の課室等を対象として､病院安全推進室ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年11
月20日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年12月11日時点で存
在し､電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

12月16日
不開示
(不存在)

不存在

1302 12月12日 請求
上下水道部
企画経営課

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開第7条第3号が規定する法人等と､事業を営む個
人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対象とし
て､企画経営課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年11月20日以降送受信したﾒｰﾙ
ﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年12月11日時点で存在し､電子ﾃﾞｰ
ﾀとして開示できるもの（過日に提供したCD-Rによる写しの交付を
希望します｡）

【案内】下水道広報ﾌﾟﾗｯﾄﾎｰﾑの案内ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄの送付について他18件 12月25日 全開示

146



整理
番号

受付日 区分 担当課等
公文書の名称その他公文書を特定するに足りる事項
(請求の内容） 公文書の名称

開示決定
等の通知
をした日

開示決定等の内容 開示しないこととした部分
開示しないこととした根拠

規定

1303 12月12日 請求
上下水道部
企画経営課

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開第7条第3号が規定する法人等と､事業を営む個
人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対象とし
て､企画経営課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年11月20日以降送受信したﾒｰﾙ
ﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年12月11日時点で存在し､電子ﾃﾞｰ
ﾀとして開示できないもの

【案内】下水道広報ﾌﾟﾗｯﾄﾎｰﾑの案内ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄの送付について他23件 12月25日 全開示

1304 12月12日 請求
上下水道部

高蔵寺浄化ｾﾝ
ﾀｰ

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開第7条第3号が規定する法人等と､事業を営む個
人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対象とし
て､高蔵寺浄化ｾﾝﾀｰﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年11月20日以降送受信した
ﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年12月11日時点で存在し､電子
ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの（過日に提供したCD-Rによる写しの交
付を希望します｡）

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春日井市情報公
開第7条第3号が規定する法人等と､事業を営む個人と､春日井市立の学校･保
育園と､春日井市の課室等を対象として､高蔵寺浄化ｾﾝﾀｰﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年11
月20日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年12月11日時点で存
在し､電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの

12月24日
不開示
(不存在)

不存在

1305 12月12日 請求
上下水道部

高蔵寺浄化ｾﾝ
ﾀｰ

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開第7条第3号が規定する法人等と､事業を営む個
人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対象とし
て､高蔵寺浄化ｾﾝﾀｰﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年11月20日以降送受信した
ﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年12月11日時点で存在し､電子
ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春日井市情報公
開第7条第3号が規定する法人等と､事業を営む個人と､春日井市立の学校･保
育園と､春日井市の課室等を対象として､高蔵寺浄化ｾﾝﾀｰﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年11
月20日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年12月11日時点で存
在し､電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

12月24日
不開示
(不存在)

不存在

1306 12月12日 請求
上下水道部

勝西浄化ｾﾝﾀｰ

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開第7条第3号が規定する法人等と､事業を営む個
人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対象とし
て､勝西浄化ｾﾝﾀｰﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年11月20日以降送受信したﾒｰ
ﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年12月11日時点で存在し､電子
ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの（過日に提供したCD-Rによる写しの交
付を希望します｡）

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春日井市情報公
開第7条第3号が規定する法人等と､事業を営む個人と､春日井市立の学校･保
育園と､春日井市の課室等を対象として､勝西浄化ｾﾝﾀｰﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年11月
20日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年12月11日時点で存在
し､電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの

12月25日
不開示
(不存在)

不存在

1307 12月12日 請求
上下水道部

勝西浄化ｾﾝﾀｰ

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開第7条第3号が規定する法人等と､事業を営む個
人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対象とし
て､勝西浄化ｾﾝﾀｰﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年11月20日以降送受信したﾒｰ
ﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年12月11日時点で存在し､電子
ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春日井市情報公
開第7条第3号が規定する法人等と､事業を営む個人と､春日井市立の学校･保
育園と､春日井市の課室等を対象として､勝西浄化ｾﾝﾀｰﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年11月
20日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年12月11日時点で存在
し､電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

12月25日
不開示
(不存在)

不存在

1308 12月12日 請求
上下水道部

南部浄化ｾﾝﾀｰ

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開第7条第3号が規定する法人等と､事業を営む個
人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対象とし
て､南部浄化ｾﾝﾀｰﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年11月20日以降送受信したﾒｰ
ﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年12月11日時点で存在し､電子
ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの（過日に提供したCD-Rによる写しの交
付を希望します｡）

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春日井市情報公
開第7条第3号が規定する法人等と､事業を営む個人と､春日井市立の学校･保
育園と､春日井市の課室等を対象として､南部浄化ｾﾝﾀｰﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年11月
20日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年12月11日時点で存在
し､電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの

12月26日
不開示
(不存在)

不存在

1309 12月12日 請求
上下水道部

南部浄化ｾﾝﾀｰ

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開第7条第3号が規定する法人等と､事業を営む個
人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対象とし
て､南部浄化ｾﾝﾀｰﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年11月20日以降送受信したﾒｰ
ﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年12月11日時点で存在し､電子
ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春日井市情報公
開第7条第3号が規定する法人等と､事業を営む個人と､春日井市立の学校･保
育園と､春日井市の課室等を対象として､南部浄化ｾﾝﾀｰﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年11月
20日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年12月11日時点で存在
し､電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

12月26日
不開示
(不存在)

不存在

1310 12月12日 請求
上下水道部

業務課

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開第7条第3号が規定する法人等と､事業を営む個
人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対象とし
て､業務課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年11月20日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀ
の本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年12月11日時点で存在し､電子ﾃﾞｰﾀとし
て開示できるもの（過日に提供したCD-Rによる写しの交付を希望
します｡）

Re:「貯水槽ｱﾝｹｰﾄ｣の校正案の送付他4件 12月25日 全開示

水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ2層管の採用状況について(回答) 全開示

Re:「貯水槽ｱﾝｹｰﾄ｣の校正案の送付他1件 一部開示 氏名､ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ 条例第7条第2号

見積依頼(桃山)大成機工株式会社**様他20件 全開示

141128春日井市ふれあい緑道修繕電話打合せ_議事録他2件 一部開示 個人の氏名 条例第7条第2号

消防協議用-①次亜120502他19件 不開示 条例第7条第3号､4号､7号

12月26日1312

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開第7条第3号が規定する法人等と､事業を営む個
人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対象とし
て､業務課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年11月20日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀ
の本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年12月11日時点で存在し､電子ﾃﾞｰﾀとし
て開示できないもの

上下水道部
水道工務課

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開第7条第3号が規定する法人等と､事業を営む個
人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対象とし
て､水道工務課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年11月20日以降送受信したﾒｰﾙ
ﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年12月11日時点で存在し､電子ﾃﾞｰ
ﾀとして開示できるもの（過日に提供したCD-Rによる写しの交付を
希望します｡）

12月25日

12月12日

12月12日 請求1311

請求

上下水道部
業務課
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整理
番号

受付日 区分 担当課等
公文書の名称その他公文書を特定するに足りる事項
(請求の内容） 公文書の名称

開示決定
等の通知
をした日

開示決定等の内容 開示しないこととした部分
開示しないこととした根拠

規定

【ｺﾘﾝｽﾞ】受注登録完了のお知らせ(0012444785)他23件 全開示

Re:三嶋様RE:高蔵寺高区配水場～大和配水場基本設計に関する打合せにつ
いて他35件

一部開示 個人の氏名､ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ､電話番号､印影 条例第7条第2号､3号､4号

1314 12月12日 請求
上下水道部

配水管理事務所

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開第7条第3号が規定する法人等と､事業を営む個
人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対象とし
て､配水管理事務所ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年11月20日以降送受信した
ﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年12月11日時点で存在し､電子
ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの（過日に提供したCD-Rによる写しの交
付を希望します｡）

Re:各施設のﾄｲﾚ洋式化について(回答) 12月25日 全開示

1315 12月12日 請求
上下水道部

配水管理事務所

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開第7条第3号が規定する法人等と､事業を営む個
人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対象とし
て､配水管理事務所ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年11月20日以降送受信した
ﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年12月11日時点で存在し､電子
ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

Re:各施設のﾄｲﾚ洋式化について(回答) 12月25日 全開示

1316 12月12日 請求
上下水道部
下水建設課

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開第7条第3号が規定する法人等と､事業を営む個
人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対象とし
て､下水建設課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年11月20日以降送受信したﾒｰﾙ
ﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年12月11日時点で存在し､電子ﾃﾞｰ
ﾀとして開示できるもの（過日に提供したCD-Rによる写しの交付を
希望します｡）

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春日井市情報公
開第7条第3号が規定する法人等と､事業を営む個人と､春日井市立の学校･保
育園と､春日井市の課室等を対象として､下水建設課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年11月20
日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年12月11日時点で存在し､
電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの

12月25日
不開示
(不存在)

不存在

1317 12月12日 請求
上下水道部
下水建設課

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開第7条第3号が規定する法人等と､事業を営む個
人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対象とし
て､下水建設課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年11月20日以降送受信したﾒｰﾙ
ﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年12月11日時点で存在し､電子ﾃﾞｰ
ﾀとして開示できないもの

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春日井市情報公
開第7条第3号が規定する法人等と､事業を営む個人と､春日井市立の学校･保
育園と､春日井市の課室等を対象として､下水建設課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年11月20
日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年12月11日時点で存在し､
電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

12月25日
不開示
(不存在)

不存在

1318 12月12日 請求
消防本部

消防総務課

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開第7条第3号が規定する法人等と､事業を営む個
人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対象とし
て､消防総務課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年11月20日以降送受信したﾒｰﾙ
ﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年12月11日時点で存在し､電子ﾃﾞｰ
ﾀとして開示できるもの（過日に提供したCD-Rによる写しの交付を
希望します｡）

緊急消防援助隊愛知県大隊の御嶽山への派遣活動に係る消防広域応援実績
報告書の提出について他1件

12月25日 全開示

1319 12月12日 請求
消防本部

消防総務課

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開第7条第3号が規定する法人等と､事業を営む個
人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対象とし
て､消防総務課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年11月20日以降送受信したﾒｰﾙ
ﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年12月11日時点で存在し､電子ﾃﾞｰ
ﾀとして開示できないもの

【関係消防本部】緊急消防援助隊の御嶽山派遣に係る消防広域応援実績報告
書の提出について他1件

12月25日 全開示

1320 12月12日 請求
消防本部
予防課

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開第7条第3号が規定する法人等と､事業を営む個
人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対象とし
て､予防課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年11月20日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀ
の本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年12月11日時点で存在し､電子ﾃﾞｰﾀとし
て開示できるもの（過日に提供したCD-Rによる写しの交付を希望
します｡）

年末年始における火災調査について他1件 12月25日 全開示

1321 12月12日 請求
消防本部
予防課

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開第7条第3号が規定する法人等と､事業を営む個
人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対象とし
て､予防課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年11月20日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀ
の本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年12月11日時点で存在し､電子ﾃﾞｰﾀとし
て開示できないもの

月別火災報告の訂正報告について他3件 12月25日 全開示

1322 12月12日 請求
消防本部

通信指令室

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開第7条第3号が規定する法人等と､事業を営む個
人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対象とし
て､通信司令室ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年11月20日以降送受信したﾒｰﾙ
ﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年12月11日時点で存在し､電子ﾃﾞｰ
ﾀとして開示できるもの（過日に提供したCD-Rによる写しの交付を
希望します｡）

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春日井市情報公
開第7条第3号が規定する法人等と､事業を営む個人と､春日井市立の学校･保
育園と､春日井市の課室等を対象として､通信司令室ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年11月20
日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年12月11日時点で存在し､
電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの

12月25日
不開示
(不存在)

不存在

1323 12月12日 請求
消防本部

通信指令室

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開第7条第3号が規定する法人等と､事業を営む個
人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対象とし
て､通信司令室ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年11月20日以降送受信したﾒｰﾙ
ﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年12月11日時点で存在し､電子ﾃﾞｰ
ﾀとして開示できないもの

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春日井市情報公
開第7条第3号が規定する法人等と､事業を営む個人と､春日井市立の学校･保
育園と､春日井市の課室等を対象として､通信司令室ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年11月20
日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年12月11日時点で存在し､
電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

12月25日
不開示
(不存在)

不存在

請求 12月26日
上下水道部
水道工務課

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開第7条第3号が規定する法人等と､事業を営む個
人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対象とし
て､水道工務課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年11月20日以降送受信したﾒｰﾙ
ﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年12月11日時点で存在し､電子ﾃﾞｰ
ﾀとして開示できないもの

1313 12月12日
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整理
番号

受付日 区分 担当課等
公文書の名称その他公文書を特定するに足りる事項
(請求の内容） 公文書の名称

開示決定
等の通知
をした日

開示決定等の内容 開示しないこととした部分
開示しないこととした根拠

規定

1324 12月12日 請求
消防本部
消防署

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開第7条第3号が規定する法人等と､事業を営む個
人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対象とし
て､消防署ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年11月20日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀ
の本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年12月11日時点で存在し､電子ﾃﾞｰﾀとし
て開示できるもの（過日に提供したCD-Rによる写しの交付を希望
します｡）

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春日井市情報公
開第7条第3号が規定する法人等と､事業を営む個人と､春日井市立の学校･保
育園と､春日井市の課室等を対象として､消防署ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年11月20日以
降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年12月11日時点で存在し､電子
ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの

12月25日
不開示
(不存在)

不存在

1325 12月12日 請求
消防本部
消防署

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開第7条第3号が規定する法人等と､事業を営む個
人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対象とし
て､消防署ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年11月20日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀ
の本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年12月11日時点で存在し､電子ﾃﾞｰﾀとし
て開示できないもの

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春日井市情報公
開第7条第3号が規定する法人等と､事業を営む個人と､春日井市立の学校･保
育園と､春日井市の課室等を対象として､消防署ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年11月20日以
降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年12月11日時点で存在し､電子
ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

12月25日
不開示
(不存在)

不存在

1326 12月12日 請求
消防本部
東出張所

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開第7条第3号が規定する法人等と､事業を営む個
人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対象とし
て､東出張所ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年11月20日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰ
ﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年12月11日時点で存在し､電子ﾃﾞｰﾀと
して開示できるもの（過日に提供したCD-Rによる写しの交付を希
望します｡）

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春日井市情報公
開第7条第3号が規定する法人等と､事業を営む個人と､春日井市立の学校･保
育園と､春日井市の課室等を対象として､東出張所ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年11月20日
以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年12月11日時点で存在し､電
子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの（過日に提供したCD-Rによる写しの交付を希望し
ます｡）

12月25日
不開示
(不存在)

不存在

1327 12月12日 請求
消防本部
東出張所

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開第7条第3号が規定する法人等と､事業を営む個
人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対象とし
て､東出張所ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年11月20日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰ
ﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年12月11日時点で存在し､電子ﾃﾞｰﾀと
して開示できないもの

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春日井市情報公
開第7条第3号が規定する法人等と､事業を営む個人と､春日井市立の学校･保
育園と､春日井市の課室等を対象として､東出張所ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年11月20日
以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年12月11日時点で存在し､電
子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

12月25日
不開示
(不存在)

不存在

1328 12月12日 請求
消防本部
西出張所

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開第7条第3号が規定する法人等と､事業を営む個
人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対象とし
て､西出張所ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年11月20日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰ
ﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年12月11日時点で存在し､電子ﾃﾞｰﾀと
して開示できるもの（過日に提供したCD-Rによる写しの交付を希
望します｡）

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春日井市情報公
開第7条第3号が規定する法人等と､事業を営む個人と､春日井市立の学校･保
育園と､春日井市の課室等を対象として､西出張所ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年11月20日
以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年12月11日時点で存在し､電
子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの（過日に提供したCD-Rによる写しの交付を希望し
ます｡）

12月25日
不開示
(不存在)

不存在

1329 12月12日 請求
消防本部
西出張所

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開第7条第3号が規定する法人等と､事業を営む個
人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対象とし
て､西出張所ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年11月20日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰ
ﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年12月11日時点で存在し､電子ﾃﾞｰﾀと
して開示できないもの

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春日井市情報公
開第7条第3号が規定する法人等と､事業を営む個人と､春日井市立の学校･保
育園と､春日井市の課室等を対象として､西出張所ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年11月20日
以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年12月11日時点で存在し､電
子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

12月25日
不開示
(不存在)

不存在

1330 12月12日 請求
消防本部
南出張所

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開第7条第3号が規定する法人等と､事業を営む個
人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対象とし
て､南出張所ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年11月20日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰ
ﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年12月11日時点で存在し､電子ﾃﾞｰﾀと
して開示できるもの（過日に提供したCD-Rによる写しの交付を希
望します｡）

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春日井市情報公
開第7条第3号が規定する法人等と､事業を営む個人と､春日井市立の学校･保
育園と､春日井市の課室等を対象として､南出張所ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年11月20日
以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年12月11日時点で存在し､電
子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの（過日に提供したCD-Rによる写しの交付を希望し
ます｡）

12月25日
不開示
(不存在)

不存在

1331 12月12日 請求
消防本部
南出張所

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開第7条第3号が規定する法人等と､事業を営む個
人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対象とし
て､南出張所ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年11月20日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰ
ﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年12月11日時点で存在し､電子ﾃﾞｰﾀと
して開示できないもの

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春日井市情報公
開第7条第3号が規定する法人等と､事業を営む個人と､春日井市立の学校･保
育園と､春日井市の課室等を対象として､南出張所ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年11月20日
以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年12月11日時点で存在し､電
子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

12月25日
不開示
(不存在)

不存在

1332 12月12日 請求
消防本部
北出張所

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開第7条第3号が規定する法人等と､事業を営む個
人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対象とし
て､北出張所ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年11月20日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰ
ﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年12月11日時点で存在し､電子ﾃﾞｰﾀと
して開示できるもの（過日に提供したCD-Rによる写しの交付を希
望します｡）

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春日井市情報公
開第7条第3号が規定する法人等と､事業を営む個人と､春日井市立の学校･保
育園と､春日井市の課室等を対象として､北出張所ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年11月20日
以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年12月11日時点で存在し､電
子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの（

12月25日
不開示
(不存在)

不存在

1333 12月12日 請求
消防本部
北出張所

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開第7条第3号が規定する法人等と､事業を営む個
人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対象とし
て､北出張所ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年11月20日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰ
ﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年12月11日時点で存在し､電子ﾃﾞｰﾀと
して開示できないもの

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春日井市情報公
開第7条第3号が規定する法人等と､事業を営む個人と､春日井市立の学校･保
育園と､春日井市の課室等を対象として､北出張所ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年11月20日
以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年12月11日時点で存在し､電
子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

12月25日
不開示
(不存在)

不存在

1334 12月12日 請求
消防本部

高蔵寺出張所

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開第7条第3号が規定する法人等と､事業を営む個
人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対象とし
て､高蔵寺出張所ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年11月20日以降送受信したﾒｰ
ﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年12月11日時点で存在し､電子
ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの（過日に提供したCD-Rによる写しの交
付を希望します｡）

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春日井市情報公
開第7条第3号が規定する法人等と､事業を営む個人と､春日井市立の学校･保
育園と､春日井市の課室等を対象として､高蔵寺出張所ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年11月
20日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年12月11日時点で存在
し､電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの（過日に提供したCD-Rによる写しの交付を希
望します｡）

12月25日
不開示
(不存在)

不存在
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整理
番号

受付日 区分 担当課等
公文書の名称その他公文書を特定するに足りる事項
(請求の内容） 公文書の名称

開示決定
等の通知
をした日

開示決定等の内容 開示しないこととした部分
開示しないこととした根拠

規定

1335 12月12日 請求
消防本部

高蔵寺出張所

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開第7条第3号が規定する法人等と､事業を営む個
人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対象とし
て､高蔵寺出張所ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年11月20日以降送受信したﾒｰ
ﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年12月11日時点で存在し､電子
ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春日井市情報公
開第7条第3号が規定する法人等と､事業を営む個人と､春日井市立の学校･保
育園と､春日井市の課室等を対象として､高蔵寺出張所ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年11月
20日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年12月11日時点で存在
し､電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

12月25日
不開示
(不存在)

不存在

1336 12月12日 請求
教育委員会
教育総務課

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開第7条第3号が規定する法人等と､事業を営む個
人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対象とし
て､教育総務課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年11月20日以降送受信したﾒｰﾙ
ﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年12月11日時点で存在し､電子ﾃﾞｰ
ﾀとして開示できるもの（過日に提供したCD-Rによる写しの交付を
希望します｡）

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春日井市情報公
開第7条第3号が規定する法人等と､事業を営む個人と､春日井市立の学校･保
育園と､春日井市の課室等を対象として､教育総務課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年11月20
日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年12月11日時点で存在し､
電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの

12月17日
不開示
(不存在)

不存在

1337 12月12日 請求
教育委員会
教育総務課

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開第7条第3号が規定する法人等と､事業を営む個
人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対象とし
て､教育総務課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年11月20日以降送受信したﾒｰﾙ
ﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年12月11日時点で存在し､電子ﾃﾞｰ
ﾀとして開示できないもの

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春日井市情報公
開第7条第3号が規定する法人等と､事業を営む個人と､春日井市立の学校･保
育園と､春日井市の課室等を対象として､教育総務課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年11月20
日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年12月11日時点で存在し､
電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

12月17日
不開示
(不存在)

不存在

1338 12月12日 請求
教育委員会
学校教育課

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開第7条第3号が規定する法人等と､事業を営む個
人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対象とし
て､学校教育課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年11月20日以降送受信したﾒｰﾙ
ﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年12月11日時点で存在し､電子ﾃﾞｰ
ﾀとして開示できるもの（過日に提供したCD-Rによる写しの交付を
希望します｡）

地域歯科保健業務状況報告書実施要領一部改正他36件 1月22日 全開示

1339 12月12日 請求
教育委員会
学校教育課

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開第7条第3号が規定する法人等と､事業を営む個
人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対象とし
て､学校教育課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年11月20日以降送受信したﾒｰﾙ
ﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年12月11日時点で存在し､電子ﾃﾞｰ
ﾀとして開示できないもの

地域歯科保健業務状況報告書実施要領一部改正他36件 1月22日 全開示

1340 12月12日 請求
教育委員会
文化財課

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開第7条第3号が規定する法人等と､事業を営む個
人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対象とし
て､文化財課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年11月20日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰ
ﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年12月11日時点で存在し､電子ﾃﾞｰﾀと
して開示できるもの（過日に提供したCD-Rによる写しの交付を希
望します｡）

Re:【村松様】ﾌﾞﾛｯｸ民俗芸能大会記録集の校正について(依頼)他6件 12月25日 全開示

1341 12月12日 請求
教育委員会
文化財課

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開第7条第3号が規定する法人等と､事業を営む個
人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対象とし
て､文化財課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年11月20日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰ
ﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年12月11日時点で存在し､電子ﾃﾞｰﾀと
して開示できないもの

Re:【村松様】ﾌﾞﾛｯｸ民俗芸能大会記録集の校正について(依頼)他6件 12月25日 全開示

1342 12月12日 請求
教育委員会
学校給食課

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開第7条第3号が規定する法人等と､事業を営む個
人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対象とし
て､学校給食課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年11月20日以降送受信したﾒｰﾙ
ﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年12月11日時点で存在し､電子ﾃﾞｰ
ﾀとして開示できるもの（過日に提供したCD-Rによる写しの交付を
希望します｡）

学校給食会に関する照会(依頼)他8件 12月26日 全開示

1343 12月12日 請求
教育委員会
学校給食課

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開第7条第3号が規定する法人等と､事業を営む個
人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対象とし
て､学校給食課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年11月20日以降送受信したﾒｰﾙ
ﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年12月11日時点で存在し､電子ﾃﾞｰ
ﾀとして開示できないもの

学校給食会に関する照会(依頼)他9件 12月26日 全開示

【AELﾒｰﾙ号外】｢環境活動ｽﾃｯﾌﾟｱｯﾌﾟ講座｣開催の御案内他2件 全開示

年末年始緊急時対応者一覧表の提出について他2件 一部開示 電話番号 条例第7条第2号

1345 12月12日 請求
教育委員会

野外教育ｾﾝﾀｰ

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開第7条第3号が規定する法人等と､事業を営む個
人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対象とし
て､野外教育ｾﾝﾀｰﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年11月20日以降送受信したﾒｰ
ﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年12月11日時点で存在し､電子
ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

【AELﾒｰﾙ号外】｢環境活動ｽﾃｯﾌﾟｱｯﾌﾟ講座｣開催の御案内他5件 12月26日 全開示

12月26日
教育委員会

野外教育ｾﾝﾀｰ

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開第7条第3号が規定する法人等と､事業を営む個
人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対象とし
て､野外教育ｾﾝﾀｰﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年11月20日以降送受信したﾒｰ
ﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年12月11日時点で存在し､電子
ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの（過日に提供したCD-Rによる写しの交
付を希望します｡）

1344 12月12日 請求
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整理
番号

受付日 区分 担当課等
公文書の名称その他公文書を特定するに足りる事項
(請求の内容） 公文書の名称

開示決定
等の通知
をした日

開示決定等の内容 開示しないこととした部分
開示しないこととした根拠

規定

1346 12月12日 請求
議会事務局

議事課

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開第7条第3号が規定する法人等と､事業を営む個
人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対象とし
て､議事課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年11月20日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀ
の本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年12月11日時点で存在し､電子ﾃﾞｰﾀとし
て開示できるもの（過日に提供したCD-Rによる写しの交付を希望
します｡）

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春日井市情報公
開第7条第3号が規定する法人等と､事業を営む個人と､春日井市立の学校･保
育園と､春日井市の課室等を対象として､議事課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年11月20日以
降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年12月11日時点で存在し､電子
ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの

12月25日
不開示
(不存在)

不存在

1347 12月12日 請求
議会事務局

議事課

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開第7条第3号が規定する法人等と､事業を営む個
人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対象とし
て､議事課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年11月20日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀ
の本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年12月11日時点で存在し､電子ﾃﾞｰﾀとし
て開示できないもの

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春日井市情報公
開第7条第3号が規定する法人等と､事業を営む個人と､春日井市立の学校･保
育園と､春日井市の課室等を対象として､議事課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年11月20日以
降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年12月11日時点で存在し､電子
ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

12月25日
不開示
(不存在)

不存在

1348 12月12日 請求
監査事務局

監査課

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開第7条第3号が規定する法人等と､事業を営む個
人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対象とし
て､監査課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年11月20日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀ
の本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年12月11日時点で存在し､電子ﾃﾞｰﾀとし
て開示できるもの（過日に提供したCD-Rによる写しの交付を希望
します｡）

監査委員の報酬等に関する回答について(お礼） 12月24日 全開示

1349 12月12日 請求
監査事務局

監査課

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開第7条第3号が規定する法人等と､事業を営む個
人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対象とし
て､監査課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年11月20日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀ
の本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年12月11日時点で存在し､電子ﾃﾞｰﾀとし
て開示できないもの

監査委員の報酬等に関する回答について(お礼） 12月24日 全開示

1350 12月12日 請求
会計管理者

会計課

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開第7条第3号が規定する法人等と､事業を営む個
人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対象とし
て､会計課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年11月20日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀ
の本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年12月11日時点で存在し､電子ﾃﾞｰﾀとし
て開示できるもの（過日に提供したCD-Rによる写しの交付を希望
します｡）

証紙出納計算書(春日井市11月分）他1件 12月26日 全開示

1351 12月12日 請求
会計管理者

会計課

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開第7条第3号が規定する法人等と､事業を営む個
人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対象とし
て､会計課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年11月20日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀ
の本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年12月11日時点で存在し､電子ﾃﾞｰﾀとし
て開示できないもの

証紙出納計算書(春日井市11月分）他2件 12月26日 全開示

1352 12月15日 請求
総務部
総務課

請求先実施機関で保有している､情報開示受付簿一覧の電子ﾃﾞｰ
ﾀのうち､電子ﾃﾞｰﾀで開示の実施ができるものの電子ﾃﾞｰﾀ(過日に
提供したCD-Rによる写しの交付を希望します。

平成26年度情報公開受付整理簿 12月22日 全開示

岩成台小学校3年学年通信10月～12月号 全開示

岩成台小学校3年学年通信9月号 一部開示 転入生の氏名及び学級 条例第7条第2号

授業参観案内文書(平成27年1月実施予定) 不開示 条例第7条第7号

1354 1月7日 請求
消防本部
予防課

(有)小川工作所
工事整備対象設備等着工届(H25.8.30受付）
消防用設備等(特殊消防用設備等)設置届(H25.9.17受付）

工事整備対象設備等着工届出書（平成25年8月30日分）他１件 2月4日 一部開示
個人の住所､氏名､印影､消防設備士の免状の交付年月日､交付番
号､法人の印影

条例第7条第2号､3号､4号

1355 1月9日 請求
教育委員会
学校教育課

岩成台小学校3年生授業参観案内文書(平成27年1月実施予定) 第3学期授業参観・学年委員の選出について(ご案内)他1件 1月20日 全開示

教育委員会
学校教育課

1月5日請求12月17日1353
岩成台小学校3年生の学年だより及び授業参観案内書
(平成27年1月下旬実施予定の授業参観の物)

151



整理
番号

受付日 区分 担当課等
公文書の名称その他公文書を特定するに足りる事項
(請求の内容） 公文書の名称

開示決定
等の通知
をした日

開示決定等の内容 開示しないこととした部分
開示しないこととした根拠

規定

1356 1月13日 請求
企画政策部

秘書課

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校・保育園と､春日井市の課室等を対
象として､秘書課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､平成26年12月12日以降送受信した
ﾒｰﾙﾃﾞﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年1月12日時点で存在し､電子
ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる写しの交
付を希望します｡)

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春日井市情報公
開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営む個人と､春日井市立の学
校・保育園と､春日井市の課室等を対象として､秘書課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､平成26年
12月12日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年1月12日時点で存
在し､電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの

1月20日
不開示
(不存在)

不存在

1357 1月13日 請求
企画政策部

秘書課

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校・保育園と､春日井市の課室等を対
象として､秘書課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､平成26年12月12日以降送受信した
ﾒｰﾙﾃﾞﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､平成27年1月12日時点で存在し､電
子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春日井市情報公
開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営む個人と､春日井市立の学
校・保育園と､春日井市の課室等を対象として､秘書課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､平成26年
12月12日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､平成27年1月12日時点
で存在し､電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

1月20日
不開示
(不存在)

不存在

1358 1月13日 請求
企画政策部
企画政策課

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校・保育園と､春日井市の課室等を対
象として､企画政策課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､平成26年12月12日以降送受
信したﾒｰﾙﾃﾞﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年1月12日時点で存在し､
電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる写し
の交付を希望します｡)

【結果集計】実態把握に関する調査他7件 1月26日 全開示

〔Kyodo-station〕「2015年のｽﾀｰﾄダッシュはここから」協働ｽﾃｰｼｮﾝ中央ﾒｰﾙ掲
示版(2015年1月11日号)他8件

全開示

行財政ﾒｰﾙﾏｶﾞｼﾞﾝ会員窓口あてほか１件 一部開示 個人の氏名 条例第7条第2号

1360 1月13日 請求
企画政策部
広報広聴課

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校・保育園と､春日井市の課室等を対
象として､広報広聴課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､平成26年12月12日以降送受
信したﾒｰﾙﾃﾞﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年1月12日時点で存在し､
電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる写し
の交付を希望します｡)

(協力依頼:市町①)ﾃﾞｼﾞｱﾅ変換終了時期等に係る周知広報について他2件 1月23日 全開示

1361 1月13日 請求
企画政策部
広報広聴課

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校・保育園と､春日井市の課室等を対
象として､広報広聴課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､平成26年12月12日以降送受
信したﾒｰﾙﾃﾞﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､平成27年1月12日時点で存
在し､電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

(協力依頼:市町①)ﾃﾞｼﾞｱﾅ変換終了時期等に係る周知広報について他2件 1月23日 全開示

1362 1月13日 請求
総務部
総務課

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校・保育園と､春日井市の課室等を対
象として､総務課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､平成26年12月12日以降送受信した
ﾒｰﾙﾃﾞﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年1月12日時点で存在し､電子
ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる写しの交
付を希望します｡)

政治団体の届出の告示について他2件 1月21日 全開示

政治団体の届出の告示について他2件 全開示

Re:打ち合わせの日程調整について 一部開示 ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ 条例第7条第2号

【至急】東日本大震災による被災地への地方公務員の派遣状況調査（平成26
年10月1日時点）の確認について他

全開示

平成26年度深夜業務従事者の健康診断について他2件 一部開示 職員番号､生年月日 条例第7条第2号

1365 1月13日 請求
総務部
人事課

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校・保育園と､春日井市の課室等を対
象として､人事課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､平成26年12月12日以降送受信した
ﾒｰﾙﾃﾞﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､平成27年1月12日時点で存在し､電
子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春日井市情報公
開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営む個人と､春日井市立の学
校・保育園と､春日井市の課室等を対象として､人事課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､平成26年
12月12日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､平成27年1月12日時点
で存在し､電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

1月27日
不開示
(不存在)

不存在

1月13日1363

1359 1月13日 請求

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校・保育園と､春日井市の課室等を対
象として､総務課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､平成26年12月12日以降送受信した
ﾒｰﾙﾃﾞﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､平成27年1月12日時点で存在し､電
子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校・保育園と､春日井市の課室等を対
象として､企画政策課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､平成26年12月12日以降送受
信したﾒｰﾙﾃﾞﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､平成27年1月12日時点で存
在し､電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

1月26日

総務部
総務課

企画政策部
企画政策課

1月21日

総務部
人事課

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校・保育園と､春日井市の課室等を対
象として､人事課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､平成26年12月12日以降送受信した
ﾒｰﾙﾃﾞﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年1月12日時点で存在し､電子
ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる写しの交
付を希望します｡)

1月27日請求

請求

1月13日1364
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整理
番号

受付日 区分 担当課等
公文書の名称その他公文書を特定するに足りる事項
(請求の内容） 公文書の名称

開示決定
等の通知
をした日

開示決定等の内容 開示しないこととした部分
開示しないこととした根拠

規定

「あいち安全通信(№31)｣について(送付)他45件 全開示

降積雪期における防災態勢の強化等について(通知）他6件 一部開示 無線番号､氏名､電話番号 条例第7条第2号､7号

「あいち安全通信(№31)｣について(送付)他35件 全開示

【依頼:愛知県】ﾃﾞｼﾞﾀﾙ防災行政無線(同報系・移動系)整備促進に関する調査の
実施について他6件

一部開示 無線番号､氏名､電話番号 条例第7条第2号､7号

1368 1月13日 請求
総務部

交通対策課

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校・保育園と､春日井市の課室等を対
象として､交通対策課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､平成26年12月12日以降送受
信したﾒｰﾙﾃﾞﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年1月12日時点で存在し､
電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる写し
の交付を希望します｡)

交通事故日報(1/5現在)の送付について他3件 1月22日 全開示

1369 1月13日 請求
総務部

交通対策課

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校・保育園と､春日井市の課室等を対
象として､交通対策課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､平成26年12月12日以降送受
信したﾒｰﾙﾃﾞﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､平成27年1月12日時点で存
在し､電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

交通事故日報(1/5現在)の送付について他3件 1月22日 全開示

1370 1月13日 請求
総務部

情報ｼｽﾃﾑ課

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校・保育園と､春日井市の課室等を対
象として､情報ｼｽﾃﾑ課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､平成26年12月12日以降送受
信したﾒｰﾙﾃﾞﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年1月12日時点で存在し､
電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる写し
の交付を希望します｡)

平成26年度地方公共団体情報ｾｷｭﾘﾃｨ対策ｾﾐﾅｰ名古屋･大阪会場の参加者
募集について

1月20日 全開示

平成26年度地方公共団体情報ｾｷｭﾘﾃｨ対策ｾﾐﾅｰ名古屋･大阪会場の参加者
募集について他11件

全開示

日系BPｶﾞﾊﾞﾒﾝﾄﾃｸﾉﾛｼﾞｰ・ﾒｰﾙ他1件 一部開示 個人の氏名 条例第7条第2号

1372 1月13日 請求
財政部
財政課

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校・保育園と､春日井市の課室等を対
象として､財政課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､平成26年12月12日以降送受信した
ﾒｰﾙﾃﾞﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年1月12日時点で存在し､電子
ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる写しの交
付を希望します｡)

(1/13中の照会)【春日井市財政部財政課財政担当坂口様】都市計画税課状況
調について(←愛知県市町村課)他1件

1月27日 全開示

1373 1月13日 請求
財政部
財政課

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校・保育園と､春日井市の課室等を対
象として､財政課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､平成26年12月12日以降送受信した
ﾒｰﾙﾃﾞﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､平成27年1月12日時点で存在し､電
子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

(1/13中の照会)【春日井市財政部財政課財政担当坂口様】都市計画税課状況
調について(←愛知県市町村課)他1件

1月27日 全開示

1374 1月13日 請求
財政部

管財契約課

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校・保育園と､春日井市の課室等を対
象として､管財契約課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､平成26年12月12日以降送受
信したﾒｰﾙﾃﾞﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年1月12日時点で存在し､
電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる写し
の交付を希望します｡)

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春日井市情報公
開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営む個人と､春日井市立の学
校・保育園と､春日井市の課室等を対象として､管財契約課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､平成
26年12月12日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年1月12日時点
で存在し､電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの

1月16日
不開示
(不存在)

不存在

1375 1月13日 請求
財政部

管財契約課

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校・保育園と､春日井市の課室等を対
象として､管財契約課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､平成26年12月12日以降送受
信したﾒｰﾙﾃﾞﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､平成27年1月12日時点で存
在し､電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春日井市情報公
開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営む個人と､春日井市立の学
校・保育園と､春日井市の課室等を対象として､管財契約課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､平成
26年12月12日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､平成27年1月12日
時点で存在し､電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

1月16日
不開示
(不存在)

不存在

1月13日

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校・保育園と､春日井市の課室等を対
象として､情報ｼｽﾃﾑ課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､平成26年12月12日以降送受
信したﾒｰﾙﾃﾞﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､平成27年1月12日時点で存
在し､電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

総務部
市民安全課

請求

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校・保育園と､春日井市の課室等を対
象として､市民安全課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､平成26年12月12日以降送受
信したﾒｰﾙﾃﾞﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年1月12日時点で存在し､
電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる写し
の交付を希望します｡)

2月26日

2月26日

総務部
情報ｼｽﾃﾑ課

1371 1月20日

1366 1月13日

1月13日 請求

請求

1367
総務部

市民安全課

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校・保育園と､春日井市の課室等を対
象として､市民安全課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､平成26年12月12日以降送受
信したﾒｰﾙﾃﾞﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､平成27年1月12日時点で存
在し､電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの
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整理
番号

受付日 区分 担当課等
公文書の名称その他公文書を特定するに足りる事項
(請求の内容） 公文書の名称

開示決定
等の通知
をした日

開示決定等の内容 開示しないこととした部分
開示しないこととした根拠

規定

【愛知県】原動機付自転車等の新課税標識の導入について〔(1)北海道(2)滋賀
県(3)大阪府分〕他37件

全開示

転出11月分USBｽﾃｨｯｸ送付について他1件 一部開示 氏名､ﾊﾟｽﾜｰﾄﾞ､ID､職員番号､単価及び通勤回数 条例第7条第2号､3号､4号､7号

【愛知県】原動機付自転車の新課税標識の導入について〔(1)北海道(2)滋賀県
(3)大阪府分〕他33件

全開示

国税連携ﾃﾞｰﾀの読み取り･連携ﾃｽﾄについて他10件 一部開示
氏名､ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ､登録番号または車両番号､車台番号､所有者氏
名､所有者住所､使用者氏名､使用の本拠の位置及びﾊﾟｽﾜｰﾄﾞ

条例第7条第2号､3号､4号､7号

1378 1月13日 請求
財政部

資産税課

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校・保育園と､春日井市の課室等を対
象として､資産税課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､平成26年12月12日以降送受信し
たﾒｰﾙﾃﾞﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年1月12日時点で存在し､電子
ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる写しの交
付を希望します｡)

【愛知県】東日本大震災による被災市町村への固定資産税評価担当っ職員の
派遣等について(依頼）

1月27日 全開示

1379 1月13日 請求
財政部

資産税課

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校・保育園と､春日井市の課室等を対
象として､資産税課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､平成26年12月12日以降送受信し
たﾒｰﾙﾃﾞﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､平成27年1月12日時点で存在し､
電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

【愛知県】東日本大震災による被災市町村への固定資産税評価担当職員の派
遣等について(依頼）

1月27日 全開示

1380 1月13日 請求
財政部
収納課

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校・保育園と､春日井市の課室等を対
象として､収納課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､平成26年12月12日以降送受信した
ﾒｰﾙﾃﾞﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年1月12日時点で存在し､電子
ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる写しの交
付を希望します｡)

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春日井市情報公
開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営む個人と､春日井市立の学
校・保育園と､春日井市の課室等を対象として､収納課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､平成26年
12月12日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年1月12日時点で存
在し､電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの

1月27日
不開示
(不存在)

不存在

1381 1月13日 請求
財政部
収納課

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校・保育園と､春日井市の課室等を対
象として､収納課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､平成26年12月12日以降送受信した
ﾒｰﾙﾃﾞﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､平成27年1月12日時点で存在し､電
子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春日井市情報公
開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営む個人と､春日井市立の学
校・保育園と､春日井市の課室等を対象として､収納課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､平成26年
12月12日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､平成27年1月12日時点
で存在し､電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

1月27日
不開示
(不存在)

不存在

1382 1月13日 請求
市民生活部

市民活動推進課

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校・保育園と､春日井市の課室等を対
象として､市民活動推進課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､平成26年12月12日以降
送受信したﾒｰﾙﾃﾞﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年1月12日時点で存
在し､電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる
写しの交付を希望します｡)

【各市町村消費者行政ご担当者様】消費者ﾄﾗﾌﾞﾙ情報<あいちｸﾘｵ通信（平成26
年12月号）>について他1件

1月27日 全開示

1383 1月13日 請求
市民生活部

市民活動推進課

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校・保育園と､春日井市の課室等を対
象として､市民活動推進課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､平成26年12月12日以降
送受信したﾒｰﾙﾃﾞﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､平成27年1月12日時点
で存在し､電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

【各市町村消費者行政ご担当者様】消費者ﾄﾗﾌﾞﾙ情報<あいちｸﾘｵ通信（平成26
年12月号）>について他2件

1月27日 全開示

1384 1月13日 請求
市民生活部

男女共同参画課

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校・保育園と､春日井市の課室等を対
象として､男女共同参画課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､平成26年12月12日以降
送受信したﾒｰﾙﾃﾞﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年1月12日時点で存
在し､電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる
写しの交付を希望します｡)

｢防災ｾﾐﾅｰ～男女双方の視点で防災を考える～」について 1月23日 全開示

市政情報誌春日井ｶﾞｲﾄﾞﾌﾞｯｸ2015年度版」地図および施設一覧の確認について
他1件

全開示

平成27年度ｻﾃﾗｲﾄｾﾐﾅｰの共催について 一部開示 担当者氏名 条例第7条第2号

1385

1月13日1376
財政部

市民税課
1月26日

1月13日 請求

請求

1月26日

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校・保育園と､春日井市の課室等を対
象として､市民税課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､平成26年12月12日以降送受信し
たﾒｰﾙﾃﾞﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､平成27年1月12日時点で存在し､
電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

財政部
市民税課

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校・保育園と､春日井市の課室等を対
象として､市民税課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､平成26年12月12日以降送受信し
たﾒｰﾙﾃﾞﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年1月12日時点で存在し､電子
ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる写しの交
付を希望します｡)

1377

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校・保育園と､春日井市の課室等を対
象として､男女共同参画課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､平成26年12月12日以降
送受信したﾒｰﾙﾃﾞﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､平成27年1月12日時点
で存在し､電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

1月23日
市民生活部

男女共同参画課
1月13日 請求
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整理
番号

受付日 区分 担当課等
公文書の名称その他公文書を特定するに足りる事項
(請求の内容） 公文書の名称

開示決定
等の通知
をした日

開示決定等の内容 開示しないこととした部分
開示しないこととした根拠

規定

郵便料金の支出更正について(依頼)他1件 全開示

勤務ｶﾚﾝﾀﾞｰを送信します。 一部開示 職員番号 条例第7条第2号

1387 1月13日 請求
市民生活部

市民課

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校・保育園と､春日井市の課室等を対
象として､市民課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､平成26年12月12日以降送受信した
ﾒｰﾙﾃﾞﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､平成27年1月12日時点で存在し､電
子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

郵便料金の支出更正について(依頼)他2件 1月26日 全開示

1388 1月13日 請求
文化ｽﾎﾟｰﾂ部

文化課

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校・保育園と､春日井市の課室等を対
象として､文化課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､平成26年12月12日以降送受信した
ﾒｰﾙﾃﾞﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年1月12日時点で存在し､電子
ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる写しの交
付を希望します｡)

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春日井市情報公
開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営む個人と､春日井市立の学
校・保育園と､春日井市の課室等を対象として､文化課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､平成26年
12月12日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年1月12日時点で存
在し､電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの

1月22日
不開示
(不存在)

不存在

1389 1月13日 請求
文化ｽﾎﾟｰﾂ部

文化課

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校・保育園と､春日井市の課室等を対
象として､文化課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､平成26年12月12日以降送受信した
ﾒｰﾙﾃﾞﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､平成27年1月12日時点で存在し､電
子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春日井市情報公
開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営む個人と､春日井市立の学
校・保育園と､春日井市の課室等を対象として､文化課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､平成26年
12月12日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､平成27年1月12日時点
で存在し､電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

1月22日
不開示
(不存在)

不存在

1390 1月13日 請求
文化ｽﾎﾟｰﾂ部

ｽﾎﾟｰﾂ課

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校・保育園と､春日井市の課室等を対
象として､ｽﾎﾟｰﾂ課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､平成26年12月12日以降送受信し
たﾒｰﾙﾃﾞﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年1月12日時点で存在し､電子
ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる写しの交
付を希望します｡)

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春日井市情報公
開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営む個人と､春日井市立の学
校・保育園と､春日井市の課室等を対象として､ｽﾎﾟｰﾂ課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､平成26年
12月12日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年1月12日時点で存
在し､電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの

1月22日
不開示
(不存在)

不存在

1391 1月13日 請求
文化ｽﾎﾟｰﾂ部

ｽﾎﾟｰﾂ課

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校・保育園と､春日井市の課室等を対
象として､ｽﾎﾟｰﾂ課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､平成26年12月12日以降送受信し
たﾒｰﾙﾃﾞﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､平成27年1月12日時点で存在し､
電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春日井市情報公
開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営む個人と､春日井市立の学
校・保育園と､春日井市の課室等を対象として､ｽﾎﾟｰﾂ課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､平成26年
12月12日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､平成27年1月12日時点
で存在し､電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

1月22日
不開示
(不存在)

不存在

1392 1月13日 請求
文化ｽﾎﾟｰﾂ部
生涯学習課

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校・保育園と､春日井市の課室等を対
象として､生涯学習課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､平成26年12月12日以降送受
信したﾒｰﾙﾃﾞﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年1月12日時点で存在し､
電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる写し
の交付を希望します｡)

平成26年度｢家庭の日」県民運動啓発資材について(依頼)他1件 1月26日 全開示

1393 1月13日 請求
文化ｽﾎﾟｰﾂ部
生涯学習課

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校・保育園と､春日井市の課室等を対
象として､生涯学習課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､平成26年12月12日以降送受
信したﾒｰﾙﾃﾞﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､平成27年1月12日時点で存
在し､電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

【各市町PTA担当者様】愛日PTA指導者研修会ﾊﾞｽ等利用の確認について他3
件

1月26日 全開示

1394 1月13日 請求
文化ｽﾎﾟｰﾂ部

図書館

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校・保育園と､春日井市の課室等を対
象として､図書館ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､平成26年12月12日以降送受信した
ﾒｰﾙﾃﾞﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年1月12日時点で存在し､電子
ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの
平成26年10月から平成26年12月の新着図書一覧のｴｸｾﾙﾌｧｲﾙ
過日に提供したCD-Rによる写しの交付を希望します｡)

【愛知県図書館より】（田原市図書館）分館ﾘﾆｭｰｱﾙによる休館について他9件 12月26日 全開示

1395 1月13日 請求
文化ｽﾎﾟｰﾂ部

図書館

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校・保育園と､春日井市の課室等を対
象として､図書館ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､平成26年12月12日以降送受信した
ﾒｰﾙﾃﾞﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､平成27年1月12日時点で存在し､電
子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

「この本読んで!」最新号(53号・14年冬号)発売!他10件 12月26日 全開示

1396 1月13日 請求
健康福祉部
健康増進課

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校・保育園と､春日井市の課室等を対
象として､健康増進課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､平成26年12月12日以降送受
信したﾒｰﾙﾃﾞﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年1月12日時点で存在し､
電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる写し
の交付を希望します｡)

平成26年度たばこ対策指導者養成講習会の開催について他4件 1月26日 全開示

請求 1月26日1月13日
市民生活部

市民課

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校・保育園と､春日井市の課室等を対
象として､市民課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､平成26年12月12日以降送受信した
ﾒｰﾙﾃﾞﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年1月12日時点で存在し､電子
ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる写しの交
付を希望します｡)

1386
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整理
番号

受付日 区分 担当課等
公文書の名称その他公文書を特定するに足りる事項
(請求の内容） 公文書の名称

開示決定
等の通知
をした日

開示決定等の内容 開示しないこととした部分
開示しないこととした根拠

規定

1397 1月13日 請求
健康福祉部
健康増進課

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校・保育園と､春日井市の課室等を対
象として､健康増進課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､平成26年12月12日以降送受
信したﾒｰﾙﾃﾞﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､平成27年1月12日時点で存
在し､電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

平成26年度たばこ対策指導者養成講習会の開催について他4件 1月26日 全開示

1398 1月13日 請求
健康福祉部
高齢福祉課

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校・保育園と､春日井市の課室等を対
象として､高齢福祉課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､平成26年12月12日以降送受
信したﾒｰﾙﾃﾞﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年1月12日時点で存在し､
電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる写し
の交付を希望します｡)

市町村における避難行動要支援者の避難対策にかかる取り組み状況等の調
査について(照会）

1月19日 全開示

市町村における避難行動要支援者の避難対策にかかる取り組み状況等の調
査について(照会）他1件

全開示

県老連事務所移転後のﾒｰﾙ・FAX送信ﾃｽﾄ 一部開示 氏名 条例第7条第2号

1400 1月13日 請求
健康福祉部
介護保険課

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校・保育園と､春日井市の課室等を対
象として､介護保険課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､平成26年12月12日以降送受
信したﾒｰﾙﾃﾞﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年1月12日時点で存在し､
電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる写し
の交付を希望します｡)

【健康危機管理情報１感染症流行情報】愛知県感染症情報他6件 1月23日 全開示

1401 1月13日 請求
健康福祉部
介護保険課

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校・保育園と､春日井市の課室等を対
象として､介護保険課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､平成26年12月12日以降送受
信したﾒｰﾙﾃﾞﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､平成27年1月12日時点で存
在し､電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

平成26年度11月末現在認定者数等の保守ｻｲﾄへの掲載について他12件 1月23日 全開示

1402 1月13日 請求
健康福祉部

障がい福祉課

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校・保育園と､春日井市の課室等を対
象として､障がい福祉課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､平成26年12月12日以降送
受信したﾒｰﾙﾃﾞﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年1月12日時点で存在
し､電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる写
しの交付を希望します｡)

発達障害者支援関係報告会の開催について3件 1月26日 全開示

1403 1月13日 請求
健康福祉部

障がい福祉課

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校・保育園と､春日井市の課室等を対
象として､障がい福祉課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､平成26年12月12日以降送
受信したﾒｰﾙﾃﾞﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､平成27年1月12日時点で
存在し､電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

指定自立支援医療機関(精神通院医療)一覧の送付について他4件 1月26日 全開示

1404 1月13日 請求
健康福祉部
生活援護課

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校・保育園と､春日井市の課室等を対
象として､生活援護課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､平成26年12月12日以降送受
信したﾒｰﾙﾃﾞﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年1月12日時点で存在し､
電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる写し
の交付を希望します｡)

12月5日からの大雪による被災者に係る公費負担医療の取扱いについて他3件 1月29日 全開示

1405 1月13日 請求
健康福祉部
生活援護課

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校・保育園と､春日井市の課室等を対
象として､生活援護課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､平成26年12月12日以降送受
信したﾒｰﾙﾃﾞﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､平成27年1月12日時点で存
在し､電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

12月5日からの大雪による被災者に係る公費負担医療の取扱いについて他3件 1月29日 全開示

1406 1月13日 請求
健康福祉部

保険医療年金課

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校・保育園と､春日井市の課室等を対
象として､保健医療年金課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､平成26年12月12日以降
送受信したﾒｰﾙﾃﾞﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年1月12日時点で存
在し､電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる
写しの交付を希望します｡)

11月分郵便料金の支出更正金額報告書の提出について他18件 1月23日 全開示

1407 1月13日 請求
健康福祉部

保険医療年金課

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校・保育園と､春日井市の課室等を対
象として､保健医療年金課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､平成26年12月12日以降
送受信したﾒｰﾙﾃﾞﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､平成27年1月12日時点
で存在し､電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

平成26年度介護給付費･地域支援事業支援納付金第9期分の納付について
（お願い）他21件

1月23日 全開示

健康福祉部
高齢福祉課

1月19日1399 請求

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校・保育園と､春日井市の課室等を対
象として､高齢福祉課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､平成26年12月12日以降送受
信したﾒｰﾙﾃﾞﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､平成27年1月12日時点で存
在し､電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

1月13日
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整理
番号

受付日 区分 担当課等
公文書の名称その他公文書を特定するに足りる事項
(請求の内容） 公文書の名称

開示決定
等の通知
をした日

開示決定等の内容 開示しないこととした部分
開示しないこととした根拠

規定

1408 1月13日 請求
青少年子ども部
子ども政策課

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校・保育園と､春日井市の課室等を対
象として､子ども政策課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､平成26年12月12日以降送受
信したﾒｰﾙﾃﾞﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年1月12日時点で存在し､
電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる写し
の交付を希望します｡)

【1/19(月)〆】市町村計画の「量の見込み」「確保方針」について(県照会）→○
○市町村回答）

1月23日 全開示

1409 1月13日 請求
青少年子ども部
子ども政策課

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校・保育園と､春日井市の課室等を対
象として､子ども政策課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､平成26年12月12日以降送受
信したﾒｰﾙﾃﾞﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､平成27年1月12日時点で存
在し､電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

【1/19(月)〆】市町村計画の「量の見込み」「確保方針」について(県照会）→○
○市町村回答）

1月23日 全開示

交流訪問に参加してのまとめ2月の保育士研修資料を添付します森長他6件 全開示

障害児保育巡回相談の件 一部開示 障がい児の具体的症状名､人数及び年齢 条例第7条第2号

平成26年度保育対策等促進事業補助金交付申請について他5件 全開示

交流訪問に参加してのまとめ 一部開示 個人の氏名､ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ、電話番号 条例第7条第2号

1412 1月13日 請求
環境部

環境政策課

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校・保育園と､春日井市の課室等を対
象として､環境政策課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､平成26年12月12日以降送受
信したﾒｰﾙﾃﾞﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年1月12日時点で存在し､
電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる写し
の交付を希望します｡)

あいち森と緑づくり環境活動・学習推進事業交付金に係る活動発表･交流会の
開催について(通知)他3件

1月26日 全開示

1413 1月13日 請求
環境部

環境政策課

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校・保育園と､春日井市の課室等を対
象として､環境政策課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､平成26年12月12日以降送受
信したﾒｰﾙﾃﾞﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､平成27年1月12日時点で存
在し､電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

あいち森と緑づくり環境活動・学習推進事業交付金に係る活動発表･交流会の
開催について(通知)他3件

1月26日 全開示

分析技術講演会他17件 全開示

【各市町村騒音担当課御中←愛知県】航空機騒音測定・評価方法に関する講
演会及びｱﾝｹｰﾄの実施について(照会)他5件

一部開示
事業場担当者氏名､担当者名を含むﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ､職員最終学歴､年
齢

条例第7条第2号

【参加者募集】｢KYOTO地球環境の殿堂｣表彰式｢国際ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ｣について他19
件

全開示

年間除草委託(2回)の写真他12件 一部開示
事業場担当者氏名､ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ､氏名を含むﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ､携帯電話番
号､ID､ﾊﾟｽﾜｰﾄﾞ

条例第7条第2号､3号､4号

1416 1月13日 請求
環境部

ごみ減量推進課

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校・保育園と､春日井市の課室等を対
象として､ごみ減量推進課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､平成26年12月12日以降
送受信したﾒｰﾙﾃﾞﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年1月12日時点で存
在し､電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる
写しの交付を希望します｡)

12月分搬入ﾃﾞｰﾀ他2件 1月21日 全開示

1411

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校・保育園と､春日井市の課室等を対
象として､環境保全課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､平成26年12月12日以降送受
信したﾒｰﾙﾃﾞﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､平成27年1月12日時点で存
在し､電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

2月18日

1414

1415 1月13日 請求
環境部

環境保全課

青少年子ども部
保育課

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校・保育園と､春日井市の課室等を対
象として､保育課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､平成26年12月12日以降送受信した
ﾒｰﾙﾃﾞﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年1月12日時点で存在し､電子
ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる写しの交
付を希望します｡)

1月27日

青少年子ども部
保育課

1月13日 請求
環境部

環境保全課

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校・保育園と､春日井市の課室等を対
象として､環境保全課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､平成26年12月12日以降送受
信したﾒｰﾙﾃﾞﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年1月12日時点で存在し､
電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる写し
の交付を希望します｡)

2月18日

1月13日 請求

1月27日

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校・保育園と､春日井市の課室等を対
象として､保育課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､平成26年12月12日以降送受信した
ﾒｰﾙﾃﾞﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､平成27年1月12日時点で存在し､電
子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

1410

1月13日 請求
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整理
番号

受付日 区分 担当課等
公文書の名称その他公文書を特定するに足りる事項
(請求の内容） 公文書の名称

開示決定
等の通知
をした日

開示決定等の内容 開示しないこととした部分
開示しないこととした根拠

規定

1417 1月13日 請求
環境部

ごみ減量推進課

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校・保育園と､春日井市の課室等を対
象として､ごみ減量推進課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､平成26年12月12日以降
送受信したﾒｰﾙﾃﾞﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､平成27年1月12日時点
で存在し､電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

12月分搬入ﾃﾞｰﾀ他2件 1月21日 全開示

1418 1月13日 請求
環境部

清掃事業所

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校・保育園と､春日井市の課室等を対
象として､清掃事業所ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､平成26年12月12日以降送受
信したﾒｰﾙﾃﾞﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年1月12日時点で存在し､
電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる写し
の交付を希望します｡)

勤務割ﾃﾞｰﾀの送信について 1月27日 一部開示 職員番号 条例第7条第2号

1419 1月13日 請求
環境部

清掃事業所

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校・保育園と､春日井市の課室等を対
象として､清掃事業所ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､平成26年12月12日以降送受
信したﾒｰﾙﾃﾞﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､平成27年1月12日時点で存
在し､電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

勤務割ﾃﾞｰﾀの送信について他4件 1月27日 全開示

1420 1月13日 請求
環境部

ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校・保育園と､春日井市の課室等を対
象として､ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､平成26年12月12日以降送受信
したﾒｰﾙﾃﾞﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年1月12日時点で存在し､電
子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる写しの
交付を希望します｡)

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春日井市情報公
開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営む個人と､春日井市立の学
校・保育園と､春日井市の課室等を対象として､ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､平成26
年12月12日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年1月12日時点で
存在し､電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる写しの交付
を希望します｡)

1月16日
不開示
(不存在)

不存在

1421 1月13日 請求
環境部

ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校・保育園と､春日井市の課室等を対
象として､ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､平成26年12月12日以降送受信
したﾒｰﾙﾃﾞﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､平成27年1月12日時点で存在
し､電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春日井市情報公
開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営む個人と､春日井市立の学
校・保育園と､春日井市の課室等を対象として､ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､平成26
年12月12日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､平成27年1月12日時
点で存在し､電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

1月16日
不開示
(不存在)

不存在

1422 1月13日 請求
環境部

衛生ﾌﾟﾗﾝﾄ

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校・保育園と､春日井市の課室等を対
象として､衛生ﾌﾟﾗﾝﾄﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､平成26年12月12日以降送受信
したﾒｰﾙﾃﾞﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年1月12日時点で存在し､電
子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる写しの
交付を希望します｡)

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春日井市情報公
開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営む個人と､春日井市立の学
校・保育園と､春日井市の課室等を対象として､衛生ﾌﾟﾗﾝﾄﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､平成26
年12月12日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年1月12日時点で
存在し､電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの

1月26日
不開示
(不存在)

不存在

1423 1月13日 請求
環境部

衛生ﾌﾟﾗﾝﾄ

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校・保育園と､春日井市の課室等を対
象として､衛生ﾌﾟﾗﾝﾄﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､平成26年12月12日以降送受信
したﾒｰﾙﾃﾞﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､平成27年1月12日時点で存在
し､電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春日井市情報公
開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営む個人と､春日井市立の学
校・保育園と､春日井市の課室等を対象として､衛生ﾌﾟﾗﾝﾄﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､平成26
年12月12日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､平成27年1月12日時
点で存在し､電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

1月26日
不開示
(不存在)

不存在

1424 1月13日 請求
産業部

経済振興課

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校・保育園と､春日井市の課室等を対
象として､経済振興課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､平成26年12月12日以降送受
信したﾒｰﾙﾃﾞﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年1月12日時点で存在し､
電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる写し
の交付を希望します｡)

(仮称)ｸﾘｴｲﾄｴｽ･ﾃﾞｨｰ春日井高蔵寺店からの回答に対する意見について 1月22日 全開示

1425 1月13日 請求
産業部

経済振興課

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校・保育園と､春日井市の課室等を対
象として､経済振興課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､平成26年12月12日以降送受
信したﾒｰﾙﾃﾞﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､平成27年1月12日時点で存
在し､電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

【尾張統計】第2回研究会について他2件 1月22日 全開示

1426 1月13日 請求
産業部

企業活動支援課

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校・保育園と､春日井市の課室等を対
象として､企業活動支援課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､平成26年12月12日以降
送受信したﾒｰﾙﾃﾞﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年1月12日時点で存
在し､電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる
写しの交付を希望します｡)

あいち航空宇宙産業ｸﾗｽﾀｰﾆｭｰｽ【臨時号?7】他2件 1月22日 全開示

【TDB】横山信弘氏講演!営業の「絶対達成」新春特別ｾﾐﾅｰのご案内他11件 全開示

【名商■■】新年のご挨拶と事業のご紹介 一部開示 氏名､ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ 条例第7条第2号

1427 1月22日1月13日 請求
産業部

企業活動支援課

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校・保育園と､春日井市の課室等を対
象として､企業活動支援課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､平成26年12月12日以降
送受信したﾒｰﾙﾃﾞﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､平成27年1月12日時点
で存在し､電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの
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整理
番号

受付日 区分 担当課等
公文書の名称その他公文書を特定するに足りる事項
(請求の内容） 公文書の名称

開示決定
等の通知
をした日

開示決定等の内容 開示しないこととした部分
開示しないこととした根拠

規定

1428 1月13日 請求
産業部
農政課

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校・保育園と､春日井市の課室等を対
象として､農政課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､平成26年12月12日以降送受信した
ﾒｰﾙﾃﾞﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年1月12日時点で存在し､電子
ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる写しの交
付を希望します｡)

農業近代化資金等の金利改定について他15件 1月26日 全開示

1429 1月13日 請求
産業部
農政課

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校・保育園と､春日井市の課室等を対
象として､農政課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､平成26年12月12日以降送受信した
ﾒｰﾙﾃﾞﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､平成27年1月12日時点で存在し､電
子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

農業近代化資金等の金利改定について他16件 1月26日 全開示

1430 1月13日 請求
まちづくり推進部

都市政策課

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校・保育園と､春日井市の課室等を対
象として､都市政策課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､平成26年12月12日以降送受
信したﾒｰﾙﾃﾞﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年1月12日時点で存在し､
電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる写し
の交付を希望します｡)

【第22回愛知まちなみ建築賞】表彰式のご案内他1件 1月26日 全開示

1431 1月13日 請求
まちづくり推進部

都市政策課

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校・保育園と､春日井市の課室等を対
象として､都市政策課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､平成26年12月12日以降送受
信したﾒｰﾙﾃﾞﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､平成27年1月12日時点で存
在し､電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

【第22回愛知まちなみ建築賞】表彰式のご案内他1件 1月26日 全開示

1432 1月13日 請求
まちづくり推進部

都市整備課

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校・保育園と､春日井市の課室等を対
象として､都市整備課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､平成26年12月12日以降送受
信したﾒｰﾙﾃﾞﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年1月12日時点で存在し､
電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる写し
の交付を希望します｡)

都市経営と官民連携のまちづくりｾﾐﾅｰの開催について他1件 1月26日 全開示

1433 1月13日 請求
まちづくり推進部

都市整備課

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校・保育園と､春日井市の課室等を対
象として､都市整備課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､平成26年12月12日以降送受
信したﾒｰﾙﾃﾞﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､平成27年1月12日時点で存
在し､電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

都市経営と官民連携のまちづくりｾﾐﾅｰの開催について他1件 1月26日 全開示

1434 1月13日 請求
まちづくり推進部

建築指導課

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校・保育園と､春日井市の課室等を対
象として､建築指導課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､平成26年12月12日以降送受
信したﾒｰﾙﾃﾞﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年1月12日時点で存在し､
電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる写し
の交付を希望します｡)

大規模小売店舗立地法に係る設置者からの回答に対する意見の提出につい
て他2件

1月27日 全開示

1435 1月13日 請求
まちづくり推進部

建築指導課

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校・保育園と､春日井市の課室等を対
象として､建築指導課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､平成26年12月12日以降送受
信したﾒｰﾙﾃﾞﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､平成27年1月12日時点で存
在し､電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

Re:平成27年度建設事業等委託計画書の提出について他3件 1月27日 全開示

1436 1月13日 請求
建設部
道路課

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校・保育園と､春日井市の課室等を対
象として､道路課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､平成26年12月12日以降送受信した
ﾒｰﾙﾃﾞﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年1月12日時点で存在し､電子
ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる写しの交
付を希望します｡)

鉄道委託状況調査について他8件 1月26日 全開示

1437 1月13日 請求
建設部
道路課

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校・保育園と､春日井市の課室等を対
象として､道路課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､平成26年12月12日以降送受信した
ﾒｰﾙﾃﾞﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､平成27年1月12日時点で存在し､電
子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

鉄道委託状況調査について他10件 1月26日 全開示

1438 1月13日 請求
建設部

公園緑地課

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校・保育園と､春日井市の課室等を対
象として､公園緑地課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､平成26年12月12日以降送受
信したﾒｰﾙﾃﾞﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年1月12日時点で存在し､
電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる写し
の交付を希望します｡)

平成27年度緑化木配付事業用ﾋﾞﾆｰﾙ袋の要望について他3件 1月27日 全開示
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整理
番号

受付日 区分 担当課等
公文書の名称その他公文書を特定するに足りる事項
(請求の内容） 公文書の名称

開示決定
等の通知
をした日

開示決定等の内容 開示しないこととした部分
開示しないこととした根拠

規定

平成27年度緑化木配付事業用ﾋﾞﾆｰﾙ袋の要望について他3件 全開示

緑化木配布事業の実施について 一部開示 ﾊﾟｽﾜｰﾄﾞ 条例第7条第3号､4号

1440 1月13日 請求
建設部

河川排水課

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校・保育園と､春日井市の課室等を対
象として､河川排水課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､平成26年12月12日以降送受
信したﾒｰﾙﾃﾞﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年1月12日時点で存在し､
電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる写し
の交付を希望します｡)

【お願い】庄内川水防災ﾌｫｰﾗﾑについて 1月23日 全開示

1441 1月13日 請求
建設部

河川排水課

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校・保育園と､春日井市の課室等を対
象として､河川排水課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､平成26年12月12日以降送受
信したﾒｰﾙﾃﾞﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､平成27年1月12日時点で存
在し､電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

【愛知県治水砂防協会より】SABONEWSLETTER№1242015/1/17を送付いたし
ます。他1件

1月23日 全開示

1442 1月13日 請求
建設部

住宅施設課

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校・保育園と､春日井市の課室等を対
象として､住宅施設課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､平成26年12月12日以降送受
信したﾒｰﾙﾃﾞﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年1月12日時点で存在し､
電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる写し
の交付を希望します｡)

公共建築のFMと保全ﾈｯﾄﾜｰｸﾆｭｰｽ(公共ｴﾌｴﾑﾆｭｰｽ)第84号他2件 1月27日 全開示

公共建築のFMと保全ﾈｯﾄﾜｰｸﾆｭｰｽ(公共ｴﾌｴﾑﾆｭｰｽ）第84号他3件 全開示

保全ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｼｽﾃﾑ利用状況(12/20) 一部開示 氏名､ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ 条例第7条第2号

1444 1月13日 請求
市民病院
管理課

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校・保育園と､春日井市の課室等を対
象として､管理課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､平成26年12月12日以降送受信した
ﾒｰﾙﾃﾞﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年1月12日時点で存在し､電子
ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる写しの交
付を希望します｡)

【情報提供】ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞの発生状況について(第49週/12月1日から12月7日まで)
他11件

1月20日 全開示

1445 1月13日 請求
市民病院
管理課

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校・保育園と､春日井市の課室等を対
象として､管理課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､平成26年12月12日以降送受信した
ﾒｰﾙﾃﾞﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､平成27年1月12日時点で存在し､電
子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

【情報提供】ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞの発生状況について(第49週/12月1日から12月7日まで)
他11件

1月20日 全開示

1446 1月13日 請求
市民病院
医事課

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校・保育園と､春日井市の課室等を対
象として､医事課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､平成26年12月12日以降送受信した
ﾒｰﾙﾃﾞﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年1月12日時点で存在し､電子
ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる写しの交
付を希望します｡)

高病原性鳥ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ関係情報他3件 1月20日 全開示

1447 1月13日 請求
市民病院
医事課

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校・保育園と､春日井市の課室等を対
象として､医事課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､平成26年12月12日以降送受信した
ﾒｰﾙﾃﾞﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､平成27年1月12日時点で存在し､電
子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

高病原性鳥ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ関係情報他4件 1月20日 全開示

1448 1月13日 請求
市民病院

栄養管理室

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校・保育園と､春日井市の課室等を対
象として､栄養管理室ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､平成26年12月12日以降送受
信したﾒｰﾙﾃﾞﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年1月12日時点で存在し､
電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる写し
の交付を希望します｡)

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春日井市情報公
開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営む個人と､春日井市立の学
校・保育園と､春日井市の課室等を対象として､栄養管理室ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､平成
26年12月12日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年1月12日時点
で存在し､電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる写しの交
付を希望します｡)

1月27日
不開示
(不存在)

不存在

1439

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校・保育園と､春日井市の課室等を対
象として､公園緑地課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､平成26年12月12日以降送受
信したﾒｰﾙﾃﾞﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､平成27年1月12日時点で存
在し､電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

1月27日

建設部
住宅施設課

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校・保育園と､春日井市の課室等を対
象として､住宅施設課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､平成26年12月12日以降送受
信したﾒｰﾙﾃﾞﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､平成27年1月12日時点で存
在し､電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

建設部
公園緑地課

1443 1月13日 請求 1月27日

1月13日 請求
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整理
番号

受付日 区分 担当課等
公文書の名称その他公文書を特定するに足りる事項
(請求の内容） 公文書の名称

開示決定
等の通知
をした日

開示決定等の内容 開示しないこととした部分
開示しないこととした根拠

規定

1449 1月13日 請求
市民病院

栄養管理室

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校・保育園と､春日井市の課室等を対
象として､栄養管理室ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､平成26年12月12日以降送受
信したﾒｰﾙﾃﾞﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､平成27年1月12日時点で存
在し､電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春日井市情報公
開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営む個人と､春日井市立の学
校・保育園と､春日井市の課室等を対象として､栄養管理室ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､平成
26年12月12日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､平成27年1月12日
時点で存在し､電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

1月27日
不開示
(不存在)

不存在

1450 1月13日 請求
市民病院

医療連携室

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校・保育園と､春日井市の課室等を対
象として医療連携室ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､平成26年12月12日以降送受信
したﾒｰﾙﾃﾞﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年1月12日時点で存在し､電
子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる写しの
交付を希望します｡)

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春日井市情報公
開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営む個人と､春日井市立の学
校・保育園と､春日井市の課室等を対象として医療連携室ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､平成26
年12月12日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年1月12日時点で
存在し､電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの

1月27日
不開示
(不存在)

不存在

1451 1月13日 請求
市民病院

医療連携室

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校・保育園と､春日井市の課室等を対
象として､医療連携室ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､平成26年12月12日以降送受
信したﾒｰﾙﾃﾞﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､平成27年1月12日時点で存
在し､電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春日井市情報公
開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営む個人と､春日井市立の学
校・保育園と､春日井市の課室等を対象として､医療連携室ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､平成
26年12月12日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､平成27年1月12日
時点で存在し､電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

1月27日
不開示
(不存在)

不存在

1452 1月13日 請求
市民病院

病院安全推進室

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校・保育園と､春日井市の課室等を対
象として､病院安全推進室ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､平成26年12月12日以降
送受信したﾒｰﾙﾃﾞﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年1月12日時点で存
在し､電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる
写しの交付を希望します｡)

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春日井市情報公
開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営む個人と､春日井市立の学
校・保育園と､春日井市の課室等を対象として､病院安全推進室ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､
平成26年12月12日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年1月12日
時点で存在し､電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる写し
の交付を希望します｡)

1月21日
不開示
(不存在)

不存在

1453 1月13日 請求
市民病院

病院安全推進室

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校・保育園と､春日井市の課室等を対
象として､病院安全推進室ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､平成26年12月12日以降
送受信したﾒｰﾙﾃﾞﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､平成27年1月12日時点
で存在し､電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春日井市情報公
開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営む個人と､春日井市立の学
校・保育園と､春日井市の課室等を対象として､病院安全推進室ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､
平成26年12月12日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､平成27年1月
12日時点で存在し､電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

1月21日
不開示
(不存在)

不存在

【新聞記事】ﾒﾀｳｫｰﾀｰ新規公開株の横顔（日経朝刊）他34件 全開示

【依頼（〆切1月23日）】官民連携および広域化等に関するｱﾝｹｰﾄ調査 一部開示 氏名 条例第7条第2号

【新聞記事】ﾒﾀｳｫｰﾀｰ新規公開株の横顔（日経朝刊）他34件 全開示

【依頼（〆切1月23日）】官民連携および広域化等に関するｱﾝｹｰﾄ調査 一部開示 氏名 条例第7条第2号

1456 1月13日 請求
上下水道部

高蔵寺浄化ｾﾝ
ﾀｰ

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校・保育園と､春日井市の課室等を対
象として､高蔵寺浄化ｾﾝﾀｰﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､平成26年12月12日以降
送受信したﾒｰﾙﾃﾞﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年1月12日時点で存
在し､電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる
写しの交付を希望します｡)

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春日井市情報公
開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営む個人と､春日井市立の学
校・保育園と､春日井市の課室等を対象として､高蔵寺浄化ｾﾝﾀｰﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､
平成26年12月12日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年1月12日
時点で存在し､電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる写し
の交付を希望します｡)

1月27日
不開示
(不存在)

不存在

1457 1月13日 請求
上下水道部

高蔵寺浄化ｾﾝ
ﾀｰ

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校・保育園と､春日井市の課室等を対
象として､高蔵寺浄化ｾﾝﾀｰﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､平成26年12月12日以降
送受信したﾒｰﾙﾃﾞﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､平成27年1月12日時点
で存在し､電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春日井市情報公
開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営む個人と､春日井市立の学
校・保育園と､春日井市の課室等を対象として､高蔵寺浄化ｾﾝﾀｰﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､
平成26年12月12日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､平成27年1月
12日時点で存在し､電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

1月27日
不開示
(不存在)

不存在

1458 1月13日 請求
上下水道部

勝西浄化ｾﾝﾀｰ

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校・保育園と､春日井市の課室等を対
象として､勝西浄化ｾﾝﾀｰﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､平成26年12月12日以降送
受信したﾒｰﾙﾃﾞﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年1月12日時点で存在
し､電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる写
しの交付を希望します｡)

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春日井市情報公
開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営む個人と､春日井市立の学
校・保育園と､春日井市の課室等を対象として､勝西浄化ｾﾝﾀｰﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､平
成26年12月12日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年1月12日時
点で存在し､電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの

1月23日
不開示
(不存在)

不存在

1月26日
上下水道部
企画経営課

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校・保育園と､春日井市の課室等を対
象として､企画経営課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､平成26年12月12日以降送受
信したﾒｰﾙﾃﾞﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､平成27年1月12日時点で存
在し､電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

1454 1月13日 請求
上下水道部
企画経営課

請求1455 1月13日

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校・保育園と､春日井市の課室等を対
象として､企画経営課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､平成26年12月12日以降送受
信したﾒｰﾙﾃﾞﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年1月12日時点で存在し､
電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる写し
の交付を希望します｡)

1月26日
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整理
番号

受付日 区分 担当課等
公文書の名称その他公文書を特定するに足りる事項
(請求の内容） 公文書の名称

開示決定
等の通知
をした日

開示決定等の内容 開示しないこととした部分
開示しないこととした根拠

規定

1459 1月13日 請求
上下水道部

勝西浄化ｾﾝﾀｰ

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校・保育園と､春日井市の課室等を対
象として､勝西浄化ｾﾝﾀｰﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､平成26年12月12日以降送
受信したﾒｰﾙﾃﾞﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､平成27年1月12日時点で
存在し､電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春日井市情報公
開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営む個人と､春日井市立の学
校・保育園と､春日井市の課室等を対象として､勝西浄化ｾﾝﾀｰﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､平
成26年12月12日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､平成27年1月12
日時点で存在し､電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

1月23日
不開示
(不存在)

不存在

1460 1月13日 請求
上下水道部

南部浄化ｾﾝﾀｰ

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校・保育園と､春日井市の課室等を対
象として､南部浄化ｾﾝﾀｰﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､平成26年12月12日以降送
受信したﾒｰﾙﾃﾞﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年1月12日時点で存在
し､電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる写
しの交付を希望します｡)

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春日井市情報公
開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営む個人と､春日井市立の学
校・保育園と､春日井市の課室等を対象として､南部浄化ｾﾝﾀｰﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､平
成26年12月12日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年1月12日時
点で存在し､電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの

1月23日
不開示
(不存在)

不存在

1461 1月13日 請求
上下水道部

南部浄化ｾﾝﾀｰ

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校・保育園と､春日井市の課室等を対
象として､南部浄化ｾﾝﾀｰﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､平成26年12月12日以降送
受信したﾒｰﾙﾃﾞﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､平成27年1月12日時点で
存在し､電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春日井市情報公
開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営む個人と､春日井市立の学
校・保育園と､春日井市の課室等を対象として､南部浄化ｾﾝﾀｰﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､平
成26年12月12日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､平成27年1月12
日時点で存在し､電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

1月23日
不開示
(不存在)

不存在

1462 1月13日 請求
上下水道部

業務課

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校・保育園と､春日井市の課室等を対
象として､業務課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､平成26年12月12日以降送受信した
ﾒｰﾙﾃﾞﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年1月12日時点で存在し､電子
ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる写しの交
付を希望します｡)

南海ﾄﾗﾌ地震防災対策計画を作成すべき者及び地震防災強化計画等作成指
導要綱等の改正について(送付)他2件

1月27日 全開示

南海ﾄﾗﾌ地震防災対策計画を作成すべき者及び地震防災強化計画等作成指
導要綱等の改正について(送付)他1件

全開示

春日井市特定施設に係る実施制限期間短縮申請の送付 一部開示 氏名､ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ 条例第7条第2号

1464 1月13日 請求
上下水道部
水道工務課

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校・保育園と､春日井市の課室等を対
象として､水道工務課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､平成26年12月12日以降送受
信したﾒｰﾙﾃﾞﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年1月12日時点で存在し､
電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる写し
の交付を希望します｡)

配水池廻規制図他3件 1月27日 全開示

東神明配水築造工事道路作業願について(加藤大貴）他3件 全開示

RE:加藤様他3件 一部開示 個人の氏名・ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ･電話番号 条例第7条第2号

1466 1月13日 請求
上下水道部

配水管理事務所

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校・保育園と､春日井市の課室等を対
象として､配水管理事務所ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､平成26年12月12日以降
送受信したﾒｰﾙﾃﾞﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年1月12日時点で存
在し､電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる
写しの交付を希望します｡)

【春日井市上下水道部配水管理事務所伊藤様】平成26年度第2回愛知県水道
水質検査精度管理委員会の開催について(通知）

1月27日 全開示

1467 1月13日 請求
上下水道部

配水管理事務所

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校・保育園と､春日井市の課室等を対
象として､配水管理事務所ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､平成26年12月12日以降
送受信したﾒｰﾙﾃﾞﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､平成27年1月12日時点
で存在し､電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

【春日井市上下水道部配水管理事務所伊藤様】平成26年度第2回愛知県水道
水質検査精度管理委員会の開催について(通知）他2件

1月27日 全開示

1468 1月13日 請求
上下水道部
下水建設課

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校・保育園と､春日井市の課室等を対
象として､下水建設課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､平成26年12月12日以降送受
信したﾒｰﾙﾃﾞﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年1月12日時点で存在し､
電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる写し
の交付を希望します｡)

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春日井市情報公
開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営む個人と､春日井市立の学
校・保育園と､春日井市の課室等を対象として､下水建設課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､平成
26年12月12日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年1月12日時点
で存在し､電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの

1月22日
不開示
(不存在)

不存在

1465 1月13日 請求

請求 1月27日1463 1月13日

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校・保育園と､春日井市の課室等を対
象として､業務課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､平成26年12月12日以降送受信した
ﾒｰﾙﾃﾞﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､平成27年1月12日時点で存在し､電
子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

上下水道部
水道工務課

上下水道部
業務課

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校・保育園と､春日井市の課室等を対
象として､水道工務課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､平成26年12月12日以降送受
信したﾒｰﾙﾃﾞﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､平成27年1月12日時点で存
在し､電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

1月27日
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整理
番号

受付日 区分 担当課等
公文書の名称その他公文書を特定するに足りる事項
(請求の内容） 公文書の名称

開示決定
等の通知
をした日

開示決定等の内容 開示しないこととした部分
開示しないこととした根拠

規定

1469 1月13日 請求
上下水道部
下水建設課

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校・保育園と､春日井市の課室等を対
象として､下水建設課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､平成26年12月12日以降送受
信したﾒｰﾙﾃﾞﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､平成27年1月12日時点で存
在し､電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春日井市情報公
開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営む個人と､春日井市立の学
校・保育園と､春日井市の課室等を対象として､下水建設課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､平成
26年12月12日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､平成27年1月12日
時点で存在し､電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

1月22日
不開示
(不存在)

不存在

1470 1月13日 請求
消防本部

消防総務課

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校・保育園と､春日井市の課室等を対
象として､消防総務課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､平成26年12月12日以降送受
信したﾒｰﾙﾃﾞﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年1月12日時点で存在し､
電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる写し
の交付を希望します｡)

「平成26年版消防白書」について他2件 1月26日 全開示

1471 1月13日 請求
消防本部

消防総務課

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校・保育園と､春日井市の課室等を対
象として､消防総務課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､平成26年12月12日以降送受
信したﾒｰﾙﾃﾞﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､平成27年1月12日時点で存
在し､電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

「平成26年版消防白書」について他4件 1月26日 全開示

1472 1月13日 請求
消防本部
予防課

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校・保育園と､春日井市の課室等を対
象として､予防課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､平成26年12月12日以降送受信した
ﾒｰﾙﾃﾞﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年1月12日時点で存在し､電子
ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる写しの交
付を希望します｡)

BFC御担当者様平成27年度少年消防ｸﾗﾌﾞ県消防学校一日入校について他2件 1月26日 全開示

1473 1月13日 請求
消防本部
予防課

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校・保育園と､春日井市の課室等を対
象として､予防課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､平成26年12月12日以降送受信した
ﾒｰﾙﾃﾞﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､平成27年1月12日時点で存在し､電
子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

BFC御担当者様平成27年度少年消防ｸﾗﾌﾞ県消防学校一日入校について他2件 1月26日 全開示

1474 1月13日 請求
消防本部

通信指令室

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校・保育園と､春日井市の課室等を対
象として､通信指令室ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､平成26年12月12日以降送受
信したﾒｰﾙﾃﾞﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年1月12日時点で存在し､
電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる写し
の交付を希望します｡)

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春日井市情報公
開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営む個人と､春日井市立の学
校・保育園と､春日井市の課室等を対象として､通信指令室ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､平成
26年12月12日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年1月12日時点
で存在し､電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの

1月26日
不開示
(不存在)

不存在

1475 1月13日 請求
消防本部

通信指令室

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校・保育園と､春日井市の課室等を対
象として､通信指令室ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､平成26年12月12日以降送受
信したﾒｰﾙﾃﾞﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､平成27年1月12日時点で存
在し､電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春日井市情報公
開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営む個人と､春日井市立の学
校・保育園と､春日井市の課室等を対象として､通信指令室ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､平成
26年12月12日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､平成27年1月12日
時点で存在し､電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

1月26日
不開示
(不存在)

不存在

1476 1月13日 請求
消防本部
消防署

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校・保育園と､春日井市の課室等を対
象として､消防署ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､平成26年12月12日以降送受信した
ﾒｰﾙﾃﾞﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年1月12日時点で存在し､電子
ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる写しの交
付を希望します｡)

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春日井市情報公
開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営む個人と､春日井市立の学
校・保育園と､春日井市の課室等を対象として､消防署ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､平成26年
12月12日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年1月12日時点で存
在し､電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの

1月26日
不開示
(不存在)

不存在

1477 1月13日 請求
消防本部
消防署

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校・保育園と､春日井市の課室等を対
象として､消防署ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､平成26年12月12日以降送受信した
ﾒｰﾙﾃﾞﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､平成27年1月12日時点で存在し､電
子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春日井市情報公
開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営む個人と､春日井市立の学
校・保育園と､春日井市の課室等を対象として､消防署ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､平成26年
12月12日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､平成27年1月12日時点
で存在し､電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

1月26日
不開示
(不存在)

不存在

1478 1月13日 請求
消防本部
東出張所

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校・保育園と､春日井市の課室等を対
象として､東出張所ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､平成26年12月12日以降送受信し
たﾒｰﾙﾃﾞﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年1月12日時点で存在し､電子
ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる写しの交
付を希望します｡)

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春日井市情報公
開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営む個人と､春日井市立の学
校・保育園と､春日井市の課室等を対象として､東出張所ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､平成26
年12月12日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年1月12日時点で
存在し､電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの

1月26日
不開示
(不存在)

不存在

1479 1月13日 請求
消防本部
東出張所

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校・保育園と､春日井市の課室等を対
象として､東出張所ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､平成26年12月12日以降送受信し
たﾒｰﾙﾃﾞﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､平成27年1月12日時点で存在し､
電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春日井市情報公
開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営む個人と､春日井市立の学
校・保育園と､春日井市の課室等を対象として､東出張所ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､平成26
年12月12日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､平成27年1月12日時
点で存在し､電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

1月26日
不開示
(不存在)

不存在
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整理
番号

受付日 区分 担当課等
公文書の名称その他公文書を特定するに足りる事項
(請求の内容） 公文書の名称

開示決定
等の通知
をした日

開示決定等の内容 開示しないこととした部分
開示しないこととした根拠

規定

1480 1月13日 請求
消防本部
西出張所

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校・保育園と､春日井市の課室等を対
象として､西出張所ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､平成26年12月12日以降送受信し
たﾒｰﾙﾃﾞﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年1月12日時点で存在し､電子
ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる写しの交
付を希望します｡)

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春日井市情報公
開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営む個人と､春日井市立の学
校・保育園と､春日井市の課室等を対象として､西出張所ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､平成26
年12月12日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年1月12日時点で
存在し､電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの

1月26日
不開示
(不存在)

不存在

1481 1月13日 請求
消防本部
西出張所

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校・保育園と､春日井市の課室等を対
象として､西出張所ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､平成26年12月12日以降送受信し
たﾒｰﾙﾃﾞﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､平成27年1月12日時点で存在し､
電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春日井市情報公
開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営む個人と､春日井市立の学
校・保育園と､春日井市の課室等を対象として､西出張所ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､平成26
年12月12日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､平成27年1月12日時
点で存在し､電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

1月26日
不開示
(不存在)

不存在

1482 1月13日 請求
消防本部
南出張所

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校・保育園と､春日井市の課室等を対
象として､南出張所ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､平成26年12月12日以降送受信し
たﾒｰﾙﾃﾞﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年1月12日時点で存在し､電子
ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる写しの交
付を希望します｡)

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春日井市情報公
開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営む個人と､春日井市立の学
校・保育園と､春日井市の課室等を対象として､南出張所ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､平成26
年12月12日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年1月12日時点で
存在し､電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの

1月26日
不開示
(不存在)

不存在

1483 1月13日 請求
消防本部
南出張所

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校・保育園と､春日井市の課室等を対
象として､南出張所ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､平成26年12月12日以降送受信し
たﾒｰﾙﾃﾞﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､平成27年1月12日時点で存在し､
電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春日井市情報公
開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営む個人と､春日井市立の学
校・保育園と､春日井市の課室等を対象として､南出張所ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､平成26
年12月12日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､平成27年1月12日時
点で存在し､電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

1月26日
不開示
(不存在)

不存在

1484 1月13日 請求
消防本部
北出張所

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校・保育園と､春日井市の課室等を対
象として､北出張所ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､平成26年12月12日以降送受信し
たﾒｰﾙﾃﾞﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年1月12日時点で存在し､電子
ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる写しの交
付を希望します｡)

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春日井市情報公
開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営む個人と､春日井市立の学
校・保育園と､春日井市の課室等を対象として､北出張所ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､平成26
年12月12日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年1月12日時点で
存在し､電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる写しの交付
を希望します｡)

1月26日
不開示
(不存在)

不存在

1485 1月13日 請求
消防本部
北出張所

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校・保育園と､春日井市の課室等を対
象として､北出張所ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､平成26年12月12日以降送受信し
たﾒｰﾙﾃﾞﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､平成27年1月12日時点で存在し､
電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春日井市情報公
開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営む個人と､春日井市立の学
校・保育園と､春日井市の課室等を対象として､北出張所ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､平成26
年12月12日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､平成27年1月12日時
点で存在し､電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

1月26日
不開示
(不存在)

不存在

1486 1月13日 請求
消防本部

高蔵寺出張所

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校・保育園と､春日井市の課室等を対
象として､高蔵寺出張所ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､平成26年12月12日以降送
受信したﾒｰﾙﾃﾞﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年1月12日時点で存在
し､電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる写
しの交付を希望します｡)

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春日井市情報公
開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営む個人と､春日井市立の学
校・保育園と､春日井市の課室等を対象として､高蔵寺出張所ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､平
成26年12月12日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年1月12日時
点で存在し､電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの

1月26日
不開示
(不存在)

不存在

1487 1月13日 請求
消防本部

高蔵寺出張所

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校・保育園と､春日井市の課室等を対
象として､高蔵寺出張所ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､平成26年12月12日以降送
受信したﾒｰﾙﾃﾞﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､平成27年1月12日時点で
存在し､電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春日井市情報公
開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営む個人と､春日井市立の学
校・保育園と､春日井市の課室等を対象として､高蔵寺出張所ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､平
成26年12月12日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､平成27年1月12
日時点で存在し､電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

1月26日
不開示
(不存在)

不存在

1488 1月13日 請求
教育委員会
教育総務課

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校・保育園と､春日井市の課室等を対
象として､教育総務課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､平成26年12月12日以降送受
信したﾒｰﾙﾃﾞﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年1月12日時点で存在し､
電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる写し
の交付を希望します｡)

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春日井市情報公
開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営む個人と､春日井市立の学
校・保育園と､春日井市の課室等を対象として､教育総務課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､平成
26年12月12日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年1月12日時点
で存在し､電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの

1月16日
不開示
(不存在)

不存在

1489 1月13日 請求
教育委員会
教育総務課

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校・保育園と､春日井市の課室等を対
象として､教育総務課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､平成26年12月12日以降送受
信したﾒｰﾙﾃﾞﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､平成27年1月12日時点で存
在し､電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春日井市情報公
開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営む個人と､春日井市立の学
校・保育園と､春日井市の課室等を対象として､教育総務課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､平成
26年12月12日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､平成27年1月12日
時点で存在し､電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

1月16日
不開示
(不存在)

不存在

1490 1月13日 請求
教育委員会
学校教育課

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校・保育園と､春日井市の課室等を対
象として､学校教育課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､平成26年12月12日以降送受
信したﾒｰﾙﾃﾞﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年1月12日時点で存在し､
電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる写し
の交付を希望します｡)

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春日井市情報公
開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営む個人と､春日井市立の学
校・保育園と､春日井市の課室等を対象として､学校教育課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､平成
26年12月12日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年1月12日時点
で存在し､電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる写しの交
付を希望します｡)

1月27日
不開示
(不存在)

不存在
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整理
番号

受付日 区分 担当課等
公文書の名称その他公文書を特定するに足りる事項
(請求の内容） 公文書の名称

開示決定
等の通知
をした日

開示決定等の内容 開示しないこととした部分
開示しないこととした根拠

規定

1491 1月13日 請求
教育委員会
学校教育課

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校・保育園と､春日井市の課室等を対
象として､学校教育課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､平成26年12月12日以降送受
信したﾒｰﾙﾃﾞﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､平成27年1月12日時点で存
在し､電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春日井市情報公
開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営む個人と､春日井市立の学
校・保育園と､春日井市の課室等を対象として､学校教育課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､平成
26年12月12日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､平成27年1月12日
時点で存在し､電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

1月27日
不開示
(不存在)

不存在

1492 1月13日 請求
教育委員会
文化財課

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校・保育園と､春日井市の課室等を対
象として､文化財課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､平成26年12月12日以降送受信し
たﾒｰﾙﾃﾞﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年1月12日時点で存在し､電子
ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる写しの交
付を希望します｡)

【依頼】平成27年選定保存技術公開事業「日本の技体験ﾌｪｱふれてみよう!文化
財を守り続けてきた匠の技」の開催について他8件

1月23日 全開示

1493 1月13日 請求
教育委員会
文化財課

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校・保育園と､春日井市の課室等を対
象として､文化財課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､平成26年12月12日以降送受信し
たﾒｰﾙﾃﾞﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､平成27年1月12日時点で存在し､
電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

【依頼】平成27年選定保存技術公開事業「日本の技体験ﾌｪｱふれてみよう!文化
財を守り続けてきた匠の技」の開催について他8件

1月23日 全開示

1494 1月13日 請求
教育委員会
学校給食課

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校・保育園と､春日井市の課室等を対
象として､学校給食課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､平成26年12月12日以降送受
信したﾒｰﾙﾃﾞﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年1月12日時点で存在し､
電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる写し
の交付を希望します｡)

ｾﾝﾀｰ連協からのご連絡他12件 1月23日 全開示

愛知県感染症情報2014年49週報他16件 全開示

ｾﾝﾀｰ連協からのご連絡 一部開示 氏名､ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ 条例第7条第2号

1496 1月13日 請求
教育委員会

野外教育ｾﾝﾀｰ

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校・保育園と､春日井市の課室等を対
象として､野外教育ｾﾝﾀｰﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､平成26年12月12日以降送
受信したﾒｰﾙﾃﾞﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年1月12日時点で存在
し､電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる写
しの交付を希望します｡)

再:年末年始宿直資料の提出について(再提出） 1月22日 一部開示 電話番号 条例第7条第2号

1497 1月13日 請求
教育委員会

野外教育ｾﾝﾀｰ

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校・保育園と､春日井市の課室等を対
象として､野外教育ｾﾝﾀｰﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､平成26年12月12日以降送
受信したﾒｰﾙﾃﾞﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､平成27年1月12日時点で
存在し､電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

再:年末年始宿直資料の提出について(再提出） 1月22日 全開示

1498 1月13日 請求
議会事務局

議事課

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校・保育園と､春日井市の課室等を対
象として､議事課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､平成26年12月12日以降送受信した
ﾒｰﾙﾃﾞﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年1月12日時点で存在し､電子
ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる写しの交
付を希望します｡)

「KAえるﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ」出席者報告 1月21日 全開示

1499 1月13日 請求
議会事務局

議事課

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校・保育園と､春日井市の課室等を対
象として､議事課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､平成26年12月12日以降送受信した
ﾒｰﾙﾃﾞﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､平成27年1月12日時点で存在し､電
子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

「KAえるﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ」出席者について 1月21日 全開示

1500 1月13日 請求
監査事務局

監査課

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校・保育園と､春日井市の課室等を対
象として､監査課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､平成26年12月12日以降送受信した
ﾒｰﾙﾃﾞﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年1月12日時点で存在し､電子
ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる写しの交
付を希望します｡)

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春日井市情報公
開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営む個人と､春日井市立の学
校・保育園と､春日井市の課室等を対象として､監査課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､平成26年
12月12日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年1月12日時点で存
在し､電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる写しの交付を
希望します｡)

1月20日
不開示
(不存在)

不存在

1501 1月13日 請求
監査事務局

監査課

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校・保育園と､春日井市の課室等を対
象として､監査課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､平成26年12月12日以降送受信した
ﾒｰﾙﾃﾞﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､平成27年1月12日時点で存在し､電
子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春日井市情報公
開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営む個人と､春日井市立の学
校・保育園と､春日井市の課室等を対象として､監査課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､平成26年
12月12日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､平成27年1月12日時点
で存在し､電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

1月20日
不開示
(不存在)

不存在

1495 1月13日

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校・保育園と､春日井市の課室等を対
象として､学校給食課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､平成26年12月12日以降送受
信したﾒｰﾙﾃﾞﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､平成27年1月12日時点で存
在し､電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

1月23日
教育委員会
学校給食課

請求
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整理
番号

受付日 区分 担当課等
公文書の名称その他公文書を特定するに足りる事項
(請求の内容） 公文書の名称

開示決定
等の通知
をした日

開示決定等の内容 開示しないこととした部分
開示しないこととした根拠

規定

1502 1月13日 請求
会計管理者

会計課

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校・保育園と､春日井市の課室等を対
象として､会計課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､平成26年12月12日以降送受信した
ﾒｰﾙﾃﾞﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年1月12日時点で存在し､電子
ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる写しの交
付を希望します｡)

証紙出納計算書(春日井市12月分）他1件 1月26日 全開示

1503 1月13日 請求
会計管理者

会計課

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校・保育園と､春日井市の課室等を対
象として､会計課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､平成26年12月12日以降送受信した
ﾒｰﾙﾃﾞﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､平成27年1月12日時点で存在し､電
子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

証紙出納計算書(春日井市12月分）他1件 1月26日 全開示

1504 1月21日 申出
総務部
総務課

総務課に対する開示請求H25年度､H26年度
支出金調書(支払に関する書類)及び関係文書　復命書旅行命令
簿
男女共同参画課､保育課､子ども政策課から入手した文書、発出
した文書、領収書(全庁発信したものも含む）

総務課に対する開示請求H25年度､H26年度
支出金調書(支払に関する書類)及び関係文書　復命書旅行命令簿
男女共同参画課､保育課､子ども政策課から入手した文書、発出した文書、領収
書(全庁発信したものも含む）

3月24日
不開示

（申出拒否）
申出拒否

1505 1月21日 申出
青少年子ども部

保育課
保育課に対する開示請求H25年度H26年度
支出金調書及び関係する文書旅行命令簿復命書

保育課に対する開示請求H25年度H26年度
支出金調書及び関係する文書旅行命令簿復命書

3月24日
不開示

（申出拒否）
申出拒否

1506 1月21日 申出
市民生活部

男女共同参画課

男女共同参画課に対する開示請求H25年度H26年度
支出金調書及び関係する文書旅行命令簿復命書
母子生活支援施設へ発出した文書　母子生活支援施設から入手
した文書

男女共同参画課に対する開示請求H25年度H26年度
支出金調書及び関係する文書旅行命令簿復命書
母子生活支援施設へ発出した文書　母子生活支援施設から入手した文書

3月24日
不開示

（申出拒否）
申出拒否

1507 1月21日 申出
青少年子ども部
子ども政策課

子ども政策課に対する開示請求H25年度H26年度
支出金調書及び関係する文書旅行命令書復命書
母子生活支援施設へ発出した文書

子ども政策課に対する開示請求H25年度H26年度
支出金調書及び関係する文書旅行命令書復命書
母子生活支援施設へ発出した文書

3月24日
不開示

（申出拒否）
申出拒否

1508 1月23日 請求
健康福祉部
介護保険課

平成26年１月1日から本請求書受理日までに介護ｻｰﾋﾞｽ事業者
から提出を受けた事故報告等のうち､以下のいずれかに該当する
文書のすべて｡▼利用者の死亡▼誤嚥▼利用者の行方不明▼職
員の法令･規則違反､不祥事事件▼利用者や家族に見舞金や賠
償金を支払った場合。

介護保険事業所事故等報告書(平成26年1月１日から平成27年1月23日までに
提出されたもの

2月6日 一部開示
個人の氏名､住所､生年月日､被保険者番号､印影､家族への報告･
説明の一部､法人の名称､事業所名､事業所番号､事業所所在地､電
話番号､事業所の協力医､事故等の内容の一部

条例第7条第2号､3号

1509 2月2日 請求
市民病院
医事課

当直日誌(市民病院）平成25年6月17日午前8時30分～午後5時15
分
平成25年6月17日午後5時15分～平成25年6月18日午前8時30分

当直日誌(市民病院)平成25年6月17日午後5時15分～平成25年6月18日午前8
時30分

2月16日 一部開示 職員番号､事務当直 条例第7条第2号

1510 2月4日 申出
まちづくり推進部

都市政策課

原則:平成26年7月1日から26年12月31日までに付定のあった春
日井市住居表示に関する条例第3条･同規則に基づく住居表示実
施地区の新居届､付番通知書等､しんせつ物件の受付日(不定
日)・町名･住居番号・地番の明記されている資料(氏名部分は必
要ありません｡)

建物等異動届出書(平成26年7月1日～平成26年12月31日) 2月17日 一部開示 届出人の住所､氏名､電話番号 条例第7条第2号

1511 2月4日 請求
市民病院
管理課

春日井市民病院管理課の作成した平成25年6月17日の救急患者
管理日誌

救急患者管理日誌(平成25年6月17日分) 2月16日 一部開示 患者氏名､病棟名 条例第7条第2号

査察結果報告書及び査察結果通知書 一部開示 氏名､職名 条例第7条第2号

査察結果通知書(●●●●●●●●●､平成19年）
不開示
(不存在)

不存在

1512 2月10日 請求
消防本部
予防課

●●●●●平成14年.19年の立入検査の通知書
●●●平成15年の立入検査の通知書

2月16日
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整理
番号

受付日 区分 担当課等
公文書の名称その他公文書を特定するに足りる事項
(請求の内容） 公文書の名称

開示決定
等の通知
をした日

開示決定等の内容 開示しないこととした部分
開示しないこととした根拠

規定

1513 2月12日 請求
企画政策部

秘書課

国、独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対
象として､秘書課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年月1月13日以降送受信したﾒｰ
ﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年2月11日時点で存在し、電子ﾃﾞｰ
ﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる写しの交付を
希望します。)

愛知県市長会役員会の開催について(通知)他1件 2月24日 全開示

150210_公共FM申込用紙 全開示

第5部(情報発信力向上)研修の申込みについて 一部開示 個人の職員番号 条例第7条第2号

1515 2月12日 請求
企画政策部
広報広聴課

国、独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対
象として､広報広聴課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年月1月13日以降送受信し
たﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年2月11日時点で存在し、電
子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる写しの
交付を希望します。)

【広報広聴課担当者様】定例知事記者会見における市町村PRﾎﾟｽﾀｰ･衣服の募
集について(照会)他2件

2月24日 全開示

1516 2月12日 請求
総務部
総務課

国、独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対
象として､総務課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年月1月13日以降送受信したﾒｰ
ﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年2月11日時点で存在し、電子ﾃﾞｰ
ﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる写しの交付を
希望します。)

青森県知事選挙の執行について(通知)他2件 2月20日 全開示

1517 2月12日 請求
総務部
人事課

国、独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対
象として､人事課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年月1月13日以降送受信したﾒｰ
ﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年2月11日時点で存在し、電子ﾃﾞｰ
ﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる写しの交付を
希望します。)

｢地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部改正に伴う各市長村教育
委員会の取り組み状況」調査の結果等について(送付)他23件

2月23日 全開示

【参考】周辺情報に関する報道等(1月6日～1月13日)他32件 全開示

避難勧告等の具体的な発令基準の提出について(依頼）他8件 一部開示 無線番号､氏名 条例第7条第2号､7号

1519 2月12日 請求
総務部

交通対策課

国、独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対
象として､交通対策課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年月1月13日以降送受信し
たﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年2月11日時点で存在し、電
子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる写しの
交付を希望します。)

交通事故日報(2月8日)の送付について他3件 2月23日 全開示

1520 2月12日 請求
総務部

情報ｼｽﾃﾑ課

国、独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対
象として､情報ｼｽﾃﾑ課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年月1月13日以降送受信し
たﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年2月11日時点で存在し、電
子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる写しの
交付を希望します。)

庁舎停電に伴うﾈｯﾄﾜｰｸの運用停止について 2月20日 全開示

1521 2月12日 請求
財政部
財政課

国、独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対
象として､財政課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年月1月13日以降送受信したﾒｰ
ﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年2月11日時点で存在し、電子ﾃﾞｰ
ﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる写しの交付を
希望します。)

国、独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春日井市情報
公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営む個人と､春日井市立の
学校･保育園と､春日井市の課室等を対象として､財政課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年月1
月13日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年2月11日時点で存
在し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる写しの交付を
希望します。)

2月26日
不開示
(不存在)

不存在

1522 2月12日 請求
財政部

管財契約課

国、独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対
象として､管財契約課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年月1月13日以降送受信し
たﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年2月11日時点で存在し、電
子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる写しの
交付を希望します。)

国、独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春日井市情報
公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営む個人と､春日井市立の
学校･保育園と､春日井市の課室等を対象として､管財契約課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年
月1月13日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年2月11日時点で
存在し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの

2月20日
不開示
(不存在)

不存在

1514

2月12日 請求

国、独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対
象として､市民安全課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年月1月13日以降送受信し
たﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年2月11日時点で存在し、電
子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる写しの
交付を希望します。)

3月30日1518

企画政策部
企画政策課

国、独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対
象として､企画政策部ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年月1月13日以降送受信し
たﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年2月11日時点で存在し、電
子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる写しの
交付を希望します。)

2月26日

総務部
市民安全課

請求2月12日
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整理
番号

受付日 区分 担当課等
公文書の名称その他公文書を特定するに足りる事項
(請求の内容） 公文書の名称

開示決定
等の通知
をした日

開示決定等の内容 開示しないこととした部分
開示しないこととした根拠

規定

【差し替え版】個人住民税における様式等の改正ついて(←愛知県市町村課)他
28件

全開示

平成27年1月26日(月）,(火)に配信した公的年金等支払報告書のﾃﾞｰﾀ内容不備
による再配信について(通知)他5件

一部開示
桁数,設定内容,氏名,ﾊﾟｽﾜｰﾄﾞ,ID,ｼﾞｮﾌﾞ名,職員番号,単価及び通勤回
数

条例第7条第2号､3号､4号､7号

1524 2月12日 請求
財政部

資産税課

国、独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対
象として､資産税課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年月1月13日以降送受信した
ﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年2月11日時点で存在し、電子
ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる写しの交
付を希望します。)

受信:【参考送付】地方税法第389条第1項第1号及び第2号の償却資産を指定す
る件の一部改正に係る官報の写しについて他2件

2月26日 全開示

1525 2月12日 請求
財政部
収納課

国、独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対
象として､収納課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年月1月13日以降送受信したﾒｰ
ﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年2月11日時点で存在し、電子ﾃﾞｰ
ﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる写しの交付を
希望します。)

国、独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春日井市情報
公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営む個人と､春日井市立の
学校･保育園と､春日井市の課室等を対象として､収納課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年月1
月13日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年2月11日時点で存
在し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる写しの交付を
希望します。)

2月26日
不開示
(不存在)

不存在

1526 2月12日 請求
市民生活部

市民活動推進課

国、独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対
象として市民活動推進課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年月1月13日以降送受
信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年2月11日時点で存在
し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる写
しの交付を希望します。)

平成26年度第2回あいち人権講座の開催について他1件 2月24日 全開示

1527 2月12日 請求
市民生活部

男女共同参画課

国、独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対
象として､男女共同参画課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年月1月13日以降送受
信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年2月11日時点で存在
し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる写
しの交付を希望します。)

平成27年度女性のﾁｬﾚﾝｼﾞ賞表彰候補者の推薦について他1件 2月24日 全開示

郵便料金の支出更正について(依頼)他1件 全開示

勤務ｶﾚﾝﾀﾞｰを送信します。 一部開示 職員番号 条例第7条第2号

1529 2月12日 請求
文化ｽﾎﾟｰﾂ部

文化課

国、独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対
象として､文化課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年月1月13日以降送受信したﾒｰ
ﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年2月11日時点で存在し、電子ﾃﾞｰ
ﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる写しの交付を
希望します。)

国、独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春日井市情報
公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営む個人と､春日井市立の
学校･保育園と､春日井市の課室等を対象として､文化課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年月1
月13日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年2月11日時点で存
在し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの

2月18日
不開示
(不存在)

不存在

1530 2月12日 請求
文化ｽﾎﾟｰﾂ部

ｽﾎﾟｰﾂ課

国、独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対
象として､ｽﾎﾟｰﾂ課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年月1月13日以降送受信した
ﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年2月11日時点で存在し、電子
ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる写しの交
付を希望します。)

国、独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春日井市情報
公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営む個人と､春日井市立の
学校･保育園と､春日井市の課室等を対象として､ｽﾎﾟｰﾂ課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年月
1月13日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年2月11日時点で存
在し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの

2月24日
不開示
(不存在)

不存在

1531 2月12日 請求
文化ｽﾎﾟｰﾂ部
生涯学習課

国、独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対
象として､生涯学習課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年月1月13日以降送受信し
たﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年2月11日時点で存在し、電
子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる写しの
交付を希望します。)

【県内市町村生涯学習･社会教育主管課ご担当者様】全国都道府県教育長協
議会第2部会調査について(通知)

2月26日 全開示

1532 2月12日 請求
文化ｽﾎﾟｰﾂ部

図書館

国、独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対
象として､図書館ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年月1月13日以降送受信したﾒｰ
ﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年2月11日時点で存在し、電子ﾃﾞｰ
ﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる写しの交付を
希望します。)

『ﾃｨｰﾝのためのＡｉｃｈｉ Librarians´ChoiceA・L･Cあるく｣2号の発行について（お
願い)他7件

2月26日 全開示

2月12日

市民生活部
市民課

国、独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対
象として､市民課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年月1月13日以降送受信したﾒｰ
ﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年2月11日時点で存在し、電子ﾃﾞｰ
ﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる写しの交付を
希望します。)

2月23日

3月23日

請求

財政部
市民税課

国、独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対
象として､市民税課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年月1月13日以降送受信した
ﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年2月11日時点で存在し、電子
ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる写しの交
付を希望します。)

1528

請求1523

2月12日
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整理
番号

受付日 区分 担当課等
公文書の名称その他公文書を特定するに足りる事項
(請求の内容） 公文書の名称

開示決定
等の通知
をした日

開示決定等の内容 開示しないこととした部分
開示しないこととした根拠

規定

1533 2月12日 請求
健康福祉部
健康増進課

国、独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対
象として､健康増進課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年月1月13日以降送受信し
たﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年2月11日時点で存在し、電
子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる写しの
交付を希望します。)

【食育関係担当者様】食育の推進に係わるﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ数調査について 2月23日 全開示

1534 2月12日 請求
健康福祉部
高齢福祉課

国、独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対
象として､高齢福祉課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年月1月13日以降送受信し
たﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年2月11日時点で存在し、電
子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる写しの
交付を希望します。)

地域医療介護総合確保基金の活用について他3件 2月23日 全開示

1535 2月12日 請求
健康福祉部
介護保険課

国、独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対
象として､介護保険課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年月1月13日以降送受信し
たﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年2月11日時点で存在し、電
子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる写しの
交付を希望します。)

｢介護ｻｰﾋﾞｽ情報の公表｣制度の周知について(依頼)他10件 2月26日 全開示

1536 2月12日 請求
健康福祉部

障がい福祉課

国、独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対
象として､障がい福祉課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年月1月13日以降送受信
したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年2月11日時点で存在し、
電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる写し
の交付を希望します。)

H27年4月からの手当額改正について他6件 2月24日 全開示

1537 2月12日 請求
健康福祉部
生活援護課

国、独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対
象として､生活援護課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年月1月13日以降送受信し
たﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年2月11日時点で存在し、電
子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる写しの
交付を希望します。)

平成26年度市町村保護・福祉担当部課長会議の開催について(通知)他6件 2月24日 全開示

1538 2月12日 請求
健康福祉部

保険医療年金課

国、独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対
象として､保健医療年金課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年月1月13日以降送受
信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年2月11日時点で存在
し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる写
しの交付を希望します。)

本算定時の同封物について他22件 2月25日 全開示

1539 2月12日 請求
青少年子ども部
子ども政策課

国、独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対
象として､子ども政策課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年月1月13日以降送受信
したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年2月11日時点で存在し、
電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる写し
の交付を希望します。)

【送付】26年度次世代育成支援対策施設整備交付金の協議について他1件 2月23日 全開示

Re:のびのびすくすく3月号の修正案提出他26件 全開示

第9回主任保育士報告会他2件 一部開示 個人の氏名､園児整理番号､法人の口座情報 条例第7条第2号､3号､4号

1541 2月12日 請求
環境部

環境政策課

国、独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対
象として､環境政策課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年月1月13日以降送受信し
たﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年2月11日時点で存在し、電
子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる写しの
交付を希望します。)

平成27年度｢ｽﾄｯﾌﾟ温暖化教室｣の実施及び平成27年度｢あいちｴｺﾁｬﾚﾝｼﾞ21
ﾌﾞｰｽ出展｣について

2月24日 全開示

「大阪が世界最先端!御堂筋ﾄﾗｯｸ物流ｸﾞﾘｰﾝｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ」の開催について他25件 全開示

【東部丘陵生態系ﾈｯﾄﾜｰｸ協議会】開催通知他3件 一部開示 事業場担当者氏名､担当者名を含むﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ 条例第7条第2号

国、独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対
象として､保育課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年月1月13日以降送受信したﾒｰ
ﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年2月11日時点で存在し、電子ﾃﾞｰ
ﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる写しの交付を
希望します。)

2月26日

1542 請求

1540

2月12日

国、独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対
象として､環境保全課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年月1月13日以降送受信し
たﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年2月11日時点で存在し、電
子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる写しの
交付を希望します。)

3月16日
環境部

環境保全課

2月12日 請求
青少年子ども部

保育課
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整理
番号

受付日 区分 担当課等
公文書の名称その他公文書を特定するに足りる事項
(請求の内容） 公文書の名称

開示決定
等の通知
をした日

開示決定等の内容 開示しないこととした部分
開示しないこととした根拠

規定

1543 2月12日 請求
環境部

ごみ減量推進課

国、独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対
象として､ごみ減量推進課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年月1月13日以降送受
信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年2月11日時点で存在
し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる写
しの交付を希望します。)

収率表送付他3件 2月24日 全開示

1544 2月12日 請求
環境部

清掃事業所

国、独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対
象として､清掃事業所ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年月1月13日以降送受信し
たﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年2月11日時点で存在し、電
子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる写しの
交付を希望します。)

勤務割ﾃﾞｰﾀの送信について 2月25日 一部開示 職員番号 条例第7条第2号

1545 2月12日 請求
環境部

ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ

国、独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対
象として､ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年月1月13日以降送受信した
ﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年2月11日時点で存在し、電子
ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる写しの交
付を希望します。)

国、独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春日井市情報
公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営む個人と､春日井市立の
学校･保育園と､春日井市の課室等を対象として､ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年
月1月13日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年2月11日時点で
存在し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの

2月19日
不開示
(不存在)

不存在

1546 2月12日 請求
環境部

衛生ﾌﾟﾗﾝﾄ

国、独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対
象として､衛生ﾌﾟﾗﾝﾄﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年月1月13日以降送受信した
ﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年2月11日時点で存在し、電子
ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる写しの交
付を希望します。)

国、独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春日井市情報
公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営む個人と､春日井市立の
学校･保育園と､春日井市の課室等を対象として､衛生ﾌﾟﾗﾝﾄﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年
月1月13日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年2月11日時点で
存在し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの

2月20日
不開示
(不存在)

不存在

1547 2月12日 請求
産業部

経済振興課

国、独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対
象として､経済振興課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年月1月13日以降送受信し
たﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年2月11日時点で存在し、電
子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる写しの
交付を希望します。)

【照会】商店街の街路灯電灯料補助金に関する調査について(お願い）他5件 2月20日 全開示

1548 2月12日 請求
産業部

企業活動支援課

国、独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対
象として､企業活動支援課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年月1月13日以降送受
信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年2月11日時点で存在
し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる写
しの交付を希望します。)

あいち航空宇宙産業ｸﾗｽﾀｰﾆｭｰｽ【臨時号?9】他6件 2月24日 全開示

1549 2月12日 請求
産業部
農政課

国、独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対
象として､農政課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年月1月13日以降送受信したﾒｰ
ﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年2月11日時点で存在し、電子ﾃﾞｰ
ﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる写しの交付を
希望します。)

平成26年度東海ﾌﾞﾛｯｸ農業分野障がい者就労ｾﾐﾅｰ開催のご案内について他
34件

2月25日 全開示

【屋外広告物担当者様】平成26年度適正化旬間の実施効果について 全開示

【屋外広告物担当者様】平成26年度適正化旬間の実施効果について 一部開示 活動風景写真 条例第7条第2号

1551 2月12日 請求
まちづくり推進部

都市整備課

国、独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対
象として､都市整備課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年月1月13日以降送受信し
たﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年2月11日時点で存在し、電
子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる写しの
交付を希望します。)

｢まちづくり情報交換会｣開催ご案内他2件 2月24日 全開示

1552 2月12日 請求
まちづくり推進部

建築指導課

国、独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対
象として､建築指導課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年月1月13日以降送受信し
たﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年2月11日時点で存在し、電
子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる写しの
交付を希望します。)

『公共建設改修工事の積算ﾏﾆｭｱﾙ』(平成27年）改訂版のご案内他1件 2月24日 全開示

1553 2月12日 請求
建設部
道路課

国、独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対
象として､道路課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年月1月13日以降送受信したﾒｰ
ﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年2月11日時点で存在し、電子ﾃﾞｰ
ﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる写しの交付を
希望します。)

27年度の｢道路構造物管理実務者研修｣の開催について(案内）他1件 2月24日 全開示

国、独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対
象として､都市政策課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年月1月13日以降送受信し
たﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年2月11日時点で存在し、電
子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる写しの
交付を希望します。)

2月12日 請求
まちづくり推進部

都市政策課
1550 2月24日
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整理
番号

受付日 区分 担当課等
公文書の名称その他公文書を特定するに足りる事項
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規定

1554 2月12日 請求
建設部

公園緑地課

国、独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対
象として､公園緑地課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年月1月13日以降送受信し
たﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年2月11日時点で存在し、電
子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる写しの
交付を希望します。)

平成27年度「緑と水の森林ﾌｧﾝﾄﾞ事業」の実施について 2月24日 全開示

1555 2月12日 請求
建設部

河川排水課

国、独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対
象として､秘書課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年月1月13日以降送受信したﾒｰ
ﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年2月11日時点で存在し、電子ﾃﾞｰ
ﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる写しの交付を
希望します。)

【愛知県庄内川整備促進規制同盟会ご担当者様あて】中部直轄河川治水懇談
会ﾘｰﾌﾚｯﾄの送付について

2月23日 全開示

1556 2月12日 請求
建設部

住宅施設課

国、独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対
象として､住宅施設課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年月1月13日以降送受信し
たﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年2月11日時点で存在し、電
子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる写しの
交付を希望します。)

公共建築のFMと保全ﾈｯﾄﾜｰｸﾆｭｰｽ(公共ｴﾌｴﾑﾆｭｰｽ)第85号他2件 2月26日 全開示

1557 2月12日 請求
市民病院
管理課

国、独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対
象として､管理課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年月1月13日以降送受信したﾒｰ
ﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年2月11日時点で存在し、電子ﾃﾞｰ
ﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる写しの交付を
希望します。)

【情報提供】ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞの発生状況について(第1週/12月29日から1月4日まで）
他7件

2月26日 全開示

1558 2月12日 請求
市民病院
医事課

国、独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対
象として､医事課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年月1月13日以降送受信したﾒｰ
ﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年2月11日時点で存在し、電子ﾃﾞｰ
ﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる写しの交付を
希望します。)

働く世代のがん対策講演会の周知依頼について他2件 2月26日 全開示

1559 2月12日 請求
市民病院

栄養管理室

国、独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対
象として､栄養管理室ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年月1月13日以降送受信し
たﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年2月11日時点で存在し、電
子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる写しの
交付を希望します。)

国、独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春日井市情報
公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営む個人と､春日井市立の
学校･保育園と､春日井市の課室等を対象として､栄養管理室ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年
月1月13日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年2月11日時点で
存在し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる写しの交付
を希望します。)

2月26日
不開示
(不存在)

不存在

1560 2月12日 請求
市民病院

医療連携室

国、独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対
象として､医療連携室ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年月1月13日以降送受信し
たﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年2月11日時点で存在し、電
子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる写しの
交付を希望します。)

国、独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春日井市情報
公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営む個人と､春日井市立の
学校･保育園と､春日井市の課室等を対象として､医療連携室ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年
月1月13日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年2月11日時点で
存在し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの

2月24日
不開示
(不存在)

不存在

1561 2月12日 請求
市民病院

病院安全推進室

国、独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対
象として､病院安全推進室ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年月1月13日以降送受
信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年2月11日時点で存在
し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる写
しの交付を希望します。)

国、独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春日井市情報
公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営む個人と､春日井市立の
学校･保育園と､春日井市の課室等を対象として､病院安全推進室ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､
本年月1月13日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年2月11日時
点で存在し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの

2月18日
不開示
(不存在)

不存在

1562 2月12日 請求
上下水道部
企画経営課

国、独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対
象として､企画経営課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年月1月13日以降送受信し
たﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年2月11日時点で存在し、電
子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる写しの
交付を希望します。)

平成26年度第2回市町村下水道担当課長会議の開催について(連絡)他39件 2月24日 全開示

1563 2月12日 請求
上下水道部

高蔵寺浄化ｾﾝ
ﾀｰ

国、独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対
象として､秘書課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年月1月13日以降送受信したﾒｰ
ﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年2月11日時点で存在し、電子ﾃﾞｰ
ﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる写しの交付を
希望します。)

国、独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春日井市情報
公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営む個人と､春日井市立の
学校･保育園と､春日井市の課室等を対象として､秘書課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年月1
月13日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年2月11日時点で存
在し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる写しの交付を
希望します。)

2月24日
不開示
(不存在)

不存在

1564 2月12日 請求
上下水道部

勝西浄化ｾﾝﾀｰ

国、独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対
象として､勝西浄化ｾﾝﾀｰﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年月1月13日以降送受信
したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年2月11日時点で存在し、
電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる写し
の交付を希望します。)

国、独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春日井市情報
公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営む個人と､春日井市立の
学校･保育園と､春日井市の課室等を対象として､勝西浄化ｾﾝﾀｰﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､
本年月1月13日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年2月11日時
点で存在し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの

2月25日
不開示
(不存在)

不存在
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1565 2月12日 請求
上下水道部

南部浄化ｾﾝﾀｰ

国、独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対
象として､南部浄化ｾﾝﾀｰﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年月1月13日以降送受信
したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年2月11日時点で存在し、
電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる写し
の交付を希望します。)

国、独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春日井市情報
公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営む個人と､春日井市立の
学校･保育園と､春日井市の課室等を対象として､南部浄化ｾﾝﾀｰﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､
本年月1月13日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年2月11日時
点で存在し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの

2月26日
不開示
(不存在)

不存在

1566 2月12日 請求
上下水道部

業務課

国、独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対
象として､業務課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年月1月13日以降送受信したﾒｰ
ﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年2月11日時点で存在し、電子ﾃﾞｰ
ﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる写しの交付を
希望します。)

Re:平成27年度広報春日井年間計画の調査について 2月26日 全開示

1567 2月12日 請求
上下水道部
水道工務課

国、独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対
象として､水道工務課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年月1月13日以降送受信し
たﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年2月11日時点で存在し、電
子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる写しの
交付を希望します。)

国、独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春日井市情報
公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営む個人と､春日井市立の
学校･保育園と､春日井市の課室等を対象として､水道工務課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年
月1月13日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年2月11日時点で
存在し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの

2月26日
不開示
(不存在)

不存在

1568 2月12日 請求
上下水道部

配水管理事務所

国、独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対
象として､配水管理事務所ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年月1月13日以降送受
信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年2月11日時点で存在
し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる写
しの交付を希望します。)

平成27年度愛知県企業長水質検査計画(案)に関する意見について 2月26日 全開示

1569 2月12日 請求
上下水道部
下水建設課

国、独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対
象として､下水建設課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年月1月13日以降送受信し
たﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年2月11日時点で存在し、電
子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる写しの
交付を希望します。)

国、独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春日井市情報
公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営む個人と､春日井市立の
学校･保育園と､春日井市の課室等を対象として､下水建設課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年
月1月13日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年2月11日時点で
存在し、電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる写しの交付
を希望します。)

2月23日
不開示
(不存在)

不存在

1570 2月12日 請求
会計管理者

会計課

国、独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対
象として､会計課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年月1月13日以降送受信したﾒｰ
ﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年2月11日時点で存在し、電子ﾃﾞｰ
ﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる写しの交付を
希望します。)

証紙出納計算書(春日井市1月分）他1件 2月23日 全開示

1571 2月16日 請求
消防本部

消防総務課

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校､保育園と､春日井市の課室等を対
象として､消防総務課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年1月13日以降送受信した
ﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年2月11日時点で存在し､電子
ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる写しの交
付を希望します｡)

平成27年度高速自動車国道における救急業務に係る支弁額算定に必要な基
礎数値の根拠となる数値の確認について(依頼)他2件

2月27日 全開示

1572 2月16日 請求
消防本部
予防課

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校､保育園と､春日井市の課室等を対
象として､予防課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年1月13日以降送受信したﾒｰﾙ
ﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年2月11日時点で存在し､電子ﾃﾞｰﾀ
として開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる写しの交付を
希望します｡)

平成27年春季全国火災予防運動の実施について 2月27日 全開示

1573 2月16日 請求
消防本部

通信指令室

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校､保育園と､春日井市の課室等を対
象として､通信指令室ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年1月13日以降送受信した
ﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年2月11日時点で存在し､電子
ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる写しの交
付を希望します｡)

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春日井市情報公
開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営む個人と､春日井市立の学
校､保育園と､春日井市の課室等を対象として､通信指令室ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年1
月13日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年2月11日時点で存
在し､電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの

2月27日
不開示
(不存在)

不存在

1574 2月16日 請求
消防本部
消防署

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校､保育園と､春日井市の課室等を対
象として､消防署ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年1月13日以降送受信したﾒｰﾙ
ﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年2月11日時点で存在し､電子ﾃﾞｰﾀ
として開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる写しの交付を
希望します｡)

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春日井市情報公
開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営む個人と､春日井市立の学
校､保育園と､春日井市の課室等を対象として､消防署ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年1月13
日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年2月11日時点で存在し､
電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる写しの交付を希望
します｡)

2月27日
不開示
(不存在)

不存在

1575 2月16日 請求
消防本部
東出張所

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校､保育園と､春日井市の課室等を対
象として､東出張所ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年1月13日以降送受信したﾒｰ
ﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年2月11日時点で存在し､電子ﾃﾞｰ
ﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる写しの交付を
希望します｡)

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春日井市情報公
開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営む個人と､春日井市立の学
校､保育園と､春日井市の課室等を対象として､東出張所ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年1月
13日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年2月11日時点で存在
し､電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる写しの交付を希
望します｡)

2月27日
不開示
(不存在)

不存在
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整理
番号

受付日 区分 担当課等
公文書の名称その他公文書を特定するに足りる事項
(請求の内容） 公文書の名称

開示決定
等の通知
をした日

開示決定等の内容 開示しないこととした部分
開示しないこととした根拠

規定

1576 2月16日 請求
消防本部
西出張所

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校､保育園と､春日井市の課室等を対
象として､西出張所ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年1月13日以降送受信したﾒｰ
ﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年2月11日時点で存在し､電子ﾃﾞｰ
ﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる写しの交付を
希望します｡)

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春日井市情報公
開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営む個人と､春日井市立の学
校､保育園と､春日井市の課室等を対象として､西出張所ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年1月
13日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年2月11日時点で存在
し､電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる写しの交付を希
望します｡)

2月27日
不開示
(不存在)

不存在

1577 2月16日 請求
消防本部
南出張所

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校､保育園と､春日井市の課室等を対
象として､南出張所ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年1月13日以降送受信したﾒｰ
ﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年2月11日時点で存在し､電子ﾃﾞｰ
ﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる写しの交付を
希望します｡)

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春日井市情報公
開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営む個人と､春日井市立の学
校､保育園と､春日井市の課室等を対象として､南出張所ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年1月
13日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年2月11日時点で存在
し､電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる写しの交付を希
望します｡)

2月27日
不開示
(不存在)

不存在

1578 2月16日 請求
消防本部
北出張所

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校､保育園と､春日井市の課室等を対
象として､北出張所ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年1月13日以降送受信したﾒｰ
ﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年2月11日時点で存在し､電子ﾃﾞｰ
ﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる写しの交付を
希望します｡)

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春日井市情報公
開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営む個人と､春日井市立の学
校､保育園と､春日井市の課室等を対象として､北出張所ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年1月
13日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年2月11日時点で存在
し､電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの

2月27日
不開示
(不存在)

不存在

1579 2月16日 請求
消防本部

高蔵寺出張所

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校､保育園と､春日井市の課室等を対
象として､高蔵寺出張所ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年1月13日以降送受信し
たﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年2月11日時点で存在し､電
子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる写しの
交付を希望します｡)

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春日井市情報公
開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営む個人と､春日井市立の学
校､保育園と､春日井市の課室等を対象として､高蔵寺出張所ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年
1月13日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年2月11日時点で存
在し､電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる写しの交付を
希望します｡)

2月27日
不開示
(不存在)

不存在

1580 2月16日 請求
教育委員会
教育総務課

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校､保育園と､春日井市の課室等を対
象として､教育総務課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年1月13日以降送受信した
ﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年2月11日時点で存在し､電子
ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる写しの交
付を希望します｡)

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春日井市情報公
開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営む個人と､春日井市立の学
校､保育園と､春日井市の課室等を対象として､教育総務課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年1
月13日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年2月11日時点で存
在し､電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの

2月24日
不開示
(不存在)

不存在

1581 2月16日 請求
教育委員会
学校教育課

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校､保育園と､春日井市の課室等を対
象として､学校教育課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年1月13日以降送受信した
ﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年2月11日時点で存在し､電子
ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる写しの交
付を希望します｡)

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春日井市情報公
開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営む個人と､春日井市立の学
校､保育園と､春日井市の課室等を対象として､学校教育課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年1
月13日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年2月11日時点で存
在し､電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの

2月24日
不開示
(不存在)

不存在

愛史協(史跡ﾏｯﾌﾟの作成について他8件 全開示

【文化財保護主管課長殿】愛知県生涯学習情報ｼｽﾃﾑ｢学びﾈｯﾄあいち」への情
報登録等の協力について

一部開示 氏名 条例第7条第2号

【健康危機管理情報　1感染症流行情報】愛知県感染症情報他1件 全開示

ｾﾝﾀｰ連協役員会の交換議題について 一部開示 氏名､ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ 条例第7条第2号

1584 2月16日 請求
教育委員会

野外教育ｾﾝﾀｰ

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校､保育園と､春日井市の課室等を対
象として､野外教育ｾﾝﾀｰﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年1月13日以降送受信し
たﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年2月11日時点で存在し､電
子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる写しの
交付を希望します｡)

【AELﾈｯﾄ構成員様】第3回協議会の開催とｴｺﾘﾝｸあいち補足について他2件 3月2日 全開示

1585 2月16日 請求
議会事務局

議事課

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校､保育園と､春日井市の課室等を対
象として､議事課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年1月13日以降送受信したﾒｰﾙ
ﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年2月11日時点で存在し､電子ﾃﾞｰﾀ
として開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる写しの交付を
希望します｡)

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春日井市情報公
開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営む個人と､春日井市立の学
校､保育園と､春日井市の課室等を対象として､議事課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年1月13
日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年2月11日時点で存在し､
電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの

2月23日
不開示
(不存在)

不存在

1583 2月16日

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校､保育園と､春日井市の課室等を対
象として､文化財課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年1月13日以降送受信したﾒｰ
ﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年2月11日時点で存在し､電子ﾃﾞｰ
ﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる写しの交付を
希望します｡)

教育委員会
学校給食課

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校､保育園と､春日井市の課室等を対
象として､学校給食課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年1月13日以降送受信した
ﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年2月11日時点で存在し､電子
ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる写しの交
付を希望します｡)

2月24日

請求
教育委員会
文化財課

1582

請求

2月16日 2月27日
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整理
番号

受付日 区分 担当課等
公文書の名称その他公文書を特定するに足りる事項
(請求の内容） 公文書の名称

開示決定
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をした日
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開示しないこととした根拠

規定

1586 2月16日 請求
監査事務局

監査課

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校､保育園と､春日井市の課室等を対
象として､監査課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年1月13日以降送受信したﾒｰﾙ
ﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年2月11日時点で存在し､電子ﾃﾞｰﾀ
として開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる写しの交付を
希望します｡)

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春日井市情報公
開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営む個人と､春日井市立の学
校､保育園と､春日井市の課室等を対象として､監査課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年1月13
日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年2月11日時点で存在し､
電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの

2月20日
不開示
(不存在)

不存在

1587 2月16日 請求
企画政策部

秘書課

国､独立行政邦人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対
象として､秘書課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年1月13日以降送受信したﾒｰﾙ
ﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年2月11日時点で存在し､電子ﾃﾞｰﾀ
として開示できないもの

愛知県市長会役員会(2月)の開催について他1件 2月24日 全開示

1588 2月16日 請求
企画政策部
企画政策課

国､独立行政邦人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対
象として､企画政策課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年1月13日以降送受信した
ﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年2月11日時点で存在し､電子
ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

第6回公共施設ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ研究会への参加申し込みについて他1件 2月26日 全開示

1589 2月16日 請求
企画政策部
広報広聴課

国､独立行政邦人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対
象として､広報広聴課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年1月13日以降送受信した
ﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年2月11日時点で存在し､電子
ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

【広報担当課　担当者様】定例記者会見における市町村PR用ﾎﾟｽﾀｰ・衣服の募
集について(照会)他2件

2月27日 全開示

1590 2月16日 請求
総務部
総務課

国､独立行政邦人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対
象として､総務課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年1月13日以降送受信したﾒｰﾙ
ﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年2月11日時点で存在し､電子ﾃﾞｰﾀ
として開示できないもの

青森県知事選挙の執行について(通知)他2件 2月20日 全開示

1591 2月16日 請求
総務部
人事課

国､独立行政邦人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対
象として､人事課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年1月13日以降送受信したﾒｰﾙ
ﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年2月11日時点で存在し､電子ﾃﾞｰﾀ
として開示できないもの

国､独立行政邦人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春日井市情報公
開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営む個人と､春日井市立の学
校･保育園と､春日井市の課室等を対象として､人事課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年1月13
日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年2月11日時点で存在し､
電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

2月23日
不開示
(不存在)

不存在

【参考】周辺情報に関する報道等(1月6日～1月13日】他18件 全開示

【Jｱﾗｰﾄ】平成26年度第4回火山関係伝聞の配信試験の実施及び噴火に係る
観測報(改訂)の運用開始に伴う運用試験の実施について(お知らせ）他20件

一部開示 無線番号､氏名､ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ､IP番号 条例第7条第2号､7号

1593 2月16日 請求
総務部

交通対策課

国､独立行政邦人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対
象として､交通対策課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年1月13日以降送受信した
ﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年2月11日時点で存在し､電子
ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

交通事故日報(2月8日)の送付について他3件 2月23日 全開示

ｱｸｾｽ権管理や申請/承認もこれひとつで!ﾌｧｲﾙｻｰﾊﾞｰ統合管理『GDMS』
最新ﾊﾞｰｼﾞｮﾝ他16件

全開示

NSKじちたいかわら版平成27年1月号の送付他1件 一部開示 個人の氏名 条例第7条第2号

1595 2月16日 請求
財政部
財政課

国､独立行政邦人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対
象として､財政課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年1月13日以降送受信したﾒｰﾙ
ﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年2月11日時点で存在し､電子ﾃﾞｰﾀ
として開示できないもの

国､独立行政邦人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春日井市情報公
開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営む個人と､春日井市立の学
校･保育園と､春日井市の課室等を対象として､財政課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年1月13
日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年2月11日時点で存在し､
電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

2月26日
不開示
(不存在)

不存在

2月20日請求
総務部

情報ｼｽﾃﾑ課
1594

国､独立行政邦人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対
象として､情報ｼｽﾃﾑ課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年1月13日以降送受信した
ﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年2月11日時点で存在し､電子
ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

2月16日

1592 2月16日 請求
総務部

市民安全課

国､独立行政邦人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対
象として､市民安全課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年1月13日以降送受信した
ﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年2月11日時点で存在し､電子
ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

3月30日
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規定

1596 2月16日 請求
財政部

管財契約課

国､独立行政邦人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対
象として､管財契約課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年1月13日以降送受信した
ﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年2月11日時点で存在し､電子
ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

国､独立行政邦人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春日井市情報公
開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営む個人と､春日井市立の学
校･保育園と､春日井市の課室等を対象として､管財契約課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年1
月13日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年2月11日時点で存
在し､電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

2月20日
不開示
(不存在)

不存在

【差し替え版】個人住民税における様式等の改正について(←愛知県市町村課）
他34件

全開示

国税連携技術基準に基づくｾｷｭﾘﾃｨ対策について【回答】 一部開示 氏名､ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ､印影 条例第7条第2号､3号､4号

1598 2月16日 請求
財政部

資産税課

国､独立行政邦人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対
象として､資産税課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年1月13日以降送受信したﾒｰ
ﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年2月11日時点で存在し､電子ﾃﾞｰ
ﾀとして開示できないもの

【参考送付】地方税法第389条第1項第1号及び第2号の償却資産を指定する件
の一部改正に係る官報の写しについて

2月26日 全開示

1599 2月16日 請求
財政部
収納課

国､独立行政邦人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対
象として､収納課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年1月13日以降送受信したﾒｰﾙ
ﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年2月11日時点で存在し､電子ﾃﾞｰﾀ
として開示できないもの

NOMA中部本部行政管理講座のご案内 2月26日 全開示

1600 2月16日 請求
市民生活部

市民活動推進課

国､独立行政邦人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対
象として､市民活動推進課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年1月13日以降送受信
したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年2月11日時点で存在し､
電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

平成26年度第2回あいち人権講座の開催について他2件 2月24日 全開示

1601 2月16日 請求
市民生活部

男女共同参画課

国､独立行政邦人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対
象として､男女共同参画課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年1月13日以降送受信
したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年2月11日時点で存在し､
電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

｢春日井くらしのｶﾞｲﾄﾞ」の構成について他2件 2月24日 全開示

1602 2月16日 請求
市民生活部

市民課

国､独立行政邦人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対
象として､市民課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年1月13日以降送受信したﾒｰﾙ
ﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年2月11日時点で存在し､電子ﾃﾞｰﾀ
として開示できないもの

勤務ｶﾚﾝﾀﾞｰを送信します。 2月23日 全開示

1603 2月16日 請求
文化ｽﾎﾟｰﾂ部

文化課

国､独立行政邦人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対
象として､文化課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年1月13日以降送受信したﾒｰﾙ
ﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年2月11日時点で存在し､電子ﾃﾞｰﾀ
として開示できないもの

国､独立行政邦人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春日井市情報公
開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営む個人と､春日井市立の学
校･保育園と､春日井市の課室等を対象として､文化課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年10月
19日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年11月19日時点で存在
し､電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

2月18日
不開示
(不存在)

不存在

1604 2月16日 請求
文化ｽﾎﾟｰﾂ部

ｽﾎﾟｰﾂ課

国､独立行政邦人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対
象として､ｽﾎﾟｰﾂ課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年1月13日以降送受信したﾒｰﾙ
ﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年2月11日時点で存在し､電子ﾃﾞｰﾀ
として開示できないもの

国､独立行政邦人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春日井市情報公
開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営む個人と､春日井市立の学
校･保育園と､春日井市の課室等を対象として､ｽﾎﾟｰﾂ課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年10月
19日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年11月19日時点で存在
し､電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

2月24日
不開示
(不存在)

不存在

1605 2月16日 請求
文化ｽﾎﾟｰﾂ部
生涯学習課

国､独立行政邦人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対
象として､生涯学習課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年1月13日以降送受信した
ﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年2月11日時点で存在し､電子
ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

【県内市町村生涯学習･社会教育主管課ご担当者様】全国都道府県教育長協
議会第2部会調査について(通知)他1件

2月26日 全開示

1606 2月16日 請求
文化ｽﾎﾟｰﾂ部

図書館

国､独立行政邦人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対
象として､図書館ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年1月13日以降送受信したﾒｰﾙ
ﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年2月11日時点で存在し､電子ﾃﾞｰﾀ
として開示できないもの

『ﾃｨｰﾝのためのＡｉｃｈｉ Librarians´ChoiceA・L･Cあるく｣2号の発行について（お
願い)他9件

2月26日 全開示

1597 2月16日 請求
財政部

市民税課

国､独立行政邦人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対
象として､市民税課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年1月13日以降送受信したﾒｰ
ﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年2月11日時点で存在し､電子ﾃﾞｰ
ﾀとして開示できないもの

3月23日
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整理
番号

受付日 区分 担当課等
公文書の名称その他公文書を特定するに足りる事項
(請求の内容） 公文書の名称

開示決定
等の通知
をした日

開示決定等の内容 開示しないこととした部分
開示しないこととした根拠

規定

1607 2月16日 請求
健康福祉部
健康増進課

国､独立行政邦人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対
象として､健康増進課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年1月13日以降送受信した
ﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年2月11日時点で存在し､電子
ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

【食育関係担当者様】食育の推進に係わるﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ数調査について 2月23日 全開示

地域医療介護総合確保基金の活用について他3件 全開示

Fwd【内閣府より】平成27年春の全国交通安全運動推進要綱(確定版)の通知に
ついて

一部開示 氏名 条例第7条第2号

1609 2月16日 請求
健康福祉部
介護保険課

国､独立行政邦人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対
象として､介護保険課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年1月13日以降送受信した
ﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年2月11日時点で存在し､電子
ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

WAMNETﾒｰﾙﾏｶﾞｼﾞﾝ平成27年1月28日第262号他19件 2月26日 全開示

1610 2月16日 請求
健康福祉部

障がい福祉課

国､独立行政邦人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対
象として､障がい福祉課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年1月13日以降送受信し
たﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年2月11日時点で存在し､電
子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

H27年4月からの手当額改正について他7件 2月24日 全開示

1611 2月16日 請求
健康福祉部
生活援護課

国､独立行政邦人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対
象として､生活援護課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年1月13日以降送受信した
ﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年2月11日時点で存在し､電子
ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

平成26年度市町村保健・福祉短とy部課長会議の開催について(通知)他10件 2月24日 全開示

1612 2月16日 請求
健康福祉部

保険医療年金課

国､独立行政邦人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対
象として､保健医療年金課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年1月13日以降送受信
したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年2月11日時点で存在し､
電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

本算定時の同封物について他27件 2月25日 全開示

1613 2月16日 請求
青少年子ども部
子ども政策課

国､独立行政邦人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対
象として､子ども政策課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年1月13日以降送受信した
ﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年2月11日時点で存在し､電子
ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

【送付】26年度次世代育成支援対策施設整備交付金の協議について他1件 2月23日 全開示

産廃物について他24件 全開示

ｺﾋﾟｰ☆27年度必要書類調査(前期)他13件 一部開示 個人の氏名､ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ 条例第7条第2号

1615 2月16日 請求
環境部

環境政策課

国､独立行政邦人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対
象として､環境政策課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年1月13日以降送受信した
ﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年2月11日時点で存在し､電子
ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

平成27年度｢ｽﾄｯﾌﾟ温暖化教室｣の実施及び平成27年度｢あいちｴｺﾁｬﾚﾝｼﾞ21
ﾌﾞｰｽ出展｣について

2月24日 全開示

「大阪が世界最先端!御堂筋ﾄﾗｯｸ物流ｸﾞﾘｰﾝ化ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ」の開催について他30
件

全開示

「墓」調査依頼についての回答(愛知県春日井市)他14件 一部開示
事業場担当者氏名､肩書き､ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ､形態電話番号､氏名を含む
ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ

条例第7条第2号

請求
健康福祉部
高齢福祉課

2月23日

請求
青少年子ども部

保育課
3月2日

国､独立行政邦人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対
象として､保育課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年1月13日以降送受信したﾒｰﾙ
ﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年2月11日時点で存在し､電子ﾃﾞｰﾀ
として開示できないもの

1614

請求
環境部

環境保全課

国､独立行政邦人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対
象として､環境保全課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年1月13日以降送受信した
ﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年2月11日時点で存在し､電子
ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

3月16日

国､独立行政邦人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対
象として､高齢福祉課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年1月13日以降送受信した
ﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年2月11日時点で存在し､電子
ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

1616 2月16日

2月16日

2月16日

1608
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整理
番号

受付日 区分 担当課等
公文書の名称その他公文書を特定するに足りる事項
(請求の内容） 公文書の名称

開示決定
等の通知
をした日

開示決定等の内容 開示しないこととした部分
開示しないこととした根拠

規定

1617 2月16日 請求
環境部

ごみ減量推進課

国､独立行政邦人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対
象として､ごみ減量推進課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年1月13日以降送受信
したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年2月11日時点で存在し､
電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

収率表送付他3件 2月24日 全開示

1618 2月16日 請求
環境部

清掃事業所

国､独立行政邦人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対
象として､監査課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年1月13日以降送受信したﾒｰﾙ
ﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年2月11日時点で存在し､電子ﾃﾞｰﾀ
として開示できないもの

勤務割ﾃﾞｰﾀの送信について他 2月25日 全開示

1619 2月16日 請求
環境部

ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ

国､独立行政邦人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対
象として､ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年1月13日以降送受信した
ﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年2月11日時点で存在し､電子
ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

国､独立行政邦人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春日井市情報公
開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営む個人と､春日井市立の学
校･保育園と､春日井市の課室等を対象として､ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年10
月19日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年11月19日時点で存
在し､電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

2月23日
不開示
(不存在)

不存在

1620 2月16日 請求
環境部

衛生ﾌﾟﾗﾝﾄ

国､独立行政邦人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対
象として､衛生ﾌﾟﾗﾝﾄﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年1月13日以降送受信したﾒｰ
ﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年2月11日時点で存在し､電子ﾃﾞｰ
ﾀとして開示できないもの

国､独立行政邦人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春日井市情報公
開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営む個人と､春日井市立の学
校･保育園と､春日井市の課室等を対象として､衛生ﾌﾟﾗﾝﾄﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年10
月19日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年11月19日時点で存
在し､電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

2月20日
不開示
(不存在)

不存在

1621 2月16日 請求
産業部

経済振興課

国､独立行政邦人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対
象として､ 経済振興課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年1月13日以降送受信した
ﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年2月11日時点で存在し､電子
ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

【照会】商店街の街路灯電灯料補助金に関する調査について(お願い）他4件 2月20日 全開示

【ﾒｯｾﾅｺﾞﾔ2015】出展のご案内ｔ出展募集説明会の開催について他18件 全開示

知的財産価値評価ﾆｰｽﾞ調査ｱﾝｹｰﾄご協力のお願い 一部開示 氏名､ID､ﾊﾟｽﾜｰﾄﾞ 条例第7条第2号､3号､4号

1623 2月16日 請求
産業部
農政課

国､独立行政邦人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対
象として､農政課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年1月13日以降送受信したﾒｰﾙ
ﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年2月11日時点で存在し､電子ﾃﾞｰﾀ
として開示できないもの

平成26年度東海ﾌﾞﾛｯｸ農業分野障がい者就労ｾﾐﾅｰ開催のご案内について他
31件

2月25日 全開示

1624 2月16日 請求
まちづくり推進部

都市政策課

国､独立行政邦人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対
象として､都市政策課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年1月13日以降送受信した
ﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年2月11日時点で存在し､電子
ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

【屋外広告物担当者様】平成26年度適正化旬間の実施効果について 2月24日 全開示

｢まちづくり情報交換会｣開催ご案内他2件 全開示

｢まちづくり情報交換会｣開催ご案内他2件 一部開示 個人名、メールアドレス 条例第7条第2号

1626 2月16日 請求
まちづくり推進部

建築指導課

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対
象として､建築指導課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年1月13日以降送受信した
ﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年2月11日時点で存在し､電子
ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

【愛知県より情報提供】｢空き家管理等基盤強化推進事業」成果ｳｪﾌﾞｻｲﾄ｢あい
ち空き家管理・活用情報」の公開について他6件

2月24日 全開示

1622
産業部

企業活動支援課

国､独立行政邦人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対
象として､企業活動支援課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年1月13日以降送受信
したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年2月11日時点で存在し､
電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

2月16日 請求 2月24日

2月24日請求2月16日1625

国､独立行政邦人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対
象として､都市整備課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年1月13日以降送受信した
ﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年2月11日時点で存在し､電子
ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

まちづくり推進部
都市整備課
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整理
番号

受付日 区分 担当課等
公文書の名称その他公文書を特定するに足りる事項
(請求の内容） 公文書の名称

開示決定
等の通知
をした日

開示決定等の内容 開示しないこととした部分
開示しないこととした根拠

規定

1627 2月16日 請求
建設部
道路課

国､独立行政邦人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対
象として､道路課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年1月13日以降送受信したﾒｰﾙ
ﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年2月11日時点で存在し､電子ﾃﾞｰﾀ
として開示できないもの

H27の道路構造物管理実務者研修の応募について(案内)他1件 22/24 全開示

平成27年度「緑と水の森林ﾌｧﾝﾄﾞ事業」の実施について他2件 全開示

平成27年度「緑と水の森林ﾌｧﾝﾄﾞ事業」の実施について他2件 一部開示 個人の氏名､ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ､印影 条例第7条第2号､3号､4号

1629 2月16日 請求
建設部

河川排水課

国､独立行政邦人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対
象として､河川排水課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年1月13日以降送受信した
ﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年2月11日時点で存在し､電子
ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

【愛知県庄内川整備促進規制同盟会ご担当者様あて】中部直轄河川治水懇談
会ﾘｰﾌﾚｯﾄの送付について

2月23日 全開示

公共建築のFMと保全ﾈｯﾄﾜｰｸﾆｭｰｽ(公共ｴﾌｴﾑﾆｭｰｽ)第85号 全開示

保全ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｼｽﾃﾑ利用状況(1/20)他1件 一部開示 氏名､ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ 条例第7条第2号

1631 2月16日 請求
市民病院
管理課

国､独立行政邦人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対
象として､監査課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年1月13日以降送受信したﾒｰﾙ
ﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年2月11日時点で存在し､電子ﾃﾞｰﾀ
として開示できないもの

【情報提供】ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞの発生状況について(第1週/12月29日から1月4日まで）
他7件

2月26日 全開示

1632 2月16日 請求
市民病院
医事課

国､独立行政邦人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対
象として､医事課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年1月13日以降送受信したﾒｰﾙ
ﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年2月11日時点で存在し､電子ﾃﾞｰﾀ
として開示できないもの

働く世代のがん対策講演会の周知依頼について他4件 2月26日 全開示

1633 2月16日 請求
市民病院

栄養管理室

国､独立行政邦人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対
象として､栄養管理室ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年1月13日以降送受信した
ﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年2月11日時点で存在し､電子
ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

国､独立行政邦人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春日井市情報公
開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営む個人と､春日井市立の学
校･保育園と､春日井市の課室等を対象として､栄養管理室ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年1
月13日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年2月11日時点で存
在し､電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

3月2日
不開示
(不存在)

不存在

1634 2月16日 請求
市民病院

医療連携室

国､独立行政邦人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対
象として､医療連携室ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年1月13日以降送受信した
ﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年2月11日時点で存在し､電子
ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

国､独立行政邦人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春日井市情報公
開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営む個人と､春日井市立の学
校･保育園と､春日井市の課室等を対象として､医療連携室ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年1
月13日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年2月11日時点で存
在し､電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

2月24日
不開示
(不存在)

不存在

1635 2月16日 請求
市民病院

病院安全推進室

国､独立行政邦人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対
象として､病院安全推進室ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年1月13日以降送受信
したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年2月11日時点で存在し､
電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

国､独立行政邦人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春日井市情報公
開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営む個人と､春日井市立の学
校･保育園と､春日井市の課室等を対象として､病院安全推進室ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本
年10月19日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年11月19日時
点で存在し､電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

2月18日
不開示
(不存在)

不存在

1636 2月16日 請求
上下水道部
企画経営課

国､独立行政邦人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対
象として､企画経営課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年1月13日以降送受信した
ﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年2月11日時点で存在し､電子
ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

平成26年度第2回市町村下水道担当課長会議の開催について(連絡)他39件 2月24日 全開示

国､独立行政邦人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対
象として､公園緑地課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年1月13日以降送受信した
ﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年2月11日時点で存在し､電子
ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

1630 2月16日

2月24日1628 2月16日 請求

国､独立行政邦人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対
象として､住宅施設課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年1月13日以降送受信した
ﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年2月11日時点で存在し､電子
ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

建設部
公園緑地課

請求 2月26日
建設部

住宅施設課
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整理
番号

受付日 区分 担当課等
公文書の名称その他公文書を特定するに足りる事項
(請求の内容） 公文書の名称

開示決定
等の通知
をした日

開示決定等の内容 開示しないこととした部分
開示しないこととした根拠

規定

1637 2月16日 請求
上下水道部

高蔵寺浄化ｾﾝ
ﾀｰ

国､独立行政邦人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対
象として､高蔵寺浄化ｾﾝﾀｰﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年1月13日以降送受信
したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年2月11日時点で存在し､
電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

国､独立行政邦人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春日井市情報公
開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営む個人と､春日井市立の学
校･保育園と､春日井市の課室等を対象として､高蔵寺浄化ｾﾝﾀｰﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､
本年1月13日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年2月11日時
点で存在し､電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

2月27日
不開示
(不存在)

不存在

1638 2月16日 請求
上下水道部

勝西浄化ｾﾝﾀｰ

国､独立行政邦人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対
象として､勝西浄化ｾﾝﾀｰﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年1月13日以降送受信し
たﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年2月11日時点で存在し､電
子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

国､独立行政邦人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春日井市情報公
開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営む個人と､春日井市立の学
校･保育園と､春日井市の課室等を対象として､勝西浄化ｾﾝﾀｰﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本
年1月13日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年2月11日時点で
存在し､電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

2月25日
不開示
(不存在)

不存在

1639 2月16日 請求
上下水道部

南部浄化ｾﾝﾀｰ

国､独立行政邦人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対
象として､南部浄化ｾﾝﾀｰﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年1月13日以降送受信し
たﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年2月11日時点で存在し､電
子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

国､独立行政邦人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春日井市情報公
開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営む個人と､春日井市立の学
校･保育園と､春日井市の課室等を対象として､南部浄化ｾﾝﾀｰﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本
年1月13日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年2月11日時点で
存在し､電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

2月26日
不開示
(不存在)

不存在

1640 2月16日 請求
上下水道部

業務課

国､独立行政邦人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対
象として､業務課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年1月13日以降送受信したﾒｰﾙ
ﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年2月11日時点で存在し､電子ﾃﾞｰﾀ
として開示できないもの

Re:平成27年度広報春日井年間計画の調査について 2月26日 全開示

1641 2月16日 請求
上下水道部
水道工務課

国､独立行政邦人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対
象として､水道工務課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年1月13日以降送受信した
ﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年2月11日時点で存在し､電子
ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

応急給水設備ﾚｲｱｳﾄ 2月26日 一部開示 個人の氏名・ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ･電話番号 条例第7条第2号

1642 2月16日 請求
上下水道部

配水管理事務所

国､独立行政邦人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対
象として､配水管理事務所ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年1月13日以降送受信
したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年2月11日時点で存在し､
電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

Re:(再送)【水道水質検査精度管理委員様】平成26年度精度管理報告書(案)の
修正確認について(照会)他3件

2月26日 全開示

1643 2月16日 請求
上下水道部
下水建設課

国､独立行政邦人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対
象として､下水建設課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年1月13日以降送受信した
ﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年2月11日時点で存在し､電子
ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

国､独立行政邦人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春日井市情報公
開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営む個人と､春日井市立の学
校･保育園と､春日井市の課室等を対象として､下水建設課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年10
月19日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年11月19日時点で存
在し､電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

2月23日
不開示
(不存在)

不存在

1644 2月16日 請求
消防本部

消防総務課

国､独立行政邦人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対
象として､消防総務課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年1月13日以降送受信した
ﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年2月11日時点で存在し､電子
ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

平成27年度高速自動車国道における基礎数値の確認について(依頼)他1件 2月27日 全開示

1645 2月16日 請求
消防本部
予防課

国､独立行政邦人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対
象として､予防課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年1月13日以降送受信したﾒｰﾙ
ﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年2月11日時点で存在し､電子ﾃﾞｰﾀ
として開示できないもの

平成27年春季全国火災予防運動の実施について 2月27日 全開示

1646 2月16日 請求
消防本部

通信指令室

国､独立行政邦人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対
象として､通信司令室ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年1月13日以降送受信した
ﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年2月11日時点で存在し､電子
ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

国､独立行政邦人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春日井市情報公
開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営む個人と､春日井市立の学
校･保育園と､春日井市の課室等を対象として､通信司令室ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年1
月13日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年2月11日時点で存
在し､電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

2月27日
不開示
(不存在)

不存在

1647 2月16日 請求
消防本部
消防署

国､独立行政邦人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対
象として､消防署ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年1月13日以降送受信したﾒｰﾙ
ﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年2月11日時点で存在し､電子ﾃﾞｰﾀ
として開示できないもの

国､独立行政邦人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春日井市情報公
開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営む個人と､春日井市立の学
校･保育園と､春日井市の課室等を対象として､消防署ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年1月13
日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年2月11日時点で存在し､
電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

2月27日
不開示
(不存在)

不存在
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整理
番号

受付日 区分 担当課等
公文書の名称その他公文書を特定するに足りる事項
(請求の内容） 公文書の名称

開示決定
等の通知
をした日

開示決定等の内容 開示しないこととした部分
開示しないこととした根拠

規定

1648 2月16日 請求
消防本部
東出張所

国､独立行政邦人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対
象として､東出張所ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年1月13日以降送受信したﾒｰ
ﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年2月11日時点で存在し､電子ﾃﾞｰ
ﾀとして開示できないもの

国､独立行政邦人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春日井市情報公
開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営む個人と､春日井市立の学
校･保育園と､春日井市の課室等を対象として､東出張所ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年1月
13日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年2月11日時点で存在
し､電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

2月27日
不開示
(不存在)

不存在

1649 2月16日 請求
消防本部
西出張所

国､独立行政邦人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対
象として､西出張所ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年1月13日以降送受信したﾒｰ
ﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年2月11日時点で存在し､電子ﾃﾞｰ
ﾀとして開示できないもの

国､独立行政邦人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春日井市情報公
開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営む個人と､春日井市立の学
校･保育園と､春日井市の課室等を対象として､西出張所ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年1月
13日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年2月11日時点で存在
し､電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

2月27日
不開示
(不存在)

不存在

1650 2月16日 請求
消防本部
南出張所

国､独立行政邦人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対
象として､南出張所ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年1月13日以降送受信したﾒｰ
ﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年2月11日時点で存在し､電子ﾃﾞｰ
ﾀとして開示できないもの

国､独立行政邦人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春日井市情報公
開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営む個人と､春日井市立の学
校･保育園と､春日井市の課室等を対象として､南出張所ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年1月
13日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年2月11日時点で存在
し､電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

2月27日
不開示
(不存在)

不存在

1651 2月16日 請求
消防本部
北出張所

国､独立行政邦人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対
象として､北出張所ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年1月13日以降送受信したﾒｰ
ﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年2月11日時点で存在し､電子ﾃﾞｰ
ﾀとして開示できないもの

国､独立行政邦人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春日井市情報公
開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営む個人と､春日井市立の学
校･保育園と､春日井市の課室等を対象として､北出張所ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年1月
13日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年2月11日時点で存在
し､電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

2月27日
不開示
(不存在)

不存在

1652 2月16日 請求
消防本部

高蔵寺出張所

国､独立行政邦人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対
象として､監査課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年1月13日以降送受信したﾒｰﾙ
ﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年2月11日時点で存在し､電子ﾃﾞｰﾀ
として開示できないもの

国､独立行政邦人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春日井市情報公
開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営む個人と､春日井市立の学
校･保育園と､春日井市の課室等を対象として､監査課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年1月13
日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年2月11日時点で存在し､
電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

2月27日
不開示
(不存在)

不存在

1653 2月16日 請求
教育委員会
教育総務課

国､独立行政邦人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対
象として､教育総務課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年1月13日以降送受信した
ﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年2月11日時点で存在し､電子
ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

国､独立行政邦人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春日井市情報公
開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営む個人と､春日井市立の学
校･保育園と､春日井市の課室等を対象として､教育総務課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年1
月13日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年2月11日時点で存
在し､電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

2月27日
不開示
(不存在)

不存在

1654 2月16日 請求
教育委員会
学校教育課

国､独立行政邦人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対
象として､学校教育課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年1月13日以降送受信した
ﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年2月11日時点で存在し､電子
ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

国､独立行政邦人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春日井市情報公
開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営む個人と､春日井市立の学
校･保育園と､春日井市の課室等を対象として､学校教育課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年1
月13日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年2月11日時点で存
在し､電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

2月24日
不開示
(不存在)

不存在

1655 2月16日 請求
教育委員会
文化財課

国､独立行政邦人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対
象として､文化財課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年1月13日以降送受信したﾒｰ
ﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年2月11日時点で存在し､電子ﾃﾞｰ
ﾀとして開示できないもの

愛史協(史跡ﾏｯﾌﾟの作成について)他8件 2月27日 全開示

【健康危機管理情報　1感染症流行情報】集団かぜ発生情報他5件 全開示

ｾﾝﾀｰ連協役員会の交換議題について 一部開示 氏名､ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ 条例第7条第2号

1657 2月16日 請求
教育委員会

野外教育ｾﾝﾀｰ

国､独立行政邦人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対
象として､野外教育ｾﾝﾀｰﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年1月13日以降送受信し
たﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年2月11日時点で存在し､電
子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

【AELﾈｯﾄ構成員様】第3回協議会の開催とｴｺﾘﾝｸあいち補足について他2件 3月2日 全開示

1658 2月16日 請求
議会事務局

議事課

国､独立行政邦人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対
象として､議事課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年1月13日以降送受信したﾒｰﾙ
ﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年2月11日時点で存在し､電子ﾃﾞｰﾀ
として開示できないもの

国､独立行政邦人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春日井市情報公
開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営む個人と､春日井市立の学
校･保育園と､春日井市の課室等を対象として､議事課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年10月
19日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年11月19日時点で存在
し､電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

2月20日
不開示
(不存在)

不存在

1656 2月16日 請求
教育委員会
学校給食課

国､独立行政邦人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対
象として､学校給食課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年1月13日以降送受信した
ﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年2月11日時点で存在し､電子
ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

2月24日
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整理
番号

受付日 区分 担当課等
公文書の名称その他公文書を特定するに足りる事項
(請求の内容） 公文書の名称

開示決定
等の通知
をした日

開示決定等の内容 開示しないこととした部分
開示しないこととした根拠

規定

1659 2月16日 請求
監査事務局

監査課

国､独立行政邦人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対
象として､監査課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年1月13日以降送受信したﾒｰﾙ
ﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年2月11日時点で存在し､電子ﾃﾞｰﾀ
として開示できないもの

国､独立行政邦人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春日井市情報公
開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営む個人と､春日井市立の学
校･保育園と､春日井市の課室等を対象として､監査課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年10月
19日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年11月19日時点で存在
し､電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

2月20日
不開示
(不存在)

不存在

1660 2月16日 請求
会計管理者

会計課

国､独立行政邦人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対
象として､会計課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年1月13日以降送受信したﾒｰﾙ
ﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで、本年2月11日時点で存在し､電子ﾃﾞｰﾀ
として開示できないもの

NOMA中部本部行政管理講座のご案内他3件 2月23日 全開示

1661 2月16日 請求
総務部
総務課

執行日平成27年1月9日件名事務用家具場所市役所6階
入札仕様書落札業者提出仕様書納入明細書品名品番数量単価
金額の分かる書類の開示請求を致します｡

事務用家具仕様書(入札時)他1件 3月6日 全開示

1662 2月17日 申出
まちづくり推進部

建築指導課
H6認建春建0582号の建築計画概要書 H26認建春建0582号の建築計画概要書 2月23日 全開示

1663 2月20日 請求
消防本部
予防課

●●●H25.4.22日追跡調査台帳 ●●●●●●における追跡調査台帳 3月2日 全開示

労働時間等の記録(平成27年11月の「超過勤務時間」が､「80時間超」「100時間
超」となった教員分）他1件

全開示

長時間労働による健康障害防止のための報告書(平成27年11月の「超過勤務
時間」が､「80時間超」「100時間超」となった教員分他1件

一部開示 当該教員の年齢､口座情報 条例第7条第2号､3号､4号

1665 3月3日 請求
財政部

資産税課
平成23年度撮影の航空写真 平成23年度撮影の航空写真 3月17日 全開示

1666 3月10日 請求
教育委員会
教育総務課

平成18年度中に行われた耐震工事に伴う構造計算のCD記録で
電子ﾃﾞｰﾀで写しの交付ができるもの

平成18年度中に行われた耐震工事に伴う構造計算のCD記録で電子ﾃﾞｰﾀで写
しの交付ができるもの

3月18日
不開示
(不存在)

不存在

1667 3月10日 請求
企画政策部

秘書課

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対
象として､秘書課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年2月12日以降送受信したﾒｰﾙ
ﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年3月10日時点で存在し､電子ﾃﾞｰﾀ
として開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる写しの交付を
希望します｡)

愛知県市長会役員会の開催について(通知) 3月19日 全開示

1668 3月10日 請求
企画政策部

秘書課

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対
象として､秘書課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年2月12日以降送受信したﾒｰﾙ
ﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年3月10日時点で存在し､電子ﾃﾞｰﾀ
として開示できないもの

愛知県市長会(4月)の開催について 3月19日 全開示

1669 3月10日 請求
企画政策部
企画政策課

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対
象として､企画政策課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年2月12日以降送受信した
ﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年3月10日時点で存在し､電子
ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる写しの交
付を希望します｡)

（春日井市)第3回WG依頼文他3件 3月24日 全開示

3月2日1664 請求

1.春日井市立小中学校教員で､2014年11月の｢超過勤務時間｣が､
｢80時間超｣｢100時間超｣となった教員の『労働時間等の記録』｡及
び､どう教員が勤務する学校の同月の各教員の｢超過勤務時間が
分かる文書｡
2.2013年度の各小中学校の教職員研修事業費の内訳が分かる
文書(購入した書籍名とその価格が分かる文書）

3月19日
教育委員会
学校教育課
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整理
番号

受付日 区分 担当課等
公文書の名称その他公文書を特定するに足りる事項
(請求の内容） 公文書の名称

開示決定
等の通知
をした日

開示決定等の内容 開示しないこととした部分
開示しないこととした根拠

規定

【ご案内】｢公民連携ﾌﾟﾛﾌｪｯｼｮﾅﾙｽｸｰﾙ」開設記念ｾﾐﾅｰ/説明会の開催他2件 全開示

平成26年度公民連携調査研究(研究ﾓﾃﾞﾙ事業）の成果報告会の開催について 一部開示 個人の氏名､ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ 条例第7条第2号

1671 3月10日 請求
企画政策部
広報広聴課

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対
象として､広報広聴課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年2月12日以降送受信した
ﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年3月10日時点で存在し､電子
ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる写しの交
付を希望します｡)

【各市町村広報担当者様】平成27年4月広報計画について他6件 3月23日 全開示

1672 3月10日 請求
企画政策部
広報広聴課

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対
象として､広報広聴課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年2月12日以降送受信した
ﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年3月10日時点で存在し､電子
ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

【各市町村広報担当者様】平成27年4月広報計画について他6件 3月23日 全開示

1673 3月10日 請求
総務部
総務課

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対
象として､総務課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年2月12日以降送受信したﾒｰﾙ
ﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年3月10日時点で存在し､電子ﾃﾞｰﾀ
として開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる写しの交付を
希望します｡)

特定国外派遣組織の指定について他2件 3月18日 全開示

1674 3月10日 請求
総務部
総務課

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対
象として､総務課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年2月12日以降送受信したﾒｰﾙ
ﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年3月10日時点で存在し､電子ﾃﾞｰﾀ
として開示できないもの

特定国外派遣組織の指定について他2件 3月18日 全開示

避難勧告等の判断基準等策定推進会議の開催について(依頼）他24件 全開示

避難勧告等の判断基準等策定推進会議の開催について(依頼）他7件 一部開示 無線番号､氏名､電話番号 条例第7条第2号､7号

市町村別犯罪発生状況について20件 全開示

避難勧告等の判断基準等策定推進会議の開催について(依頼） 一部開示 無線番号､氏名､ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ 条例第7条第2号､7号

1677 3月10日 請求
総務部

交通対策課

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対
象として､交通対策課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年2月12日以降送受信した
ﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年3月10日時点で存在し､電子
ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる写しの交
付を希望します｡)

交通事故日報(3/6～3/8現在)の送付について他1件 3月24日 全開示

1678 3月10日 請求
総務部

交通対策課

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対
象として､交通対策課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年2月12日以降送受信した
ﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年3月10日時点で存在し､電子
ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

交通事故日報(3/6～3/8現在)の送付について他1件 3月24日 全開示

1679 3月10日 請求
総務部

情報ｼｽﾃﾑ課

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対
象として､情報ｼｽﾃﾑ課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年2月12日以降送受信した
ﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年3月10日時点で存在し､電子
ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる写しの交
付を希望します｡)

出先機関のﾈｯﾄﾜｰｸ機器更新について他2件 3月18日 全開示

3月10日 請求
企画政策部
企画政策課

1670

1676 3月10日 請求
総務部

市民安全課

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対
象として､市民安全課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年2月12日以降送受信した
ﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年3月10日時点で存在し､電子
ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

4月23日

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対
象として､企画政策課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年2月12日以降送受信した
ﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年3月10日時点で存在し､電子
ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

3月24日

1675 3月10日 請求
総務部

市民安全課

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対
象として､市民安全課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年2月12日以降送受信した
ﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年3月10日時点で存在し､電子
ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる写しの交
付を希望します｡)

4月23日
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整理
番号

受付日 区分 担当課等
公文書の名称その他公文書を特定するに足りる事項
(請求の内容） 公文書の名称

開示決定
等の通知
をした日

開示決定等の内容 開示しないこととした部分
開示しないこととした根拠

規定

年度末ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ特集第一弾『IT研修割引』他18件 全開示

ﾜｰｸｽﾀｲﾙ変革を加速させる仮想ﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟｻｰﾋﾞｽ 一部開示 個人の氏名 条例第7条第2号

副市長2人体制の状況について他14件 全開示

第42次市町村ｾﾞﾐﾅｰﾙ第11講講座のご案内他1件 一部開示 担当者氏名 条例第7条第2号

1682 3月10日 請求
総務部
人事課

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対
象として､人事課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年2月12日以降送受信したﾒｰﾙ
ﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年3月10日時点で存在し､電子ﾃﾞｰﾀ
として開示できないもの

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春日井市情報公
開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営む個人と､春日井市立の学
校･保育園と､春日井市の課室等を対象として､人事課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年2月12
日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年3月10日時点で存在し､
電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

3月24日
不開示
(不存在)

不存在

1683 3月10日 請求
財政部
財政課

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対
象として､財政課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年2月12日以降送受信したﾒｰﾙ
ﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年3月10日時点で存在し､電子ﾃﾞｰﾀ
として開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる写しの交付を
希望します｡)

平成26年度地方債に係る同意等予定額(第2次分)について他16件 3月24日 全開示

1684 3月10日 請求
財政部
財政課

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対
象として､財政課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年2月12日以降送受信したﾒｰﾙ
ﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年3月10日時点で存在し､電子ﾃﾞｰﾀ
として開示できないもの

【春日井市】公営企業の経営健全化等の取り組み状況調査(回答）他5件 3月24日 全開示

1685 3月10日 請求
財政部

管財契約課

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対
象として､管財契約課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年2月12日以降送受信した
ﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年3月10日時点で存在し､電子
ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる写しの交
付を希望します｡)

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春日井市情報公
開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営む個人と､春日井市立の学
校･保育園と､春日井市の課室等を対象として､管財契約課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年2
月12日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年3月10日時点で存
在し､電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの

3月18日
不開示
(不存在)

不存在

1686 3月10日 請求
財政部

管財契約課

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対
象として､管財契約課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年2月12日以降送受信した
ﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年3月10日時点で存在し､電子
ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春日井市情報公
開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営む個人と､春日井市立の学
校･保育園と､春日井市の課室等を対象として､管財契約課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年2
月12日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年3月10日時点で存
在し､電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

3月18日
不開示
(不存在)

不存在

1687 3月10日 請求
財政部
収納課

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対
象として､収納課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年2月12日以降送受信したﾒｰﾙ
ﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年3月10日時点で存在し､電子ﾃﾞｰﾀ
として開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる写しの交付を
希望します｡)

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春日井市情報公
開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営む個人と､春日井市立の学
校･保育園と､春日井市の課室等を対象として､収納課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年2月12
日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年3月10日時点で存在し､
電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる写しの交付を希望
します｡)

3月23日
不開示
(不存在)

不存在

1688 3月10日 請求
財政部
収納課

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対
象として､収納課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年2月12日以降送受信したﾒｰﾙ
ﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年3月10日時点で存在し､電子ﾃﾞｰﾀ
として開示できないもの

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春日井市情報公
開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営む個人と､春日井市立の学
校･保育園と､春日井市の課室等を対象として､収納課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年2月12
日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年3月10日時点で存在し､
電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

3月23日
不開示
(不存在)

不存在

1689 3月10日 請求
財政部

資産税課

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対
象として､資産税課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年2月12日以降送受信したﾒｰ
ﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年3月10日時点で存在し､電子ﾃﾞｰ
ﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる写しの交付を
希望します｡)

受信:【固定資産税(償却資産)担当者様】法人正当の基本通達の改正に伴う固
定資産税の取扱いについて他2件

3月24日 全開示

3月10日

1681 3月10日

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対
象として､情報ｼｽﾃﾑ課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年2月12日以降送受信した
ﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年3月10日時点で存在し､電子
ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

3月18日請求

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対
象として､人事課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年2月12日以降送受信したﾒｰﾙ
ﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年3月10日時点で存在し､電子ﾃﾞｰﾀ
として開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる写しの交付を
希望します｡)

3月24日

1680
総務部

情報ｼｽﾃﾑ課

請求
総務部
人事課
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整理
番号

受付日 区分 担当課等
公文書の名称その他公文書を特定するに足りる事項
(請求の内容） 公文書の名称

開示決定
等の通知
をした日

開示決定等の内容 開示しないこととした部分
開示しないこととした根拠

規定

1690 3月10日 請求
財政部

資産税課

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対
象として､資産税課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年2月12日以降送受信したﾒｰ
ﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年3月10日時点で存在し､電子ﾃﾞｰ
ﾀとして開示できないもの

受信:(固定資産税(償却資産)担当者様】法人税等の基本通達の改正に伴う固
定資産税の取扱いについて他2件

3月24日 全開示

平成27年度の会費、負担金等の再算定後の負担見積額について他20件 4月23日 全開示

転出１月分ＵＳＢスティック送付について 4月23日 一部開示 氏名、パスワード、ＩＤ，職員番号、単価及び通勤回数 条例第7条第2号､3号､4号､7号

被災車両データの送付について（平成26年１２月分）（←愛知県市町村課） 4月23日 全開示

平成27年度の会費、負担金等の再算定後の負担見積額について他13件 4月23日 一部開示
氏名、所得金額等、登録番号又は車両番号、車台番号、所有者住
所、使用の本拠の位置、パスワード及びメールアドレス

条例第7条第2号､3号､4号､7号

1693 3月10日 請求
市民生活部

市民活動推進課

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対
象として､市民活動推進課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年2月12日以降送受信
したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年3月10日時点で存在し､
電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる写し
の交付を希望します｡)

【各市町村消費者行政ご担当者様】消費者ﾄﾗﾌﾞﾙ情報＜あいちｸﾘｵ通信(平成
27年2月号)＞について他件

3月20日 全開示

1694 3月10日 請求
市民生活部

市民活動推進課

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対
象として､秘書課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年2月12日以降送受信したﾒｰﾙ
ﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年3月10日時点で存在し､電子ﾃﾞｰﾀ
として開示できないもの

【各市町村消費者行政ご担当者様】消費者ﾄﾗﾌﾞﾙ情報＜あいちｸﾘｵ通信(平成
27年2月号)＞について他2件

3月20日 全開示

1695 3月10日 請求
市民生活部

男女共同参画課

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対
象として､男女共同参画課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年2月12日以降送受信
したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年3月10日時点で存在し､
電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる写し
の交付を希望します｡)

平成26年度女性問題相談員ﾈｯﾄﾜｰｸ事業について他2件 3月24日 全開示

1696 3月10日 請求
市民生活部

男女共同参画課

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対
象として､男女共同参画課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年2月12日以降送受信
したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年3月10日時点で存在し､
電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

平成26年度女性問題相談員ﾈｯﾄﾜｰｸ事業について他2件 3月24日 全開示

郵便料金の支出更正について(依頼)他1件 全開示

勤務ｶﾚﾝﾀﾞｰを送付します. 一部開示 職員番号 条例第7条第2号

1698 3月10日 請求
市民生活部

市民課

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対
象として､市民課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年2月12日以降送受信したﾒｰﾙ
ﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年3月10日時点で存在し､電子ﾃﾞｰﾀ
として開示できないもの

勤務ｶﾚﾝﾀﾞｰを送付します。他2件 3月19日 全開示

1699 3月10日 請求
文化ｽﾎﾟｰﾂ部
生涯学習課

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対
象として､生涯学習課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年2月12日以降送受信した
ﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年3月10日時点で存在し､電子
ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる写しの交
付を希望します｡)

(回答)愛知県春日井市青年の家登録団体の施設利用について(依頼)他1件 3月24日 全開示

1697 3月10日 請求
市民生活部

市民課

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対
象として､市民課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年2月12日以降送受信したﾒｰﾙ
ﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年3月10日時点で存在し､電子ﾃﾞｰﾀ
として開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる写しの交付を
希望します｡)

財政部
市民税課

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対
象として､市民税課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年2月12日以降送受信したﾒｰ
ﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年3月10日時点で存在し､電子ﾃﾞｰ
ﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる写しの交付を
希望します｡)

3月19日

請求

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対
象として､市民税課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年2月12日以降送受信したﾒｰ
ﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年3月10日時点で存在し､電子ﾃﾞｰ
ﾀとして開示できないもの

1692 3月10日 請求
財政部

市民税課

3月10日1691
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整理
番号

受付日 区分 担当課等
公文書の名称その他公文書を特定するに足りる事項
(請求の内容） 公文書の名称

開示決定
等の通知
をした日

開示決定等の内容 開示しないこととした部分
開示しないこととした根拠

規定

1700 3月10日 請求
文化ｽﾎﾟｰﾂ部
生涯学習課

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対
象として､秘書課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年2月12日以降送受信したﾒｰﾙ
ﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年3月10日時点で存在し､電子ﾃﾞｰﾀ
として開示できないもの

【環境省】受付連絡｢防災拠点等への再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰ等導入推進事業｣の要
望事前調査(仮公募申請書)他3件

3月24日 全開示

1701 3月10日 請求
文化ｽﾎﾟｰﾂ部

文化課

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対
象として､文化課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年2月12日以降送受信したﾒｰﾙ
ﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年3月10日時点で存在し､電子ﾃﾞｰﾀ
として開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる写しの交付を
希望します｡)

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春日井市情報公
開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営む個人と､春日井市立の学
校･保育園と､春日井市の課室等を対象として､文化課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年2月12
日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年3月10日時点で存在し､
電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの

3月18日
不開示
(不存在)

不存在

1702 3月10日 請求
文化ｽﾎﾟｰﾂ部

文化課

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対
象として､文化課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年2月12日以降送受信したﾒｰﾙ
ﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年3月10日時点で存在し､電子ﾃﾞｰﾀ
として開示できないもの

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春日井市情報公
開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営む個人と､春日井市立の学
校･保育園と､春日井市の課室等を対象として､文化課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年2月12
日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年3月10日時点で存在し､
電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

3月18日
不開示
(不存在)

不存在

1703 3月10日 請求
文化ｽﾎﾟｰﾂ部

ｽﾎﾟｰﾂ課

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対
象として､ｽﾎﾟｰﾂ課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年2月12日以降送受信したﾒｰﾙ
ﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年3月10日時点で存在し､電子ﾃﾞｰﾀ
として開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる写しの交付を
希望します｡)

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春日井市情報公
開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営む個人と､春日井市立の学
校･保育園と､春日井市の課室等を対象として､ｽﾎﾟｰﾂ課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年2月
12日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年3月10日時点で存在
し､電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの

3月20日
不開示
(不存在)

不存在

1704 3月10日 請求
文化ｽﾎﾟｰﾂ部

ｽﾎﾟｰﾂ課

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対
象として､ｽﾎﾟｰﾂ課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年2月12日以降送受信したﾒｰﾙ
ﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年3月10日時点で存在し､電子ﾃﾞｰﾀ
として開示できないもの

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春日井市情報公
開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営む個人と､春日井市立の学
校･保育園と､春日井市の課室等を対象として､ｽﾎﾟｰﾂ課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年2月
12日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年3月10日時点で存在
し､電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

3月20日
不開示
(不存在)

不存在

1705 3月10日 請求
文化ｽﾎﾟｰﾂ部

図書館

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対
象として､図書館ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年2月12日以降送受信したﾒｰﾙ
ﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年3月10日時点で存在し､電子ﾃﾞｰﾀ
として開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる写しの交付を
希望します｡)

こんにちは愛知県図書館です2月号他5件 3月24日 全開示

1706 3月10日 請求
文化ｽﾎﾟｰﾂ部

図書館

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対
象として､図書館ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年2月12日以降送受信したﾒｰﾙ
ﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年3月10日時点で存在し､電子ﾃﾞｰﾀ
として開示できないもの

こんにちは愛知県図書館です2月号他9件 3月24日 全開示

1707 3月10日 請求
健康福祉部
生活援護課

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対
象として､生活援護課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年2月12日以降送受信した
ﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年3月10日時点で存在し､電子
ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる写しの交
付を希望します｡)

第2回生活保護査察指導員会議の開催について他4件 3月20日 全開示

1708 3月10日 請求
健康福祉部
生活援護課

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対
象として､生活援護課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年2月12日以降送受信した
ﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年3月10日時点で存在し､電子
ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

第2回生活保護査察指導員会議の開催について他4件 3月20日 全開示

1709 3月10日 請求
健康福祉部

障がい福祉課

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対
象として､障がい福祉課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年2月12日以降送受信し
たﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年3月10日時点で存在し､電
子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる写しの
交付を希望します｡)

平成27年度障害支援区分認定調査員に対する研修の開催について他3件 3月24日 全開示

1710 3月10日 請求
健康福祉部

障がい福祉課

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対
象として､障がい福祉課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年2月12日以降送受信し
たﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年3月10日時点で存在し､電
子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

平成27年度障害支援区分認定調査員に対する研修の開催について他3件 3月24日 全開示
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整理
番号

受付日 区分 担当課等
公文書の名称その他公文書を特定するに足りる事項
(請求の内容） 公文書の名称

開示決定
等の通知
をした日

開示決定等の内容 開示しないこととした部分
開示しないこととした根拠

規定

1711 3月10日 請求
健康福祉部
介護保険課

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対
象として､介護保険課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年2月12日以降送受信した
ﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年3月10日時点で存在し､電子
ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる写しの交
付を希望します｡)

(再送)介護保険最新情報vol1427-1他5件 3月18日 全開示

1712 3月10日 請求
健康福祉部
介護保険課

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対
象として､介護保険課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年2月12日以降送受信した
ﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年3月10日時点で存在し､電子
ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

WAMNETﾒｰﾙﾏｶﾞｼﾞﾝ平成27年2月25日第264号他15件 3月18日 全開示

各市町村特別養護老人ﾎｰﾑ関係事務担当者様：愛知県特別養護老人ﾎｰﾑ標
準入所指針の改正に係る追加資料【参考様式】について他1件

全開示

【民児協後担当者様】民生委員・児童委員活動関係資料の送付文書の訂正に
ついて

一部開示 氏名 条例第7条第2号

各市町村特別養護老人ﾎｰﾑ関係事務担当者様：愛知県特別養護老人ﾎｰﾑ標
準入所指針の改正に係る追加資料【参考様式】について

全開示

【民児協後担当者様】民生委員・児童委員活動関係資料の送付文書の訂正に
ついて他2件

一部開示 氏名､ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ 条例第7条第2号

1715 3月10日 請求
健康福祉部
健康増進課

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対
象として､健康増進課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年2月12日以降送受信した
ﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年3月10日時点で存在し､電子
ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる写しの交
付を希望します｡)

働く世代のがん対策ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑの周知について(依頼)他1件 3月24日 全開示

1716 3月10日 請求
健康福祉部
健康増進課

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対
象として､健康増進課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年2月12日以降送受信した
ﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年3月10日時点で存在し､電子
ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

働く世代のがん対策ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑの周知について(依頼)他1件 3月24日 全開示

1717 3月10日 請求
健康福祉部

保険医療年金課

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対
象として､保険医療年金課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年2月12日以降送受信
したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年3月10日時点で存在し､
電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる写し
の交付を希望します｡)

Re:市民課で市民へ配布するﾁﾗｼ等の見直しについて(回答）他19件 3月24日 全開示

1718 3月10日 請求
健康福祉部

保険医療年金課

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対
象として､保険医療年金課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年2月12日以降送受信
したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年3月10日時点で存在し､
電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

【福祉医療ご担当者様】福祉医療費補助支給事業補助金の変更交付申請書及
び事業実績報告書の提出について他23件

3月24日 全開示

1719 3月10日 請求
青少年子ども部
子ども政策課

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対
象として､子ども政策課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年2月12日以降送受信した
ﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年3月10日時点で存在し､電子
ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる写しの交
付を希望します｡)

･【3/20(金)〆】平成27年度児童福祉週間記念表彰の候補者の推薦について他
1件

3月19日 全開示

1720 3月10日 請求
青少年子ども部
子ども政策課

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対
象として､子ども政策課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年2月12日以降送受信した
ﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年3月10日時点で存在し､電子
ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

･【3/20(金)〆】平成27年度児童福祉週間記念表彰の候補者の推薦について他
1件

3月19日 全開示

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対
象として､高齢福祉課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年2月12日以降送受信した
ﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年3月10日時点で存在し､電子
ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

1713

3月24日請求

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対
象として､高齢福祉課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年2月12日以降送受信した
ﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年3月10日時点で存在し､電子
ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる写しの交
付を希望します｡)

健康福祉部
高齢福祉課

3月10日 請求
健康福祉部
高齢福祉課

3月24日

1714 3月10日
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整理
番号

受付日 区分 担当課等
公文書の名称その他公文書を特定するに足りる事項
(請求の内容） 公文書の名称

開示決定
等の通知
をした日

開示決定等の内容 開示しないこととした部分
開示しないこととした根拠

規定

保育所保育児童要録提出担当小学校について他21件 全開示

主任保育士会報告について他1件 一部開示 個人の氏名､園児整理番号 条例第7条第2号

保育所保育児童要録提出担当小学校について他23件 全開示

ｺﾝﾀﾐﾈｰｼｮﾝ一覧表他6件 一部開示 個人の氏名､電話番号､ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ 条例第7条第2号

1723 3月10日 請求
環境部

環境政策課

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対
象として､環境政策課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年2月12日以降送受信した
ﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年3月10日時点で存在し､電子
ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる写しの交
付を希望します｡)

【照会：3/20〆】燃料電池自動車(FCV)の出展を希望するｲﾍﾞﾝﾄについて他3件 3月23日 全開示

1724 3月10日 請求
環境部

環境政策課

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対
象として､環境政策課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年2月12日以降送受信した
ﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年3月10日時点で存在し､電子
ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

【照会：3/20〆】燃料電池自動車(FCV)の出展を希望するｲﾍﾞﾝﾄについて他3件 3月23日 全開示

狂犬病予防集合注射のに関する調査について他69件 全開示

民間派遣研修報告会について(通知) 一部開示 担当者職員番号 条例第7条第2号

狂犬病予防集合注射のに関する調査について他75件 全開示

狂犬病予防集合注射のに関する調査について他2件 一部開示 外部送信識別番号､事業場担当者氏名､ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ 条例第7条第2号､7号

1727 3月10日 請求
環境部

ごみ減量推進課

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対
象として､ごみ減量推進課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年2月12日以降送受信
したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年3月10日時点で存在し､
電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる写し
の交付を希望します｡)

・2月分搬入ﾃﾞｰﾀ送付他1件 3月19日 全開示

1728 3月10日 請求
環境部

ごみ減量推進課

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対
象として､ごみ減量推進課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年2月12日以降送受信
したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年3月10日時点で存在し､
電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

・2月分搬入ﾃﾞｰﾀ送付他1件 3月19日 全開示

1729 3月10日 請求
環境部

衛生ﾌﾟﾗﾝﾄ

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対
象として､衛生ﾌﾟﾗﾝﾄﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年2月12日以降送受信したﾒｰ
ﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年3月10日時点で存在し､電子ﾃﾞｰ
ﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる写しの交付を
希望します｡)

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春日井市情報公
開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営む個人と､春日井市立の学
校･保育園と､春日井市の課室等を対象として､衛生ﾌﾟﾗﾝﾄﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年2月
12日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年3月10日時点で存在
し､電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの

3月23日
不開示
(不存在)

不存在

4月22日

1726 3月10日 請求
環境部

環境保全課

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対
象として､環境保全課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年2月12日以降送受信した
ﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年3月10日時点で存在し､電子
ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

4月22日

3月10日 請求
青少年子ども部

保育課

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対
象として､子ども政策課保育課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年2月12日以降送
受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年3月10日時点で存在
し､電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

3月10日 請求
青少年子ども部

保育課

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対
象として､子ども政策課保育課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年2月12日以降送
受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年3月10日時点で存在
し､電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる写
しの交付を希望します｡)

3月23日

3月23日1722

請求
環境部

環境保全課

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対
象として､環境保全課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年2月12日以降送受信した
ﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年3月10日時点で存在し､電子
ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる写しの交
付を希望します｡)

1721

1725 3月10日
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整理
番号

受付日 区分 担当課等
公文書の名称その他公文書を特定するに足りる事項
(請求の内容） 公文書の名称

開示決定
等の通知
をした日

開示決定等の内容 開示しないこととした部分
開示しないこととした根拠

規定

1730 3月10日 請求
環境部

衛生ﾌﾟﾗﾝﾄ

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対
象として､衛生ﾌﾟﾗﾝﾄﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年2月12日以降送受信したﾒｰ
ﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年3月10日時点で存在し､電子ﾃﾞｰ
ﾀとして開示できないもの

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春日井市情報公
開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営む個人と､春日井市立の学
校･保育園と､春日井市の課室等を対象として､衛生ﾌﾟﾗﾝﾄﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年2月
12日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年3月10日時点で存在
し､電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

3月23日
不開示
(不存在)

不存在

1731 3月10日 請求
環境部

清掃事業所

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対
象として､清掃事業所ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年2月12日以降送受信した
ﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年3月10日時点で存在し､電子
ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる写しの交
付を希望します｡)

勤務割ﾃﾞｰﾀの送信について 3月24日 一部開示 職員番号 条例第7条第2号

1732 3月10日 請求
環境部

清掃事業所

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対
象として､清掃事業所ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年2月12日以降送受信した
ﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年3月10日時点で存在し､電子
ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

勤務割ﾃﾞｰﾀの送信について 3月24日 全開示

1733 3月10日 請求
環境部

ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対
象として､ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年2月12日以降送受信した
ﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年3月10日時点で存在し､電子
ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる写しの交
付を希望します｡)

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春日井市情報公
開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営む個人と､春日井市立の学
校･保育園と､春日井市の課室等を対象として､ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年2
月12日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年3月10日時点で存
在し､電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの

3月23日
不開示
(不存在)

不存在

1734 3月10日 請求
環境部

ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対
象として､ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年2月12日以降送受信した
ﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年3月10日時点で存在し､電子
ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春日井市情報公
開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営む個人と､春日井市立の学
校･保育園と､春日井市の課室等を対象として､ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年2
月12日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年3月10日時点で存
在し､電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

3月23日
不開示
(不存在)

不存在

1735 3月10日 請求
産業部

経済振興課

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対
象として､経済振興課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年2月12日以降送受信した
ﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年3月10日時点で存在し､電子
ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる写しの交
付を希望します｡)

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春日井市情報公
開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営む個人と､春日井市立の学
校･保育園と､春日井市の課室等を対象として､経済振興課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年2
月12日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年3月10日時点で存
在し､電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの

3月24日
不開示
(不存在)

不存在

1736 3月10日 請求
産業部

経済振興課

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対
象として､経済振興課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年2月12日以降送受信した
ﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年3月10日時点で存在し､電子
ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

創業支援事業計画の申請予定について 3月24日 全開示

1737 3月10日 請求
産業部

企業活動支援課

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対
象として､企業活動支援課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年2月12日以降送受信
したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年3月10日時点で存在し､
電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる写し
の交付を希望します｡)

特区事前意向調査票の提出について他1件 3月24日 全開示

1738 3月10日 請求
産業部

企業活動支援課

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対
象として､企業活動支援課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年2月12日以降送受信
したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年3月10日時点で存在し､
電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

あいち航空宇宙産業ｸﾗｽﾀｰﾆｭｰｽ【臨時号?12】他6件 3月24日 全開示

1739 3月10日 請求
産業部
農政課

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対
象として､農政課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年2月12日以降送受信したﾒｰﾙ
ﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年3月10日時点で存在し､電子ﾃﾞｰﾀ
として開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる写しの交付を
希望します｡)

(農地中間管理事業担当者様)【情報】多面的機能支払事業と農地中間管理機
構との棲み分けについて他13件

3月19日 全開示

1740 3月10日 請求
産業部
農政課

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対
象として､農政課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年2月12日以降送受信したﾒｰﾙ
ﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年3月10日時点で存在し､電子ﾃﾞｰﾀ
として開示できないもの

(農地中間管理事業担当者様)【情報】多面的機能支払事業と農地中間管理機
構との棲み分けについて他20件

3月19日 全開示
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整理
番号

受付日 区分 担当課等
公文書の名称その他公文書を特定するに足りる事項
(請求の内容） 公文書の名称

開示決定
等の通知
をした日

開示決定等の内容 開示しないこととした部分
開示しないこととした根拠

規定

1741 3月10日 請求
まちづくり推進部

都市政策課

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対
象として､都市政策課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年2月12日以降送受信した
ﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年3月10日時点で存在し､電子
ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる写しの交
付を希望します｡)

【屋外広告物担当者様】「屋外広告物のﾙｰﾙを守りましょう。｣のﾁﾗｼについて 3月24日 全開示

1742 3月10日 請求
まちづくり推進部

都市政策課

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対
象として､都市政策課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年2月12日以降送受信した
ﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年3月10日時点で存在し､電子
ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

【屋外広告物担当者様】「屋外広告物のﾙｰﾙを守りましょう。｣のﾁﾗｼについて 3月24日 全開示

1743 3月10日 請求
まちづくり推進部

建築指導課

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対
象として､建築指導課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年2月12日以降送受信した
ﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年3月10日時点で存在し､電子
ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる写しの交
付を希望します｡)

【建築課宛て】住宅附置市道指導要綱等の適正に見直しについて(国交省通
知）他1件

3月24日 全開示

1744 3月10日 請求
まちづくり推進部

建築指導課

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対
象として､建築指導課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年2月12日以降送受信した
ﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年3月10日時点で存在し､電子
ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

【建築課宛て】住宅附置市道指導要綱等の適正に見直しについて(国交省通
知）他1件

3月24日 全開示

【再依頼】AICHI街づくりﾃﾞｻﾞｲﾝﾘｰｸﾞに係るｱﾝｹｰﾄ調査について(お願い）他2件 全開示

【標題】「第6回まちづくり＋α講習会」の開催について他1件 一部開示 個人名､ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ 条例第7条第2号

【再依頼】AICHI街づくりﾃﾞｻﾞｲﾝﾘｰｸﾞに係るｱﾝｹｰﾄ調査について(お願い） 全開示

【標題】「第6回まちづくり＋α講習会」の開催について他1件 一部開示 個人名､ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ 条例第7条第2号

1747 3月10日 請求
建設部
道路課

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対
象として､道路課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年2月12日以降送受信したﾒｰﾙ
ﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年3月10日時点で存在し､電子ﾃﾞｰﾀ
として開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる写しの交付を
希望します｡)

橋梁点検要綱(案)等の策定について他1件 3月24日 全開示

1748 3月10日 請求
建設部
道路課

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対
象として､道路課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年2月12日以降送受信したﾒｰﾙ
ﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年3月10日時点で存在し､電子ﾃﾞｰﾀ
として開示できないもの

橋梁点検要綱(案)等の策定について他1件 3月24日 全開示

1749 3月10日 請求
建設部

公園緑地課

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対
象として､公園緑地課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年2月12日以降送受信した
ﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年3月10日時点で存在し､電子
ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる写しの交
付を希望します｡)

都市公園施設の安全管理の強化について他4件 3月24日 全開示

1750 3月10日 請求
建設部

公園緑地課

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対
象として､公園緑地課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年2月12日以降送受信した
ﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年3月10日時点で存在し､電子
ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

都市公園施設の安全管理の強化について他4件 3月24日 全開示

1746 3月10日 請求
まちづくり推進部

都市整備課

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対
象として､都市整備課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年2月12日以降送受信した
ﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年3月10日時点で存在し､電子
ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

3月24日

1745 3月10日 請求
まちづくり推進部

都市整備課

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対
象として､都市整備課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年2月12日以降送受信した
ﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年3月10日時点で存在し､電子
ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる写しの交
付を希望します｡)

3月24日
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整理
番号

受付日 区分 担当課等
公文書の名称その他公文書を特定するに足りる事項
(請求の内容） 公文書の名称

開示決定
等の通知
をした日

開示決定等の内容 開示しないこととした部分
開示しないこととした根拠

規定

1751 3月10日 請求
建設部

河川排水課

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対
象として､河川排水課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年2月12日以降送受信した
ﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年3月10日時点で存在し､電子
ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる写しの交
付を希望します｡)

(庄内川)川の防災情報の利用ｱﾝｹｰﾄのお願い他1件 3月23日 全開示

1752 3月10日 請求
建設部

河川排水課

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対
象として､河川排水課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年2月12日以降送受信した
ﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年3月10日時点で存在し､電子
ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

(庄内川)川の防災情報の利用ｱﾝｹｰﾄのお願い他1件 3月23日 全開示

1753 3月10日 請求
建設部

住宅施設課

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対
象として､住宅施設課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年2月12日以降送受信した
ﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年3月10日時点で存在し､電子
ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる写しの交
付を希望します｡)

保全ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｼｽﾃﾑ利用状況(2/20) 3月24日 全開示

公共建築のFMと保全ﾈｯﾄﾜｰｸﾆｭｰｽ(公共ｴﾌｴﾑﾆｭｰｽ)号外第31号他3件 全開示

【FAX 番号に誤りがありました】省エネ基準に関する書籍2冊のご案内他1件 一部開示 氏名､ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ 条例第7条第2号

【情報提供】JICA実施の2015年度能力強化研修について他22件 全開示

日本水道協会愛知県支部：東日本大震災に係る水道復旧･復興支援について
他2件

一部開示 氏名､職名 条例第7条第2号

【情報提供】JICA実施の2015年度能力強化研修について他22件 全開示

日本水道協会愛知県支部：東日本大震災に係る水道復旧･復興支援について
他3件

一部開示 氏名､職名､携帯電話番号 条例第7条第2号

1757 3月10日 請求
上下水道部
下水建設課

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対
象として､下水建設課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年2月12日以降送受信した
ﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年3月10日時点で存在し､電子
ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる写しの交
付を希望します｡)

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春日井市情報公
開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営む個人と､春日井市立の学
校･保育園と､春日井市の課室等を対象として､下水建設課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年2
月12日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年3月10日時点で存
在し､電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの

3月17日
不開示
(不存在)

不存在

1758 3月10日 請求
上下水道部
下水建設課

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対
象として､下水建設課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年2月12日以降送受信した
ﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年3月10日時点で存在し､電子
ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春日井市情報公
開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営む個人と､春日井市立の学
校･保育園と､春日井市の課室等を対象として､下水建設課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年2
月12日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年3月10日時点で存
在し､電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

3月17日
不開示
(不存在)

不存在

1759 3月10日 請求
上下水道部

業務課

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対
象として､業務課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年2月12日以降送受信したﾒｰﾙ
ﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年3月10日時点で存在し､電子ﾃﾞｰﾀ
として開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる写しの交付を
希望します｡)

〔船橋市下水道総務課〕排水設備工事申請管理ｼｽﾃﾑ等整備・運用についての
状況調査の結果について他1件

3月24日 全開示

1760 3月10日 請求
上下水道部

業務課

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対
象として､業務課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年2月12日以降送受信したﾒｰﾙ
ﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年3月10日時点で存在し､電子ﾃﾞｰﾀ
として開示できないもの

〔船橋市下水道総務課〕排水設備工事申請管理ｼｽﾃﾑ等整備・運用についての
状況調査の結果について他1件

3月24日 全開示

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対
象として､企画経営課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年2月12日以降送受信した
ﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年3月10日時点で存在し､電子
ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

3月24日

1755
上下水道部
企画経営課

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対
象として､企画経営課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年2月12日以降送受信した
ﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年3月10日時点で存在し､電子
ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる写しの交
付を希望します｡)

請求1754 3月10日

3月10日 請求

1756 3月10日 請求
上下水道部
企画経営課

建設部
住宅施設課

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対
象として､住宅施設課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年2月12日以降送受信した
ﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年3月10日時点で存在し､電子
ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

3月24日

3月24日
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整理
番号

受付日 区分 担当課等
公文書の名称その他公文書を特定するに足りる事項
(請求の内容） 公文書の名称

開示決定
等の通知
をした日

開示決定等の内容 開示しないこととした部分
開示しないこととした根拠

規定

1761 3月10日 請求
上下水道部

高蔵寺浄化ｾﾝ
ﾀｰ

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対
象として､高蔵寺浄化ｾﾝﾀｰﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年2月12日以降送受信
したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年3月10日時点で存在し､
電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる写し
の交付を希望します｡)

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春日井市情報公
開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営む個人と､春日井市立の学
校･保育園と､春日井市の課室等を対象として､業務課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年2月12
日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年3月10日時点で存在し､
電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる写しの交付を希望
します｡)

3月18日
不開示
(不存在)

不存在

1762 3月10日 請求
上下水道部

高蔵寺浄化ｾﾝ
ﾀｰ

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対
象として､高蔵寺浄化ｾﾝﾀｰﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年2月12日以降送受信
したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年3月10日時点で存在し､
電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春日井市情報公
開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営む個人と､春日井市立の学
校･保育園と､春日井市の課室等を対象として､高蔵寺浄化ｾﾝﾀｰﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､
本年2月12日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年3月10日時点
で存在し､電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

3月18日
不開示
(不存在)

不存在

1763 3月10日 請求
上下水道部

勝西浄化ｾﾝﾀｰ

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対
象として､勝西浄化ｾﾝﾀｰﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年2月12日以降送受信し
たﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年3月10日時点で存在し､電
子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる写しの
交付を希望します｡)

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春日井市情報公
開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営む個人と､春日井市立の学
校･保育園と､春日井市の課室等を対象として､勝西浄化ｾﾝﾀｰﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本
年2月12日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年3月10日時点で
存在し､電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの

3月20日
不開示
(不存在)

不存在

1764 3月10日 請求
上下水道部

勝西浄化ｾﾝﾀｰ

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対
象として､勝西浄化ｾﾝﾀｰﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年2月12日以降送受信し
たﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年3月10日時点で存在し､電
子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春日井市情報公
開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営む個人と､春日井市立の学
校･保育園と､春日井市の課室等を対象として､勝西浄化ｾﾝﾀｰﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本
年2月12日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年3月10日時点で
存在し､電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

3月20日
不開示
(不存在)

不存在

1765 3月10日 請求
上下水道部

南部浄化ｾﾝﾀｰ

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対
象として､南部浄化ｾﾝﾀｰﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年2月12日以降送受信し
たﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年3月10日時点で存在し､電
子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる写しの
交付を希望します｡)

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春日井市情報公
開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営む個人と､春日井市立の学
校･保育園と､春日井市の課室等を対象として､南部浄化ｾﾝﾀｰﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本
年2月12日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年3月10日時点で
存在し､電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの

3月20日
不開示
(不存在)

不存在

1766 3月10日 請求
上下水道部

南部浄化ｾﾝﾀｰ

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対
象として､南部浄化ｾﾝﾀｰ課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年2月12日以降送受信
したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年3月10日時点で存在し､
電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春日井市情報公
開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営む個人と､春日井市立の学
校･保育園と､春日井市の課室等を対象として､南部浄化ｾﾝﾀｰ課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､
本年2月12日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年3月10日時点
で存在し､電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

3月20日
不開示
(不存在)

不存在

1767 3月10日 請求
上下水道部
水道工務課

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対
象として､水道工務課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年2月12日以降送受信した
ﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年3月10日時点で存在し､電子
ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる写しの交
付を希望します｡)

3-01足場計画 3月24日 全開示

1768 3月10日 請求
上下水道部
水道工務課

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対
象として水道工務課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年2月12日以降送受信した
ﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年3月10日時点で存在し､電子
ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

水管橋足場設置計画について 3月24日 一部開示 個人の氏名､ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ 条例第7条第2号

1769 3月10日 請求
上下水道部

配水管理事務所

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対
象として､南部浄化ｾﾝﾀｰﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年2月12日以降送受信し
たﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年3月10日時点で存在し､電
子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの+G2142:J2142

H26精度管理研修会申込
【事務連絡】平成26年度水道水質検査精度管理に関する研修会の開催につい
て他1件

3月24日 全開示

1770 3月10日 請求
上下水道部

配水管理事務所

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対
象として､秘書課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年2月12日以降送受信したﾒｰﾙ
ﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年3月10日時点で存在し､電子ﾃﾞｰﾀ
として開示できないもの

ｷｬﾉﾝ【ｶｽﾀﾏｰﾌﾟﾚﾐｱｻｲﾄ】新規機器情報登録完了のお知らせ他4件 3月24日 全開示

1771 3月10日 請求
市民病院
管理課

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対
象として､管理課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年2月12日以降送受信したﾒｰﾙ
ﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年3月10日時点で存在し､電子ﾃﾞｰﾀ
として開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる写しの交付を
希望します｡)

【情報提供】ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞの発生状況について(第６週/２月２日から２月８日まで)
他３件

3月24日 全開示
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1772 3月10日 請求
市民病院
管理課

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対
象として､管理課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年2月12日以降送受信したﾒｰﾙ
ﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年3月10日時点で存在し､電子ﾃﾞｰﾀ
として開示できないもの

【情報提供】ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞの発生状況について(第６週/２月２日から２月８日まで)
他３件

3月24日 全開示

1773 3月10日 請求
市民病院
医事課

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対
象として､医事課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年2月12日以降送受信したﾒｰﾙ
ﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年3月10日時点で存在し､電子ﾃﾞｰﾀ
として開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる写しの交付を
希望します｡)

･尾張北部地区ﾒﾃﾞｨｶﾙｺﾝﾄﾛｰﾙ協議会設置要綱の一部改正について(通知)他2
件

3月24日 全開示

1774 3月10日 請求
市民病院
医事課

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対
象として､医事課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年2月12日以降送受信したﾒｰﾙ
ﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年3月10日時点で存在し､電子ﾃﾞｰﾀ
として開示できないもの

・尾張北部地区ﾒﾃﾞｨｶﾙｺﾝﾄﾛｰﾙ協議会設置要綱の一部改正について(通知）他3
件

3月24日 全開示

1775 3月10日 請求
市民病院

医療連携室

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対
象として､医療連携室ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年2月12日以降送受信した
ﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年3月10日時点で存在し､電子
ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる写しの交
付を希望します｡)

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春日井市情報公
開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営む個人と､春日井市立の学
校･保育園と､春日井市の課室等を対象として､医療連携室ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年2
月12日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年3月10日時点で存
在し､電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの

3月18日
不開示
(不存在)

不存在

1776 3月10日 請求
市民病院

医療連携室

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対
象として､医療連携室ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年2月12日以降送受信した
ﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年3月10日時点で存在し､電子
ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春日井市情報公
開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営む個人と､春日井市立の学
校･保育園と､春日井市の課室等を対象として､医療連携室ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年2
月12日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年3月10日時点で存
在し､電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

3月18日
不開示
(不存在)

不存在

1777 3月10日 請求
市民病院

病院安全推進室

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対
象として､病院安全推進室ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年2月12日以降送受信
したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年3月10日時点で存在し､
電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる写し
の交付を希望します｡)

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春日井市情報公
開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営む個人と､春日井市立の学
校･保育園と､春日井市の課室等を対象として､病院安全推進室ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本
年2月12日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年3月10日時点で
存在し､電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる写しの交付
を希望します｡)

3月17日
不開示
(不存在)

不存在

1778 3月10日 請求
市民病院

病院安全推進室

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対
象として､病院安全推進室ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年2月12日以降送受信
したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年3月10日時点で存在し､
電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春日井市情報公
開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営む個人と､春日井市立の学
校･保育園と､春日井市の課室等を対象として､病院安全推進室ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本
年2月12日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年3月10日時点で
存在し､電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

3月17日
不開示
(不存在)

不存在

1779 3月10日 請求
市民病院

栄養管理室

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対
象として､栄養管理室ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年2月12日以降送受信した
ﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年3月10日時点で存在し､電子
ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる写しの交
付を希望します｡)

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春日井市情報公
開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営む個人と､春日井市立の学
校･保育園と､春日井市の課室等を対象として､栄養管理室ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年2
月12日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年3月10日時点で存
在し､電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる写しの交付を
希望します｡)

3月24日
不開示
(不存在)

不存在

1780 3月10日 請求
市民病院

栄養管理室

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対
象として､栄養管理室ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年2月12日以降送受信した
ﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年3月10日時点で存在し､電子
ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春日井市情報公
開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営む個人と､春日井市立の学
校･保育園と､春日井市の課室等を対象として､栄養管理室ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年2
月12日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年3月10日時点で存
在し､電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

3月24日
不開示
(不存在)

不存在

1781 3月10日 請求
会計管理者

会計課

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対
象として､会計課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年2月12日以降送受信したﾒｰﾙ
ﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年3月10日時点で存在し､電子ﾃﾞｰﾀ
として開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる写しの交付を
希望します｡)

証紙出納計算書(春日井市2月分）他2件 3月23日 全開示

1782 3月10日 請求
会計管理者

会計課

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対
象として､会計課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年2月12日以降送受信したﾒｰﾙ
ﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年3月10日時点で存在し､電子ﾃﾞｰﾀ
として開示できないもの

NOMA中部本部行政管理講座のご案内他4件 3月23日 全開示
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整理
番号

受付日 区分 担当課等
公文書の名称その他公文書を特定するに足りる事項
(請求の内容） 公文書の名称

開示決定
等の通知
をした日

開示決定等の内容 開示しないこととした部分
開示しないこととした根拠

規定

1783 3月10日 請求
教育委員会
教育総務課

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対
象として､教育総務課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年2月12日以降送受信した
ﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年3月10日時点で存在し､電子
ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる写しの交
付を希望します｡)

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春日井市情報公
開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営む個人と､春日井市立の学
校･保育園と､春日井市の課室等を対象として､教育総務課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年2
月12日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年3月10日時点で存
在し､電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの

3月18日
不開示
(不存在)

不存在

1784 3月10日 請求
教育委員会
教育総務課

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対
象として､教育総務課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年2月12日以降送受信した
ﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年3月10日時点で存在し､電子
ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春日井市情報公
開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営む個人と､春日井市立の学
校･保育園と､春日井市の課室等を対象として､教育総務課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年2
月12日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年3月10日時点で存
在し､電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

3月18日
不開示
(不存在)

不存在

1785 3月10日 請求
教育委員会

野外教育ｾﾝﾀｰ

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対
象として､野外教育ｾﾝﾀｰﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年2月12日以降送受信し
たﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年3月10日時点で存在し､電
子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる写しの
交付を希望します｡)

【AELﾒｰﾙ第12号(平成27年3月）】 3月24日 全開示

1786 3月10日 請求
教育委員会

野外教育ｾﾝﾀｰ

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対
象として､秘書課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年2月12日以降送受信したﾒｰﾙ
ﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年3月10日時点で存在し､電子ﾃﾞｰﾀ
として開示できないもの

地震被害報告＠野外教育ｾﾝﾀｰ他1件 3月24日 全開示

【健康機器管理情報　1感染症流行情報】愛知県感染情報他7件 全開示

平成27年度ｾﾝﾀｰ連協総会のご案内他1件 一部開示 氏名、ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ 条例第7条第2号

【健康機器管理情報　1感染症流行情報】集団かぜ情報他14件 全開示

【富士通SupportDesk】ﾜｰｸｽﾀｲﾙ変革を加速させる仮想ﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟｻｰﾋﾞｽ[2月号]
他2件

一部開示 氏名､ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ 条例第7条第2号

1789 3月10日 請求
教育委員会
文化財課

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対
象として､文化財課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年2月12日以降送受信したﾒｰ
ﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年3月10日時点で存在し､電子ﾃﾞｰ
ﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる写しの交付を
希望します｡)

【照会】指定文化財件数等の調査について他7件 3月20日 全開示

1790 3月10日 請求
教育委員会
文化財課

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対
象として､文化財課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年2月12日以降送受信したﾒｰ
ﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年3月10日時点で存在し､電子ﾃﾞｰ
ﾀとして開示できないもの

【照会】指定文化財件数等の調査について他10件 3月20日 全開示

1791 3月10日 請求
教育委員会
学校教育課

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対
象として､学校教育課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年2月12日以降送受信した
ﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年3月10日時点で存在し､電子
ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる写しの交
付を希望します｡)

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春日井市情報公
開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営む個人と､春日井市立の学
校･保育園と､春日井市の課室等を対象として､学校教育課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年2
月12日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年3月10日時点で存
在し､電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの

3月20日
不開示
(不存在)

不存在

1792 3月10日 請求
教育委員会
学校教育課

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対
象として､学校教育課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年2月12日以降送受信した
ﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年3月10日時点で存在し､電子
ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春日井市情報公
開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営む個人と､春日井市立の学
校･保育園と､春日井市の課室等を対象として､学校教育課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年2
月12日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年3月10日時点で存
在し､電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

3月20日
不開示
(不存在)

不存在

教育委員会
学校給食課

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対
象として､学校給食課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年2月12日以降送受信した
ﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年3月10日時点で存在し､電子
ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

3月23日3月10日

1787 3月10日 請求
教育委員会
学校給食課

請求

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対
象として､学校給食課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年2月12日以降送受信した
ﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年3月10日時点で存在し､電子
ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる写しの交
付を希望します｡)

1788

3月23日
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整理
番号

受付日 区分 担当課等
公文書の名称その他公文書を特定するに足りる事項
(請求の内容） 公文書の名称

開示決定
等の通知
をした日

開示決定等の内容 開示しないこととした部分
開示しないこととした根拠

規定

1793 3月10日 請求
消防本部

消防総務課

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対
象として､消防総務課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年2月12日以降送受信した
ﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年3月10日時点で存在し､電子
ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる写しの交
付を希望します｡)

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ変更のお願い他1件 3月23日 全開示

1794 3月10日 請求
消防本部

消防総務課

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対
象として､消防総務課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年2月12日以降送受信した
ﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年3月10日時点で存在し､電子
ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ変更のお願い他1件 3月23日 全開示

1795 3月10日 請求
消防本部

通信司令室

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対
象として､通信司令室ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年2月12日以降送受信した
ﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年3月10日時点で存在し､電子
ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる写しの交
付を希望します｡)

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春日井市情報公
開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営む個人と､春日井市立の学
校･保育園と､春日井市の課室等を対象として､通信司令室ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年2
月12日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年3月10日時点で存
在し､電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの

3月23日
不開示
(不存在)

不存在

1796 3月10日 請求
消防本部

通信司令室

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対
象として､通信司令室ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年2月12日以降送受信した
ﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年3月10日時点で存在し､電子
ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春日井市情報公
開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営む個人と､春日井市立の学
校･保育園と､春日井市の課室等を対象として､通信司令室ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年2
月12日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年3月10日時点で存
在し､電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

3月23日
不開示
(不存在)

不存在

1797 3月10日 請求
消防本部
予防課

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対
象として､予防課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年2月12日以降送受信したﾒｰﾙ
ﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年3月10日時点で存在し､電子ﾃﾞｰﾀ
として開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる写しの交付を
希望します｡)

住宅防火対策に係る調査等について他2件 3月23日 全開示

住宅防火対策に係る調査等について他2件 全開示

平成26年火災報告の最終修正期間について 一部開示 担当者氏名,ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ 条例第7条第2号

1799 3月10日 請求
消防本部
消防署

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対
象として､消防署ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年2月12日以降送受信したﾒｰﾙ
ﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年3月10日時点で存在し､電子ﾃﾞｰﾀ
として開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる写しの交付を
希望します｡)

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春日井市情報公
開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営む個人と､春日井市立の学
校･保育園と､春日井市の課室等を対象として､消防署ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年2月12
日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年3月10日時点で存在し､
電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる写しの交付を希望
します｡)

3月23日
不開示
(不存在)

不存在

1800 3月10日 請求
消防本部
消防署

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対
象として､消防署ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年2月12日以降送受信したﾒｰﾙ
ﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年3月10日時点で存在し､電子ﾃﾞｰﾀ
として開示できないもの

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春日井市情報公
開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営む個人と､春日井市立の学
校･保育園と､春日井市の課室等を対象として､消防署ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年2月12
日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年3月10日時点で存在し､
電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

3月23日
不開示
(不存在)

不存在

1801 3月10日 請求
消防本部
東出張所

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対
象として､東出張所ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年2月12日以降送受信したﾒｰ
ﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年3月10日時点で存在し､電子ﾃﾞｰ
ﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる写しの交付を
希望します｡)

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春日井市情報公
開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営む個人と､春日井市立の学
校･保育園と､春日井市の課室等を対象として､東出張所ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年2月
12日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年3月10日時点で存在
し､電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる写しの交付を希
望します｡)

3月23日
不開示
(不存在)

不存在

1802 3月10日 請求
消防本部
東出張所

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対
象として､東出張所ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年2月12日以降送受信したﾒｰ
ﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年3月10日時点で存在し､電子ﾃﾞｰ
ﾀとして開示できないもの

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春日井市情報公
開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営む個人と､春日井市立の学
校･保育園と､春日井市の課室等を対象として､東出張所ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年2月
12日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年3月10日時点で存在
し､電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

3月23日
不開示
(不存在)

不存在

1803 3月10日 請求
消防本部
西出張所

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対
象として､西出張所ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年2月12日以降送受信したﾒｰ
ﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年3月10日時点で存在し､電子ﾃﾞｰ
ﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる写しの交付を
希望します｡)

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春日井市情報公
開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営む個人と､春日井市立の学
校･保育園と､春日井市の課室等を対象として､西出張所ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年2月
12日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年3月10日時点で存在
し､電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる写しの交付を希
望します｡)

3月23日
不開示
(不存在)

不存在

消防本部
予防課

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対
象として､予防課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年2月12日以降送受信したﾒｰﾙ
ﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年3月10日時点で存在し､電子ﾃﾞｰﾀ
として開示できないもの

1798 3月10日 請求 3月23日
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整理
番号

受付日 区分 担当課等
公文書の名称その他公文書を特定するに足りる事項
(請求の内容） 公文書の名称

開示決定
等の通知
をした日

開示決定等の内容 開示しないこととした部分
開示しないこととした根拠

規定

1804 3月10日 請求
消防本部
西出張所

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対
象として､西出張所ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年2月12日以降送受信したﾒｰ
ﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年3月10日時点で存在し､電子ﾃﾞｰ
ﾀとして開示できないもの

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春日井市情報公
開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営む個人と､春日井市立の学
校･保育園と､春日井市の課室等を対象として､西出張所ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年2月
12日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年3月10日時点で存在
し､電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

3月23日
不開示
(不存在)

不存在

1805 3月10日 請求
消防本部
南出張所

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対
象として､南出張所ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年2月12日以降送受信したﾒｰ
ﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年3月10日時点で存在し､電子ﾃﾞｰ
ﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる写しの交付を
希望します｡)

第1課救急担当長谷川主査様←南長谷川(処置範囲拡大症例共有化について
他2件

3月23日 全開示

1806 3月10日 請求
消防本部
南出張所

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対
象として､南出張所ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年2月12日以降送受信したﾒｰ
ﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年3月10日時点で存在し､電子ﾃﾞｰ
ﾀとして開示できないもの

第1課救急担当長谷川主査様←南長谷川他2件 3月23日 全開示

1807 3月10日 請求
消防本部
北出張所

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対
象として､北出張所ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年2月12日以降送受信したﾒｰ
ﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年3月10日時点で存在し､電子ﾃﾞｰ
ﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる写しの交付を
希望します｡)

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春日井市情報公
開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営む個人と､春日井市立の学
校･保育園と､春日井市の課室等を対象として､北出張所ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年2月
12日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年3月10日時点で存在
し､電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの

3月23日
不開示
(不存在)

不存在

1808 3月10日 請求
消防本部
北出張所

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対
象として､北出張所ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年2月12日以降送受信したﾒｰ
ﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年3月10日時点で存在し､電子ﾃﾞｰ
ﾀとして開示できないもの

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春日井市情報公
開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営む個人と､春日井市立の学
校･保育園と､春日井市の課室等を対象として､北出張所ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年2月
12日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年3月10日時点で存在
し､電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

3月23日
不開示
(不存在)

不存在

1809 3月10日 請求
消防本部

高蔵寺出張所

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対
象として､高蔵寺出張所ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年2月12日以降送受信し
たﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年3月10日時点で存在し､電
子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる写しの
交付を希望します｡)

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春日井市情報公
開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営む個人と､春日井市立の学
校･保育園と､春日井市の課室等を対象として､高蔵寺出張所ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年
2月12日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年3月10日時点で存
在し､電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの

3月23日
不開示
(不存在)

不存在

1810 3月10日 請求
消防本部

高蔵寺出張所

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対
象として､高蔵寺出張所ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年2月12日以降送受信し
たﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年3月10日時点で存在し､電
子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春日井市情報公
開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営む個人と､春日井市立の学
校･保育園と､春日井市の課室等を対象として､高蔵寺出張所ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年
2月12日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年3月10日時点で存
在し､電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

3月23日
不開示
(不存在)

不存在

1811 3月10日 請求
議会事務局

議事課

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対
象として､議事課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年2月12日以降送受信したﾒｰﾙ
ﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年3月10日時点で存在し､電子ﾃﾞｰﾀ
として開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる写しの交付を
希望します｡)

正副議長の交代について 3月18日 全開示

1812 3月10日 請求
議会事務局

議事課

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対
象として､議事課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年2月12日以降送受信したﾒｰﾙ
ﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年3月10日時点で存在し､電子ﾃﾞｰﾀ
として開示できないもの

正副議長の交代について 3月18日 全開示

1813 3月10日 請求
監査事務局

監査課

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対
象として､監査課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年2月12日以降送受信したﾒｰﾙ
ﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年3月10日時点で存在し､電子ﾃﾞｰﾀ
として開示できるもの(過日に提供したCD-Rによる写しの交付を
希望します｡)

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春日井市情報公
開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営む個人と､春日井市立の学
校･保育園と､春日井市の課室等を対象として､監査課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年2月12
日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年3月10日時点で存在し､
電子ﾃﾞｰﾀとして開示できるもの

3月19日
不開示
(不存在)

不存在

1814 3月10日 請求
監査事務局

監査課

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春
日井市情報公開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営
む個人と､春日井市立の学校･保育園と､春日井市の課室等を対
象として､監査課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年2月12日以降送受信したﾒｰﾙ
ﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年3月10日時点で存在し､電子ﾃﾞｰﾀ
として開示できないもの

国､独立行政法人等､地方公共団体及び地方独立行政法人と､春日井市情報公
開条例第7条第3号が規定する法人等と､事業を営む個人と､春日井市立の学
校･保育園と､春日井市の課室等を対象として､監査課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽで､本年2月12
日以降送受信したﾒｰﾙﾃﾞｰﾀの本文と添付ﾌｧｲﾙで､本年3月10日時点で存在し､
電子ﾃﾞｰﾀとして開示できないもの

3月19日
不開示
(不存在)

不存在
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整理
番号

受付日 区分 担当課等
公文書の名称その他公文書を特定するに足りる事項
(請求の内容） 公文書の名称

開示決定
等の通知
をした日

開示決定等の内容 開示しないこととした部分
開示しないこととした根拠

規定

1815 3月12日 申出
上下水道部
水道工務課

平成26年度春日井市発注の以下の物件の金入り設計書を開示
願います。
(鑑・内訳書･明細書・代価表)
・上水道排水管布設替工事(大留町)
･上水道配水管布設替工事(気噴町)
上水道導水管布設替工事(美濃町外1町)

平成26年度金入り設計書
･上水道配水管布設替工事(大留町)
･上水道配水管布施替工事(気噴町)
・上水道導水管布設替工事(美濃町外1町)

3月26日 全開示

1816 3月17日 請求
議会事務局

議事課
市議会議長あての陳情書(請求日時点で実施機関が保有してい
るもの）

市議会議長宛の陳情書 3月31日 一部開示 法人印影､個人の住所､氏名､肩書､印影､電話番号 条例第7条第2号､3号､4号

1817 3月19日 申出
建設部
道路課

平成26年度春日井市発注
上段:開札年月日
下段:工事名
H27/02/06
市道1684号線道路整備工事
H27/01/30
市道5116号線道路整備工事
上記工事の金抜き設計書及び､内訳代価・施行ﾊﾟｯｹｰｼﾞ計算根
拠･諸経費計算根拠を含む金入り設計書一式CD-Rでの提供を希
望します｡

金抜き設計書､及び金入り設計書一式
(市道1684号線道路整備工事､市道5116号線道路整備工事)

3月31日 全開示

1818 3月19日 申出
上下水道部
水道工務課

平成26年度春日井市発注
上段:開札年月日
下段:工事名
H27/03/12
上水道送水管布設工事(その4)
H26/11/28
上水道配水管布設替工事(大留町その2)
上記工事の金抜き設計書及び､内訳代価･施行ﾊﾟｯｹｰｼﾞ計算根
拠・諸経費計算根拠を含む金入り設計書一式CD-Rでの提供を希
望します。

平成26年度金抜き設計書及び金入り設計書
･上水道送水管布設工事(その4)
・上水道配水管布設替工事(大留町その2)

3月31日 全開示

岩成台小学校3学年通信3月号 全開示

岩成台小学校2015年度4月年学だより(4年生）
不開示
(不存在)

不存在

1820 3月27日 請求
建設部

潮見坂平和公園
管理事務所

調査した部分(箇図)の地図(平成10年2月23日)※ｶﾗｰｺﾋﾟｰを希望 潮見坂平和公園平面図 4月9日 全開示

1819 3月25日 請求
教育委員会
学校教育課

岩成台小学校
2014年度3月学年だより(3年生）2015年度4月学年だより(4年生)

4月3日
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資料２　平成26年度個人情報保護実施状況一覧表

訂正
前

訂正
後

1 4月4日 請求
市民生活部
市民課

平成25年2月1日～平成26年4月4日の住民票の
写し等交付申請書及び住民票の写し等職務上
請求書

住民票の写し等職務上請求書（申請期
間　平成25年2月1日～平成26年4月4
日）

4月18日 一部開示
請求者の職員、開示請
求者以外の氏名

条例第17条第3号、第4号、
第5号

◆条例第17条第3号
開示請求者以外の特定の個人を識
別することができるため
◆条例第17条第4号、5号
事業を営む個人の当該事業に関す
る情報であって、開示することによ
り当該個人の権利、競争上の地位
その他正当利益を害するおそれが

2 4月4日 請求
市民生活部
市民課

住民票の写し等交付申請書(平成26年1月20日
～平成26年2月2日)

住民票の写し等交付申請書(平成26年1
月20日～平成26年2月2日)

4月18日
不開示
（不存在）

不存在

平成26年1月20日から平成26年2月
2日までの期間について、住民票の
写し等の交付申請がなく、当該保有
個人情報を保有していないため

3 4月4日 請求
市民生活部
市民課

住民票の写し等交付申請書(平成26年1月20日
～平成26年2月3日)

住民票の写し等交付申請書（申請期間
平成26年1月20日～平成26年2月2日）

4月18日 一部開示

開示請求者以外の住
所、氏名、電話番号、生
年月日、印影、車種、車
両番号、修理代金等の
金額、自動車検査証

条例第17条第3号

◆条例第17条第3号
開示請求者以外の特定の個人を識
別することができるため及び特定の
個人を識別することはできないが、
公にすることでなお個人の権利利
益を害するおそれがあるため

4 5月26日 請求
市民生活部
市民課

住民票の写し等の交付申請書(H.22.4.1～
H.26.5.26)
戸籍謄本抄本の交付申請書(附票含）（H.21.1～
H.26.5.26)

住民票の写し等交付申請書(申請期間
平成22年４月１日～平成26年５月26日)
戸籍証明等の交付申請書（平成21年１
月１日～平成26年５月26日)

6月3日 一部開示
委託先の社員の署名・

印影
条例第17条第3号

◆条例第17条第3号
開示請求者以外の特定の個人を識
別することができるため

5 6月13日 請求
市民生活部
市民課

住民票の写し等の交付申請書（平成23年4月1日
～平成26年6月13日まで）戸籍謄本、正本の交
付申請書

住民票の写し等交付申請書(申請期間
平成23年４月１日～平成26年６月13日)
戸籍証明等の交付申請書（平成23年１
月１日～平成26年６月13日)

6月19日 全開示

6 6月19日 請求
市民生活部
市民課

平成26年5月1日～6月9日までの住民票の写し
等の交付申請書及び戸籍謄本・抄本の交付申
請書

平成26年5月1日～6月9日までの住民票
の写し等の交付申請書及び戸籍謄本・
抄本の交付申請書

6月24日
不開示
（不存在）

不存在

平成26年5月1日から平成26年6月
19日までの申請期間については、
住民票の写し等交付申請及び、戸
籍証明等の交付申請がなく、当該
保有個人情報を保有していないた

7 6月23日 請求
市民生活部
市民課

住民票の写し等の交付申請書(平成23年4月1日
～平成26年6月23日)戸籍謄本抄本の交付申請
書(平成23年1月1日～平成26年6月23日）

戸籍証明等の交付申請書、戸籍謄本等
職務上請求書（平成23年１月１日～平成
26年６月23日)

6月27日 一部開示

請求者以外の氏名及び
業務の種類、業務を遂
行するための具体的理
由、委託先の社員の署

名・印影

条例第17条第3号、4号、5号

◆条例第17条第3号
開示請求者以外の特定の個人を識
別することができるため
◆条例第17条第4号、5号
事業を営む個人の当該事業に関す
る情報であって、開示することによ
り当該個人の権利、競争上の地位
その他正当利益を害するおそれが

8 7月7日 請求
市民生活部
市民課

住民票の写し等の交付申請書(平成26年4月22
日)
戸籍謄本、抄本等の交付申請書(平成26年4月
30日)

住民票の写し等の交付申請書(平成26
年4月22日)
戸籍謄本、抄本等の交付申請書(平成
26年4月30日)

7月14日
不開示
（不存在）

不存在

9 7月7日 請求
市民生活部
市民課

住民票の写し等の交付申請書平成26年5月28日
～平成26年7月7日まで戸籍謄本抄本の交付申
請書平成26年5月28日～平成26年7月7日まで

住民票の写し等の交付申請書(平成26
年5月28日～平成26年7月7日)

7月14日 一部開示 委託先従業員印影 条例第17条第3号

◆条例第17条第3号
開示請求者以外の特定の個人を識
別することができるため

10 7月25日 請求
市民生活部
市民課

戸籍証明書の交付申請書
Ｈ26年5月1日～7月25日

戸籍証明書の交付申請書
Ｈ26年5月1日～7月25日

8月4日
不開示
（不存在）

11 7月25日 請求
市民生活部
市民課

戸籍証明書の交付申請書
Ｈ26年5月1日～7月25日

戸籍証明書の交付申請書
Ｈ26年5月1日～7月25日

8月4日
不開示
（不存在）

災害報告書 全開示

保健日誌 一部開示
開示請求者以外の個人
に関する情報について

条例第17条第1項第3号

◆条例第17条第1項第3号
開示請求者以外の個人に関する情
報であって、開示請求者以外の特
定の個人を識別することができるた
め。

10月9日9月24日12 請求
教育委員会
学校教育課

平成26年1月17日、●●●●●●で●●●●が
●●●●したことについての記録

利用
目的

訂正請求
にかかる
保有個人
情報が記
録されて
いる公文
書の名称

個人
情報
訂正
（不訂
正）の
決定
の通
知を
した
日

訂正しな
いこととし
た理由

訂正を求め
る内容

整理番
号

受付日 区分

訂正請
求の趣
旨及び
理由

訂正請求に
係る個人情
報の開示を
受けた日そ
の他当該保
有個人情報
を特定するに
足りる事項

開示等しないこととした根拠
規定

開示請求等に係る保有個人情報が記録
されている公文書の件名

開示請求等に係る保有個人情報が記録されて
いる公文書の名称その他保有個人情報を特定
するに足りる事項

担当課等
開示等しないこととした

部分
備考

開示決定等の
内容

開示決定
等の通知
をした日

当該規定を適用する理由
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13 11月12日 請求
市民生活部
市民課

住民票の写し等の交付申請書(平成26年8月26
日）
戸籍証明書等の交付申請書（平成26年9月1日）

住民票の写し等交付申請書（受付日:平
成26年8月26日）
戸籍証明書等の交付申請書(受付日:平
成26年9月1日)

11月13日 一部開示 請求者の職印 条例17条第4号､5号

◆条例第17条第4号､第5号
事業を営む個人情報保護条例事業
に関する情報であって､開示するこ
とにより当該個人の権利､競争上の
地位その他正当利益を害するおそ
れがあるため及び犯罪予防のた
め。

中学校生徒指導要録様式1(学籍に関す
る記録)

全開示

中学校生徒指導要録様式2(学籍に関す
る記録)

不開示
（不存在）

条例第11条第2項

ｇ

15 11月28日 請求
市民生活部
市民課

住民票の写し等の交付申請書
平成26年10月31日

住民票の写し等の交付申請書
平成26年10月31日

12月5日 一部開示
請求者の職員及び開示
請求者以外の氏名

条例第17条第3号､4号､5号

◆条例第17条第3号
開示請求者以外の特定の個人を識
別することができるため
◆条例第17条第4号、5号
事業を営む個人の当該事業に関す
る情報であって、開示することによ
り当該個人の権利、競争上の地位
その他正当利益を害するおそれが
あるため及び犯罪予防のため

16 2月6日 請求
市民生活部
市民課

住民票の写しの交付申請書（H27.1～H27.2.6）
住民票の写し等の交付申請書(平成27
年1月1日～平成27年2月6日)

2月17日 一部開示 委託先従業員の署名 条例第17条第3号

◆条例第17条第3号
開示請求者以外の特定の個人を識
別することができるため

17 3月6日 請求
まちづくり推進

部
建築指導課

宅造許可申請書23-春建大4-5号､4-20号
宅地造成に関する工事の許可申請書
23春建第4-5号､23春建第4-20号

3月20日 全開示

12月4日14 11月20日 請求
教育委員会
学校教育課

南城中学校指導要項（本人）

198



資料３　　平成26年度会議公開実施状況一覧

公開非公開 傍聴

の状況 公開 非公開 人数

秘書課 表彰審査委員会 非公開 1 ―

企画政策課 総合計画審議会 未開催 ― ― ―

企画政策課 総合計画推進市民委員会 未開催 ― ― ―

総務課 行政改革推進委員会 未開催 ― ― ―

総務課 開発事業紛争調停委員会 未開催 ― ― ―

総務課 情報公開・個人情報保護審査会 非公開 4 6 1

人事課 特別職報酬等審議会 公開 2 0

市民安全課 防災会議 公開 1 4

市民安全課 国民保護協議会 未開催 ― ― ―

市民安全課
新型インフルエンザ等対策連絡調整会
議

公開 2 0

交通対策課 自転車等駐車対策協議会 未開催 ― ― ―

交通対策課 地域公共交通会議 公開 1 0

市民活動推進課
社会奉仕活動事故見舞金支給審査委員
会

未開催 ― ― ―

市民活動推進課 市民憲章審議会 未開催 ― ― ―

市民活動支援セン
ター

市民活動支援センター運営委員会 公開 2 0

男女共同参画課 男女共同参画審議会 公開 2 0

男女共同参画課 青少年女性センター運営委員会 公開 2 0

男女共同参画課 勤労青少年ホーム運営委員会 公開 2 0

文化課 市民会館運営審議会 未開催 ― ― ―

文化課 文化スポーツ応援団審査会 未開催 ― ― ―

道風記念館 道風記念館運営協議会 公開 1 　 0

スポーツ課 スポーツ表彰審査会 非公開 1 ―

生涯学習課 生涯学習審議会 公開 2 0

図書館 図書館協議会 公開 1 2

健康増進課 予防接種健康被害調査委員会 未開催 ― ― ―

健康増進課 Ｏ157対策連絡会 未開催 ― ― ―

健康増進課 保健予防調整会 未開催 ― ― ―

健康増進課 救急医療対策会議 未開催 ― ― ―

会議開催数
附属機関等の名称担当課
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公開非公開 傍聴

の状況 公開 非公開 人数

会議開催数
附属機関等の名称担当課

健康増進課 健康施策等推進協議会 公開 1 1

高齢福祉課 地域福祉計画推進協議会 公開 1 2

高齢福祉課 民生委員推薦会 未開催 ― ― ―

高齢福祉課 高齢者総合福祉計画推進協議会 公開 5 14

高齢福祉課 福祉有償運送運営協議会 一部公開 1 1

高齢福祉課 老人ホーム入所判定委員会 非公開 7 ―

高齢福祉課 高齢者・障がい者虐待防止連絡協議会 公開 1 2

介護保険課 春日井市介護認定審査会 非公開 369 ―

介護保険課 地域包括支援センター運営等協議会 公開 3 4

障がい福祉課 障がい支援区分判定審査会 非公開 20 ―

障がい福祉課 障がい者施策推進協議会 公開 5 38

障がい福祉課 地域自立支援協議会 公開 3 20

保険医療年金課 国民健康保険運営協議会 公開 2 0

子ども政策課 子ども・子育て支援対策協議会 公開 4 23

保育課 障がい児保育審査委員会 非公開 2 ―

環境政策課 環境審議会 公開 3 8

ごみ減量推進課 廃棄物減量等推進審議会 公開 2 0

経済振興課 商工業振興審議会 未開催 ― ― ―

農政課 人・農地プラン検討会 非公開 1 ―

都市政策課 都市計画審議会 公開 2  3

都市政策課 都市景観審議会 未開催 ― ― ―

都市政策課 町名等審議会 公開 1 0

都市整備課
尾張都市計画事業
松河戸土地区画整理審議会

公開 1 0

都市整備課
尾張都市計画事業
勝川駅南口周辺土地区画整理審議会

未開催 ― ― ―

建築指導課 開発審査会 非公開 6 ―

建築指導課 建築審査会 非公開 7 ―

建築指導課 旅館等建築審査会 未開催 ― ― ―

公園緑地課 緑の審議会 公開 1 0
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公開非公開 傍聴

の状況 公開 非公開 人数

会議開催数
附属機関等の名称担当課

管理課 春日井市民病院事業評価委員会 公開 2 3

企画経営課 水道事業運営研究会 未開催 ― ― ―

企画経営課 下水道基本計画策定検討委員会 未開催 ― ― ―

消防総務課 消防賞じゅつ金等審査委員会 未開催 ― ― ―

学校教育課 通学区域審議会 公開 1 1

学校教育課 学校保健結核対策委員会 非公開 2 ―

学校教育課 いじめ・不登校対策協議会 非公開 2 ―

学校教育課 就学支援委員会 非公開 3 ―

学校教育課 放課後なかよし教室運営委員会 公開 1 0

文化財課 文化財保護審議会 未開催 ― ― ―

学校給食課 学校給食運営委員会 公開 2 0

64 427 127

※非公開で行われた会議の427のうち、369は介護認定審査会です。
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諮問第 36号 

 

答  申  書 

 

第１ 審査会の結論 

春日井市長（以下「実施機関」という。）が平成 25年８月 22日付け 25春建第 212-2

号で行った公文書不開示決定については、妥当である。 

 

第２ 異議申立人の主張の要旨 

１ 異議申立ての趣旨 

本件異議申立ての趣旨は、春日井市情報公開条例（平成 12年春日井市条例第 40号。

以下「条例」という。）第６条に基づく開示請求に対し、平成 25年８月 22日付け 25

春建第 212-2号により実施機関が行った不開示決定の取り消しを求めるものである。 

２ 異議申立ての理由 

異議申立人が主張する異議申立ての主たる理由は、異議申立書、意見書及び口頭意

見陳述によると、おおむね次のとおりである。 

⑴ 公文書不開示決定通知書によると、公文書の名称その他開示請求に係る公文書を

特定するに足りる事項として、当該請求に係る特定事業所の通報等処理票（平成 25

年１月 15日後分）となっている。私の開示請求書では、公文書を特定するに足りる

事項として、当該事業所の通報等処理票平成 25年１月 15日以後の分としている。

通知書のように、この事項のみ開示請求をしているのではない。 

⑵ 通報等処理票（表紙）には、事業者氏名・住所、建築主住所・氏名・建築場所、

建物概要、設計者、施工者、通報者、違反内容、調査内容、経過表（指導及び措置）

などが記入でき、決裁欄もある。経過表には、私の是正指導の要望、回答の請求な

どが記入されている。経過表（指導及び措置）２枚目には、調査等の内容を記入す

るようになっている。このように、通報等処理票（表紙）には、指導などについて

記入するところはなく、２枚目の経過表にのみ記入するようになっている。 

⑶ 開示しないこととした理由として、「該当事業所は既存不適格建築物と判断し、平

成 25年 1月 15日後に対して指導を行っていないので、該当処理票に記載がないた
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め。」としている。公文書開示請求書を提出する当日に建築指導課の窓口で担当者と

面会し、公文書を特定するに足りる事項について確認をして「通報等処理票平成 25

年１月 15日以後の分」と記入した。そこまでしたのに、不存在としたことは常識で

は考えられないことである。 

⑷ 不存在としているが、当該請求に係る通報等処理票は存在している。よって、開

示しないこととした根拠規定及び当該規定を適用する理由には該当しない。 

⑸ 「該当処理票に記載がないため」とあるが、通報等処理票（表紙）と経過表（２

枚目）でできている。指導などは経過表に記入するので、該当処理票の経過表に記

載がないためと書くべきである。 

⑹ 経過表に記載がなくとも、通報等処理票（表紙）を開示しないと、現在指導中な

のか、完結しているかわからない。 

⑺ 通報等処理票は平成 25年１月 15日の記載まであり、平成 25年１月 15日以後の

分と請求しているので、通報等処理票は存在しており、その日から開示するのは当

然である。 

 

第３ 実施機関の説明の要旨 

実施機関の説明を総合すると、本件開示請求に対し公文書不存在により不開示とし

た理由は、おおむね次のとおりである。 

１ 不開示の理由について 

開示請求に係る公文書を作成及び保有していないため、条例第 11条第２項括弧書き

の「公文書を保有していないとき」に該当する。 

２ 本件に関する経緯について 

⑴ 通報等処理票は、通報等により新たに違反の疑いがある情報を入手した場合に、

事業者・建築場所・建物概要等必要事項を記載し、現地調査日や指導等の経過を記

録するものである。 

⑵ 平成 21年 11月 24日付けで、異議申立人より用途違反ではないかとの通報があっ

た当該事業所は、現地調査により既存不適格建物と確認したので、その旨を平成 24

年２月 28日に回答をしている。 

⑶ 平成 25年２月８日付けで当該事業所の公文書開示請求があり、当該事業所の通報
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等処理票を開示している。 

⑷ 平成 25年８月８日付けで、当該事業所の公文書開示請求書が他事業所とあわせて

提出された。 

３ 実施機関の判断について 

 当該事業所については、平成 24年２月 28日に既存不適格と判断したため、平成 25

年１月 15 日後に指導等を行っておらず、新たな経過記録はなく、開示請求に係る通

報等処理票を不存在として不開示決定したことは妥当であると判断している。 

 

第４ 調査審議の経過 

審査会は、本件異議申立てについて、次のとおり調査審議を行った。 

１ 平成25年８月22日 開示決定等の通知をした日 

２ 平成25年10月２日 異議申立てのあった日 

３ 平成25年11月11日 諮問のあった日 

４ 平成25年11月11日 実施機関から意見書を収受 

５ 平成25年12月２日 異議申立人から意見書を収受 

６ 平成26年１月６日 審議、異議申立人の口頭意見陳述、実施機関の説明 

７ 平成26年２月24日 審議 

８ 平成26年３月28日 審議 

 

第５ 審査会の判断 

１ 本件対象文書について 

本件対象文書は特定事業所の通報等処理票である。実施機関の説明によると、通報

等処理票とは、市民等から建築基準法違反等の通報を受け、現地調査等を行った内容

を記載するものである。通報等処理票は、事業者、建築主、建築場所、建物概要、設

計者、施工者、通報者、違反内容、調査内容、経過表を記載する部分と決裁欄からな

っている。 

２ 本件開示請求の内容について 

異議申立てに係る公文書開示請求書の公文書の名称その他の開示請求に係る公文書

を特定するに足りる事項の欄には、当該事業所の通報等処理票の「Ｈ25．１．15日以
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後の分」と記載されている。異議申立人は、口頭意見陳述において、「以後」には「平

成 25年１月 15日」も含まれるとして、経過表に１月 15日付けの記載があるにもかか

わらず、不存在とし、不開示決定したことは誤りであると主張している。一方で、異

議申立人は、当審査会委員との質疑応答で、公文書開示請求をした時点では、１月 15

日より後のものを請求する意思であったことを述べている。また、実施機関も不開示

理由説明において、異議申立人が、異議申立てに係る公文書開示請求を行う前に、担

当課である建築指導課窓口に来課し、当該事業所の通報等処理票の開示請求をしたい

が、通報等処理票のうち、以前に請求を行い、写しの交付を受けた部分は必要ないと

いう旨の話があったと述べている。 

これらのことに加え、異議申立人が同請求において、別の特定事業所の通報等処理

票について「Ｈ24．８．３日以後の分」と記載して行った請求に対して、実施機関は、

上記やり取りのもと、平成 24年８月３日後の部分の全部開示をしているが、その点に

ついて、異議申立人は平成 24年８月３日の部分が不足していると反論していない。 

以上からすると、異議申立人の請求の趣旨は、当該事業所の通報等処理票の記載事

項のうち既に開示を受けている平成 25年１月 15日の部分は請求の対象ではなく、同

日より後の部分の開示を求めたものと認定できる。 

３ 不開示決定の妥当性について 

本件開示請求の内容は前述のとおりであるから、本件対象文書は特定事業所の通報

等処理票の平成 25年１月 15日後の記載部分であると言える。 

実施機関は、当該事業所の通報等処理票には平成 25年１月 15日後の記述がないた

め、開示請求に係る公文書を保有しておらず、条例第 11条第２項に該当するとしてい

る。 

当審査会では、実施機関の主張を確認するため、実施機関が保有する現状の通報等

処理票（以下「通報等処理票１」という。）と、異議申立てに係る公文書開示請求の直

近で異議申立人に一部開示を実施した当該事業所の通報等処理票（以下「通報等処理

票２」という。）の提出を実施機関に依頼した。 

当審査会において提出を受けた資料を見分すると、通報等処理票１は、他の事業所

の通報等処理票とともに同じファイルにつづられており、平成 25年１月 15日の経過

表部分の記録を最後に記載がない。通報等処理票２は、異議申立人が平成 25年２月８
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日付けで公文書開示請求を行った際の開示決定等に係る決裁文書に添付されている。 

通報等処理票１及び２を比較すると、どちらも経過表部分に平成 25年１月 15日後

の記載はなく、完結日の欄の記載も見られない。また、その他の部分にも記載の追加・

変更は見られない。なお、通報等処理票２は、一部開示決定の決裁文書に添付されて

いるため、一部黒塗りの部分が見受けられるが、それ以外に通報等処理票１と異なる

部分は見当たらない。このことから、異議申立人が開示請求で求めている特定事業所

の通報等処理票の平成 25年１月 15日後の記載部分は存在しないといえる。 

以上のことから、実施機関の不開示決定は妥当であると判断できる。 

４ 結論 

以上により、本件対象文書については、上記第１記載の審査会の結論のとおり判断

した。 

 

第６ 答申に関与した委員 

近藤真、堀口久、吉岡ミヤ子、髙松淳也、富田隆司 
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諮問第 37号 

 

答  申  書 

 

第１ 審査会の結論 

春日井市教育委員会（以下「実施機関」という。）が平成 25 年 10 月 23

日付け 25春教学第 1531-2号で行った公文書一部開示決定については、新

たに確認できた別紙に掲げる公文書を開示すべきである。 

 

第２ 異議申立人の主張の要旨 

１ 異議申立ての趣旨 

本件異議申立ての趣旨は、春日井市情報公開条例（平成 12年春日井市条

例第 40号。以下「条例」という。）第６条に基づく開示請求に対し、平成

25年 10月 23日付け 25春教学第 1531-2号により実施機関が行った一部開

示決定に関して、開示の対象とされていない全ての公文書の開示を求める

ものである（よって、開示の対象とされた文書の非開示部分に関しては異

議申立ての趣旨に含まれない。）。 

なお、同時に異議申立てがなされた平成 25年 10月 23日付け 25春教学

第 1531-3号に関する申立ては、平成 26年 5月 21日に取り下げられた。 

２ 異議申立ての理由 

異議申立人が主張する異議申立ての主たる理由は、異議申立書、意見書

及び口頭意見陳述によると、おおむね次のとおりである。 

⑴ 本件指導主事らの出張（県外学校視察）は、春日井市小中学校長会学

校経営委員会委員長、春日井市教職員研修委員会委員長が、教育長宛て

に指導主事の派遣依頼を行い、関係指導主事らが、校長、教頭等の出張

に同行したものであり、同出張は、基本的に例年行われているものであ

る。 

⑵ 例年、実施機関で県外学校視察の公務上の必要性が確認されてきたの

であれば、視察校に関する文書、特に事前研究を進めてきたと思われる

校長会研修委員会から受け取った文書等があるはずである。あるいは、

当該指導主事らが事前研究した当該視察と実施機関の関連性に言及し

た文書等があるはずである。 

実施機関は「校長会、教頭会、教務主任会の計画に沿って県外視察を

実施している」と説明しているが、そうであれば、実施機関として各会

の計画書、事前研究文書等を入手、検討し、公務遂行上同行視察するこ
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とが必要と判断したということである。当然、その計画を同行する指導

主事はもとより、旅行命令権者も各会の計画書や事前研究文書等を確認

したはずである。 

⑶ 県外学校視察を実施するために各会から提供された視察日程等（集合

時間等）を記載した文書も常識的に考えて存在するはずである。 

⑷ 指導主事が県外学校視察の際に視察先から入手した研究概要や学校

要覧といった文書等ももちろん存在するはずである。 

⑸ 当該指導主事の記載した復命書の内容が、校長会の研究集録に記載さ

れた視察報告と全く同一とも言えるものであり、このような復命書が作

成されるためには、派遣依頼した経営委員会より何らかの文書を入手し、

復命書を作成したものと推察される。つまり、そのような文書が存在す

るはずである。存在すると思われる上記各文書は、組織共用性のある公

文書であることは言うまでもない。 

 

第３ 実施機関の説明の要旨 

実施機関の説明を総合すると、本件開示請求に対し、異議申立人が主張

する公文書を開示しなかった理由は、おおむね次のとおりである。 

１ 異議申立ての趣旨について 

平成 25年 11月 13日付け異議申立書の内容によれば、平成 25年 10月８

日付け公文書開示請求書において異議申立人が請求した「２．2012年度に

実施された春日井市立小中学校長等教職員の県外視察旅行に同行した指導

主事らが、当該校長会、教務主任会等から受け取ったすべての文書（視察

目的・視察日程等記載文書等々）及び同指導主事らが作成したすべての文

書。その他、「旅行命令簿」関係文書。ただし、復命書は除く。」に対する

原処分に対し、異議申立人は、当該視察の旅行日程及び当該学校経営視察

等に関する視察・調査目的を記載した文書や事前研究関係文書等が存在す

るはずであると主張していることから、実施機関としては、既に 25春教学

第 1531-2 号において公文書一部開示決定を行った公文書以外のものを求

めていると認識している。 

２ 指導主事の県外視察旅行について 

本事案の対象となっている指導主事の県外視察旅行とは、春日井市小中

学校長会及び春日井市教職員研修委員会（以下「校長会等」という。）が実

施する学校経営視察及び研究調査であり、指導主事は校長会等からの派遣

依頼を受け県外視察旅行を実施している。学校経営視察は毎年度、研究調

査は隔年で実施されており、指導主事に特段の事情がない限り実施されて
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いる。 

また、視察先は、文部科学省や都道府県教育委員会の研究指定校であっ

た学校を中心に校長会等が選定し、日程も含めて指導主事の意見等を求め

て決定している。 

 ３ 県外視察に関する文書について 

   まず、視察前には、県外視察に係る旅費の算出に必要であることから、

実施機関は校長会等から詳細な日程表を入手しているが、それらは、行程

表作成後に廃棄している。なお、これが平成 24年当時の取扱いであったが、

平成 25年度以降は、旅費算出の資料として保管することとした。 

また、異議申立人が主張する視察前の事前研究に関する資料について校

長会等からは取得していない。なお、指導主事らに対して校長会等から視

察先についての相談があり、その際に指導主事も自主的に視察先について

調べるため、事前に視察先の情報を取得しており、準備をしていない状態

で県外視察に同行することはない。ただし、視察先の情報は、指導主事自

身が、自主的に調べるものであり、資料としては残っていない。 

第２に、視察先において、指導主事は視察校で、学校要覧等の配付資料

を取得している。ただし、配付資料は視察後の復命書作成時に添付されて

いたが、決裁後、復命書作成者の元に戻ってきた際に、ファイリングされ

ず机上に置かれたままの状態であったり、配付資料を再度見直す際に復命

書から取り外して使用していたりしたため、散逸したものと思われる。し

かし、本諮問後、再探索の結果、４件の県外視察のうち１件については実

施機関の別の施設内で、１件については一部を除き指導主事の自宅で配付

資料（別紙記載のとおり）が発見された。 

第３に、視察後には復命書を作成するが、その際に校長会等から研究集

録に収録される案のようなものの提供を受け、参考にはしているが、個人

的に提供を受けたものであり、その場限りで廃棄している。 

 

第４ 調査審議の経過 

審査会は、本件異議申立てについて、次のとおり調査審議を行った。 

１ 平成25年10月23日 開示決定等の通知をした日 

２ 平成25年11月13日 異議申立てのあった日 

３ 平成26年２月24日 諮問のあった日 

４ 平成26年２月24日 実施機関から意見書を収受 

５ 平成26年３月11日 異議申立人から意見書を収受 

６ 平成26年５月１日 審議、異議申立人の口頭意見陳述、実施機関の説明 
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７ 平成26年５月21日 異議申立ての一部（平成25年10月23日付け25春教学

第1531-3号の公文書不開示決定処分に関する部分）取下げ 

８ 平成26年５月29日 審議 

９ 平成26年５月30日 諮問の一部（平成25年10月23日付け25春教学第

1531-3号の公文書不開示決定処分に関する部分）取下げ 

10 平成26年６月25日 審議 

 

第５ 審査会の判断 

１ 本件対象文書について 

異議申立人が本件異議申立てにおいて開示を求めている公文書は、県外

視察に同行した指導主事が取得又は作成したものであり、既に開示決定等

をしている復命書、旅費に係る支出負担行為決議書兼支出命令書（控え）

及び旅行命令簿を除いたもの（以下「本件対象文書」という。）である。本

件対象文書は異議申立人の主張から次の３つに分けて考えられる。 

⑴ 視察前に取得又は作成した文書 

⑵ 視察先で取得した研究概要等の資料（以下「配付資料」という。） 

⑶ 視察後に取得した文書 

２ 本件対象文書の存否について 

 ⑴ 本件対象文書の見分 

   当審査会は、実施機関の説明を確認するため、平成 24年度に実施機関

職員が県外視察旅行に同行した際に取得及び作成した文書が綴られてい

るファイルの提出を依頼した。 

その結果、実施機関から平成 24年度の復命書、支出負担行為決議書（旅

費）、旅行命令簿（学校教育課）の３種類のファイルの提出を受けた。事

務局で提出を受けたファイルの内容を確認すると次のとおりであった。 

ア 復命書 

実施機関の職員が出張した際に作成した復命書が出張先で受け取っ

た資料とともに綴られている。 

イ 支出負担行為決議書（旅費） 

実施機関の職員が出張に必要な旅費の支出をするための支出負担

行為決議書兼支出命令書の控えが綴られている。本事案に係る支出負

担行為決議書兼支出命令書の控えには、概算旅費請求明細書、行程表

（実施機関が作成したもの）及び派遣依頼文書が添付されている。な

お、原本は会計課で保管されている。 

ウ 旅行命令簿（学校教育課） 
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実施機関の職員が出張する際の旅行命令簿が職員ごとに綴られてい

る。 

上記３種類のファイルを見分したが、本件対象文書は確認できなか

った。 

なお、当審査会では、実施機関が保有する平成 24年度のその他のフ

ァイルについても確認したが、提出を受けた３種類以外に学校経営視

察に関連するファイル名は見受けられなかった。 

さらに、その後、当審査会は、実施機関が再探索の結果、発見に至

った配付資料の提出を受けた。これら配付資料は、指導主事が県外視

察を実施した際に、視察先の学校から受け取ったものであると判断で

きる。 

⑵ 実施機関の決定の妥当性 

以上のことから、当審査会では、本件対象文書の存否について次のと

おり判断する。 

ア 視察前に取得又は作成した文書 

実施機関が旅費を算出する際に校長会等から受け取っている詳細な

行程表については、既に廃棄されているため、不存在と言わざるを得

ない。 

また、実施機関が行程表以外に視察前に取得又は作成した文書の確

認はできず、実施機関の説明とも相違がないため、視察前の事前研究

に関する資料についても不存在であると言える。 

イ 配付資料 

実施機関が再探索した結果、発見に至った配付資料については、公

文書に該当すると言うべき文書であり、実施機関からも不開示に該当

する部分があるという意見はなく、当審査会で確認しても不開示部分

は見受けられないため、これら配付資料は開示すべきである。 

発見に至らなかった配付資料については、実施機関の説明及び探索

の結果から故意に隠しているという心証は受けない。よって、実施機

関はそれらの配付資料を取得したが、現在は保有しておらず、結果と

して不存在であると言わざるを得ない。 

ウ 視察後に取得した文書 

指導主事が、春日井市立小中学校長会が作成する研究集録に掲載す

る文案を取得し、その後廃棄しているが、当該文案はあくまでも指導

主事が参考程度に取得しているものであり、特段、組織共用する必要

はないと考えられ、公文書には該当しない。 
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３ 結論 

以上により、本件対象文書については、上記第１記載の審査会の結論の

とおり判断した。 

 

第６ 付言 

   当審査会は本答申に関連して次のとおり意見を述べる。 

   実施機関が、校長会等から受け取った詳細な行程表は、県外視察の詳細

な行動内容を示す資料であり、市民に対する説明義務の観点等に鑑みても

公文書として適切に管理すべき文書と言える。よって、実施機関が当該行

程表を旅費支出に係る資料の作成後に廃棄したことは、不適切であった。

実施機関は、平成 25年度以降、当該行程表を適正に保管していることから、

今後も引き続き適正な管理に努められたい。 

また、指導主事は視察先において学校要覧等の配付資料を取得している

というのであり、少なくとも再探索の結果発見に至った文書と同内容の配

付資料については公文書に該当すると言うべきであるから、それらの文書

が最終的に発見に至らなかった件については、文書管理が不適切であった

と言うほかない。また、再探索によって発見に至った配付資料についても、

公文書開示請求時点での通常の探索で容易に特定できるように文書管理を

行うべきである。 

実施機関においては、県外視察関係文書の管理の姿勢を改め、今後、適

正な文書管理を行い、同種事例の再発防止に努められたい。 

    

第７ 答申に関与した委員 

近藤真、堀口久、吉岡ミヤ子、髙松淳也、富田隆司 

  



213 

 

別紙 

１ 平成 24年 11月 26日、27日学校経営視察分 

⑴ 和田中魂 

⑵ 和田中学校ホームページ 

⑶ 部活イノベーション「新聞掲載」 

⑷ 横浜市立大岡小学校公開授業研究会チラシ 

⑸ 横浜市立大岡小学校中期学校経営方針 

⑹ 平成 24年度第６回授業研究会学習活動案 

⑺ 2012年大岡小学校学びづくりハンドブック 

  

２ 平成 24年６月 27日、28日教務主任研究調査分 

 ⑴ 横浜市立並木中央小学校学校要覧 

 ⑵ 平成 24年度第４回授業研究会学習指導案 

 ⑶ 並木中央小の研究 

 ⑷ 学習指導案 

 ⑸ 単元プラン凝縮シート 

 ⑹ 学習指導案 

 ⑺ 学校経営視察次第 

 ⑻ 授業観察時授業指導略案 

 ⑼ 平成 24年度学校要覧 
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諮問第 43号 

 

答  申  書 

 

第１ 答申 

現行制度における開示請求者（任意的開示申出者を含む。）の費用負担

は、開示実施に係る実費負担のみであるが、公文書の開示を実施する際に

徴収する手数料（以下「開示実施手数料」という。）制度を導入すること

が適当である。 

 

第２ 説明 

春日井市情報公開条例は、市民等の知る権利を尊重し、公文書の開示請

求権を明らかにし、市が市政に関して市民等に説明する責任を明確にする

ことを目的として、平成 13年４月に施行された。 

現行条例は、公文書の開示請求に係る費用や開示の実施に係る費用を徴

収せず、公文書の写しの交付を受ける者は、写しの作成及び送付に要する

費用を負担しなければならないとし、実費のみの負担となっている。 

情報公開制度に係るコストは、行政運営に係るコストとして市が負担し

ているが、春日井市の情報公開請求件数が、概ね年間 150件から 200件ま

での間で推移していたところ、昨年度から請求件数が急激に増加しており、

それに伴い、情報公開事務に係る行政コストも増大している。そのため、

本制度を利用することによって利益を受けている者とそうでない者との間

で負担の不公平が看過し難い程度に至っている。このような状況において

は、情報公開制度に係るコストには、民主主義のコストという側面がある

という点を考慮しても、コストの全てを行政が負担することは妥当ではな

い。ただし、市民等が開示請求をする際に、文書の存否や不開示決定にな

るか否かの判断が容易でない場合でも、情報公開制度の利用を躊躇するこ

とのないように留意しなければならない。 

そこで、情報公開制度に共通する請求受付、開示決定（文書の探索・特

定、開示・不開示判断）については、これまで通り行政コストとして市が

負担し、開示準備（複写、墨塗り）、開示実施といった開示の実施に係る行

政コストの一部を、開示を受けることによって利益を受ける請求者に負担

してもらうことが妥当である。 

よって、市は、開示を受ける全ての請求者（任意的開示申出者を含む。）

から開示実施手数料を徴収する制度を導入することが適当である。 
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第３ 答申に当たっての補足意見 

   当審査会会長近藤真は本答申に関連して次のとおり補足意見を述べる。 

   情報公開制度に係るコストは民主主義のコストであり、受益者負担とい

う発想から全て請求者に負担してもらうことについては、情報公開制度の

本質を考えると難しいものである。実施機関は、公文書開示請求を行う際

に徴収する手数料（以下「開示請求手数料」という。）制度の導入について

は、現在のところ考えていないとのことであるが、仮に開示請求手数料を

徴収する制度を導入する場合は、その必要性については、更なる審議が必

要である。 

    

第４ 審議経過 

 １ 平成 26年 10月 27日 諮問のあった日 

 ２ 平成 26年 11月 19日 諮問実施機関の説明、審議 

 ３ 平成 26年 12月 10日 諮問実施機関から追加資料の提出があった日 

 ４ 平成 26年 12月 24日 審議 

 ５ 平成 27年 ２月 ５日 答申書案の審議 

 

第５ 答申に関与した委員 

近藤真、堀口久、吉岡ミヤ子、髙松淳也、富田隆司 
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26 春総第 1048 号  

平成 27 年２月５日  

 

春日井市長 伊 藤  太 様 

 

春日井市情報公開・個人情報保護審査会 

会  長  近 藤  真  

 

春日井市個人情報保護に関する重要な事項の諮問について（答申） 

 

 平成 26 年 12 月２日付け 26 春情第 322 号で諮問のあった、住民基本台帳事務

及び市民税（個人）事務の特定個人情報保護評価書（全項目評価書）は、特定

個人情報保護評価指針（平成 26 年４月 20 日特定個人情報保護委員会作成）の

審査の観点に照らし、適合性及び妥当性ともに基準を満たしていると判断する

が、市民税（個人）事務の特定個人情報保護評価書には、次の記載を追加すべ

きである。 

 

１ 記載すべき場所  

  個人のプライバシー等の権利利益の保護の宣言の特記事項 

２ 記載すべき事項 

  外部事業者への一部事務の委託について、情報保護管理体制に万全を期し

ていること 

 

 

 

 

（連絡先）春日井市情報公開・個人情報保護審査会事務局 

春日井市総務部総務課文書担当 

電話：８５－６１２９                                                  
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